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まえがき

レジャーとは，労働や日常の必要性から開放されて自由な時間に，自由に

遊ぶ人間の行為のことである。現代社会では，そうしたレジャーをかつて予

想しえなかった大きさに拡大した。フーラステイエの『四万時間』をあげる

までもなく，現代の勤労者大衆にとっては，生涯で働いている時間より，自

由に遊んでいる時間の方がⅡ)]らかに多くなってきている。

現代社会のそうしたレジャーは，あたかも現代のリバイアサン（海獣）の

ごとき様相を呈して，われわれに迫っている。レジャーを供給する産業の巨

大さ，レジャーに対する大衆のあくなき欲望の大きさ，レジャーにこめた人

間解放の切なる期待，またレジャーのもっている自己疎外や否定的な側面，

現代レジャーにはあまりにも多くの問題が潜んでいる。

私たち本書の執筆者は，勇猛果敢にも，そうした現代のリバイアサンに学

問的に切り込んだのであるが，おそらく現代レジャーのごく一部の問題点を

摘出することにしか成功していないかもしれない。しかしわが国においては，

今日ほどレジャーの研究が必要な時はないにもかかわらず，レジャー研究の

現状は，長い間，働くことにしか意義を見いだせなかった社会状況や，長い

不況期のためもあって，貧しく手薄である。こうした現状からすれば，本書

の研究は，相当の意義があると確信する。

本書の成立事`情についてふれておこう。

本書は，法政大学比較経済研究所の研究活動の一つとして刊行される。比

較経済研究所は，経済学部のスタッフを中心に毎年２名の専任スタッフを任

命して，各人が２年間特定のテーマの研究プロジェクトを組織し，研究成果

を発表することになっている。

２年前に私は，この専任スタッフに任命され，教育活動の一部を免除され

て研究プロジェクトを組織することになった。私は，テーマの選定に苦慮し

たが，最後的に私が５年前から研究をはじめたレジャーの問題を取り上げる

ことにした。
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しかしレジャー論とはいっても実に'幅の広いテーマなので，いかなる具体

的なテーマでどのような研究を組織していくか，ずいぶん`悩んだが，とにか

くまず研究''''''１１を染めることからスタートした。幸いにも法政大学の同僚に

相談して，環境経済学専攻の経済学部の松波淳山，フランス社会思想史の専

攻でフランスのバカンス法の論文もある社会学部の艦'１１１ﾘ]，アーリ『観光の

まなざし』の翻訳もあり，観光論などを研究している社会学部の加太宏邦，

労働社会学専攻の第１教養部の安江孝司，1111論経済学の専攻だが沖縄の観光

開発も研究している第１教養部の屋嘉宗彦の各氏と研究会を組織することが

できた。

その後，私の後飛であり友人でもある連合総研（現在電機労連）の研究ス

タッフで，労働'''１題のエキスパート小林良'陽，ジャーナリストで環境保護な

ど社会|川題に造詣の深い友人の)||俣修壽，環境や地域|ﾙ1発問題に詳しい後號

の利根)||治夫，私の大学院のゼミ生でイギリス|玉|立公園の研究に取り組んで

いる江)||雅祥，経営学部の岡田裕之・廠岡治哉の両教授から紹介された，観

光やレジャーに|對心をもっている服部勝人，秋葉lﾘj，経済学部の柳原透教授

から紹介された細[[|〕Ｍｔ子などの諸氏が研究会に参力Ⅱしてくれた。

こうして１２名近くの研究ｲIll間が毎月集まって１Ｊ}究会をおこなってきたが，

最終的には各人の研究成果をもちよって本齊ができあがった。もとより執筆

者各自のレジャー観は必ずしも一致しているわけではない。むしろ，そうし

たことは一般的に当然なことである。しかしわれわれの観点は，どちらかと

いえばレジャー主体のI1lllに重点をおいているところに特徴がある。幸い各人

の研究は，レジャー論の四つの分野に分けてまとまり，それなりに一書の体

裁をもつことができた。結果的にはlll侯を|除いてすべて法政大学にかかわる

仲間によって本評が成ったが，それは法政大学比較経済研究所の仕事にふさ

わしいことである。

本書の構成は，ｌＬｌつの部からなっている。

第１部は，レジャーの理論的・歴史的な考察である。この部では，当初は，

村串の論考を'１１心とした現代のレジャーに関する徹底した理論的検討を予定

していたが，イi)}究が完成しなかったため，安江によるレジャー概念の歴史的

な変遷を'|]心とした二つの班論的な考察をすえた。なお筆者の研究の一部は，
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｢現代レジャーの概念について｣，「現代レジャー論の研究対象」（『経済志林』

第65巻第４号，第66巻第1号）として発表してあるので，参照していただけ

れば幸いである。

第II部は，先進国のレジャーと日本のレジャーの比較検討･を試みた。第１

章は，廣田のフランスにおけるヴァカンス法についての論考であり，現代レ

ジャーの基本的条件である勤労者の休暇，特に連続休暇の問題を扱った。第

２章は，江)||が修士論文以来ｲﾘﾄ究しているイギリスのナショナル・パーク

(国立公園）について論じたもので，ｌ戦後イギリスのレジャー政策の一端を

分析している。いずれも日本のレジャーを考える時に教えられることが大き

い。第３章は，小林も参力Ⅱしておこなわれた日本をふくむ先進５カ国の余暇

時間とレジャーについてのアンケート調査の結果を，国|際比較しながら論じ

たもので，先進国と'三|本のレジャーの特徴，あるいは日本のレジャーの歪み，

欠陥といったものを鋭く分析している。

第III部は，レジャーの11]の'１１心的なカテゴリーである観光の現代的な展開

を論じた。第１章は，交通論の立場から秋葉が，現代の観光が国内的にも国

際的にも航空の発展に起因している事情を解lﾘ]している。第２章は，屋嘉に

よる沖縄観光と地域開発のあり方の問題の解明を'1二'心に，松波と橋爪による

沖縄観光と環境の'111題の論考をﾈili論にすえた。第３章は，細田が長い間かか

わってきたインドネシアの－地方トラジャにおける観光開発を論じ，伝統的

社会と観光開発の問題性を追求した。いずれも現代の観光問題の核心にふれ

ており，多くの問題を提起している。利根川は，最近いわれはじめたグリー

ンツーリズムの具体的事例として福島県の鮫川村について研究していたが，

この論文は，事情により残念ながら掲戦を見合わせなければならなかった。

第IV部は，数は少ないが日本人のレジャーのあり方を具体的に分析したも

のである。第１章は，加太の'三1本人の観光行動を分析した論考であり，日本

の観光のあり方に１H1題を提起している。第２章は，村串が'三|本人のゴルフの

遊び方を分析して，日本型レジャーの歪みを解'ﾘ]している。第３章は，同じ

く日本人のレジャーのあり方について，）||俣が日光国立公園・尾瀬の過剰利

用の問題を調査をふまえて論じ，レジャー現場の問題点を析出している。第

４章は，服部による東京ディズニーランドのホスピタリテイ問題の分析を通
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じて，日本のテーマパークにおける遊び方を考察している。

執筆者一同は，本書が，現代レジャーの専ｌ１１ｊの研究者だけでなく，レジャ

ーのさまざまな分野で働いている方々，例えばレジャー論や観光学を学んで

いる学生諸君や，Ｆ１治体でレジャーや観光の仕事に従事している職員の方々，

ツーリズムに働いているエイジェント，あるいは自然保護に関心のあるエコ

ロジストなどの方々にも，広く読んでもらえることを願って準備した。本書

が，現代のレジャー研究の一助になれば，望外の喜びである。本書の研究グ

ループは，今後も１Ｊ｢究をつづけ，レジャー研究に新たな問題を提起しつづけ

ていきたいと願っている。私たちは，今後この研究会に，多くの賛同者が参

加してくれることを期待したい。

１９９９年３月３日

現代レジャー研究会代表村串仁三郎
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第１章レジャー理念の原郷

はじめに

レジャーは多くの時間を要し，費用もかかる。が，われわれ多数のものに，

自己充足をもたらす一大源泉がレジャーというものであろう。しかし他方で

は，およそレジャーといったことに縁のない人たちもいるだろう。たとえば

失職中で，おまけに病を得て床に臥すものとか，そうでなくても，日がな一

日ただただテレビを観て過ごすだけといった人たちのように。

もっとも，「テレビ（ＴＶ視聴）もレジャーのひとつだ」ともいえないこと

もない。なぜなら，場合によっては，あるいは放映番組によっては，ＴＶ視

聴は勉強（教養をつけるとか糖神の酒養とか）のときでもあり，娯楽のときと
（１）

もなるし，「テレビジョン・カノレチャー」（Ｊフィスク）とは，そもそも勝義

で，そういう媒体でもあるのだから。

そういうことだが，ともかく，われわれ一般大衆が手にするレジャーの量

が増大してきていることは，いまや未曾有の歴史的事実である。そして，い

うまでもなく，それは，人びとにおける労働時間の短縮，また，引退ないし

は退職年齢の相対的低年齢化（というより寿命の延び，老齢化による引退ない

しは退職後の人生の長期化)，合理化や技術革新あるいはオートメーションや

コンピュータ化にともなっての失業率の高率上昇化，その他の社会的諸要因

に起因する。こうして，現代史上，これまでのところは，一部の特殊な社会

層を除き，人口の大多数を占めてきた￣般大衆のライフスタイルが労働もし

くは仕事中心に大きくシフトしていた生活型だったとしても，わが国におい

てもおよそ四半世紀頃前（1970年代以降）より，欧米先進国の流れからくる

現代社会のトレンドとして，いまではそれが「レジャー型」に大きく変貌を
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とげているといわなければならない。ここにいう「現代史」とは，社会科学

が説く「理念としての近代市民社会の危機」の時代への突入期，すなわち，

イギリス産業革命に始まる工業化（廠業化）とフランスTIi民革命に端を発す

る民主化（Tl『民化）の流れ－ＥＪホブズポームに倣っていえば「二重ＺＩＩｆ

命（TbeDualRevolutioll)」－が，まずは西ヨーロッパ全こ[を覆い，そこ

から全欧ﾘﾄ|，アメリカ，さらに東洋へと波及していく史的画lUl，すなわち，

1830～６０年代以降，今'三|におよぶ「産業化と民主化」の波を被る人間と社

会の全歴史過程を指す。そうして，1830～６０年代以降，産業主義（工業主

義）と民主主義（T'1民主義）に立脚した二ZII革命の腰|汁|が２０世紀に入って全

世界化する一方，その過腿で，世界の民は二度の世界大戦を経験するも，第

二次|u界大戦後（1945〈'二以降)，その戦中に|)'１発された新技術を基礎に，戦

後疲弊を乗り越え，さらに技術革新を急速にすすめながら，戦後の「新産業

主義は豊かな社会を築き上げることに成功する」（Ｊケネス・ガルブレイスの

『ゆたかな社会」〔鈴木:'1『太郎訳，岩波書ＨＩＴ，｜両１吋代ライブラリー版，1990年／原

著1958年〕および『新しい産業|正I家』〔河Ⅱ}評房，都W/Ili人訳，1978年／原著

1967年〕を参照)。かくて，その過租のうちに，いわゆる「先進国」を機ｉｌＩｌｌ

として，１９７０ｲ'三代になると，コンピュータ（computer）・コミュニケーショ

ン（communicati(〕､)・コントロール（coIItrol）の「３C11I命」（デニス・ガボー

ル）が起こり，「緑色革命」（チャールズ．Ａライク）がl1Llえられ，あらゆる社

会的伝統規flillに反逆する諸行動（大学での学412反乱から巷での青年･若者層のヒ

ッピー，イッピー化に至る）が噴出しだす一方，「コンピュータ化｣，「情報化｣，

｢脱工業化」（ダニエル･ベル／アラン・トゥレーヌ）などと称される新しい社会

l杓動向が見られるようになる。そして，まさにその時期をｍｊ０１として，現代

大衆のライフスタイルがj賑換しだすのである。今|と|の人びとにみられる「レ

ジャー剛ライフスタイル」への離陸は，こうしてはじまったものとみなして

おきたい。

かくして，これまでとは大いに異なる人びとにおけるライフスタイルを前

提とするも，人びとが仕事を離れ，労働から解放されたいわゆる「余暇（時

間)」をどのように過ごすべきかは，人びとの一人ひとりの|川題であって，

そのこと自体に社会科学者がとやかくいうべき筋合いではないとみる向きも
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あるかもしれない。けれども，われわれとしては，この新しい「余暇型ライ

フスタイル」の人びとにおける健康と幸福に，あるいは知的文化や生活様式

に及ぼす影響について，われわれなりの知見を挟み，論議に介入することも，

ともあれ許されてもよかろうと考えたい。

要は，レジャー（余暇）というものをどう理解するかということ，すなわ

ち，人はなぜレジャーを必要とし，どんなことをレジャーだとみなし，その

レジャーからどんな満足を人は得ているのか，あるいは得ようとしているの

か，はたまた得ようとして得られないでいるのかもしれない，ということに

ある。なぜなら，Ｉﾘ]らかに現今，社会椛造（その基盤ならびに諸条件）の変化

のうちに－その歴史的誘因あるいは動因|川題は，歴史科学や社会科学の大
（２）

問題にして根本問題のひとつであるが，それはＢｌ論に譲るとして－レジャ

ーの諸形態が変様し，したがってまた，人びとのレジャー観も変容している

とみられる'可きがある一方，その現状には首肯しがたい面も多々あるように

も思われるからである。それゆえ，われわれの議論は，今'三Iに至るレジャー

意識の歴史的・思想史的整珊をおこない，そこから得:られた知見にも拠って

立つものでなければならないところもあるのではないか。以下，われわれの

見解の一端を披瀝しておきたいと思う。

Ｉスコレー：レジャー概念の原義

△ＯＣＬ〃ＣｌﾉdZwﾉｕｏ"しαＣｌノてりｏ〉Uol〃eLlﾉαＬα伽ｏ几oLlue0αγαｐＬＩﾉα

剛o入α§叩Ｃｌﾉ,ﾉ［α仏冗oleﾉuo叩ｅＵｚｌノｅｚ〃,ﾉ",ﾉαγのﾉueIﾉ．

－これは，アリストテレス『ニコマコス倫理学』における有名かつポレミ

カルなレジャー定義にかかわる一文（第１０巻第７章ll77b4）であるが，そ

の日本語訳としては，管見のところ，以下のごとき３種の邦文が認められる。

（１）幸福は閑暇（スコレー）に存すると考えられる。けだしわれわれ

は，閑暇を持たんがためにアスコレイン（忙殺）されるのであり，
（３）

平fl]ならんがために戦争を行なうのである（高|H三郎訳）

－なお，訳者は，「忙殺（アスコレイン）される」の訳文に注を

振り，「文字通りには『無閑暇たらしめる』の意。名詞はくアスコ
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リア〉（無閑暇）つまりbusinessであり，……スコレーの奪われて
（４）

いることを示す-」と記す。

（２）幸福は〈ゆとり＞のうちにあると考えられる。実際われわれはゆ

とりを得るためにあくせくするのであり，戦争をするのも平和に暮
（５）

らすためなのである（小澤克彦計()。

（３）幸福は余衲のうちにあると考えられる。というのは，われわれが

余裕なく働くのは余裕をもって生きるためであり，戦争〔を〕する
（６）

のは，平和に生きるためだからである（力Ⅱ藤信朗訳）

－なお，この訳文に，訳者は，次のように注記する。「〔スコレ

ーは〕〈余裕（伽｡入")〉。〈余暇＞と訳してもよい。ただし，無為に

過ごす閑'１段，時間の使い方にl氷1る閑||段ではない。むしろ，それは最

高度の〈専心（ぴ兀皿)〃夢中，没頭，むきになること)＞と相伴いうる

（cLll77bl9)。最高度のく余裕〉のうちに最高度の〈活動，働き

（eｼepγ‘しα)>，したがって，充実があるのである。したがって，〔本

文の〕次につづく税Ⅲ]から分かるように，余裕があるかないかの違

いは，なされる仕事がそのもの自体のためになされるか，他の目的

のためになされるかの違いであって，いわゆる’『時間の余裕』が

あるか否かとは関係ない（cfll77b4-24)。それゆえ，それはく無

為〉に対立すると共に，〈遊び〉にも対立する。なぜなら，〈遊び〉

はく仕事のため〉であると言われているからである（第６章1176ｂ
（７）

32-1177ａｌ参Ｉ胸)」と。

また，ある英語訳版の上記箇所は，“Itisthoughtthathappinessconsists

inleisure・Ｔｈａｔｉｓ，ｗｅａｃｃｅｐｔｕｎｌｅｉｓｕｒｅｔｈａｔｗｅｍａｙｈａｖｅleisure，ａｓｗｅ
（８）

ｍａｋｅｗａｒｔｈａｔｗｅｍａｙｅｎｊｏｙｐｅａｃｅ”である。
スコレー

こうしてみると，邸oﾉ(〃とは，要するに，Ieisure（閑暇，ゆとり，余裕）
アスコリアアスコレィン

の義にして，他方，α剛Cl"ｅ（oXo1a生山は形容〔Hill〕詞）は，unleisure

(忙殺，あくせくする〔こと〕）の調いであるが，また付記しておくと，別の文

脈では，高}(|訳書に，「非閑||段」または「！'!(閑|暇」あるいは「多忙」その他
（９）

の類語があてがわれており，アリストテレス『政治学』（111本光雄訳）では，

名詞表現で「事業｣，形容詞表現で「忙しい」という語もみえる。つまり，
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アスコレインを，山本訳では，もっとも勝義に解釈して，business（事業)，

ｔｏｂｅｂｕｓｙ：tobebusilyengaged（忙しい〔こと〕）とみなしているわけであ

る。ただし，言語的には，古代ギリシア語では，勝義でのスコレーの反対語，

つまり日本語での「多'忙」とか「事業」とかにあたる語はなかったとのこと。

すなわち「ギリシア語では，この言葉を指すのにα-剛o入れ（ラテン語のｎｅｇ
（lD

-otiumにあたる）という否定的な形を持つにすぎない｣。あるいはもっと分か

りやすく言えば，「ギリシア語では，週日〔労働日〕のれっきとした〈仕事〉

を指す言葉がなく，ただ〈暇なし〉－スコレー〈暇〉と，否定を意l床する

くア〉を結び付けたくアスコリア〉－という否定形があるだけだという事

実である。ラテン語でも，この点は同じで，業務，仕事を意味するネゴティ

ウム（英語のネゴシエイションはここからきている）は，オテイウム（暇）の
（11）

否定形なのである」といわれる。したｶﾇって，上掲アリストテレス『ニコマ

コス倫理学』（第10巻第７章1177b4）の前半部の原語表現は，カトリック神

学哲学者稲垣良典によると，「われわれは閑暇を得るために暇なしである」
（12）

あるいは「われわれは'１段をもつために暇なしである」という日本語訳でなけ
（13）

れぱならないと言われる。また，「lllilなしである」とは，ドイツのカトリッ

ク神学哲学者ヨゼフ・ビーバーによれば，「ギリシャ語では，週日〔労働日〕

の仕事そのものを指すのであって，ただ単なる気ぜわしさを意'床するのでは
（14）（15）

なし〕」という。

また，上記アリストテレスの言説にかかわり，いまひとつ注記しておくべ

きことは，日本語訳での「幸福」（英語訳のhappiness）ということばの意味

についてである。アリストテレスにおける原語は，euJZw川ｐＬａ（eudai

moniaエウダイモニア）である。が，Ａ､Ｈアームストロング（ＡＩＬＡｒｍ‐

strong）の名著Ａ〃ＩＭＭ‘c/io〃／０Ａ"CiC"／Ｐ/zj/CSO/l)/Ｚｙ：/〉ｗ,,ｚ／〃ｃ６ａｇ/"＿

〃j"９０/Ｕ”eﾉＭ/'０/CSOﾉｳﾉ2ｙｌＩｏＳ/・Ａｚ(gzM"ｃ（Methuen＆ＣｏＬｔｄ,London，

1965）によると，「アリストテレスに従えば，すべての人間は『エウダイモ

ニア（eudaimol]ia)』を目指している〔のであるが〕，この言葉はおそらく
（16）

『llIEi調』（wellbeing）と訳されるのが最もよいだろう」という。そして，アー

ムストロングは，その理由として，「この言葉は一般的に心持ちの状態を示

す『幸福（happiness)』ということばの現代的用法よりも広い意１床のもので
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あり，『エウダイモニア』はすべてが完全にＩＩＬ分のない状態を意|床してい

るのであって，『エウダイモン（eudaim6n)』とは単に幸福な心持ちである

というだけでなく，すべてが実|礫に彼にとってうまくいっているということ
（17）

である〔のだから〕」と言う。とはいえ，」二褐アームストロング箸の邦訳書

では，アームストロングの言説に注記して，「しかし本訳書では，今後著者

がｗｅⅡbeingと訳するエウダイモニアを『lllfj調』の意味を込めて『幸福』と

訳すことにする。｜]本譜では既に『幸福』という訳語が定着してしまってい
（18）

るからである」としているので，われｵﾌれもまた，その言に従っておきたい

と思う。

したがって，われわれとしても，上掲アリストテレスの言説は，

〔人の〕幸せというのは，レジャーのうちにあるものと考えたい。とい

うのも，われわれが忙しさ（事業）をうけいれるのはレジャーをもとう

とするからである。それはちょうど，）|蛸'行為が平和享受のためである

のと同じことなのだ

という含意においてHl1解しておきたい，と思う。そうして，仮にもそうであ

るとして，それでは，そもそも，「スコレールジャー）とはなにか｣。その

ことが，あらためて，ひとつの根本的なｌｌＩ１いとなってくる。以下，本章の'二｜
（19）

的は，さしあたりおおまかにその思想史l'灯概観につとめておくことである。

IＩレジャー11M念のルーツ

アリストテレスは，；阿学はエジプトに始まると信じていたが，学者たちの

多くは，ミレトス（古代に隆｣Miを極めたエーゲ海沿岸のイオニアの古都，紀元前

494年にペルシアに滅ぼされた）出身の一ギリシア人で，紀元前６世紀をつう

じてミレトスに足跡を残す哲学者群像のなかの最初の人物，あるいはいわゆ
（20）

る「古ｲCギリシア七賢人」と讃えられるなかのプリムス・インテノレ・パーレ
（21）

ス（賢人'１１の賢人)，すなわちタレスをもって哲学は始まったと主張してきた。

そのタレス以前はどうかと言えば，考えられたものどとがなんであれ，哲学
（22）

は宗教ないし１''1話的言説と統WLi（政治）のかたちをとって現われていた。わ

れわれは，人類文明の祖ともいうべきメソポタミアにまで遡ってみよう。
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１倫理の饗宴
（23）

ハンムラピ法典は，・世俗的なものだが，宗教的法衣をまとっていた。ハン

ムラピの権利が現われ，それからキリスト411誕に至る２０００年余りのU｣:，聖

なる権威と法典に調われた社会的正義との結合が，紀元前１０００年余り前の

サウル，ダヴィデ，ソロモンといった偉大なユダヤの諸王の治壜世においてと

同じように，他の宗教的政治的諸制度においても，繰り返しみられた。最初

期の預言者たちは，穏健，親切，杣互扶助，そしてとりわけ質素，といった
（24）

美徳を説し】たものであった。

どこにおいても，宗教システムの発展がみられ，それが進化していった。

ペルシアでは，ゾロアスターが理性と白[11意志について説き，聖なる目的遂
（25）

行に働くAll想，言葉，行為の意義を説いた。

同じころ，そのはるか東方の地，インドにおいては仏教が興り，中国では

老子（紀元前６世紀後半，道家思想の開祖）と孔子（紀元前551年？～前479年，

１１１国春秋時代の思想家，儒教の開祖）が活蹄した。

東洋と西洋とでは，宗教も哲学も非常に異なるけれども，老子や孔子が警

句でもって説いた人の生き方は，ユダヤ教やキリスト教の教えと驚くほど似
（26）

ていると言われてきたことも周失Ⅱのとおりである。また，古代インドにおい

て育まれた仏教の正道，すなわち目(lillを強調し，虚栄や慢心を抑え，正直，

親切，安心立命を説いたその戒律は，現代社会においても価値ある徳目とし

て，あらゆる信仰人がみずからに課し，他者にも向かう実践倫理だといって
（27）

もよし〕ものであろう。

したがって，紀元前６世紀を挟むその前後ごく短いあいだに，世界の主要

な宗教教義が，東地中海，ペルシア，インド，中国の地において，ほとんど

同時期に育まれ，発展したものであったことが分かる。それらは，それぞれ

教説は異なるけれども，一致して貧困と堕落や失意の底に沈む状況から人び

とを救い出し，神への恭１１値，敬度，そして善行をとおして，希望と威厳を指

し示す道を探求したものであった。そこには共通して，天国へと導かれる生

き方についての大きな同意が横たわっていることが認められる。善い生活と

は，長い曰で見て最高に幸せであり，優越したものであるが，しかしそれは，

諸個人が刹那的な，つまりはそのときどきの快楽や利益に与かるようなこと
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とは，まったく関係ないとするものであった。

eギリシアの宗教，哲学，倫理

上述のような思いは，紀元前５世紀および４世紀のギリシアにおける哲学

者たちにおいてもそうであっただろうと解される。首尾一貫した宗教体系を

欠くものの，ギリシアの哲学者たちが確立した倫理体系の本質は，すぐれて

宗教的'１１１考にllv応する。その特殊な祝祭儀礼やﾈ111秘思想のなかには，罪，罰，

浄化，審判といった，すぐれて宗教的な教義とその実践条項が含意されてい

るからである。もろもろの祭儀は，地獄を逃れ天国へと誘う可能性を人びと

に与えた。がしかし，そうしたIiLA想と行動が，’1((;－絶対的な超越神を自覚し

えたユダヤ・キリスト教的な意味での宗教意誠，つまり，人は，人としての

あらゆる同然的社会的欲求を抑えて，どんなに自己の俗人間的ⅢliI直感情意識

にそぐわなくとも唯一i(111の絶対的命令に絶対的に服して，つまりは，そうい

う主体性をもって生きなければならないとする超越意識を柿成するには至ら
（28）

なかったのであった。

ギリシアネ''１話の神々の多くは，今日，文|ﾘ]化の極点に至り，まどうことな

く頭の天辺から爪先に至るまで全面的な俗物者（社会学者エミール・デュルケ
（29）

ムの１１)語にいうleprofane，あるいはカトリック教徒歴史社会学者Ｈ､Ｇ・コックス
（30）

のいうamanofwholesecularization）としての，われわれ文lﾘ]化した現代人

にとっても，とても11jlll染み深い。アポロとゼウス，サイケやエロス，プロメ

テウスにパンドラ，等々と大勢いるが，しかし他の宗教ﾈ''１とは違って，ギリ

シアの神々は皆，平気でウソをついたり，溢みをはたらき，近親相姦を犯し

たり，忠義から出た殺しをやったり，同情心から哀れみの情や寛大な心を示

したり，自己織牲を払ったり，英知をＩＤＩかすなど，つまりは生理的にも行動
（31）

の面でも，いろいろと俗人|川的な'性格を有する。

ギリシア人が捉えたi(''１々は，人間が崇拝ないし畏'iiiすべきﾈ''１格としての，

それではない。そのﾈIl1々は，瞬く年を兎ねた人間の兄弟姉妹のようなもので

あった。１''１々は宇宙の「貴族」であった。そして各ﾈ''１は，宇宙の一定部にそ

れぞれ責任を負うのである。それはまさに，地方の諸貴族がそれぞれ，各都

市国家共同体（ポリス）の存続維持に責任を負うていたもののごとくにして
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（32）

である。

ギリシアの宗教は，別の点でも，他の諸宗教とは異なる。それは，「預

言・救済の宗教」ではなかったということ。つまりは，ギリシアの宗教とい

うのは，人llUがみずからを疑い，問い詰め，分析するといった，ユダヤ．キ

リスト教であればそれが本質的な営みであるところの，人間における厳しい

内省を人間の鞘ﾈlllの営みとしてなすという稗１頁にまったく欠けるのである。

宗教とは，人'''1におけるそうした営みの枠外のこと，すなわち単なる自然の
（33）

－部,字1tiの一部的事象として捉えられていたものであった。「古代ギリシ
（3,1）

ア語にはく自己〉とかく個人＞Ｉこ当たる言葉がない」といわれるが，それは，

そのためであろう。

古代ギリシア人にとって，主要な崇拝対象は「ポリス（都市国家社会)」で

あった。だから，彼らの自己認識は，たとえばアテナイ人であるとか，スパ

ルタ人であるとか，コリント人であるとか，といったように部族的な人生の

うちに終始し－とはいえ，ポリスというものを自覚した希有の卓越`性（ア

レテー）がいかなる陀価を被るわけではむろんなくして，むしろ事態は，つ

まり，その精神史的境位は，まったく逆１－だからして，たとえば神官，

僧侶といった身分，すなわち聖職者階級を生まなかったというのも，すぐれ

てギリシア的な特質のひとつである。あるいはホメロスが讃えられ，多くの
（35）

作品'がホメロスの手'こなるものだとされてきたのも，そのゆえだと言えば分

かりがよかろうか。古代のギリシア人が讃えたものは，彼らの詩であり，政

治であり，哲学であり，そしてその政体，すなわちポリス（都市国家社会）
（36）

であった。

哲学と科学は，古代ギリシアにおけるような，そうした文脈（精神史的境

位）に芽生え，そこで成長発展をとげた偉業知であるが，自然的伝統的な世

界観の打破，生活風習の破砕が起こるのは，般初はギリシア以前のバビロニ

アにおいてであり，ギリシア以降では’４世紀のアラブ，そして「ルネサン

スと宗教改革」を経た後のヨーロッパ近代―この限られた時代と社会にお
（37）

いてしｶｺみられなかったことなのだ。そうして，いずれの時代，いずこの社

会においても，そこでは理性が，理,性を欠く,刮然な社会的世界に秩序をもた

らすために必要であると主張されたのであった（もっとも，そこでの理,性の定
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義は，それぞれ異なるのであるけれども……)。

よく岐初の哲学者は夕レスであるとみなされるが，それは彼が理`性によっ

て秩序を捉え，それを体系的に指し示して論じた最初の人物であったからで

ある。タレスをもって始まった哲学は，他の思索者もいくらか力||わり，１世
（38）

紀有余の|Ⅲ]は，主に'二|然界に目を|句けていた。そ１タレスは，いくらか

数学をこなした灯人でもあったから，それでもって惑星の周期運動を発見す

る一方，紀元前５８５年の食現象を予言することができた天文学者でもあった。

その事実をもって「タレスは実在の人物」とみなされてきているわけである

が，それはともかく，初期の哲学者たちは，また同時に，公人でもあったと

いうこと，それがとくに重要な点であった。というのも，彼らはそれぞれ，

自分が屈した都市|玉1家の政治的，ｉｌ邸''19,経済的，社会的，等々の公的諸ｌｌ１ｊ

題にもにかかわり，ＩｌＬＩｌ題解決をめぐって現実に身を処した者たちでもあった

からである。それどころか，実|際のところは，その逆で，彼らが哲学をなし

えたのは，ポリス社会（都市国家）の'１１１題を処lll1した後の，いわばその時''１１

外においてのことであり，すなわち，彼らは，「真のスコレールジャー)」

を正しく実践したからであったのだといえよう。

ソクラテスは粘神（霊魂／心魂）のβ'|造者だといわれるけれども，その栄

誉は多分，ソクラテス以前タレス以降の，そうした先人哲学者たちにこそ屈

しているだろう。しかしながら，魂を基囚として宗教的思惟を世俗化したと

ころに，ソクラテスがなした最大の貢ＩＭＩがある。そのこともまた，疑いもな
（39）

く，）ilA想史と梢ﾈ''１史の真実なのだ。

上述の感化に加えて，ソクラテスは，したがってまたソクラテスの後継者

であるプラトンも，次のごとき二つの環境によって，大きな影響をうけた。

ひとつは，ソクラテスの青年jU1が，大体紀元前460～430年にあたり，ギリ

シアの黄金期といわれるペリクレスの時代であったこと。そして，その'1]期

から|M(1年にかけてソクラテスが生きた３()ｲ11:''１，紡局はスパルタがアテナイ

に勝利することでもって終結をみるペロポネソス戦争期と折しも重なってい

たことにある。ソクラテスの弟子であるプラトンはアテナイ人であったが，
（40）

プラトンの哲学は，『|王|家』にみられるごとく，スパノレタを善義とした。ま

た，プラトンがそうであったように，古山jU1といわれるこの時代の哲学者た
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ちは，民主政についても多少とも思いをめぐらしてはいるものの，彼ら自身

はむしろ貴族政を良しとする一方，しかしその基盤を「血族」や「富」にお
（41）

くことはせず，「徳」Ｉこおいたものであった。

記しておくべきもうひとつの影響は，ソフィストからのものである。ソフ

イストたちの議論は鋭く機知に富む一方，彼らの狙いは既成の秩序と権威を

根底から失墜させることにあった。「ソフイスト」の原意は教授（あるいは

先生）の調いである。そこからsophisticated（ソフィスティケイティド，大変

に教養のある・洗練された)，sophomore（サフアモア，高校あるいは大学課程の

２年生)，sophism（ソフィズム，良い意1床での能弁・愁い意１床での論弁)，soph

istry（ソフィストリー，能弁術・論弁術）といった語が生まれた。

ソフィストたちは旅をし，弁論術や論理にもとづく議論の仕方を教えた。

雄弁や論争に猛ることは，都市国家の公的生活を成就するために要求される

技能であった。そして，その成功は，通常，富と権力をもたらしたのである。

ソフィストたちは実践的教育を施し，学生たちは授業料を払うという形態で

あったが，その擁iは決まってはおらず，お布施のかたちをとっていた。また，

学生たちの多くは都市国家の自由民（市民）の裕桶な家庭の子弟たちであっ

たところから，お布施は往々高額が相場となったといわれる。だから，ソフ

イストたちの学校に通えるのは，しだいに貴族の子弟たちだけとなっていっ

た。だから，言ってしまえば，ソフイストたちの学校に出向き，ソフイスト

たちから教えを聴くことは，原理的に，また形式臺上は，誰にでも許されてい

たものの，貧しい家政の子たちはソフイストたちの学校に赴くことが，次第

におのずとできにくくなっていったのである。もっとありていに言えば，か

くして奴隷の子はもちろん，自由民の子であっても，貧しい下層階級の子弟

たちは，次第におのずとソフィストの学校から締め出されていったのであ
（42）

った゜こうして，その結果，８mのソフイストたちが民主政にはあまり触れず，

もっぱら貴族政を説く一方，その教えを聴く弟子たちがことごとく貴族出身

という構図ができあがってくれば，貴族政が継承，擁護され，彼らの安寧福

祉が増長される，そういう体制が強化されていくことは当然の成り行きであ

ろう。

バートランド・ラッセルは，古代ギリシアにおいてソフィストの果たした
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（43）

役害l機能を，現代社会での弁護団のそれになぞらえているが，それはまさに

卓見である。がしかし，そういう動向を，ソクラテスは全面的に首肯したの

でもなかった。少なくともソクラテスは，ソフイストたちの教えのなかには

道徳原理が，あるいは理念がまったく存在しないことをはっきりと非難して
（44）

し〕た。

しかしながら，ソフイストのなした貢献にも大変なものがあって，ヨーロ

ッパ中會世の大学で教授されることになる７教養科目中，学生たちが最初に学

ぶ－のちの中-世の大学では下級の科目とされたが－文法，習字，論理の

3学（trivium）を創り上げたのも彼らソフイストであった。残りの４学

(quadrivium）は算術，音楽，天文学，幾何で，中-世の大学では，この４学
（45）

が上級科目とされ，先の３学を修得したのち1こ教授された。

ソフイストたちの議論をそのまま推し進めていくと，それは往々にして無

神論に陥っていくものの，しかしまた，社会的世界を理解することに努める

一方，その壜世界を秩序づけることに齋闘したものであった。そして，それゆ

えにこそ，それから遠からず，思索の対象は，内的世界へとその焦点を移す

ようになってゆき，哲学者たちの努力も，知と精神の働きをいかに理解する
（46）

かという問題へと11賦換していくのである。霊魂ないし精ﾈ１１１の論理とは，ギリ

シア起源の意1床においては「心の論理（psyche-logiked)｣，すなわち心理学

(psychology）の調いである。デルフォイのアポロネlll殿の壁に落書されてい
グノーテイ

た言葉のひとつは，キロンの教えとして残る「汝自身を知れ（TM2Ol
●セアウトン （47）

ZEATTON)」であった。

Ⅲスコレー（レジャー）理念の文化社会的基盤

「レジャーは生活である」あるいは「生活はレジャーである」とは，セパ

スチャン・デ・グレージャーが述べているように，「古代ギリシア人にこそ相
（４８）

応しい彼らにおけるⅡＩｔ－の生活信条であった｣。が，レジャーは非常に複雑

な理念，もっと正確には理想であった。時間は，文化の成熟向上に必要な一
（49）

要因である。が，時間は必要条件であるとはいえ，‐'一分条件ではない。レジ

ャーの構成要素のひとつとして，だれしも「時間」をあげるけれども，時間
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とのかかわりのみでレジャーを論じて，それでおしまいとする論が意外に多

い。しかし，時間もさることながら，レジャーを構成するもうひとつの要因

は「空間」である｡なぜなら，既述のごとく，レジャーの語源（ギリシア

語.スコレー）に立ち返ってみれば，レジャーは，一方において「時間をかけ

て学ぶという内的･粕i(ll1的活動」であるとともに，他力ではそのことをなす

｢場所」すなわち「空'''１」を提供ないし占有する「学校」を意味していたこ

とからも明らかだからである。したがって，現象を神話的に，あるいは形而

上学的に説明するうえで必要とされ，生育してきた知的酵素，あるいはその

酵素が発酵する地場的空|Ｈ１，それが二つめの要因である。人間は常に世界に

ついて驚いてきたからである。そして，世界は，すばらしくも，常に，いわ
（50）

ぱ「カーゴ･カノレト（秋荷信仰)」に満ちていたからである。第三の要因は理

想の追求であった。それは，多分，他のいかなる文化よりも古代ギリシアに

特有な出来事であったろう。レジャーは，初期ギリシア哲学者たちが理解し，

実践したごとく，ギリシア文化の諸理想に照らして見ない限り，およそ理解

できがたいと言わなければならない。

１文化

文化とはなにか。これは大変難しい'１{}題なので，ここでは「明'快な文化定
（51）

義として生活学を含む樅|:会科学の領域に受けいれられている」とされる文化

人類学者の』.Ｈ・スチュアードの定義，すなわち「文化とは後天的に学習さ

れ，集団によって共有され，世代を通じて継承される行動様式と世界観で
（52）

ある」という大変広義の，衞↑識的に言っても，納得のゆく捉え方を前提とし
（53）

ておくことに止めるけれども，古代ギリシア人の文化観はきわめて独特であ

った。文化を意'床するギリシア語（便J÷〔上，ラテン語表記をもってする）は，

paideia（パイデイア）であったが，paidosという語は少ｲ1二または子どもを

意１床した。また，その類語ｐｅｄｏは，現代英語のpedagogy（教育学，教授

法)，pedagog（qu）（学者ぶる人)，pedgogic（教育学の，教育的な）などの

語源である。パイデイア（paideia）という語には，文化の意に加えて，教育

の内容とそのプロセスにかかわる含意もあった。古代ギリシア人にとって，

教育とは，人間の生活およびその共同体のあり方を決める技，究極的にはそ
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のあり方を正当化する実践手段であった。アリストテレス研究で有名なウェ
（５１１）

ルナー・イエガーが述べているごとく，教育はまさに本質的lこ再生産活動に

匹敵する営みである。なぜなら，人間にとって生産ないし再生産は，種の存

続に不可欠の，不断になさなければならない持続的活動であるように，教育

は文化の存続を保証する営みであるからだ。

ギリシア人は，教育を通じて，人間のより高次な秩序を形成したのであっ

た。したがってまた，パイデイアは自己改善にかかわる言説であるとともに，

善人の保護，安寧をつかさどる力だとも考えられていたのだった。
（55）

また，パイデイア|よ「聖なる意志を実行すること」も意１床していたこと，
（56）

および教育は「理想lこ近づく人'''1の性格をじっくりと作り上げていくこと」

にかかわる営みとしても理解されていたことを指摘しておかなければならな

い。ちなみに，冒頭にみておいたごとく，レジャーを意|床するとされるギリ

シア語伽Cl〃（スコレー）〔ラテン語表記ではschola（スコラ)〕は，また他力

では，学校を意味する英語のschool（スクール)，ドイツ語でのschule（シ
（57）

ユーレ）の語源でもある。

２アレテー（卓越性と徳）

ギリシア文化の理想は，「arete（アレテー)」という語で表現された。日本
（58）

語では，「徳」とか「徳義｣，あるいは「卓越Wli」と訳される。

アレテーの字義は，元来，武勇とか勇姿を示す英雄的行為を指す語で，転

じて気品のある思想と行動を意味するようになり，ときに卓越者と卓越した

ものごとの意，すなわち，人であれ何であれ，非常に優れているという意味

であるが，とりわけ糖神の卓越性を指す場合に用いられた語の['１゜したがっ

て，徳とは，人の梢神が卓越していること。したがってまた，徳のある人と

は，聖なる意志を完全に実行する人という意味で，究極的な意'床でのパイデ

イア，すなわち，真の「Kurturemenschen（文化人)」（Ｍ・ウェーバー）にし
（59）

てはじめて備わる徳目と|司義であるものとiMlわれる。

学問と教育を重んじることは，文化を育み，それを伝えることにおいてば

かりでなく，人の徳を向上させるうえでも，大きな役割を果たす。諸宗教は，

ともすると「人間を愚かなり，邪なり」というところから出発するけれど，
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古典古代期のギリシア宗教はそうではなかった。古代ギリシア人は，人間を

自然の一部だとみなした。そして，自然とは，一切の事物がそれぞれにその

位置を占める全体であると捉えていた。また，正義の本然は，後･世の人びと

が自然法の起源をそこに見いだしたように，その自然のうちにあるものとみ

なされていた。だから，正義とは，すべての事物がそれぞれに適切なところ

にその位置を占め，その役割と機能を果たすという義であった。すべての事

物がそれぞれ，それがあるべきところで，その範を越えないない限り，正義

は成り，その範を越え出た活動をなしたときには，その分正義は失われ，秩

序が乱れると考えられていたものである。既述のごとく，デルフォイの寺院

には，「汝自身を知れ」の他に，「度をこすな」という落書もみえるのである。

人間の罪とは，自然に占める人の範を越えた挙に出たときの人間の状態の

こと。しかし，それは人間が邪悪な性質をもつ存在だからではない。そうで

はなくして，罪は無知の所産である。これが古代ギリシアの哲学者たちの見

解である。そして，それは適切な教育によれば避けることのできることだと

説かれていた。だから，古代ギリシアでは，徳は知識とともに培われると考

えられていたと了解される。

３ポリス（都市国家）社会と市民

ギリシア文化の理念，そうして，そこに含意される「レジャー理念（スコ

レー)」を理解するためには，もう二つばかり重要な論点に触れておかなけ

ればないだろう。

先にもちょっと言及しておいたように，「人IlUは集合（集団）でなす生活

を本質とする」ということ，アリストテレス流に言えば，「ゾーン･ポリテイ
（60）

コン（zoncpoliticon）＝政治社会lMiI物」が，ギリシア人の信念であった。

古代ギリシアはオイコス（家政共同体）によって賄われていた社会であった
（61）

からである。

ギリシア人の理想は，市民として，正しい政治をおこない，ポリス（都市

国家）社会における統治を完遂することであった。正しい生活とは，善き市

民として暮らすことであった。そして，その際，個人の特性は共同体（オイ

コス）の特性によって培われたものだから，その発展には十分に注意が払わ
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れなければならないとされた。しかし，ギリシア人としては，個人の発展そ

のものが大事なことではなく，それはただ集合体としての都市国家社会の政

治的発腱にとっての基本手段として，という意味においてであった。

４自由意志と選択

古代ギリシアにおける文化とレジャーの班念を理解するために重要な二つ
（62）

めのことは，精ﾈ''１にはE1由意志があるという信念である。それはつまり，人

間には選ぶ自由があるということであるが，しかしその意は，ゆめゆめ近代

主義的に理解されてはならないだろう。これは非常に重要なことで，それゆ

え少し解説して注意を促しておきたいと思うが，たとえて言えば，ピタゴラ

スの継承者であるということの象徴がＹ＝f(妬）であるように，あるいは公

理とか定珂!とか法則のごとく，のちに生きる者がその義に従う道を選ぶこと，

それが'二lll]意志の本随である。あるいは，パイデイアの理念は，そういう意

味において，人間は選ぶことができなければならないという信念に基づくと

ころのIMXなのだ。それは，言ってみれば，この時代よりおよそ２０余世紀

も下った遥かなる後世になって，歴史が近代より現代へと転換を遂げはじめ

る１９世紀初頭に，ドイツの大哲学者ヘーゲルによって説かれることになる
（63）

｢主人と奴隷との関係」としての主体性の義である。つまりは，「絶対的なも

の｣，「優れたもの｣，あるいは少なくとも「そこから逸脱してはならないも

のどと」には絶対的に従うという，そうした知識を狸得することによっての
（０１）

み，人は正しい人'''１となる。それが知識の究極的なl=|的であった。

Ⅳギリシア哲学におけるレジャー概念

レジャーについては，古代ギリシアの哲学者のなかでも，アリストテレス

の名声は群を抜こう。広範囲にわたる諸々の事項について深い思索をなし，

それを何十巻にものぼる著作にして残したアリストテレスの見解は，今日に

およぶもなお継承される哲学思想の重要な遺産の一部である。そうして，今

日，アリストテレスをもって，かつてダンテが「およそ灯|識するひとびと
（65）

の師i」といったように，アリストテレスはまさに「諸学の父」なのであり，
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したがってまた，「レジャー哲学の父」と呼ばれるにふさわしい。しかし，

アリストテレスが先行の哲学者たちに負っていることもまた多大である。ア

リストテレスの－大功績は，彼が生きた時代（紀元前384～322年）に師のプ

ラトンをはじめ多くの哲学者たちによって思考され，もたらされていた多く

の知見・認識・経験を総合し体系化したことにあった。だから，そのことは

また，アリストテレスの|､iや同時代人たちによって共有されていた一つの哲

学的見地がいかなるものであったカコをも示唆していよう。

｜ソフィスト

ソフイストについては，われわれにはごく一般的なことしか分からない。

というのも，彼らはほとんどなにも書き残していないからである。ソクラテ

スには１編の著作もなく，したがって，われわれがソクラテスの考え方とし

て知ることの多くは，基本的にプラトンに負うものであるし，アリストテレ

ス以前の，多くの他の哲学者たちにしても，後世に遺され，いまに伝わる著

作もほんの数編であり，しかもほとんどその断片にすぎない。しかし，そう

した断片からしてもはっきり分かることは，彼らの思考も，まことにアリス

トテレス的だったということ，あるいはアリストテレスに収赦されたという

か，アリストテレスにおいて集大成される譜アリストテレス的プロト・タイ

プであった，ということである。

ヘラクレイトスは，アリストテレスよりもおよそ２世紀前の哲学者である

が，彼の信念は，人間は自己自身を知ることができるものであるとともに，

魂は無限であること，それゆえに魂を練磨することにより，中庸の行為，す

なわち過剰（超過）でもなく過小（不足）でもない活動をなすことで，しだ

いに向上しうる存在でもあるということ。そうして，それが「最高の徳」す
（66）

なわち「卓越性の証し」であるということＩこあった。彼はまた，肉体的'快楽

に満足するだけでは，真の幸福は得られないと主張した。「幸福が肉体の快

のうちに宿るものなら，あたかも牛のごとく，餌さえあれば幸せだというこ
（67）

とになろう」とヘラクレイトスは言った，といｵうれる。

デモクリトスは，ソクラテスと同時代の哲学者であるが，彼もまた，次の

ように言って，同じようなことを｝iii調していたものである。すなわち「人間
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の幸福は，肉体によるものではなく，また，Ⅱｲ物の所有をとおしてでもない。
（68）

それは，正直と賢慮をとおしてこそ得られる」と。また，彼(よ，「幸福とは，

中ﾙＩｉの行為を通して得られる穏やかな'愉悦，歓び，欲望の制限，財物を獲る
（69）

ために他者となす競守}を避けることである」とも説いた，といわれる。

２ソクラテスとプラトン

アリストテレス以前の思索者のなかでもっとも著名な;哲学者は，二人のア

テネ（アテナイ）人で，哲人と称されるソクラテスとプラトンである。アリ

ストテレスは，アテネの人ではなかったけれども，アテネのプラトン学園

(アカデミア）で直接プラトンについて２０年もの長い年１１学んだ後，やはり

同じアテネ郊外にリュケイオン（Lyceum：「講義や討議をなすところ」という
（70）

意）と呼ばれた１４|分の学校をUM設したものであった。

都117国家（ポリス）は古代ギリシアの統治の単位であったから，ギリシア

時代の科学，哲学，文化のﾈ''１伽，あるいはその特質の多くは，ソクラテス，

プラトン，アリストテレスらが洲1Ｉした都市国家アテネにあったとみなすの

が正当であろう。

「無知の知」を１１日えたソクラテスは，知識は一切無用であり，野卑を戒め
（71）

る必要もないと主張した。だからソクラテスは，ソフイストたちのいう'懐疑

主義も不要だとしていたに違いないとl11iilllされる。しかし，先人のヘラクレ
（72）

イトスがそうであったように，彼もまた魂（粉ﾈ''１）に関心を抱き，Ⅱ佳一ﾈ''1の

存在を信じたのであった。この思想が発展して，倫理思想はついに，プラト

ンやアリストテレスのそれへと体系化されていくことになる。

プラトンのく対話細＞－プラトンの著作がすべて〈対話編＞からなるこ
（73）

とは周久llのとおり－のうちの『ソクラテスの弁Iﾘl』によって，われわれは

ソクラテスの倫､lﾘＭＪ１を，つまりは，ソクラテスは倫Hl1をどういうふうに捉

えていたかを，かなり体系的に知ることができる。それによれば，徳は無知

を知るという意'床での知識にもとづく。それがソクラテスの信念であった。

が，それはまた，当時一般的に信じられていた「行為の誤りは無知の所為」

という思いに逆らう見解であった，ということが分かる。徳の諸元は，勇気，

正義，’二lfliI（または賢ｌ１ＩＲ)，善良（または敬虚）にあり，これらが徳のｌＬ１大題
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目であるとされた。外在するものごとに頬わされず，衝動や欲望を抑えるこ

とができる人が自由な人であり，精ﾈ''１の本性あるいはその内奥を望める人，

すなわち真の歓びを知る人であると言えるだろう。神の座に近い人とは，そ

ういう人にほかならない。なぜなら，神とは，一切合財何も必要とされない

存在であるのだから。したがって，人にしてそういう境地になれば，そうい

う人びとは完全に幸福な人'''１である，とアテネの哲学者たちには考えられて
（74）

いた，ということが炎|]られる。

『ソクラテスの弁明』の論議は，アレテー，すなわち徳（'十i越性）と，徳

に求められる知識に集中する。それは真の基準知であり，価価にかかわる知

識であり，われわれの意志に指図し，選択を正しくする知識についてである。

善は`快楽であるが，すべての'快楽が善であるというものではない。それゆえ，

正しい`快楽，すなわち善なる行為を選択するには，そのための知識が必要と

なる。なぜなら，善なる行為とはなにかということを，人は必ずしも常によ

く知るとは言えないからである。したがって，善く生きるとは，正しい選択

をなして，正しい行ないをなすということである。

『弁明』では，ソクラテスの思想を伝えることに努めたプラトンであった

が，それに飽き足らず，次いでソクラテスは，善い指導者を育む条件を問い，

善い国家を形成するためには何をなすべきかという政治的問題に目を向けて

いった。それは，思想史上，最初のユートピア論でもあり，哲人王を養成す
（75）

る教育論でもあるところの『|司家一正義について』でなされた。プラトン

にとって，理想的な教育とは，人びとが完全な市民一統治と被統治のあり

方を二つながら同時に正しく知る存在一になりたいと思うようになる教育

であった。『国家』は，しかし，その時代におこなわれていた幼児殺しを容

認し，程度の悪い幼児は殺害すべきだとか，階級制度を正当化するために宗

教を利用すべきだとか，婚姻は優秀な子供を作るために優秀な男女だけに限

るべきだとか，現代のわれわれからすれば身の毛がよだつようなことを説い

ていて，とても容認できない言辞が多く認められる。が，『国家』の意義は，

時代状況もちがい，人びとの通念も異なる社会において具体的に提起したプ

ラトンの提案内容それ自体にあるのではない。その画期的な意義は，そもそ

も，いつの薑世でもそのように問われなければならない|Ｈ１題提起，すなわち，
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教育とは何か，それはいかになすべきか，指導者はいかにあるべきか，その

選任をいかにすべきか，といった普遍的なＩｌＩＩいを，歴史上はじめて提起した

ことにあったのである。

３アリストテレス

プラトンの弟子の一人，アリストテレスは，niliの思索を受けて，また多く

の他の哲学者たちの思索をも取り込んで，プラトンの思想をさらに発展させ

た。とくにその著作『ニコマコス倫''1学』と『政治学』とにおいて展開され

た'快楽論，幸福論，レジャー論，あるいは徳や善き生（活）をめぐる議論は，

画期的にして，その後ヨーロッパでは，いつ，いかなる時代においてであれ，

人間学の原点，諸学のﾙﾇ泉として揺るぎない位慨を付藝与されてきた。われわ

れにしてもそれは，すぐれて現代的課題を担う諸論点にiiMiちていて，大いに

注目される。

アリストテレスは，倫理と政治は辮接不可分の関係にあると説いた。アリ

ストテレスにとって，倫理は政治の一部であった。なぜなら，個人の生活は，

社会（集団）とのかかわりにおいてしか成り立たないことを，アリストテレ

スは見抜いていたからである。したがって，アリストテレスにとっては，政

治学というのは社会的幸福をこととする学ＩｌＩ１であり，倫理学は個人の幸福を

問題とする知の営みであった。

アリストテレスにとって重要なことは幸福にあった。なぜなら，人間にと

って目的とは，つまるところ幸福にあり，とアリストテレスはみていたから

である。人は何のために欲望を満たそうとするのか。それは，畢寛，幸せを

求めるからではないか。篇（物財）を求めるのは名声であったり，権力を得

たいがためであるが，しかし，それもまたそのようにして幸福に至るために

ほかならない。そのようにして，アリストテレスは，人|Ⅱ]はいかにしたら幸

福になれるかを追求した。したがって，アリストテレスにとって究極の，あ
（76）

るいは｢''心|灼な'１１[lいとは，幸福の|川題にあった。

幸福に至る道は，徳すなわち魂の卓越性にある。そして，なんであれ，過

ぎたるは及ばざるがごとしで，たとえ正しいことをなす行ない（正義の活動）

であっても，超過ないしは過剰あるいは過多，すなわち，やり過ぎではなん
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（77）

の意味もないどころか，それはｿ'1であるとさえアリストテレスは言う。アリ

ストテレスは，物事の性格特性を中liW，超過，不足として描く。適量が徳に

して，超過も不足も悪徳なのだ。たとえば，貧欲とものぐさとの|M1に野心の

徳が横たわるのであり，放埒・無謀と怯`稀の間に勇気．勇敢の徳が，なんに

でも喰ってかかる「不'愉快な．うるさい人びと」とへつらうばかりの「機嫌

取り」との'''１に親愛（フィリア）の徳があるなど，つごう１２の特性につい
（78）

て，アリストテレスは詳しく論ずる゜かくしてわれｵﾌれは，アリストテレス

の思索から，「ものごとの￣切に111ｈWが楠り，ものごとにはそれぞれ適正が

ある」という考え方を受け取り，それをもって本性的な正義だとみなすよう

になった。まさに至言にして金言！

『ニコマコス倫理学』のいたるところで，アリストテレスは快楽と幸福を

引き合いに出して，徳を論じている。「徳は高貴商尚にして善きもの。そう

して，徳自体は真の快楽の源泉である。したがって，徳は快楽なり」といっ

たように。あるいは，「善い人とは，生涯にわたって徳をおこなう人，つま

りは徳の不断の実践家である」といったように。かくして「幸福は持続す
（79）

る」とアリストテレスは述べる。この主張から，われｵﾌれは，アリストテレ

スがレジャーについて語っているのだというはっきりとした印象を受ける。

がしかし，それは，ともすればレジャーというものを自由時|H１（職業労働の

他，あらゆる義務的行為から解放された時間）とだけ結びつけて捉えがちな現

代産業社会に生きる人びとのレジャー観とは基層的．根本的に違った仕方に

おいてである。

実際，たとえば－']，あるいはそれより長くても，限定された自由時間が，

真の意味で，人に幸福をもたらすわけではない。真の幸福とは，アリストテ

レスによれば，あらゆる拘束から生１１Fにわたって解放されている状態にして

はじめて手にしうることであって，仕事や他の役務から一時的に解放される
（80）

だけでは得られない。しかし，そういう一時的な'剴由時間は体,息や憩い，そ

れにもとづく自己回復にとってはzli要である，と兄なしていた。つまり，娯

楽や遊びは真の意味での幸福や,快楽をもたらすものではない。単なる娯楽や

遊びは，それだけではけっしてレジャーに関係したことではないと，アリス

トテレスは言っているように思われる。しかしながら，古代ギリシアのアテ
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ネや他の都市国家の文化は奴隷をバックに成り立っていたことを忘れてはな

るまい。衣食住その他の必需品を供給するという意味での労働は奴隷の仕事

だった。そして，他力，市民たちというのは，アリストテレスもその一員で

あって，そういう意味での労働に従事することからは免れていた社会厨だっ

たのである。それが，ギリシア文化の１１１１想を追求することができ，市民とし

ての務めを果たしうる人びとを支えた基本であった。多数の奴隷を擁しえた

都Tl丁国家体flillだったからこそ，市民層は統治にI!｝念し，flx事と公共の仕事に

取り組み，科学と哲学的探求に専念しえたのである。普通に働く労働者1曹に

一切のTIj民椛が認められないということになれば，この社会屑の人びとは知

識を身につけたり，経験を積んだり，）iLA索や|倶仙にふけったり，稗い市民と

してもっとも肝要な徳をおこなうこともできないのであるから，そういう社

会や体制は多分に危険を孕んだ社会や体制であると言わなければならないけ

れども，アリストテレスが労働よりもレジャーは勝ると主張したゆえんは，

奴隷よりもTl丁民が勝るという思いを前提にしていたからにほかならない。そ

うして，市民が稗い人ＩＨＩ存在として永遠のものであれば，レジャーもまたし

かり。アリストテレスのいうレジャーとは，断続した－時の活動ではなくし

て，人の生のありようを善く決める，生涯にわたる永続的な行為活動であっ

た，ということを忘れてはならない。

アリストテレスの哲学に関しては，あと二つばかりのことを指摘しておく

べきかと考える。この哲人は，自発的（邦訳評では，随意的）行為と，そう

ではない行為とを，ｌﾘl確に区別していた。非自発的行為とは，自制を欠いて

いたり，罪を犯していたり，他者の言うことを'１lIi々諾々とそのまま受け入れ

たりする場合に起こりうる活､１１をいうが，そこにはﾈ''１をも恐れぬ倣`慢野卑な

行為も，ネ111の罰への恐れや教会の裁定とか法的秩序を犯すことへの恐れなど，

怯儒萎縮の行為も含まれる。徳は慎重に選択された行為のうちに宿るのであ

る。したがって，行為は慎重に選択されたものでなければならない。行ない

がどれほどよくても，強いられてのことであれば，それは唯々諾々とした無

反省な育従行為に他ならず，そういう行為では，所詮，徳の実りは期待しが
（81）（82）

たい。したがって，「rlllIな選択」という観念は，人びとのレジャー観にと

っての根本律である。と|可時に，それが人びとに徳を授け，幸福をもたらす
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ゆえんである。アリストテレス思想の要諦はこの点にあるだろう。

もうひとつは，そしてそれが究極の行為なのだが，アリストテレスにとっ

て最善の行為とは'倶想行為であって，それが，否，それのみが神の境地に連

なる聖なる行為だと兄なされていたことである。アリストテレスは，歴史的

に先行する多くの先人たちや，｜司時代人たちと同じく，人'''1の優劣は思考

(),M索）と論拠（HI1）をつける能力いかんにもとづくことをＷＩｉ信していた。し

たがって，一方ではそのゆえに，また他方ではﾈ''１はなにごとも要求されない

がゆえに，ネ１１１は永遠に|瞑想するお方であり，尊いその'瞑想行為によってご自

身を崇められ，しかして聖なる存在となれたお方であるという命題に，アリ

ストテレスもまた基本l杓に立っていた。だからして，アリストテレスにおい

ても，人間の内なる本性に１itiる１１'１虚ないしは聖事を，人びとが実際に，行為
（83）

において実践的(こ司ることができるのは|倶想にもとづくのである。

こうしてみてくると，初期の哲学者たちにとって，レジャーというのは，

人間が生きていくうえで，必要に駆られ，どうしてもしなければならない職

務や役務などからiiiに解放されたｌＬⅢIを意味するものでも，われわれが，な

にをすべきかということについて考えをめぐらし，その結果ともかくなにか

すべきことを決めることができるような時Ｉ１Ｉｌ的余裕があるという意味での時

''１１の意味でもなかったことが知られる。そうではなくて，初期の哲学者たち

からすれば，レジャーとは尖に，彼ら哲人たちの（ということは，つまり古典

ギリシア的な）文化的理念を－すなわち，有徳の選択的行為をなすに必要

な知識と，そのことにもとづくことによって得られる真の快楽と幸福を達成

するうえでの基本的要件であると，主張していたのである。そうして，魂の

卓越`性・神聖性への絶対的従属，それが古代ギリシアに生まれたレジャー哲

学の理念であった。したがって，それは，よく言われるように，かつまたあ

まねく知られるように，宗教と倫辿教義を礎とした「善なる生」すなわち

｢善い生活」というものは，今日の近代的な|止界において|喧伝され，そこに

おいて一定の像を結び，それがレジャーであると，今日のわれわれにおいて

考えられているような思いや行動，例えば，レジャーとは遊びであるとか，

楽しければいいとか，口１１]な時ｌｌＩ１であるとか，レクリエーションのことだと

か，テレビを視聴することだとか，野球やサッカーをやったり観戦すること
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だとか，趣味だとか，といった生活心情や姿態や行為からは遠くかけ離れた
（84）

(アリストテレス流に言えば）まさに「位ﾎ｢|と質iii」である。そうして，まさ

にそれは，今'三１，豊かな物質的安寧に浸り切って生きる現代文明社会のわれ

われにしてさえ，あまりの物質主義の行き過ぎには，いずれにしても嘆き悲

しむところが出てきているように（｢物質的蝋かさではなくて心のゆとりを！」

といった標語を打ち出したのは，１９７２年度版『絲済|とI書」だった！），おそらく

古代ギリシア人も，人'''1という生物は過剰に傾きやすく，ともするとそのこ

とに現を抜かしがちな4kき物であるのだから，なにごとであれ過剰・過多・

過重であってはならない，という意味での「'１１月｢」を説いたのではなかった

のだろうか。

アリストテレスの)ilA想は，その時代にすでに出来上がっていた既存の社会

秩序は自然な姿であり，それを正しいものだという思いに駆られた所産にす

ぎないという脈史家や哲学者もいよう。たしかに，古典ギリシア時代の哲学

者たちの貴族的傾向については，昔から指摘されてきていることである。し

かし，それだけのことなら，学者，哲学者なんていう徒荻は，いつの時代に

あっても，大体が貴族的趣味に偏じているものであって，良くも悪くも，そ

ういう臭いや性1句や存在条件なり実態存在を侮ったり，あげつらったり，指

弾したところで，どこに，どういうふうに，なんの袖があろうか。とくにア

リストテレスに向かっては，そんなことはまったくもって取るに足らない論

点であるだろう。われわれはむしろ，次のように'''１うておくのが至当ではな

かろうか。

すなわち，Rll1民たるTIi民存在に対して，奴隷やその他の非自由民の存在

を容認したとされるアリストテレスの奴隷観と市民観，したがってまた，そ

の労働観とレジャー観は，厳密に理のある思想であったのであろうか，と。

そうして，そのことに答えるにあたり，さしあたりわれわれとしては，論

文「スコレー」で，』.Ｌストックスが次のように答えていることをもって，

われわれにおける「仮の答え」としておきたいとＡｕう。

この哲学者（アリストテレス_引川者）が成し遂げなければならないと

思ったことは，レジャーのひとは，そのために白｢l]が付託されているの

だという，その高貴高尚な活動を正しく精辮に意義づけることと，肉体
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労働に対する偏見を正すことであった。そうしてまた，｝職人や商人，

等々の俗業者は市民（|=1[|]民）に値しない身分の低いものであると，し

たり顔で尻理屈を視ね，いかなる事情下であれ，俗業労働者層の威厳を

腐して素知らぬ顔をしているような市民にして似非紳士どもを，もっと

も下賎で，およそ人|Ｍ１に(llLIしない，とんでもない徒號として，ポリス
（85）

（都ＴＩJ国家共|司体）から追放することにあったのだ。

もっとも，その)１１Aいは，アリストテレスに独自の革新的なⅡⅡ題意識であっ

たとは必ずしも言えない。なぜなら，そのことは，未完に終わるもプラトン

の最後の著作『法律』に「もし市民が，徳の酒養に|可かうよりも，何かの職

業に走るならば，彼がおのれの正義に戻るまで，非難と不名誉とをもって懲
（86）

らしめなければならない」とすで(こはっきり言われていたことでもあるから

である。

とはいえ，今日のわれわれからすれば，われわれは，ギリシアの哲学者た

ちよりもはるかに平等主義者であるゆえ，レジャーは奴隷に支えられたエリ

ートI階級のものである，などと言われてしまうと，どだい承服できないとこ

ろであるし，また，たとえ理想が上につこうが，｜玉|家に仕える「奉仕の哲

学」などと言われると，どこかうさん臭く'懐疑の念を抱かざるをえない。け

れども，アリストテレスの『倫理学』や『政治学』は，２０００有余年のとき

を重ねて，その時々の生活制約条件の下で，社会的動物たることを本質とす

る人間の公共性を，私的生活圏にもおよんでいかに達成し，実現させるかと

いう問題に腐心してきた人びとによって，常にひもとかれてきた思想の源泉

である。

また，そのレジャーｊＨｌ１念にしても，今日のわれわれの思いからすると，ど

こか重く，そぐわない而のあることも否めない。けれども，われわれ自身の

レジャー観を目lﾘ]祝し，あたかも'二|然のごとく，当たりiiiのこととして，無

反省に打ち過ごすのではなくして，その文化意義の|川題にかかわり，討究す

るものにとっては，やはりそのための知的源泉である，と言わなければなら

ない。なぜなら，近代|Wi級社会形成以降，人間平等主義を基調に，社会的階

級制度廃絶をもくろむ一方，人口の圧倒的多数を占める労働者大衆の物的豊

かさをもって，人の生きる目標とし，幸福の条件であるとして追い求めてき
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た歴史過程のうちに，いまや諸々のことが思わぬかたちをとって，先進文U］

社会においてはまさに未曾有の規模で実現をみるなか，しかし，それにもか

かわらず，人びとはちっとも幸福に社会的生活を送ることなく，さらにはそ

の精ﾈ''１の稚拙にして野卑な衰弱化は，なにもあえてどこか他所の世界に例を

とるまでもなく，われわれ自身の現代日本社会においても，毎日の新聞，テ

レビ等に報道される諸事件をとおして見ても，いまや誰のlilにもlﾘjらかだと

言わなければならないからである。

アリストテスの哲学は，過去2000有余年におよぶあらゆる時代の，あら

ゆる社会の，あらゆる人びとの絲験と思いを，今|］のわれわれにおける社会

的・個人的な`|青念や想念や理念をも含めて，超然的・包iliIi的に11;す知的ijlj(泉

でありつづける。

注

(1)ジョン・フィスク『テレビジョン・カルチャー－ポピュラー文化の政治学」（伊藤

守．藤１１|真文．常木瑛41{･吉|Ⅲ蕊・小林ilI1:毅・高橘徹訳，梓111版社，1996年）参照。

また，フイスクの別才Ii:ルジャーil1費行!}ﾘ1」（巻Ｊ１ﾐ平訳，ダイヤモンド社，1969ｲ'三）

も読まれたい。

（２）われわれの見解の一端は，｜Ｉ(られたテーマの下でのこととしてではあるが，飯Ⅲl1i
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lllU発行／1980年第lllllll発行版，１７５頁）より。

（４）同｣二，２２６頁より。
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（７）同｣二，４４２頁。

（８）“Aristotle'sEthics,''translate(1byJohIlGilles,Routledge,Lolldoll，1886,ｐ・’７０

より。

（９）アリストテレス『政治学』（'''水光雄訳，岩波文lii，1961年館ljilll／1975年第l5

lIilll，３４５頁）より。

(１０）同｣２。
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(11）ヨゼフ･ピーパー『余暇一文化の基礎』（稲垣良典訳，へルデル代理店エンデルレ

書店，1961年，本文４頁）による。

(12）同上。

(13）同上。

(１４）ヨゼフ・ピーパー『余暇と祝祭』（稲垣良山訳，講談社学術文庫，1988年第１Ⅲ／

１９９２年第４刷，２４口）より。ただし，原文「です／ます」調を「ある／いる」調に

変えて引用したことをお断りしておく。なお，本書は，上掲のヨゼフ・ピーパー『余

暇一文化の基礎』（稲垣艮典訳）の全llIi的改訳新版。原著は，JosefPieper［1948]，

／VﾉｨSSCﾉｨ"(/Ｋ/"/,KOselVerlag,Miillchenである。原著を|可じくする上掲両訳書は，

訳者も同じながら，まったく異なる論著の趣が深く，まったくもって翻訳の妙味であ

るが，同時に「翻訳の文化意味」といったことを深く考えさせられる書物である。

(15）同上。なおまた，この'''1題を考えてゆくにあたり，ということはつまり，本章の以

後の叙述のすべてにわたっても，Ｊ・ピーパーの「レジャー１ＭＪ１論」はすこぶる敢要な

IMj題提起をなしていて，大きな示|凌を受けた。なお，このＩｌｌｊ題にかかわるピーパー関

連邦語文献としては，とくに松田義幸編『｢ゆとり」について~ヨゼフ・ピーパーの

レジャー哲学をめぐって』（渡部昇一・稲垣良典・村上陽一郎・土居健郎・佐橋滋・我

妻洋・藤原房子・後藤[|]紀子・ヨゼフニピーパー，誠文堂新光社，１９８７年)，および稲

垣艮典「《人間の教育》とそのユートピア的構想」（『新岩波講座・哲学』第１２巻，

１９８８年，所載）が注目される。

(16）ＡＩＬアームストロング『古代哲学史一タレスからアウグスティヌスまで』（岡

野目雄・川田親之訳，みすず書房，１９８７年，138頁）より。

(17）同上。

(18）同上，138-139頁。

(19）とはいえ，「短い論文で思想史みたいなことを書くと必ず無理がおこる」（丸山眞

男）ということを十分自戒したうえで，しかし概観，すなわち「概括化ということは，

何のために，何を比較するために概括するかという'二|的を離れては意'床がないんで，

その目的のために搬史の一定のl11IIiを抽象するわけです。しかし他方それを全然しな

いで，個体`性の力だけ見て行くと……きりがないことになる。結局は何もいえなくな

っちゃうんですね。まあそういう１W保つけた上でいえば……」と，思想史の大家・故

丸111眞男氏がかつて言われていたことに，小生も及ばずも倣いつつ取り組んでおり，

その成果の一部が小稿である（上記引)１１文は，『批評』第６－号〔批評社，１９６０年1月

１５１三1発行〕に「丸111眞ﾘ}氏との１時|lll」というタイトルで掲戦された座談会一座

談参加者は開高健，清水徹，中村jilに即，村松剛の諸氏一での故丸山氏の発言。た

だし，引川は『丸山頂男座談4』〔岩波書店，1998年，所ilili，２９頁〕より)。

(20）古代ギリシア七賢人の「正しい名簿」は，（ｉ）タレス，（ii）ピアス，（iii）ピッ

タコス，（iv）クレオブレス，（ｖ）ソロン，（vi）キロン，（vii）ペリアンドロス，で

あるとされる。が，「七賢人の歴史的意義や性格を考えるにあたっては，（１）七賢人

とはだれか？（２）七賢人とはなにか？のふたつに分けて」盤理，考察しておくのが
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「適当である」とのこと（ジャン・ポール・デュモン『ギリシャ哲学』有田潤訳，クセ

ジユ文lili，141水社，1963年初川／1993年l9Il1I，「訳者まえがき｣，５－８頁)。

(21）たとえば，llllll偉也「古代ギリシャの思想』（識談社学術文庫，１９９３年）をみられ

たい。

(22）たとえば，落合忠三|舌『古代ギリシャ・ローマの哲学と)iMA』（文化書房博文社，1987

年）参照。

(23）ハンムラビ法典は，バビロン第１王jlﾘ'第６代の]ﾐハンムラビ（ハムラビＨｍｍｕ‐

rabi）／ハンムラピ（ハムラピHmmurapiともいう。在位：前1792～前1750年あ

るいは前1729～前1686）によって制定された棋形文字法典。オリジナルは高さ２．２５

ｍの閃緑岩製の石1川！（ルーブル美術館蔵）に刻まれている。この石碑は，フランス

の発掘隊によって，１９０１年にスーサで発見された。が，元来は，バビロンかシッパ

ルにあったもの。エラムのバビロニア攻略の際，戦利,?,としてスーサに持ち去られた

ものと考証されている。スーサからはほかに同法ﾘUが刻まれた玄武岩製石碑の断片も

幾片か発見されていることから，ハンムラビ法典が記された石碑はバビロン王国内の

主要都市に馳立されていたとされる。本法典よりもT1｢く，内容も同様のものとして，

「ウルナンム法典」（前２２～211此紀)，「リピトイシュタル法』U」（前２０世紀)，「エシ

ュヌンナ法典」（前１９１１ｔ紀）なども発掘されているものの，いずれもその断片が残る

のみ。したがって，ハンムラビ法典の重要性は，その全容が知られることにある。な

お，ハンムラビ法典の'三|本語訳全文とその解説は，原１１１腿吉ｒ模形文字法の研究』

（清水弘文轍書房，1967年）を参照。また，その概要については，『西洋史料集成

（全1巻)』（平凡社，１９５６年，33-44頁）と『平凡社大｢i科酬典』（巻１２，１９８５年，

308-309頁）を読まれたい。

(24）『Ⅱ]約聖書』を参照。

(25）ゾロアスター教については，さしあたり伊藤義教『ゾロアスター研究』（岩波書店，

１９７９年)，エミール・バンヴェニストーゲラルド・ニヨリ「ゾロアスター教論考』（平

凡社，１９９６ｲ１１)，前１１１耕作ｒ宗祖ゾロアスター」（筑朧評房，1997年)，１１１本由美子

『マニ教とゾロアスター教』（llllll出版社，1998ｲ'三）などを読まれたい。

(26）ユダヤ・キリスト教的思惟様式と東洋的),1A惟様式の類似と朴|連については，マック

ス・ウェーバー『宗教社会学論選』（大塚久雄訳，みすず誹房，１９７２年)，ならびに''１

村元の「インド１Ｍ`!とギリシャ思想との交流』（容秋社，’1]村元選集１６，１９６８年)，

『東洋人のＭＷＪ法』（全４巻，｜司上選集１～4,1961～６２年)，『比較思想の軌跡』（東

京書籍，1993年）などを読まれたい。

(27）仏陀思想のﾈ１１１髄は「輪廻転生｣。しかし仏陀は，安住の地は来世にあるという見方

に達したのではなくして，この薑世において安心立命を果たすことが人の務めだと説い

たのである。「移ろい行くことを追うな。現実を受け入れ，韓行をなせば，天国へ行

って，また生まれ変わる」という意味においての「輪廻M賦生」を説いたのであった。

過'-１（1998年４)110日／日曜'三1)，たまたま見たＮＨＫテレビ番組「仏陀_大

いなる旅路〔第１回〕／インド・輪廻する大地：仏教廠哀の2500年」（午後９時～1０
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時半放映）によって知ったことであるが，今日でも，最初期の仏教教義が実践されて

いるバングラディシュのチッタゴンという小さな集落（ミャンマーとの国境近くの山

岳地域民族）では，村人全員がその信者で，南伝仏教の古形が習俗として継承されて

いる。筆者は，それを見てとても強い感動を覚えたことも，ついでながらここに記し

ておく次第。

(28）ギルバート・マレー「ギリシャ宗教発展の五段階』（藤円健治訳，岩波文庫，１９４３

年／復刻版１９８２年）参照。

(29）エミール・デユルケム『宗教生活の原初形態』（小野清人訳，岩波文庫，上・下，

１９４１年／1975年改訳／原著1912ｲ1リ参照。

(30）ハーヴェイ・ギャランガー・コックス『世俗都市一ｉ''１学的展望における世俗化と

都市化』（塩月賢太郎訳，新教出版社，現代神学双書36,1967年／原著1965年）を

みよ。

(31）たとえば，アンドレ・ボナール『ギリシャのiqll々』（戸張智雄･戸張規子訳，人文書

院，1984年)，ジェーン．Ｅハリソン『ギリシャの神々』（船木裕訳，筑摩学芸文庫，

１９９４年）などを読まれたい。

(32）たとえば，小野塚友吉ｒギリシャ神話案内一苛烈なるi(Il1々とその系譜』（風濤社，

1992年)，ジョン・シャーウッド・スミス『海からの花嫁一ギリシャ神話研究の手引

き』（吉田敦彦・藤由美子訳，叢書・ウニベルシタス，法政大学出版局，１９９８年)，吉

田敦彦『ギリシャネ１１１話』（プリタニカ叢書，日本プリタニカ，１９８０年)，アポロドー

ロス（Apollodorus）『ギリシヤネ''1話』（高津春繁訳，岩波文庫，1978年)，ラルフ･マ

ッカーシー『ギリシャイ１１１話』（白浜美千代訳，講談社，1996年)，呉茂一『ギリシヤ

神話』（新潮社，１９７０年）などを読まれたい。

(33）たとえば，松村武雄「希臘の宗教』（弘文堂，１９５０年)，Ｗ､Ｆ・オットー『神話と宗

教一古代ギリシャ宗教の糀神』（辻村誠二訳，筑摩書房，昭和４１年初版ｌｍＩ／昭和

６０年第１０mⅡ)，ｎＭ.コーンフォード『宗教から哲学へ－ヨーロッパ的思惟の起源

の研究』（広)||洋一訳，東海大学出版会，１９８７年／原著1957年)，ＷＲ・コムストツ

ク『宗教一原子形態と理論』（W11111啓一監訳，ＵＰ選書，東京大学出版会，１９７６年

第１刷／1978年第３ｌｉｌＩ／原著1972年）などを読まれたい。

(34）Fuller,ＢＡ［1923]，〃Ｍ)'〕ﾉ（Ｉ／ＯノゼcﾉＭｺﾉMosOP/ily,HellryHoltandCompany，

ＮｅｗＹｏｒｋ，ｐｐ､26-28． 

(35）ホメロスの名の下に伝わる『讃歌』（『四つのギリシャ神話〔『ホメーロス讃歌』よ

り〕』逸身喜一郎･片山英男訳，岩波文庫，1985年第１川／1988年第５川)，藤縄謙三

「ホメロスの|u界』（新潮社，1996年／角)||書店，１９７５年刊の墹補版）などを読まれ

たい。

(36）たとえば，藤純謙三『ギリシア文化の創造者たち－社会史的考察』（筑摩書房，

１９８５年)，リヒャルト・ハルダー『ギリシャの文化』（松本仁助訳，北斗出版，１９８５

年)，エミール・ナック＆ヴィルヘルム・ヴェーグナー『古代ギリシャーその興亡と

生活・文化』（紫谷哲郎訳，佑学社，１９８６年）などを参照。
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(37）別の問題と視点からではあるが，この点を押さえた見耶な),ＭＨ史としては，社会学

者ジヨセフ・ヘイム・アプラハムの『社会学思想の系譜』（安江孝司・小林修一・樋口

裕子訳，法政大学}１１版局，1988年初)lilll／1994年２１１１Ｉ／1j糊:１９７３年）および文化人類

学者のアンヌマリ・デ・ワール・マルフェイトの「人'''１槻の脈史』（湯本和子訳，思索

社，１９８６年／l潮:1974年）を読まれたい。

(38）「ソクラテス以iiiの哲学は……、然の発見とともに始まり，ソクラテスの哲学は人

’'１１の魂の発見とともに船まる。この'4|然学が『イオニア』の名を冠して呼ばれるのは，

それがタレスとその後継者たちによって，小アジア沿岸のイオニア植民地のひとつ，

ミレトスで始まったからである」（F､Ｍコーンフォード『ソクラテス以前以降一

ギリシャ哲学小史』（大lll瑞穂訳，以文社，1972年／l977jIi，１９頁)。

(39）たとえば，ｌＩ１１Ｉ１美知太郎『ソクラテス」（岩波新書，１９５７ｲ|き）を読まれたい。

(40）プラトン『|正|家』（藤沢令夫訳，岩波文Iili，」二・下，ｌ()７８年初)11111,1997年第３１１１１１１１／

岩波版「プラトン全架」第１１巻，所収）を読まれたい。

(41）同上，およびアリストテレス『政治学』（iii褐）参照。

(42）「ソフイストたちはIjjYlﾘ１，というより巧妙であったのだ」という。たとえば「そう

したソフイストのなかでももっとも有名だったプロタゴラスは，弟子を取る際，その

弟子が後ｌＵ:，会衆のメンバーとなりそこでの最初の仕耶がうまくいかなかった場合に

は，授業料を返）iI1するという条件付きで弟子たちを教えたといわれる。だからプロタ

ゴラスは，授業料免除もありうるという餌でもって弟子染めをしていたことになるが，

これはなかなか巧妙な手口であったといえよう。というのも，貴族の子弟が都il7国家

の会衆メンバーに選ばれてしまえば，仕zllはたいがい，だれであれ難無くこなせるも

のがほとんどで，プロタゴラスの力からすれば授業料を返還しなければならない心配

などほとんどしなくてよかったのだから」（Goodale，Ｔｈｏｍａｓ＆GeofferyGodbey

［1988]，Ｙ７ｌｃ〃【ﾉ(〕ﾉﾉｨﾉﾉoノノｑ／〃Ｍ'で,VenturePublishillg，Il1c.，StateCollege，PA

l6803,NewYork,1).２１)。

(43）パートランド・ラッセル『西洋哲学史』（市井三郎訳，」２巻，みすず書房，１９６１年

初lIilU／１９８９１１判り'71111,81-86頁）参!'((。なお，本訳書は，般初上・中・下の３巻本と

して刊行されたものであるが，１９７０年刊本より合本版となり，1989年刊でその第１７

1111を数えている秀作である。

(44）プラトン『ソクラテスの思い'11』（ll1111美知太郎，岩波版『プラトン全集』第１巻，

所収／久保勉訳，瑞波文ＩＬｌｉ，１９６０年，新改訂版）参||<(。

(45）ジャック・ヴェルジュｒ１Ｉ]世の大学』（大高lllri雄訓，みすず書房，1979年）参照。

(46）ソフイストたちが，紡肘のところ，論､１１矛盾をきたしたから懐疑主義に陥ったのか，

その逆の所為なのか，判断は難しいとのことであるが，究極的には，それ自体が史的

にまったく新しい兄方として登場したソフイストたちの（それが偉大なことだったと

いう意１床においての）主観主義にあった。「これまでの哲学者たちは，主観的意識が

客観的現実に結びつけられていること，われわれの認訓のillii泉が客観的なものである

ことを，陪黙の柳にIili提としていた。ソフイストとともに新しい原理，主観性の原理
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があらわれる。すなわち，物とは，それが自我にそう見えるものにすぎず，普遍的に

妥当する心理は存在しない，という思想である」（アルバート・シュヴェーグラ－『西

洋哲学史』（谷川徹三・松村一人訳，岩波文庫，上巻，１９３９年初訳，１９５８年改訳／そ

の第７３刷版，１９９６年，７５頁より)。なお，同書同頁より以下８７頁まで，他に，ジャ

ン・プラン「ソクラテス以前の哲学』（鈴木幹也訳，クセジュ文庫，白水社，１９７１

年)，ルチヤーノ・デ・クレシェンツォ『物語ギリシャ哲学史』（谷口勇訳，而立社，

１９８６年)，広川洋一『ソクラテス以前の哲学者一初期ギリシャ』（講談社，１９８７年)，

斎藤忍随『知者たちの言葉一ソクラテス以前』（岩波書店，１９９６年）などを読まれ

たい。

(47）他に，ソロンの「胚をこすな｣，「悪い連中と付き合うな｣，「支配されることを知る

者は支配することができる」とか，クレオプロスの「父を敬え｣，ピッタコスの「陸

は信頼できるが海は信じられぬ」といった言葉が知られる，という（前掲，ジャン・

ポール・デュモン『ギリシャ;哲学』有田潤訳，21-22頁より)。

(48）deGrazia，Sebastian［1962]，CyTlWzc，ＷＭ８ａＭ血Ｍ）ぜ，TheTwentieth

CenturyFulld，ＮｅｗＹｏｒｋ，ｐ､２１ 

(49）レジャーを「時|Ｍ１・空'''1.活動」の哲学的概念トリアーデとして捉え返す必要があ

るということである。seeeditedbyWinnifirth,Ｔｏｍ＆Barrett,Cyril［1989]，刀JC

P/，ﾉﾉosOﾉｳﾉｌＬｙｑ/ＬＣＭ”,MacmillallPress,London． 

(50）カーゴ・カルト（CargoCult）とは「植民地状況下のメラネシア各地で，１９世紀末

から生起した多彩な宗教・社会迦動の総称。積荷崇拝とも訳される。……広い意味で

いえば，カーゴ・カルトはヨーロッパ人との接触，植民地統治の経験という新たな社

会環境に対してメラネシア人が示した積極的な反応の－形式であるが，その直接の関

心が，舶来の豊かな富を'二１分たちの元に獲得するという物質的甘標へ向けられた点に，

この運動の著しい特色をみとめることができる。これと多少とも共通した性格の宗

教・社会運動は歴史の変動期におかれた諸社会に広く見いだされ，これまでに千年王

国運動，土着主義連動，１W活性化遮動などと呼ばれて，世界的な規模での比較研究が

進められてきた」（笠原政治稿『文化人類学事典』弘文堂，１９８７年，１３８頁）と言わ

れるものであるが，むろん，本文での意味は，そのことになぞらえての調いである

一念のため。

(51）石111実･井上忠司編『生活文化を学ぶ人のために」（世界思想社，１９９８年，３頁）所

載の石川実「序生活文化のとらえ方」より。

(52）Ｊ､Ｈ・スチュアード（JuliallHaymesSteward）『文化変化の理論』（米山俊直・石

田子訳，弘文堂，1979年／原著1955年，４２頁）より。

(53）文化とはなにかという「文化定義」をめぐる論議は大変かまびすしく，少し議論し

ておくべきところであるが，いまはその余裕とてなく，代表的な関連文献を多少挙げ

ておくにとどめておきたい。Ｂマリノフスキーｒ文化の科学的理論』（姫岡勤．上子

武次訳，岩波書店，1944年／原著1958年)，Ｈリッケルトｒ文化科学と自然科学』

（佐竹哲雄・豊)Ⅱ界.訳，1939年／原著1899年)，Ｔ・Ｓエリオットの『文化とは何か」
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（深瀬基寛訳，弘文１１(!，アテネ新書，１９５１年／原杵1951ｲ１A）および『西欧社愈の理

念』（中橋一夫訳，一時llll文庫，新潮社，１９５４年)，ＥＢ・タイラーｒ原始文化』（比

屋根安定訳，誠信評房，１９６２年／原著1871年)，石１１１災一郎「文化人類学序説』（時

潮社，１９５９年／のちに『文化人類学入'１１』講談社学術文lI1i，1976年として再刊)，

KluckhohIl,Ｃａｎ(１Ａ､LKroeber［l()52],Ｃﾉｲ//ﾉｲ〃：／ｌＣﾉﾌﾞ//c"ノルル,(ﾉｑ／ＣＯ"Ce/)/ｓ

〃"(ノＤｅ/)W///o".－そうして，「ギリシア文化の包括的な)俄史の叙述」としては，他

の追従を許さない浩漸なる大著にして，文ｲﾘなきの名斗Ii:として誉れ高いヤーコプ・ブ

ルックハルト『ギリシア文化史』（新井端一訳，全５巻，筑摩書房，１９９２年／原著

1921年）がぜひとも読まれなければならない。

(54）小is/oルノノＷ"(ﾉﾉﾉﾙ"/Ｍｚｓｑ／／ﾉﾉｃ〃/S/(ﾉﾉ〕'ｑ／ﾉﾉﾉｓノルィノc(）/)"ﾉc"/,byWcmerJaeger

trallslatedwiththeauthor'scorrectiolUsadditiol】ｃｄ１〕ｙＲｉｃｌｌ(lrdRobinsolI,２ｎｄｅｄ.，

CIarendolll’1℃ss,Ｏｘ[or｡，1948（法政大学|叉1書館ｲi母111文ｌＤ１ｉ)Ｎｉ)，ｐ､５６.原著はドイツ

語で，Jaeger,Wcmer［1915],Ｅﾉﾉﾉs/cﾙｨﾉﾉgSgescﾉﾉﾉﾙ(/cﾉ．/Ｗ(〃ﾉysﾉﾉMCS小ｉｓ/o/山s，

Berlinである。本諜は，アリストテレスの思想を，プラトンをiiiに継承しているに

すぎぬ前期アリストテレスと，アリストテレスに狐I÷'な),1A想的境位に達する後期アリ

ストテスとをはっきりと弁別し，アリストテレスにおけるｌＭｊ発腱史を形成論的に跡

づけて，20111:紀アリストテレス1iﾉﾄ究のチャンネルを決定的にしたとされる画期的な

論稲である。なお，ウェルナー・イエガーの『ギリシャＩＩＴ学将のiwlI学』（神沢惣一訳，

早稲'１１大学111版('１，１９６０年）および『初10|キリスト教とパイデイア」（野'''1啓訳，筑

摩書房，1964イド）も読まれたい。

(55）Ｉbid． 

(56）Ｉbid． 

(57）現代[|本語の「レジャー」は，言うまでもなく，英米語のleisure（レジャー）に

［１１来し，「余暇」とか，単に「暇」の調いであるが，なぜかその英米語発?`fを，その

まま'三１本語意の余|||ﾖとか暇として，とくに第二次111界大戦後より，現代日本人が，外

来語として好み，ふつうに用いる語のひとつである．そして，思うに，それ自体が，

戦後'二1本の「ことば文化の'１１１題」の一端を印象づけるりA象として興味深い点のひとつ

である。が，いまはそのＩＩｌｌ題はさておくとして，レジャーに相当するギリシア語は，

記述のごとく，ＺＸＯＡＨ（スコレー)。そのラテン語表記はＯＴＩＵＭ（オティウム)。

他力，その義を表わすラテン固有語はＬＩＣＥＲＥ（リセーレ）である。が，そこから

派生したいくつかIF[要な諸語との系譜関係を示しておくと，次頁の図のごとし。

ここでもう－１１rジョセフ・ピーパーの言葉に注'二Ｉしておこう。「われわれが教育ない

し人格陶冶の場所を指すに川いる言葉は，閑暇を意'1,kするSchule（学校，学派を意

味するドイツ語）が本当に意味するのはいわゆる学校ではなくして，閑暇なのだ｣。

ところで，しかしまた，上記のような系譜関係に「レジャー」概念が位置づけられる

ものとして，その「レジャー概念」と，日本語にいう「レジャー」や「余暇」とは著

しく異なる義を含むものと思われる一方，’三|本語としても「レジャー」と「余暇」と

は多少なりとも意味合いに*||連があるように思われ，ニュアンスにもどこか違いが感
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LＥＩＳＵＲＩ０（レジャー）

ZＸＯＡＨ（スコレー）

（ギリシア語）

OＴＩＵＭ（オティウム）

（ギリシア語）
ＳＣＩＩＯＯＬ：ＳＣＩＩＯＬＥＲ（SIIIP） 

（学|川討議の場）

川…寺院一十wiUⅧ
ＬＹＣＥＥ（リセー）

（フランス語）ＬＩＣＥＲＩＭリセーレ）

(ラ テン語）

ＴＯＢＥＰＡＥＲＭＩＴＴＩＢＤ， 

ＴＯＢＥＦＲＥＥ（英語）

(自由になる／許容される）

LＩＣＥＮＳＩＢ（ライセンス）

（英語／国際語）

LOISIR（ロワジール）

（フランス語）

じられもするが，そうして，ほんとうは，それこそが重要な論点のひとつでもあるの

だが，目下のところは「レジャー＝余lIBl」として捉えておく。そのうえで，日本語の

｢余暇」のｌｌｌ目に，ついでながら触れておくと，それは，紀元６００年後半に完成され

たとされる中国南朝の歴史を扱うTI三史『南史』の「列伝７０巻」のひとつ「陸伝」に

みられる「|凍文帝聴覧餘暇，顔留心史籍」によるものと解されているとのこと。なお

また，その類語としては，「暇，間，IAU，退，隙，閑暇，間服，余間，寸暇，等々」

(同上）が，古来川いられてきたのであった。

「『徳』とは，ラテン語のvirtusに相当する語areteの訳で，我らのいわゆる徳

(Tugel1d，virtue）とは充分に一致せぬものである。一般にギリシャ人はこの語を解

して，或る物がそれに'751打なる|=|的遂行のために具1Miせる性質，すなわち優秀，有効，

実際的能力等と倣した。されば固有の意１床における『倫理的徳』は，単に特殊の場合，

すなわち意志のareteに過ぎない」（久保勉訳のプラトン『ソクラテスの弁lルクリト

ン』岩波文庫，１９２７年第１刷・１９６４年第２３Ii1ll改版・’997年第７８刷，訳者注，９４

頁)。

マックス・ウェーバーのいわゆる「客観性」論文，すなわち「社会科学的並びに社

会政策的認識の『客観性』」（邦訳『社会科学方法論』恒藤恭校閲，富永祐治・立野保

男共訳，岩波文庫，１９２６年，とくに７８頁以下）を読まれたい。なお，「客観`性」論

文の邦訳としては，他に，徳永恂訳「社会科学的ならびに社会政策的認識の『客観

(58） 

(59） 
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性』」（『現代社会学大系〈5〉ウェーバー－社会学論染：力法･宗教･政治』浜島lV1・

徳永恂訳,青木轡店，所収)，祇剛寺信彦・ilil〔剛寺ｒｌＩｌ夫訳『社会科学の方法』(講談社学

術文庫，1994年)，嵐永祐治･立剛采ﾘ)訳･折原浩iWi訳『社会科学的と社会政策にかか

わる認識の「容観性｣』（岩波文lIli，1998年）がある。なおまた，渡辺進「マックス・

ウェーバーにおける文化人と絲済人」（『lWmIl1l女子学|焼畑U|大学研究報告』第１０集，

1964年３月，17-27頁）を参1K(。

(60）アリストテレス「政治学』前掲書。

(61）オイコス（Oikos）「ギリシア語で家を意味し，さらにこの家に結合する人''１の諸

関係をも意味するようになった語。アリストテレスは『政治学』の''1でポリスを

く村々の共同体（または結合体)〉村を「家々の共lMl体（または結合体)」と定義し，

家を夫婦，親子，=i２人と奴隷の三つの関係の複合したものと把握した。家は古代ギリ

シアを通じて，その政治的変化にもかかわらず変わることなく社会生活の岐小iii位と

して機能した。〈オイコスの人〉を原義とするオイケテス（oiketes）はローマ人のフ

ァミリア（falnilia）と同様に家族・世柵・奴隷をも意味した。ミュケナイ時代の家族

は家父長制大家族であったらしい。ホメロスの詩の''１のギリシア人の王たちの場合に

は，息子の嫁たちも，娘の夫たちも同じ1W(に住んでいた。ポリスの成立以後はiii妬小

家族が一般で，父の死による兄弟の↑Ⅱ続は平等を原Illlとしていたが，スパルタでは長

子J1Ⅱ続が古ili'1であったらしい。オイコスとクレーロスを持つことがI4111Iな市民の経済

的独立の基礎であった。これによってオイコスの世代から世代への移行が可能となり，

それが歴史の連続性の基礎であった。したがって家にはH1先以来の薙地を守り祖先を

祭ることが欠かせない家族の義務であった。家には，ポリスにこの守識神があるよう

に，家の守誰i(''１がまつってあり，〈'１１庭のゼウス〉とよばれる神像が立てられていた。

家の成員になるとは，家の祭祀にあずかることを意味し，嫁が家に入る時に主婦は樫

の実や干しブドウや干しイチジクを頭上からふりかけるのが例であり，奴隷を買って

きて家の中に入れる時も戸口で同じことをするのが例であった。この儀式によって嫁

も奴隷もその家の人（オイケテス）になると考えられていた。一時的に家に滞在する

客（クセノス）を微符するのは家の良き習慣であった。家の人が殺された時は，古く

は「'''1の復讐」によって報復するのは一定の近親範ljllの義務と考えられていた。1111縁

ある幾つかの家が氏族（ゲンス）を成し，幾つかの氏族が胞族（フラトリア）を，幾

つかの胞族が部族（フュレー）を，幾つかの部族がポリス市民団を柵成していた」

（太'１１秀通縞『平凡社大百科Z|ﾄﾞﾘＩＬＩ第２巻，７８０頁)。

(62）アリストテレス「政治学」iii掲齊。

(63）ヘーゲルＷｉｌｌI現象学』（樫'11欽川'１訳，＿上・下，平凡社ライブラリー，1997年，

とくに上巻２２７頁以下）を参111M。

(64）アリストテレス「ニコマコス倫FM学』iiii掲書，ｌ９６ｂ５，llO6b30，ll32b22。

(65）同｣二，訳者「解説」（244頁）より。

(66）鈴木照雄「ヘラクレイトス研究~その魂論を中心にして」（『ギリシャ思想論攻』

二玄社，１９８２ｲＩｉ’51-155頁）に基づく。なお，ギリシア思想史の全体にわたる論述
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としては，今'三|における標準的な＃１１:作の一つと，］(ＷＩｌ家が認める（)uthi1℃，Ｗ・ＫＯ

［1981],ＡノノＭ，〕'０／Ｇ)TCCﾊﾉｿﾉﾉﾉCSO/)ﾉﾉ)',Voll-lV,Ｃａｍl)ridgeを参照。

(67）Wilbur,ＪａｍｅｓａｎｄＨａｒ〔)IdA11eneds．［197()]，ＴﾉﾉCl/1/ＭC/Sｑ／ﾉﾉﾉｃノＺＭｙＣ花cﾙ

ﾉｿﾉﾉﾉ０Ｗ)ﾉﾉe応，PrometheusBooks，Buffalo,ｐ､７５．

(68）Ｉbid.,ｐ」06．

(69）Ｉbid.,1).107． 

(70）リュケイオン（Lyceum）は「諦義や討議をなすところ」という意。アリストテレ

スの学園名。アリストテレスのリュケイオンは，アテネ郊外の森の中にあった。アリ

ストテレスは，そこをそぞろ歩きしながら，｜Ⅱj下生に哲学を識じた，と言われる。

(71）前掲，鈴木1K(雄「ヘラクレイトス研究~その魂諭を'|｣心にして」を参照。

(72）プラトン『ソクラテスの弁|ﾘj』（'''１１１英知太lIll訳，｜可上『プラトン全染』第１巻所

収／久保勉訳，岩波文庫，１９６０年，新改定版)。なお，ソクラテスについて語るオリ

ジナル文献で，’－１本譜で読めるものとしては，ソクラテスのもう一人の弟子クセノフ

ォン『ソクラテスの）,1AいＩllJ（佐々木H1駅，岩波文lI1i，１９７４年，改訳版）がある。

(73）邦訳『プラトン全集』としては，ｌ１１ＩＩ１美知太l1ll･藤沢令夫編集の岩波書店版（全１５

巻，1978年刊）があり，その第５次刊行が，本編１５巻に，「プラトン馴典」として

も読めるとされる別巻（総索引編）１巻をﾉlllえて，今年（1998年）４)１よりはじまっ

た。なお，プラトンがなぜ対話形式でしかものを書かなかったのかということについ

ては，藤沢令火によると，「プラトンはlibl苦しい哲学概論ふうの論述でなく，対話篇

という形式により，ＡＭ１が形成されるプロセスそのものと，思考がたどる生きた動き

の現場を再現することにつとめた。当然また，そこには，いくつもの主題が複合的に

織り合わされていることが多い。むしろ，ふつう例えばこれは倫理の'１M題，これは科

学の問題というふうに区別されて無関係に兄える事柄の'''１にも，じつは奥深いところ

で互いに緊密なつながりがあること，そのつながりを全体として総合的視野のもとに

見きわめることが人IlMにとって大せつなのだということを示そうとした〔からであ

る〕」（|司止『プラトン全集』の「編者のことば」より）と考えられる，とのこと。

(74）Jaeger,Werner［1943],“InScarch()（thel)MneCelItcr：Paideia,”ａｓＶｏｌｕｍｅ 

ｌｌｏｆ７川仙α/ｓｏ／Ｏ）でCAC"///ｲﾉｾﾞ,trallslatcd（romtheGermallmalluscriptby

（)ilbertHighet，B1ackwell，OxIord，ｐ､56.また，プラトン『パイドンー魂につい

て』（松永雄二訳，lTil上『プラトン全集』第１巻，所収）を参照。

(75）前掲，プラトン『'五|家』（藤沢令大訳）をみよ。

(76）アリストテレスｒニコマコス倫１１M学」節10巻第６r;f・

(77）同上，第２巻第６～９章。

(78）同上，第８巻。

(79）同上，第１０巻（快楽論Ｂ稲)。

(80）同上。

(81）同上，第３巻第１童。

(82）同上，第３巻節２章。
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(83）同上，第１０巻第７章。

(84）アリストテレス『形而上学』（出隆訳，岩波文庫，1959年初訳，1996年第４１mＩ，

上・下）；986ｂ20,29ａ５，３５ａ８，３８Ｍ，４ｌｂ７，４３ａ６，４５ａ３５を参照。

(85）Stocks,』．Ｌ［1936]，“ZXOAH,，'ｉｎＴｈｃＣ/Izss/αzノQMz）Ｔｅγｶﾉ,ＶｏＬＸＸＸ：３－４，

Jalluary,OriginalPrintedinGreatBritaillbyBilling＆Sons,Guildford；Reprint‐ 

edOffsetLithobyBiddlesLted,TheCityPress,Guildford,Surrey；Ｐｒｉｎｔｅｄｌ９６７ 

ｆｏｒＷｍ、Ｄａｗｓｏｎ＆SonsLted.，Londol1withthePermissionofTheOxford

UniversityPress,ｐ､182． 

(86）プラトン『法律』846-7a，岩波版全集第３巻所収，1976年第１ｉ１Ｉ／1993年第４刷，

500頁より。
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第２章レジャー観の変遷と現代レジャー

Ｉレジャー観の史的変遷

動物はレジャーを有するであろうか，と|川うてみよう。とはいうものの，

正直に言って，こういうllllいを前にして，われわれには，尖のところ，答え
すべ

る術がなにもないのだが，ただ，とりあえずllIIi乳類に限定するとして，ある

種の動物では，たとえば，jilIi族（家iWi，野良111'iのみならず，虎やライオン，ハ

イエナ，豹，などなど）は舌で互いの身体を宵め合い，猿の櫛族は互いに相

手の毛づくろいをするなど，｝ﾘ]らかにリラックスした社会的姿態をみせるこ

とは周知のとおり。そして，四足iiiﾉ１１物でも幼いときは，幼少ｊＵｌの人|M]とまっ

たく同じで，活発に動き回り，言ってみれば，「いたずら」とか「ふざけ合

い」と呼んでもいいような「遊び」に興じるものがかなり多くみられる。そ

ういうことからすれば，iDl物たちもまた，lIli乳類の｛,l1IlLlIでは，相当程度に

｢レジャーのときをもつ」とみなしてもよいのではないだろうか。

｜原始から古代へ
プレｏプリミテイヴ

それはともかく，人ｉＩＵの場合，その生活展開は，始ｉｌｉｉのときより先史

の原始社会を経て，それからまたさらに時代を大きく下って定着農耕社会と

なり，歴史時代を迎えるようになっても，人間における生のあらゆる活動は

混然一体化したものであったのではないかと想定しうる。それゆえ，人間が

生きていくための活動のうち，仮にも動物の捕食活動にも似て，それをどう

しても遂行しなければ41曵存がかなわないという意１床での「必然の労働」行為

と，それから解き放たれた「残余もしくは有余の時'''１．空''１１活動」すなわち

｢レジャー（余暇)」とを分別しうるとしても，それを分かつ境界はlﾘjらかに
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（１） 

不分りjであったにちがいない。がしかし，その〈労働〉もくしジャー〉も，

初源的には，自然への提Wiiとか感謝の念を'1兄術的に表象実践した供犠や祝祭

の儀や，人IllⅢ|互に向かい魅き合う愛憎悲喜の精勤や力への意志とその鼓舞

に発露する，たとえばliRlI争，儀式，音楽，語り，冗談，ふざけ合い，運動，

競技やゲーム，等々，人間というこのすぐれてく社交的な生物存在〉におい

てしか認められない特有の社会生活と緊密に絲びつき，混在していたものと

みなされる。そして，そういう始源から11i(始へと移り続く人類史上最長期の

初期社会~その時期は，今'三|の'二1然人類学者たちの説くところにしたがっ

て，仮に人類の起源を猿人段階にまで遡らせて４７０万年前とするも，あるい

はホモ・エレクトス（illI立歩行存在）となったとされる５０万年前後期とみな

すも，いずれにしても人類史全体の実に99.999…％以上を占める圧倒的な史

実１－では，実際の「労働」時Ｉｌｌ)は１日平均３～４時'''1ぐらいであったと
（２）（３） 

され，おまけに「労働外の活Hiﾉ)」のほうが重要視されていた，とも理解され

るのである。

そういう原始段階に対して，古代になると，どうなるのであろうか。古代

といっても，それは風二上的条件，櫛族，生産力，等々のjlijH差に伴って，多様

だったはずで，一概に言えるわけでもないが，ここでは施型的（とされてき

た）古代，すなわち「古典古代」に目を|可けるにとどめ，さらに紙'幅が限ら

れていることから，古代ギリシアに関してはすでに述べた（第１部第１章）

ので，ローマ時代についてのみ一瞥しておこう。
（４） 

古代ローマ人といえば，キルクス（巨大な!'此''１競争場）に集い，戦Iに競走

に熱狂し，円形闘技場での剣liMll士競技や猛獣の格闘に見入り，劇場での淡劇
（５） 

や黙劇などの兄１１物にも現を抜かす一方，被｛ili服民や異教徒，とくにキリス

ト教徒を，ライオンのＩＨＩ食に供し，それを観て楽しんだ獅族であった。彼ら

は，そうした残酷シーンを，廠装したいでたちで「観劇」し，そういう見世
（６） 

物娯楽に打ち興じるというのがf茂高のレジャーであったともされる。が，そ

れはおそらく，悠久の太古に淵源する'二I然を長iiiし，ネlll々を崇拝し，その霊

を鎮めるために捧げられた生掛奉献，すなわち供犠一その犠牲対象は，原

始（未llM）段階では幾多の動物たちであったし，いまでもそうであるという
（７） 

事実一に遡る残WIiにも「人'１１１の生贄」の儀を，極限的な装いで祝祭化した
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（８） 

｢レジャーの極致」だとみなされていたものであろう，とも解される。

そうした催し物は，しかしながら，「もともと都市'五|家は農耕市民の戦士

団として生まれたのだから，……軍事や収穫に関連する祝祭とむすびついて

いた〔ものであって〕，やがて，しだいに祭日つまり見世物の|>'１催曰が設けら

れ，下って２世紀後半のマルクス・アウレリウス帝の時代には，1年のうち
（９） 

１３５日まで墹力Ⅱしたと伝えられている」こと，そしてまた，「そのような事

情は，穀物給付．以上に一般的な現象として，多くの地方部Tl丁でも見られ，イ

タリアだけでも９O近い数の|Ⅲ形劇場（このような公共建築物も富裕な名望家

の費用負担に拠るものが大多数である）が知られている。史に，公職就任のよ

うな機会に，見世物興行や祝宴を施す富裕者を顕彰した碑文の事例も蝦
（10） 

しい｣，と専|'ﾂ家は記す。

それにしても，このような展１１Mは，地中海世界を枢jlilllとして展開された
パツクス●ローマーナ

｢ローマの平和」と称される岐磯jUlローマ帝国時代の都Tl丁|正1家の政治，経済，

社会の全局、にわたる榊造的に特殊な文化的達成であったことを見逃しては

ならないだろう。しかしてまた，ここでは詳述できないけれども，それは，

帝政期のローマ社会を椰楡して詩った風刺詩人ユヴェナリスに，「かつて権

力や勢威や軍事などのすべてに力を注いでいた市民たちも，今では萎縮して，
（11） 

たった二つのことばかりを気にもんでいる。パンとサーーカスだけだ」と言わ

しめたごとく，征服を繰り返し，世界の綱者となったローマ帝国が，その巨

大な権力と巨万の富とをバックに，「パン」すなわち「低廉な価格もしくは
（12） 

無料で平民身分のローマTl丁民lこ給付された穀物」と，「サーカス」－この

言葉は，今日では''１１芸を意味する語であるが，そうではなくして，既述のキ

リクス，すなわち「見世物一般」を指し，円形競争場での戦IlL競走，闘技場

での剣闘士競技などの格liM11技，劇場での減劇や黙劇などを言う－をあてが

われて，そのことに現を抜かしたローマ都市民の，いわばレジャー型日常生

活の「狂態」であった。が，しかしまた，そこに「民衆の脱政治化」や「政

治の腐敗」を嗅ぎとるだけといったような，いわばそれを「近代主義的」に

理解してはならないといわれる。そのように受け｣Iめてしまっては，片側落

ちどころか，ローマ都市国家文化の精髄を捉え損なってしまう，と言うのは，
（１３） 

今日の文化人類学者やローマ史{ｉ１１究の専１１１j学者たちである。たとえば，次の
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ごとく－

<パンとサーカス〉という表現で示唆されるローマ社会の特徴は，施与

者と享受者との政治的関係から，〔従来はともすると〕公職候補者の票集

めのための，あるいは，為政者による人心掌握のための人気取り政策と

して考えられてきたし，そして，そこに民衆の脱政治化や政治の腐敗を

強調するきらいがあった。しかし，このような捉え方は余りに近代主義

的な解釈にすぎないことが指嫡されている。

近年における社会学や文化人類学の発展は，新しい観点からこのよう

な歴史現象の深liWを掘り起こすことを促している。そこではギリシャ語

の〈恩恵を施す（どひeβγｃＴｅｍ)〉から造語されたエウェルジェティスム
（１４） 

(6verg6tisum）という観点が重視される。元老院貴族の寡頭制による共

和政期においては，政治にあずかる人々は民衆の主人である。彼らが民

衆に恩恵を施すのは，民衆の前で尊大にふるまうのではないことを装い，

統治が民衆の幸福を目的としていることを1M解させることによって，政

治の尊厳ざと彼らの椛威を維持するためである。富裕者権力の獲得のた

めにく恩恵を施す〉のではなく，権力を保持しているが故に〈恩恵を施

す〉のであり，それによって民衆に敬愛され，統治は重厚さを増す。ロ

ーマ国家のような身分的秩序の濃厚な社会では，椛力の狸得という合理

的目的のためではなく，権威の認知という非合I1l1的気分の故に恩恵が与

えられるべきであった。帝政期における皇術の恩恵施与は，国家は皇帝

であると見なされることによって，ますます敢要となる。神の恩恵を浴

びる者はまず寛大な恩恵＝人'''１の徳を施しうる者でなければならない。

剥主は恩恵を施す者として統治し，その善行によって|(''１格化される。そ

れには，公４k活と私生活との交錯する生活空ｌＩＩｌとしての祝祭の世界が，

近代社会よりもはるかな重みをもって登場する。この祝祭の世界は民衆
（15） 

の活気に|腱lわっているのだ。

２中世から近・現代へ

歴史を下ろう（しかし，紙lII7iの制約からここでも「駆け足の要約」にならざる

をえないことを，取れてお断りしておきたいと思う)。
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ミデイーヴアル

中世と呼ばれる時代になると，炎||的・宗教的な労働が肉体労I動に優るも

のであるということが，修道僧たちによって説かれ，教導されていたが，し

かし'１．世も中・後期（１０世紀前後以降）に至ると，職人意識が尊Zliされるよ

うになり，そのmLl1念が手仕事に威厳を付・与し，それゆえにまた肉体労働一般
（16） 

もが－卑|淺視されたあるjliWiの職業労(勅は別除とされたが－相対的に崇め

られるようになってきた。そして，少なくとも３日に’'三|は，宗教的その他

の祝祭日や休日にあてることが善いことだとされるようにもなってくるので
（17） 

ある。

しかしながら，１１１世のレクリエーション活動もまた，労'11111を終えるところ

にレジャーが始まるという近代的な観念からすれば，原始社会における労

働・レジャー未分化を表象する場合にも似た混乱を呼びおこす。とはいえ，
いぐさ

中世期におけるレクリエーションのいくつかは，あきらかに戦闘(こ備える戦

士集団が始めたものであった。たとえば，アーチェリー，乗馬，レスリング

など，貴族や領主といった｣二流階級がトーナメントでやっていた諸競技，あ

るいは将来の戦liRilを予想しての似たような競技の予行波習などはり]らかにそ

うであろう。また，チェスでさえ，内容からすれば，いかにして戦争に勝利

するかを考えるための戦ll1fl・戦術をゲーム化したものに他ならない。そうい

う類でなければ，そのほかの活動はすべて直接絲済的な生活の必要`性からで

たものである。たとえば，狩猟ははっきりとそうであるし，競馬は，１２世

紀に，馬に蹄鉄を打つ鍛冷職人たちが，馬を取引きする馬市となった牧場然

としたところで，自分たちがしつらえた馬の調子を披瀝するために走らせて
（18） 

みせるという展示から発展したものであった，といｵうれるのである。

中世も，古代とはまったく趣がちがうが，厳しい身分制社会であった。そ
●●●● 

ういう社会にあっては，俗に「ガス抜き」とよばれて「周りUllIMこ必要とされ

ること」という以外，なんとも説明のできないレジャーの類もあるように思

われる。ヨーロッパの中ｌＵ:も，そういう社会であった。そのために，そこで

は，いわゆる「無礼識（Saturnalia)」とか「馬鹿祭（FcastsoIFools)」とよ

ばれて，そのときは祝'三|で，人びとにおける日常ふだんの社会的役割，つま

りは主客あるいは主従関係の位個を逆転させて，下僕なり客人が主人に，あ

るいは下位者が上位者にlnjかって，どんなに口汚く脇ろうが侮蔑を加えよう
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が，そのことでは，公式にも非公式にも，なんらの非難も訴追も被ることが

ない'三1とされていた。それで，あらゆる位階における身分の低い従者は，そ

のことを精一杯やることで日頃の鯵憤を払い，榴飲を下げたのである。そし

て，それが「楽しみ（レジャー)」として慣行となり，制唆化されていった
（19） 

のであった。－そして，起lllii的な['1来からすると，それは，絶対君主制の

必然的な所産，「宮廷に仕える道化役（CourtFool)」にもとづくといわれる
（20） 

ことはFil知のとおりであろう。

また，スポーツには，どうしてそんなことをするのかということになると，

とても難しくて，結局はよくわからないのだが，ともあれ，ネ１１１聖な闘牛や熊

祭りといった宗教的儀礼を帯びたものから，闘鶏や単に動物をいじめまわし

て最終的には殺してしまうといった屠殺行為も含まれるが，ほかのスポーツ

行為は，大体のところ，親族や近'憐同士の絆を反映して，いずれにしても友

好的なかたちをとり，また，昼夜ぶつ通しで飲み食いし，どんちゃん騒ぎの

うちで，地方ごとに対抗意識をもってとか，村をあげて興蒋のflWlと化すう
（21） 

ツトボーノレの試合のように繰り広げられたものである。それらのすべてが前

産業時代の社会的意識の鍬われで，（'脚は教会暦に従っておこなわれ，祭事

は農耕事暦にほぼ見合うかたちでなされ，昼となく夜となく飲み食いしなが
（22） 

らのどんちゃん駁ざは数'三Ｉ間，ときには１週'''１にもおよんだのである。

そいうことであるからして，もしここでわれわれが「労働とレジャーの'１１１

題」を複雑に絡み合った社会的基樅ないしそのコンテキストから切り離して

とらえてしまっては，人びとがどうしてそんなことに現を抜かしたのか，そ

の所以をきちんと理解することができなくなるというものであろう。そうし

た行為姿態は，身分関係I二ぜひなくも，しかし労賃なしで強制労働に駆り'1）

されることに不iil1Iiが募る一方，しかしまた，ふだんではそれを心の内側に閉

ざしたまま打ちすごさざるをえなかった境遇の人びとからすれば，それこそ

溜まりに溜まった鯵積を解消するための行為であって，いわば「欲求不満解

消要因」のひとつとして，それがその機能を来たしたものであったというこ
（23） 

とだけ'よ，はっきりしているだろう。

ところが，それからまたさらに時代が下って，15～１６世紀以降，いわゆ

る「ルネサンスと宗教改革」川を経て，近代（17～18世紀）を通過し，ＥＪ．
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（24） 

ホブズポームのいわゆる「二屯１１１命（TheDualRevolution)｣，すなわち「市

民革命と産業革命」を史的iiIlilUlとする現代への「大転換（TheGreatTrans-
（25） 

formation)」（カーノレ･ポランニー）の時点より，多くの働く人びとは，まさに

ルンペン・プロレタリアート（無産大衆）として，かえって苛酷な－あま

りにも苛酷な１－長11〈洲・重労働に従事しなければ喰って生きることもで

きない歴史過程に組み込まれていくのである（近代資本Eii義の成立と展開)。

そして，その過程のうちに，「労働」と「レジャー」は，はっきりと分離，

識別され，Iili者は別の行為だと捉え返されるとともに，レジャーは単に「労
（26） 

I勅による疲れを癒す体,息行為」とみなされるようになってくる。が，翻って，

その遠因（思想史的因果連lJLl）を尋ねるとすれば，それは「プロテスタンテ

イズムの倫理」と「近代資本主義のく糖神>」との史的因果の関係を説いた

いわゆる「ウェーバー･テーゼ｣，すなわち，ルター，ツゥイングリ，カルヴ
（27） 

アンらの教義に史的根拠を有する天職観念（Beruf／Calling)，つまりは－

｢神の子にして，その人としての第一義の本分は，汝の職は神の)１１Aし召し

(召命）なりしがゆえに，なににもまして所与の１１Mt業労働に就き，勤勉に一

生懸命働くことだ」として宗教改革期以降に実践された－「プロテスタン
（28） 

トの労Ｉ動倫Ｈ１！（プロテスタンテイズム)」の興隆に遡るとしておきたい。その

プロテスタントの信念が，「労働とレジャーの価ＩｌｌＹやrli要性は相対的なもの

だ」とみなされていたそれまでのコンヴェンショナルな意識を直接覆すこと
（29） 

1こ繋がるのである，と考えられてきたものである。

こうして資本主義（廠業三ｉｉ義）は，労働（仕事）献身による|=1己実現とい

うイデオロギーを働く人びとに鼓舞するも，現実は労働者階級に苛酷な生活

を強いることで進行する一力，だからこそ，前時代（近代初j０１）の啓蒙理'性

哲学に礎をおくあらゆるユートピア思想を組み込んでの「空想から科学へ」
（30） 

(カーノレ･マルクス）の社会主義･共産主義の思想も社会的に浸透し，労働者階

級の解放運動も，資本主義に洗われた地域社会のいたるところでみられたが，

1917年のロシア革命を皮切りに，第二次世界大戦111から戦後初期（1940年

代）の展開としてのLlIl工|赦命，東欧革命と続き，社会三li義圏の世界が建設さ
（31） 

れるも，戦後世界（1950年代後半以降）の冷戦構造体fliIの下では，社会主義

圏ではかえって民主化と工業化の腱開が遅れ，むしろ資本主義陣営の諸国家
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社会の方に民主化と産業化の著しい進展がみられた。その展開を支えたもの

こそ，勤勉に働く労働倫理を'1二'1ＩＩｌｌｌとした産業主義の社会的特質であったと指
（32） 

摘することもできるのである。

ところがまた，過去100余年間，すなわち，１９世紀末からこの２０世紀未

の１世紀有余の歴史を振り返ると，二つの世界大戦を挟み，幾多の内乱や局

地戦争を経験するも，民主化の運動や技術革新の進展とも相俟って，実に世

界中のだれもが予想だにしなかった「ベルリンの壁の崩壊」（1989年１１月９

日)，「ソ連邦の解体」（1991年８月)，「中国の市場開放（資本主義経済への参
（33） 

i画)」（1970年代以降）なども結果させながら，世界の労I動者の迎動は目覚ま

しい発展を遂げ，働く者の労働時IlLIlは，初期の1週およそ７０時間から，週

４０時間労働制が実現し，今では週３６時間制をとる国もあること，つまりは，

今日の３６～４０時間へと，およそ半減弱まで短縮させつつ，働く人びとの生

活水準も格段に向ILて，多くの一般労伽者大衆も現代産業主義の諸成果を
（34） 

享受しうるようlこもなってきた。

その達成事と人びとにおける諸行為の史的意義なり意味を少しなりとも論
（35） 

ずることもまたＢＩ論lこ譲るとして，いまここでのテーマからして，働く人び

とにとって大事な史的デ・ファクトは，要するに，その分，非労働の余暇時

間が大幅に増大したということである。そして，そのことに伴い，人びとに

おけるレジャー機会も増え，その諸施設や種類がコマーシャルベースでも盛

んに喧伝されるなか，しかし何百万という単位で－つまりは，大衆的に１
パターナリズム

ー人びとが同じようなことをやり（レジャーの画一化)，同じような場所
マスＯツーリズム

に出かけること(こもなってきたこと（大衆観光の形成）が，社会現象として，

したがって社会学的に，あるいは考現学的にみても，重要であるといわなけ

ればならない。－とはいえ，これまでのところ，各種の調査結果からして，

人びとの多くは，余暇の非常に多くをもっぱらＴＶ視聴，つまりは「テレビ
（36） 

を観ること」で過ごしているのであるが……。そして，われわれの珂1解する

ところ，「テレビを観ること」の意味は先述したとおりだ！
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Ⅱ現代レジャー論序説

｜レジャーの史的形態

人びとのレジャーのもちよう，そのありようは，各文化，各社会により，

大いに異なるけれども，しかしながら，どんなレジャーも，その基本的形態

は，およそどの文化，どの社会でも共通しているところもある。たとえば，
シンポゾアム

車座で座り込み，話をし，語り合い，食べ，酒を酌み交ｵﾌすといった饗宴

の姿態は，どんな文化社会においてもみられることであるし，社交ダンス

(踊り）もまたしかり。そして，それが民族的ないし郷土色の濃いコミュニ

ティ郷踊ともなると，いずれにしても，どこでもみな，柱々にして，熱狂的

な形態をとることも周知のとおり。たとえば，いまでも'三１本の各地で見られ
（37）（38） 

るﾈ'１１社祭や盆１１Ｍりとか，外|玉|でのカーニバルや各種のフェイスタにおいて典

型的にみられるように，人びとは),LAい思いの衣装で着飾り，エキサイトして

踊り狂う姿態をみせるが，それも，おそらくはそれぞれ同根の脈史的所以，

たとえばすなわち宗教的祝祭宴と深く結びついているからであろう。また，

各種の運動競技や試合も，実にさまざまで，多くの祇類がみられるが，どの

競技，試合にあっても，しばしばエキサイトして暴力沙汰を惹起するにおよ

ぶということも周知だ。

それから，そういうものが高尚な趣味といえるかどうかということは別と

して，１１昌歌やオペラやいわゆるクラシック（音楽）の他，諸々の音楽を聴い

たり，演劇を観賞するといった芸術あるいは芸能志向的な娯楽から，動物同

士を互いにｲⅡ手が死ぬまで闘わせたり（たとえばliRil鶏)，人が動物をいたぶり

最後には殺してしまうというような（たとえばljMil牛)，すこぶる残酷とも可哀

想にも思える娯楽に打ち興じる人びとの姿も諸々の社会にみられるし，その

他にも自分で絵画や彫刻等の造形美に打ち込む芸術活１，１１や陶芸，染織等の工

芸活動も，人びとがよくなすところである。しかし，これらの活動を「仕事

(労働)」とみなすか「遊び」とみなすかという段になると，一概に決するこ

とのできることでもあるまい。レジャーについても同様。しかも，これはど

んな社会においても言えることであるが，それらはそれぞれ，形態なり様態
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が異なる一方，それが常にコンベンショナルな方向で遂行される限り，他民

族ないし異郷の民の眼からすれば，それは常にエキゾチックなものに映るで

.あろうし，それにもかかわらず，しかし，それでもそれは，しばしば変化も

するし，その際には変化の要因が内発的なケースと外因にもとづく場合とが
（39） 

「理念型」的に区Bllされるも，とくに後者の場合は，朴|互作用の法則が|動き，

なんらかの程度において融合（アシミレーション）をきたすところから，イ

ンター・カルチュラルな方向，すなわち，文化融合形からニュー・カルチュ

ラルな様朴Ｉを示し，そういう「文化意義（kulturbedeutung)」（マックス・ウ
（40） 

エーバー）を帯びて担う活動|勺容となることも，歴史はいろいろと証明する

ところである。

あるいはまた，ゲームにしても，舞踊にしても，各秘の儀礼的行為にして

も，それらはあらゆる文化社会で異なるが，その根底には，各地域において

異なるそれぞれ独'二lで特有の地文や風土や人文的諸条件のちがい，さらには

その歴史的特質が深々と横たわっていることもいうまでもなかろう。

他方，現代になると，われわれは工業化から脱工業化へとすすんできた社

会にあって，さまざまなレジャー)Ⅱ具に，それこそ散歩環境にはじまり各種

の娯楽や運動スポーツの諸施設から各地の観光地やテーマパークにいたる諸

環境に取りⅡⅡまれ，またそこに組み込まれて，ほんの少し前の時代まで長ら

く社会の歴史的現実であったところの，多力而よりの「抑圧からの解放｣，

なかんずく「労働からの解放」を主動機とするレジャー志向ではなくして，

動機や思いの個人的位相は多様なるも，「豊かな社会」の到来とともに，そ

ういう社会に人びとが大衆としてどっぷりと浸かるなかで，人びとは現実に，

「レジャーのためのレジャー志|ｲﾘ」を強く抱くものとなってくるのである。

とはいえ，必要以上に悲IiM的な言辞を非するつもりは毛頭ないのであるけ

れども，現在のｌＵ:の１１１，「豊か」であるとはいえ，われわれにしても，そう

浮かれてばかりおれないことも明白である。周知のとおり，１９６０年代初頭
（41） 

に早くもアメリカ社会を事例に『豊かな社会（Ａノリ/lﾉﾉに"／Ｓｂルノ!y)』（1958年）
（42） 

を書いたＪ・ケネス・ガルプレイスや，そういう「新しい社会」（EILカー）

での一般労働者の生活模様をイギリスのブルー・カラーの動向に即して先駆

的に研究・分析して柵いたフェルデイナンド・ツヴアイヒの『豊かな社会の
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（43）アフールエント

労|動者（Ｔ/ｚｃｌ１/01〃ﾉﾉﾉ（i"ノＡﾉﾘ/lrﾉｨc"／ｓｏc/e/(y)』（l961j1i）のいう「豊かな

(Affluent)」という意|床が「ものが豊富に有り余っている」という事態を指

している一方，その文lﾘ|社会内部における階級・階l博的貧富差も依然として

無視できることではなく，他力，その外部の社会のなかには，たとえばアフ

リカや東アジアおよび東南アジア地域のあちらこちらにおいて，蝿くべき飢
（Ｍ） 

えが進行していることに[|を覆うわけにはいかない。また，２１１１:紀を目前

にしたわれわれにおける文化・文明史の現在的境位は，人類史上未曾有の危

機の淵に立つものであることも自覚してかからなければならない。早い話が，

たとえば，〈核の危機〉やく|含|然生態系の危機〉からの真の脱出口はまだ見
（45）（46） 

いだされていないわけであり，ＡＤ、トクヴィルの言う「平等化の危機」は，
（47）（48） 

人口の「長寿化・老齢ｲﾋ｣，「少産化・少子化｣，さらには，いわゆる「ジェン
（49） 

グー問題」ともｲ|=|絡まって，むしろうんと強まってきているといわなければ

なるまい。

そうした状況や事情（史的コンテキスト）の深まりを念頭に，われわれは

本章の終わりで，人びとの「勤労（社会的労働）１１１]題」ともからめて－と
（50） 

いうのも，労働とレジャー（労働ﾀﾄ活動）とは，そもそも互酬的作)Ⅱによっ

て不可避的に結びついているのだから－，「近未来におけるレジャー問題」

に，われわれなりの展望を示そうと思う。が，その前に，われわれにとって

｢レジャーとは何か」という'''1題をめぐって，次にいま少し吟味しておくこ

ととしよう。

２レジャーの意味

レジャーには，それを可能とする物的基盤や諸手段，すなわち，その用具，

施設，環境等の客体条件が必須なるも，究極的には限りなく主観的な喜怒哀

楽の意識を伴う行為実践がレジャーであるということも否定されまい。そこ

で，そのレジャーの主観的意１床を捉えるために，いくつかの技法が考案され

てきた。

数理社会学に意味解析学という手法があるが，その手法を用いた研究によ

ると，レジャーは，労働もしくは仕事に比べると，遊びと白山時間とに結び

ついていること，また，一般に労働者のほうが，学生に比べるとはるかに多
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<，そのレジャーを自己自身に外在するあらゆる客体一自然，人工，人

(自己を除く他者）のすべてか，それらの選択的に構成された対象世界一に
（51） 

働きかける活動（ｲﾃ為実践）であるとみなしているという｡

また，社会心理学者たちがやった実験結果によれば，レジャーと非レジャ

ーの行為状況は，行為主体の主観性いかんによって多様に変化，認識される

一方，それがレジャーだとみなされる行為状況がもたらされる主要な変数は，

｢第一に自由，第二に動機が純粋に本質的であること（つまり，その行為遂行

過程それ自体のうちに充足感や満足感を抱くことが目的であること)，第三に仕
（52） 

事とのかかわりを欠くこと」だとされる。だとブーれば，平くったくいえば，

レジャー活動とは，概して外的な行為にかかわり，それ自体が喜ばしいこと

なのであり，それ以外にほとんどあるいは全く，何か特別に報酬を求めたり

期待などしない活動，すなわち「無償の行為」である，ということになろう。

とはいっても，われわれの見るところ，尖|際には，そういうレジャー活動に

よっても，人はしばしば，他者からの敬愛や尊敬の念などといった情動的威

信一マックス．ウエーバー流に言えば，まさに「情動的行為」によっても

たらされる「思わざる結果」１－をいろんな秘腫，さまざまなかたちにお

いて得ることもあるのだから，純哲学的ないし純卵としてはともかく，社会
力ズイステイーク

科学的にはなお'''１題を残す断論決議であるだろう。

先に論及しておいたごとく，古代のギリシア人はレジャーを，それ自体を

目的として目'三|]に追求する活動だとみなし，それが何よりもとくに価値ある

ことだと捉えていたのであった。われわれにしても，それがレジャーだと認

める活動であれば，それを拡張，充実，持続させ，ともかく十分満足のゆく

までやっておりたいと希うところがあろう。

人Illlの歴史では，これまで長い間，レジャーというものを「仕事を離れ，

労働から解放された時ＩH1のなかでの行為だ」と人はみなしてきたのに対して,
（53） 

いまでは「それは間違って｝ii調されてきたことだ」と捉え返されているよう

に，いわば「一種の転成」をとげてもいるのである。なぜなら,どうにも働

かない人たちが，「働こうにも働き口がないのだ」と答える人たちも含めて，

実際のところ，社会的に大勢存在するようになる一方，そういう人たちが，

産業化のすすんだ「先進国」では－というよりむしろ，その行き着く地平
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に，新たな社会像として，かなりはっきりとその形を成してきた「脱工業化
（54） 

社会」（ダニェル・ﾍﾞﾉﾚ）の様朴lを示してくるなかで，これも|司じく、ベルが
（55） 

説いたごとく，多くの「資本主義の文化的矛１首」を深刻に宿しながらも，

1970年代以降，景気が良かろうが悪かろうが，とにかくなんとか食えて，

非常に多くの非労働時IMIに身を投じた生活がともあれ可能だ，という現実を

重視しなければならないからである。

いま現在，われわれの社会でも，’三1本型ビッグバンを２１世紀初頭と目論
（56） 

んで，産業構造再編成に向けてさまざまなiDI1きが活発である。が，これには，

周知のとおり，イギリスにおいて先例のあったこと。１０年ばかり前に鉄の

女・サッチャー首相が率いたイギリス保守党内閣の下，元祖ビッグバンとも

いうべき産業構造転換に乗り出したイギリス社会は，伝統的な炭鉱産業，そ

の他を￣挙に潰し，百万ili位の雇用i1ill減に踏み切ったが，それを吸収する雇

用機会（働き口）の創出ができず，失業者の群れが街に溢れ出た。そして，

その実態は，今日でも，イギリス労働者階級の問題としてはほとんど変わっ
（57） 

ていないのである。それにもかかわらず，イギリスでIよさして大きな社会的

混乱も発生せず，「眠れる大英帝国」と椰楡されるも，イギリス.ブルーカラ

ー層の失業者たちは泰然'二'若，そういう彼らにしても平日に終日ゴルフやツ

ーリング等のレジャーに興じているという現実が根づいているといわれるの
（58） 

である。

翻って，ふつうに働く多くの人びとのレジャー時間の哨大も，いやがうえ

にも認めなければならない。おそらく今日これから，日本における展開もさ

して状況は変わるまいと目されるが，だから，さしあたりわれわれとしては，

それがどう実現しているか，あるいは現実にどういう按配をなしているか，

その実態ないし現状の社会学的ならびに社会心理学的分析はこれからの課題

とするも，ともかく１日勘定にしろ，1週間単位としてであれ，他のどんな

周期での生活時間を設定するにしろ，その全体のおよそ半分一ちなみに，

週間労働時間を３６時IHIとして，｜睡眠にｌｌ－ｌ６～７時間をあてたその残りがす

べて自由時間（余暇）だとすれば，およそ人生の半分以上一が「レジャー

に向かうライフスタイル」を築いていることになるわけだから，これはなお

あくまでもひとつの仮説としてではあるけれども，人びとのレジャー意識と
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して，「人びとが，（１）自分'二|身のために，（２）楽しみから，あるいは娯楽

として，（３）修養とか向上のための［|己献身として，（４）自分で選んだ目標

とか'=Ｉ的を成し遂げる行為一ただし，この場合は，そのことをやり遂げる
（59） 

ことで何か物質的ないし金銭ｌＷな見返りを初めから望まない行為として」と

いった動機のどれかひとつ，もしくはその二つ以上の複合，あるいはそれら

のすべてを満たし，そこから発露している活動であれば，それがレジャー活

動であると定義づけてもよいのではないかと思われる。

３現代レジャーの近未来像

従来，社会科学)iM想史の根底を貫いて，人'''1の'二|己充足ないし自己実現は，
（60） 

－万では労|Hillをとおしてのみ達１文されるとみなされてきたけれども，その実，

その主張の裏ｍには，余暇時ｌｌｌｌないしＩとｌｌｌ１な時ＩＨＩが，単なる生物存在として

の人iH1を真に人Ｉｌｌ]的な人間となすという)ilAいが|隠されてきたと言えるだろう。

余暇の増大・拡充は労働の減少がないと得られない。

したがって，「余'暇と労働」という二Zli説ならばともかく，「余暇対労働」

という||]来の二項対抗説では，この二つの社会力_これはしかし，下手す

ると二つが相俟って「人間疎外」（Ｋマルクス）を哨大させる社会力にして，

しかしまた，なにほどか上手に按配しえたときには，その分，’二'己充足を達

成することにもなりうるものと考えられてきた社会力だ！－を正しく１１M解

することが，いまひとつできにくいとも言わなければならない。２０世紀後

半になって，われわれは，われわれが生活上必要とする商品生産とサーヴィ

ス向｣二とにかかわって，すでに成熟した産業社会においてだけでなく，発展

途｣二,玉,においてさえも，「技術''1〔新の社会的進展にともなう労側時間の大'隔

な削減，その見返りとしての'二'１']な時ｌＩＩｌの大''１wiな哨大」という柵'又'の労IJI'者

状況の急展開を見いだしてきた。

そして，時'''１が，いまや，人々が社会生活をしていくうえで，もっとも並

要なＩｌＵ題となってきた。なぜなら，１１１])IHIは，こういうことになってきたから

である＿つまり，われわれは社会や家族や']分'二'身のために時間を取られ

る，あるいは逆にそのおかげで時間を稼ぎ||Ｉしているわけであるけれども，

その按配は一体どれぐらいであればよいのか。そのことが，まずもって|川題
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になってこよう。そして，節二に，こうしてiLM:られた、''二1な時ＩｌＩｌをどういう

ふうに使えば人間的に有効なのかという'１１題もある。第三には，かくして得

られた自由な時間を，政治的指導者たちの決定を批判したり容認したりする

という市民としての権利を投げ捨てるというＷｒで，つまりはそういうこと

には無関心を装い，私l杓に勝手なことだけにIIfやしてよいのだろうかという
（61） 

問題，つまりはユノレゲン・ハーバマスのいうように，そういう私化的姿勢は

どこまでが許され，どこからが許されないものであるのかという問題，もっ

といえば，｜]||]な時|ﾄﾘが噸えれば，それだけで市民参力||巡り民主主義の形成が

可能になるのかどうかという'Ⅲ題である。あるいは，角度をかえて言えば，

目[llな時間をもっぱら競技や娯楽にのみ振り当てていてもいいものかどうか

ということ，否もっと突っ込んで言うとすれば，個人のＦ１由な時間は，一方

で他者に奉仕するためのものにして，｜司時に'二１分自身の創造的活動のための

ものであることを徹底的に自覚できるようにする，幼少の頃よりの養育から

青年期までの教育に至るまで，はたしてそれがどの狸度であれば許されるも

のかという，人間形成と〈道徳〉教育とに，iiliiにかかわるＩＨＩ題である。

近代化が進展すると，人はレジャーを労働とはまるで異なるI111i値追求行為
（62） 

だとみなす傾向が強くなってくる。労働は緊張，努ﾉﾉ，禰臓I，)市苦を伴う身

体活動であるのにたいして，レジャーは強制されない活動である。労働は目

的を実現するための手段であるのにたいして，レジャーはその人自身の時間

であり活動なのだ。労働は社会的に有抽なことであると同時に社会的義務で
（63） 

もあるのにたいして，レジャーはIlAl人的な楽しみであり，なによりもその人

自身の自己lillli足・'41己充足を'二Ｉ的とした活動である。労働は他者によって厳

しく取り決められたスケジュールによって拘束・組織された活iiﾉI)であるのに

たいして，レジャーは扉主からとやかくいわれる筋合いのない，その人自身

の'二|由な時'''１である。

しかしながら，個人の意志や意|叉|に反したくレジャー＞も，この世界では，

残念ながら，常時至るところに存在するといわなければなるまい。つまり，

失業中であるとか，会社が倒藤したために給料を支払ってもらえないといっ

た状況をかこっているがために仕方なくブラブラしているといった〈活動〉

がそれで，それはもうレジャーとか楽しみだといわれる活動からは大きく外
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れた－かつて１９６０年代末から７０年代にかけて世界の先進諸国の若者・青

年層を中心に広くみられた「アブセンテイズム（ムーヴメント)」を自覚して

意識的にやるケースを例外（だった！）として－，一般的には「面目のな

い生活姿態」だといわなければならない。

２０世紀末の今日，われわれの手にするハイテクを中心にした技術革新の

テンポは，いまや日進月歩のさわぎではなく，まことに秒進分歩の勢いであ

るが，そのことの結果，近年すでに全世界の生産財貨の一切が世界の労働力

人口のわずか４分の1によってまかなわれているというのが現実であるとさ

れ，ある専門家の試算では，２０１０年までには，世界人'二1の生活に必要な物

的財･貨のすべてが，なんと世界労働力人口のほんの１割方によってまるまる
（64） 

生産できることになろう，ともいわれるのである。仮にもそれが近未来の生

活物資生産体制であるとして，実際にそういう事態に至れば，人びとの欲求

は「ものよりも，より一層レジャーに傾こう」といわれるけれども，もとよ

りそういう予測がきちんとしたコンセンサスを得ているわけでもない。しか

しながら，そういう事態に現実が近づけば，その分，今日の経済先進国とも

よばれる「豊かな社会」が－世界資本主義の榊造的矛盾からくる経済搾取

の南北問題等，グローバルな次元でのより根本的な問題にまつわるパースペ

クテイヴに関しては，いまは横に置くとして－さらに「豊かな社会」に移

り変わる可能性は，だれにしる否定もできまい。そして，そこでは，「脱物

質主義」と称される社会の問題が，新たに必ずや曰租に上ってくるにちがい
（65） 

なし〕。

近年に見られた著しい消費の伸びの一部はレジャーの広まりにもとづくも

のであって，すでに合衆国とイギリスでは，全消費額の３割方をレジャーが
（66） 

占めるに至っていると言われる。労働とレジャーの関係は，IIWi業，職種，年

齢，‘性差，国民`性，歴史，文化等々，多様な要因が複合的にからまって，多

様な様相を示す一方，これまでのレジャー研究の多くが個別のレジャー研究

に傾きすぎてきたこともあって，そうした諸研究の成果だけからだと，レジ

ャーに関する一般理論はなかなか導きにくい。

1980～９０年代になると，いわゆるハイテクが，社会の様相を劇的に変え，

それでもって労働をめぐる状況も，他の社会的事象ともかかわって，大いに
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変わってきた。そして，その歴史的動向に止目して，注目すべき「労働・レ

ジャー論」の新しい多様な社会科学的パースペクティヴが提起されてきたが，

ここでは，その先駆的な見解のひとつと目されるアンドレ・ゴルツの論議を

少し<検討しておこうと思う。

Ａゴルツは，１９８０年代後半になり，三つの書物を矢継ぎ早に著した。そ

れによってゴルツは，技術変動の激しい社会的文脈の下にある今日の労働を

分析して，ひとつの体系的な11M論を打ち出した。まず，１９８５年に著した
（67） 

『パラダイスへの道』では，産業社会の巨大技↑|『（Mega-Technology）と

ＭＥ（Micro-Electoronic）とが結びついた技術の連鎖ないし体系を新技術と

みなして，旧来の技術が権力の集中と位階を導いてきたのにたいして，新技

術が労働の自動化と分散をもたらすことを論じていた。また，１９８９年作の
（68） 

『経済的理`性批判』では，新技術が，従来，経済mli｛直を計る尺度だとされて

きた交換価値を無効化することに働き，伝統的な近代資本主義経済の構造を

転換させることになる，と論じた。工場が完全にオートメ化すれば－と，

Ａ、ゴルツは予想したのであるが－，生きた人|Ｈ１労働力の価値は限りなく

ゼロに近づくのである。かくして，未来の労働力に占める常雇労働者の割合

はひじょうに少なくなってくることになる。ゴルツの見解では，資本主義を

も社会主義をも超えた産業社会を形成するのは，そういう新技術によってで

あろう，とするものである。

近代産業の生産体制がそこまでゆけば，世界人'二|の１人当たり生涯労働時

|Ｍ１を２万時間以内におさえても，各人の生活必要品はすべて充足される可能
（69） 

性がでてくる，とゴノレツはみた。これはフノレタイムで１０年間，パートで２０

年間働けばいいことを意味する。そうなれば労働はもう，フルタイムで会社

等に拘束されるという職業労働ではなくなると同時に，人間生活における軸

芯の条項でもなくなってこよう。そうなれば人々は，余りある余暇時間を自

由に使い，ときに応じて多彩なことをするといった幅広い生活スタイルを築
（70） 

くことができることＩこなろう。

ハーリー・ブレーパーマンらが，それが労働のＩｉｌｉ値を失墜させる元凶だと
（71） 

して非難した「熟練の平準化」といった問題も，ゴノレツにかかると，それは

むしろ非常によいことなのであって，「未熟練」は社会的必要労働をみんな
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が分かちもつ前提条件だとみなされ，仕事上必要な技能がだれしもがこなせ

る類であれば，だれもがいつでも働けて，しかもそれを技術が代行するもの

となれば，人の労働力はますます縮減され，こんな「パラダイス」はなかろ
（72） 

う，と主張された。

オートメーションは技能をiwiめるとか，熟練が要求されるオートメーショ

ンにすべきであると主張したロバート・ブラウナーのような学者とはちが
（73） 

って，ゴルツは，ほんの少し手ほどきを受けさえすればだれ'こでもこなせて，

どういう仕事にもつけるような技能にもとづく機械化，それがオートメーシ

ョン技術であり，そして，それこそが人||,lを「労働から解放」するとみるも
（74） 

のであった。

ゴルツの労働観は，各人のI4lll1時''１１が社会関係に変化をもたらすという考

え方に導く。なぜなら，労働をはじめとするすべての社会関係がもはや貨幣

や市場に左右されたものでなくなるとすれば，人ＩｌＩｉ１存在は愛情，友情，連帯

にもとづいてもっと蝋かなものとなりうるからである。ゴルツは，「人間と
（75） 

してのまことの4t活は非経済的活動にあり」としたアリストテレスの信念，

そして，そのテーゼに共感してきたあらゆる哲学打たちの信念を共有するの

である。金稼ぎのための労働と労働時''１１はあらかた，あるいはことごとく，

ただに生活に必要なものを手に入れるためにのみ費やされるにすぎないが，

そのあとの時間は，どういうことにしろ，自主的になす仕事なり他の諸活動

にあてることができ，人はそのことにより，またそのことをとおして，自由

を享受し，自律の境地を確保し，自分自身と他者とかかわる自分および他者
（76） 

の喜びと楽しみを得:ることになるからである。たとえば，高度な技能や仇'１識

が要求される科学者，技師，医者，ジャーナリスト，法律家，教Iiii，などな

どの専１Ｍ]職は，人体のところ激職で，したがって彼らはいつも過労ぎみで毎

日の生活を送っているというのが現状である。社会的には各種の専門職はlﾘ］

らかに不足がちしているなか，そういう専l111lMiに就きたがっている人たちが

たくさんいるにもかかわらず，大概の近代社会では，その多くが資質や技能

や知識のあるなしにかかわらず人数flill限をもった資格辮査によって枠づけて

いるため，一方における専１１１１職希望者の潜在的人壮存在と現実の専門職不足

と，他方における専l11j職従事者の激]１Ｗ過労という矛盾がなかなか解消され
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ないというのが現代社会の矛盾した特徴のひとつである。が，これも労働か

ら解放され，自由時間が大,偏に増える未来社会では，ちょっとした制度改善，

つまりは資質に恵まれ，あるいは努力して，その知識と技能をもった者はだ

れもがその専門職に従事することができることにすれば，人々のあいだに理

想的な労働と自由時間ないしはレジャーとの関係を築くことができることに

なろう。

ゴルツは，未来の労働のありようを，①マクロな社会的労働，②ミクロな

社会的活動，③自主的活動の三つに分''皮・収赦していくと捉えた。第一のマ

クロな社会的労働とは，社会のどこにおいてもなされる労働で，市民全員が

必要とする基本的必需品を生産するための労働である。第二のミクロな社会

的労働とは，各地方にそれぞれ独自にみられる労働で，なかには必需品生産

のための労働も含まれるけれども，基本的には個人の欲求を満たす労働であ

る。第三の自主的活動とは，各個人，家族，集団の特殊な欲求から発する労

働で，それは各地方コミュニティーの健全な存続・維持に貢献しなければな

らないが，第一および第二の労働とのかかわりでは，いかなる労働を選択す

るかは，個人であれ集団であれ，いずれにしても各労働主体が自由に決定で
（77） 

きる労働であって，労働をもっとも意'1ﾗﾄﾞある労働にする労働である。

ゴルツの見解に頷くにしろ，しないにしろ，彼の見方は－面ではオーソド

ックスといおうか，少なくとも社会科学の伝統からすれば，すこぶる常識的

なものであろう。なぜなら，労働の未来は社会の未来と緊密に絡み合った所

産として把握されているからである。しかし，そうだからこそ，ゴルツ労働

観の意義は，その視座のうちで論議しなければなるまい。

アリストテレスと同じく，ゴルツも，善き生活とは必然の拘束を排除した

生活，つまり必要の'呪縛から解き放たれた生活だとみている。真に人間的な

自由と社会の条件は，必然の拘束を人間の向こう側に，対岸の世界に，つま

りは人がそれにかかずらわなくてもいい世界に，追い出してしまった限りで

しか得られない。そういうふうに考えて織りなすユートピア構想は，初期の

キリスト教から啓蒙思想を経て今日の未来論者にいたる思想家たちの心を捉

えつづけてきたのであった。

労働の未来を展望したゴルツのシナリオは，ハドソン研究所（通称.未来学
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研究所）に集うハーマン・カーンとそのｲ｢'１間たちが提起していたものとよく
（78） 

似ている。カーンたちは，将来'よ富が哨大して，豊かな社会となるから，

人々は「ものよりも自由な時間を欲しがるようになる」と予想していたもの

である。そこでは物的富の限界効用が底をつくので，人々はレジャーを求め

るようになるという。そして，物財にたいする需要が落ちてくれば，その供

給も落ち込み，結果として世界資源の乱費を抑えることにも連なり，その枯

渇を救うことになろうともいう。カーンたちが描く将来の世界の姿は，要す

るに，それが脱産業社会において人々がなすことの特徴だとして，彼らがリ

ストアップしていることに示されている。すなわち，（イ）儀式や美的行為

をなすこと，（ロ）読書，著作，絵画，旗劇，作1111,演奏，料理，グルメ食，

狩り，魚釣り，ハイキング，キャンプ，船遊び，などに興ずること，（ハ）

趣味でなす諸々の技芸，たとえば盆栽や花園づくりなど，（二）語らい，議

論，討・論，政治談議といった文化的，社会的，政治的活動，（ホ）福祉や奉

仕活動，（へ）探検，冒険とよばれる一体にスリルを楽しむ行為，（ト）その

ときどきに，たとえば災害時にプロジェクトを組んでなす公共的な活動，
（79） 

(チ）宗教活動，などなどであるが，アンソニー．ジェームズ．ヴイーノレ,こ言

わせると，そういうことをやって人々が募らせる社会こそ「レジャー社会だ
（80） 

といわれるべきである」という。

しかし，今日，先進産業社会の勤労者の多くが，いろんな社会意識調査結

果から推すと，すでに「ものよりも，もの以外のことに強いIilli値関心をもち

はじめている」ことを明瞭に示しているようでもある。これはもう２０年前

の，１９７７年時点での合衆国における勤労者意識にみられたデータであるが，

｢回答者の６４％にのぼる人たちが，労働力の生産性よりも，またそれに見合

った賃金の上昇よりも，労働の喜び自体のほうが重要だと思い｣，「７２％に

ものぼる回答者が，すでlこものやサーヴィスにたいする欲求はそこそこ満足

しているので，これからはより豊かな文化的諸価値を摂取・享受して，もっ

と精神的なことに喜びを見いだす人間になりたいと思い，そのためになす目
（81） 

己訓練に精を出していきたいと思っている」ことをUflらかにしていた。

労働問題の理論家たちのなかには，従来の労働倫理に代わる，あるいはそ

れに代えて，いろんなことを提案するものもでてきた。ジェンキンズとシェ



第２章レジャー観の変遷と現代レジャー”

ルマンは，人間の条件がこういうふうに変わってきたからには「定形化され

た労働を人に要求するのではなくして，人の望む労働を供給していくという
（82） 

考え方に基づく〈有効倫11M>」というものを提起した。クレミストンとロジ

ャーズは，「全体的な生活倫理の－ｍでしかない労働倫理にではなくて，〈生

活倫理〉を全体として問題にしたほうがよいのではないか」と問題を再提起

していた。これは，要するに，われわれはこれまで，ずいぶんと長いあいだ，

人間の社会的貢献は主要には職業を通じてなされるという思い方をしてきた

けれども，それはどうみても一面的にすぎないのだから，それをやめて,人

間存在の発展に全面的にかかわる生活倫理を全体として問題にしたほうがよ
（83） 

いという指摘であった。Ｒクラルケは，「われわれ人ⅡＩが，人間としての達

成観をもつのは，他者に対して何かを為しえた時である」という信念から，
（84） 

<(他者)貢献倫丑[!〉」ということについて語っていた。ジェームス．Ｆ・マー

フィーは，「技術によって得られた自由時間の増大が，新しく個人選択の'１１日

を増やし，労Ｉ動・余１１段関係が混然一体化した多様なライフスタイルを導いて

いるのだから」といって，「新しいくレジャー倫理〉こそが要請されている」
（85） 

と主張した。しかし，アンソニー・ジェームス・ヴイーノレは，「労働倫理が他

の倫理条項に置換される現実ITJ可能性が増しているにしても，人々を新しい

倫理的主体へと導くのは，そのためになす教育ないしは宣教によってである，
（86） 

などと素朴に)恐い込むのは間違いである」と言う。「新しい倫理はむしろ，

社会的状況と経済問題の構造的変化に由来しよう」というのが，ＡＪ・ヴイ
（87） 

＿ルの主張である。トム･ストーニェルは，「未来社会の鍵は矢Ⅱ識と情報にあ

り」とみる。ストーニェルの描く未来は，「教育によって決定され，教育を

司る諸機関が果たす効用は，工場やサーヴィス業に導入されたハイテクによ

って変わった仕事に熱中できる具体的資質と技能を人々に授けることにあ
（88） 

る」と言う。

しかしながら，これからの近代的な労働現場を左右するもっとも重要な問

題は，ひっきょう，国家権力との関係のうちの問題となろう｡なぜなら，近

代社会では，理念的には市民社会からなのであるけれども，歴史的現実形態

としては国民国家体制を前提にしてきているがために，国家から，一連の権

利と責任が個人に委ねられているので，権利，責任，権力は必然的に，そう
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いう諸ｌＭ人が形成する組織に移されていくことになり，さらにそれが，緊密

に拡大する組織化を通じて，ついに圧1家のうちの巨大な権力と化していくか

らである。このパラドックスは，マックス・ウェーバーの言う形式的合I1M化

のF|己貫徹が人間の実質的合I1l1性を腐食していく過租であるが，それがすす

めばすむほど，｜玉1家や政府はIllhl人をｉｌＩＭにするよりもﾙ'1織を問)廻にするよう

になり，かくして企業，政府，労働組合，専''1職集団，社会改革を求める政

党，政派をはじめとする各櫛のﾙ'１織，などなどが現代産業社会における権力

中枢をかたちづくってくることは社会学的真実のアルファにしてオメガだか
（89） 

らである。

そういう制度化した諸組織体を基鵬とするいまの世の権力関係からして，

労働志|可型の社会からレジャー志向型の社会への移行が確実に，あるいは予

想をはるかに超えたかたちでlllliMしてくるであろうことが遠望されるのであ

る。そして，そういう社会lM111iIlllIの大転換が２１世紀における脈業社会の未

来を写す鏡のようにも思えてならないのである。もっとも，人'''１の歴史や社

会は非常に複雑にして，だからその未来型や，ましてその具体的なありよう

を予想したり青写真にして写し取れるほど，ことは簡単にいくものではない

が，しかしながら，これからの個人と集|』の意識や，ことにあたってなす選

択いかんが，未来の人|Ⅱ]の労働と生活に決定的な影糾をもたらすだろうと考

えうる理巾は十二分にあろうというものである。いや，政治的に言っても，

少なくとも，各人は仙人の'二|己実現・'二|己達成のために労働と教育と文化に

積極的にかかわり，そのことを促進すべきであるというイデオロギーは推奨

されつづけるであろうし，人々はそれを首肯し，ｌ玉|家もそれに抗うことは，

もはやありえないように思われる。将来の世界がどういう姿をとるにしても，

労働は－といっても，それはますます，少なくともアーレント流に捉えて
（90） 

かからなければならないことだろうが－，社会|奥Ｉ係をとりもち，そこに意

味を塒う根幹にして背'|ｻでありつづけるはずなのだから。

注

（１）労働とレジャーが木分離の生活実態を示す現存の原始ないし未開と称される種族の

諸事例については，たとえば，Thurnwald，Richard［1932]，ノ【Zr("”"ﾉﾉＣＭ〃ルノ)"ﾉー
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／ﾉｨﾉCCC"１ﾉﾉﾉﾉｨ〃ﾉﾉﾙs，ｌ)ublishedforthelntematiollallIlstituteo（AfricanLallguages

andCultuI･esbyllumoheryMilfol｡｡，OxfordUIliversityl)1.ess，Londoll，Ｕ､Ｋ・；

Applebaum，IIerl)ert［1984]，１１/１Ｍﾉﾉﾉ／VOルノＭＭＣ／α"(/７>、ﾉsﾉﾉﾉ011α／SOC/c//Cs，

ＯＩｌｅｏｆｔｈｅＢｏｏｋｓｉｌ１ｔｌｌｅＳｔａｔｅＵIDiversityo［ＮｅｗＹｏｒｋ（ＳＵＮＹ）ＳｅｒｉｅｓｉｎＴﾉﾉｃ 

Ａ〃ﾉﾙﾘ/)o/(』g)'ｑ／1,1/ＭＩＪ,editedbyJulleMash,StatcUIliversityofNewYorkPI･ess，

AIballyil1NewYork,ＵＳＡにみられる豊i[;<な報〈ｌｆと分析を読まれたい。

（２）出水和夫『労働史序説』（白桃杏房，昭和６３年，とくにその「第１章ｌji(始時代の

労働一労働前史｣）を参M<(。

（３）Ｇクラーク／S､ビゴット共著『先史時代の社会』（'１１辺義一・梅原達治共訳，りぷ

らりあ選書，法政大学111版局，197()年／原著1965年）を参照。

（４）「キルクス（circus)」は，戦車競技（古代ローマ時代の娯楽の一つ）がおこわれた

巨大な|]1形競技場（その股大規模のものは，問|ﾉ１１をとりまくスタンドには４０万人ほ

どの観客を収容し，ｌ１ｉｌｉｌがほぼ7()０，．２頭あるいは４頭立ての戦車で７間するのが

通例だった）の「桁}'１形コース」のこと。今日，「1111芸」を意'床する「サーカス」は，

この語にlll来するのである。本村俊二「パンとサーカス」（ｒ１Ｌ１ｌ１海学研究』雛９号，

地'|]海学会〔綜合社気付：本部・成践大学〕編・発行，1986年，７－１４頁，燭iilt)，な

らびに桜）|:万里子・本村凌二『ギリシャとローマ』（｢|U:界の膝史」第５巻，１１１央公論

社，1997年）所載の本村縞「第９章平和と繁栄のなかで－ローマ人の|]常生活」

の「パンとサーカス」の項（337-346頁）を参1M(。

（５）オットー・キーファー『ローマ風俗文化史』（大場正史訳，桃源社，１９７８年)，』.Ｐ、

ＶＤ､ポールスドン編『ローマ人』（l量谷llllW隆訳，岩波書店，１９７１年）などを参照。

（６）エウジェニア・サルツァー・プリーナ・リコッティ「古代ローマの饗宴』（竹谷なお

み訳，平凡社，１９９１イIリ，坂本浩『古代ローマ帝国の謎』（光文社文lili，光文社，昭

和６２年)，長谷111博隆『ローマ人の|U:界一生活と社会』（筑摩書房，１９８５ｲ'三)，村

lll堅太郎・長谷川博隆・高橋秀「ギリシャ・ローマの臓衰一古典古代のilT民たち』

（講談社学術文庫，１９９３ｲIﾐ，とくに「５古典古代のTIT民たち」’69-18611〔）などを参

照されたい。ただし，ローマ時代では，供犠はなかったといわれる。剣闘｣身を闘わせ

る競技は，貴族の死者を慰めるためになされた死者儀礼から始まったものといわれる

（ケイス・ホプキンス『古代ローマ人と死』商木政朗・永都fl(三訳，晃洋書房，１９９６

年，とくにその第１章「古代ローマ人と剣闘士」１－５８頁を参!((1)。

（７）たとえば，この問題を論じた邦訳股新作のリュック・ド・ウーシュ『アフリカの供

犠』（浜本満・浜本まり子訳，みすず替房，１９９８年／原著1986年）を読まれたい。

（８）Carcopil1o,Ｊｅｒｏｍｅ［1()68],ﾉ【)〔J/6'Ｌ|〔/ｂ/〃Ａﾉﾉcﾙ"／Ｒｏ"!c,YaleUniversityPress，

Newllaven,ＣＴ.；Dupont,F1orencc［1989],川Ⅲ)'１|【/ＭＩＡﾉﾉc/cﾉ?／RowBlack

well,Lolldon,ＵＫ；Matthews,Ｊｏｈｎ［1986],“R()manLifealldSociety,''ｉｎＴﾉ?C 

OX/Ｍﾉﾉﾉﾉs/o）〕'ｑ／ﾉﾉﾉｃＣ"ss/c(7／１'1/Ｍ(/,ｅｄ・’1)yJollIlBoardmal1,JasperGriffinand

OswynMurry,OxfordUIliversityl)1℃ss,ＮｃｗＹｏ1.ｋ；Drikwater,』.Ｆ・aI1dAIldrew

Drummond［1993]’７恥１１/Ｍ(ノｑ／／ﾉﾉＣＲＯﾉﾉﾉﾛﾉﾉs,Oxf()rdUniversityP1℃ss，Ｎｅｗ



6２第１部レジャー思想史概観

Ｙｏｒｋなどを読まれたい。

（９）前掲，桜井万里子・本村凌二『ギリシャとローマ」（｢世界の歴史」第５巻，３４４頁）

より。

(10）前掲，本村凌二「パンとサーカス」（『地中海学研究』第９号，11-12頁）より。

(11）ユヴェナリス（DecimusJuniusJuvellalis,５０年頃～130年頃）－「ローマ帝政

期の風刺詩人。被護民として貧困な生活を送る。ドミテイアヌス帝下の頽廃した世相

を風刺詩によって批判。その毒舌ぶりは，〈(恋の）矢は持参金より来る〉〈正直は賞

賛され凍ゆ＞などに端的にみられる」と『コンサイス人名辞典外国編』（三省堂，

1978年，882頁）に認められている。本文での引用は，前掲の本村論文（『地中海学

研究』第９号，11頁）から。

(12）ローマでは，人口の半分が無料で穀物を支給されていた。Giardina，Andreaed．

［1993]，Ｔ伽Ｒｏ"zα"s,UniversityofChicago,Chicago,ＵＳＡ,ｐ､245．

(13）ジヨルジユ・バランデイエ『政治人類学』（中原喜一郎訳，合同出版，１９７１年)，山

口昌男『歴史・祝祭・ﾈ１１１話」（｢'1公文庫，1978年)，Ｐ､ヴエーヌ『パンと競技場』（鎌

田博夫訳，叢書・ウニベルシタス，法政大学出版局，1998年）などを読まれたい。

(14）ギリシア語の「恩恵を施す（…pγＥＴＣ“)」から造語されたエウェルジェティスム

（6verg6tisum）という観点とは，かくして「政治的権威」を硫立する一方，「ローマ

法」の神髄をなす「糖神の原郷」であるが，その後の「西欧」と「近代」を貫く政治

的思惟と法意識の史的起源あるいはその範型となることは周知のとおり。

(15）前掲，本村凌二「パンとサーカス」（『地111海学研究』第９号，１２頁）より。

(16）たとえば，屠殺業，皮革業，医師，肉屈，薬剤｢W1iなど，「Ⅲl」にかかわりのある職

業労働や，染色工，洗湘屋，食器洗い人など，「汚れ」にかかわる職業従事者などが，

とくに忌み嫌われたものであった。また，賃金で働く者や商人も「金次第で働く者」

だとして非難の対象になった。そのため，そうした「卑しい」とされ，差別される職

業の多くは，同胞（('IIllU／身内）にではなく，異邦人にやらせたのである。

(17）中世ならびに近代初頭のイギリスにおける労働時間について記述する文献は，寡聞

にしてつまびらかにしないが，Langenfelt,Ｇ［1954]，ブルｆﾉﾌﾞS/ＭｃＯγu1g/〃ｑ／伽

Ｅ妙Ｍ/０ﾉｨﾊＤ(Zy,Stockholmには，多少とも信頼できる記述がみられる。また，こ

の問題でのヨーロッパ全体にわたっての事情を記述した文献としては，たとえば，

Ｔ〃ｃＯｚ籾ＭｄｇＵＥｒ０"o)）z/ｃＨＭ'ｙｃｌ／Ｅｉ"”eの第２巻（385～386頁）と第３巻

（257頁)，Bissonade，Ｐ．［1927]，Ｌ(/ｉ２(z"(､/Ⅱ/ＭＢノ〃／VC/`c"α／伽、ﾉ()cfIWilﾉＺ/Ｏ

ＦＩ/ilcc"ﾉﾉﾉα"/MCS,trans､ｂｙＥ､Power,Lol1donの２２１頁をみられたい。

(18）Robertson,Ｊｏｅ｡［1875-85],/Ｗｃγ伽/bγﾉﾙｅ/YislIoryq／＆ｃｈｅｊ,RollsSeries，

iii，ｐ、6-7．

(19）Coulton,GeorgeGordon［1925]，Ｔ肋川此"(zノＷ/AZgc,CambridgeStudiesill

MedievalLifeandThought,Cambridge：AttheUniversityPress,ｐ､２７.Ａｎｄａｌｓｏ 

ｓｅｅＧｉｅｓ,FrallcesandJoseph［1817]，Ｌ舵/〃Ａノ１，ﾉﾉ＠ＭＷﾉﾉtZge,Reprintedby

Harper＆ＲＯＷ，１ｓｔｅｄ.，NewYork，1990. 
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(20）Welsford,Ｅ、［1935]，ｎｏ()/：〃ｊｓＳ()c〃α"(/Ｌﾉﾉc）ＴＩ）〕ﾉﾉﾉﾊﾟﾉo）〕1,London,ｐ､193．

(21）エリザベス朝期，フットボールは「一jiiiiの友好的な格闘技のひとつであった」とさ

れる。たとえば，Dunllig,Ｅ、［1988]’７川ＲＯＣ/ｓｑ／ＦＭＭ/〃(Mgmzism,Routled‐

ｇｅａｎｄＫｅｇａｎＰａｕｌ,Londollを参照。

(22）Coulton,ｏｐ､Cit.,ｐ・’37．

(23）Ｉbid． 

(24）ＥＪホプズボームｒ産業革命と市民jIlH命一二瓶革命の時代』（安lll悦子・水１，洋

訳，岩波書店，１９６８年）を参照。

(25）Ｋ・ポランニー『大転換一市場社会の形成とル|壊』（吉沢英成他訳，東洋経済新報

社，１９７５年）を参照。

(26）Cunnillgham，ＩＬ［1980]，Lcjsl"セノ〃／ルノＭ（sMbノノ(c"oﾙﾉﾉo"，Croomllelm，

LondonおよびBailey,Ｐ．［1978]，血加ノセａＭＣＡｚｓｓ／〃Ｗｃ/o）Wz〃Ｅ"g/ｂＭ,Rout・

Iedge,Londonを参照。

(27）ルターとカルヴァンの邦訳書は，周知のごとく多秘多数あるも，ツウイングリ箸の

邦訳については，貴頑にも，にIilll大学版世界教育質典（キリスト教教育編１V）：

ルター／ツウイングリ／カルヴァン」（小平尚述編，玉111大学出版部，1969年）所収

の，「キリスト教信仰の解明」と「青年の教育について」（いずれも111村彰訳）のみで

あるので付記しておく次第。

(28）マックス・ウェーバー「プロテスタンテイズムの倫1111と資本主義の精ﾈ１１１』（原著

1905年／大塚久雄訳，岩波文庫，１９８９年：梶ｌＩｌ力訳，安藤英治編，未来社，1994

年）を参照。

とはいえ，ウェーバーのl1U題提起当初より，「ウェーバー・テーゼ」には反論も多

く，激しい論争を繰り返してきたことも周知のとおり。つまり，この問題では，「勤

勉と生産性とが必然的に結びついたとみられる証拠はほとんど，あるいはまったくな

い」というのが，大力の「ウェーバー・テーゼ」批判者たちの見解であった。しかし，

歴史的事実はどうかというと，たとえば，ＲＩＬトーニー『宗教と資本主義の興隆』

（出口勇蔵・越智武111訳，岩波文lilji，全211}}，上巻＝1956年，下巻＝1959年／原著

１９２６年）がそのように説いて以来，「ウェーバー・テーゼ」は一mi実証される場合も

見られるとはいえ，常にどこでもそうであったとはいえないとするのが，たとえばイ

ギリス経済史学にみられる伝統にして，そこでの一般的な見解でもある。その点にか

かわる論点整理については，少し古い文献ではあるが，たとえば，ＰＡ［19601

“TheOriginsofthelndustrialRevolｕｔｉｏｎ：ConferenccReport,'’ｉｎＢｎｌｓ/α"α 

／)”Sc〃/，Ｎｏ．１７，April，Ｐｒｉｎｔｅｄｂｙｌ)astalldPreselltAssociatioI１，Lolldon，ｐｐ、７３－

７５；Lewis,Ｗ､Ａ［1955]，Ｔﾉﾉｃﾖﾉﾙo）〕'ｑ／此oﾉﾉo）"/ｃｃﾉり！(ﾉﾉﾉﾉ,Routlcdge,Lolldonを

みられたい。もっとも，ごく近年になっても，たとえば，スコットランドの1IMI人・農

民労働者1Ｗの分析をとおして，「ウェーバー･テーゼ」のｎＬさを改めて実証的に明ら

かにしようとした研究（ゴルドン・マルシャル『プロテスタンテイズムの倫理と資本

主義の精神一スコットランドにおけるウェーバー・テーゼの検証』大西晴樹訳，す
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ぐ書房，１９９６ｲIﾖ／原著1980年）なども１１}ていて，ウェーバー・テーゼ'二1体は，いま

にしてなおポレミカルである。

(29）この''１１題をめぐっては，McC1ellanll,ＤＣ．［1961]’７ﾙﾙﾉﾉﾉc"/"ｇＳｏ山６１，Vall

Nostrand,Princeton,ＮＪ,ＵＳ､川Rodgers,DanielT．［1978]，Ｔ/ＪＣＩＩ/ＭｂＥﾉﾉﾉ/ｃ/〃

Ｉ"(ﾉﾉ(s/ﾉヵﾉＡ）"cﾉ./(ｗＩ８５０－ノ９２０，TheUlliversityofChicagol)1℃ss，Chicagoand

Lol)(loll；Barl)ash,』.,Ｋａｍｌ)man,ＲＪ,Levital1,ＳＡ.ａｌｌ(ＩＧＴｙｌｃｒｅｄｓ［1983]，

、/川Ⅱ/(ﾌﾉｶＥﾉﾉﾉﾉc：ＡＣﾉﾌﾟﾉﾉＣａ/八Ｍ)'s/s,IIldustrialRelationsResea1℃hAssociatiol)，

Wisconsin；Rose，Ｍ［1985]，Rc-ⅡＭB/"ｇ／比ＷｔＭ〃ｌｉｃ，Batsford，London；

FlIrlDham,Ａ［1990]，ﾌﾙﾉ)ﾊﾟﾉﾙＷ"／1'1/ｔＭﾉＭＪ/c,Routledge,Londonなどを読まれ

たい。

(30）その流れについては，社会主義ないし共脈主義の思想史を説く定評あるテキストで

あればどれを細くもかまわないが，さしあたり拙著『古代から現代への労働観の変遷

一Ａ、ティルゲル労働)Ｍ』1史概説』（労洲脇リサーチレット②，労l1iill調査協議会発

行，1997年）および拙稿「前近代の労働とレジャー」（I・法政大学教養部紀要』第105

号，社会科学編，法政大学教養部発行，］998年２)三]，禍iliji）に要約しておいた短い

解説を読まれたい。

(31）８時''１１労働ilillや有給休暇は，１９１７年のロシア革命のなかで，レーニンが共産主義趣

｜工|政策の一環として打ちＩＩＬ，ｌＵ:界で初めてソ連邦社会において実現させたことであ

り，やがてそれが，資本主義諸国にも辨及していったことは記しておくに値しよう。

また，人びとが社会的人'''１あるいは生活人として，実践的にも，働くことそれ自体が

歓びであり，そのことが人HIlにとってもっとも大切なことだと真に141党した人びとも，

なかには存在するようになることも指摘しておくべきことであろうか。

(32）このｌｌｌ題点をめぐっては，Moorhouse，ＩＬＦ．［1987]，“Ｔｈｅ‘Work，Ethicalld

‘Lesure'Activity：ｔｈｅＨｏｔＲｏｄｉｌｌｌ)ost-WarAmerica,''ｉｎ７肋〃is/0ﾉﾌﾞCVJ／/Vcaﾉﾉﾉ"ｇｓ

ｑ／ＷＭｂ，Ｅ〔IitedbyPatrickJoyce，CambridgeUI1iversityP1℃ss，Cambridge，

Ｌ()ndoll：ＮｅｗＹｏｒｋ：NewRochelle：Melbourlle：Sydlley,ｐｐ､237-257は、第二次

世界大戦後のアメリカにおける若者たちにみられる「労I1lll倫理」のありようと，それ

とのかかわりで「レジャー行勅」のありかたを論じていて，なかなか興味深い論稿で

ある。

(33）「ベルリンの蝦附|壊」については，たとえば『フォト・ドキュメント１９８９年ｌｌｌ１９

}|：ベルリンの壁耐|壊』（三修社，１９９０ｲⅢ)|）を，ソ連邦解体問lMuについては，下

斗米伸夫氏（法政大学法学部教授）の諸箸（『ロシア現代政治』東京大学出版会，

1997年／「独立|丁(|家共同体~ゴルバチョフ時代の終わり』時事通信社，1992年／

『｢ペレストロイカ」を越えて－ゴルバチョフの革命』ｊｌﾘ１日選書，１９９１年／『ゴル

バチョフの時代』岩波新書，１９８８年）のほか，ゲンナジ・アルバトフ他『ソ連邦mi壊

一ペレストロイカの成功と失敗』（水戸孝義訳，恒文社，１９９２年）を，’'１国の市場

経済参iI11i｢１１１題については，村l{|康夫『中国の開放経済－その成否を占う』（教育社，

１９８６年）などを参照。
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(34）たとえば，ジャック・アタリ「時'''１の脈史』（蔵持不三也訳，原書房，１９８６年）を

参照。

(35）たとえば，ＩＭＩ１弘『'二111]'１洲１－真の〈豊かさ〉を求めて』（有斐閣，１９９３年）を

参照。

(36）調査データはさまざまな資料や報告i1fに認められるが，たとえば，１９７７年以来毎

年刊行されている余暇'１M発センター編「レジャー白書』をみられたい。

(37）カーニパルー邦語では「謝肉祭」と訳される。ローマカトリック教国でlL1句節

（lent）の直前３日|Ｍ１ほどおこなう飲めや歌えやの祭り騒ぎの総称。わが国ではなぜ

か，毎年に南米のリオデジャネイロで(|Mされるそれが，「リオのカーニバル」として，

とくに有名。

(38）フェイスタースペイン，ラテンアメリカなど，キリスト教のカトリックを奉じる

南欧の諸氏族や，ｌ９１Ｕ:紀以降はそれが伝播した東南アジアの諸民族にもみられる聖

者を祭る祝祭日。日本語では「聖者祭」と訳される。

(39）人間事象の脈史社会学的認識は「]111念２１ﾘ概念ｲｶﾞ成」に拠らざるをえないこと，およ

び，その虚要性については，これまたマックス・ウェーバーの「客観性論文」（前掲）

をみよ。

(40）人間事象の脈史社会学的認識が|｣指すことは，何よりも，また究極的に，「文化意

義」問題であるということについても，前掲「ウエーバ『容観性』論文」が深く説い

たところであった。

(41）前掲，ジョン・ケネス・ガルプレイス『ゆたかな社会』参1K(。

(42）ＥＨカー『新しい社会』（滞水幾太l1ll訳，岩波新諜，1963年）を参照。

(43）Zweig,Ferdyllalld［1961]，Ｔ伽Ⅱ/Ｍｉｌｃ'１！〃α〃Ｍ１ﾉﾉｲc"/SOC/c〔y；川"11（)!Ｌ(/b(１Ｍ

ノ"伽s/)〕），ＨeiI1emaIlnEducatiIlalBooksLt｡.，Ｌ()Ｉｌｄｏｎ：Mell)ourne：Ｔｏｒｏｌｌｔｏ．

(44）飢えに'1Mする文献としては，｜||端]|ﾐ久『アフリカー危機の柵造』（世界),LA想社，

１９８７年)，スーザン・ジョージｒなぜ世界の半分が飢えるのか－食糊危機の構造』

（小南祐一郎・谷口真上１１子訳，1984ｲ１２初ll1ll／１９９７年第２０川）などを読まれたい。

(45）生態系の危機を報告する譜は多いが，すぐれたジャーナリスト石弘之氏の一連の著

作，たとえば『酸,性雨』（岩波新書，１９９２年)，『現境の危機』（平凡社，１９９１年)，

『地球環境七つの現場から』（朝日新llil社，１９９０ｲIi)，『地球生態系の危機一アフリ

カ奥地からのリポート』（筑摩ライブラリー，1987年）がよい。また，冷戦終結後の

１１t界を前提に核問題を論じた坂本義和『ｲ'1対化の時代』（岩波新書，1997年）はぜひ

とも読まれるべき－書である。

(46）アレクシス・ド・トクヴイル「アメリカ民主主義」（岩永健吉郎訳，rllt界の名著』

第33巻，中央公論社，１９７０ｲ1さ，所収)，『アメリカにおけるデモクラシー』（岩永健

吉郎・松本礼二訳，研究社，１９７２年)，『アメリカの民主主義』（伊井玄太郎訳，講談

社学術文Iili，全３冊〔上・中・下〕，識談社，１９７２年）を参照されたい。

(47）「わが国では，２０世紀にく多産多死社会から多産少死社会へ，さらに少産少死社会

へ〉という変化が急激に進んだが，２１１１t紀にはく少廠少死社会＞が定着すると予想
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される」（山下袈裟ﾘ)監修･東洋大学EIlll社会学会編『日本社会論の１１７検討一到達点

と課題』未来社，1995年，所収の天野マキ・細井洋子「第10章2111t紀日本の社会

の腰望｣，２５２頁より）といわれるが，図ｌから，わが国の人口の変化をおよそ1世

図１欧米先進諸ｌＲ１と「１本の老年人'二1割合
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出所日本：総務庁統計局「'五1勢調査」および'1/生省人I-llllj題研究所「|]本の将来推計人口（平

成４年９月推計)｣。

外国：国連資料（"Populatiol】,Studies,'および"WorldPol〕ulatiol1Prospects：1990,')。

’又l21illi後[1本のⅡ}生数および合計特殊'Ｍ１率のｌＩＩｉ移
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出所：厚生省大臣官房統計情報部「人口動態統計｣。
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紀にわたって概観してみると，（イ）出生率（人'二'１０００人当たり出生数）が下がって

きた（１８９９年＝32.0,1993年＝9.6）にもかかわらず，総人口は約３倍（1899年＝

約4300万人，１９９３年＝’億２４００万人）に増力Ⅱしていること，（ロ）かつては多産多

死型であったが，急速に少醗少死邸に移行している。特に新41Ｊｄ・乳児の死亡率（出

生１０００人当たり死亡数）はきわだって減少（新生児：１８９９年＝77.9,1993年＝

2.3／乳児：１８９９年＝163.8,1993年＝4.3）していること，（ハ）少産化し，平均寿

命が急速に延びた（1993年，ｿj＝76.25歳，女＝82.51歳）結采，わが国は，他国に

前例のない速度で「人口の高齢化」が進んでいることが分かる。

(48）「人口の動態は，その背後にあるその時代の政治的・絲済的・社会的変化に影響され

るが，それがストレートに反映される場合もあれば，そうでない場合もある。近年，

欧米の社会と|司様に，わが国においても合計特殊'１|生率の低下を愛う71ｆが高まってき

たが，１９９４年には１０年ぶりに上昇して，１．５０になり，前年の過去最低の１．４６を上

回ったと報告され，これが少子化ストップ元年になるか，あるいは11iなる一時的な現

象か，は今後の推移によって判断することになった。その際に，どのような時代的な

条件が，出生率の上昇また下降に影響を及ぼしたかの'111題に対する答えは簡吋iではな

い。戦後日本についてみると，第１次ベビープーム（1947～４９年）の４．３２から，ひ

のえうま〔丙午〕の1966年の1.58へ低下し，その後２．１４に上昇したが，再び減少

して１．４６に，と大きく変動している〔前頁の図２参照〕が，それぞれの変化がどの

ような社会的条件の反映なのかについて詳しく検討する必要があろう。おおまかには，

このような出生率の低下傾ﾄﾞﾘと，平均寿命の大幅な(''１長は，高齢社会をもたらしたの

であるが，これは過去３０年来のわがlF1経済の成民･発展と「豊かな社会」の実現がも

たらした帰結であるといえよう」（前掲『日本社会論のTI}検討一到達点と課題』252

-253頁より)。

(49）ジェンダー（gender）とは「女性と男性の社会的文化的性差」の調い。もともと

はセックスとジェンダーを峻別して，ジェンダー・ギャップ（性差分断)，ジェンダ

ー・バイアス（性的偏見)，ジェンダー・ベンダー（性差の雲散霧111Ｉ化）等の解消を宣

う「ジェンダー･フリー（性差の解放)」をスローガンとしたフェミニズムに由来する

思想であるが，今日では，さまざまな立場の人びとが，さまざまな主張を訴えるため

にフェミニズムを越えた使われ方に変調していることにむしろ，われわれとしては日

を向けなければならないところであろう（井上俊他編『ジェンダーの社会学｣，岩波

講座・現代社会学11,1995年，参照)。

(50）レジャー（余暇）は「娯楽的・文化的活動である」が，「余暇（IosiI･）という用語

の使川には多くのfW保が必要である」との注意を喚起したのは，実態調査にもとづい

てこの問題の実証研究を|)M拓的に推進し，多くの優れた研究成果を世にｌｌｌ１うたうラン

ス産業労働社会学の碩学ジョルジュ・フリードマンであった。フリードマンによれば，

余暇（losir）のﾀH11も川'１も多岐複雑にして，「それこそは，ことばのもっとも広い

意味での工業化，つまり……人がこのことばに認めている技術的，経済的，および心

理的工業化の取要な含意の一つである」ので，「その複雑さを表現するため」には，
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むしろ「労働外活li/1」という一般的川語に遡元すべきところがある一方，その「活動

内容」を学I}(Ｉ的ないし社会科学的に分析・ｉＷｉ成する作業を積み爪ねながらあるべき

レジャーのありようを呈示するところまでゆく必要があろう，と説いたものであった

（ジョルジュ・フリードマン『細分化された労働』〔原稗1964年〕，小関藤一郎訳，ｌｌｌ

島書店，1973ｲ11,所収の「節７章余暇と労(11illの不iMj｣，山19-183頁を参照されたい)。

また，このフリードマンのXIiiMilをうけ，レジャーの実証的・理論的研究に生涯を１１Kけ

ているフリードマンlMj下の俊英ジョフレ・デュマズディエ（JoffreDumazedier）の

－速の作品（邦訳評に『余'11凱文lUlへ向かって』’'1島廠訳，東京nll元社，１９７２年；『レ

ジャー社会学』寿Lll茂W(【訳．／|ﾕﾙlj千尋訳，社会思想社，１９８１年がある）を読まれた

い。

(51）Neulinger，』.[1981]，ﾌﾙ〔ダノh)!cﾉﾉ0/()g)’ｑ／ＬＣＭ℃，２，．edition，ＩＬ：Thomas，

SpriIlgfieldを参照。

(52）Iso-Ahola,Sel)ｐｏＥ．［198()]，プルＳｏｃＭハ)'cﾉﾉo/0幻'ｑ／〃Ｍ）ｗ"Ｉ〔/他Clｾﾛﾉﾉ()"，

Ｗ､ＣＢｒｏｗＩｌＣｏ.ｌ)ublis1lers,ｌ)ul)uque,Ｉｏｗａを参照。

(53）Argyle，Michael［1992]’７ルノ?S)'c/'0/(ＭＩｙｑ／Ｅ"cﾉ〕'(/luLyLli/b，Routledge，Ｎｅｗ

Ｙｏｒｋ，ｐ､104． 

(54）ダニエル・ベル『脱工業化社会の到来」（llj〔箸1974年／内|Ｈ忠夫・嘉治元郎・城塚

盗・馬場修一・村｣:泰亮・谷嶋編四郎訳，全211}｝〔'二・１<〕，ダイヤモンド社，１９７５

年)。その他，同様の予１１１'|を語っていた著作として，たとえば，ハーマン･カーン『紀

元2000年』（原辨1967年)，チャールズ･人ライク『緑色jIIE命』（原著1970年／邦高

忠二訳，』iリ||諜房，１９７１｛|き)，デニス・ガボール『成熟社会』（原著1973年／林雄二

郎訳，講談社，１９７３年)，アラン・トウレーヌ『脱工業社会」（原著1974年)，アルヴ

イン・トフラーの『未来からの衝撃』（原執:1970年）および『第３の波』（原著l98l

年）なども参!《(･’960年代後半以降に現われてくるこうした「矛illll的言辞」に対し

ては，しかし伝統的な社会科学の陣営では，その当時，大力はそうした言説にはまと

もに取り合わず，荒ﾙ１１無稽の空jilll，机｣二の未来論などと'１１１楡するばかりであったこと

が想い起こされるが，そうした耕作における細部の議論はともかく，ごく短期の未来

子illllとしても，いまとなっては，それらが新たな歴史的社会枠を提示していたもので

あったと言わなければなるまい。

(55）ダニエル・ベル『資本主義の文化的矛１首』（林雄二郎訳，講談社学術文庫，講談社，

全3111}，」二・'１１巻＝1976年，下巻＝1977年／原著1976年）を参照。

(56）たとえば，Ｉｌ１１ｌ１ｉｌｌＩ毅「ビッグバン後の'三|本経済』（'三1本経済新聞社，１９９７年）を参

照。

(57）稲｣名毅『現代災lIil労働Ｚｉｉ情一サッチャーイズム・凧)１１．労使関係』（東京大学111版

会，1990年）を読まれたい。

(58）イギリスにおけるそうした勅lhjについては，たとえば，Coalter，Ｆｒｅｄｅｄ．［1989]，

ノＭ'(/0）〃α"(/ＣＯ"Sﾉﾉｾz/"／：プル川moXCsq／〃Ｍ”ノルノＹｂ"おｑ／ＬＣＭノゼ

Ｓﾉﾉ((ﾉﾉcsAssocM/(〕ﾉﾉ，AComediaBookpu1)lishedbyR()utledge，LolldonandNew
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ＹｏｒｋならびにRojek,Chris［1993]，Ⅱ/IZ)ｉｓｑ／ハc(Z/)c､．/11/()(/C'〃７>""q/b""(7//o"ｓｊ〃

此isﾉｨﾉｾﾞ(ｚＭ７Ｍﾉc/,Macmillalll)ressLt〔1,Londol1にみられる分析を読まれたい。

(59）Argyle,ｏｐ､Cit． 

(60）前掲，拙著『古代から現代への労働観の変遷』を読まれたい。

(61）ユルゲン・ハーバマスの『イデオロギーとしての技術』（長谷111宏訳，紀伊園屋書

店，1970年)，『哲学的・政ｉｎ的プロフィール（｣二・下)』（小牧治・村_上隆夫訳，未来

社，1984年)，『公共IIillの柵造jl玩換（第２版)』（細谷頁lill・''''1]J'三行訳，未来社，１９９４

年）を参照。

(62）Andrew,Edwar(１［l()81]，Ｃ/CsﾉﾉﾉｇノルノノＤ〃Ｃh(gc,B1acl(ＲｏｓｅＢｏ()ks,ｐ19．

(63）ロジェ・カイヨワ『遊びと人Mll』（清水幾太郎ほか訳，沿波〒1ﾄﾞﾉilr，１９７０年）参照。

また，（''''11誠「快楽の人Ⅱ||学」（『松１１１大学論染』第２巻節３+ﾅ，松''１大学学術研究会，

平成２年８月，所救）は勉強になった諭稲であった。

(64）Jones，Barry［1981]，Ｓ/c(】/)cﾊ，１ｲ杣c，ｎｃｍｌ０/〔MKy〃"(/／ルノＭﾉ(ノセｑ／１ｲﾉＭ３，

WheatsheafBooks，Ｅｌ１ｇｌａＩｌ(１，１)p､202-203． 

(65）See,Haywood,Ｌｅｓ［1991]，〔/"(/cハノ(１Ｍ/"どんＭ”s,ＳＴ（P)．

(66）See,Henry,IallP［1993]’７ｿﾉｃハ〕ﾉﾉﾉﾉｃｓｑ／“Ｍ'で/ＭＣ)',Macmillan．

(67）Gorz,Andre［1985]，ノｊＷ//ｓ/()ノｊ１Ｍｖ(ﾉﾉＭｏ〃/伽Ⅲ)ｃＷﾉｲ)〃/>p"ノⅡ/ｔＭ,trans､by

Malcollnlmrie，SouthEn〔１１〕ress・原作は，Gorz，Ａ１](11℃［1983]，“Ｓｃﾙc/"ｓ〔/〃

／M'）ｍｊｉＷ／hgolノル(ﾉﾉｨc(Z/)//"/､その独訳として，Gorz,A1Ddrc［1983]，Ⅱ/lZgc/"ｓノ伽．

α(ｵﾉﾙsJZ/腕Sc〃ｚﾉ〃ルノISC,ノlﾉｨﾉ0"Ｍ()〃ﾉｨﾉz(ノＺｉＭＪﾉｨ肌（/cﾉ･加bcﾉﾉ,ausdemFranz

sischenvonEvaMoldelUballeT,ＲＯＩ)uhVerlagもある。

(68）アンドレ・ゴルツ『労働のメタモルフォーズ 働くことの意味を求めて経済的

理`性批判』（真下俊樹訳，緑風出版，ｌ()９７年）参照。

(69）Gorz,AI1dre［1982],川Ｕﾉ(ﾉC///ｏ/"''１/Ｍｂ/"gCAvss.．〃ﾉﾉﾊの'()〃/わs//〉'(ﾉﾉMlz／

SOC/Ｍ３"１，tralls､１)yMichaelSoI)eIlschel.，ＰＩｕｔｏｌ)rcss，LoIldol〕．

(70）Ｉbid 

(71）ハーリー・プレーバーマン『労働と独占資本－２０１１１:紀における労働の衰退』（富

沢賢治訳，岩波〒Ｍｉ，１９７８年）参照。

(72）Gorz,ＦＭﾉｓ／(ﾉﾙﾉ〃たc,Ｃｌ).Cit.,ｐ､４７．

(73）ロバート・プラウナー『労'１１１１１における疎外と'二1111」（佐藤腿幸1濫訳，吉lll栄一ほか

訳，新泉社，1971年）参照。

(74）Gorz,ﾙﾉﾉﾉｓ／ｏノImYwﾉﾉＳｃ,Ｃｌ).Cit.,ｐ､４７．

(75）アリストテレス「ニコマコス倫理学』ならびに『政治学」をみよ。
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第１章フランスにおけるヴァカンス法制の発展

はじめに

ヴァカンス法制の最先進'五|であるフランスでは，ｌ９３Ｍｉ６Ｈ２０１三|に時の

人民戦線内閣のもとで「年次有給休||段法」（ヴァカンス基本法）が制定され，

すべての被用者に最低１５日の年次連続休暇（ヴァカンス）の権利が保障され

た。続いて，３６年８月初めから３９年２月末にいたる約２年半のあいだに，

ヴァカンス権を実質化するための法制的条件が蜷備された。戦間期のこの成

果をふまえ，第二次IIL界大戦後には３度の法律改爪がなされ，今'三|では年間

最低５週間のヴァカンス権がすべての被用者に保障されている。本章では，

かかるヴァカンス法制の発腱過程を概観したあと，日本の「労働基準法」第

３９条（年次有給休暇）の'''１題点を指摘する。

Ｉヴァカンス法制の成立（1936～39）

「工業，商業，’二''三l｣業，家内就業，農業にｲﾄﾞ次有給休暇をflill定する法律」

と題する年次有給休|暇法は，このIF式名称が示すように，製造業と商業・自

[|]業の被用者だけを対象としたものではなく，農業と家内就業の被川者をも

その適用範lmlに含めた点と岐低１５１＝|の休暇権を保障した点で，３６年６月２４

日にＩＬＯ第２０会期で採択された有給休暇に関する条約案５２号に規定され
（ｌ） 

た当時の国際労働』i雌を越える画ｊＵ１的な法律であった。この法律は全体が３

条から成っており，そのうち第１条は『労働法典』第II編「労働の規制」第

１部「労働条件」第４章の３に「年次休暇」と題して柿入された。第２条は

農業と家内就業に関する州l定であり，これが『労働法典』に含められなかつ
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たのは農業・家内就業と工業・商業とでは労働条件が異なり，前者は『労働

法典』の対象外とされていたからである。また，第３条はフランスの植民地
（２） 

と保護領に関する規定である。この法律の一般的意義は次の３点に求められ

る。

第一に，これは基本法であって，その目的は「すべて」の被用者にヴァカ

ンス権を保障することおよびこの権利の大綱を定めることにあり，その適用

の詳細を後続のデクレ（政令）に委ねた。第二に，この法律は普遍主義の立

場をとっており，フランスの法律の規制下にあるすべての被川者（労働者，

職員，職人，徒弟）に業種，職種，性別，年齢，国籍の差別なくミニマムの

年次休暇の権利を保障する（被用者ミニマムの確立）とともに，これを前提

に団体協約や'慣行によってより有利な休暇を定めることを妨げなかった。第

三に，上述の理由により，工業・商業と農業・家内就業については別個の制

度を設けることになり，制度の一元化を断念しなければならなかった。

フランスでは，このヴァカンス基本法（以下，基本法と略す）にしたがっ

て，被用者全体を対象とするヴァカンス法制が，３６年８月初めから３９年２

月末にかけて一連のデクレにより除々に完成されていった。それらによって

創設されたヴァカンス制度は三つのタイプから成っているが，ここではそれ

らを「一般制度｣，「平衡基金の制度｣，「特別制度」と名づけておきたい。あ

との二つは，一般制度を前提としながら一般制度の諸規定を条文どおりには
（３） 

適用できない業種を対象とするflil度である。

１「一般制度」（安定就労業種）

一般制度とは，基本法の第1条の諸規定に準拠する制度で，３６年８月１

日のデクレによりその施行細則が定められた。基本法の当該箇所とこのデク

レによれば，この制度によるヴァカンス権の内容は以下のごとくである。①

この権利の所有者は，労働契約によって雇用関係のもとに拘束され，「同一

の事業所」で所定の「継続勤務」日数（1年もしくは６カ月以上）を達成した

すべての被用者である。②公的な強制性。１５口もしくは１週間のヴァカン

スの取得と授与は労使双方の義務である。たとえ双方の協定による合意がな

されたとしても，使川者は体１１段補償手当と引き換えにヴァカンス権を放棄さ
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せることはできない。③年次制（iii年度主義)。ヴァカンスは「連続取得」を

原則とし，当該ｲ'二度のヴァカンス取得期間（当時は７月１１三|～９月３０１三|）内

に完全消化しなければならず，調年に繰り越すことはできない。④病気休暇，

妊産婦の休暇，義務的な甑事教練期|Ｍ１，失業期'''１，冠婚葬祭などのやむをえ

ざる理由による休暇はヴァカンス'三|数に算入してはならない。⑤ヴァカンス

中の就労禁止。この間は休暇手当が支給される。したがって，ヴァカンス中

の被川者は有給労働に従事することはできず，使１１]者は彼を扉川してはなら

ない。これに違反した場合は法律により罰せられる。⑥労働契約の破棄によ

るヴァカンス権の喪失。使用者が被用者の重大な過失なしに労働契約を破棄

した場合は，当該被用者に休暇手当分に相当する休暇補償手当を支払わねば

ならない。被１１]者が本人のに1[１１意AMで契約を破棄した場合，彼はヴァカンス

権を主張しえない。

２平衡基金の制度（不安定就労業種）

一般制度が|司一の事業所で１年以上の継続勤務を達成することのできる業

種に雇用される比較的恵まれた被)U者を対象とするのに対し，この制度はそ

うした雇用条件に欠ける業種，すなわち被用者が1年のうちに何度も使用者

を変える業種（具体的には，港湾関連業種，建設・公共事業，迎送業，革製軍装
（４） 

品製造業など，興行業）を対象にしたfliI度である。これらの業種については，

３６年１０月１４１三|のデクレ（港湾関連業種)，３７年１月１８日のデクレ（建設・

公共事業)，３７年４月３０日のデクレ（運送業)，３７年７月３０１三|のデクレ（革

製軍装品製造業など)，３９年２月２９日のデクレ（興行業。音楽家や俳優もこれ

に属する）によって11項次，施行細ⅡUが定められた。これらの業種に共通する

規定は，平衡基金（Caissedecompensation）の|；'１設と，使川]者にこの基金へ

の加入を義務づけていることである。平衡基金は，職域別に設置され，これ

らの不安定就労業種の被川者のために，彼らが個々の使用者のもとで達成し

た労働の日数ないしは時lHl数に比例する拠出金（cotisation）を個々の使用

者から徴収し，それを原資として使用者に代わって各被用者に体'1段手当を支

給する。このように，平衡基金の制度は，個別企業次元でのヴァカンス業務

を職域次元に移管し，それによって被用者に休暇手当を保障するとともに，
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企業Illlの負担の公平を図るflilllIliである。

この制度にあっては，ヴァカンス権の発生要件は一般制度におけるように

｢同一の事業所」における６カ月ないしは１年以上の「継続勤務」ではなく

なり，「複数の事業所」で「実際に遂行された労働の日数ないしは時間数」

に代替される。したがって，被川者がヴァカンス権を取得するためには，彼

がある事業所で所定の労働日数ないしは時間数を達成したことを証明すれば

よい。この権利を狸得するための条件は，デクレにより異なる。すなわち，

１５日の権利を得るために，①港湾関連業種では1801三|の実労lliIl｣数，②建

設･公共事業では1600時間の尖労働時IlLIl，③述送業では１８０１－１の実労働'三l数

が必要とされた。④革製璽装,Iii1,製造業などでは，１週間のヴァカンスのため

に２５週間の実労働'三l数が要件とされ，さらに４週間の労働ごとに’'三|の追

加休暇が認められた。⑤興行業では，１２カ月の定期-ＭJ契約評ないしは３６０

回分のギャラ支払い証lﾘ]書の提示が必要とされた。基金の開設には労働大'五

の認711が必要で，そのために詳細な定款と規約の作成が義務づけられた。と

くにヴァカンス権の有無に関する紛争を解決するために，労使|司数の委員と

第三者委員とから成る労使調停委員会を設置しなければならない。被用者が

地域'''１を移動したり，業種を変更することがあるので，地域'１１１や業種間の不

公平を是正するために「全|玉|調盤平衡蛾金」と「業緬''１１平衡基金」が設けら

れ，各基金はこの全国機関に力11入しなければならない。

３特別制度（農業，家内就業）

これは，基本法第２条の規定にしたがって，農業被川者と家内就労者のた

めに設けられた制度である。農業と家内就業ではいずれも一般制度に定める

通常の「ヴァカンス取得期''１１」内にヴァカンスをとることが困雌なため，ヴ

ァカンスの「分割」を認める特別な制度が必要になったのである。農業の特

別制度は３６年９月２６１］のデクレにより，家内就労のそれは３７年１１月10

日のデクレによって具体化された。

（１）農業の制度農業においては，同一二|｢業所で１年もしくは６カノ]の

継続勤務を達成した被川者に対し，勤務１カ月につきｌ就業曰のヴァカンス

権が認められた。ヴァカンス取得期'''１はｌイ'&｢''１であり，１５日のヴァカンス
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の場合は，うち１週'''1は連続取得されなければならず，残りの1週間につい

ては１日もしくは数日に分;'；|Ｉすることができる。ただし農繁期（最長５カ月）

には，被用者は２４１１〈洲以｣二の休暇を要求できない。

（２）家内就業の制度この制度の適用を受ける家内就業者とは「同一の

使川者に継続的に雇川されているすべての奉公人，召使，給金つきの従僕お

よび住宅川建物の管理人」のことである。この業祁でも，１５１三1を越えるヴ

ァカンスについては，当事者の合意をまって分割が認められる。分割可能な

日数は全体の半分を限度とし，その範囲内で’'三|ないしは数'三|の分割が許さ

れる。通常のヴァカンス取得Ⅱ)1間は設けられず，仙川者は法律に抵触しない

限り|圭|由にヴァカンス開始の'三|を定めることができる。被川者は原則として

ヴァカンス権発生の'三|から起算して６カ月以内に彼のヴァカンスを取得しな

ければならない。｜司一の使川者のもとで６カ月の継続勤務を達成した者は１

週間のヴァカンス樅を有するが，農業と異なり，追力Ⅱ勤務１カ月につき１日
（５） 

の追加体}1段の権利は認められていない。

Ⅱ戦後におけるヴァカンス法制の発鵬（1956～82）

人民戦線期に社会改革の一環としてヴァカンス法制の質的変革（民主化）

をなし遂げたフランスでは，第二次大戦後に３度の法律改正がなされ，被用

者の最低限法定年次休lll受'三|数が３週ＩＩＩ１（1956年)，４週|H１（1969年)，５週間

(1982年）へと延長され，今'三|にいたっている。ここでは，これらの画期に

おける企業協定ないしは業種別の団体協約と国家の立法行為（法律の制定）

との関係という観点から，戦後フランスにおけるヴァカンス法制の発展過程
（６） 

を概観すること(こしよう。

１１９５６年３月２７曰のヴァカンス法の成立過程

まずその前提として１９５０ｲ側月１１日の法律に翻意すべきである。この法

律は，固有な意１床ではヴァカンスに関連する法律ではないが，１９３９年１１月

以来停止されていた企業協定と団体協約の自由を|Ⅱ1複することにより，ヴァ

カンスに関する多数の協定の締結をTU能にし，法定休暇を_上ｌｎ１る休|暇日数が
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個別に実現された。この流れのなかで，1955年９月１５日に国有ルノー公団

の協定が結ばれ，勤務１年で３週間（１８就業|]）のヴァカンス権が初めて全

従業員に保障され，多くの企業と業穂がこれに追随することになった。５６

年の法律はこの先進例を「一般化」したのであるが，それにより３週間の体

'1段だけでなく永年勤続者，共IiliIき家庭の母親，未成年労働者に追加休暇の権

利が認められた。さらにこの法律は，３６年法の当該規定を継承して，法定

休暇を越えるヴァカンスを保障する団体協約や個人労IIjll契約や`慣行が存在す

る場合はその有効性を承認した。そしてこれ以後，法律による一般化（最低

保障）と団体協約による上乗せ（より有利な条件の保障）のパターンが定着し

たのである。

21969年５月１６曰のヴァカンス法の成立過程
（７） 

このたびも|工1有ルノー公ＩＪＩの協定（62年１２月２９１三|）がモデルになった。

この協定は３週間の法定休暇に６就業'三|の追力Ⅱ体'１段を上乗せしたが，それに

よって初めて実質４週間（24就業'－１）のヴァカンス権が保障された。１９６３

年以降，多数の協定と協約がこれに追随し，４週間のヴァカンス権をもつ被

用者が数百万人に達した。この趨勢はその後も続き，６９年法の可決以前に

協約によって被用者の８５～９０％が４週Illlのヴァカンスを享受していたとい
（８） 

われている。それゆえ，６９ｲﾄﾞ法の第一の意義は一般化によって残りの被川

者を救済した点に求められるべきである。フランスの代表的な使１N者団体で

ある「フランス全国経営者評議会」（通称フランス経団迎）もこの趨勢を受け

入れ，1964年には協約による４週間のヴァカンスの一般化に賛成を表lﾘ]し

ている。６９年法は議員法案として６７年に初めて議会に提出された。この法

律は協定や協約の恩恵に浴さない150万人の被朋者を救済しただけでなく，

年齢と勤続年数に応じた追加休llMiを認めたので，今後は追加休ｌｌＩ乳が団体交渉
（９） 

の中心馴項になり，｛|MMI的に５週間ヴァカンスの|時代が開始される。

３１９８２年１月１６日のヴァカンス法の成立週程

ここでは団体交渉と国家の立法行為との関係に新しい方式が1M;立された。

この過程は以下のように進行した。
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最初に，大統領選挙の直後の８１年７月１７１三|に労働時間の短縮に関する協

定議定書（protocole）が締結された。それにより，「５週llI1の有給休暇の一

般化」につき団体交渉と法律的介入との関係が次のように碓疋された。すな

わち，①81年９月３０１三|以前に，労働時間の短縮に関する業種別の団体交渉

を開始する。この交渉はとくに「一般化の方式」を対象とするものとする。

②81年１２月１日以前に，交渉当事者が業種別協定を集約し，公権力に対し

｢法律および行政規則の規定と新しい協約の規定との調整」を目的とする共

同の働きかけをおこなうために会合をもつ。この議定書に定められた，団体

交渉と立法過程との接合は，８２年１月６１三1の指導法（ｌｏｉｄ'orientation､オル

ドナンス〔政府命令〕により社会的強制措置を講ずることを政府に許すので指導

法と呼ばれる）と８２年１月161三1の労働時間と有給休暇に関するオルドナン

スのなかに明文化される。

８２年１月６日の指導法の意義は次の２点である。すなわち，①この法律

は目的を指示するだけではilili足せず，オルドナンスの内容を定めている。②

この法律によれば，「使川者$'1職と組合組織との交渉の結果をみて」具体的

な措置が講じられなければならず，その目標は「とりわけ，すべての被用者

が年間少なくとも５週|Ｍ１の有給休ｌｌｌ兇を享受できるようにするために休暇に関

する法律を改正する」ことにあった。

８２年１月１６日のオルドナンスの意義は次のように要約できる。これは団

体協定の所産である（協定→立法行為)。しかし，８２年改革は団体協定だけ

から生まれたのではなくγ協定締結を促すというI1iU虚もなされた（立法行為

→協定)。１月１６１三|のオルドナンスに先んじて『共和国大統領への報告書』

が提出され，そのなかで政府が社会的パートナー（労使）に団体交渉に入る

よう促し，その結論を尊頭するよう要請しているからである。したがって，

このオルドナンスは団体協定の成果であると同時にその論拠にもなったとい

う二重`性を有する。

権利の確立過程における団体交渉と国家の立法行為との接合という問題は

労働法の古典的テーマの一つである。前述のように，ヴァカンス権の領域で

は，団体交渉がしばしば立法行為に先行し，これに多大の影響を与えた。し

かし，立法行為の力も法律に起illlKを有する諸規則の改正と適応というその独
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目の機能を失わなかった。この意味では，団体交渉（個別主義）と立法行為
（10） 

(普遍主義）との関係は相互作)||の関係にあるのである。

111労仙１１基準法第３９条の'１１１題点

普遍主義の観点から被川者のヴァカンス権を固有の法律（ヴァカンス基本

法）により一般化した先進的かつりｕﾘ的な|菰1であるフランスと比較した場合，

1994（平成6）年４月に施行されたわが国の現行労働基準法第３９条（以下，

基準法と略す）に準拠する「ｲ'二次有給休||段」flill度はいかなる'''１題点を含んで

いるだろうか？それには，①全体的なｌｌＩＭと②IliIjl別の問題があると思われ

る。

１全体的な問題

これはflill度の根幹にかかわる|Ｈ１題である。第一に，日本では被用者全体の

ヴァカンス権が11i狐の法律によって保障されていない。８０年代の末にレジ

ャー・サーヴィス産業の労働組合を'''心に「ヴァカンス憲章」と「ヴァカン
（11） 

ス基本法」の制定運動が起こったのはその端的な証左であるが，広範な|止論

を喚起するにはいたらなかった。また，第４１条指定業種（農業，水産業，畜

産業，養蚕業）と家内就業の被川者には有給体１１段権が保障されないのもこの

ためである。第二に，有給休''１１の「権利性」があいまいである。フランスの

最初の年次有給休暇法は，第1条の冒頭ですべての被川者は「事業所におけ

る１年'''１の継続勤務後に，少なくとも１２就業日を含む最低１５日の年次連続

有給休暇の権利を有する」と細っているが，ここでは権利の主体とその権利

性がlﾘ]雛である。これに対し，基準法の第１項では「使用者は」所定の付.与

要件をみたした「労働者に対して，継続し，又は分割した１０労働曰の有給

休暇を与えなければならない」となっている。これは「使用者」の義務規定

であって，権利の主体であるはずの被用者の休ＩｌｌＲ権は「与えられるもの」と

されており，温情主義的'性格を払拭していない。第三に，上記にみるように，

休暇の「年次制」が定められていないので，安易な次年度への繰越しを許し

てしまう。第四に，法律は「連続取得」を原則とすべきなのに「分割取得」
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を公然と認めているので，日本では長期滞在型余暇が国民的規模で成立する

制度的条件がないのである。その結果，年次有給休暇と，地域ツーリズムや

都市・農山村交流との結びつきが断たれてしまう。第五に，休暇中の「就労

禁止」規定を欠くことがヴァカンスの振興にとって大きな障害になっている。

第六に，法律と協定・協約との関係に関する規定がないので，被用者が基準

法を上回る休暇を獲得することはきわめて困難である。

２個別の問題点

基準法を項目別に検討すると，さらに以下のような問題点が浮かび上がっ

てくる。第１項は，休暇付与要件をみたした労働者に対して「１０労働曰の

有給休暇」を保障している。しかし，この１０労働曰の算定基準が恐意的で

ある。フランスの場合，３６年のヴァカンス法では，１カ月の勤務に対し’就

業曰（基準法の労働ロに相当する）の休暇権が発生するとみなしたので，１年

間で１２（1×１２カ月）就業曰のヴァカンス権が保障されたのである。以後，

法律改正がなされるたびに，この1カ月を単位とする算定基準が改善された

(56年１．５→69年2.0→８２年2.5)。すなわち，５６年には年間で１８（1.5×12）

就業曰のヴァカンス権が保障された。それが６９年には２４（2.0×１２）就業曰

になり，さらに８２年には３０（2.5×12）就業日になったのである。基準法で

は，６カ月の勤務に対して１０労働曰の休暇を保|境しているので，１カ月あた

り1.666…労働曰の休暇になる。第２項によれば「１年６カ月」以上継続勤

務した者には，「６カ月を越えて継続勤務する日から起算した継続勤務年数1

年」ごとにｌ労働曰の追加休暇を加算することになっている（この場合には

算定基準は１年であるから，１カ月あたり0.08333…になる)。しかし，同項はさ

らに「ただし，総日数が２０日を越える場合においては，その越える日数に

ついては有給休暇を与えることを要しない」と定めているので，年功による

追加休暇も勤続１０年６カ月を過ぎれば頭打ちになってしまう。第４項の体
（ママ）

暇授与の時ｌＵｌについては「労働者の請求する時季に与えなければならない」

としながらも，やはり但し書をつけて使用者の時季変更権を認めており，こ

の規定が悪用される恐れがある。第５項は，休暇日数のうち「５日を越える

分」については労使の.協定による時季指定を優先していて，個人の事情が無
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視される恐れがある。第６項では「休暇手当」を「平均賃金又は所定労働時

間労働した場合に支払われる通常の賃金」と規定しているが，基本給に各種

の付力'１給付を力||算するかどうかを明確にすべきである。第７項は，業務上の

負傷と疾病による休業，育児休業，産前産後休業の各期'''１は「出勤したもの

とみなす」と定めているが，これは休暇付与要件（６ｶﾉﾆj勤務で８割以上出

勤）の充足に関する補足規定であって，有給休llIjll三|数に含めてはならない休

業（病気，妊娠Ⅱ|産，ｉｌ〔Ｚ}「教練，失業による休ｌｌｌ鮒よびやむをえざる理由による

休暇）を定めたものではない。このため，病気や家族的必要などのために有

給休暇を残しておくという社会的不合理が放慣されたままであり，現行制度

のもとでの有給休暇の完全消化にとって肢大の障害になっている。

むすび

総じていえば，「ｲ｢:次有給休暇（年休）は，従業員の心身の疲労を回復さ
（12） 

せ，労働力の維持|〔ﾘ上を図ることを,=,的とした，イア給の体,,股である」とされ

ながら，基準法はこの年次有給休暇法の立法の糊''１を'甑しているとは言い

がたい。なぜなら，「従業員の心身の疲労」とは，「過去，年間に蓄積され

た」心身の疲労のことであり，それからの回復と労働生産性の向上が立法者

の直接の意図だったからである。休暇の連続取得が必要なのはこのためであ

り，基準法のように分割を認め年次制を無視するなら，年次休暇は週休とな

んら異なるところのないものになってしまう｡ヨーロッパの労働基準（有給

休暇の場合はｲ'二'''１４週IHI）からみたわが国の体'''鼬制度の貧'水'のなかにこの国

の労働法制の哲学の貧困が凝縮されていると思うのは，舗者だけであろう

か？経済と労使関係のグローバル化が進むなか，わが国でも市場について

はグローバル・スタンダードの導入の必要性が声ii]jに,u,ばれるようになって

きたが，同時にf'１次有給体|暇について被川者ミニマムを確立しその質と量を
（13） 

改善するのでなければ，其の意１床での先進社会あるいはポスト産業社会と,よ

言えないであろう○体'１|鉛lill度に関しても'三|本的例外を|玉1際社会にliUけて主張

しうる時代はすでに終わったと認識すべきである。
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注

（１）３６年６ﾉ141=1に誕生した人民liUt線内閣がわずか１１１]|lllで年次有給休暇法を可決さ

せることに成功したのは，１９２５年から３１年にかけて最初の年次有給休暇法案（デユ

ラフール法案）をめぐって議会の委員会レヴェルで度顛なる辮議がなされ，基本的な

争点が明確にされていたからである。３６年６月２０１三|の法律はこの論争に終｣上符をう

つとともに，〈余暇の組織化〉’''１題を時代の課題として''7浮上させた。デユラフール

法案の帰趨については，文献１４を参照（以下，本性の文献番号は下記の参照文献の

文献番号をさす)。

（２）有給休暇法の全文は文献１４に訳'１１されている。また，人民IlUC線10|における有給休

暇に対する政府とl柵l非営利lJl体の取組み状況については文献７と８と１４に詳しい。

（３）両大戦間期における被１１１者ヴァカンスのilill度については文献ｌ～５を参照した。

（４）企業の休暇業務の担当者川の手引きとして書かれた文献１０によれば，今'三|では，

被用者のヴァカンス(|ill度は「一般ilill度（R6gimeg6n6ral)」と「個別｛lill度（R6gimes

particuliers)」に人別されている。本章にいう「平衡基金の｛lill度」は後者に分類され

ており，「有給休暇基金を有する制度」と名づけられている。その対象となる不安定

就労業種は「建設・公共事業｣，「迦送業｣，「興行業｣，「沸湾・ドック業」である。ま

た，不安定就労業稲以外に，「iWi業代nM人｣，「家内就労者｣，「パートタイム就労者」

の制度も(Mll制度に分類されている。

（５）有給休暇法には「海iili業」に関する規定はないが，この業秘でも３８年１２)｝６日の

デクレによって柵'lKIiが完llliされた。その適川を受けるのは海迦)Il11l1契約によって船主

に拘束される下級船員である。このIli'|度は独自の特殊性を有していた。海遮業では，

下船（１航海終了）とともに解歴されて船主のもとを去る船員と，下船後も同じ船主

の他の船舶で引き続き業務に従二|｢する船員との二つのカテゴリーが存在したので，こ

の雇用条件の違いに応じて，後者については一般(|i'|度が適川され，前者には平衡基金

の制度が適川されることになったからである。この意味で，船員の(lill度は一般制度と

平衡基金のilill度の混合lilIである。

ｌ航海終了後に１１/１１雁されて船主を変える船員はごく短lUllHlの休暇しか取得できない。

この不都合を是正するため，当該デクレは船主にこうした船員が７１]llIlの最小限休暇

権をもつ前に休暇手当を支給することを禁じている。この場合には，手当ｲ||当分の拠

出金が「船員有給体Ⅱ|鋤L金」に払い込まれ，当該船員には休lIMi1i券が発行される。解

雇される船員が７１三|以｣2の休llIH権を有する場合には，彼はｉｆ〔ちに休l1l到をとるかそれを

延期するかを選択する。処jOける場合は，彼の権利に属する手当ｲ'１当分がやはり休暇

基金に払い込まれる。彼が直ちに休暇をとる場合は，基金から休暇(iIi券相当額の手当

が彼に支給される。７１三|に満たない休暇債券の払い戻しは認められない。

（６）両大戦間期には法学者・法律家を中心に被用者ヴァカンス法ili'１の研究が興隆した。

しかし，戦Ｉｌｌｌ期に法制に|側|する雌本的な争点が解決され，それ以後はヴァカンスの鐘

的拡大に比重が移ったためか，第二次大戦後については本ＩＴＩフランスでもヴァカンス

法制史の本格的な研究はまだ存在しないようである。文献１２はこの点に関する貴重
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な貢献である。

（７）「ヴァカンスの独得」にあたっては目1助車産業の労働ﾉﾄﾞ11合とりわけルノー国有公団

の組合がモデルとして11ｔ要な役割を演じたことについては，文献６と１２を参照。

（８）４週lHlの年次有給休lllHが広ｌｉｂに普及したことにより，「労Ilill者ヴァカンス」の時代

が本格的に到来した。文献１３によれば，６０年代に「一樋の夏のｊＩＩＹ命」が実現された。

この革命は農村フランスの終焉と都市への新住民の定住に結びついていた。この新都

市住民は，岐初は休暇を利川して帰郷したが，iilii親が死亡し家産が分散されると帰郷

する理１１１が希iMiiになった。しかし，彼らは「夏にⅡ}発する習'11(」を身につけ，しばし

ば車を所有するようになった。こうして「新しい空llIl，新しい地平線を獲得する時

代」がやってきたのである。

（９）ただし，文献１２によれば，1978～1981年のjU11111には，政府の圧力にもかかわらず，

労働時|Ｉｌｌの短縮に関する交渉は進鵬しなかった。

(１０）戦後におけるヴァカンス法｛lillにかかわるもう一つの〕MIllll題は，新しい法律のilill定

により||]法のもとで締紡された協定⑪協約の上乗せ条項がどうなるか（新法に吸収ざ

れ効力を失うか有効性を保存するか）という'１１１題であるが，ここでは煩雑になるので

割愛した。この点については文献１２を参照。

(11）この迎動については，文献１１を参照。

(12）文献１６からのりⅡ１１。

(13）ポスト産業社会は「サーヴィス絲済化」として特徴づけられるのが通例であるが，

［'111時llljが拡大し，拘束時ＩｌｌｌとnlIl]時ＩＨＩの|典|係が逆転するという意味では「余暇社

会」でもある。また，少子・高齢社会化も退1MIIした両齢者屑の[1111時間を増大させ，

その活)'１が社会|川題化するという意味で余暇社会化を促す。学)Ni社会から生涯学習社

会への1価《換という教育改rlIfの将来像も各種休暇制１１１の完llliと充実なしには実現はおぼ

つかないであろう。余暇社会の問題については，文献９が参考になる。

参照文献（刊行ｲ'2代1111J）

lBonllet,Raoul［1927]，〃ｓ【ﾉａｃａﾉﾉｃｃｓｏﾉｲＭｃﾉＵｓ,tbbsededroit,Monpelier、

２Paral1t,Jean-Vict()ｒ［1939],Ｌ，c'"/)/0/(/CSCO"9.Ｍ)のIESC〃ノＷ/"CCC/か／'５/）Y11"gcﾉ；

thbsededroit，Toulollsc、

３Beaugeard,（)ille［1939]，ＣＯ"g内/)の！`s,ｔ}〕ｂｓｅｄｅ(1roit,Paris、

４Titrant,Jec〔Iues［1939],此SCOﾉﾉgcｓα""ﾉｨe/Ｍ)の'｡;,thbsededroit,Paris．
＝ 

５David,EtieIlIle［1939]，Ｌｅｓｃｏ"9.ＭM【y`Ｓｃ〃(ﾉﾉMCC"ﾉﾉ)"'約,thesededroit,Paris、

６Guerrin,Roger-Henri［1963],Ｌａｃｏ"96/MCS〃αc""CCS,Paris、

７Cac6res,B6nigllo［1981],ﾊﾉﾉo"ｗｗ(/αﾉﾛ"／〔/ｃ/α血.Ｌ(ｖ〃("ss"(YCC(/Ｉ（／c）"/)ｓ(/Ｃｓ

/oisノハｃノノノ卯(Ｍ〕aris

８廣111功［1987］「フランス人民戦線のく文化ZIId命〉の一''''1｢Ｉｉ－有給休暇とく余暇の

組織化>」（１'１央大学人文科学研究所『希望と幻滅のilりし跡一反ファシズム文化通勤』
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第２章イギリスの戦後のレジャー政策

－ナショナル・パーク法を'１１心に－

はじめに

戦後のイギリス政椛を担当した労働党は，福祉国家剛レジャー政策を椎進

した。その政策の基本的枠組の一つは，1949年に制定された「ナショナル・

パーク法」（][：式には，NationalParksandAccesstotheCountrysideActl94９．

以下，ナショナル･パーク法と表記）により形成された。ナショナル･パーク法

は，イギリスの'二1然保謎概念により制定された一種の'二1然保護法である。イ

ギリスの自然保謹概念とは，公衆のレクリエーションの場であるオープンス

ペースとアメニテイを保謎することで，いわゆる原生保存という発想ではな

い。

オープンスペースとは，１９０６年のオープンスペース法（OpenSpaceAcL

1906）によれば，庭園やレクリエーション等のl-1的で使川されている土地で，

地表面積の２０分の１を越えて建造物が設置されていないことと定めている。

しかし，一般1Mﾉな表現としては，野外レクリエーションやアメニティの場と

して，公衆がアクセスできる空間のことをいう。

このように，ナショナル・パーク法は，アクセスを前提としたオープンス

ペースの確保を中心とするイギリスの|生1然保護概念を原点としている法律だ

ということを強調しておきたい。したがって，［|然保護というよりはむしろ，

公衆のレクリエーションの要望に合わせた公共施設としてのオープンスペー

スの保護としてとらえる。

イギリスの|玉1立公園は'三|本と同様，土地の所有権や杵IM1権とは無関係に，

優れた自然景勝地を公園として保護し利川する'二|的で「地域制」（都市計画

上の用語ではゾーニングfliI）を採用している。これは要するに，公園以外に利
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１Ｕされている二'二地に，国立公園という法的規制の網をかぶせ土地利１１]を規制
（１） 

しようとする制度だ。イギリスや'二１本のように|玉1二kmIi1iが狭く，土地利用が

集約化している国では，このような地域制の公園ilill度がとられている。

イギリスの国立公園は，自然景観，歴史的・文化的遺産を積極的に保全し，

その維持管理に努め，公衆の並要なレクリエーションの場として提供されて

いる。一方，日本の場合は公|衆|指定当初こそ，産業的に利川の可能性の低い

二'二地を国立公園として設定したが，戦後，土地利１１]の集約化と|)'１発技術の発

達によって，国立公園内の土地がかつての非利用地から利川可能性を含んだ

未利用地へとその位ＩＩＴづけが変わり，その結果として，森林伐採や，その他

開発行為等による|=1然環境の破壊|川題が生じてきているのは周知のとおりで

ある。

そこで本章では，｜]本と|司じ地域制|玉1立公園制度を採用しているイギリス

での国立公園設立の根拠となったナショナル・パーク法を１１１心に，その歴史

的背景や成立過稗をlulらかにし，｜司法によって公衆のレクリエーションの場

がどのように設定されてきたか，また，自然保誰との調和がどのように|到ら

れているのかを法律の条文をもとに検証する。そして，今後のわが国の国立

公園の利用と自然保謹の対立'111題について検証する際の一Uﾉﾘに資したい。

なお，本章で言及する大部分は，イングランドとウェールズについてで，

すべての点で独'二|の政策と立法をもつスコットランドについては，論点を簡

単にするために便宜的に街||洛した。

Ｉナショナル・パーク法のfIill定過程

イギリスの法制度は，災い脈史の慣例や常識により「溝法的な基本法令」

を連用している。その長い雌史の'１１では「基本法令」も廃｣１２されたものが多

い。しかし，有効部分はその原1111と内容を基本的に継承し，新たにその原理

と内容を拡大して法が運川されている。ここで取り上げるナショナル・パー

ク法もオープンスペースのWii保やアクセス手段である通行権について制定さ

れたさまざまな法令を体系化したものだ。そこで，本節では，オープンスペ

ースの確保や迦行椛供|係の法律を示し，どのようなプロセスを経てナショナ
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図ｌナショナル・パーク法Ilill疋過PI1の流れ

↓ ↓ 

１８６６年

首都圏コモン法

１８７５年

公衆衛生法第'64条

↓ 』

１８７６年

コモン法

１９２５年

財産法第’93条

↓ ↓ 

１９３２年

通行権法

１９２５年

財産法第193条

↓ ↓ 

カントリーサイド保全をめぐるボランティア団体のロビー活動

↓ 

労働党政府の福祉国家型レジャー政策の推進

』

注）このＩ又Iは，ナシ三jナル・パークiﾉ《制定へl(1けた洲ｲ1の概略をあらわしている．

ル・パーク法がfIill定されるに至ったのかを明らかにしたい。

１オープンスペース確保に関係する法律

イギリスにはコモン（common）と呼ばれる特別な歴史と内容をもつ土地

がある。そのコモンは，ある意味でナショナル・パーク的な機能を果たした

土地であるといえる。コモンは，主として私有地だが，他の私有地と異なる

オープンスペース

確保に関する法律

通行権

確保に関する法律

１９４９年ナショナル・パーク法成立

国民の通行権ナショナル・パーク委員会

ナショナル・パークの設定

オープン・カントリーへのアクセス

自然保護

その他・追加条項

･委員会設立．’()３２年通行椛法の発展

･委員会によるパーク指定・jllll又1化による通行権のIWi1立

･パーク指定地域の計､i当局の役割

･長距離ルートの設定

･レクリエーション施設の狼llli・オープン・カントリーの設定

･１４１然保護協議会の役割

･アクセスliW1保

．'皇1然保護区域の設定・特>jll自然景観地域の指定

･特別科学ｉＵ１究対象地lZの設定・地力当局の条例ilill定権限
.↑籾'1人の役１１{|’
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のは，その土地の所有者以外の者が馬や牛，羊などの家帯を放牧したり，燃

料川の薪，枝などを持ち帰ったりする共有の権利（以下，共有権（rightof

common）と表記）をもつことができる土地だという点である。

このコモンは１６世紀以降の羊毛生産および穀物増産|］的のために，囲い

込み法（EnclosureAct）を根拠に二度にわたる「囲い込み通勤」や，都市化

や開発の波により，その数が次第に減少していった。

そこで，－度囲い込まれたコモンが，新たな法律によっていかに１W:び公衆

のレクリエーションのために開放されたかをみていきたい。

（１）1866年首都圏コモン法（MetropolitanCommonsAcLl866）１８６５

年にロンドンの内部および周辺で森林，コモンおよびオープンスペースを保

存する方法を諮問するために下院（HouseofCommons）は特別委員会を設

け，土地所有者が国会の承諾なしにコモンを'１１い込むことを認めた法律を廃

止する，首都区域内では囲い込みができないような新しい法律をつくる，．
（２） 

モンやオープンスペースを保存するための委任団体を任命する，の３ﾉﾑ(を答

申した。

この答申を受けて１８６６年に制定された首都圏コモン法は，首都周辺のコ

モンを公衆のために保存することを定めた。

（２）1876年コモン法（CommonAcLl876）コモン法は，コモンの土地

所有者と共有権をもつ者に，それまで慣習的におこなっていた家畜の放牧や

燃料を集める等の権利を|ﾘ]文化した。しかし，一般公衆のコモン利用の権利

規定はなかった。もともと一般公衆がコモン内を散策する等のレクリエーシ

ョンは，′慣習法で認められており，公衆がコモンの景観や自然に被害を与え

なければ，公衆のコモン利用を罰したり排除したりすることは，土地所有者

も共有権をもつ者もできなかった。

（３）1925年財産法（LawofPropertyActl925）第１９３条財産法第１９３

条は，コモンを首都圏（Metropolitan）および自治都市（CountyBorough)，

都市地区（UrbanDistrict）に分類し，公衆が「空気と運動」（airandexer‐

cise）のためコモンにアクセスする権利を認めた。

コモンの存在は，イギリス国民が古くから全国的にレクリエーションの場

をもっていたことを証|ﾘＩするものであり，レクリエーションの場としての．
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モンの価値はかなり大きなウエイトを占めていると指摘できる。しかし，コ

モンの土地所有者たちは，囲い込み法の権利を主張して，コモンを公衆に開

放しようとするボランティア団体「コモン保全協会（CommonsPreservatioII
（３） 

Society)」（1865年設立）等とたびたび争った。

このコモンを確保し，保存し，かつ公衆のレクリエーションのため，また

アメニテイの享受のために開放しようとする運動は，ナショナル・トラスト

の創設のきっかけとなっており，実|際にナショナル・トラストの創設者はコ

モン保全協会の弁護活動や啓発活動に携わっていた人たちだった。また，こ

の運動がナショナル・パーク法の制定の出発点となったと指摘できる。

２通行権に関係する法律

通行権（rightofway）とは，公衆すべてが他人の土地を通過（passage）

する権利を意味する。この椛利は，後述するように法律により規定されてい

る。通行権はいったん認められると，人びとが無限定に公道（highway）を

通過する権利として存続し，原則として法律によってのみ消滅する。この原

則は，“Onceahighway,alwaysahighway''というイングランド法上の格言
（４） 

となっている。

通常通行権は，自動車の通行する一般道路ではなく，つぎの三つを意味す

る。

;い………■……≦…い￣」≦＃鱗ｉｉｉiii澱１J鋲.「～＝辮鐵ｉｉｉ鍵i霧蕊；①フットパス（footpath）：①フットパス（footpath）：

徒歩（ｏｎfoot）のみ通行で

きる歩道。

②乗馬逆（bridleway）：徒歩，

乗馬，自転車のみ通行でき

る道。

③脇道（byway）：徒歩，乗

馬で通行でき，農林業者な

どの自動車の通行も認めら

れている道。

通行権の範囲は，フットパス上

iiiliilliiililliii函illiiim1jll蕊iiiiiiiiii
図２LakeDistl･ictNationall)ark内でみた

PublicFootpathの標識（1997年10月，
筆者撮影）
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の通過とそれに付|Ｍ１して公道で景色を楽しんだり，休息のため腰をおろすこ

と等である。すなわち，この通行権としての公道は，公衆が野外でのレクリ

エーションのため，またアメニティを享受できるように創設されたものだ。

通行権を法律でIﾘjW1i化しなければならなくなったのには，つぎの二つの要

因が考えられる。第一に，公衆が通行椎の存在を主張して私有地を通過する

場合，その権利の判断蛾準は，’慣習の有無を根拠にしていたためlﾘj確ではな

かった。そのため土地所有者と通行椎を主張するものとの||)lでトラブルが絶

えず，法律の整備が必要とされたこと。第二に，廠業革命以降，都市部での

急激な人口増加による劣悪な衛生状態の改善策の一つとして，公衆にコモン

を開放し，そこへ到達するためのアクセスを整備して公衆にレクリエーショ

ンの機会を与えようとしたこと，である。

この第二の要因を裏付けるものは，1833年にエドウイン・チャドウイック

卿（SirEdwinChadwick）によって組織された公共歩道特別委員会の報告書

(ReportfromtheSeIectConImittceonPublicWalks）である。この報告書の

中でチャドウイックは，「住民の健康と楽しみを増進するために公共遊歩道，

運動場のようなオープンスペースを人|=|の多い都TIjの近くに確保する最善の
（５） 

方法を考慮すべきである」と指摘して，これに関する法律を｛ＩｉＩ定すべきだと

主張した。このチャドウィックによる公共遊歩道に関する法制定の意'又Ｉは，

すぐに制定法には結びつかなかったが，1875年に同様のｌ１的で制定された

公衆衛生法（PublicHealthAct」875)，1925年財産法（LawofPropertyAcL

1925）第１９３条，そして’932年通行権法（Rightｏ(WayAcLl932）により明

確にされていく。

（１）］875年公衆衛生法（PublicHealthActl875）第164条この法律に

より地方当局（Iocalauthority）は，公共歩道（１）ul)licwalk）および遊園

(pleasureground）を買収もしくは併地というかたちで取褐:し，これらを維

持管理する権限を得た。また，条例（byclaws）を作成する権限も得て，違

反者を退去させることができた。この条項によりはじめて「公共歩道」およ

び「遊園」が法的根拠をもって設けることができるようになった。

（２）1925年財産法（LawofPropertyActl925）第193条この条項は，

土地所有者とアクセス協定が結ばれた地域で，一般公衆のアクセスを認めた。
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しかし，公衆衛生法および財脈法で規定された公述は，基本的に土地所有者

とのアクセス協定を前提にその通行が認められただけだった。そのため，創

設された公道は，アクセス協定がなければ，土地所有者による|＃|い込みや耕

地化によって，また，農村人口の減少や都TIj化のスプロールにより閉鎖され

てしまうというZli態となった。そこで，いったんﾊﾘ設された公述を，公衆の

ために開放し，守っていこうとする運動が「ナショナル・フットパス保全協

会（NationalFootl)athlDreservationSociety)」（1865年設立）等のボランティ

ア団体により数匹にわたっておこなわれた。その結采，１９３２{1ﾐに通行権法

が制定された。

（３）1932年通行権法（Rightｏ[ＷａｙＡｃＬｌ９３２）この法律により，公述

は「２０年'''１（あるいは４０年Ｉｌｌｌ）111断されずに公衆が通行を享受していた道

は通行権の法的裏付けをもつこと」とlﾘj1M1にされ，すべての公衆は他人の土

地を通過する権限を得た。このように通行椛法は，レクリエーションのため

に創設された公述でのアクセス権を一般公衆に認めた重要な法律だと指摘で

きる。この通行椛法の一部は，１９４９年のナショナル・パーク法の制定により

効力を失い，同法の第４部「国民の通行権（PublicRightsofWay)」に継承

された。

３カントリーサイドの保全をめぐるボランティア団体の動向

前述したとおり，コモン，オープンスペースおよびフットパス保全協会
（６） 

(ＴｈｅＣｏｍｍｏｎｓ,Ｏｌ)ellSI)acesandFootpathPreservatio,〕Society）のようなボ

ランティア団体は，一般公衆が'１１園''1林内の歩道を自由に散策できるように

するため，また，残存するコモンが囲い込まれないようにするための活動を

おこなっていた。しかし，オープンスペースや公道を確保するための活動は，

基本的に土地所有者との協定を前提としており，その土地所有者の非協力に

より碓保できないこともあった。公道に関しては，1932年の通行権法によ

り法的な裏付けは得られたものの，公道をllM放することに反対する土地所有

者も多く，一度公衆に開放された多くの公道も閉鎖されるという事態が生じ

た。

ボランティア団体は，オープンスペースや公道を確保するための強制的な



第２章イギリスの戦後のレジャー政策９３

権限がなく，その活動には限界があった。そこで，土地を取得することでオ

ープンスペースや公道を碓保する策が考え出された。このアイディアは，先

述したコモン保全協会の顧問弁護士ロパート・ハンター（SirRobertHunter）
（７） 

が提案した。それが，ナショナノレ・トラスト（Tl記式には，NationalTrustfor

PlaceofHistoriclnterestorNaturalBeauty「歴史的名勝および自然景勝地のた

めのナショナル・トラスト｣）である。

ナショナル・トラストは，公衆のレクリエーションの場であるオープンス
（８） 

ペースを都Tl丁化や開発の波から守るため1894年に組織され，１８９５年には，

国民のために土地と歴史的建造物を買い取り，保管することのできる法人組

織として正式に発足した。また，１９０７年にはナショナル・トラスト法

(NationalTrustAct）が制定された。これによりナショナル・トラストの保

管する資産は「譲渡不能（inalienable)」となった。また，保有財･産の管理

と保護の権限，それに保有財産の利用者から入場料を集めることが可能にな

った。

こうして，ナショナル・トラストは，名勝地または歴史的に重要な土地お

よび建物を永久に保存し，これらを維持管理するとともに，公衆にレクリエ

ーションの場を提供していくことになった。しかし，このナショナル・トラ

ストは，国からの経済的援助が一切なく，会員の会費，寄付，道順等に依存
（９） 

していたため，カントリーサイド全体の保護や動植物ﾎ[|の保護までﾈiliうこと

ができなかった。

そこで，このナショナル・トラストを支援するため「自然保護区域振興会

(SocietyforthePromotionofNatureReserves)｣が1912年にﾅﾁｭﾗﾘｽﾄ

により設けられた。この組織は，保護に値する場所ないし遺跡の`情報を集め，

整理し，優先順位を決めて自然保誕区域候補リストを刊行し，政府に働きか

けた。また，1926年に設立された「イングランド田園保存協議会（Council

forthePreservationRuralEngland)｣，１９２８年に設立されたウェールズの同

様の協議会は，都市化と開発の波によるカントリーサイドへの脅威に注意を

促し，アメリカ合衆国で設立されているような，ナショナル・パークを設定

してカントリーサイドを保護するために啓発活動をおこなった。

さらに’935年に歩くことを楽しむ人たちで組織した「ランブラーズ協会
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(Rambler'ｓAssociation)」は，通行樅の存在を脈史的記録からⅢilり起こし，

その権利をｉｉＷｉ保するため，通行権を徹底化するよう政府に対しロビー活動を

おこなった。

４ナショナル・パーク法制定に向けての政府の動向

政府は，１９２９年にナショナル・パークのシステムについてクリストファ

ー・アディソンｌＷｉ士（SirChristopherAddison）を委員長とする委員会を設け
（10） 

た。1931年にこの委員会はつぎのような報告書を作l戈した。第一に，同然

的関心のある区域を，乱雑なllM発から防ぐため，｜玉|民的保護区域（National

Reserve)，国民的禁M((区域（NationalSanctuary）として設定すること。第

二に，景l勝地内に歩行者のためのアクセス方法を改善すること。第三に，動

物相（Fauna）とilWi物朴Ｉ（Flora）を保謎する手段を識ずること，などだ。報

告書は国会に提出されたが，｜玉|費を必要とするためと，第二次大戦前の緊張

時代だったため，却下された。

しかし，ボランティア団体は，戦時，エlz時をIHIわず公衆に対し啓発活動を

続け，また，政府に対してロビー活動をおこない，カントリーサイドの保全

問題について，公衆の関心を高めた。政府は，これを受けて従来のばらばら

な法制度のもとではこの'川題は解決できないという判断から，ナショナル・

パークおよびこれに関連するＩＨＩ題を調査することを再度決定した。

この決定の最大要因は，戦後政権を担当した労働党が福祉国家政策の一環

としてレジャー政策を推進したことであった。その政策とは，「一般に自由

と友愛にもとづく社会の不平等の縮小」を政策lW1l1とした「一般公衆のレジ

ャー機会を拡大すること」で，伝統的にIHI題となっていたカントリーサイド
（１１） 

のレクリエーション政策だった。具体l杓(こは，カントリーサイドのオープン

スペースをレクリエーションの場として設定し，公衆にカントリーサイドで

のレジャーの機会を胆〈提供することだった。

政府は，この調査の首班にジョン・ダワー（JohnDower）を任命した。彼
（12） 

は194511主の報告のり]で，特徴的な景勝地美は厳格に保存すべきこと。公衆

の野外レクリエーションのためにアクセスや設備等を供給する。野生生物，

建造物，歴史的に関心のある建築様式の場所を-|･分に保護する。農村を効果
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的に維持する等を指摘した。政府は，この報告書にもとづいて正式に「ナシ

ョナル・パーク」に関する委員会，および「歩道とアクセス（footpathand

access)」に関する委員会を発足させ，両委員会の委員長にアーサー・ホブハ

ウス卿（SirArthurHobhouse）を任命した。

ホブハウス委員会は，ナショナル・パーク設立に関して，イングランドお

よびウェールズの人口の稠密な地域でその必要性が急迫しているとして，つ
（13） 

ざのような勧告をおこなった。第一に，法律flil定後３年以内に１２のナショ
（14） 

ナノレ・パークを設けること。第二に，大'五の任命する委員長および８人の委

員からなるナショナル･パーク委員会（NationalParkCommission）を設立す

ること。第三に，各ナショナル・パークごとに計画機関（PlanningAuthor‐

ity）を設けること。こうして，労働党政府は，１９４９年１２月１６日に「ナシ

ョナル・パーク法（NationalParksandAccesstotheCountrysideAct)」を成

立させた。

Ⅱナショナル・パーク法の基本構造

|ナショナル・パーク法の構成

この法律の骨子は，ナショナル・パーク委員会を設立し，公衆のためにレ

クリエーションの場であるオープンスペースをナショナル・パークとして設

定すること。公衆がナショナル・パークを利川して楽しむためのアクセスを

保証する通行権に関連した法律を改疋すること。また，自然美を保護し，高

めること，である。

ナショナル・パーク法は，６部榊成で全115条からなっている。その構成

は以下のとおりである。

第１部ナショナル・パーク委員会（第１条～第４条）

第２部ナショナル・パーク（第５条～第１４条）

第３部自然保護（第15条～第26条）

第４部国民の通行権（第２７条～第58条）

第５部オープン・カントリーへのアクセス（第59条～第83条）

第６部一般・財政・追加条項（第84条～第115条）
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（15） 

以下，レクリエーション政策をIHI解するにあたって重要と思われる規定条項

の具体的な内容を見ていきたい。

２ナショナル・パーク委員会（NationalParksCommission）

第１部「ナショナル・パーク委員会」は，この法律が定めた機能を果たす

ための組織について規定している。

ナショナル・パーク委員会は「公衆の健康的な娯楽と野外レクリーション

を提供するために，ナショナル・パークの潜在的資源の開発と管理政策を実
（16） 

行する機関」を設立'二1的とした。同委員会は，当時の都Ｔｈ・地方計画大臣

(MinisterofTownandCountryPlanning，後の環境省）の管理下におかれた。

ナショナル・パーク法第１条は「ナショナル・パーク委員会は，イングラ

ンドおよびウェールズにおける|］然美，とくにナショナル・パークとして，

また特別自然景観地域として，本法のもとで規定された地域の保護とその価

値を高めること。また，公衆がナショナル・パークへ足繁く通い，そこで楽

しむための諸施設を供給し，野外でのレクリエーションの機会を供給するこ

と」と述べている。これによりナショナル・パーク委員会は，ナショナル・

パークおよび特別自然景観地域を選定する権限を得た。なお，特別自然景観

地域とは本法第87条で定義されているが，ナショナル･パークとしては選定

されないが，優れた景観美をもつ地域を指している。

同委員会の構成は，第２条によれば「ナショナル・パーク委員会は，公印

(commonseal）により法人格（bodycorporate）が与えられ，大臣が任命し

た委員長と構成員，委員長代理により構成される｣。また，第４条で，委員

会の活動内容のすべては年次報告書（aImualreport）で大臣に提出する。

３ナショナル・パークの設定（NationalParks）

第２部「ナショナル・パーク」は，ナショナル・パーク委員会によるナシ

ョナル・パークの指定，および指定された地域の地方自治体の役割について

規定しており，第５条でその条件を「自然美を保護し，そのmIi値を高め，野

外でのレクリエーションの機会を提供し，公衆に楽しんでもらうことを目的

として指定されたイングランドおよびウェールズにおける広大な一連の地
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グランド・ウェールズの

ヨナル・パークの位ＩｉＭ

。ＨＩＨＹＵ

ＯｎＲ 

ＪＨｌ 

Ｄｊ 

ｊｆｌｉｉｌ 
随一。

ＯＷＤＯＮｌＡ￣、

ｑＨｒＯａｎ 

ＰＥ ｊＨＵＩ 

ＣＯノ

】Ｉ

E二二】且Ｈ

nissio1l発行によるリーフレット。

表ｌイングランド・ウェールズのナショナル・パーク

ナショナル・パーク機|H1の所在地脂定年iiIi6I（名称

AIderllHouse，ＢａｓｌｏｗＲｏａｄ，Ｂａｋｅwell， 

I)erbyshireDE451AE・

Brockhole,WiIldermere,ＣｕｍｂｒｉａＬＡ２３１ＬＪ． 

')enrhyndeudl･aeth,ＧｗｙｌｌｅｄｄＬＬ４８６ＬＳ． 

l)ａｒｋｅ，ＨａｙｔｏｒＲｏａｄ，BoveyTraccy，Devon 

TQl39JQ 

CoulltyO[fices，Ｈａｖｅr[ordwest，Dyfed， 

ＳＡ６１１ＱＺ 

ＴｈｅＯＩｄＶｉｃａｒａｇｅ，Bol1dgate，Helmsley， 

ＹｏｒｋＹＯ６５Ｂｌ)． 

Colvelld，Heb(1ｅｎＲｏａｄ，ＧＩ･assington， 

Ｓｋｉｐｔｏｎ，ＮｏｒｔｈＹｏｒｋｓｈｉｒｅＢｌ)２３５ＬＢ・

Ｅｘｍｏｏｒ［Iouse，Ｉ)ulvertoll，Somel･ｓｅｔ 

ＴＡ２２９１１Ｌ・

Eastbllm，Ｓｏｕｔｈｌ)ark，Ｈｅｘｈａｍ， 

Northmbel･ｌａｌ１ｄＮＥ４６１ＢＳ、

７GIamorganstreet，Ｂ1℃coll，ＰｏｗｙｓＬＤ３７ＤＰ 

Ｔｈｏｍａｓｌｌａｒｖｅｙｌｌｏｕｓｅ，ｌ８Ｃｏｌｅｇａｔｅ， 

Norwich,ＮｏｒｆｏｌｋＮＲ３１ＢＱ． 

PeakDistrictl951１，４３８ｋｍ2 

LakeDistrict 

Snowdonia 

Dartmoor 

1９５１ 

１９５１ 

１９５１ 

2，２９２ 

２，１４２ 

９５４ 

Pembrokeshire l952５８４ 

Ｃｏａｓｔ 

ＮｏｒｔｈＹｏｒｋＭｏｏｒｓｌ９５２１，４３６ 

ＹｏｒｋｓｈｉｒｅＤａｌｅｓ ｌ９５４１，７６９ 

Ｅｘｍｏｏｒ ｌ９５４O93 

Northumberlalldl956１，()4９ 

BreconBeacoIls 

TheBroads 

1957 

1989 

1，３５１ 

３０３ 

計 1４，０１１ 

Ｉｌ１所：Ｓｍｉｔｈ［1983］および，Coulltrysi(IeCommission発行によるリーフレットをもとに作成。
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域」とし，｜司条第３項で，同委員会は「当該地域」をナショナル・パークに

指定すると規定している。

ナショナル･パーク委員会は，1957年までに１０カ所のナショナル･パーク

を設定した。すなわち，北部イングランドに，Northumberlalld，Lake

District，YorkshireDales，NorthYorl《Moors，PeakDistrictの５カ所，

ウエールズに，Snowdollia，PembrokeshireCoast，BreconBeaconsの３

カ所。南西部イングランドに，Exmoor，Dartmoorの２カ所。また，１９８８

年にTheNorfoll（andSuffolkBroadsActがilill定され，1989年に東部イン
（17） 

グランドにTheBroadsという11番目のナショナル・パークが設定された。

１１カ所の合計而積はｌ７ｊ４０１１ｋｍ２で，イングランドおよびウェールズの、

積の約10％を,Liめている（図３，表ｌ参照)。

ナショナル・パークに指定された地域の地力計mli当)iTj（localpla1IniIIg

authority）は，ナショナル・パーク設立の準備および管Ｉｌｌ１の責任をもった。
（１８） 

その準illiおよび管珊形態は，指定された地域が一つのカウンティ以上をカバ

ーするなら，合|司計1mi委員会（joilItl)Ianningl)Card）を組織し，一つのカウ

ンテイ内でなら，Illjl別の計画委員会（separatel)Ianningboard）によって管
（19） 

理!する。

ナショナル・パークの指定を受けた地力計iHli当局は，其体的につぎのこと

が義務づけられた。第一に，公衆の便宜のためパーク内に駐車場，キャンプ

サイト，宿111施設等の設備を提供すること（節１２条)。第二に，パーク内の

水路（waterway）に関して，公衆がセイリングボート，水遊び，魚釣り等

をおこなうことができるように改良すること（第１３条)。なお，これら事業

のために中央政府から７５％の補助金が交付される（第97条)。

イギリスのナショナル・パークは，国は直接符1111せず地方自治体の計画当

局が独141の方針のもとに椅理迦営をおこなっている。中央政府は，地方計画

当局の公園管〕111述営に対して，上述したように交付金を１１}す。また，各ナシ

ョナル・パークとも独白にl川１$事業（地|叉|，ガイドブックの販売等）をおこな
（20） 

い，その収益を公|童I管Ill1運営YIiに充てている。
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４自然保護（NatureConservation）

第３部「自然保護」は，ナショナル・パーク委員会とは別に，自然保護に

関する科学的勧告をおこなう目的で設立された自然保護協議会（Nature

Conservancy）の役割について規定している。

自然保護協議会は，公衆のレクリエーションの場を適切に保ち，自然保護

に関する科学的な調査研究をおこなう必要から，政府の外郭団体として設立

された。同協議会は，ナショナル･パーク法が制定される９カ月前の１９４９年

３月に設立されており，ナショナル・パーク法の「自然美を保護し，高める」

という基本目的によりその権限が強化された。この協議会の主な業務は，

｢自然保護区域（naturereserve)」を設定し，維持管理することと，調査研究

にもとづく自然保護に関して科学的勧告をおこなうことである。

自然保護区域とは第１５条によれば「自然保護協議会はイギリスに生息す

る動物相（fauna）および植物相（flora）に関して，また，地質学的に特別

な関心があると考えられる地域で，調査研究をおこなうため丁協議会が適切

な状態に維持管理する地域」のことをいう。自然保護協議会は自然保護区域

を設定するにあたり，ナショナル・パーク法により当該土地を確保するため

土地所有者との間で協定を結ぶか，あるいは協定が不首尾に終わった場合，

所定の手続きを経ることによって強制的に取得する権限を得た（第１６条，第

17条)。また，同法は，地方自治体にも管轄地域内で「地方自然保護区域

(localnaturereserve)」を設定する権限を与えた（第２１条)。以上のように設

定された自然保護区域および地力自然保護区域は，適切に維持管理されてい

れば，公衆の通行が認められた。

さらに，ナショナル・パーク法は，自然保護協議会に自然保護区域とは別

に，「特別科学研究対象地|Ｚ（SitcofSpecialScientificlnterest:SSSIs)」を設

定する権限を与えた。「特別科学研究対象地区」とは，第２３条によれば「自

然保護協議会が自然保護区域として管理している以外の土地について，動物

相，植物相，地質学的，地形学的特徴の理由から特別な関心があると判断す

る場合，協議会は当該地域の計画当局にその旨を通知する義務を負う」地区

のことをいう。

この地区指定は，貴重な植生や美しい景観を持つ地域を特別科学研究対象
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地区として指疋することにより，当該地域を|Ⅲ1発から未然に防ぐのが|=Ｉ的で
（21） 

あった。しかしＩ伎近の研究によると，この地匡折定は当該地域の計画当局に

通知するだけであり，自然保護より当該地域の科学的重要`性を関係機関に認

識させるのにとどまっていた。その結果，開発の初jU1段階で自然保護を留意

させるにすぎなかった。また，１%|発概念から農業が除外されていたため，農

業により特別科学ｲﾘ}究対象地区が破壊されるという耶態が生じ，後年I川題を

引き起こすことになった。とはいえ，ナショナル・パーク法が，レクリエー

ションの場としてのナショナル・パークを'二|然保謹地域とし，またレクリエ

ーションの対象として保護したことの意義は，大きかった。

５国民の通行権（Publicrightsofway）

第４部「国民の通行樵」は，1932年の通行椛法を発展させたものである。

通行権は，イギリス特有のものだが，イギリスには古くから山林原野に歩

道があり，公衆は，その歩道を土地所有のいかんにかかわらず通行する習慣，

あるいは権利があるとされていた。しかし，この権利の判断基準は,慣習だっ

たため，権利者の主張と土地所有者の間で紛争が絶えずおこった。１９３２年

に制定された迦行椛法では公衆に有利に規定したが，それでも十分ではなか

った。なぜならば，成文法で規定しても，権利の判断基準は，あくまで'慣習

の有無であったため，具体的な通行権を確定できなかったからだ。そこで，

行政が通行権の有無を具体的にIﾘ]らかにすれば，公衆は安心してカントリー

サイドへ出かけ，アメニテイを享受できる一方，私有地にむやみに利用者が

侵入するのを防｣上でき，土地所有者とのトラブルもｌＩＷｉできる。このような

見地から，l949j1ﾐのナショナル・パーク法には，〕lln行椛をlﾘ]確にする施策が

嫡り込まれた。

まず，第２７条で「イングランドおよびウェールズのすべてのカウンティ

議会は，本法の施行後ただちに通行権が存在するすべての地域で調査をおこ

ない，不明瞭な部分に関しては測載をし，フットパスや乗馬道を示した草案

地図（draftmap）を作成すること」にした。通行柿の不Iﾘ]瞭な部分とは，

1932年の通行権法では，首都圏の通行権だけを1M；定したが，カントリーサ

イドの通行権はlﾘjlMi化していなかった部分のことだ。そこで，このナショナ
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図４Ｐｅａｋｌ)istrictNiltional

l〕ark内のNational'1,1.ust)ﾘｉ

有地，LongishawEsl【lle、

ここを起点に約５ｋｍのフットパ

スでのウォーキングが楽しめる。

利川上の注意工'7項が標識の下に響

かれている（1997年1011,簸者

撮影)。

驍

ル･パーク法で明Wii化することにした。第２７条にあるように，各地方lil治体

の公道当局（highwayaulhority）は，通行権が存在する地域の#111量をおこな

い，縮尺25,000分の1か，10,560分の１の地図に表わし，説lulをつけて，
（22） 

『ロンドン･ガゼット（ﾉDC"(/("ﾉＧａｚｃ//c)』および対象地域|勺で１１１０布されている

地力新聞に掲赦して公表することにした。また，個人や団体に対しては，通

行権の追力[1もしくはlIill除の意見を提11Ｉする機会を与えた。

公道当局は，これら調離や手続きを経た北で暫定地'又’（provisiolIalmap）

を作成し，公表する（第３()条)。この段I階で土地所ｲj者は，地図に記載され
（23） 

た通行権に異議があればlL1季裁判所（quartersessiolIs）に提訴し，判決を求

めることができる。原則として，ｌｌＬ１季裁判所の判決は変更できない最終決定

となる。公道当局は，この'ﾙ|季裁判所の判決に従って，確定地図（definitive

map）を作成し，公表する（第３２条)。これには修]|{のための条項が含まれ

てはいるが，確定地I又Ｉに示された通行権はすべて存１１iするという確定的証拠

となる。このようにして作成された確定地図は，第３３条において５年ごと

に再調査することが規定されている。

以上のように，ナショナル・パーク法は，公道当局に通行権を示した地図

を３段階に分けて作成させ，個人やＭ体に対しては，そのつど意見の提出機

会を与え，当該地域のカウンテイ議会との協議を71[iねざせて「|工|民の通行
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権」を明確にした。通行権が地図に示されると，通行権に関する紛争が起き

た場合，通行権の存在を示す決定的証拠となった。

ナショナル・パーク法で新たに迫力Ⅱされた権限は以下の３点である。第一

に，新しい通行権の設定，第二に，パブリックパスの迂回（diversion）と閉

鎖（closure)，第三に，長距離ルート（Iong-distanceroute）の設定，である。

新しい通行椎の設定とは，第３９条で「カウンテイ・バラ議会あるいはカウ

ンテイ・デイストリクト議会は，管Dlil;地域内のフットパスや乗馬道を公有地

とするため，当該土地の所有者と協定を結ぶ権限をもつ」と規定している。

すなわち，議会は，ここ地所有者と協定（パプリックパス協定“publicpath

agreement''）を結ぶことで私道（フットパスや乗馬道）の権利を取得するこ

とだ。この協定によって，土地所有者の権利だった私道が公有地（公道）と

なった。

パブリックパスの迂ｌＩＩ１は，第４２条によれば「パブリックパスにより土地

所有者が支障をきたす場合，議会と協議をおこない，議会はパブリックパス

を迂|回|させる指令（迂|回|指令"diversioIIorder"）を作成し，大臣の認可によ

って施行する｣。すなわち，既存のパブリックパスをＨ１鎖する場合は，当該

地域を迂回する新しいパブリックパスを設置して通行権を保証するものだ。

一方，パブリックパスの閉鎖とは，第４３条によれば，「議会は，迂ｌｎｌ指令

によってパブリックパスが公衆に必要でなくなったと判断する場合，指令

(閉鎖指令"extillguishmentorder"）を作成して１１１１鎖する」と規定している。

なお，このiilii指令とも，議会との協議後に公道当局が該当地域の測量をおこ

なって地図を作成し，公表する。

長'111雛ルートは，公衆の徒歩旅行を可能にするため，パプリックパスを繋

ぎ合わせて延長したものである。この長距離ルートを設定する法的な責任は

ナショナル・パーク委員会がもつ。第５１条によれば，「ナショナル・パーク

委員会は，イングランドおよびウェールズで，公衆が公道に沿って徒歩ある

いは乗馬でljijJWi囲な旅行ができるように特別なルートを設定する権限をもつ。

当該ルートを設定するために委員会は，本条項のもとに報告書を作成し，担

当大臣（都TIj・地力計画大１１１）に提出しなければならない」と規定している。

ナショナル・パーク委員会は，都市・地力計画大'１１に提出する報告書に当
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該ルートを示した地|叉|を禍jliliし，委員会の諸提案を記城する。その諸提案の

主な内容は，第一に，既存のパブリックパスの改韓，第二に，新たなパブリ

ックパスの設置，第三に，ルートを完全にするために必要とされるフェリー

(渡し舟）の供給，第'１１１に，ルート沿いに宿泊施設を設置すること（以上，第

51条から第55条)，である。こうして，ナショナル.パーク委員会は，都市．

地方計画大臣の認nJにより，長Ni雌ルートおよび諸施設を設定する。

なお，現在この長lIllI剛ルートのうち，歴史，景観，蝋llli状Jilなどアメニテ

イに優れているルートを，カントリーサイド委員会は「ナショナル・トレイ

ル」として認定している。ナショナル・トレイルに認定されると，その維持
（24） 

管;理コストは同委員会が４分の３を負担し，地方当)可が４分の１を負担する。

このため，ナショナル・トレイルに選定されるには，認可条件としてのフッ

トパスが十分に維持↑籾Mされていること，アメニテイに優れていること等が

求められ，当該地域がいかに熱心にフットパスの維持管理1に取り組んでいる

かが大きなポイントとなる。

６オープン・カントリーへのアクセス（Acccsstoopencountry）

第５部は，オープン・カントリーへのアクセスについて規定している。

オープン・カントリーとは，第59条によれば「優れた'１１，ムーア（moor)，

ヒース（heath)，ダウン（down)，臆（cliff)，渚（foreshore）等の地域」と

規定している。

オープン・カントリーは，私有地でも，カントリーサイドにアメニテイを

もたらしている地域で，パブリックパスとは違った而的な|=|然に親しむレク

リエーションの場としても大切な地域である。そこで，ナショナル・パーク

法では，公衆が私有.地であるオープン・カントリーへ'二'''１に出入りして，自

然に親しみながらレクリエーション活動をおこなえるような施策が盛り込ま

れた。

同法制定以前から'慣習的に存在した通行権と違って，オープン・カントリ

ーへの利用権はそれまで存在しなかった。したがって，ナショナル・パーク

法の制定で，地方計仙i当局はオープン・カントリーを設定する権限を得た。

地方計画当局は，オープン・カントリーの設定にあたり，つぎの三つの手段
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を誠ずる゜まず第一に，当該地域

の土地所有者との間でアクセス協

定（acccssagreement，以下，協定

と表記）を結ぶこと（第64条)。

第二に，アクセス指令（access

ordcr，以下，指令と表記）を発令

すること（第65条)。第三に，土

地を取得すること（第77条)，で

ある。

地方計lmi当局が，土地所有者と

の間で協定を結ぶ場合，都市・地

ill11jlilllliiliiiiii 
率ＬｌＷ,『鯛

図５カントリーサイドで一般的にみられる￣…￣…～-,1Ｍ－--,-,,Ｗ１－m‐～

石造りの塀とスタイル（slile） 方計1山i大ｌｌｉの承認が必要でγ協定

(PcakDislrictNa1i()n$ルlrk,城提供:lll俣修瀞）が不首尾に終わった場合，地方計

im1i当局は大ＩＨＩの承認を得て指令を

発令する。その場合，地力計ｍＴｊは当該土地WTｲｲ者に対し，損失補償をしな

ければならない。土地の取得には，所定の手続きを経たうえでの強制収用も

規定されている。なお，地方計lIlli当)計は，これら協定や指令を施行する際，

対象地域を地図に示して公衆に公表しなければならない（第78条)。一方，

オープン・カントリーの対象地域がナショナル・パーク内である場合，地方

計画当局は，ナショナル・パーク委員会と協議をおこなった後γ協定もしく

は指令を施行する。

協定，あるいは指令が施行された地域の土地所有者は，公衆の便宜のため

に，新しいアクセス手段を設ける（第67条)。具体l'Ｍこは，パブリックパス

のルートが農地や放牧地を横断する地点では，土地所有者はその境界である

生垣や石垣に，公衆が支障なく通過できるようにゲート（gate)，踏み越し

段（stile)，階段（stairs）を設け，維持管理すること。また，境界に溝

(ditch)，沼(1)og）のような天然の水路（watercourse）がある場合は，公衆

がそれらを渡ることができるように橋を架けることだ。利用者は，オープ

ン・カントリーの'1然や景観に損害や妨害を与えないために作られた規則を

守る限り，不法侵入者（trespasser）として扱われない（第60条)。
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１９６８年にナショナル･パーク法を受け継いだカントリーサイド法（Country‐

sideActl968）では，オープン・カントリーの定義を，森林，河川，運河お

よびこれらの水路に|隣接した土地にまで広げ，レクリエーションの範囲をさ
（25） 

らlこ広くした。

７追加条項（General,FinancialandSupplementary）

ナショナル・パーク法の第６部では，諸条項の追加として以下の６項目か

ら構成されている。

農業および森林の保護（第84条）

ナショナル・パーク委員会の一般的権限と義務（第85条，８６条）

特別自然景観地域（第87条，８８条）

地方計画当局の一般的権限（第89条～94条）

財政上の諸条項（第95条～100条）

追加条項（第101条～115条）

以下，これらのうち特別自然景観地域，ナショナル・パーク委員会と地方計

画当局の一般的権限を検討することにしたい。

（１）特別自然景観地域（Areasofoutstandingnaturalbeauty）ダワーおよ

びホブハウス両委員会はともに，ナショナル・パーク以外に高度な景観，野

生生物，レクリエーション的価値のある諸地域をナショナル・パークのよう

な管理は必要としないが，「保全区域（conservationareas)」として保護すべ
（26） 

きであると勧告した。そこで，ナショナル・パーク法では，ナーショナル・パ

ーク委員会に，ナショナル・パークとして指定した地域以外に，ナショナ

ル・パークに匹敵する優れた景観美を持つ地域を「特別自然景観地域（areas

ofoutstandingnaturalbeauty)」として指定する権限を与えた（第87条)。特

別自然景観地域は，ナショナル・パーク委員会が対象地域の地方計画当局と

協議をおこなった後，大臣の認可により指定される。また，ナショナル・パ

ーク委員会は，指定地域を『ロンドン・ガゼット』および対象地域内で配布

されている地方新聞に掲載して公衆に公表する。

この特別自然景観地域は，ナショナル・パークのような積極的な管理はお

こなわれず，したがって通常は駐車場，キャンプサイト，案内所等の公共施
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表２カントリー・コード（countrycode）

①カントリーサイドを楽しみ，そこに住む人の生活と仕事を大切にしよう
②火の元に十分注意しよう

③牧場柵のゲートは閉め忘れないようにしよう

④犬は引き綱につなごう

⑤農地を通るときはフットパス（歩道）からはみ出さないように歩こう
⑥牧場柵を飛び越えないでゲートやスタイルを利月jしよう
⑦家畜，作物，農具には手を触れないようにしよう

⑧ゴミは持ち帰ろう

⑨水を汚さないようにしよう

⑩野生生物を守ろう

⑪道は気をつけて歩こう

⑫騒音をたてないようにしよう

出所：JollesaI1dGal･I1er［1997］ｐ２９５．

設も設置されない。しかし，これら地域は，公衆のアメニテイのために特別

な保護を受けており，指定地域内での開発事業は厳しく制約されている。

（２）ナショナル・パーク委員会および地方当局の一般的権限と義務ナショ

ナル・パーク委員会は，ナショナル・パークやその他カントリーサイドへの

来訪者に対し，ナショナル・パークの所在地やアクセスルート等の情報を提

供し，また，その地域の歴史，特徴，動物相や植物相について学習できるよ

うにガイドブック等を作成することを義務づけられた。

また，同委員会は，来訪者によるナショナル・パーク内での自然や景観等

の保護のために，規則を作る権限を得た（第86条)。この規則は「カントリ

ー・コード（countrycode)」と呼ばれており，来訪者の行動を適切な水準に

保ち，かつ，カントリーサイドへのアクセスを一層発展させることを意図と

している。この規則は現在１２項目あり（表２参照)，カントリーサイドを訪

れる人びとを対象としたガイドブックやリーフレットに掲栽されている。

一方，地方計画当局は，管轄するナショナル・パーク，特別自然景観地域，

オープン・カントリー内の自然・景観の保護のために条例（byelaws）を作成

する権限を得た（第90条)。主な内容は，交通機関の制限。ゴミ投棄の禁止。

たき火の禁止，などだ。これら条例の作成には，その地域がナショナル・パ

ークおよび特別自然景観地域である場合，地方計画当局はナショナル・パー

ク委員会と協議しなければならない。
（27） 

また地方計画当局は，この条例lこより管轄地域で「ウォードン（warden)」
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と呼ばれる管理人を指名する権限を得た。指名された管理人は，公衆へのア

ドバイスや援助をおこなう義務がある（第92条)。現在，この管理人は，ナ

ショナル・パークの職員を筆頭にフルタイム・スタッフからパートタイム，

ボランティアにまでさまざまな人たちが関わっている。

イングランドの代表的なカントリーサイドであるコッツウォルズ地域では，

コッツウォルズの景勝地を保全するために「コッツウォルド・ボランティ

ア・ウォードン・サービス（CotswoldVolunteerWardenService)」という組

織が1968年に設立され，現在220名の管理人が活動している。その主な活

動内容は，来訪者を必要に応じて案内するガイド・ウォーク，地域内の保

守・修繕作業をするワーキング・パーティ等である。また，ガイド・ウォー

クを企画し，カウンテイ議会に提出して年間のイベント・スケジュールを作
（28） 

成し，インフォーメーション・センターを通じてそのI青報を提供している。

おわりに－日本の国立公園制度の展望を図りながら

イギリスの「ナショナル・パーク法」は，カントリーサイドでの公衆の'慣

習的なレクリエーションの要望を基礎に制定された。そして，オープンスペ

ースとして確保されたナショナル・パーク，特別自然景観地域，オープン・

カントリー，アクセス手段は，公衆に開かれたアメニテイの場として定着し

た。オープンスペースとそこへの自由な公衆のアクセスが，当該地域の土地

所有者とのバランスをはかりつつ維持され，両者の主張が衝突する場合は，

法律を根拠に公衆に有利に解決された。この考え方は，ナショナル・パーク

を設定する時，自然環境の保全は「国民の世襲財産」であり，「何にもまし
（29） 

て通行権の便宜があるべきである」としたスコット委員会の*R告に象徴され

ている。

「ナショナル・パーク法」は，１９６８年にその原理と内容をさらに拡大した

｢カントリーサイド法（CountrysideActl968)」へと展開した。この法律は，

ナショナル・パーク委員会をカントリーサイド委員会（CountrysideCommis‐

sion）に改組した。ナショナル･パーク委員会は，主としてナショナル･パー

クを管轄したのに対し，カントリーサイド委員会は，カントリーサイド全体
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を管l階することになった。また，カントリーサイド委員会は，公衆によるナ

ショナル・パークやその他のカントリーサイドへの過剰利用を避けるため，

新たにカントリー・パーク（countrypark）を設置する権限をもった。さら

に，「カントリーサイド法」は1981年に「野生生物・カントリーサイド法

(WildlifeandCountrysideActl981)」へと展開した。

現在では，カントリー・パークを新たに設置するよりも，通行権（rightof

way）の拡充によるフットパスのネットワークを盤|Niした「ナショナル・ト

レイル」に力を入れている。すなわち，カントリー・パークのような限られ

た面積をレクリエーションの場として利用するよりも，広大なカントリーサ

イド全体をアメニテイ利川の対象とし，また，野生生物とのふれあいの場と

して自然環境の保全へとつなげようとする意図なのであろう。

今後の展望をはかる意味で，視点を'三１本に移してみたい。日本でも「自然

公園法」があり，その起源はlﾘＩ治時代まで遡る。わが国ではじめて公園ｉＩｉＩｌ度

が設けられたのは，1873年（lﾘ|治６年）の「太政官布告第１６号」である。

これによると，古来の名勝，Ⅱ]跡で官有地に属するものは，造営物公園とし

て設定された。つぎに，1911ｲ1二（明治44ｲｌｉ）の第２７１回1帝国議会に「匡1設大

公園設置二関スル建議案」が提出され，これが国立公園設置へ向けての最初

の動きだった。国設大公園とは，現在の|工|立公園のことを指しており，富士

山一帯をそれにしようという提案であった。また，この帝国議会には「史隙

及ビ天然記念物保存二関スル建議案」も提出されており，１９１９年（大正８

年）に「史蹟名勝天然記念物保存法」（後の「文化財保護法｣）が制定されると

同時に，「国立公園法」制定への準備が始まった。

「自然公園法」の前身である「国立公|童|法」は，1931年（昭和６年）に制

定され，１９３４年（昭和９年）から，瀬戸内海，雲ｲ１１１，｜]光などの国立公園の

指定が始まった。その後，戦争突入と|可時に公園行政はいったん停止され，

戦後の1946年（昭和２１年）に｢l丁開された。また，１９４９年（昭和24年）には，

｢国立公園法」の一部が改研:され，「国立公園に準ずる区域」（後の国定公園）

の規定が設けられた。つづいて，１９５７年（昭和32年）「国立公園法」が「自

然公園法」へと改正され，国立公園，国定公園，都道府県立自然公園の３種

類の自然公園が制度として確立され，現在に至っている。
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わが国の|玉|立公園flill度は，先述したように「地域制」を採用している。そ

れは，国立公園区域のここ地所有権，管ＩＭＩ;を国が取得して公園利川のみの'三Ｉ

的で専用することは，わが国の土地所行や利)Ⅱ状況から不可能だからだ。国

立公園の土地所有状況は，合計iniWi1i2万５００ｋｍ2の1人１，｜玉|有地は６２％，私
（30） 

有地は２４％だが，その'玉|有地の多くが公l承I行政を担当する環境庁の所管で

はなく，林野庁の所管となっている。これは|玉|立公園の対象地域が，もとも

と御＃１１１領としての幕府の直Ｉ階から，宮内省櫛僻の御料地を経て，さらに帝室
（31） 

林野から|司有林野へと移管された歴史による。また，私有地に関して，公l詞

利川のために所有権を否定するような公川制限を課すことは，憲法第２９条

財廠権不可侵の建前から雌しいと)i1Aわれる。したがって，公園目的のための

完全な管珊が難しく，これがわが国の'五|立公園制度の－帝のウイークポイン

トだ。

本章で提示したイギリスの国立公ljljililill度と'三|本のflill度をiii純に比較するの

は難しいが，以下の３点があげられる。

第一は，｜玉1立公園の横;J1'1システム。イギリスのナショナル．パークは，日

本と同様の「地域制」を採用しているが，各公園ごとに狐'二|の管fM1迦営をお

こなっていることはすでに述べたとおりである。一方，’三|本の国立公園は，

上述したような事情から，独自の公|髄'’１籾11をおこなうことが難しくなってい

る。

第二は，公園計画。イギリスのナショナル．パークは，設定されると不可

逆的となり，公園利１１１以外の計iIlDiは厳しく制限される。’三|本は公園計lmiの見

直しをする際，周囲の|｝'1発の影響を受けて公園の景観の質が落ちた場合，公

共事業の開発計画に合わせるかたちで当該地域を公園区域から除外したり，
（32） 

保護区域から格下げをおこなう等の現状追認型lこなっている。

第三は，公園内の土地の取得。イギリスでは，パーク内の私有地で臼然的

関心の高い地域を所定の手続きを絲た上で大臣が強制的に取得できる権限を

法律で規定している。日本では，法律に規疋はないが，土地所有者との合意

のもとで都道府県は私有地を買い上げることができる。その場合は，｜正1から

都道府県に補助金が交付される。

｜｣本の|玉1立公園制度について検討する際，本章が提示したイギリスのシス
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テムは示唆に富んでいる。したがって，今後の課題は，公園制度における

｢地域制」ゆえの'1Ⅱ題点の解lﾘ]に努め，公園利用と自然保護の対立問題につ

いての独自の概念および管理政策を追求することである。

注
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す進行していき，その給采，公衆はコモンを失い，みずからの生活を奪われることと
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として挙がっている。
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第３章５カ国サラリーマン

「余||段とレジャー」の国際比較

Ｉレジャーに不満な日本人

わが国の年間総労働時間は１９９７年に１９００時間となった。しかし，余暇開

発センターの『レジャー白書』によると，余暇を軍視する人の割合が34.8

％で３年ぶりに前年を下まわり，｜司曰書は，余暇時間が拡大したのにレジャ

ーへの関心が後退したのは，「先行き不透り]な不安から，つつましく日常的

なレジャーに向かっているため」と分析している。

まったく先の見えない金融システム不安やデフレ・スパイラル，さらには

せまりくるリストラの不安の'1]，サラリーマンやＯＬたちも今はレジャ－だ

旅行だと，浮かれている雰囲気でないことは確かである。しかし，こういう

サラリーマンやＯＬの“縮み志向”も，去年の４月以降この１年半ばかりの

ことである。

振り返ってみればこの１０年，２０年，日本人のレジャーをとりまく条件と

その行動は，飛跳的に充実し，拡大してきたことはlﾘ]らかである。そのひと

つは，余暇時間の拡大である。いまから10年前には，２１００時間を上回って

いた年IHj総労働時間も，いまや１９００時IlUとドイツ，フランスまではいかな

いが，アメリカ，イギリス並みのグローバル・スタンダードにまで達した。

この労働時間短縮の結果，休口・休暇が燗え，マクロでみる限りサラリーマ

ンやＯＬたちの「余暇・レジャー時間」も急激に増大した。

それにともない，日本人のレジャーも，旅行ブーム，海外旅行ブーム，グ

ルメブーム等々に乗って，多様化・高度化がすすんだことは周知の事実であ

る。ちなみに日本人のレジャーの“王者”海外旅行者数は，1985年当時は

年間500万人程度であったが，９０年には１０００万人の大台を突破，９６年には
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1700万人にいま一歩という水準にまで達した。パリに行けば，日本から来

たＯＬたちが街中を闇歩している。若い女性の事務職で，毎年海外まで旅行

に出かけているのは，世界広しと言えどもニッポンのＯＬだけである。

しかしながら，日本人のレジャーにたいする不満感は，依然として根強い。

電機産業の労働組合であるfu機連合の『生活意識調査』では，組合員の生活

諸側面での満足度・不iiMi度を調べているが，そのなかにもレジャーについて

の設問がある。ここで，男性既婚者に「我が家のレジャー水準」について聞

いているが，６５．５％の人が「不満だ」と答えている。この不満度の高さは，

住宅への不満（38.5％)，労働時間・休lIlilへの不満（45.5％）よりもはるかに

高く，税金（94.4％)，年金（89.6％）に次いで，賃金（69.4％）と肩を並

べる不満の多さである。これはいったい，どうしたことだろうか。

日本人が不満の多い国民であることは，なにもこの調杏に限ったことでは

ない。この１０年，レーバー･エコノミックスの“業界”でも|玉1際調査が大流

行で，ネコもシャクシもの観を呈している。これらの|工||際比較調査のさきが

けともいえる，電機労連（現雨機連合）の『電機労働者の国際意識調査』

(1984年）では，日本人は「会社への不満」が調査対象の１()力国中もっとも

高いというファクト・ファインデイングがはじめて明らかにされた。その当

時は，どうせ労働組合がやった調査だから，サンプルがおかしいのではない

か，と半ば疑いの目で見られたものであるが，その後の国際調査でも同じよ

うな結果が出るに及んで，「不満の多い日本人」というコンセプトが市民権

を得た。こうなると，学者の先生方もなんらかの解釈を迫られ，そこでほぼ

共通のコンセンサスになったのが，「日本人が会社に対して不満が多いのは，

会社と個人の関係が安定していて，とりわけ雇用が安定しているからだ｣，

という解釈である。扉川が安定しているのなら不満はないのではないか，ざ

にあらず，夫婦関係も|両ｌｃで安定しているうちはお互いに不満を言い合うが，

関係が冷めてくるとだまって文句も言わなくなる，これがわれわれの“業

界”では共通の認識である。だから，いくら日本人は不iiMiが多いという調査

結果が出ても，少々のことでは鯖かなくなっている。

ところが，電機連合の『4k活意識調査』の独身者についてみると，「自分

のレジャー水準」について，若い男性は６０．０％，若い女性も６８．１％が「満
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図１レジャーのiiMihL度・不満度

満足不満

既始男性

独身男性

独身女性

足だ」と答えている。｜司じ日本人でも，レジャーの水準について男'性既婚者

と独身者とりわけ若い女性との間には，「不満」と「満足」がまったく逆転

しているのである（図ｌ)。

どうして，家族持ちのサラリーマンはレジャーについてこうも不満が多い

のだろうか。本章では，’－１本人のレジャーにたいする「不満」層の中核をな

すと思われ，かつサラリーマンの代表選手でもある男性既婚者のレジャー意

識と行動について，国|際比較を交えながら考えることにしたい。

Ⅱ「余暇なし，レジャーなし」のウィークデー

生活時間の調査では，わが国でもっとも権威と伝統のあるＮＨＫの『国

民生活時間調査』（1995年）によると，日本人の成人男性の「レジャー時間」

は，平日で１日平均55分である。この成人男性のなかには，自営業や大学

の先生，’二''三'三1業，あるいは無職の人も含まれているので，サラリーマンとい

うことに限定すると（男の勤務者)，わずか３７分ということになる。

ＮＨＫの「生活時間調査」における定義によれば，レジャー時間とは，①

スポーツ，②行楽・散歩，③趣味・娯楽・教養にかけた時間である。サラリ

ーマンが，平日にこうした生活行動にかける時間が３７分というのは，いっ

たい長いとみるのか，短いとみるか，である。この調査によると，男,性サラ

リーマンでも２０歳代のレジャー時間は５２分，大学生の場合は１時間３０分

だから，たしかにこれに比べると短い。

しかし，こんなことは当たり前で，毎日会社に行って仕事をしているサラ

リーマンと，毎日が「ほとんどレジャーランド」といわれる大学生の「レジ

ャー時間」を比較すること自体意味がない。ＮＨＫの調査から得られる情報

5６．５ ４３４ 

６８．１ ３１．４ 
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'よ，基本的にここまでである。

そこで，諸外国のサラリーマンのレジャー時''１１と，日本のサラリーマンの

レジャー時間はどうなのか|玉11際比較してみたい。これが可能な調査は，筆者

が手がけた連合総研の『ニバヶ国生活時|Ｈ１調査』である。1990年と９６年の２

回にわたっておこなわれているこの訓森は，ＮＨＫ調査に比べるとサンプル

数ははるかに少ないが，５カ国いずれも|司じ調査票で，｜司時期に，調査対象

者をそろえて実施されているところに特色がある。以下，この調査を利用し

て，’三1本のサラリーマンの余暇レジャー時''１１について，｜玉Ⅱ際的視野から吟１床

したい。

普通の人''１１の生活リズムは，夜寝て，昼|Ｈ１は起きている。これは各国共通

である。平日のサラリーマンは朝起きて，昼ＩＩＵは会社で仕事をして，家に帰

って夜寝るのが普通である。夜勤や交替制勤務でない限り，平日のサラリー

マンの生活リズムはこの繰り返しである。

ところが，１日は２４時'''１しかない。これも万国共通である。この限られ

た時ＩＭＩの''１で，睡眠，仕zlニル通勤，食馴などの必要生活ｌ１ｆＩｌＩｌ，あるいは家事

や余暇，交|際などの時'''１をﾙ|lみ入れ，１日の生活リズムをつくっている。こ

うしたさまざまな生活行iDl1を１日２４時'''１のなかにどのように組み入れるか，

その時間配分の仕方によって人々の生活スタイルが形成される。ところが，

その生活行動の組み入れ刀と時間配分の仕方は，人によって国によって異な

るが，とりわけ日本と欧米のIHIでは大きな速いがある。

この調査は，欧米先進諸|玉|と日本の労働者の生活スタイルを比較するため，

アメリカ，イギリス，フランス，ドイツ，および'1本の５カ国について調べ

たものである。調査の方法は，５力|正|の調査対象者にアンケートカ式で「１

日２４時間を１５分刻みで生活行動のすべてを記入」してもらい，それを平1１

２日，士lMil・'三１１畷の計４１三'''１１にわたって調べている。

国際調査の常識として，各国ともサンプル椛成をそろえる必要があるが，

この調査もこの点は充分考慮されている。このうち，この分析では，①製造

業（自動車・電機）の工場勤務，②男性既蜥者，子供あり，③月～金１１羅曰出

勤，ｔｌ１ｉｊＭ・ｌ－ＩｌＶＩｌｌ－Ｉが体'三|の人のデータを利１１jする。

この調査は，各国の労働$１１合を通じて実施されたが，洲森票の回収は各国
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図２５カ国生活時''１１の構成比較（月|Ｍ１～金lIi1l｣）（ili位，時間：分）

会社時ＩｌＵ家事時'''１生】Hl1的時間自由時間

日本

Ｏ・］０

アメリカ

:０１ 

ドイツ

０：３４ 

イギリス

０：４７ 

フランス

Ｏ：５４ 

注1）会社時'''１には労働時'''１，通勤時間，休憩時間を含む。

２）生理的lMFI1l1はｌ１Ｊｍ時'''１，食事時間，保健衛生・身の|血1り時||{１．

３）目''1時|H1は余暇・交際，教会，組合・政治活動等。

出所：連合総研［1996］「生活時'''１の実態に関する調査｣。

|又'３平1]の41i活１１洲1とアクティブfliiililI＃llIl（時：分）

起床始業 終業/退社 就寝

アメリカ５:00-6:50-------------→15:26/15:30-22:4５

ドイツ５:1５し6:55--------------→15:40/16:15￣22:４５

日本６:30-つ8:1９１７:10/18:45￣23:1５

出所：図２に同じ。

ばらつきが生じたが，全体の傾向をつかむに十分なデータをうろことができ

た。その結果の特徴は，以下の通りである。

まず，５カ国の生活時間の構成をみると（図２)，一見して明らかなことは，

日本の会社時ＩＨＩが長いことである。この会社時間には，労働時間，休憩時間，

その他会社での食事時間，通勤時間など会社に関連するすべての時間が含ま

れている。会社時'''1をみると，アメリカが１０時間３８分，ドイツは９時間５４

分など１０時間前後なのに対して，日本だけは１１時間４６分と圧倒的に長い。

日本の会社時'''1が長いのは，もともと所定労働時間が長い上に，残業時間

が多いことに力Ⅱえ，始業前と就業後に職場にいる時間が長いからである。欧

１１：４６ ｇ：３６ ２：２６ 

１０：３８ ｇ：１０ ３：１０ 

ｇ：５４ ｇ：４２ ３：５４ 

ｇ：３８ ｇ：５４ ３：４２ 

ｇ：４３ １０：１３ ３：０９ 
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米では，始業直前にIMI場に入り，仕事が終わったらさっさと帰るのに対して，

日本は始業前に早く出勤して，仕事が終わってもブラブラしてなかなか帰ら

ないからである。その背景には，仕事の準備作業や制服の蒜替えや，後片付

けや付き合い残業などの職場'慣行があるからである。

以上は，これまでにも言われてきた常識であるが，この調査には平日の生

活スタイルを考える｣二で二つの重要なファクト・ファインデイングがあった。

図３がそれをまとめたものである。

第一は，日本と欧米とでは，出勤時刻および退社時刻が違うことである。

例えば，アメリカやドイツでは，５時過ぎには起床して，６時半過ぎには出

社し，始業は７時前である。’三１本は，ちょうどこの頃にやっと起き出し，出

勤は８時半ごろである。また，終業時刻は，アメリカでは１５時３０分，ドイ

ツでも１６時１５分には大半の人が退社している。ところが，日本は１８時４５

分になってやっと会社を出ている。

第二に，昼休みの長さである。「昼食および休憩時'''1」は（昼休み以外の休

憩・休息時間も含まれているので１０分Wi1度長めであるが)，アメリカが５４分，

ドイツ４２分，イギリス３９分，フランス４５分に対して，’三１本は１時間９分

と最も長い。要するに欧米では，昼飯も昼休みもなるたけ短く，さっさとき

りあげて，その分仕事を早く終えて，早く家に帰ろうという働き方である。

これに対して日本はというと，昼休みをゆっくりとって，家に帰るのは遅く

なってもいいという働き力である。

以上の二つのことは，サラリーマンの平｢1のレジャー活動を考える上で，

きわめて重要である。アメリカやドイツでは午後４時ごろに退社して，その

後のアフター・フォーから寝るまでの時''１]帯は，｜=１分が'二'''1に使える“アク

ティブ時間”である。この“アクティブ時|M1”が，午後３時台に仕事を終わ

って４時頃から始まるということは，まだUjるく，それだけアクティブな生

活行動がしやすいということである。ｌﾘ]るいうちに家に帰るアメリカやドイ

ツでは，きわめて多様かつ蝋富な生活行動ができるのである。これに対して

日本では，退社するのが午後７時少し前，通勤時間を考えると家に着くのは

午後８時に近い。これから寝るまでが'三|本のサラリーマンの“アクティブ時

間”であるが，この時|111では夕食に－杯やって，ナイターでも見て，風呂に
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表１平'三Iの家事時''１１と余lIlルレジャー時'''１（111位，時間：分）

日本アメリカドイツ

家事時ＩＭＩ

余暇・レジャー時間

家族と一緒にすごした時'''１

友人や同僚とすごした時'''’

ひとりですごした余'''２時|Ｈ１

新'111．雑誌・ＴＶ等の時'''１

Ｏ：10 

２：11 

0：２６ 

０：10 

0：１９ 

１：1４ 

１：０１ 

２：`11 

0：５１ 

０：1７ 

０：２９ 

１：0２ 

０：３４ 

３：２６ 

１：００ 

０：２０ 

０：２１ 

１：４５ 

111所：図２に同じ。

入って寝るしかない。

平日におけるこうした“アクティブ時間”の主な生活行動として，家事と

レジャーの二つが考えられる。これについてまとめたのが，表１である。ま

ず，家事時間であるが，アメリカでは６１分，ドイツはやや短いがそれでも

34分，イギリス４７分，フランスは５４分である。ところが，日本の男'性は

わずか１０分にすぎない。次に，余|暇･レジャー活動はどうか。これもアメリ

カが２時間４１分，ドイツはこれが長くて３時間２６分となっている。これも

日本は２時間１１分と短い。

まだ日のあるうちに家に帰る人と，日もとっぷり蝉れて８時近くに家にた

どり着く人の差が，ここにでてくる。

ここでの「余|暇・レジャー活動」には，①家族と一緒にすごした余暇時間，

②友人や同僚とすごした余暇時間，③ひとりですごした余暇時間，④新聞，

雑誌，テレビ等の時間，の四つが含まれている。日本は，①から③まではい

ずれも欧米に比べて短いが，「新聞・雑誌・テレビ」だけは欧米並みの水準で

ある。家に帰って，ビールでも飲みながらテレビを観るというのが，平日に

おける日本のサラリーマン唯一の余暇・レジャーなのである。

たしかに，この調査結果でみるかぎり，ドイツやフランスでもよくテレビ

を観ているが，それ以外にも「家族と一緒に」とか「友人と一緒」の余暇活

動にも時間を使っているところが違う。それに力Ⅱえて，家事や家族的交際，

教会活動など生活行動がきわめて多様かつ活動的である。

以上，平日における日本のサラリーマンの生活スタイルをまとめると，会

社時間が長くしかも帰宅時間が遅く，そのため“アクティブ時間，，がきわめ

て短く，したがって余|暇・レジャー活動や家事に割く時間も少なく，その活
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動も乏しい，というわけで総じて生活にやすらぎが感じられない。

Ⅲ土日は「家庭サービス」で忙しい

平日には，テレビを観る以外ほとんど余暇・レジャーをやっていない日本

のサラリーマンも，土|曜日，日曜日になると様相が一変する。平日には質・

量ともに見劣りしていた日本のサラリーマンの「余暇・レジャー活動」が，

休日には少なくとも時間面では欧米並みの水準に達するのである。

図４は，休日における「余暇・レジャー時間」の５カ国比較である。余暇

レジャー時間合計では，９時間１０分と，ほとんどドイツ，イギリスと肩を

並べるトップ水準にあることがわかる。

それは，平日にできなかった分を取り戻しているというべきか，日本のサ

ラリーマンは休日になると一転して余暇・交際時間がもっとも長い国の部類

になる。平日にできない家庭サービスを，土曜，日||認になるとその穴埋めに

精を出すのである。例えば，「家族と一緒に過ごす余暇時間」は３時間２６分

と５カ国中トップになっている。ちなみに，平日の「家族と一緒にすごす余

暇時間」は，たった２６分であるから，平日にできなかった分をせっせと取

り戻しているのが，これからも分かる。

１週間の生活時間の配分，言い換えれば平日と休日の時間のバランスが，

日本のサラリーマンの他国にない際立った特色である。

図５は，1週間の「家族と一緒に過ごす時間」を平日と士・曰とに分けて，

図示したものである。「家族と一緒に過ごす時間」が，平日よりも土･曰の方

が長くなるのは，各国とも共通していることである。それでもアメリカ，ド

イツでは，土曜日で平日の３～４倍，曰|雇曰でも４～５倍程度である。ところ

が，日本では土}濯曰は平日の７倍強，日|曜日は９倍にもなっている。

このことは家事時間についてもいえることである。日本のサラリーマンの

生活時間は，1週間というタームでみると，平日と休日がバッサリと分割さ

れていて，しかも少ない平日の分が休日になだれ込んでいるのである。

いま一度図４をみてもらいたい。ここで気になることが二つある。

ひとつは，「家族的交際時間」が日本はきわめて短いことである。アメリ
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｜又'４体|]の余１１１鼬交際1時'''１のWli成（ﾘj''1|ｉ既ｌＩＷ打・夫婦と子ども）

Ａ ＢＣ ， ＥＦ〈合計：

Zl-ll85〈5500〉
分〉

Ｈ本 206.1 80.2 ３７．６ 185.6 

アメリカ 164.4 28.9 1０ <4172〉102.9 75.4 1４．３ 

ドイツ 208.6 41.0 4.3〈5635〉56.0 191.6 62.0 

イギリス 164.3 64.2 55.4 18.6〈545.9〉176.4 66.8 

143.2 フランス 52.1 69.6 19.3〈503.6〉170.7 48.6 

０６０１２０ 

④家族と一緒に過ごした余暇時間

⑩新聞・雑誌・ＴＶ・ラジオ

}||所：図２に同じ。

１８０２４０３００３６０４２０４８０５４０６００ 

⑱|同|僚や友人と過ごした余暇時'''１．ひとりで過ごした余暇||#間

⑰家族的交際など私的交際⑦仕事の相手・同僚との交際

'又'５家族と一緒の時'''１の平[l：二|川の比較

時間

３:５５ ３:５０ ４ 
3:４３ 

３：ｌ(） 
３:0１ 

３ ２:４８ 

２:２６ 2ii4q2:2２ 

２:０６ 

舌l1il：舌|震|屋 音|毒|墨

土
曜

平
日

言|壷|黒
２ 

日
曜

日
曜

ijl 
１ 5１ 

3１ 

0 

｜]水

Ill所：図２にｌｎ１じ。

アメリカ ドイツ イギリスフランス
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表２」二ＩＭＩ二Illi1の余lIlルレジャー行動の比較

日本ドイツアメリカ

家族と一緒（40.8） ＴＶ・ラジオ

家族と一緒

ひとりの余暇

ＴＶ・ラジオ

(24.2） 

(226） 

(16.1） 

(19.4） 

土1濯日午前 家族と一緒

子供の世話

家屋の修理

家族的交際

(26.3） 

(26.3） 

(21.1） 

(18.4） 

家族と一緒

家族的交際

ＴＶ・ラジオ

家族と一緒

ＴＶ・ラジオ

(51.5） 

(14.6） 

(19.4） 

(27.2） 

(650） 

午後

家族と一緒（22.6）

ＴＶ・ラジオ（46.8）

夜 家族と一緒

家族的交際

ＴＶ・ラジオ

(21.1） 

(18.4） 

(23.7） 

、曜日午前 教会の礼拝

家族と一緒

家族と一緒

家族的交際

(20.0） 

(25.0） 

(35.0） 

(20.0） 

家屋の修Ⅱ'１（13.2） 家族と一緒

子供の世話

家族と一緒

ひとりで余暇

(37.9） 

(13.8） 

(40.4） 

(12.8） 

午後 家族と一緒

友人との交際

家族的交際

ＴＶ・ラジオ

家族的交際

(36.6） 

(17」）

(17.1） 

(63.2） 

(11.8） 

家族と一緒

家族的交際

ＴＶ・ラジオ

夜 (25.0） 

(26.0） 

(30.0） 

家族と一緒（24.5）

ＴＶ・ラジオ（56.4）

注）（）内は行為者の比率（％)。

出所：図２に同じ。

力，ドイツでは，1時間強の時'111をこれに割いているが，日本はわずか２２

分にすぎない。アメリカなどでは，おそらく家庭のパーティーに招待された

り，招待したりと，家族単位の交|際が活発なのだろうが，日本にはこうした

生活行動はあまり見うけられない。

いまひとつは，「ひとりで過ごした余暇時間」が，’三１本が一番長いことで

ある。サラリーマンの土|雁曰，’三ｌｌｌ認'二|というのは，家族単位で過ごす時間が

多くなるのは万国共通であるが，日本のサラリーマンだけが，どういうわけ

か「ひとりで過ごす時間」が長いのである。

表２は，士|雁曰・曰lMi{'一|にどのような「余'１段・レジャー」行動をしている

か，それぞれ午前，午後，夜に三区分して時間稲別にまとめたものである。

個々の生活行動のかっこ内の数字は，その行動をした人の比率である。

そこで，土曜日の「余暇・レジャー行動」からみることにする。まず，午

前中からみると，アメリカ，ドイツでは「家族と一緒に過ごす｣，「子供の世

話をする」など家族とのふれあいに時間をさいているところに，土|曜日の午

前中らしさが見うけられる。ところが，’三|本だけがどういうわけか，「新
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間・テレビを観て過ごす」というのが上位にあがってくる。休みの|]の午前

'１｣だというのに，ひとりでテレビを観ている。子供は学校か熟か，お母さん

は家事で忙しく，お父さんひとり，なにもわずらわされることなくテレビを

観る姿は，ニッポンのお父さんたちのここ|Ｍ三1の午前１１１らしさかも知れない。

午後になると，アメリカ，ドイツではこの二ｌＬｌＭｌのこの時間ｊＩＩｊｒに，必ずとい

っていいほど「家族的な交際にあてる時'111」ないしは「家族と一緒に過ご

す」が高い比率で登場してくる。ところが，日本だけが「ひとりで過ごす余

暇時間」が，｜司じくらいの比率で見うけられる。「ひとりで過ごす余暇」っ

てなんだろう，この調卉のまとめの時にもひとしきり話題になったが，大勢

の赴くところゴルフの打ちっぱなしかパチンコにでも行っているのだろう，

ということになった。

こうみてくると，土|M1の昼''１１の生活リズムは，アメリカ，ドイツでは家族

とのふれあいがﾘｶiい生活行動がみられ，ここのところに土Ⅱ111日らしさが感じ

られる。これに対して，’三1本のサラリーマンの二l1lliilの昼間は，家族の影が薄

く，なにか家族から兇離されたような感じが見うけられる。

次に，’三Ｍ日の生活リズムに移る。’三||雁'三|ともなると，アメリカでは「教

会の礼拝に行く」人が多くなり，このあたりアメリカのl~ＩＷｉｌの１１ﾘ|らしさであ

る。’二|本人はというと，この時iHl帯に「家族と一締に過ごす」や「子供の世

話をする」が俄然多くなる。’三１本のお父さんたちは，｜=１１Ｍ三1になると朝から

``家族サービス”に梢を出すのである。

午後になると，’二1本ではこの「家族と一緒に過ごす」がさらに高まり，ピ

ークには４割を超し，レジャー行iliﾉ１１も一極架'１１のI頃向を示す。家族と一緒に

何をして過ごすのだろうか。余暇開発センターの調査では（l叉１６)，’三|本人の

三大レジャーは旅行，外食，ドライブで，次いでカラオケということになっ

ている。しかし，ゴールデン・ウイークや夏休みでもないので，通常は外食，

ドライブ，カラオケというところになるか。

アメリカやドイツでの'三ll1ilMの午後は，１Ｍ：かに「家族と過ごす」もあるが，

家事や余暇など多様化しており，なによりも「家族的な交|際」や「友人との

交際」に時'111を割く人の割合が高まる。ドイツでは，’三Ｉ１Ｍｌｌ~|の午後に「家

族」ないしは「友人」と交際する人の割合が３４％，この時||Ⅱ帯の「家族と
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図６１｣本人の三ｉｉ要レジャー人'二１

旅行

外食

ドライブ

カラオケ

9,560 

7,210 

6,080 

5,630 

パソコン

０２０００４０００６０００８０００10000(万人）

出所：余暇開発センター［1998]。

一緒に過ごす」とほぼ肩を並べている。また，アメリカでは「家族的な交

際」が夜まで続き，曰暇夜のピーク時には２６％に達する。

日本人の曰硴夜は，もっぱら「テレビを観て過ごす」ことになる。なおド

イツも，土曜も'三11濯も夜は「テレビ」が多い。ドイツの調査時期が若干ずれ

たためサッカー・シーズンにかかったことも影響しているらしく，この点で

は日本人以上だが，他の時間帯にはあまり観ていない。

以上のように，休日の日本のサラリーマンの生活スタイルと余暇・レジャ

ー行動は，土|鵬曰にはひとりで過ごす時間が多いが，曰|曜日になるとせっせ

と集中的に「家庭サービス」に精を出す。メリハリのついた生活リズムと言

えなくもないが，これが日本のサラリーマンたちの士|龍らしさ，日|畷らしさ

となると，なんとなくせわしなさを感じざるをえない。

Ⅳ「ゴロ寝にテレビ」はサラリーマン・レジャーの世界標準

これまでは，サラリーマンのレジャー行動を主として時間単位でみてきた
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が，ここではどのくらい余暇・レジャー行動をやっているか，という視点か

らみてみたい。ここで取り扱うデータは余暇・レジャー行動の１カ月単位の

行為回数だが，便宜上１カ月に換算してみただけで，あくまでもサラリーマ

ンが日常的におこなっている余暇・レジャー行動とみてもらっていい。

この調査では，日常的な「余暇･レジャー行動」として，次の10の生活行

動を取り上げている。

①家でゴロ寝をしたり，テレビを観たりしてくつろぐ（休息)。

②友達と会ったり，クラブ（サークル）や同好会などに出かけたりする

（交友活動)。

③家族と過ごしたり，家族のためのことをする（家庭サービス)。

④ジョギングや体育，庭造り，庭の手入れなど体力と健康のための活動

（健康活動)。

⑤野球やサッカー，バスケットなどの観戦や応援に出かける（スポーツ

観戦)。

⑥散歩やウィンドウ・ショッピング（気分転換)。

⑦ボランティア活動への参加（ボランティア)。

⑧仕事に関する講習会に通ったり，読書をする（自己啓発)。

⑩趣味にうちこむ（趣味)。

調査では，１０の設IlUに関してそれぞれ「だいたい毎日やっている｣，「週

に一度くらいやっている｣，「半月に－度くらいやっている｣，「月に一度くら

いやっている｣，「ほとんどやらない」の５段階で，活動頻度を答えてもらっ

ている。その回答結果を，ここでは「だいたい毎日」は月３０日行動したこ

とにし，「週に１度くらい」は４１]，「半月に１度くらい」は２日，「月に１

度くらい」は１日，「ほとんどやらない」は０１回１，として月単位に換算して

表示した（表3)。

これでみると，日本のサラリーマンのもっとも多いレジャー行動は「家で

ゴロ寝をしたり，テレビを観たりしてくつろぐ」で，月で１５．２回これをや

っている。ニッポンのお父さんはやっぱり「ゴロ寝でテレビ」なのだ。しか

し，アメリカでも２１．４回と日本より多く，ドイツでは２８．２回とほとんど毎

日である。これでみるかぎり，「ゴロ寝にテレビ」はグローバル･スタングー
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表３余|||ルレジャー行動のlI1際比較（月平均行為lnl数）

日本アメリカドイツイギリスフランス

休息

交友活動

家庭サービス

体力と健康

スポーツ観戦

気分転換

ボランティア

自己研修

趣１床

３
７
６
０
１
６
７
５
０
 

●
●
●
●
●
●
●
●
●
 

６
２
３
５
１
６
１
４
８
 

２
２
 

2５．８ 

２．２ 

２４．８ 

４．３ 

０．５ 

３．２ 

３．３ 

８．５ 

５．９ 

2８．２ 

４．２ 

１７．８ 

４．２ 

１．１ 

１１．０ 

０．８ 

４．１ 

６．４ 

４
１
２
７
１
８
８
２
２
 

●
●
●
●
●
●
●
●
●
 

１
３
３
８
１
４
１
４
５
 

２
２
 

２
４
９
９
２
８
３
８
２
 

●
●
●
■
●
●
■
●
●
 

５
１
７
２
０
１
０
２
３
 

１
 

出所：連合総研［1998]。

ドで，日本はむしろ少ない方である。設ＩｌＵからみると，日本版は「ゴロ寝」

のところに引っ張られているように思われるが，英語版では“Restingand

watchingTVinthehouse”となっているから，どちらかというと休息に重

きが置かれている。いずれにしろ，テレビが日常的な休息の手段であること

は，各国共通である。

次いで，日本人に多いのが「家族と過ごしたり，家族のためにする」とい

う余暇･レジャー行動である。日本版の調査票では，これを「家庭サービス」

としているが，これは「和製英語」で，欧米ではサービスというよりも家庭

における仕事という感覚が強く，ちなみに英語版では“Houseworkactiv‐

ities，，となっている。

それはともかくとして，日本のサラリーマンは，この「家庭サービス」を

月に７．９回やっている。月７．９回ということは，週に土・'三|で２回，それを

４週で月８回，これでピタリである。「家族と一緒に過ごす余暇時間」が，

平日にはほとんどなく，土日集中だという話はすでに述べたが，まあそうい

うことなのである。それにしても，アメリカの２３．２回，ドイツ１７．８回に比

べていかにも少ない。そのほか，趣１床，体力づくり，ボランティアなども，

欧米に比べて見劣りする。

ひとつ数字が小さくなってしまって見落としがちなのが，ボランティア活

動である。ボランティアに関しては，アメリカで１．８回，イギリス１７回，

フランスは３．３回と多いが，ドイツは０８回とやや少ない。もともとボラン

ティア活動は，普通に勤めているサラリーマンでは毎日やるようなものでは



日本 体`似

図７余'１Ｍレジャー行ji11のチャート比較

注）５力|Ⅲ|平均回数を３に|i((いて，各JIil=lの|]艦を

変えてドットした。

出所：図２に同じ。
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なく，若干国によって違いがあるが，この程度が常識的であろう。しかし，

日本の月に０．３回というのはいかにも少ないが，こんなものだろうという実

感に近い。

ところが，「自己啓発」だけは，アメリカの４．２１回|，ドイツ４．１回，フラ

ンス８．５回に対して'三１本は２．８１コとそこそこやっている。これをはたして余

lllルレジャー行動といえるかどうかⅡⅡ題ありではあるが，一応余暇時間を使

った行動としてみると，［1本は仕事がらみの行動だけは熱心だということに

なる。

以上のことをすべてレーダ・チャートにまとめたのが，図７である。この

図からも，日本を除く国々は大きく広いチャートを拙くが，日本だけは小さ

く縮こまっていて，’三|本のサラリーマンの｢|常的な余暇・レジャー水準の乏

しさを端的に表わしている。

Ｖ夏休みは帰省，でも費用はドイツ並み

三和銀行が首都圏に住むサラリーマン・ＯＬを対象におこなった『夏休

み・帰省事情アンケート調査』によると，去年の夏，サラリーマンの３人に

2人が故郷に帰省していたことが分かった。長びく不況から，帰省に要する

費用を抑えるためか，洲在'三|数や交通費を節約しつつ，Tlii親の顔をみるため

に故郷に足を運ぶ，厳しい時代におけるサラリーマンの夏休みの過ごし方が

垣間見えるようである。

調査によると，故郷があると答えた２２４人のうち，帰省した人が６３．４％，

前年より０６％墹力Ⅱした。帰省平均L|数も３泊で，昨年より０．３泊減り，費

用も全体で７万６１８８円で，前ｲ１１にくらべ９０００円ほど減少している。

また，昨年（1998年）の夏の海外旅行者数も３１０万人と，前年同期比２．４

％程度のマイナスと，館二次オイルショック以来１８年ぶりの前年割れにな

った。他方，都市ホテルの宿狛はおおむね好調で，さらにハンバーガー・シ

ョップとレンタル・ビデオが好調なｲ''１びを示した。

大不況下の夏休みレジャーは「安・近・短」が特徴だといわれているが，

それでも「帰省｣，「短日数｣，「安上がり」といった'三|本人の夏のレジャーの



I３ｏ第II部先進国のレジャー

衣４男性既幡打の夏休みの過ごし刀（二つ以内）
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出所：図２に同じ。

キーワードが見えるように)１Mえる。

そこで，まず連合総研の調査により，夏季休lIl封の取得日数をみることにす

る。各国の男性の夏期体'１１兇日数は，アメリカが平均12.3日，イギリスが

14.11三1となっている。５カ国のなかで，夏jUl休暇の取得'三|数が長いのは，フ

ランスとドイツの大陸２力|玉|で，フランスは20.21三1，ドイツが１７．６日と多

い。これに対して'1本は８．６１三1と，せいぜい１０連休というところである。

この調査の'二１本の回答者は，大企業のサラリーマンなので１０連休近くの

夏休みを取るのであるが，｜Ⅲ題はこの夏休みをどう過ごしているかである。

この調査では，夏休みの過ごし力として表４にある１２項目の選択肢の中か

ら，二つ以内で選んでもらう方法をとった。

フランスを除いて各国とも「家族との団築ふれあい」がトップであるが，

アメリカでは次いで「国内旅行｣，「家事・庭いじり・家の修理」である。ド

イツでは，「海外での宿泊をともなう観光・休養｣，イギリスはそれに「'五|内

の宿I1L1をともなう観光・休養」が力Ⅱわり，フランスは「国内の宿11(|をともな

う観光･休養」がトップである。これに対して日本は，「家族との団藥ふれあ

い」（59.6％）がトップで変わりないが，ついで「自宅で休養」（35.5％）が

2位とどちらかというとスタティックな過ごし方が上位になり，次いでやっ

と３位に「国内の宿泊をともなう観光･休養」（31.5％）が登場，それと並ん

で「帰省」（30.5％）が挙がるのが日本の特徴である。

このように普段と違った夏休みらしいアクティブなレジャー行動として，
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図８夏休み家族とともに'五11ﾉﾘ外で観光・保養した人の過ごし方
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｢家族旅行」が挙げられている。

そこで，各国の夏休みの家族旅行の特徴について詳しくみていくことにす

る。図８は，夏休みに家族とともに国内外に観光・保養した人の内訳を再集

計したものである。

この図からわかることは，アメリカとフランスは国内旅行が中心，ドイツ

は海外旅行が主流，イギリスは国内・海外の双方とそれぞれ特色があるが，

日本の特徴はというと，家族旅行といえば国内がまだ主流，しかも帰省が夏

のレジャーのもうひとつの主力になっていることである。

では，夏休みの家族旅行（国内・海外旅行，それに帰省）に，どのくらいの

日数と費用をかけているのであろうか，それを見たのが図９である。

これで見ると，家族旅行に日数を一番かけているのはフランスとドイツで，

それぞれ１８日間もかけている。次いでイギリスとアメリカで１０～１２日間く

らいである。これにたいして，日本のサラリーマンはわずか６．１日，イギリ

スの２分の1，ドイツ，フランスの３分の１でしかない。

ところが，旅行にかかった’'三'１人当たりの費川をみると，円換算でドイ

ツが6800円でトップ，次いで高いのが日本の５８００円である。しかし，ドイ

ツでは旅行に行った人のうち５５％が海外である。これに対して，日本は５０

％が帰省で，海外に行ったのは２．３％にしかすぎない。海外旅行が中心のド

イツのバカンス費用と，帰省が主流の'三１本の費川が，さして変わらないとい

うのは，どういうわけだ。国内旅行中心のアメリカと比較しても，日本は

1.6倍の費用がかかっている。このように日本の旅行費用が高ければ，今の

ような不況になると，「安・近･短」型レジャーになるのは，至極当然の行動

である。

Ⅵレジャーと生活のやすらぎ

われわれ現代レジャー研究会では，サラリーマン３９２人を対象に「レジャ

ー意識についての調査」をおこなった。そのなかで，「時間にゆとりができ

たら何をしたいか｣，また「お金にゆとりができたらなにをしたいか」とい

う設問をした。
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衣５１Ｗ'''１のゆとりができたら，してみたいもの（二つ以内）

1３３ 

回答数ln1答率

家族旅行や家族レジャーに行きたい

一人ないし友人と旅行やレジャーに行きたい

趣味を深めたい

スポーツや巡1肋をしたい

資格取得の学習など｢1己啓発活動をしたい

ボランティアなど社会に役立つ活励をしたい

自宅でのんびりしたい

アルバイトなど迫ﾉﾉⅡ収入を得る仕事がしたい

その他

８
９
９
６
６
５
２
７
０
 

１
７
８
０
２
２
７
 

２
１
１
 

5５．８ 

２０．２ 

４８．３ 

２７．１ 

６．６ 

６．４ 

１８．４ 

Ｌ８ 

０ 

回答肴数３９１

(1)所：現代レジャー研究会「'二I本人のレジャー意識について訂舶｣。

注）本調在は１９９８年８１１に本書の編者村11｝が行なった調在で，「１－１本人

のゴルフの遊び方にＩＨＩするアンケート調査」の補足訂Ｗｒとして本章

に利川するために行なったものである。詳しい事liIiについては，第

ＩＶ部第３章「[1本人のゴルフの遊び方」の表８の注を参照されたい。

表６お金にゆとりができたときの使いみち

|回|符数回答率

家族で行く旅行やレジャーのY1i用にしたい

家旅で行く外食費にしたい

毎日の食卓をNIjLかにしたい

衣料や身のlqllり,W,にお金をかけたい

趣味にお金をかけたい

141己啓発の費川にあてたい

|当1分が'1111に使える'Ｍiいにしたい

子供の教育費にしたい

住宅購入費川・住宅ローンの返済にしたい

｢1動車lMi入.固い替えZW1］

家具・fIi気製,Ｈ１を買いたい

退職後の生活や不時の備えのために貯金したい

万一のための保険の保障額を1円やしたい

その他

250 

２９ 

１３ 

５５ 

１９５ 

５０ 

１１３ 

３７ 

９４ 

７４ 

１９ 

１３１ 
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４ 

6３．９ 

７．４ 
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１４．１ 

４９．９ 

１２．８ 

２８．９ 

9.5 

24.0 

18.9 

４．９ 

３３．５ 

２．０ 

１．０ 

回答判数３９１

Ｈ１所：表５に|同|じ゜

その結果は，表５のとおりである。まず，時'''1にゆとりができたときのレ

ジャー･ニーズであるが，第１位は「家族旅行や家族でレジャーに行きたい」

が55.8％とやはり「家族旅行｣。次いで第２位は「趣1床を深めたい」が

４８３％，３位は「スポーツや通勤をしたい」がやや落ちて３７．１％，となっ

ている。
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表７どんな時に既かさを感じたか

本調査 連合総研

回答数回答率回答率

家族で国内旅行に行ったとき

家族で海外旅行に行ったとき

住宅を購入したとき

自動車をｌ１ｌＭｉ入したとき

家族で外食をしたとき

他人と比較したとき

若い頃（幼い頃）の生活を振り返ったとき

他国の人びとの生活を目や耳にしたとき

一人で日lI1な時間を過ごしているとき

充実した仕事をしているとき

その他

感じたことはない

自分や家族が健康ですごせるとき
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出所：表５に|可じ゜連合総研「生計費描造と生活給賃金における労使の取り組
みに関する調査｣。

また「お金に余裕ができたときの」のニーズでは（表6)，「家族旅行や家

族レジャーに行きたい」が６３９％と，ここでもまたダントツの１位である。

また第２位も「趣味にお金をかけたい」（49.9％）で，ここまでは時間のゆ

とりができたときと同じ傾|可である。ところが，お金の設問らしく３位は

｢退職後や不時の備えにし預金したい｣，４位に「自分で自由に使える小遣い

にしたい」がくるあたり，いかにもサラリーマン調査らしいところである。

時間にしろ，お金にしろ，余裕ができたら「家族旅行や家族でレジャーに

行きたい」というのが，日本のサラリーマンの平均的なレジャー意識である。

やはり「家族旅行」はレジャーの王者なのである。

その点で，われわれ現代レジャー研究会の調査の結果が興|床深い。表７は，

｢あなたがこれまで生活の豊かさを感じたのは，どんな時ですか」という質

問への答えである。この設問は，連合総研でもほとんど同じ調査がおこなわ

れたが，それと違うところは「(11)自分や家族が健康ですごせるとき」をな

くしたことである。「自分や家族が健康ですごせるとき」は具体的生活行動

ではないので，今回は外した。

今回の現代レジャー研究会の調査では，「家族で国内旅行に行ったとき」

(7.7％）と「家族で海外旅行に行ったとき」（8.7％）の二つを合わせると
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１６．４％，また「他国の人々の生活を'三1や耳にしたとき」が１６．６％，「若い

頃の生活を振り返ったとき」14.6％が上にくる。

一方，連合総研の調査では「自分や家族が健康にすごせるとき」を除いて

みると，国内・海外の「家族旅行」が多く，合わせると一悉多い。

両方の調査で若干のぶれがみられるが，現代レジャー研究会の調査で「若

い頃の生活を振り返って」は，こっちのサンプルの年齢1t↑が高いこと，また

連合総研で「住宅を取得したとき」が挙がるのは，大企業労働者で所得が高

いためである。しかし，両者共通しているのは「家族で旅行に行ったとき」

に豊かになったと感じていることである。

考えてみると「家族旅行」にはさまざまなコンテンツが含まれている。第

一に休みが取れる時間のゆとり，第二になによりもお金，経済的豊かさが必

要で，第三に家族のふれあい，絆，といった豊かさのコンテンツが豊富に含

まれているのである。家族で旅行に行って，できれば海外に行って，ホテル

のレストランで夕日の沈むのを見ながら家族そろってディナーをとる，たし

かに豊かになったと感じるだろう。

Ⅶ二つの提案

日本のサラリーマンは世界一高い賃金をもらっても，なかなか豊かさは実

感できない。連合は，結成以来ずっと「豊かさが実感できる社会の実現」を

運動の基本スローガンにかかげてきている。どうすれば，日本のサラリーマ

ンが生活の豊かさを実感できるか，連合総研が『五ヶ国生活時間調査』をや

ったのも，ここでこの小論を試みたのも，すべてこの問題に答えるためであ

る。

９９年の春闘では，迎合はもう従来のような賃｣こげの要求はしないという

のだから，もうこれ以止鵠かになろうという気持ちはあまりないようだ。豊

かさが実感できればいいのである。「実感できる」とは，そう思えばいいこ

とである。経済的にはもう充分豊かすぎるのだから，どうやってサラリーマ

ンに豊かだと思わせるかである。多少ダマしてでも，サラリーマンを豊かだ

と思わせるにはどうしたらいいか，そのテクニックを考えてみたい。
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最近，また不況で残業が減り，家に早く帰るサラリーマンが坪|えているら

しい。早く家に帰って，お父さんたちはいったいなにをしているのだろうか。

やはり，「ゴロ寝でテレビ」だろうか。

そういえば，この長jU1不況の始まりの１９９１年から９２年頃にかけて，お父

さんが早く帰るようになって話題になったことがあった。その当時は，お父

さんが家で夕食を食べるようになったので，みんなで食べられる鍋料理がい

いと，急に土鍋が売れ，卓上のガスコンロとガスボンベが売れに売れた。

それから５年，日本のサラリーマンのライフスタイルは変わっただろうか。

かつてバブルの最盛jUlには，午前様はおろか，タクシーを呼んでも来ない，

やっときたタクシーでお客さんを送りＩＩＬ，般後のタクシーで家に帰ったら

もう４時，５時，夜も白々とlｿＩけようとしていた，もうこんな「良き時代」

は永遠に来ないかもしれない。そうだとすると，サラリーマンも少しは学習

効果を発揮して，早く家に帰る時代にふさわしいライフスタイルに変えたら

どうだろうか。

しかし，その兆しはなかなかみられない。連合総研の生活時IlM調査は９０

年と９６年の二つの時点でおこなわれているが，平日の「余暇・レジャー時

間」の１時'１１１１３分，「家事時'111」の１０分，ともに６年前とまったく変わっ

ていない。だから，最近の『ＡＥＲＡ』の特集のように，お父さんが早く帰

ってきても，家族はその扱いにとまどい，妻や子供にうとまれているのであ

る。そこで，こういう状況をなんとか変えるために，日本のサラリーマン・

ニッポンのお父さんたちへの応援歌として，次の二つの政策提起をしたい。

提案①「サラリーマンは朝７時に出勤せよ」

生活時間の国|際比較調査を通じてもっとも璽要なインプリケーションは，

日本のサラリーマンは平日の「アクティブ生活時|ＩＩＥ|」すなわち余１１段・レジャ

ー時''１１と家事時間が極端に短いことである。日本のサラリーマンの日々に暮

らしにやすらぎがないのも，休日のせわしないのも，この平日の「アクティ

ブ生活時間」が少ないからだ。どうすればいいか，労働時間の短縮である。

しかし，日本の時短も進み，ドイツ並みとはとうていいかないが，すでにア

メリカ，イギリス並みの水準に達し，これ以上は容易でない。どうすればい
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いか。アメリ力のように!'ﾘ１７時に出勤してlﾘlるいうちに家に帰り「アクティ

ブ時間」を長くすればいい。

’三１本のサラリーマンが「アクティブ時間」を充分とり，生活リズムをやす

らぎのあるものにするには，まず平'三|の仕事時||Ⅲそのものを早出・｣Tl終い型

に切り替えることを提案したい。

しかし，いくら仕事を早終いにしても，Ｈ本人は必ず残業だ，なんだかん

だで暗くなるまで帰らない，という反論が予想される。また，朝７時に会社

に出てこいといわれても，通勤に1時間半とか２時間もかかる大都市|酉|では，

とうてい無理だ。そうした向きには妥協案を川意したい。すなわち，「毎日

１時間程度早く出勤して，その分で週の半ばの水'1認曰を半ドンにする」とい

うものである。水WM日は，ノー残業デーを導入している会社が多いから，こ

れをそのままくっつけて，半ドンを強制しようというわけだ。毎日が無理な

らば，せめて１日だけでもlﾘjるいうちに家に帰ろうという，妥協した提案で

ある。これが第一の提案である。

時短というと，会社側はすぐ身榊えてコスト論をもちだしてくるが，この

提案はカネのかかる話でない，これなら文句なかろう。それで，従業員の生

活にやすらぎが増すのなら，こんないいことはないだろう。

提案②「学校は子どもに有給休暇を与えよ」

第二の提案は，夏のバカンスに関するものである。要するに，「家族旅行」

の機会を増やして，サラリーマンに「豊かになった」と「思わせる」ことで

ある。お父さんは有給休暇がいくらでも余っているので，まったくノンプロ

プレムである。問題は，世界一高いY1i用である。しかし，高いのは８月のお

盆や５月の連休に集中するからである。この時j０１さえ外せば，安い賀)Ⅱで国

内でも，海外でも，混雑もなくゆったりと旅行ができる。例えば９月とか，

２月とかに費用の安い時期に「家族旅行」に行くとなると，最大のネックは

子どもの学校である。そこで，第二の提案であるが，学校は子どもに「年次

休暇」を与えよ，これである。子どもを休ませるだけの話であるから，これ

も特段コストのかかる話でもない。これで，日本のサラリーマンが豊かさを

実感し，生活のやすらぎを得ることができるのであれば，こんな安いものは
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ない。ただし，この手は－回しか使えない。国内でも，海外でも「家族旅

行」も一通り行けば，もうこれで豊かになったと感じなくなる。だから，こ

の手でサラリーマンをダマしているうちに，本当に安定，安心のセーフテイ

ー・ネットをつくることである。
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第１章航空の発展と現代観光

はじめに

観光行動が実現するには，出発地の要因（観光動機，余暇時間，所得，生活

環境など）と目的地の要因（観光資源，観光環境，宿泊機能など）が満たされ，

さらに仲介的要因（情報機能，斡旋機能，交通機能など）のすべての要因が満

たされなければならない。なかでも，交通は必要不可欠の要因である。観光

は居住地を離れて移動することであり，交通なくしてはいかなる観光も実現

しない。観光の発展は交通の発展と表裏をなしている。

歴史的に見ても，観光の発展は交通の発展に負うところが大きい。大量観

光，ないしは大衆観光が出現するのは蒸気機関が交通に広く利用されるよう

になってからである。トマス・クックが近代的旅行業を生み出したのも，鉄

道ないしは海運業の発展があったためである。観光は交通を必要としたし，

交通もまた観光を必要としたのである。

外燃機関としての蒸気機関に加えて，内燃機関の発達が交通と観光の姿を

さらに大きく変えた。まず，自動車の発達によって観光は面的に拡がり，観

光の大衆化が実現した。さらに，今日の国際観光の発展は航空の出現によっ

てもたらされたものである。誰もが，速く，‘快適に，より遠くへの観光を体

験することができるようになった。航空の発展は国|祭観光の発展をもたらし，

同時に観光の発展が航空にとっての主要な交通市場を形成してきた。つまり，

航空と観光とは相互補完的な関係にあった。

航空それ自体は特異な発展経緯を見せてきた。各国が自国の主要な航空会

社を設立し，国を代表する会社として保護育成してきた，その結果として，

今日まで数多くの航空会社が経営を維持してきた。しかし，やがてその高コ
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スト的体質，不充分なサービスに対する不iilIIiが問題となり，ある意味では観

光のIlu害要因とすら見られるようにもなった。そのとき注目されたのは，安

い費用で運航し観光の発展に大きな貢献を見せていた純粋な民間航空である

チャーター航空会社の存在であった。そして航空政策と観光政策との矛盾が

一つの要因となり，多くの政府が航空の規制緩和策を樅進している。一方，

それまで高コスト体質の航空会社は民営化や新しい経営戦略のもとで競争力

を強化し，現在ではチャーター航空会社の存在をも脅かすようになってきた。

本章では航空の発展と観光との関連について考察する。

Ｉ航空機の発達と航空産業

１飛行機の誕生と航空輸送産業

１９０３年にライト兄弟がはじめて固定翼とガソリンエンジンとを組み合わ

せるという飛行機で初飛行に成功した。その後の飛行機の研究は，フランス

を中心とするヨーロッパが畷んであった。ilIの支援や懸賞金をかけた冒険飛

行により飛行機熱が高まった。飛行機が実川的な運搬具として活雌するのは

1914年から１９１８年にかけての第一次世界大戦においてであった。戦争前に

は約300機であったものが，戦争終了までには偵察機，戦闘機，爆撃機など

約１０万機が製造されたと言われている。この間，高性能化，大型化がはか

られ，木製機に加えて金属製機が出現した。その後の発展も急速で，飛行機

の性能の向上により胃|倹的長M工離飛行も試みられている。

第一次世界大戦後から，大鼓の航空機を活用した航空輸送事業が始められ

るようになった。それは，余剰化した大１Ｍ爆撃機が改造されて旅客や郵便物

の輸送が開始されたものであった。大陸間の商業航空iliiii送においては，陸上

機では航続距離性能が不足していたこと，飛行場施設が未整備であったこと

などから，飛行艇が活躍していた。そして，アメリカやヨーロッパ諸国では，

この時期にはすでに，今日国を代表する大手の航空会社が相次いで誕生して

いる。しかし，信頼性，費用のiniでもまだ一部の利用者のためのものでしか

なかった。
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２第二次大戦後の航空技術の進歩

第二次世界大戦において航空機はめざましい進歩を遂げた。その戦闘能力

と戦略物資の輸送能力は飛躍的に向上し，空港施設やレーダーなどの航空輸

送を支援する技術の開発も進んだ。ことに，大型洋上爆撃機の開発はその後

の大型旅客機の開発へと結びついている。

大戦中に確立した大型レシプロ（ピストン）エンジンによるプロペラ機の

開発に続いて，ジェットエンジンの開発が進められた。ジェットエンジンそ

れ自体も大戦中においてドイツやイギリスで研究開発が進められていたが，

朝鮮戦争で実戦に配備されて以降に急速な発展をみせた。

ジェット旅客機で先行したのはイギリスのコメット機であったが，安全

性．経済,性に優れているボーイング社のB-707型機が登場することによっ

て，その後の航空機の供給はアメリカが中心となった。これは，アメリカ軍

の空中給油機を改良したものであって，それまでの航空機の座席数において

は２倍，巡航速度においても約２倍のスピードを持つものであった。ダグラ

ス社においても純民間機としてのＤＣ－８型機が開発されて，長距離国際路線

に投入された。

供給力が飛躍的に増大した結果，航空会社の経営戦略は大きく変わらざる

をえなくなった。つまり，これまでのいわばファーストクラスを対象とした

－部の利用者だけでは航空経営は成立しなくなり，より多くの利用者を獲得

しなければならなくなった。当初は供給過剰かと懸念されたが，コストが低

下したことから運賃を引き下げることができ，安い運賃での集客が可能とな

った。そして飛行機での旅行がより容易なものとなった。当時このような航

空経営の戦略をリードしていたのはパンアメリカン航空であった。

国際航空輸送が開始された当時は業務旅行が中心であったが，第二次世界

大戦後は，アメリカにおける景気の拡大やヨーロッパ復興のためのマーシャ

ル．プランの一貫としての観光旅行が奨励され，アメリカ人が大量に大西洋

を渡って先祖の故郷であるヨーロッパへ観光旅行をするようになった。大衆

観光と航空利用との結びつきがスタートするのである。
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３航空機の大型化と費用の低下

初期のジェットエンジンの燃料効率性はまだ著しく劣っていたが，ファン

エンジンの開発で大'偏に性能が向上し，’１１短距離においてもジェット化が可

能となった。B-727型機，B-737型機，DC-MU機などの第二世代といわれ

る離着陸`性能の向｣」たジェット機が出現した。ジェット化によって安全'性，

快適性が増し，輸送鑓の大'隔な拡大，航空機の迦川効率が向上することによ

って生産'性が大きく向_こし，実質運賃の低下が実現して，航空利用がさらに

拡大していった。同時に，航空企業にとってはそれまでのプロペラ機を大き

く上回る大型機の出現によって，大規模な輸送需要を必要とするようになっ

た。

航空輸送の発展過稗においては大型機，長lllI離ジェット旅客機の出現によ

って供給力の拡大が需要に先行することが多かった。なかでも，B-747型機

(ジャンボジェット）の１１１現はその典型的な事例である。同機はアメリカ政府

の発注した戦略輸送機（後のＣ５Ａギャラクシー）の競争で敗退したボーイン

グ社の設計案を民１１Ⅱ機として転用したものである。したがってこの大型機の

出現はその時の航空市場に求められて開発されたものではなかったのである。

したがって，その後の新型機（DC-lO型機，L-1011型機，A-300型機など）

の開発は，その'１１間を埋めるよりスケールの小さい機材の開発であった。単

位当たりの費用は現在でもB-747型機が最も低いが，すでに１９７０年に就航

した機材であることを考慮すると，その後の航空機の開発は必ずしも，かつ

て見られたような生産性の向上，速度の向上に結びつくものではなかったと

いえる。むしろ，競争が激化する中で小単位，高頻度運航が増加したことか

ら，一方では新型機を売り物にする航空会社もあれば，B-737型機やＤＣ－９

型機などの旧式で，シンプルで低コストの航空機を使川してコストを重視す

る航空会社など，さまざまな経営戦|略が可能となった。つまり，その後の航

空の競争は機体を'|]心とする航空技術の競争ではなく，経営システムの競争

に変容しつつある。それは同時に，先進国の優位性を保証しない－つの理由

ともなった。ちなみに，日本の航空会社は最新鋭の大型機を率先して導入す

る傾向にある。日本航空は世界で一番多くB-747HU機を保有しており，そ

れに対して，アメリカの大手の航空会社は多くの中古機を使用しており，ま
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た急成長をみせたアメリカン航空はジャンボ機を保有してはいないのである。

IＩ戦後の|玉|際航空jIIii送体制

|シカゴ会議とアメリカのねらい

匡|際航空輸送は，当初から国家'''1の協定による経済的規制を強く受けて発

展してきた。それは，｜可じく国家|||]におよぶ行為でありながら，原11Uに油の

外航海運とはまったく対象的である。それは，航空輸送の発達が大きく遅れ

たこと，航空が領海のみならず領空におよぶ行為であり，安全保障の観点か

ら放任的・自１１lな航空輸送が不可能であったためである。

１９４４年１１月，連合'五１１１１１１はシカゴで会議を開き，戦後の|玉|際航空の枠組を

検討した。大戦'１１に航空lljii送力を([|'ばし，かつ各地に'111(民地を持たないアメ

リカは空の通行のE111lと大llWiな航空jlili送の|と|[|]とを求めた。それに対して，

大戦で産業が荒廃したイギリスをはじめとするヨーロッパ諸国は，アメリカ

による国際航空輸送の支配を恐れて制限的ｌｔ空jliiiii送の体(IiIを望んだ。シカゴ

会議では「|正Ⅱ際航空業務通過協定」により領空通過のrllll，技術的着陸の自

由（給油や蝋lIliなどの[|的による場合）という，いわば無害通行権は多国間協

定で認められたものの，商業航空権では当事|玉lIlIlとの二国'11]航空協定による

こととなった。基本的には今日でもその枠組は残っている。ただ，その内容

は大きく変容しつつある。

また，１９４５ｲ1弓に，定期航空会社をJ［会員とする団体である，国際民間航

空協会（ＩＡＴＡ：InternationalAirTransp()rtAssociation）が設立された。

ＩＡＴＡの役判と|]的は，航空企業の利害を代弁，ＩＣＡＯを補完し，旅客・貨

物の取り扱いに関する多くの面について標準化をおこなうこと，航空企業間

の会計書類，決済の方法を調整する精算所を迦営すること等であるが，最も

重要なのが述賃の決定である。それが後にはＩＡＴＡ批判の大きな要因とな

る。

２経済的規制の枠組

1946年には米英iM1によるバミューダ協定が締結され，定期航空の実|際的
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な規定，路線，使数，運賃などに関する規定がMiり込まれた。これが，その

後の二国間協定の雛形となった。世界各国は，航空輸送事業の迩営に対する

規制を|]的として，二国間協定を取り交わし，述航する企業（指定航空企業）

の数と輸送力について取り決め，迎賃の決定には，当該iilii国政府の承認を必

要とすることが定められている。二|玉''''１協定では，基本的には保謹主義的な

姿勢が強く，輸送力については，厳格な統制を課す場合が多かった。迩賃に

関しても，締結l玉|の政府は，航空企業が提示する運賃を承認する権限を有し，

通常，ＩＡＴＡによる手続きを認めかつ前提としている。

ＩＡＴＡ運賃は全員一致のルールであり，必然的に述賃を引き下げる働き

はなかった。現在でも公示運賃として機能しているものの，以前から実質遮

賃との乖離が大きく，強い批判の対象であった。このようにして，国|際航空

輸送においては航空椛益は国によって保護され，運賃についてもＩＡＴＡ運

賃によって定められ，そして各|玉|とも|=||玉|を代表するフラッグキャリアーを

保護育成してきた。

３規制の影響と国際航空制度をめぐる変化

航空企業は市場に自発的には参入するのではなく，政府の努力と，指示に

基づいて意志決定をすることになる。つまり，各航空企業の生産品，生産の

水準，｛ilI格がその企業みずからの裁jTtによるものではなかった。定期航空企

業の経営者は，他社と競争する機会が｛lill限され，または航空企業'''1の収入プ

ール協定，共|司迎送等によって回避してきた。

企業'111の交渉による述賃は，高コスト企業の賛１１１水準を基に決定される場

合が多い。その結果，ＩＡＴＡ迦賃は効率的な航空企業のコストよりも，運

賃負担力主義やiTjiコスト事業者の原Iilliに基づいて形成されることになる。そ

れは，異常に商い迩賃が決定される可能性があると|司時に，費川illl減の必要

性を航空企業に求めないことにもなる。このような述賃や航空サービスは，

観光券などの運賃負担力の乏しい利川者を排除するものであり，その結果，

低廉な運賃を提供するチャータールt空会社の出現と増力||を促進する要因にも

なった。
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Ⅲチャーター航空の出現と観光利川の拡大

１チャーター航空の特性

戦後の航空市場の中で最も哨力Ⅱしたのが観光目的の航空利用である。これ

はチャーター航空企業の拡大とも辮接な関連を持っている。

定期航空は，あらかじめ路線と運賃，発着時刻を定めて公表し不特定多数

の需要に応じて航空機を運航するのに対して，チャーター航空はチャーター

契約に基づく運送形態で不定期航空に属する。チャーターする者の主体，目

的によってその性格は異なるものの，例えば，旅行会社が包括旅行のために

チャーターする場合には，公共への公開性があり，定期航空輸送に類似ない

しは競合する側面を強く持っている。

チャーター航空は，座席利川率をより高く，また航空機がより効率的に運

航できるように計画することによって，利用者のｌ人当たりのコストを著し

く引き下げることが可能となる。最大の魅力は運賃の安さであるが，しかし

利用者にとっては，都合のよい時Ｉｌｌｊ桁，日時，利川空港を自由に選べるわけ

ではなく，犠牲を強いられることもある。したがってチャーター航空利用者

は運賃弾力性がより大きく，かつスケジュールの白111性の高い観光客にほぼ

限られてしまう。また，チャーター航空を運航する航空会社にとっては，集

客のいかんでは運航そのものが不可能となってしまう。観光客は景気変動や

社会の変動の影響を強く受けることがあり，企業の安定性は必ずしも保証さ

れてはいない。

一方，定期航空会社は国策会社としての位置付けにあり，航空業界全体が

不況に見舞われた場合にも各獅の公的保護が期待される。また，資金調達に

おいてもその信用度が高いことから倒産の危機に兄郷われることはほとんど

なかった。それに対してチャーター航空会社は純粋な私企業としてスタート

し，景気が後退するとたちまち経営が困難となり，倒産，ないしは大手の航

空会社の傘下に|吸収される場合が多い。
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２アメリカのチャーター航空

アメリカのチャーター輸送は，政府，ｆ１１や１１１－団体の専川チャーター（オ

ウンユース・チャーター）からスタートした。特に，アメリカでは軍需輸送に

チャーター航空が多く利１１jされ，ベルリン封鎖，朝鮮戦争やベトナム戦争時

には本匡|と遠隔地の戦場との輸送にチャーター航空が利１１]された。

ついでアフィニティ・チャーターが|州l船された。これは既存の団体がチャ

ーターし，賀)U負担は利川する仙人とするものである。１９６０年代以降アメ

リカ人のヨーロッパへの海外旅行が増力Ⅱするにしたがって大凹洋路線を連航

するチャーター航空企業があいつで進lllした。当初はチャーター航空に対す

る規制基準はなかったが，１９６２年以降には巡航が指定地域に限定されてい

る。

ついで1968年には包括旅行（ＩＴ）チャーターが正式に認められると，不

定期航空を利用した観光|=Ｉ的の利用者が大きく増大した。一般利川者を対象

としたIＴチャーターの拡大は，国際紛争の終結後のチャーター航空会社の

活動領域の碓保というI1l1lIIもあった。とりわけベトナム戦争後にはこれらの

輸送力がiliM光客|句けのＩＴチャーターに!|iＭ１され，観光利川の拡大をもたら

し，また，航空の規制緩和策を促進する一つの要因ともなった。

大西洋路線では二|工''''１協定によって定jU1航空運送が認められる企業が限定

されている''１で，」智力ⅡするnM光需要に支えられて－時はチャーター航空企業

が急速な成長を見せた。しかし，やがてチャーター航空の利川者は減少して

いる。それは，１９７０年代以降の規制緩和政策によって路線への参入の'二1111,

運賃の|全'''1が進むことによって，これまでのチャーター航空企業が定期航空

にも進出することになったことが大きなl1I1ll]であるとともに，企業間の競争

が激化することによって，既存の定jU1Ⅲt空会社が多様なサービスを提供する

ことによって観光利)1j者をもl吸収し，業務粋を中心とした定期航空，観光粋

を中心としたチャーター航空という区分が成立しえなくなってきた。つまり，

航空輸送廠業の構造と巡航形態が大きく変わったのである。

３ヨーロッパのチャーター航空

1960年頃からイギリス，ドイツ資本によるスペイン，イタリアでの大規
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模な観光開発が開始された。それを可能にしたのはチャーター航空の存在で

あった。それは，１９５６年に「ヨーロッパ内の不定期航空業務の商業権に関

する協定」がヨーロッパ内１８カ国で調印され，チャーター便の相互乗り入

れの原則目'１１が保証されていたためである。ＢＭＩではヨーロッパ域内の航空

利川者の約半数（人キロでは約６割）がチャーター航空利)1jとなっている。

アメリカでは定期航空とチャーター航空とが競合しているのに対し，ヨー

ロッパでは通航区１１１１を異にして発展してきた。すなわち定jUl航空はヨーロッ

パの'''心地域の大都TIillllの路線を二国''１１協定のもとで商いサービス，商い運

賃で遮航する一方，チャーター航空はドイツ，イギリス，スカンディナビア

などの北部の主要地域と南部の地''１海地域の観光地とを低コストで結ぶもの

である。しかし，ここでも規制緩和政策の影響によって次第にその区別が明

瞭でなくなりつつある。

ヨーロッパではもともと滞在的に，南の地'1]海方面への観光需要があった。

かつては冬の暖かさを楽しみ，夏の降り注ぐ太陽のもとで過ごすことのでき

るのは一部の裕福な貴族階級や新興の資本家たちでしかなかった。鉄道の開

通によって，地中海周辺のニース，カンヌ，モナコなど，今日ではコートダ

ジュールと呼ばれる南フランス地域での開発が),』られた。ついで定期航空が

運航されるようになったが，遮賃が71iいために大衆の利Ⅲ]には結びつかなか

った。定期航空会社はビジネス客の多い１１１部ヨーロッパの都市間の路線に力

を注ぎ，需要の変動の大きい観光路線にはあまり関心はなかった。そこで，

安い航空運賃と安いホテル料金を組み合わせた包括旅行の力式が採川され，

低所得者や家族連れにも地'１１海旅行がようやく手の川〈ものとなった。この

ようにしてヨーロッパ独'二1のチャーター航空の基盤が確立された。この方式

を支えているのはツアー・オペレーターである。チャーター航空会社は独自

に徴業販売をおこなうのではなく，ツアー・オペレーターとの長期の契約の

もとで運航のみを担当する場合が多い。またツアー・オペレーターの子会社

である場合も多い。

急速にチャーター航空が発腱するに従って，独|≦|の新しい観光開発が展開

されるようになった。すなわち，価れのコートダジュール（紺碧海岸）では，

早くから過辮化が進み，また費用もi(:liいために，既存の都市や観光地から雛
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れた場所での観光開発が見られるようになった。遠隔地ではあるが，土地や

物価が安く，より太陽に恵まれた，スペイン，イタリア，ギリシアなどでの

観光開発である。

スペインを例にとると，南部のコスタデルソル（太陽海岸）において，

１９７０年代になって'1]心都市であるマラガの海岸線にそって西側の－，１１１rに新

しい観光都市が出現した。トレモリーノス，フエンヒローラなどで，かつて

は農村，漁村.，無人の丘陵地であった所に外国人のための観光都市が出現し

たのである。それも当時としてはモダンで安上がりのマンハッタン方式と呼

ばれる高層ビルの街である。この地域は，もともとスペインがイギリスに近

いこと，現在ではマラガ空港が整備されているが，ジブラルタルが自国の領

地であることから「国内航空」でもコスタデルソルに手軽に訪れることがで

きるという利点から，イギリスの観光資本による観光開発が進められた。

一方，スペインの東部の地'二１１海に浮かぶバレアレス諸島のマジョルカ島は

航空輸送に，それもチャーター航空の発展とおおいに関係している。マジョ

ルカ島は，地中海性の気候であることはもちろん，石灰岩質の海岸で美しい

景観と白い砂浜を形成している。島の周辺の各所で開発が見られるが，特に

島の北部はアルクゥーディア（理想郷）と呼ばれ，長く連なる海岸に沿って

大規模な観光都市が形成されている。この一帯は主としてドイツの観光資本

によるものである。マジョルカ島を訪れるには，一部のフェリーを除けば航

空機の利用となり，しかもその９５％がチャーター航空利用である。

スペイン政府は観光開発，とりわけマジョルカ島開発に力を注いだ。スペ

インは長い間爺事政権下にあったことから，ヨーロッパ諸国とは政治的にも

経済的にも疎遠な関係にあったが，その中で数少ない関係が保たれていたの

が観光関連の部門であった。ブランコ政権は観光をIilli値のある経済的な資源

としてだけでなく，ヨーロッパ諸国による|÷|己の独裁的支配体制に対する暗

黙的承認を得る手段とみなしていたのである。

その後は，イギリス人の観光地としてはギリシアが急速にIlkll光を浴びてい

る。スウェーデンも一時期はギリシアのロードス島への集に１１が特徴的であっ

た。最近では，アフリカに近いスペイン領カナリア諸島，ポルトガル領アゾ

レス諸島も墹加している。これらの開発はツアー・オペレーターの販売戦略
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とチャーター航空の遮航戦略によって，大きく左右される。

1Ｖアメリカとヨーロッパの航空政策の変化

｜アメリカの航空政策の変化

1938年以降アメリカにおける州|際航空輸送における路線椎や運賃などは

民l1LI1航空委員会（ＣＡＢ：CivilAeronauticsBoar（１）の脚ilill下にあった。ただし，

中小のコミューター事業，州内航空二１１業は規制の対象外であった。ＣＡＢは，

平均座席利川率６５％，投資利統率12.5％となるように通貨認可と路線への

新規参入，もしくは撤退を判定していた。利１１]率が商ければ新しい会社を参

入させ，利益率が低すぎるときには述賃値上げを認め，バランスのとれた需

給関係を維持しようとしたのであった。しかし，現実には，既存の航空会社

が大型機を導入するなど提供座)(『数を墹加させながらも高い遮賃では輸送量

が増加せず利用率は低下し，航空企業の収益性は低迷し，lililillの'二|的は達せ

られなかった。これらのⅢt空政策への批判的な動きが高まり，１９７７年２月

には，会計検査院がＣＡＢの迦賃規制により，利１１１者は余分な負担を課され

ているとの報告を発表した。当時の連邦政府は，経済統制機織全般の見直し

による財邊政の立てiI11Lを|=1脂していたが，この委員会で最初に取り_上げられ

たのがＣＡＢであった。また，規制緩和反対を表Ⅲ]していた大手航空事業者

の'１１でも，ビジネス・チャンスの拡大を求めて規制緩和に賛成する会社も現

われた。

１９６０年代から経済学者の一部では航空輸送のＲｌｌ１競争をllHえていた。規

制が緩和されると，より競ｲﾄ的な環境が構成され，航空企業は，自社のコス

トの再検討.と効率や生産性の改善を余儀なくされ，コスト低下が運賃の一層

の低下を招くことになり，］|噺的な迦賃形成，製品薙別化の一瞬の促進に基

づき消費者は利益を得られるとの主張である。また，後には，たとえ少数企

業による運航であっても，新規参入者の脅威のために，述賃は正常な利潤の

みを確保しうる水準にまで}'|'し下げられるとするコンテスタピリティー理論

が登場した。

また，アメリカ政府はＩＡＴＡのカルテルの性格に対する批判を強め，
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1978年に「理['三|開陳命令（ShowCauseOrder)」においてＩＡＴＡの承認およ

び狐,1i禁止法の週)|]除外とがなぜ必要であるかの1111[|]を求める手続きを発し

た。これにより主要なアメリカの航空会社の脱退がjHl次いだ。ＩＡＴＡはそ

の後，組織，迩営を変更し脱退した－部の航空会社はＩＡＴＡに復帰してい

る。また，チャーター便を'|]心とする不定期航空の発展や発展途上国を１１]心

とするＩＡＴＡ非力|IMM会社における航空輸送力の発展が見られ，これがもた

らす輸送力過剰と低運賃によって航空市場は大きく変化しつつあった。

カーター大統領のもとで，国内航空事業一般のjliMfliI緩和をl1的として，

1978年10月に航空jliM制緩和法（Air1ineDeregulationActofl978）が成立し，

参入規制の撤廃，llli格規制の撤廃が実現した。ついで，198Ⅲ1三２月には，

国際航空の分野を対象とする「国際航空輸送競争法（InternationalAir

TransportCompetitionAct)」を発効し「オープンスカイ政策」を公表し，

すべての路線への参入の曰'1]，すべての路線のflill限撤廃，運賃決定のダブル

ディスアプルーバル化を目指し，既存の二|玉Ｉ間航空交渉の枠組のに'１で競争策

を排し進めている。これらの目''三Ｉ化促進の背景には，一つには消費者の利益

の保謹，競争促進の結果，強大な競争力を有する|=Ⅱ玉|の航空企業の拡大が見

込めること，さらに航空機産業の振興策などあらゆるｍでの扉川の促進策な

どが背景にある。

２イギリスの航空政策の変化

イギリスの航空政策は労働党政府のもとでの産業保護，国有化，権益保護

の政策と，保守党政権のもとでの民営航空会社の活動範囲の拡大の政策に代

表される競争促進策の間を大きく揺れ勅いた。そのＩＩＩｌ，国を代表する英国航

空（ＢＡ）は大きく髄争力を失っていった。

１９７９年に曰111絲済と競争政策によって斜陽化した英国経済の立て直しを

目指す保守党のサッチャー政権が成立し，航空政策も大きく変化した。基本

的な考えは，外国企業と競合しうる複数企業体制の育成，国際線市場での規

制の緩和と新規参入の促進，国内線市場での参入，述賃，供給麺の規制の廃

止，競争'1[[害的または収奪的Ⅲt空会社の行動に対する防止策の設定，ＢＡの

民営化などであった。
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航空協定では１９８４年６月のオランダをはじめとしてドイツ，ルクセンブ

ルグ，ベルギー，フランス，イタリアなどと|と''１]化の進んだ航空協定を締結

している。そこでは，複数航空会社による運航，便数供給戯のＦ１由，運賃の

デイスアプルーバル制等が含まれている。

ＢＡは民営化によって人員の削減，サービスの向ｔなどを実施し経営成績

は好転した。その後は資本投資もｊｌｉｉＩｌ極的に実施し，第二の定期航空会社であ

るブリティッシュ・カレドニアン航空の|吸収合併，不定』０１航空会社ダンエア

ーの吸収，フランス，ドイツ|司内航空への資本参力Ⅱ，カンタス航空の株の買

収，ＵＳ航空へのｌＬｌ１資など積極的な経営戦略を見せている。

３ＥＵ（旧ＥＣ）の航空政策の変化

ローマ条約においては，長い間，航空についての取り扱いはあいまいなも

のであった。1979年には，ＥＣ委員会は，航空輸送についてもローマ条約を

適用すべきであるとする「民間航空の将来の発展に関する政策の覚書（メモ

ランダムＩ）」を発表し，欧州の航空市場での競争の導入，航空会社の効率

性と収益性の11ｍを向上させることを提案した。

１９８４年３月の委員会の新しい覚え書（メモランダムⅡ）では，ＥＣ域内の

l玉|際定期航空を対象とし，アメリカZiUの規制緩和ではなく，二国間協定や事

業者間の協力体制というそれまでの』lflill制度に基づきながら'二|由化を進める

方策が提案された。輸送力については，jliiii送力や収入のシェアとりきめの禁

111,相手国輸送力の制限禁止，運賃については，運賃ゾーンを設けて一定の

範囲内では|±1111とすること，その他，通航権未行使の路線に新規参入の促進，

原則として企業への国の補助の禁｣ｔを提案している。

具体的な動きとしては，1988年１月より発効のパッケージＩでは，基本

的には従来からの２国''１１の航空協定の枠組に修正を加えたものにすぎなかっ

たが，運賃ｍではゾーン迩賃制が導入され，その'幅の'１１では，曰'三|]に設定で

きるようになった。また，1990年１１月より発効のパッケージⅡでは輸送力

の配分，市場参入についても大'幅に緩和された。

１９９３年１月より実施されたパッケージH1では，ダブル・デイスアプルーバ

ル制（両'五1政府が非承認としない'１１り有効とする）に加えて，ＥＣ籍の航空免
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許を持つ企業（域内国民が株式の過半数を所有，役員の半数を,Liめ実効的に支ilid

する）ならば，３国IＨ１輸送のflill限が撤廃され，域内の他の国内線をも迦航す

ることを認めた。そして，１９９７年からは完全な域内でのに''11化が実現して

いる。しかし，空港発若枠のilill限や管制業務のiliI約，航空経営に対する保護

政策が温存されているなど，あまり大きな変化は現われていない。

Ｖ航空会社の変容

]アメリカにおける航空企業の新戦略

航空政策の変化によって，需要規模が大きく，高収益性が期待された長距

離の路線への新規乗り入れが｣剛|Iして競争が激化した。なかでも，低いサー

ビスながら，低運賃を武器にした新しいbt空企業が参入したことにより，低

運賃競争が繰り広げられた。これらの紡采，供給力は増加したものの多くの

航空企業の収益性は逆に低下した。

しばらくして，航空企業の新しい戦略としてハブ.アンド・スポークと'１平

ばれる新しい運航システムによって，一つの航空企業でも広範|〃|の輸送需要

に対応することができるようになった。そして良好なハブ空港を確保するこ

とが（そこでの固定的な費川は大きいが)，そしてハブ空港との迦航路線を増

やすことが大規模な競争に生き残る戦'''6となった。

また，ＣＲＳ（コンピューターによる予約システム）によるきめのこまかい迩

賃戦略と組み合わせることによって，企業全体の収益性を高めることが可能

となった。このようなシステムは大規模な航空企業においてのみ可能であっ

た。その他，フリークエント・フライヤーズ・サービスが，イ|Ⅲ回数が多く

収益性に貢献するビジネス旅客をひきつけるのに有効となっている。特典と

して求められるのは，フロリダやハワイなどのリゾート地であり，これらの

地域にも路線を持つ大規模な企業が有利となった。しだいに航空産業もスケ

ールメリットのある産業であるという性格が燗してきた。このように航空企

業ｌｌｌｌの競争が当初想定されていたような，略線ごとのサービス競争ではなく，

企業ごとのシステム|Ｈ１競争となってきた。一方，最近では，巡航地域を限定

し，機内サービスを簡素化して基本的なサービスに特化し，大規模なＣＲＳ
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システムを採用せずチケットを排するなど低コスト化に徹底する特異な航空

会社が好成績を挙げている例も見られる。

規制緩和以前からの企業の'１１でも，国内航空路線に数多くの拠点を持って

いた大手企業（アメリカン航空，ユナイテッド航空，デルタ航空が主要３社）が，

国内航空ネットワークをⅣ編し，ＣＲＳネットワークの整備などで着実に国

内基盤を'五|めて国|際線にも進lllしているのに対し，従来は国|際路線を多く有

していたものの，’五|内拠点に乏しく高いコストiliMi造であった航空企業の中に

は，資産の売却で経営の立て直しをはかろうとし，それらの国|際路線権が特

定企業への集中を見せた（パンナムの路線椎のうち太平洋路線と大西洋路線の

一部はユナイテッド航空に，その他の路線の大部分をデルタ航空に売却，また

ＴＷＡのロンドン線がアメリカン航空に売却された)。

かつての大手航空企業の'１１にもパンアメリカン航空，イースタン航空のよ

うにすでに消滅したものや，破産法の管理の元で経営の立てiiL化をはかる会

社もあった。

今後は，航空企業が生き残るためにはメガ・キャリアー化が必要であると

の認識から，航空企業ＩＭＩの提携・集約化の動きが活発化している。資金供給

およびＣＲＳマイレージサーピスの統合，コードシェアリングなどサービス

の向上をはかる動きで，そのため一部では資本の結末化も進められている。

ただし政府の承認が得られないことから国境を越えた企業買収までには至っ

ていない。

２ヨーロッパにおける航空の問題

ヨーロッパの航空政策は，いくつかの段階を経て穏やかな変革を指向して

きた。しかし，最終的な姿は，少なくとも原則的にはヨーロッパ域内につい

ては自由な航空輸送を認めたものであった。競争の激化により，期待された

よりよいサービス，高頻度の迎航，［|的地の増力Ⅱも見られた。例えば，土|朧

の利用運賃が大'1mに割り|され，週末の利川が活発化するなどの現象も見られ

た。つまり，観光|=|的や私耶目的の利用者には選択の'幅が拡大した。しかし，

全般的な変化は緩やかなものであった。

まず，第一に主要な空港の混雑が新規の|刮山な乗り入れを不可能にしてい
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ることである。また，空域が狭いため管制_上の問題がある。また，大手企業

の自｢[Ｉ化への対応としては，いわば攻めの経営戦略よりも守りの経営戦ｌＩ１ｆｆが

'三|立ったことである。まず白|正|内での鮪二，第三の航空会社をl吸収し，地域

の市場の独占を志向したケース（エールフランスのフランス国内市場独占，サ

ベナ・ベルギー航空への出資）のようないわば守りを固める戦ｌｌ１ｆ}や，異なった

航空市場を持つ航空企業'''１の提携の動きい」られる。企業合併については|可

一国企業であれば各国の政府もそれを奨励しＥＣ委員会もそれを承認した。

しかし，国を越える合併は承認してはいない。

空港の混雑の少ない，これまであまり利Ⅲされなかった空港では変化が見

られた。まず，新しくバジェット航空と呼ばれる低価格を売り物とする航空

会社がいくつか出現し，利)Ⅱ者の選択のliiljlﾉIlが広まった。これらは，主にビ

ジネス客を対･象としたものであるが，チャータールt空会社の'1]にもこの分卿

へ進11Ｉするものも現われた。つまり収袖の低い観光市場だけでなく高収益が

期待されるビジネス客を取り込もうとしたのである。低コストの運航費)'１で，

運賃負担力の高い利用者のi１１場への進111は'二lll]化の象徴的な姿であった。し

かし，現実は多くの期待を葛jL切るものとなった。その最大の'11111]は，チャー

ター航空会社が有効な販売網を持っていなかったことである。また，主要な

空港での発情枠，あるいは利)11に便利な時iII1jll)での発着枠，空港施設のうち

利用に便利な場所は大手の航空会社によって,１１められているため，使いl勝手

が悪いことなど利１１]者をひきつけることはできなかった。また，運賃面でも，

大手企業は多様な運賃体系によりさまざまな階層の利)Ⅱ者をひきつけ運賃収

入全体を拡大してきたなかで，安さだけに頼ったシンプルな述賃体系では経

営的に競争力の強化にはならなかった。

そればかりか，大手航空会社がコストを引き下げることによって，これま

でチャーター航空会社がILiめていた，迦賃の低い観光市場にも手を広げるよ

うになってきた。そして，大手航空会社はチャーター航空会社を吸収・合併

する動きを強めている。このようにして，当初は目ＩＳｔｌ化によって拡大が予想

されたチャーター航空会社がむしろ苦戦を強いられる結果となった。
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Ⅵ航空市場の変化

１航空旅客市場の構造

航空市場は業務，観光，私事目的に分類することができる。業務利用は，

派生需要としての性格が強く，経済活動によって大きく左右され，短期的に

は航空企業によるコントロールは及ばない。需要の発生が直前まで不明な場

合が多く，高頻度の遮航を望み，利Ⅱ]したいときに確実に搭乗が可能である

ことを望む。また，予定の変更がしばしば必要となる。機内サービスについ

ては要求度が高く，搭乗手続きもより短時間であることを望む。また，運賃

負担力は高いが，それは実|際の運賃の負担は利用者本人の負担によるもので

ない場合が多く，必ずしも運賃や料金の低廉性を強く求めるものではない。

それに対して，観光利川においては，実|際の費用負担が個人ないしは家族

であることから，料金の低廉性が最も誼要であり，｛illi格次第によって需要量

が大きく変化する。かなり以前から予定が立てられることから，高頻度，好

ましい時間帯のサービスは犠牲にすることができる。目的地の選択において

も自由裁晶の'幅が大きく，条件が悪ければたちまち取り止めることになる。

まだ顕在化していない潜在的な需要が大きい場合には運賃の引き下げはたち

まち利用の拡大に大きく影響する。つまり，需要のIilli格弾力性が大きいので

ある。また観光需要それ自体非常に季節的変動が大きいのが特徴で，したが

って，観光利用者を対象とした運賃設定は需要の波動を平均化することを目

的として変動|幅が大きく設定されている。

私事目的は，親戚・知人の訪問，帰省，冊学，その他など'幅の広い内容を

含んでいる。利用区''１１はある程度限定され，運賃はＦ|己負担の場合が多く，

運賃弾力性は大きいが観光目的ほどではない。

２輸送市場の変化と航空経営

戦後まもない頃の航空は数少ない利用者を対象とした高品質のサービスを

誇っていた。いわばすべてがファーストクラスのサービスであった。しかし，

ジェット化，大型化などのその後の航空機の発達は，大量輸送を前提とした
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もので，拡大ｗ生産の航空絲営が必要となった。その結果，運賃負担力はな

いものの潜在的な需要の大きい観光需要にも対応が必要になってきた。エコ

ノミークラス，あるいはコーチクラスなどのより運賃の安いサービスの提供

が必要となったのである。戦後復興の進むヨーロッパに大量のアメリカ人観

光客が訪れた。ヨーロッパの国際収支の改善に貢献しかつジェット機時代の

航空経営を可能にしたのも観光市場の拡大であった。ヨーロッパにおいても

経済の復興にともなってイギリス人，ドイツ人の観光需要が哨力,]し，チャー

ター航空が拡大した。

大型化の進んだジャンボ機が登場する１９７０年代にはさらに述賃引き下げ

競争が繰り広げられた。市場規模を上|回|るi輸送力の哨強によって，それに見

合う需要の|汁1発が必要となり，必然的に遮賃値下げ競争が激化し，価格弾力

'性の大きい観光需要のU'1発が活発化していった。このようにして実質運賃は

大幅に低下し，それがまた需要の拡大をもたらし，航空輸送量の増大，なお

一層の観光の，そして航空の大衆化が進んだ。

ちょうど，’三１本においても高度経済成長を迎えていた時期と承なり，’三'本

人も国際観光市場に参力Ⅱすることになった。現在では，ドイツと並んで大,隔

な旅行収支の赤字国である。

ヨーロッパにおいて批判が大きかったのは，アメリカと比べて際立って高

い運賃であった。そのため，航空の'二1'ｌ]化によってより運賃の引き下げが期

待された。とりわけ迎賃弾力性の大きい観光利川者には効果は大きく，週末

利用を想定した土'M1を挟んだ迩賃の設定などきめの細かい運賃が登場した。

これによって，より恩恵を受けたのは観光利川者や運賃を自己負担するIlBil人

自営業者であった。そして，それまでは大手の定期航空会社にとっては対応

が難しく，チャーター航空会社の独墹場であった市場にも次第に進出するよ

うになってきた。

賛)1]構造のｍでの変化も大きかった。主要な大手企業は以前の生産,性が低

く，非効率的な経営から，より市場対応型の経営へと変身した。その中でも

BＡ（英国航空）は民営化を経て，アメリカやオーストラリアの航空会社に

資本進出するなど，ヨーロッパの中で最悪の航空会社から最強の航空会社へ

とめざましく変身したのであった。
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Ⅶ航空政簸と観光政策

１航空の育成と観光

戦後の航空輸送体ilillは二国|冊|主義，Ｚ/:恋主義であり，’二|国に関する輸送市

場については'二|国の指定した航空会社がＴｌ7場の半数を確保することがおおむ

ね保証された。また，、l玉ｌの航空会社を持つことや効采的な保謹・育成をす

ることが安全保|環の、，または外貨独得のI1iから，そして航空に関する新し

い技術を習得することが|工Ⅱﾉﾘ廠業への効果などから，jU1符された。そのため，

ほとんどの政府はいわゆるナショナル・フラッグキャリアーの育成に力を注

いだ。

当初は航空会社の育成と観光政策とは利害が一致していた。航空と観光と

は相互依存的関係にあり，むしろ航空の発展が観光の発展を促してきた。し

たがって航空会社の育成策と観光政簸との対立はなく，むしろ観光を育成す

ることが航空産業の保誰・育成の理論的根拠にすら挙げられていた。

航空を前提とした観光開発が進むなかで，いくつかの'玉|々では，自国の航

空会社の椛柿を守るための規flillが観光の拡大からもたらされる利益を損なう

ものであることを感じるようになってきた。つまり，しだいに観光政簸と自

国の航空会社を保護する航空政策とが矛盾・対立するようになってきたので

ある。

観光費川のうち，航空費川は大きな;lfll合を占めるが，しだいにそれまでの

運賃とサービスの水準には満足できなくなってきた。旅行商,Ｉｈ１１は価格｝iii力性

が大きいだけに高い迦賃は|l[l害要因となる。つまり，主要な国際観光の受け

入れ国では航空が大きな役割を担っているにもかかわらず，’五|の航空会社の

保護が，運賃の引き下げを'111害し，そして観光の促進を'１１１害する要因になっ

てきたのである。そして川t空を規制するメリットより，観光から得られるメ

リットが大きいと認識されるようになってきた。つまり優先的課題である観

光推進のための効果的施策とこれまでの航空政策とが対立してきたのである。

また，航空産業の外貨獲得効果にも疑ilUがあった。つまり外貨獲得におけ

る漏出効果が航空では耕し<大きいのである。ルt空機や燃料をjliii入に依存し



I6o第111部観光の新展開

ていては，結局，純収入は小さいことになる。また，航空会社が民営化・多

国籍化して，より規制の根拠が稀薄になってきた。また，保護されないチャ

ーター航空や小規模の航空会社の成長もあった。

２航空の規制緩和と観光の振興

航空産業の変容によって観光政策の目的も異なってくる。世界的規模で運

航するアメリカの航空会社や費用の安さを武器に航空会社が成長したアジア

の国々では，自国の航空会社を保護する必要性が薄らいできた。航空会社の

育成による効果に比べて，観光の振興・推進による多くの国民所得，雇用，

外貨の獲得，税収が期待される場合はなおさらである。このような状況は当

然それぞれの国のおかれた状況によって異なる。観光の効果そのものが国に

よって異なり，外国からの入り込み客が期待され，大量の観光を必要として

いる旅行収入が黒字の国々においては観光の優先化策が選択されつつある。

このような状況において航空の規制緩和によって観光が利益を受けた例は

多い。オーストラリアやニュージーランド，タイ，シンガポールなどがその

例である。メキシコもその一つである。メキシコにとって観光はますます重

要'性が増している。かつては，外国の航空会社は首都のメキシコシティーの

空港に限定されていた。国内航空は国内２社が運航していた。1991年にア

メリカと進歩的な二国間協定が締結された。そこでは，複数企業の乗り入れ

が自由となり，地方空港も外国の航空会社に開放された。新しくカンクンヘ

アメリカからの多くの定期航空の直接の乗り入れが実現し，重要な役割を果

たしている。これは首都のメキシコシティーとを結ぶ自国の航空会社の利益

を損なわずに効果が表われているものである。

チャーターの緩和で利益を受ける国々も多かった。特にヨーロッパの中で

は当初からチャーター航空はほぼ自由な運航が認められており，定期航空と

は市場を異にして発展してきた。スペイン，イタリア，ギリシアにおける観

光の発展はチャーター航空が重要な役割を担っていた。最近では新しくトル

コでもチャーターの自由化が認められ，ヨーロッパからの利用者が爆発的に

拡大し，そして利用者の３分の２を占めるまでになった。またドミニカでも

オープンスカイ政策の結果，ヨーロッパやカナダからのチャーターが増えて
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いる。

高,fＴｌ,質の観光を維持するために，あえて，チャーターの規制を続ける動き

も見られる。チャーター航空の利用者は消費単位が小さいことが問題である。

そして量的増力Ⅱが観光地としての,Ｍｉを低下させることがある。そこで，セ

イシェル，モーリシャスなどの国や地域では，チャーターの規制を通じて少

数の高額消費者に限定する政策を維持している。一方では，ブラジル，ラテ

ンアメリカでは依然として規制を継続している。

［１本では，入り込み外人観光客より圧倒的に'三1本人観光客が多い。そのた

め巨大な日本人利用者の市場をめぐって，アメリカを中心とした日本への規

制緩和の圧力が強い。政策的には，Ｈ本はアメリカとの関係では一貫して不

平等性の解消を要求してきた。つまり，アメリカと最初に二国間協定が締結

された１９５２（昭和27）年には権益を守るべき|=|国の航空会社が事実上存在

しない状況のもとであり，ＩＪＩらかに不平等であった。しかし，アメリカはそ

れを決して認めなかった。結局，相互の新規の権益の上積みを繰り返して対

応してきたという経練があった。また，アジアの航空会社の低コストによる

進出と，日本の航空会社が急激な需要の拡大に対応できなかったことから，

本格的な自由化策を採る以前より日本の航空会社の,Li有率はおおむね３分の

１に低下している。そして，一方ではアメリカの航空会社だけでほぼ３分の

１を占めている。

Ⅵ'’’三|本の|玉Ⅱ際観光と航空

１曰本における海外旅行市場の推移と航空

１９６３（昭和38）イｌｉに策定された，観光基本法の前文において「観光は，国

際平和と国民生活の安定を象徴するものであって，その発達は，’恒久の平和

と匡1際社会の朴|互班解の墹進を念願し，健康で文化的な生活を享受しようと

するわれらの理想とするところである。また，観光は，唾11際親善の増進のみ

ならず，国際収支の改善，国民生活の緊張の緩和等国民経済の発展と国民生

活の安定向上に寄与するものである」としている。つまり，観光が国際交流

を促進するものとしての側i｢iiと，経済的貢献の１１ｍとがすでに認識されてい
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た。国際観光については，それは海外の旅行者を日本に誘致することであっ

て，海外旅行者の利便性の向｣二，観光ｍでの競争力の強化という側面に重点

が置かれいた。日本人の海外旅行の促進ということはまだ後のことであった。

オリンピックの開催された1964（昭和39）年４月にようやく自由化が実

現した。オリンピックの選手をjliiii送する航空機の回送運航を利用したパッケ

ージ海外旅行商品の開発も特徴的な出来事であった。ただし，１回当たりの

滞在費が500ドルとflill限されていた。

１９６５（昭和40）年からの，航空運賃の団体割引運賃の導入とパッケージ・

ツアーの開発が第一次の海外旅行ブームを招いた。１９６４年から７３年まで年

率24～６４％の高い｛111びを見せている。この時期に主要な旅行会社が誕生し

ている。

続いて，１９７０（昭和45）年にはジャンボジェット機が太平洋線に相次いで

導入されると，一時的には供給過剰となり，航空運賃の低下の兆しが見られ

た。同時に高度経済成長が続いたことから所得が急激に増加し，海外旅行が

いっそう大衆化していった。１９７３年には海外旅行者は２２９万人に増加した。

同年のオイルショックにより，航空運賃の値上げ，経済の停滞から，しばら

くは海外旅行需要のｲ111び率も低~卜し，７３年から７９年までは８～１５％の伸び

にとどまった。

１９７８（昭和53）年には新東京国際空港（成lIl空港）が開港することによっ

て，供給力のネックが－部緩和されたことからⅣぴ大きな増力Ⅱの兆しを見せ

ていたが，７９年の第二次オイルショックでは，マイナス３％とはじめての

減少をみせ，その後も海外旅行者の1剛Ⅱ率は低位にとどまっていた。これは，

経済が長期にわたって停滞したこと，労働時'111の短縮化がはかられなかった

こと，円が一時期に安くなったこと尋によるところが大きい。

１９８５（昭和60）年の急激な}引高により，海外旅行は再び急激な増加をみせ

はじめ，本格的な海外旅行の時代を迎えた。また，内需拡大策の一貫として，

８７年９月に海外旅行倍哨計画（テンミリオン計画）が策定されたことも一つ

の大きな刺激となった。これは８６年の海外旅行者数552万人を５年IlUで

１０００万人に倍墹するとするものであった。背景には国|際収支のアンバラン

スの解消があった。８５年７月の「市場アクセス改善のためのアクションプ
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ログラム」にも日本人の海外旅行の促進が磯り込まれていた。航空関連施策

としては，地方空港の活川，割引運賃の充実，需要に充分対応できる輸送力

整備の推進等で，特に外圧|航空会社の供給力の拡大が目立った。計画年の

1990（平成2）年には，計imiを_上回って１１００万人に達した。

また，運j愉省では１９９１（平成3）年７月，２１世紀を展望した新たな国|際観

光の振興のための行動計皿i，観光交流拡大計画（ツーウェイ・ツーリズム２１）

を発表した。これは，海外旅行の量から質の充実，より深い外国理解を深め

ること，日本人旅行者のモラルの向上，市民レベルでの国|際交流をより高め

てゆくなどを大きなテーマとしている。そのための形態としてホームステイ

拡大が期待されている。インバウンドの海外マーケットとしてアジアが意識

されているのが特徴的である。

出国者数を見ると，１９９３（平成5）年が１１９３万人（前年比１２％増）と低

調で，その後回復し９６年には1695万人（前年比９．１％贈）であったが，最

近ではＩ１ｌｌび率は大'偏に低下している。

海外旅行者の年齢，椛成比など需要榊造にも変化がみられ，銀行，不動産，

証券業界などで業務渡航や研修旅行の''二'11コが続出し，電気機器メーカーやコ

ンピューター関連業界でも業務渡航を見合わせるなど業務渡航目的が縮小し

たことから，２０～４０歳代の男性が低下した。とりわけ来京・大阪の２大都市

圏の男I性旅行者の落ちこみがみられる。また，これまでの海外旅行のメイン

ターゲットであった２０歳代女性の伸び率が相対的に低下している。これに

代わって高年齢層の需要が拡大している。

景気後退の波によって低価格志向が強まっているが，パッケージ商品につ

いても低Iilli格のブランドへと移行している。さらにピーク時の商品が売れな

くなったことと併せて旅行業や航空業の収益の低下に直結している。最近で

は，ピーク離れの現象が見えはじめている。通常，ゴールデンウイーク，夏

休み，年末年始には，需要予測に合わせた高mli格の設定をおこなっているが，

高い出発曰を避けようという消費者の動向がさらに鮮明になっている。これ

まで必ず満員だった超ピーク期の商１W,が売れなくなり，むしろ直前直後に多

く売れるようになってきている。地方空港発国際線の増便を１１１心に，航空座

席の供給量が年々増加しピーク時の供給力の拡大も影響している。これまで
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のようなピーク期で収益を1iWi保するという方策が採りにくくなってきている。

２海外旅行市場の需要構造

日本人の海外旅行の訪|Ⅲ地は，輔国，台湾，香港に代表される近隣の諸国

とハワイ，サイパン，グアムなどの観光地，そしてアメリカ本土となってい

る。旅行目的で最も多いのが観光目的である。新蛸旅行を含めると，約７割

が観光目的で，墹加傾向にあると言えよう。出張目的は約２割で，利川割合

はやや低下傾向にある。

日本人の海外旅行者の男女別・年齢別では，２０歳代の女性の出国数が高い

のが特徴である。それも，ほとんどが観光目的となっている。３０歳代以上

の女性では出国数は大きく低下する。３０～50歳代の男`性では，出張目的で

の出国が高い。

旅行|]数は「5～７日」が最も多く，１週間以内の旅行が多いことがわかる。

これは，旅行目的地が近隣の地域が多いこと，長期休暇がとりにくいこと，

航空輸送の面から見た場合4～６日程度が商品化しやすいためである。旅行

者数の墹加の多くが，国内旅行と競合する旅行日数の短い海外旅行であると

言えよう。

同行者は夫婦のみが噌力'１しており，これは熟年夫婦や若い世代の夫婦旅行

も増力Ⅱしているためと考えられる。友人，知人との旅行は２０歳未満の若年

層，女Izliに多い。会社の同僚，ひとりはlll張目的の多い男`性の中・高齢層に

多い。海外旅行者は多くがリピーターであり，半数以上が５１回１以上の経験を

もっている。

海外旅行での費川は約３０刀円で，１']高もありやや減少傾向にある。また，

近距離観光旅行がlPiI力Ⅱしていることが，費用の増加を抑える要因となってい

ると考えられる。

海外旅行においては特別な|=｜的の場合を除いては，旅行会社を利用する場

合が多く，全体の９割以上が利Ⅲ]している。空港別に出匡|者を見ると，圧倒

的に，新東京匡Ⅱ際空港（成'１１空港）に偏っていることが分かる。
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３空港の整備

長い間懸案であった新来京国|際空港の新滑走路の脚MiがTliスタートし，関

西空港の拡張，「１１部新空港の瀧備など今後とも国|際航空の供給の面での拡大

は進む見込みである。東京'五||際空港（羽'１１空港）の沖合展開那業はおおむね

完成し，一部の国|際線の利川も検討されている。

さらに，外国航空企業による輸送ﾉﾉ墹強，新規乗り入れによって競争がま

すます激化することが見込まれる。それは，提供朋,'ＩＦ数の蝋〃||だけではなく，

運賃の低下競争を招くものとなり，海外旅行の大きな促進材料となるだろう。

また，地方空港の|玉|際線化がさらに進行することも海外旅行需要のl喚起に重

要な役割を果たすだろう。

空港の整備の進展によって，これまで｣&られていたような，輸送力の不足

の時代から，航空供給の過剰時代を迎える可能性も高い。さらに，日本にお

ける航空政策も大きく変わりつつある。アメリカとの航空交渉では両匡|の輸

送力の拡大が合意された。ルt空における向由競争がより活発化することにな

り，その際には，向い利川率で収益を維持してきた'三|本の航空企業と，低コ

ストの競争力を持つアジアのⅢt空企業，’1:界的規棋で活蹄するアメリカの航

空企業との競争がより激しくなることであろう。
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第２章１''１組の観光開発

観光・レジャー活動を媒介として地域経済活動の活性化をはかろうとする

試みがはじまって久しい時''１１が経過している。数次におよぶ全国総合開発計

画のもと，工業の地力分散によって地力経済の活性化をはかろうとする試み

が挫折して後，第四次全国総合開発計lIl1i以降は，観光レジャー産業と情報産

業が地域活'性化の救世主と'１されるようになった。iilWlll県もその例外ではな

い。しかし，全国的にも，いまだに観光・レジャー活動を媒介とする地域活

'性化の方法については，十分に一致した認識が形成されているとはいえない。

むしろ今日，観光・レジャー需要の今後の動向をどうみるかということを分

|岐点として，やや対立した力法が並立していると言ったほうが正確であろう。

すなわち，一方には，観光・レジャー需要が今後とも向級な・人工的な・非

|]常的空間を要求するものと考え，それに対応する大規模な，隔絶された施

設を整備していこうとする方向があり，もう一方には，各地域の'－１常的空間

そのものが旅行者にとって非日常的となるように，地域の独自の景観・歴

史・文化そのものを地域の'三|常と切り離さずに整備していこうとする方向が

ある。前者は，大規模なllM発投資を前提とし，いわば人資本型，後者は，地

域主体の小規模投資の柚みＺｎねを想定するものである。

本章では，沖細り,4を例にとって，観光開発と地域|Ⅱ1発・活性化のかかわり

を考えてみたい。あらかじめ結論を述べておけば，郭;者は，全体として先の

二つの方法のうち，後者を今後の観光|淵１発のあり方として文持するが，沖縄

に関しては，二つの混在､Uを主張したい。そして，すでに沖細では高級志向

の大型ホテル等の宿泊施設の卿ＩＩｉがある狸度すすんでいるところから，今後，

力を入れるべきは第二の力向であり，それによってはじめて今後いっそう多

様化する需要に応えられるものと考える。
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１１９７２年の本土復帰から１９８０年代まで

｜全体的推移

沖縄県が，地域振興の挺子として観光を前面に押し出していくのは，１９８２

年の「第二次?１１１縄振興開発計画」からである。１９７２年の復帰から８２年まで

の１０年は，政策的努力というより，自然発生的な需要増大と海洋博覧会開

催による一過'性の需要に民間資本が対応していたといってよい。第二次沖縄

振興開発計画の観光重視の方向は，さらに’987年のリゾート法の成立によ

って強められる。１９９０年１１月２１三lに，県は，「沖縄トロピカル・リゾート構

想」の承認申請を匡lに提出し，９１年１１月２７日に承認を受け，県の地域振

興策としての観光開発計画は，かつてない規模に拡大した。ただ，沖純県の

場合，すでにリゾート法による|)'1発計画以前に，７０年代においては地元民

間資本によって内発的に，８０年代には本土資本を中心に，リゾートホテル

建設等が継続的におこなわれてきていた。したがって，沖細における観光・

リゾート開発を，８０年代後半のリゾート・ブームに始点をもつものと考える

わけにはいかない。

２年間入域観光客の推移（復帰から９０年代前半まで）

本土復帰直前の１９７１年（72年復帰）には，入城観光客数は２０万人にすぎ

なかった。それが７２年に４４万人，７３年７４万人，７４年８０万人と急激に増

大している。真栄城守定氏は，この復帰直後の入城観光客墹大は，沖細への

入域制限の撤廃・渡航の目[|]化といった「復帰インパクト」によるものであ

るとされているが，同時にそのインパクトのなかには，「沖細が新しい観光

フロンティアとして注目されるようになったこと」もふくまれると指摘して
（１） 

いる。

1975年の沖細海洋博覧会は，１ill純を海洋剛リゾート地として全国に印象

づけ，それ以後の沖細観光の`性格を方向づけた。海洋博の開かれた７５年の

入城観光客数は，１５６万人と前年の２倍にふくれあがった。翌７６年は，い

わゆる「海洋博ショック」で入城者数は８４万人に減少したが，７７年には
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１叉１１入城観光客数の変化
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IlIwi：沖縄県『観光要1ijii」各年度版より作成。

１２０万人と再び百万人台を超え，７８ｌＦｌ５０万人，７９年180万人とふえ，そ

の後しばらく１８０万人台を続けて，８４年になって２０５万人と二百万人台を

突破し，８８年は２３９万人，８９年は２６７万人，９１年には３０１万人に達してい

る。

こうした入域者数増力'１は，海洋博を機におこなわれた道路・空港・港湾等

の社会資本の整備やホテル等の観光関連施設のMI4fllli，大型仙t空機の就航とい

った受け入れ体制の整備と，航空会社等による沖細観光キャンペーンの展開

によって生じたものである。

沖純本島のリゾートホテルの開業年)三''三|を見てみると，７４年のホテル・み

ゆきピーチを皮切りに，７５年には海洋|W[会場に近い本部１１１Jでロイヤル・ビュ

ー・ホテル，グリーン・パーク・ホテルが開業し，恩納村ではホテル・ムー

ンビーチが開業している。本土大資本によるホテル建設は，８０年代に入っ

てから本格化する。８３年の万座ピーチホテルに次いで，８７年と８８年にはあ

わせて五つのリゾートホテルが開業している。９１ｲ1ﾐ３月の時点で沖細県内

のリゾートホテル，コンドミニアムは２５施設で，総客室数は3800,総収容
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人員は１万2000人である。特に沖縄本島西海岸の恩納村は大型リゾートホ

テルが集中立地し，総収容人員で6000人を超えている。ゴルフ場は，９１年

３月で２５カ所，１４００ヘクタールに達し，県総、積の０．７％を占めている。

こうして，リゾート法にもとづく開発計画策定以前に，１''１縄のリゾート開

発は，本格的な政策介入のないまま民間資本によって進められていたのであ

る。

３沖縄経済に占める観光・リゾート産業の比重

復帰以前には米flI基地に関連する収入，すなわち「軍関係受取」（軍人･軍

属の消費支出，耶雇川者所得，顕用地料の合計）が沖純経済を支える大きな柱

であった。復帰の前々年1970年には，「軍関係受取」は沖縄の県外受取の

３７％を占めていた。復帰後，国庫から県財政への経常移転の増大，観光収

入の増大等により，次第に「軍関係受取」の比頭は低下してきた。とはいえ，

絶対額では８５年までIli関係受収も増大しているのである。たとえば，軍用

地料をみると，１９７１年の地料は約３１億円であるのに対し，復帰の年７２年

には188億円と６倍に墹力Ⅱし，８５年には400億円を超えている。これは日

本政府が地料を負担するようになってから，毎年地料が引き上げられている

からである。ｉ１１房)|]者所得はほぼ横ばいである。８５年以降，軍関係受取の

絶対額が低下するのは，円高によって丘'１人・軍屈の消費支出が低下したため

である。

観光収入は，１９７７年に絶対額で軍関係受取を上回り，その後，急速に両

者の差が開いている。1980年には，観光収入は1803億円で県外受取に占め

る比重が13.28％となったのに対し，躯関係受収は１１２３億円で８１５％であ

る。８７年には，観光収入は2598億円，１７％，ilI関係受取は１３１１億円，８．６

％である。ただし，基地関連の収入としては，１１１関係受取のような直接的な

もののほかに，基地工事請負のような間接的なものがあり，１９８６年度でみ

ると，米軍および日本の防衛施設局発注の工事額は500億円にものぼってい

る（喜久村準・金城英ﾘＪ［1989］『どこへ行く，基地沖繩』高文研，pl26)。これ

をふくめると基地が沖縄経済に与える影響はまだまだ無視しえないものがあ

る。
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とはいえ，さとうきび，野菜，花卉を主力とする農業の粗生産額が１９８７

年で１１０８億円，生産農業所得は550億円，fli関係受取は'１１１接的なものまで

含めても，この時点で観光収入以下に落ちており，観光収入が沖縄県経済に

占める比重の大きさは疑lIUの余地のないものとなっている。すでに全国的な

リゾート開発ブーム以前に沖純では観光・リゾートが財政支出とならんで県

経済を支える大きな柱となっていたのである。

１１８０年代終わりから９０年代初めまで

｢１１１細トロピカル・リゾート構想」によるI)M発の誘導一

１８０年代後半のリゾート・ブームとその背景

「沖縄トロピカル・リゾート構想」が出てくる背景として，全国的なリゾー

ト・ブームと「リゾート法」について簡単に触れておこう。

リゾート・ブーム，リゾート法は，１９７０年代後半以降の日本経済の状況と

関連させて理解されなければならない。７０年代後半以降の状況のなかから，

リゾートに関連する，三つのやや次元の異なる動きをとりだそう。

一つは，高度経済成焚の終焉と'三|本の「経済人|正1」化が，人々の|H1に物質

的福祉の向上だけでなく，ゆとりと梢神的充足を希求する気運を高めたこと

である。それは[|然との調和をもとめる動きとなり，また仕事によりも余暇

や趣1床に時間をさこうとし，家庭を尊取する動きとなっている。こうした，

余暇，趣味，家庭，自然への人々の指向がリゾート・ブームの底流をなすも

のである。これを背景に，通産省の長期産業櫛造についての９０年代ヴィジ

ョンは，「ゆとりと豊かさ」の実現を掲げるにいたる。

「ゆとりと豊かさ」の一つの象徴としてのリゾートの|)'１発は，経済発展の

波にとりのこされて経済lMﾉ疎外感に蒜しんでいる地方・農村部にとっては，

ゆとりと豊かさを約束する地域振興策であり，過辮に苦しむ都市住民には，

都市では困難になった自然とのふれあいやゆとりある住生活の代替物として，

リゾート・ライフによる「ゆとりと豊かさ」を提供しようというものであっ

た。

二つめは，’三|本経済が，貿易摩擦等の問題から，もはや従来のような輸出



'7２第111部観光の新展開

主導型のままで発展することが難しくなり，内需の拡大による成長をはから

ざるをえなくなったことである。国内での資本の投下分野の開拓に苦しむ企

業にとって，リゾート開発は将来性のある「内需」としてきわめて魅力ある

分野であった。

三つめの，より短j01的・直接的な要因としては，８０年代後半の超金融緩和

政策と莫大な貿易黒字を背景とする「金あまり」現象が，投機的色彩の濃い

リゾート・ブームを後押ししたということである。そのために，リゾート開

発は量的にも質的にも歪んだものとなった。

２リゾート法，民活法，第四次全国総合開発計画

リゾート・ブームに拍車をかけたのは，リゾート法（｢総合保養地域整備法」

1987年５月成立）である。９１｛1三１月までに，２７道府県がリゾート地域狸（術

に関する「基本柵想」を作成して国の承認をうけ，延４１３万ヘクタールがこ

の法律の適用地に指定された。これらの地域で予定されている開発構想は，

民間事業費だけでも６兆円を超え，関連公共事業費はそれ以上になる可能性

があった。その時点で，ほかにあと１３地域が承認111請中，もしくは基礎調

査提出中であり，それらがすべて承認されると，総合計･で６２７万ヘクタール，

国士面積の１７％にｲⅡ当する地域でリゾート開発がすすめられることになっ

ていた。

リゾート法の週)|]地域に指定されると，その地域で開発をおこなう民間事

業者および地方自治体に対しさまざまな優遇措置が講じられる。課税の特例

措置はもとより，資金についても政府金融機関による低利あるいは無利子融

資がおこなわれ，関連する道路，下水道については国および地方公共団体が

その整備につとめることになっている。さらに地方公共団体が民間事業者に

対して出資，補助等の助成をおこなった場合には，その助成に要する経費を

地方債の対象経費とする措置を講じることができる。また農地法による農地

転用許可その他さまざまな規Iill措置についても緩和等の配慮がはらわれる。

リゾート法は，１９８６年に制定された民派法（｢民|川事業者の能力の活用によ

る特定施設の整備の促進に関する臨時措置法｣）の延長線上にある。民活法は，

｢経済社会の基盤の充実に資する特定施設の整備を民ＩＩｌ１事業者の能力を活川］
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して促進するための措置を講じる」というもので，工業技術，電気通信・放

送，外国との経済交流，港湾，情報処理等に関する「特定施設」の建設に当

たって，民間企業を計画段階から参力Ⅱさせ，税，資金，公共施設等について

国・地方自治体が援助をおこなうというのがその趣旨である。「民活」の名

の下，都市における規制緩和と再開発が中曾根内閣のもとで始まったことは

記憶に新しい。リゾート法は，民活法の地域版・リゾート版なのである。

さらに８７年６月，リゾート法とほぼ同時期に閣議決定された第四次全国

総合開発計画も，「民間企業の活力を活用した国土基盤整備」をうたい，し

かもここでもリゾート開発が戦略的プロジェクトとして位置づけられていた。

３「沖縄トロピカル・リゾート構想」

以上のような復帰以後の観光・リゾート産業の発展を背景にし，さらに８７

年以降の全匡ⅡMJなリゾート開発ブームにも後押しされて，県は，９０年３月

に「リゾート沖縄マスタープラン」を作成し，さらに９０年１１月にはリゾー

ト法の適用を受けるべく，県域全市''１J村１０市15111J２８村をリゾート法の適

用を受ける特定地域とした「沖縄トロピカル・リゾート構想」を国に提出し，

９１年１１月に承認を受けている。以下にこの柵想の概略を見てみよう。

（１）整備の基本目標と限界「構想」は，沖純県におけるリゾート開発の

基本方向として，国際的水準のリゾート地の形成ということと，県経済の自

立化に向けた戦略的産業としてのリゾート産業の育成ということをあげてい

る。前者については，１'１縄を，ハワイとオーストラリアのゴールド・コース

トを他の頂点とする環太平洋のリゾート地のゴールデン・トライアングルの

－頂点に仕立てあげていくという目標が示されている。後者については，

｢地域づくり・関連産業の振興に資するリゾート開発」をかかげ，関連する

第一次産業や地場産業，リゾート関連中小企業の育成に努めるとしている。

また，「プラン」は，「リゾート開発は，地域のもつ自然的・社会的環境容

量の範囲内で行うことが重要である｣，と指摘し，「椛想」はさらに具体的に，

｢開発を行うにあたっては自然環境さらには地域環境にトータルとして及ぶ

影響に配慮しつつ，具体化に際して環境アセスメントを行い，環境への影響

を極力軽減するなど環境保全に万全の注意を払う」としている。
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（２）新規に整備されるリゾート施設「榊想」は，全県にわたる「特定地

域」のなかで，さらに１ｏ地区を軍点整備地区としている。この重点整備地

区内では，新規に次のような施設が整備される。

スポーツ施設はゴルフ場が１３で総面積８０８ヘクタール，テニスコート

163面，マリーナが６カ所で1567艇分，体育館が５カ所，プールが３０であ

る。宿泊施設としては，ホテルが４７カ所で１万４２５７室，コンドミニアムが

１２カ所で2308室，コテージが１０カ所で８６３室，ヴイラハウスが３カ所で

約９００室，貸別荘が５カ所で481戸，ペンションは1カ所で５４室である。

そのほか植物園が８カ所，博物館・資料館が７カ所，地域特産物の販売セン

ターが１６カ所ある。

宿泊施設についてみると，総計で約１万８８００室以上の増加である。１９８８

年現在の県内宿泊施設の室数は約1万７６００室であるから，倍以上に増加す

ることになる。「榊想」は整lilliに要するjU1rII1について明記していないが，「構

想」の前身である「プラン」では，1990年から１０年間，ちょうど２０００年

までを計1mi期間としている。「椛想」は，この「プラン」の意'又Ｉを引き継い

でいるので，今世紀終わりの時点で入城観光客数についても「プラン」でい

う５００万ないし６００万人を達成するのが「構想」の目標であると考えていい

だろう。

（３）開発主体と事業費「構想」には，事業費の規模にかんする記述はな

いが，「プラン」では次のようにいわれている。民間を開発主体とするリゾ

ート開発計画は「水而下での１１桃1も含めると６０件から７０件」と見込まれ，

そのうち，総合保養地域整備法の要件を満たす計iIlliは４４プロジェクトであ

る。この４４プロジェクトを内容的にみると，総合リゾート（ホテル，ゴルフ

場，定住型施設，各種レクリエーション施設等の複合的な施設計Uljiをもつもの）

が１１件，ホテルとピーチの組み合わせが２１件，コンドミニアム等の定住型

宿泊施設を主体とするものが４件，ゴルフ場を主体とするものが５件，以上

の開発総面積は２５５０ヘクタールで，総事業費は約５１００億円である。

これに対し，公共主導のリゾート開発計画としては，県主導の第三セクタ

ー方式による部瀬名,''１１１１開発事業を含めて１０件以上のプロジェクトがあり，

これらのほとんどが当該市'11J村の地先11Mめ立て地での計画で，うち半数は国
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の関連施設の導入が予定されている。この公共主導のプロジェクトの事業費

については記述がないが，埋め立てをともなう大規模なものであることから，

やはり数千億円単位のものである。部瀬名'''1111｝M発は４０００億円，さらにそれ

に関わる名護市では独Ｆ１に1300億円の事業費を見込んでいる。その他，沖

縄市では2000億円，那Mjl市で2180億円の第三セクターによる開発投資が見

込まれている。

佐藤誠氏の紹介する九州経済調査協会の８９ｲ1三の調べでは，沖縄県の複合

施設型リゾートの投資額は，１兆4294億円にのぼり，これは九州の他の７

県の合計額に匹敵するとされている（佐藤誠［1990］『リゾート列島』，岩波新

書，ｐ､99)。１９８９年度の沖縄県の県民総支出（実質）は２兆6294億円である

から，１０年を計画jUl間とするものとはいえ，基囎整備等を含むリゾート開

発投資は県経済に無視できない影響をあたえるはずのものであった。

（４）開発手法（民活）「椛想」は，リゾート法，民活法の線にそって，

基本的に民間活力を重視する開発手法をとっている。部瀬名llllllリゾート開発

にみられる第三セクター方式も公共主導で民間活力をf川する一つの方法で

ある。

特定民間施設整備については，通常，民間主導の開発が期待されるが，沖

縄県の場合，やや異なる側面がある。他府県の，特にリゾート後進地域での

開発の場合，文字どおり企業誘致という形で，民間主導型の資本導入をはか

らなければならない所が多いが，沖細県の場合，逆に，民間資本主導の開発

を規制せざるをえない状況がある。すなわち，「榊想」によれば，「本地域に

おいては，民１Ｍ]主導によるリゾート開発プロジェクトの立地動向が極めて旺

盛で，個々の計画がバラバラに進展すればそれぞれが類似したものとなり，

リゾート地域として魅力に乏しいものとなる」ことは避けられず，そうした

事態を回避するためには「官民一体となったリゾート地の整備・運営」が必

要なのであり，とくに重点整備地区の繋備については，官民で構成する「重

点整備地区整備推進協議会（仮称)」を設置して，「各地区の特`性をふまえつ

つ，その一体的整備に向けたコンセプトの設定や関連インフラの整備につい

ての基本的な考え方に即して，その計画的な盤liliを推進」しなければならな

い，とされる。
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（５）価格とサービスの質についての目標観光・リゾート産業で特に重要

なのは，施設利川の(llii格とサービスの質である。

m1i格について，「構想」は，民間特定施設の迦営にあたっては，「国際的水

準の内容をもつグレードの高いリゾート施設の雅備に力Ⅱえて，大衆・家族向

きで良質，低脈なコンドミニアム，ペンション，｜玉|民宿舎，国際旅行村．，オ

ートキャンプ場等多様な施設の整備を図」り，また「公共主導による開発計

画においては，ＴＵ能な限り良質・低廉な施設の優先的整備に努める」として

いる。

サービスの質に関しては，特に人的サービスの内容を重視し，「関連業界

の従事者に対する研修システムの確立｣，あるいは大学・専門学校その他で

｢観光・リゾート専''１]学科等の設置をはかり，業界のニーズに対応した多様

な人材.の育成に努める」としている。

４「沖縄トロピカル・リゾート構想」の検討視角

さきにも指摘したように，全国的なリゾート|｝'１発の波は，戦後の経済成長

の限界への認i識のうえに発生してきたものである。しかしそれは，経済成長

そのものへの深刻な見直しの上に立ったものではなく，「外需から内需への

転換」という言葉が示すように，市場転換の波にのったiIniが強い。リゾート

も，資本にとっては，成長の可能性の高い市場，すなわち「余暇市場・リゾ

ート市場」として投資の対象とされるのである。

余暇やリゾートは，本来，そうした商,W,経済活動の対極に位置するもので

あり，これを利潤極大をめざす企業活動の対象にすることは，おかしなこと

である。つまり，リゾート産業は，リゾート消践者に効率よくお金を使わせ

て利益をあげることを|=1標として遮営されるべきものではなく，「プラン」

でも「榊想」でも言われているように，「ゆとりある国民生活の実現を図る

観点から，新しい生活スタイルを展開する旗手」とならなければならないの

である。

沖細県の場合，観光・リゾート開発には大きく二つの曰標が課せられてい

る。

一つは，リゾート開発・迦営をとおしてゆとりある国民生活の実現に寄与
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し，かつ国際的なリゾート地として「東南アジアをはじめとする諸外国との

交流拠点」（第四次全l玉l総合Ⅱ'１発計mliにおける沖細地力盤備の基本方向）となる

ことである。

二つめは，自然環境や社会環境と調和のとれたリゾートの開発と運営をと

おして，沖縄経済を財政依存から脱却せしめ，自立的に発展する豊かな経済

へと転換することである。

「構想」がはたしてこの目標の達成のために有効なものとなりえているか

どうか，あるいはすでに進展しつつある開発の現状がこの目標に沿ったもの

であるかどうかを検証することが課題となるが，本章では沖縄経済の自立

化・活`性化という点を'''心に，「構想」およびそれ以降の’''１縄の観光・リゾー

ト開発の検証をおこなう。そのＩ際，とくに次の二点を|Ⅲ題とする。

（１）主体「県経済自立化」という目標に照らしてみるとき考慮さ

れなければならないのは，県民・地域住民がどのようなかたちでこのリゾー

トの運営に関わることができるかということである。たんに，雇用労働力の

提供者，物産の供給者にとどまることなく，県民が，経済活動の主体となり，

かつ県外客との交流あるいは国|際交流の主導者となりホスト役となるには，

県民主導の，あるいは県民経営のリゾート施設の整備が必要であると考えら

れるが，上のような大規模リゾートホテル計画と県民主導型施設整備あるい

は運営との関連について「構想」はどのような整合的プランを準備している

であろうか。

（２）低廉・良質のリゾート供給ゆとりある国民生活のためのリゾートづ

くりという観点からは，良質で低価格の宿泊施設の整備が目指されなければ

ならないが，これは大規模な国際的リゾートホテルには望むべくもないと思

われる。「構想」は，「大衆・家族向きで良質低廉な……多様な施設の整備を

図る」としているが，沖純リゾートの中心となる恩納海岸地区でのペンショ

ン・民宿など低価格宿泊施設の供給およびその質的向上について具体的にど

のような方針をもっているか。

５リゾート法の問題点

｢沖縄トロピカル・リゾート榊想」が，リゾート法を前提とするものである
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以上，「構想」そのもの検討蘂に先立って，リゾート法の問題点を見ておく必

要がある。

リゾート法の目的は，「ゆとりのある国民ﾑﾋ活のための利便の増進」と

｢地域の振興」を，「民間事業者の能力の活川」によるリゾート開発をつうじ

て達成することである（総合保養地域雅備法，第１条）とされている。こうし

た施策の出てくる背景には，先にも指摘したように，’二1本が，世界経済の

１４％を占める「経済大国」であるにもかかわらず国民生活においては豊か

さが実感できないということや，工業化・都市化の進展からとりのこされた

地力・農村部の経済的困難，そして，これまでのj輸出主導型経済成長が困難

になった日本資本主義が，内需主導皿経済への転換をせまられているという

事情があった。リゾート法は，この三つの事情から要請される課題のすべて
（２） 

に応えるかたちをとっている。そしてこの，す-べてに応えようとするところ

に，リゾート法の矛盾がはらまれている。

（a）とくに問題となるのは，ゆとりある国民生活や地域振興を，民間事業

者の能力の活用によって実現しようとする点である。もちろん，民間事業者

の能力の活用一般にＩｌＩｊ題があるわけではない。リゾート法が想定する民間事

業者の具体的条件がIHI題なのである。

「総合保養地域繋備法第一条に規定する整備に関する基本方針」は，重点

整備地区の設定に関する要件として，特定施設が計画的・一体的に整備され

るものであることとしており，また，特定施設の設置および特定民間施設の

運営に関しても，各特定施設が総合的・計画的に設置され，机互に有機的連

携を有するものであることを要件としてかかげている。

こうした総合的・計画的UM発を，民'''1事業者の能力を活用しておこなうと

いうことになれば，どうしても資本力のある大規模民|Ⅲ事業者が主体という

ことにならざるをえない。事実，各県の基本榊想に沿ってリゾート事業を展

開しようとしたのは，福島県で伊藤忠商事，東急電鉄，宮|崎県で西部鉄道グ

ループ，兵lI1ji県で三井不動産，福岡県で三菱商事，熊本県で大和ハウス，鹿

児島県で電通など，ほとんどの県で大企業が中心である。

さらに「基本方針」は，総合保養地域の指定を受けるためには，特定民間

施設の整備が確実と見込まれる地域であることが必要であるとしており，か
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っ，その整備の見込みがあるかどうかの判断については，民間事業者による

具体的な整備計画の存在とその実現性を担保するものとしての民間事業者に

よる立地可能性調査と施設薙備に関する意思表lﾘ1がおこなわれているかどう

かによらなければならないとしている。とすると，各県のリゾート開発基本

構想の策定自体，大企業の参加なしには不可能ということにならざるをえ
（３） 

なし〕。

（b）この大企業中心の大規模リゾート開発は，まず，「ゆとりある国民生

活のための利便の増進」というリゾート法の目的と矛盾する事態を引き起こ

さざるをえない。「基本方針」は，特定民間施設の運営に関して，「広く国民

が，安心して適正な価格でホスピタリティにiMiちた質の高いサービスの提供

を受けることができるよう努めること」としているが，巨額の資本投下をお

こなう民間事業者としては，運用利袖を確保するために，地域イメージや施

設の高級化・差別化をはかり，高mli格化を追求しなければならない。

行政監察局の調査では，１６県の重点整備地区内ですでに供用されている

宿泊施設30施設の１泊２日の利用料金は，３万円以上の施設が１つ，２万円

以上３万円未満が３つ，１万円以上２万円未iiliIiが１６，そして１万円未満が

10（うち８施設は素泊まり）で，全体に高い料金設定となっている。しかも，

リゾート法の目的に関わるこの宿in施設の利用料金の問題は，基本榊想承認
（４） 

にあたっては，審査の対象とされていない。こうした高い利)U料金は，当該

地域に進出した大企業自身の必要とするところでもあるが，当該地域内に，

既存の宿泊施設がかなりある場合には，競合を避け，同一市場での棲み分け

をはかるために，既存の旅館等から出された要求にもとづいて協議し，高い

価格を設定することもある。いずれにせよ，大規模な高級ホテルの建設は，

多くの国民に対して従来以上に「適正な価格で……質の高いサービス」の提

供をおこなうというものではない。

（c）さらに，大企業を'１１心とする大規模リゾート開発は，地域振興という

点でも問題なしとしない。大規模開発が地域にあたえる影響は二面的である。

一面では，大企業のキャンペーン活動などにより，高級な地域イメージがつ

くられ，当該地域へのリゾート需要が増大し，地元の中小宿泊施設や関連業

種の売り上げも増加し，地域が活性化することが考えられる。しかし他面で
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は，大資本の経営する高級リゾート施設は，宿泊・食事・ショッピング・遊

び等をすべて内部化するI頃向があり，客の支出の大半は地元には落ちないで

地域外に流ｌ１Ｌ，地域活性化につながらないということも考えられる。この

二側面のうちどちらが強く現われるかは，地域の経済活動とリゾートとの関

わり方に依存する。この点は，次節で検討しよう。

リゾート法が，大規模リゾート開発を地域|刑発の起勅力にしようとしてい

ることはlﾘ]らかであり，「基本方針」も，総合保護地域の性格・機能を，「地

域の資柳ｉｉを活)[Ｉした総合保養地域の整(illiに関連する産業，農林M((業，商工業

等の育成・振興がはかられることにより，当該地域およびその周辺の地域の

振興に大きく寄与する地域活性化の拠点であること」と規定している。しか

し，総合保養地域が，大企業によって「一体として」整術される大規模リゾ

ート施設群の受けⅢ[にとどまるならば，「地域活性化の拠点」とはなりえな
（い

いことがしばしば指１１１されている。リゾート法は，そうした懸念に応える具

体的施策を準備しておらず，Ｉ１ＩＩ象的に地域活性化をうたうのみである。

こうして，リゾート法は，その形式において三つの１１標を掲げているにも

かかわらず，内容においては，民間大企業の活力を生かすことを主目的とし，

国民の余'１段活動や地域振興をｉＷｌｌ次的目的あるいはiiiなる手段とするものとな

っている。

Ⅲ観光・リゾート|)'1発と地域活Wli化

リゾート開発を，地域の活性化の起動ﾉﾉとすることの是非についての根本

的検討･はいまおくとして，リゾート開発が地域の活性化に結びつくための丸陛

礎的条件を考えてみよう。

１観光・リゾート業と雇用一西ヨーロッパの経験の示すもの

西ヨーロッパ諸|玉|の観光と経済開発の'１１１腿を概観する著作を編纂したＡ

Ｍ・ウイリアムスとＧ・ショーの紹介するところでは，１９８５年，ＥＣ委員会は，

ＥＣ１０カ国において，観光が５００万人のilL〔接雇用をﾊﾘり出し，間接雇用を合

わせると1000万人から１５００万人の扇Ⅱ｣を創り出したと見積もっているし，
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世界観光機関は，観光と観光関連雇用はヨーロッパ全体で全雇川の１５．５％
（６） 

にﾎ目当すると推計しているという。

国もしくは国を超えた広域経済をとってみれば，観光・リゾート開発が有

効需要の増大とそれにもとづく雇用の増加をもたらすことは疑いえない。そ

れをさらに細かく地域別に把握しようとすると，多くの条件因子，とりわけ

｢観光産業自体の特徴と地力的，地域的，国家的な経済の特徴」が問題とな

り，一概に雇用にプラスの影響があるとみることはできないとされる。しか

し，おおまかには，「関連した専'１リサーピスや製品を供給することができる」

観光経済地域で，かつ「小さい土着の企業によって支配されているもの」の

ほうが，観光所得乗数は大きくなる，とされる。反対に，外部に本拠をもつ

分社（branchplalIt）に支ilii]された大規模な観光プロジェクトで，それが

｢地方経済の能力を超過する場合には｣，「外部のサービスや会社の本社で購

入される生産物に多くを依存する傾向がある」ため，所得漏出の範囲が大き
（７） 

<なり，乗数は小さくなるため，雇)H効果は小さくなるとされる。

観光収入の増加が地域経済にあたえる効果についての，このような結論は，

理論的にも導きだすことのできるものかもしれないが，実|際に，第二次大戦

後，労働時間短縮をおしすすめ，大衆観光の新たな波をつくりだした西ヨー

ロッパ諸国の数十年の経験をふまえて指摘されていることで，その現実性が

裏付けられている。

２曰本における大規模リゾート開発と地域経済

日本において，大規模リゾート開発がどのような経済効果をもたらしたか

については，大部分の大規模開発が，「バブル」崩壊以降凍結されている状

況では，十分な実例をとりだすことができないし，また，対悩される「小さ

い土着の企業による」地元関連型リゾートの雇川・経済効果についても，十

分な実例をあげることはできない。前出の『リゾート|）|]発をⅡ|]う』では，大

規模開発の例として，岩手県の安比リゾートと北海道のトマム・サホロ・リ

ゾートをとりあげて，この点の検証を試みている。それにしたがって，安比

とトマムの例を紹介しよう。

リクルートが資本額の４８％を出資してつくった第三セクターの「安比総
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合開発」を主体とする安比リゾートの場合，以前からあったゴルフ場にくわ

えて，スキー場，ホテル，乗嶋クラブ，別荘・ペンション，牧場が整備され，

大規模なリゾートがつくられた。スキー場が８年IHIで地元に落とした金は，

IIJ村税，従業員給与，飲食代，原材料仕入代，設備投資代金，川地代など

72億3000万円である。しかし，民宿や一部の出入り業者を除き，地元商店

街の売り上げはここ数年落ちており，町人口も，８０年の8714人から８８年

の7402人へと減少している。’１１１内在住の高校生で，卒業後町内で就職した

人はここ数年おらず，若い労働力の定着効果もみられない。スキー場，民

宿・ペンション関係の地元雇川は全体の半分で，粥雇いが，冬261人，夏場

160人，冬はこのほかに臨時扉いが力Ⅱわって584人になる。８７年の安代町の

観光業者の原材料IIiMi入費２１億5800万円のうち，地元商店からの仕入は５億

7500万円で26.6％，ここ３年1111の工事発注額124億円のうち，地元受注は

その７％に満たない。１００万人のスキー客が訪れるということを考えると，

同書の著者とともに，この大規模リゾートの地域活性化効果は小さいと考え

ざるをえない。

トマム・リゾートの場合は，地元，占冠村は，人口・就業人口ともに増え，

税収も増えている。ただ，農業・林業などの第一次産業就業者が減少し，工

業は微減，その反iiTiで商業が従業者数．販売額ともに大l隔墹をみている。こ

れを経済効果としてどう評(111iするかはむつかしい。業種ごとの効果が異なる

からだ。著者は「地元産業が発展している状況とはみられず，むしろ停滞ま

たは衰退状況にある」としているが，量:的には雇用効果はあったと言うべき

だろう。しかし，この場合も，さきのウイリアムスとショーの整理にしたが

えば，「地方絲済の能力を超えた大規模開発」であり，雇用の質（常雇いか

臨時雇いか，符班的労働か不熟練労働か）やインフラ整備負担の過大さ，地域

経済との有機的関連の薄さという点で問題があることは疑いえない。リゾー

ト開発の地域活性化もしくは地域振興効果を，扉月]へのプラス効果だけでみ

るのではなく，多様な地域内産業の展開，すなわち地域内産業連関もしくは

経済循環の拡大という評価基準をもくわえてとらえるならば，トマムのケー

スも満足のいく活性化効果をもたらしたとは言えないであろう。
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３小規模地元企業の役割の重要性

地元企業を主体とした小規模リゾート開発が，雇川を含めて，地域経済に

およぼす効果がどれほどのものであるかについては，まだ量的に把握できる

ような具体例を示すことができないので，あくまでも珊念的なものにとどま

らざるをえないが，リゾートllM発を地域活性化に結びつけるためには，ウイ

リアムスとショーの言うように，多様な小規模の地元企業の役割が不可欠で
（８） 

あると考えられる。その際，リゾート|刑発のすべてを小規模地元企業で遂行

することもありうるし，外部大企業による開発と共存する場合もありうるで

あろう。これは地域の観光・リゾート資源の容量と需要の規模に依存する。

そして，いずれの場合でも，計画段|階から遮営段階まで地元が主体であるこ

とが要件となる。

リゾート開発の経済効果（需要の増大，雇１１１の増大）は，まず開発過程での

インフラストラクチュア整備，リゾート施設整備にともなう建設需要の形で

現われる。これを当該地域（地元）で吸収するには，地元にこの建設需要に

対応できる供給力すなわち建設能力をもった企業がなければならない。建設

の規模や内容やテンポが地元企業の対応能力を超えるものであるときにはこ

の需要は地元外の大企業によって受注されることになり，地元にはさしたる

メリットをもたらさない。その点，個々の建設が比j校的小規模な場合，まし

て地元に特有の建築様式が採用されるようであれば，地元建設業によって建

設がおこなわれる可能性が高くなる。また，岐終的には大規模なリゾート施

設の集積がおこなわれるとしても，それが小規模施設の集積によって，ある

程度時間をかけて形成されていく場合にも地元建設業による対藝応は可能であ

る。地元の対応能力をこえた大規模施設を一気に建設するという従来の日本

型リゾート建設は，その}'二}発点から地元の利袖を無視するものである。

次に，施設の稼働が始まると，さまざまのサービス，物材への需要が`恒常

的に発生する。大規模施設の場合，たとえばホテルをとってみると，国際

的・全国的に，ある水準の規格化ざれ画一化されたサービスが要求される。

したがって，従業員も専門的訓練を経ていることを要求されるし，食材にし

ても品質と規格のそろったものを大趾に要求される。地域に，これに対応す

る供給体制がない場合には，それは地域外から供給されることになる。小規
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模ホテルやペンションなどの場合，水準はともかくとして，かならずしも全

国的に横並びの規格化・画一化されたサービスである必要はないので，たと

えば従業員を地域外から採用する必要も薄いし，食材･等についても，そのホ

テルなりに規格を揃えるにしても大｣,tではないので地元でこれを揃えること

がTI1能である。また，小規模桁泊施設の場合，地域独特の食事メニューによ

って染客をはからねばならないことを考えると，地域の食材を活用する可能

性も大規模ホテルの場合より商くなるであろう。

こうして，地域振興という観点からは，大企業による集中的大規模開発よ

りもむしろ小＃1模の，ある程度時１%]をかけた|)'１発の方が効果をもつと)i1Aわれ

る。しかし，岐初に述べたように，ある地域のIiM光・リゾート開発は，当該

地域に対する観光・リゾート需要の質および地そしてそれに対する地域の

対応力に応じて現実的なコースを選択しなければならないであろう。ここで

は，需要がきわめて小さく，大企業の進出余地のないケースや，需要は大き

いが地元・「|]小資本の対応がjll皿ｌ１な場合（たとえば；前出のウィリアムスとシ

ョーの『観光と経済開発』では，「伝統的な定住|ＩＭＬを越えて建設された標高の高

いスキー・ビレッジ」は，極端な場合，「ほとんど地元外の資本と労働力によって

開発されうる」としている）を除外して，大企業と地元''１小資本が共存・競合

もしくはどちらかが独占しうるような場合のみを取り上げることにしよう。

地元'二'１小資本の場合，それがかなりｉｒｌｉ度にﾙ'1織化されているのでなければ，

全|玉1的・国|際的な規模でのキャンペーンの股|)'１による集客は不可能であり，

したがって，当該地域リゾートへの需要の急速な伸びをつくりだすことはむ

つかしい。また，多様なリゾート需要を考職するなら，ある程度の規模と全

国的知名度をもった高利用料金のホテルが立地することも必要であろう。

そこで，地域振興の現実的手段としては，大資本による大規模開発と地元

密着型の中小資本とが観光・リゾートW,；要を分かちあい，協力・共存するよ

うなリゾート１%１発が望ましいということになる。大資本と中小資本，また''１

小資本jlll互は，lTil-業種の場合，－Ⅱliで需要の独得をめぐって競争をする関

係にあるが，他、では，同一地域に立地する資本として地域全体のイメー

ジ・アップと需要墹大に共通の利害関係をもっている。異業種の場合は，イⅡ

互依存関係にあるのであり，本来，協ﾉﾉ関係にある。ただ，資本間に共通の
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利害関係や本来的協力関係があるといっても，それは結果的・間接的なもの

であって，直接的なものではない。地域振興という，資本にとっては間接的

な目的を実現するためには，資本活動を規制したり援助・促進したりしなけ

ればならないが，その主体となるのは地域住民と自治体でなければならない。

Ⅳリゾート・ブームの終息とリゾート法による開発の問題点

］「バブル経済」の崩壊とリゾート・ブームの終息

トロピカル・リゾート構想にもとづく施設整備が本格化する前に，全国的

にリゾート・ブームをもたらしていた「バブル景気」が崩壊する。

１９８９年５月の公定歩合引き上げを契機に株価は一転して急激な低下に転

じ，９１年に入ると地価の低下も明白になる。

株式・土地などの資産価格の低下は，当初，実体経済には影響しないもの

とみなされていたが，実際にはこの資産価格「バブル」の崩壊をきっかけに

して，経済活動全般が下降に転じ，９１年年央から鉱工業生産は減少，第２

四半期の成長率は２％に減速する。１９９２年２月にいたって，経済企画庁は

｢景気後退」を確認する。

この不況の過程で，投機的色彩の強かったリゾート・ブームは終息する。

さまざまなリゾート開発計画が挫折し，もしくは計画の見直しを余儀なくさ

れた。とくに，ゴルフ・クラブ会員権やリゾート・マンションのように，将

来の値上がりを前提にして供給と需要が膨らんできたものは，急激な需要の

縮小と価格下落に直面して，開発計画の頓座するものが相次いだ。

９２年夏の段階では，３５道府県のリゾート開発基本構想が，国による承認

を受けており，それに基づく重点整備地区は２６７地区にのぼった。需要後退

が一層明確になったにもかかわらず，1993年５月までに，さらに承認は増

え，合計４０道府県，重点整備地区も３０８地区になっている。しかし，総務

庁行政監察局がそのうちの１６道県について調べたところでは，この１６道県

の１２４の重点整備地区内で計画されている特定民間施設の整備事業もしくは

整備プロジェクト（複数の特定民間施設を一体として整備する事業）の５０％が

基本構想の作成時から事業主体が未確定である。１９８８年ないし８９年に基本
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構想の承認を受け，承認後３年弱ないし４ｲ|ﾕを経過した９県にしぼってみる

と，７７のZn(点獅Ili地匹のうち４７地区（全体の６０％）で一部の工事が着手さ

れているが，その他の地区ではまったく着手されていない。同じ９県での特

定施設（民ｌＩｌｌもしくは地力公共団体を設ｌｉｆｔ・巡営主体とする）狸1備の進捗状況を

見てみると，1992年７月現在，２０４６施設の計画のうち，２１８施設がすでに

完成・供川１１:１，１１３施設が整I1illilI1，残りl715lilj設（全体の83.8％）は工事未

着手である。工耶未着手の施設のなかには，「採算がとれないこと等から事
（９） 

業実施の'二|途が立っていないものがある」と指liliiされている。

こうして，リゾート法のねらいであった民活によるリゾート開発は，本格

的展開を見せないままに縮小の過程をたどったのである。

リゾート法によるものとそれ以外のものを含めて，リゾート開発全般の鎮

静化は，バブルi1iil壊とそれにつづく不況という絲済的要因のほかに，リゾー

ト開発に対する社会的批判，またそれを背景とする法的規制があったことも

指燗しなければならない。大規模な|ﾙ１発が|=|然的・社会的環境を破壊的なま

でに変えてしまうことにたいする批判が商まるなか，リゾート開発のなかで

も特に批判の強かったリゾート・マンションとゴルフ場の開発について，９２

年の第１２３通常国会でそれらの規制のための法律が成立する。また，各地で

の反対述動がゴルフ場llM発を'1111卜した例にみられるように，行き過ぎた開発

ラッシュに対する社会的反発がリゾート・ブームに歯｣|ﾐめをかけたことは疑
（10） 

いえない。先の行政監察局の調査でも，ｌ６ｊｉ]fi県で比較l杓整備が進捗してい

る重点盤ＯＩＩ地区をｌ県当たり１地区1111|｣Ｌてみた場合，事業年度到来施設数

471のうち，躯IWiが遅延しているもの２６４，１１｣｣１１２６となっているが，その１１１１

曲のひとつとして環境保全｣この計画見iiL1Lをあげているものが８３施設もあ

る。

沖細県についても，９２年以降，ブームとしてのリゾート開発は終息した

ものとみてよい。すでにそれまでに進展していた二|下業の完成によるリゾート

施設のオープンが－部あるものの，かなりの数のプロジェクトは展開困難と

なっている。９４年８月の県の調査では，沖細トロピカル・リゾート構想にふ

くまれる全４６件のプロジェクト中２６件（56.5％）が計illjiおよび構想中の段

|階にとどまっている。
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e沖縄におけるリゾート開発の方向とその問題点

（１）地方における大規模工業開発の失敗リゾート法による特定保養地域

の指定を受けて，リゾートによる地域活'性化をはかろうとした全国各地の試

みは，バブル崩壊によって多くの排折例を生みⅡ几た゜しかし，大企業によ

る大規模リゾートU'１発というリゾート法の'二Ｉ指す開発方法は，上で見たよう

に，仮にそれがlllH調に遂行されたとしても地域活性化に成功したかどうか疑

わしい。各地の'二lWL1体が，これに飛びついた－つのl111lIlは，過去の工業化に

よる地域活性化が失敗したのち，｜=|治体に|ﾘ1確な地域振興のヴィジョンがな

かったことであろう。

1960年代，７０年代の全|正|総合開発計画・新全匡|総合|)M発計imiのもとでは

素材型重化学工業を｢''心とした大規模工場誘致による地域|)１１発がはかられた

が，これは失敗に終わり，７０年代末からの三全総は力Ⅱ工組立型工業を中心

に工業の地力分散化をある狸皮促進したものの，反ｍ，東京の本社機能が強

化されたことによって，工場で生旅される付加価値の本社への流出はかえっ

て大きくなり，いわゆる火京一極化傾向を強める結果に終わった。地力の経

済的地位は，地方都市圏において商まりをみせたが，農村.部では過疎化が進

み，１９８０年から８５ｲﾄﾞにかけて，北海道，東北，’'''五|，匹Ⅱ正|，ノし州・沖縄で

は全市町村の半分以｣ｔが人|］の減少に見舞われる。

こうした東京一極化に対置されるものとして８７イドに閣議決定された四全

総は，「多極分散型国土の形成」をうちだし，それを実現するプロジェクト

の一つとして地方産業振興プロジェクトを掲げた。そのなかで，リゾート開

発は，大規模高生藤性農地の整illi，産業・技術拠点の幣備とならぶ地方産業

振興の柱となる政策であった。地力向治体は，過去の地域振興策の失敗への

十分な反省に立って地域独'二|の振興計画を策定するまもなく，リゾート法に

よる大規模リゾート１$M発へと傾斜していった。そしてそこでは急激な大規模

リゾート開発がり|き起こす'１１１題点は１分には検討されなかった。

大規模工業誘致は，誘致失敗に終わった|÷|治体に巨額の負債と使われない

工業用地を残して財政危機をもたらしたし，誘致に成功したところでも地場

産業の振興には結びつかず，地域を活性化することはできなかった。現在，

リゾート|；'１発でも似たような現象が起こりつつある。
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沖細の場合，１９７５年のiil1細海洋博覧会を機にリゾートホテル，施設の整

備が|筐|然発生的に進んでいくが，地域振興政策としては，その前に工業誘致

による地域ljM発を'二Ｉ指した時期があった。１９７０年９ノミ1に琉球政府の出した

｢長期経済開発計iIhi」は，１９８０１１二度を目標に，電子・機械工業，石油精製，

石油化学，アルミ，造船，鉄鋼業などを誘致し，産業榊成比で1970年度に

１８．７％の第二次産業を1980年度には３６．６％に大lI1iNlW大させることを目指

したのである。復帰後の'三１本政府の「1''１細振興開発計imi」もこの琉球政府の

長期計illliを受け継いでいる。結果的には工業誘致はことごとく失敗に終わり，

ただ一つ石１１１１備蓄・糀製業だけが進出した。しかも，リ｢(は当初これを誘致し

ていながら，住民の反対通勤におされて７４ｲ1;には誘致の方針を撤回する声

明を出さざるをえなくなっている。石１１１１備蓄・糀製業が雇川効果という点で

も地元産業との有機的連関という点でも地域振興のテコとなりえないことは

まもなく|ﾘ]らかになった。こうして，大規模工業llM発による地域活性化の試

みは沖細でも挫折したのである。

（２）大規模リゾート開発1982年に決定された「雛二次〕'１細振興開発計

画」では，工業誘致の失敗と海洋博後のiliM)ＷＦの増大という事実をふまえて，

地域振興のテコとして「国民的保養基地の建設及び国際交流拠点の形成」を

前面にうちだしている。第二次廠業の椛成比については「新規企業の誘致と

いうことが現実的にむずかしいという状況も考慮して」（83年３)]，参議院に

おける関沖縄|;M発庁総務局長答弁)，９１年度までに２２％から２４％に，小幅な

引き上げにとどめている。さらに，リゾート法制定の前年８６年には，「沖純

のこれからの振興|)'1発の……具体的かつ有難な方|句の一つとして国際的なリ

ゾート観光基地の形成」（３）二|，衆議院における小谷i''１細|)'1発庁総務局長答弁）

が，｜=1指されるべき'三|標とされる。この「|玉|際的リゾート観光｣iL地」という

位置づけが，これ以降の↑''１紬におけるリゾート開発の｣１１本方向を規定し，大

規模リゾート施設の｣ｉｔ的集積が追求されることになる。そしてそこでは，リ

ゾート|)'１発の規模の大小や経営主体が地元資本か外部に本社をおく大企業か

といったことが地域絲済に異なった効果をあたえるという点はほとんど問題

とされていない。

たとえば，沖純リゾートの現状について，「リゾート施設内での余暇活動
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が多く，地域の文化や地域社会との交流をもつ文化的なリゾート空'''1を形成

するまでには至ってない」（『リゾート１，|,縄マスタープラン』pl2）とilU題点を

指摘しながら，その11;(因については，「短期滞在客が主体となっていること」

をあげるのみで，大規模リゾートホテルが必然的に施設内消費を促すことに

ｌ１Ｉｵしていない。今後，長期滞在客が主体になり地域社会との交流が持てるよ

うな文化的リゾート空lll1の形成をＬI指すのであれば，現在の大規模リゾート

ホテルを'''心にしたリゾート空間形成の方|ｲﾘは修正される必要があろう。

また，『マスタープラン』は，リゾート開発の地域にとっての意義は「開

発による地域経済・社会の活性化」であり，そのために「地域の産業との連

関をいかにilI1Iiめていくかが大きな課MIJとなる」と課題を設定しているが，そ

の解決策としては地元「供給体制の縦備」（'両I上，Ｐ」5）をあげるのみで，

需要側の問題には触れていない。たしかに，地元産の野菜や魚，肉，二k産品

等の供給体制の整備をおこなうことはいかなる場合にも必要であるが，その

需要者であるホテル等が，食事についても「|玉||際的水準のサービス」を目指

す場合は，地元食材の利)Uは限られたものになることはいかんともしがたい。

供給体制の盤llliと同時に，地元食材を使った郷二'二料理等を無理なく提供でき

る「ローカル」な宿泊施設を地元脇１，１，需要者として育成することも必要であ

ろう。

１１１純のリゾート開発の現在の力|(ilは，「国|際的水準のリゾート地形成」と

いう目標設定と，８０年代の開発が本｣i大資本による大規模ホテル建設に主

導されたものであったということもあって，大規模ホテル建設を中心とした

ものになっている。リゾート法の適川をうけた『沖純トロピカル・リゾート

構想』では，整備される宿泊施設の総室数は１万８８００室であるが，そのう

ち１万４２５７室は４７のホテルによって供給されることになっている。iii純平

均でｌホテルの規模は３００案以_上であり，大規模ホテルとみてよい。それに

対して，ペンションはわずかに１カ所で５４率である。ところで，１９９２年１０

月現在の宿泊施設の状況を見てみると，ホテル・旅fiil，民宿，団体経営施

設・ユースホステル・国民宿舎でｌ刀９８６４室の供給があり，そのうち収容人

員３００人以上の大ホテルが７５９７室を供給し，１００人以上３００人未iil1Iiの中ホ

テルが４７８４宝，100人未il1Iiの小ホテルが４０３３竃，民宿が２７４１室，｜玉|民宿
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（11） 

舎等が709室を供給している。小ホテルと民宿の合計}室数は６７７４室で，大

ホテルの室数と拮抗している。小ホテルと民宿を地元資本とみるなら，現在

のところ，地元小規模施設は外来大規模施設とシェアを分けあう可能性をも

っている。ただし，客室稼働率が，大ホテルの場合，９２年平均で62.6％，

小ホテルは４１．２％，民宿は不|ﾘ]だがおそらくもっと低いものと推測すれば，

実際には大ホテルのシェアの方が大きいということになる。『榊想』におけ

る宿泊施設雛liMiの方針は，大ホテルのシェアを圧倒的に大きなものにする。

観光客数300万人に対して約２万室が対応しているが，２０００年までに観光

客数が倍加しても，哨力Ⅱする室数の７５．８％を大ホテルが占め，コンドミニ

アムの２３０３室を加えて計算すると，哨加室数の８８．８％を占めることになる

ので，小規模ホテルや民宿の比亜は著しく小さなものになる。

もしこうした変化が現実のものとなるとすれば，先にみたように，それは

雇用の面でも地域の他の産業への波及効果という点でも，有利な選択とはい

えない。むしろ，小ホテルやペンション・民宿の全体に占める比率を維持で

きるようなかたちで，大規模ホテルの1勘Ⅱと地元小規模宿泊施設の増力Ⅱをバ

ランスさせることが望ましい。その上で，’L'１規模以下の宿泊施設の設備、や

サービス面の充実，またその集客体制のシステム化などの面で自治体を核に

した組織化，援助体制がとられるべきである。

Ｖ９０年代後半の観光需要の動向と宿泊施設整備

１観光需要の動向

１９９４年に約３１７万９０００人と，前年の３１８万７０００人を下回った沖細への

入域観光客数は，その後，lllH調に１回|復し，９５年は３２７万９０００人，９６１１三は

345万9000人，９７年は386万７０００人と伸びている。さらに，９８年は４００

万人を突破し，最低でも県の|｣標とする４１０万人，多ければ420万人を超す

見通しである。
（12） 

観光客数の増力Ⅱをもたらした要因として県が指摘しているのは，ひとつは

相次ぐ航空路線の拡充である。９４年のＪＡＬ福島便，ＪＴＡ大|仮一石垣便に

ついで，９５年にはＪＡＳ大阪便，ＡＮＡ新潟便が開設され，９７年にはＡＮＫ
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福岡一石垣線，ＪＡＳ出雲一那覇線が開設された。また，９７年にはアシアナ

航空のソウルー那覇線の増便も実施されている。

しかし，需要増加をもたらした要因としてより直接的で大きいのは，沖縄

振興策の一環として実施された空港使用料引き下げにもとづく９７年７月の

航空運賃の値下げであろう。これを機に大手旅行会社は，いっせいに格安の

パック旅行商品を売り出し，低価格志向の需要動向とあいまって９７年，９８

年の飛躍的な入域観光客増大につながった。

沖縄への旅行者が増大している理由としては，さらに，海外旅行との関連

を考慮しなければならない。沖縄は従来から指摘されているように，本土か

らの旅行者にとって，国内旅行と海外旅行の二側面を合わせもっている。す

なわち，国内でありながら，観光・レジャーの対象となる自然条件に関して

はグアム・サイパン・ハワイといった島lUHn・海洋型の海外旅行との競争・競
（13） 

合が問題Iこされてきたし，また，観光資源としての歴史や文化に関しても，

本土からの旅行者は，一般的な日本の歴史や文化といったものと違う独自な

面を沖縄に求めている。したがって，旅行需要という点からは，沖縄を国内

旅行の動向に連動するものとみることは適当でない。むしろ，海外旅行需要

の動向に連動するものとみたほうが，当面の沖縄への旅行需要の動向をみる

には適切と思われる。

したがって，９５年以降の沖縄への入域観光客増加は，全般的な海外旅行

の増大基調にくわえて，さらに，ツアー料金の低下，円安への転換による沖

縄旅行の価格競争力の強化という条件がもたらしたものと考えるべきであろ

う。沖縄の場合，国内ということで，従来，航空運賃や宿泊費の水準が海外

に比べて割高であった。今回の，航空運賃引き下げにともなうパック・ツア

ー料金の低廉化は，グアムやサイパンとの比較のうえでも，さらに，国内・

海外を問わず定着してきた一般的な低価格志向との対応という点でも，沖細

を選択する大きなインパクトを沖縄旅行需要にもたらしたと思われる。

２宿泊施設整備の動向
（14） 

９６年１０月（一部97年開業のホテルを含む）の調査では，宿ｵﾛ施設総数は

661軒（92年は668軒，以下括弧内の数字は92年)，うち３００人以上を収容す
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る大ホテルは４２jlil：（33)，１００人以上３０()人未満の111ホテルは731軒（69)，

100人木iililiの小ホテルがl6511il：（212)，民描は34311i]：（318)，国民宿舎等が

３８粁（36）である。

収容人員でみると，大ホテルが２刀6187人（1万9307)，中ホテルが１万

1764人（1万1508)，小ホテルが7679人（9631)，民宿が８５９９人（8482)，国

民宿舎等が3410人（3271）である。

こうしてみると，宿泊施設については大規模ホテルの伸びが大きく，’'１ホ

テルが横ばい，小ホテルははっきりとした減少をみせている。民宿は，横ば

いである。

大ホテルの増力Ⅱは，リゾート・ブームの時期に計画されたもののうち，バ

ブル崩壊による挫折をみることなく完成に至ったものが中心であろう。『ト

ロピカル・リゾートWMi想』では，１９９０年から２０００年までに，４７のホテル建

設，1万４２５７の客室供給燗が計iIlliされていたが，９６年の客室数は大規模ホ

テルで１万３８０竃，９２年の７５９７室から２７８３室の1帥'１である。１１１.小ホテル

の客壷数が減少しているのでそれを差し引くと，ホテル全体では２７１９室の

増力１１である。｜=1棟の２０％弱の達成率である。収容人員数でみた大ホテルの

シェアは，民宿等もふくめた全宿泊施設のなかで８％程度増大している。

民補が営業軒数・収容人員で減少せずに微胸したのは，価格競争の中で小

ホテルが脱落しその分が民宿の増力１１につながったとみることで説lﾘ]できるだ

図３規模>)|附泊施設数（1996ｲIi）図２規模別櫛１１１施i没数（1992ｲｌｉ）
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''１所：i''１綱県「観光要覧」平1血ＩｲI1UY，平成Ｍ;版より作成。
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ろう。

３宿泊施設稼働率と売り上げ

１９９７年の沖純のホテル・旅館の年平均稼働率は６０％で，前年比７．６％の
（15） 

増力11である。稼働率６０％台は９２年以来，５年ぶりである。規模別では，大

規模施設（300人以｣二）が６２．２％，111規模施設（100～300）が５３．９％，小規

模施設（100未満）が４５．８％である。民宿等は調査されていない。

ところが売り_上げは，客数の墹力Ⅱの割には伸びていない。入城観光客数が

８１年を基準にして９７年は１．９倍になっているのに対して，那Mji市観光ホテ

ル旅館事業協同組合のおこなっている市内の中小ホテル511W:のサンプル調査

では，これらのホテルの売り」こげは１８５６万円が２４６８万IIjと１３倍になって

いるにすぎない。大型ホテルの場合も，格安ツアーの墹加で客室単I1iは低下

している。

表１観光収入と観光客数および観光客１人当たりil1iY1i総額

111次観光収入１人当消費額観光杵数

1990年

1991年

1992年

1993年

1994年

1995年

1996年

1997年

327,473刀Ｉ１Ｉ

３３５,８１５ 

３４４，１８７ 

３４３，５３７ 

３４１，７３２ 

３５`1,449 

374,318 

４１７，２７１ 

110,700円

'１１，４００ 

１０９，２００ 

１０７，８００ 

１０７,５００ 

１０８，１００ 

１０８，２００ 

１０７，９００ 

2,958,200人

3,014,500 

3,151,900 

3,186,800 

3,178,900 

3,278,900 

3,459,５００ 

３，８６７，２００ 

衣２観光客１人当たりii1iYY額の内訳

年次宿泊Y1fﾆﾋﾉﾉ鮒，交通費飲食費娯楽Y1fその他

1990年

1991年

1992年

1993年

1994年

1995年

1996年

1997年

２８，４()０ 

２８，６００ 

２８，２００ 

２６，８００ 

２７，３００ 

２７,０００ 

２７，１００ 

２６，８００ 

２１，()()0 

20,9()０ 

１９，１００ 

１８，６００ 

１９,２００ 

１９，１００ 

１８，９００ 

２１，７００ 

２４，７００ 

２４，５００ 

２４，３００ 

２４，８００ 

２０,７００ 

２１，６００ 

２１，５００ 

１８，８００ 

１６，５００ 

１６，８００ 

１６，６００ 

１５，７００ 

１７,５００ 

１７，７００ 

１７，９００ 

１７，８００ 

１３，１００ 

１３，５００ 

１３，９００ 

１４，５()(） 

1５，０００ 

１５，４００ 

１５，７００ 

１５，５００ 

７，０()０ 

７，１００ 

７，１００ 

７，４００ 

７，８００ 

７，３００ 

７，１００ 

７，３００ 

出所：リＩＬ観光振興課『観光喚Ilii平成８年｣，９７年はりi↓観光リゾートハiの観光統計

(ri1l1縄タイムス」９８ｲ|(8)１１９１])。
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４観光収入の伸びと観光客１人当たり消費額の低下

入城観光客数の墹大により，全体としての観光収入は噸大しているが，宿

泊費を含めて，観光客１人当たりの県内消費額は低下傾向にある。1997年

の観光収入は，4000億円を突破し，前年度比で１１％もｲ１１１びているが，1人

当たり消費額は９６年を下回っている。１人当たり消費額はバブル期の８７年

にピークに達した後，低下傾|可をたどり，９１年の１１万円台を最後に１０万

円台に落ちたままである。

Ⅵ低Illi格志向をどうみるか（１１１１細観光需要の動|(U分析）

旅行需要にみられる低Iilli格志li'ﾘは，当nmの景気の良し悪しといった問題だ

けにかかわるI頃向ではなく，長期的な趨勢とみなければならないだろう。

｢衣・食・住・旅行（レジャー)」という言葉にみられるように，旅行やその他

のレジャー活動が日常的なものとなり，またある程度必需,Ｗ１化すれば，一般

の消費財と同様，品質とI111i格による選択が当然となる。旅行が非'－１常的なも

のであった限りで，Iilli格を度外視した選択も可能となっていたのである。９６

年の総理府の『国民生活に関する'１論調査』では，「今後，特にどのような

生活に力を入れたいと)ilAうか」という質ＩＨＩ項'三|にたいするｌｎｌ笄で，もっとも

多かったのが「レジャ－．余'11艶生活」で３６．６％，次の「住生活」２５％をは

るかに上１回|っている。国民のLli活の'|]で曰常化しつつあるにもかかわらずそ

の充足度が低く，逆にいえば潜在的需要の大きいのが「レジャー･余暇生活」

にほかならない。

旅行需要の長期l'K1な低llli格志向を予想させるいくつかの事実を見ておこう。

｜滞在期間の長期化

第一に，すでに旅行先進|玉|である欧米の事情であるが，長期休'1段制度が定

着していることもあって，そこではすでに１１－１当たりにすれば日本よりはる

かに低い賀)Ⅱでの旅行が可能になっている。旅行市場の成熟した姿としての

欧米の現状は，日本の将来の旅行需要のあり方を示すものと予想せざるをえ
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ない。

沖縄についてみると，いぜんとして２泊３日ないし３泊４日という滞在日

数が主流であるが，それは大手旅行会社の企画するパック・ツアーのあり方

に規定されているというmiiが強い。しかし，それにもかかわらず，滞在期間

の長期化の兆しは見てとれる。1993（平成5）年度のアンケート調査では，

滞在日数２泊が全体の３７．９％，３泊が３７．７％，４泊が１３．２％，５１１４１が４．２

％，６泊は１．７％である。それが1996（平成8）ｆＭＩの調査では，２泊は

271％に激減し，３泊は３９．４％とほぼ変わらず，４泊が１９．５％に噸え，５

泊も５．６％と増大し，６泊も３．７％に噸えている。つまり，211L1の減少，４，

５，６泊の増大という長期化現象がみられる。

２家族旅行の増大

第二に，欧米ではすでにそうなっているように，日本でも家族旅行が旅行

の111心になってきている。９７年の総理府の調査『観光レクリエーションの

実態』によると，宿泊観光旅行の同行者種類でもっとも多いのは家族型で，

｢夫婦のみ」が12.9％，「その他家族」（すなわち子供をふくむ家族）が２４．５

％，「家族と友人・知人」が１４．３％，合わせて５１７％である。「友人・知人」

は２３．２％である。

旅行の中でも時lU1的に家族色が強くなる年末年始の旅行動向についてみる

と，家族型の割合はもっと高くなる。ＪＴＢ日本交通公社の「年末年始期間

(19961223～199713）の旅行動向」調査によると，「夫婦連れ」が２０．９％，

｢子供連れ」３１．０％，「それ以外」（の家族）１０．０％，「家族と友人・知人」が

4.7％，で，合計66.7％が家族がらみとなる。「友人・知人」と|司行するの

は１５．９％である。

沖縄への旅行者についてみても|司様な傾向が析出できる。『観光要覧』（沖

縄県）の１９９３年版では，「夫婦」１０％，「家族」８．２％，で合計１８．２％，

｢友人･知人」が１８．９％で，友人･知人型がやや多かったのに対し，３年経っ

た１９９６年版では，「夫婦」が１１９％，「家族」が１３％，合計２４．９％となり，

｢友人・知人」の２３．３％を上|回|っている。
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３リピーターの増大

第三に，リピーターとよばれる２度以上沖縄を訪れる人の割合が高くなっ

ていることがあげられる。

上記『観光要覧』９３年版（調査は９１年時点）によると，沖縄をはじめて

訪れた人が全体の５８．９％で，２１Ⅱ1以上のリピーターは４１．１％である。その

うち４回目以上のリピーターとなると全体の１６．４％である。それが９６年版

(94年調査）になると，初めての人は５４．４％になり，４回目以上のリピータ

ーが17.5％となる。さらに，９６年に那覇市観光課がおこなった調査では，

初めての人が４２％，リピーターが５８％と逆転し，４１回|目以上のリピーター

の割合も２７．６％と大|偏に増えている。

４対応すべき方向

以上で見たような旅行の長期化，家族旅行の増大，リピーターの増力||は，

渡久地明氏も指摘するように，1人当たり消費金額の減少をもたらさざるを
（16） 

えない。そして，こうした動向が一Ⅱ寺的なものでなく長期趨勢的な傾向だと

すれば，「低Iili格で高品質」を１１１心に，価格と品質の多様な組み合わせを求

める需要者の志向を蹄まえて現状の問題点と対策を考える必要があるだろう。

宿泊施設整備の現状に即していえば，需要の低価格志向は民宿の意外な

｢健闘」に反映されているといえよう。民宿が維持される背景には，低価格

の宿泊施設に対するニーズがあり，しかもそれが趨勢的に増大しつつあると

いうことを考慮しなければならない。また，大ホテルでも旅行者の低llli格志

向を無視することはできず安いパック・ツアー客を受け入れており，その宿

泊費は５０００円程度にまで藩ちている。このＩ１ｉ格では「高コスト高品質」と

いうわけにはいかず，長期的にはどうしてもコスト削減のため従業員の人員

削減と品質の低下がさけられなくなる川能性がある。沖細観光速報社のアン

ケート調査では，那珊市内のホテルの''二'には３０００円で宿泊客を受け入れた

というケースもあることが報告されている。ただ，現在のところ，ホテルは

客単価の減少を客数の増力Ⅱでカヴァーしているとみられ，那珊市内や恩納村
（17） 

を含む沖$u西海岸では大規模ホテル建設の動きも生じているという。

渡久地明氏も指摘されているように，現在の需要動１句を踏まえるなら，宿
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泊施設整備の力向は，単純に豪華・高,lh1,質な大規模ホテルを増やすことでは

なく，民宿・コンドミニアム・ペンションといった低廉な宿泊施設を整備し，

｢多様化を進めて旅行客の選択肢を増やすという方向」が必要であり，それ

によって家族に|]心，リピーター増大，そして長期的滞在型に対応できる体制

をつくっていくことが，時代の流れに，あるいはニーズに対応した方向だと

思われる。

それはまた，先に，本章111節で示したところの，地域活性化の手段として

の地元小規模資本による開発という手法とも合致する選択である。Ⅲ節では，

開発・経営主体の問題や地域嘩業への波及効采といった供給サイドの問題と，

文化交流の担い手としての観光リゾート産業のあり方，というやや理念的な

面から低廉な地元主体の宿１１４１施設の整伽を提唱したが，↑''１紐への旅行需要の

動向分析の結果によっても，それが現実性をもつことが示された。

Ⅶ経済振興策としての観光・リゾート産業の位置づけ

需要動向を踏まえてみても，沖純の観光・リゾート産業の進むべき道は，

宿泊施設整術に限っていえば，家族旅行や長期滞在客のニーズに応える低廉
（18） 

な料金の施設の拡大lこあると思われる。では現在，県の観光リゾート産業に

関する政策はどのような方向を目指し，また地域振興策全体の'|]でどのよう

な位置をあたえられているのだろうか。

｜沖縄県「国際都市形成に向けた新たな産業振興策」

『トロピカル・リゾート構想』策定時（1991年）には，沖縄の経済振興策の

中心は観光・リゾート産業の拡大におかれていたといってよい。しかし，

1997年１１月に策定された，県の『国|際都Tlj形成に向けた新たな産業振興

策』（以下『国際都市形成構想』と略）では柱となる事業が三つ打ち出されて

おり，観光・リゾート業は第三悉曰に位置づけられている。

（１）『国際都市形成構想』の「｜基本方向」第一の柱は，「自由貿易地域

の新たな展開」である。現在，那珊港湾域に存在する「自由貿易地域」は関

税法上の指定保税地域であるが，今|Ⅱ|の案のに|由貿易地域はその制度の内容
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を拡充・強化し，地域的にも拡大しようというものである。当面，中城湾港

新港湾地区，豊見城地先地区などに拡大し，できれば2005年を目途に全県

を目Ⅱ]貿易地域に指定することを目標としている。目llI貿易地域内では，関

税の免除，消費税の免除，輸入割当枠の非適用，域内で外国貨物を用いて刀ｌｌ

工・製造された製品を国内に搬入する場合の関税免除，輸出入手続きの迅速

化・簡素化がはかられる。

こうした種々の特典をもつ白[|]貿易地域制度の利用によって「国内外の企

業を誘引」し，「新規産業の創出や扉１１]の拡大」さらには既存産業の振興と

県民生活の向上をはかろうというのである。白１１]貿易地域内への企業の立地

を促進するためには，投資税額控除制度を設け，投資額の５０％を限度に１０

年以内に法人税額からこれを控除するものとしている。また，この投資税額

控除を受ける業種については，法人税率そのものも現行の３７．５％を３０％に

引き下げることになっている。

さらに，運輸関連の規制緩和の推進，入国手続きの簡素・合理化，そして

多面的なネットワーク形成のために港湾・空港・アクセス道路．光ファイバ

ー網など基盤インフラの整備がおこなわれる。

自由貿易地域に誘致される業種として想定されているのは，「交易型産業」

であり，食料品，飲料，医薬，バイオ，電気機械器具製造，物流関連業など

である。

第二の柱となっているのは，情報通信関連産業の集積促進である。これは，

沖縄政策協議会（総班大臣と北海道開発庁長官を除く全閣僚と沖縄県知事で構成

され，沖細の経済振興策を協議）で出てきた「マルチメディアアイランド構

想」をうけて磯り込まれたもので，「沖縄を２１世紀の新産業創出および高度

情報通信社会の先行lYJモデル地域として位掴づけ，さまざまな情報通信施設

を集'１ｺ的に実施」しようというものである。

第三が「国際観光・保養基地の形成」である。ここでは，これまでの「観

光関連産業の１１頂調な発展」とその「基幹産業としての役割」を認めた上でさ

らにその「比較優位」を助長し，国|際的観光・保養基地としていくための施

策として，つぎの３点が提唱される。

①新たな需要に対応した施設・設備の充実と観光資源の創出（新たな需
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要として，自然とのふれあい，健康の維持増進，国際交流拠点形成にとも

なうコンベンション需要，「情報関連ソフト産業など『職･住･遊』近接型の

産業」の進出があげられる)。

②航空運賃引き下げのための競争促進策，国際線の拡充，入国手続きの

簡素化。

③観光客の多様化やヘルス・ケア・ビジネスなどに対応できる人材の育

成・確保。

そのほかに，第一の柱である白lFll貿易地域制度の個所でも，観光に関連し

ては次のような政策が提案されている。すなわち，「F|巾貿易地域制度のメ

リットを活用し，国内外の観光客を対象に観光拠点に免税店を設置し，観光
（19） 

関連産業の振興を図る」というものである。また，第二の柱である|青報通信

関連産業の集積促進と関連しては，「観光情報等の先進的アプリケーション

の構築・集積」があげられている。

（２）「Ⅱ具体的施策」以上のような産業振興策を展開するためにさま

ざまな具体的施策が提案されているが，その６番目に主要な施設の整備があ

げられている。ここでは観光施設についてのみ見てみよう。

「国内外の観光リゾート地との比較優位を碓立していくためには，本県の

観光地や観光施設等をネットワーク化し，ｍ的広がりを持った観光・リゾー

ト地の形成を総合的・計画的に推進していく必要がある。また，長期滞在や

高級リゾート志向など多様な需要に対応した宿泊施設やレクリエーション施

設等魅力ある観光資源の創出が大きな課題」とされている。当面の具体的施

策としては，「ショッピングモールの設置など新たな観光施設の整備を促進

する」ことが提案されている。

また，観光産業関連の人材･の確保･育成問題では，「国立観光総合大学の設

置」が提唱されている。

（３）「lll期待される効果等」以上のような施策を実施することにより，

①国際的な観光・リゾート地としてのイメージアップ，②観光入域者数の増

大（500万人の目標達成)，③滞在日数の増力||，④国境を超えた広域観光ルー

トの形成，といった効果が期待される。

以上のように，『国|際都市形成構想』において，観光関連産業は，埜幹塵
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業と位置づけられてはいるものの，政策の力点は'二ｌｌｌ]貿易地域制度と情報通

信産業の集積にあるように見うけられる。少なくとも観光産業を主jlilll・「基

幹」にして，他の二つを構想したのでないことはり]らかである。宿泊施設整

備の方針についても，国際的に通)Ⅱする高級リゾートホテルの盤備というト

ロピカル・リゾート描想以来の方向と，長期滞在型への対応という方向が整

理されず並存している。

また，観光以外の他の二本柱は，沖縄のなかで現実に成長しつつある発展

の芽としてとりあげられたのではなく，これから柵かれる種ともいうべきも

のであり，その成否は未知数である。そのためこの二つの政策，とくに自由

貿易地域制度については県民の'''１，また従来から沖純の経済活性化について
（20） 

発言をしてきた県内の諸論者・マスコミの間で活発な議論が展i刑された。

２ＮｌＲＡ『中間報告』における観光産業の位置づけ

政府の委|堀を受けて沖細振興中期展望の検討調査をおこなったＮＩＲＡ

(｢総合研究開発機柵｣）の研究会（委員長，香西泰氏）の中間報告（『沖縄県振興

｢|]長期展望についての検討調査・'''''１１報告』1997年１１月，以下の文ｌｌ１では『中間

報告』と略）は，「沖縄県がとりまとめた経済振興fliiは……'二llI]貿易地域の

拡充等を通じて経済自立を目指そうとするもので，政府も国民もこの努力に

できる限りの支援を'階しんではならない」としたうえで，「一部で強く期待

されている交易型産業の新規立地については，できる限り可能性を追求すべ

きである。しかし'－１本産業全体がおかれた状況等を考慮すると，に|由貿易地

域拡充やその他の政策支援柵if(を力||えても，交易２１U産業の発展の道にはなお

厳しい面がある」との認識を示している。また，情報通信産業については，

｢大規模通信インフラ，大規模ソフトウェア産業などでは，すでに市場基盤

が確立しつつあり，画期的技術１１１新を伴って参入しない限り，大きな地場産

業の創設に繋がらない可能性もある」と厳しい認誠を示し，ただ「情報通信

産業本体は応用技術の開発や顧客サービスの工夫など世界中がスタート時点

にある状況であり機会は新規参入者にも平等に開かれている」と，この分野

で沖純は一新規参入者にすぎないことを指摘している。

その上で，『中'111報告』は，リｉＬの新しい産業振興策において観光産業の位
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置づけが後退していたのに対し，Ⅲ]快に観光産業の重要'性をうちだし，「観

光・保養産業の重要１２kは県案にも艦られているが，研究会としては，これを

沖縄のトータルアメニテイを高め，文化交流を促す'1]から経済自立を図るき

っかけとして捉え，さらに重視していきたい」とする。

報告は，観光産業を「文化交流型産業」と名づけて，これをつぎのように

評価する。「沖純の観光産業はすでに一定の競争力・自立力を保有しており，

地域の基幹的産業としての地位を築いている。観光産業を深化・拡充し，こ

れを経済全体の発展のリーダーのひとつとするには，まず複数回（定期）来

訪型，長期滞在型，生活型の観光・保養産業に育成することが必要である。

それには，観光や保養が単なる物見遊山旅行や休養だけではなく，新たな自

然に触れ，異なった文化と交流することによって，来訪者と住民の双方で人

間'性の再生・回復＝癒しを体験する機会の提供の場となるものでなければな

らない｣。

その方途として，「第一は，交流のトータル化を図ることである。ホテル

建設など一点集中の開発事業にとどめることなく，広がりをもって都市，街，

村，島がその生活文化の全体と人'''1と共生する同然の豊かさをもって来訪者

を包み込み，などませることが重要である。ホテルの部屋が豪華であること

だけでなく，ダイビングや亜熱帯農業など多様な体験が可能で食事がおいし

く街路が清潔で交通が便利で，人々との接触がに''１１で，そしてコストがリー

ズナブルであることが大切である｣。

第二は，さまざまな施設，活動，イベントが連携を持ち，域内の波及効果

を高めるよう，「関連産業・活動のシステム化」をはかることの必要性が指

摘される。

第三は，沖純文化の高レベル化とそれへのアクセス（情報･交通）の高レベ

ル化，医療や治安の高レベル化が提唱されている。

こうして，総合開発機構の沖細振興中長期展望は，自由貿易地域制度や情

報通信産業の集積への施策を発展のひとつのきっかけとして評価しつつも，

すでに発展の過程にあり，固有の資源と人材とノウハウを蓄積している観光

業をより拡充・深化することに皿きをおいているといえよう。
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しかも，かつての『トロピカル・リゾート構想』や今回の『国際都市形成

構想』が，「国際的な観光・保養基地」の形成や「高級リゾート志向」への

対応といった発想から抜け出せなかったのと異なり，『中間報告』は，観光

産業発展の今後の方向としてリピーター，長期滞在者，生活型といった，い

わば「リーズナブル」なコストの，つまり低価格志向の旅行者への対応を'１１

心にすえた拡充・深化を主張している。この点は先にみた，沖組への旅行需

要の動向とも合致するものといわねばならない。『''１間報告』は，宿泊施設

整備のあり方の各論にまで踏み込んではいないが，「ホテルの部屋が豪華で

あるだけでなく」という－句のなかに，｜玉11際級の大規模高級ホテル建設を仁'’

心とする方向への懸念が見てとれる。もちろん，『国際都市形成構想』では，

高級志向だけを問題にしているのではなく，むしろ『トロピカル・リゾート

構想』に比べれば，「長期滞在」や「多様な需要」をより強く意識したもの

となっているが，需要の'１ｺ長jU1的動向を十分評価したものではない。

Ⅵ１１「１１長期的な観光産業の展開の姿について（恩納村の事例）

沖縄の観光リゾート産業は，供給サイドについていえば，宿泊施設の供給

動向に示されるように，大規模・高級型のリゾート，レジャーを'１ｺ心に展開

してきており，行政側も「長期滞在客」や「多様化」を指摘し低廉な宿泊施

設の必要性を認識しながらも，低廉な宿i1Ll施設の整備に関する方策を持って

いない。大規模施設の整備については，民''１大資本の事業計画を追認するだ

けでよいが（ただし９７年にオープンしたザ・プセナテラス・ピーチリゾートは，

県が第三セクターカ式で建設したもので，現在，１１１１細で最も高い宿泊料金を設定

している)，小規模・低料金施設の整備については県や市'１１J村の主導`性が必要
（21） 

である。その一例を恩納村１こついて見てみよう。

恩納村は，沖細本島の海浜・海洋レジャーの中心地であり，那覇とならん

で大規模ホテルの多い地域である。１'１純を訪れる観光客の半数，160万人が

恩納村で宿泊する。しかし，ホテル間に連携はなく，また村あるいは村民と

ホテル宿泊客との間にも接点はなかった。宿泊客の消費はすべてホテル内で

おこなわれ，行動もホテル内に限定されていた。恩納村･役場では，こうした
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（22） 

状況を打開す-べく「村民参力Ⅱ型リゾート」を企画した。

－つは村の物産をホテルで販売するという事業で，もずく，しゃこ貝，養

殖海葡萄を手がけ，供給が需要に追いつかないほどの成功を収めている。た

だ，ホテルからの需要の多い葉野菜，ピーマン等については，少量多品種需

要への対応という点で難しさがある。

もう－つは，宿泊客をホテルから村内に誘導する事業である。恩納村のホ

テルには年間６０００人の修学旅行生が滞在するが，彼らを村民の家で一緒に

夕食をとるところまで預かり，村民の日常の生活を経験するというもので，

経済的効果よりも相互理解．体験学習を主目的にしたものである。この交流

事業を基礎に，村営のあるいは村民経営の民柑等を設立する計画は今のとこ

ろないものの，既存の民宿（そのほとんどの経常主体は県民ではあるが，村民

との接点をこれまでもっていなかった）４７軒のうち１７粁を組合に組織し，交

流体験学習事業とリンクする計画が立てられている。

さらに，この事業を通じて，村の景観の改善が話題となり，花を植えるな

ど，′快適な環境づくりと村のトータル・アメニテイの向上もはかられること

になった。

こうした恩納村の取り組みは，住民主体の観光リゾート産業を考える重要

な芽を提示している。第一に生産活動との関連では，村が主導して，地元資

源（恩納村の場合は水産業の特産物として海葡萄のような海草やしゃこ貝，もず

く）を活用し，観光業の経済的波及効果を村内に引き入れていることに注目

すべきである。第二に，やはり村の主導のもと，組合結成というかたちで民

宿のアメニテイの向上，村民との協力関係の構築がはかられていることが大

切である。第三，村のトータル・アメニテイの向上は，民宿等の事業にとっ

て必要なインフラであるが，これも村の全体的計画にもとづく事業でなけれ

ば個別には実行できないものである。

低廉な宿泊施設を整備していこうとする場合，それは，地元主体のもので

なければならず，また，相互にネットワーク化されるとともに村民の生産活

動や生活，文化に支えられたものでなければならない。恩納村の取り組みは，

そうした方向の現実的な芽を示すものであり，県全体としてこれをモデル化

し支援する必要があるのではないだろうか。
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大規模ホテルがすなわちilglli級というのは，日本の現状では否定できないし，

民柑・ペンション等がアメニテイの低さを料金の安さやアットホームさでカ

ヴァーしていることも事実であろう。しかし，それは改善の余地があるし，

旅行者自身，物IM1的高級志|i'ﾘを脱しつつある。観光先進国のヨーロッパでは，

小規模なホテルのほうが多いのである。スイスは，6100軒のホテル（ベッド

数26万4000）のうち１００室以｣二の四つ星ホテルと五つ星の超高級ホテルは

ごく少数にすぎない。１０室以下と２０室までのホテルが全体の過半を占めて

いる。そして，その他に，安iilIなペンジオーネやガストハウスがあり，さら

に長期滞在用のlll小屋風貸シャレーや貸しアパートが３６万ベッドもあり，
（23） 

ユースホステルが７３カ所730()人分Ⅱ]意されている。

沖縄が，観光リゾート産業を地域の活性化ひいては|]立化と結びつけて振

興しようとするのであれば，なによりも|=|治体として取り組むべきは，入城

観光客の鐘的拡大もさることながら，その受けmとなる諸施設のうち特に敢

要な，低廉な宿1(|施設の整IIliを県民主導で展開し，そのサービス，アメニテ

ィの水準を高度化させることでなければならない。そして，それら宿泊施設

をネットワーク化し，入城観光客をこれらの施設に誘導する機柵をつくりあ

げることが必要であろう。こうした受けⅢ[の整備なしの量的拡大は，住民の

ための地域経済椚性化にはつながりにくい。経営主体となる人材の育成やノ

ウハウ（経営技術）については観光産業は，他産業の場合より蓄績があり，

これを活用する政策こそが必要と思われる。

注

（１）真栄城守定［1986］『沖細経済一格差からＩｌＡＩ性へ』ひるざ社，ｐ､９２゜

（２）１９８７年１０ﾉｰＩに出された国二Ｍ:，農林水脈庁，通産省，述輸省，建設省，自治省告

示第一号「総合保養地域躯Illibl鋤一条に規定する整柵iに関する基本方針｣，以下，文

’１１では「基本方針」と略。

（３）大野隆男，佐々木勝吉，Ｉｌ１ｌｌｌ研一［1991］『リゾートllM発を問う』新'三|本出版，ｐ・

’４９もこの点を指摘している。

（４）総務庁行政|濫察局［1994］『リゾートWMilu1の満実な実1Mにむけて』大蔵行E|]IIilI局，

ｐ､４３． 

（５）たとえば，鵜飼照喜［1992］rllll縄巨大|ﾙ|発の論理と批判』社会評論社，ｐ､20．波

久地lﾘ１［1990］「沖純のリゾート業界入'''１１１''１細観光速報社，ｐｐ､113-115･馬頭忠粭
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［1993］「リゾート・ビジネスと地域」（鹿児島経済大学地域総合研究所編『変わりゆく

地域と産業』文真蝋，所収）など。

（６）Williams，ＡｌｌａｎＭ、andGarethShawed．［1988]’７bl"Ｍ２（zMeco"0”ｃ

（､ノセ"e/0P"!c"/－１他s/c"？〃ﾉｨ、ﾉI)“〃ｃＷﾉｾﾞc"CCS，London（廠岡治哉監訳『観光と経済

開発一西ヨーロッパの経験』成山堂書店，１９９２年，ｐｌｌ)。

（７）同上，ｐ３７゜

（８）従来も，大規模リゾート開発の問題点として，くりかえし，地域連関の希薄さが指

摘され，地域振興につながらないことが指摘されてきた。しかし，それに代替すべき

方策については十分な検討がなされてこなかった。その点，鹿児嶋・相原・細野編

［1993］『復権する地域絲済社会』「|]央経済社，所収の梅'１１・伊藤・岩間「リゾート開

発の課題」は宿泊施設雅備のあり方までふみこんではいないものの，巨大施設中心の

豪華型リゾートの問題点を指摘し，利川料金の低廉化，地域特性を発揮した地元主体

の日常型リゾートを提'１日しており，本稿と共通の問題意識をもつものである。さらに，

沖縄国際大学公開講座委員会編［1998］『沖縄経済の課題と展望』那珊出版社，所収

の呉錫畢「内発的発腿による沖縄の経済発展と自立化」も|司様の視角によるものであ

る。なお，本稿は，拙稲［1993年２月，1995年２月，1999年２月］「法政大学教養

部紀要』所収，「１１１１綱におけるリゾート開発（その1)｣，「同（その２)」「同（その

３)」を加筆再構成したものである。

（９）前掲，総務庁行政監察局［1994］ｐ､43。

(10）『日本経済新聞』１９９１年６月８日によれば，計画変更を余儀なくされた大規模リゾ

ート計画の主なものは３４プロジェクトあるが，そのうち開発会社の資金難，採算見

通し難，倒産などによるものが１２プロジェクト，自然環境保全を主な理由とするも

のが１３プロジェクトある。

(11）沖縄県［1993］『観光要覧平成５年版』。

(12）沖縄県観光文化同観光振興課［1997］「沖縄観光の現状と課題平成９年１０月現

在｣。

(13）沖縄県『平成７年度一平成９年度沖縄県観光振興基本計画１１１期行ilM1計画』ｐ､１１。

(14）沖縄県［1996］『観光要覧平成８年』。

(１５）『沖縄タイムス』1998年６月８日。

(16）渡久地明［1995］『総合産業への変容が求められる500万人時代の沖細観光一イ

ンターネット版』１１１１細観光速報社。

(17）沖縄観光ニュース［1998］『観光と経済』第532号，９月１５１－１号，沖縄観光速報社。

(18）前出の『沖純県観光振興基本計画中期行動計画』（平成７年）では，「県内の大規模

リゾートホテルは，高級なリゾートライフが楽しめる反ｍ，料金が比較的高いため，

家族等での長期滞在が困難となっている」（p､２４）と，宿泊施設の現状の問題点を指

摘し，新事業として，「低廉な宿泊施設の整備充実」を掲げている。しかし，具体策

については，今後の検討にゆだねられており，当面の方|可として国の施策等を利用し

た低廉な宿泊施設の整備，離島・過疎地における空屋等の利用，融資fljI度の活用・創
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設をうたうにとどまっている。

(19）しかし，いわゆる免税品を中心とする「ショッピング観光」は，すでに過去のもの

となっており，土産,H1,売り上げの中でも免税品売り_上げのシェアは低下している。さ

らに，免税,Ｍの販売は地元産業への波及効果をまったく持たないという点で，地域活

性化効果の薄いものである。

(20）ここでは，その論争には立ち入らないが，批判的立場からの検討としては，牧野浩

隆［1996］『再考ｉｉｌ１縄経済』沖縄タイムス社，来'''１泰男［1998］『沖細経済の幻想と

現実』日本経済評論社，真喜志治［1998］『｢全県FTZ」感情的反対論」ポーダーイ

ンクなどがある。

(21）恩納村以外でも，たとえば伊江村の「夕日とロマンのフラワーアイランド」づくり

が注目される。

(22）恩納村役場でのヒアリング調査による（同調査は法政大学比較経済研究所の現代レ

ジャー論研究プロジェクト・チームにより１９９７年１１月に実施)。

(23）ダイアモンド社［1998］『地球の歩き方スイス』９８，９９年版。
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－１''１細のリゾート開発を念頭に－

はじめに

その地域固有の格別の産業基盤が脆弱な地域には一般に，地域振興，ない

し，町おこし．村おこしのための政策的方向性をいかなるものにするかとい

う問題が常に生じている。このような地域のうち，豊かな同然ストック，環

境ストックなどの観光資産を持つ地域が，それらの地域固有ストックを活用

しての産業振興，すなわち，観光産業を産業のかなめと位置づけることを選

択するのはきわめて自然な方向といえる。しかし，観光産業振興にともない

必然的に，程度の差はあるにしても自然ストック，環境ストックに対し，人

為的改変を施すことになる。このことは，自然ストック，環境ストックに負

荷を与えることになり，長期的に観光産業の拠り所たるそれらの地域固有の

観光ストックを劣化させる可能性がある。すなわち，観光産業そのものが，

それ自体の存続可能性，持続可能性を脅かす要因を併せ持っているわけであ

る。

本稿においてわれわれは，観光開発，リゾート開発にともなう環境負荷を

最小限に食い止めつつ，観光産業が存続可能，持続可能となるための諸条件

を，とりわけ，「観光立乢を掲げ全県挙げてのリゾート地化を進めている

沖縄におけるリゾート開発の現状を想定しつつ分析する。

第１節において，沖細経済における観光産業の意義，位置づけをおこなっ

た後，沖縄のリゾート化の動向・状況を，県内のいくつかのリゾート化進展

地域を中心に現地調査を踏まえて紹介する。さらに，これらの節での議論を

もとに第11節において，特にわれわれが本質的であると考えるファクターを

抽出し，単純な経済模型をⅢいて，望ましい観光開発のあり方を分析する。
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Ｉ沖純における観光産業とリゾート開発

｜沖縄経済における観光産業振興の意義

沖細の産業別就業者数を見ると，１９９６（平成8）年度で，第一次産業は４

万人（全体の７．３％)，第二次産業は１０万9000人（19.9％)，第三次産業は

39万6000人（72.4％）であり，第三次産業の11iめる比率が圧倒的に高い。

そのうちサービス業が約３割を占め，年々その割合も増加傾向にある。全国

的に見て製造業の割合は低いが，公共事業による建設業は安定している。農

林水産業は減少の一途をたどっている。このように，就業者数の面から見て，

沖縄の第三次産業への傾斜I頃向は，全国的に見てきわめて強いと考えられる。

沖細県財･政の特徴を見ると，１９９５（平成7）年度の県歳入は6387億8900

万円で，依存財源である地方交付税と国庫支出金の占める比率は７７．８％と，

約８割になっている。依存部分をさらに見ると，政府依存以外に米軍基地か

らの依存収入がある。基地関連収入は，県経済に多大に貢献している。この

ように，沖細経済は，きわめて依存性の高い経済構造を有している。

一方，沖純は，美しい海，Ｆ１然景観，文化遺産等の豊富な観光資産に恵ま

れている。本土復帰以降，入城観光客数は着実に増加している。１９９７（平成

9）年度は380万人を記録した。観光収入は，３４１５億1200万円と県民総生

産の10.3％を占める。

以上から，沖縄経済の健全性を高める，すなわち，依存性を脱却するため

の決め手となる産業はまさに観光産業であり，’''１縄経済振興策として観光産

業振興が図られるのはいわば当然の方向だといえるわけである。

２沖縄のリゾート開発政策の動向・現状

1987年に「リゾート法」が施行され，それに基づいた国による「トロピ

カル・リゾート構想」と沖縄県独自の「リゾート沖縄マスタープラン」の二

つのプランが並行して，観光開発が進んだが，バブル経済期には，本土の民

間企業の沖細リゾート開発への参入が激化し，乱開発が問題となった。しか

し，バブル経済期を過ぎると，民間企業による開発計imiはほとんど中止され
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た。そうしたなか，県による開発計iIlliは着々と進行した。県による開発計画

の骨子は，離島も含め北から南までのリゾート振興地区を選定し，開発と同

時に各振興地区を中継する小規模リゾートエリアをも整備することにより，

県全域をリゾート地化するというものである。１９９５年には，太田日秀知事
ちゆ

による「美ら島沖縄観光宣言」が(Ⅱされ，沖細の観光産業による立県が宣言

されるに至った。

（１） 

３〉中縄のリゾート開発進展|こともなうメリットとデメリット

（１）慨観沖純経済の振興策として観光産業振興がはかられ，その

成果も上がってきている。入城観光客数の推移を見ると，1970年代前後は

１０万人台であり，慰霊訪問目的の遺族らが''１心であった。本土復帰後，

1975年には「海洋博」の開催，恩納村に初の大型リゾートホテル「ホテル・

ムーンピーチ」がオープンするなど観光産業の開発が始まり，航空各社によ

る沖縄キャンペーンも開始された。こうして，１９７７年１００万人台，１９８４年

200万人台，１９９１年300万人台と，観光産業は沖純経済に定着するのである。

しかし，客数増加にもかかわらず，近年，観光収入は(''１び悩んでいる。その

理由として，①不況に伴い観光客１人当たりの消費額がｲ''１ぴていないこと，

②短期滞在型の観光が沖細観光のひとつの特徴であること，③大規模リゾー

トホテルと地元産業との連携が薄いこと，が挙げられる。

さて，本節では，以上の議論を踏まえて，論点を整理することを試みる。

観光開発が1''１純経済の振興に不可欠であることを認識した上で，大規模リゾ

ート開発のもたらす社会的メリット・デメリットを整理していくわけである。

まず，大規模リゾート開発によるメリットとしては，それを推進しようとす

る動機を考えればよい。すなわち，①観光収入，②雇用効果，③地域活'性化

である。沖純財政の依存体質からの脱却のために，大規模リゾート開発によ

る観光収入は県の自主財源部分の増幅をはかるための一つの鍵となる。また，

観光産業の振興は，宿泊業，旅客述送業，飲食業等の雇用を創出する。そし

て，観光産業の振興は第一次産品への需要を高め，農業，漁業など地元産業

の活`性化にもつながる。

一方，大規模リゾート開発によるデメリットとして，①自然破壊（動植
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物）への影糾，②地下水汚染，③赤土流失，④自然景観と歴史的遺跡への影

響，⑤土地不足と地llliの高騰，が指摘されている。例えば，貴重な動植物が

生息している111原地域は県の開発振興地区に当てはまっており，開発事業の

影響でヤンバルクイナなどがその数を減らしている。

さらに，大規模リゾート化の影響として，①水不足，②ごみ処理問題，③

エネルギー供給不足，④住民生活環境の悪化等の間脳も指摘される。すなわ

ち，大規模リゾート|汁1発は，リゾート化に伴う観光客の墹加による水不足や

ごみ処理ｌｌＬＩ迦など，自然環境だけでなく地元住民生活への悪影響も引き起こ

しているというのである。

沖縄経済の依存体質脱却のための有力な方向性として「観光リゾート化」

が追求されるのが仮にil孔いものとしても，大規模なリゾート|刑発のもたら

す負の効果も考慮されなければならない。観光を産業振興の鍵とする以上，

観光資産としての沖純lDlil有の地域ストックを減I111iさせる恐れのある開発には

特に慎重でなければならない。

（２）代表的なリゾート地域の現状と環境負荷いくつかの沖細のリゾート

地域の現状と環境対雛に関して，現地調査をもとにWiIi潔にまとめてみた。

①恩納村

村の観光振興に伴うｌｌＩｊ題として，ごみ処珊，排水，交通渋滞が挙げられる。

とくに，県内で有数のリゾート地域である恩納村ではリゾート施設からのご

みの増加が深刻なllU題となっている。村は独自の「環境保全条例」を施行し，

各リゾート施設内でのごみ処理を義務付けているが，実|際の処理状況につい

て村は把握していない。

②読谷村

村･の観光振興に伴う''１１題として，ごみ放置，排水，｜当|然景観への悪影響が

指摘される。とくに，錠勝地である残波''''１１を観光の目玉とする読谷村では観

光客のごみのポイ捨てによる'二|然景観の損失を懸念している。村独自の「環

境美化条例」では村民および観光客などのごみのポイ捨てを禁じ，悪質な違

反には過料などの罰１１ﾘ規定を設けている。

③座間味島

村の観光振興に伴う１１二|]題として，ごみ処理，排水，エネルギー供給の問題
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が指摘される。近年の離島ブームにより観光が主産業になりつつあるが，そ

れに伴いごみや排水処理問題が深刻化し，対策も沖純本島に比べ格段に遅れ

ている状態である。

１１観光開発の経済配分モデル

ーリゾート開発・観光産業のありかた－

前節までの議論に基づき，本節では，単純な経済モデルを用いて，望まし

い観光開発のあり方を分析する。

ｌ諸仮定

ある与えられた面積の土地を観光開発する場合，開発の方法として，大規
●●●●● （２） 

模6N発，あるいは内発型開発の２種類の方法しかないとする。各開発による

観光供給をわれわれはそれぞれ次のように想定する。すなわち，大規模開発

による観光供給は，高級リゾートホテルのもたらす観光供給のイメージ，つ

まり，自己完結型消費，周遊型観光，“高級”感，地域外からの大規模投資，

同質的，没個性的，環境負荷大といった想定でとらえる。一方，内発型開発

による観光供給は，地域振興型消費，滞在型観光，“安くて良質，，，地域固有

ストック活用，歴史的，自然的，個性的，環境負荷小といったイメージでと

らえる。

一方，生態学的に許容可能な水準を超過する観光開発ないし観光供給は，

存続可能性，持続可能性の観点からは，排除されなければならない。大規模

開発，内発型開発いずれかを問わず，多かれ少なかれ環境負荷は決して避け

られない。ただし，大規模開発のほうが内発型開発よりも環境負荷が高いと

想定することが許されるとすれば，各開発方法による持続可能な観光開発面

積は，前者が後者を下回ると考えてよいだろう。

さらに，われわれは，大規模開発に基づく観光供給が内発型開発に基づく
●●●●●●●●●● 

観光供給に対し負の外部'性（外部不経済）を持つとして，以下，観光開発の

土地配分に関する基本模型を作成する。
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（３） 

２基本模型

観光|州１発の対象となる土地総並をＫと与え，大規模開発に配分されるここ地

をＫＹ，内発型開発に配分される土地をＫ),とし，余すことなくいずれかの|淵１

発方法をとって開発することを想定した場合，

Ｋ＝Ｋｖ＋Ｋｙ……(1) 

と表示できる。また，生態学的に許容しうる各開発方法の開発、積に関する

制約として，

ＫＸ≦ｓｘ，Ｋｙ≦ｓｙ 
（４） 

を仮定する。ここで，Ｓｘは41三態学的に許容しうる大規模開発1,積，Ｓｙは生

態学的に許容しうる内発ZiUijI1発而積である。当初の分析においては，Ｓｘ＞

Ｋ，Ｓｙ＞Ｋを仮定し，ＳＹ，Ｓｙともに十分に大きい水準であるとする。

さて，大規模開発による観光供給をＸ，内発型開発による観光供給をＹ

とし，各観光供給の生産関数を，

Ｘ－Ｘ(肌諾>q諾くⅢ…(2)

Y-YUM》諾>Ⅲ諾＜q器くＯ……(3)

と表わされるものとする。単純化のために，大規模開発による観光供給は内

発型開発による観光供給に外部不経済効央を有するが，逆方向の外部性（内

発型開発による観光供給が大規模|)'１発による観光供給に及ぼす外冊|<不経済効果）
（５） 

は無（視する。

３観光供給フロンティアの導出

図１の節３象限は(1)式，館４象限は(2)式，第２象限は(3)式にそれぞれ対応

する。ただし，内発型|刑発による観光供給Ｙ（第２象眼のグラフ）は，内発

型開発に配分される土地Ｋγのみならず，大規模開発による観光供給Ｘにも

依存するため（外部不経済)，第２象限のグラフは，Ｘの増加とともに下方
●●●●●●●●●● 

にシフトする。したがって，iiM光供給フロンティアは外冊'1不経済が存在しな

い場合（α(/c）に比べて，原点llllに位置する伽)c)。つまり，大規模開発に

よる観光供給が，内発型開発による観光供給に外部不綴済効果を有するため，
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結果として，観光の選択オプションが狭まるわけである。以上から，次の命

題が導かれる。

命題１本模llIIにおける観光供給フロンティアは，大規模|Ⅱ１発にjiLづく観光の，

内発型|刑発に基づく観光への外部不絲済の存ｲ';により，もしそれがない場合

((7.℃）に比べてHj〔点'１１'1に位|ifするＭ)c）（大糺l模開発による観光供給が，｜ノリ

発型|)'１発による観光供給をllllil化，観光需要の選択オプションを狭める)。

競争Tl７場下においては，私的限界費川と市場Ｉｌｌｌｉ格とが等しくなる。したが

って,大規模開発と内発型開発のＭ'上産力の比(器/乳)の逆数と‘
大規模開発に基づく観光と内発型開発に基づく観光の相対(illi格とが等しくな

る。しかし，大規模|)'１発に基づく観光と内発』'ＩＩｊＩｌ発に基づく観光の社会的限

界費用の比は，外部不経済効果により私的限｣Ｗｆ用の比を上lnlる。つまり，

観光供給フロンティア（(z6）上のいかなる点においても，大規模開発に基づ

く観光と内発!(u開発に基づく観光の社会的'1Ｍし費川の比（観光供給フロンテ

ィアの接線の傾きの絶対(111【）は，大規模|)'１発に蛾づくiiM光と内発型開発に基づ
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く観光の相対価格を_上回る。例えば，図２のＱにおいて，大規模開発に基

づく観光と内発型開発に基づく観光の社会的限界費用の比は，観光供給フロ

ンティアの接線の傾きの絶対1画で示されるのに対し，大規模開発に基づく観

光と内発型|；１１発に基づく観光の相対(illi格は/といった直線の傾きの絶対値で

示される。

一方，市場均衡においては，観光需要者にとっての，大規模開発に基づく

観光と内発型開発に基づく観光の限界代替率が，両観光の相対ＩｌＩｉ格に等しく

なる。

図２におけるパレート効率点は，観光需要者の無差別ＩＨＩ線Ｕｂと観光供給

フロンティアとが接する点Ｐであるが，外部性を伴う市場均衡点は，Ｑの

ように，観光需要者の無差別''１１線凹と，大規模開発に基づく観光と内発型

開発に基づく観光の私的限界費用の比に対応する直線（例えば/）とが接す

る点となり，Ｑは必ずＰの右下方に位置することになる。すなわち，市場

均衡においては，社会的に望ましい観光開発のあり方（パレート効率点Ｐ）

に比べて，大規模開発が過剰に，内発的開発が過小になされる（市場均衡点

Ｑ）ことを意l床する。いうまでもないことだが，観光需要者の効用水準は，

市場均衡点Ｑよりもパレート効率点Ｐのほうが高くなっている。したがっ

て，なんらかの政策措置により，市場均衡点をパレート効率点に誘導する政

策が求められることになる。以上は，次のような命題２として要約できる。
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命題２本稲におけるｌｉＭｌにおいて，私的'1Ｍし賀)１１とｌｌＭＬ代林率とが等しくな

るTIj場均衡点は，社会的|IUWilUと限界代替率とが等しくなるパレート効率点

と比1校して，大規模|冊1発が過剰に，内発』川１１発が過小になる。したがって，Ｔｌｊ

場均衡点をパレート効率点に誘導する政策が求められる（川AiIill，政策的誘導の

ない|÷11I1な私的経済下では，大規模|)'１発による観光が過剰に，内発型Ｉｊｌ１発によ

る観光が過小になる。これを解１１Ｉするには，観光|刑発形態の脱ilill・慌視，観光

需要者への政策的宣伝広告などの政策的対処が必要である)。

本稿の模型における観光供給フロンティアの形状は，図１や図３のａ６ｃ

のように，非凸'性を有している。このことは，DCが長ければ長いほど（大

規模開発に基づく観光の，内発型開発に基づく観光に対する外部不経済効果が大

きければ大きいほど)，パレート効率点が，Ｐではなく，端点ｃになる可能性

が高くなることを意味する。つまり，社会的に望ましい状態は，観光開発に

際し，内発的開発はまったくおこなわずに，すべてのUM発対象を大規模開発

に充てることだということになる。これは，市場均衡点Ｑにおける観光需

要者の効用水準と比べて，／〕の効用水準も，ｃの効川水準もどちらも高い場

合のI川題である。つまり，ノ)の効用水準と，ｃの効川水準のうちどちらの効

用水準が高いかが判断基準となる。図３では，ｃの効川水準のほうを高く描

いているが，この場合，社会的に望ましい開発のあり方は，内発的開発を一

切止め，大規模開発のみに徹することとなる。大規模１%|発に基づく観光の，

ｙ 

０ Ｘ 
ｂ Ｃ 
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内発型開発に基づく観光に対する外部不経済効采が大きすぎて，内発型開発

に基づく観光の効率性が消失してしまうことがそのUMlである｡しかし，注

意すべきは，この推論における想定は，生態学的に許容しうる各開発方法の

開発面積に関する制約（K)r≦SIflKy≦Ｓγ）にiiiu虚していない。つまり，ここ

までの議論は，ＳＹ，Ｓｙともに十分大きいとしてきた，あるいは，生態学的

な環境制約をまったく度外視してきたわけである。この点に注意すれば，以

上の議論は以下の命題３としてまとめられる。

●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●0●●● 

命題３観光|)'１発が持続可能な|)'１発mIiIiの範ｌ１ｌｌＩﾉﾘにおさまる場合，大規模|Ⅱ１発

にjiLづく観光の，内発』(ﾘ|刑発に基づく観光への外部不絲済効果が大きければ大
●●● 

きいほど，観光供給フロンティアの非1111性はその皮合いを強め，パレート効率
●●０ 

点が，｜)M充対象となる二'1地ｉｉｉ耐すべてを大規模|)'１発にiiU分する端点解（内発型

|)'1発がまったくなされない状態）となる可能ＩｌｉがiloIiまる（観光|刑発による魂境

負荷を受け入れる幽境，生態学的許容水準をまったく度外lﾘ､lすれば，あるいは，

度外視できるほどにIHI境，」'１態学的許容水ｉＩｌｉに|･分余桁がある状況下において

は，大規模|)Ⅱ発に』iLづく観光の，内発KII|)'１発に基づく観光に対する外部不絲済

効采が大きすぎて，｜ﾉﾘ発』!')'1発に基づく観光の効率`ﾄﾞliがil1i失する場合がある)。

では，生態学的環境ilill約をも考慮する場合，つまり，Ｓｘ,ＳｙがＫを下回る

場合，観光供給フロンティアはいかなる影響を受けるだろうか。図４は，

Sx，ＳｙがＫを下|回1る場合の観光供給フロンティアをliViいたものである。図４

では，大規模llH発の生態学的限界Ｓｘが制約となって，観光供給フロンティ

アの非凸性が消滅していることが分かる。つまり，生態学的な環境制約によ

り，内発型|)Ⅱ発の大規模開発に対するｲⅡ対的な意義が商まるわけである。も

ちろん，このとき，パレート効率点は，開発対蕾象となるここ地irii積すべてを大

規模|)'１発にlNu分すべきとする端点解とはならない。

以上は次の命題４としてまとめられる。

●●●●●●●●●●●●００●●●●●●●● 

命題４観光|)'１発のLli態学的持続可能性の観点に立つ場合，大規模|ｻﾄ１発による

蝋境負荷が１．分ll1liいならば（Ｓｌｆが|今分小さいならば)，命脳３における観光供

給フロンティアの非ｌｕ１性はW11iI1iされる（人BA模|)ﾄ１発の』|i態学的持続可能''1'２が低

いため，大規模|)'１発に雛づく観光のｲⅡ対的意義がil1i失する。lTillIlrに，内発１１開

発に基づく観光の+||対的意義が高まる)。
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もちろん，大規模Ｉ'１発だけでなく内発型開発も環境負荷ゼロということは

ありえない。この制約により，生態学的持続可能性を考慮した観光供給フロ

ンティアは図４のように，ｇｃ〃となり，生態学的持続可能性を考慮しない

観光供給フロンティアαc/l)ｃと比較して，原点側に位|ifすることになり，観

光オプションは狭まらざるをえなくなる。環境制約が強くなればなるほど，

観光供給フロンティアが原点に近づき，観光オプションが狭くなることもま

た確認できる。

おわりに－観光需要群の環境マナーとこれからのリゾート|州１発

「観光立県」を宣言し，徐々にそれを実現しつつある沖細における観光開

発のあり方として，本稲において，きわめて単純化した模型からではあるに

しても，いくつかの有川な命題が導出された。本jlMlで示しえたと考えられる

政策的インプリケーションをまとめておこう。

まず，命題ｌおよび命題２より，「内発型開発」に雑づくiliM光の方が「大
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規模開発」に基づく観光よりも社会的に望ましい場合であっても，「大規模

開発」に基づく観光供給が「内発型開発」に蛾づく観光供給に比べて過剰に

供給される可能性があるということである。このＩ１Ｉｊ題を解消するためには，

観光開発形態の規制・慌視，観光需要者への政策的宣伝広告などの政策的対

処が必要である。沖細のリゾート化が進む'１１で環境保全を図るためには|)M発

事業者だけでなく観光客に対してもまたｉ１Ｉ１細の特性を理解させ環境意識を向

上させることが必要であろう。そのためには地元地域と観光客を隔離するよ

うな大規模リゾート施設よりもむしろ地元集落内でも建設可能な民宿やペン

ション等への集客努力をおこなうことで，観光客と地域との連携・親睦を向

上させる力が望ましいと思われる。沖綱に関する知識だけでなく地元地域と

のつながりをもった観光客はリピーターになる可能性が高く，リピーターで

あるということは自然環境も含め沖縄を大切にする心を持っていることを意

味するのではないだろうか。

注

（１）本節は，橋爪［1998］における成果である。

（２）「大規模開発｣，「内発的|＃１発」の概念，イメージ，事例については，三木［1990］

参照。以下の定式化は，三木［1990］の付子を捉えたものといえる。

（３）柴川・柴111［1988］第２章６節をもとに，生態学的持続可能性をも視野に入れた観

光|)'１発モデルを提示した。

（４）この点は，柴'11．柴'１１［1988］ではまったく考慮されていない。そのため，柴'１１．

柴|}１［1988］においては，後に述べる「非'1｣|性」の問題が生じるのである。

（５）この逆力向の外部性を導入する場合に生ずる「非凸性」のｌｌｌｌ題も，生態学的持続可

能性の観点から解消されうる。
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第３章インドネシア観光開発と伝統社会

－１１１岳比族トラジャの事例研究一

はじめに

本章は，インドネシア共和国，南スラウェシ州に住む'１１岳民族トラジャ族

と，トラジャ県を研究の対象とする。国の観光開発が進むなかで，トラジャ

県は，インフラの充実，雇用機会の創出，税収による歳入増と隣県に比較し

て，地域発展をした。一方，伝統社会は，観光客が宿泊する－部地域に，ホ

テル，レストランの建設などの変化はあるものの，伝統社会の基溌は崩れて

いない。観光関連による収入の多くは，儀式や伝統的家屋の建築に投入され

ている。これが観光客を引きつける好循環を作り出している。同時に，家族

の団結と相互扶助を強め，トラジャ族としての意識のﾘｨ生にも役立っている。

したがって，現在まで，トラジャでは観光開発を受容して，地域発展と伝統

社会の基盤を強固にしたということができる。

そこで，本章ではＩｌＩｌ題関心を次の３点にしぼり，論を展開してゆきたい。

①観光客のトラジャヘの|Ｈ１題関心は何か

②国の観光開発計imiでの，拠点地域としての位置づけまでの経過整理

③トラジャ族の伝統社会とその変化

本章は４節からなり，Ｉでは，トラジャ地域の概略と観光客の動向，観光

の目的を論ずる゜ここで，トラジャという地域を理解し，観光客はどのよう

な観光をおこない，何を得るのかを|ﾘj示する。Ⅱでは，インドネシア開発５

カ年計画のもとで，観光開発はどのように策定され，トラジャ県が観光開発

地域として位置づけられた過栂を躯､Iける。mでは，観光開発下でのトラジ

ャの変化，これは県とトラジャ族の生活形態の双方の変化を扱う。経済状況

が改善され現金収入が増加したことによる，葬儀の規模の拡大と伝統的家
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屋＝トンコナンの新築の増力１１に焦点をあてる。この変化は，トラジャヘの観

光の誘因であることを論ずる。１Ｖでは，トラジャの伝統社会を扱う。特に，

トラジャが祖先から受け継いでいる,慣習と相互扶助の実|際を}ﾘ]示する。観光

開発が進むなかで，’'ＩＩ部と山間部との継済・地域間格差があるにもかかわら

ず，トラジャ総体として，生活基盤に歪みが生じないのはなぜなのかという

疑問と興味から発している。そのうえで，トラジャの伝統社会は観光に対し

て適応能力があるとみる。トラジャの観光を通して，伝統社会の観光客への

貢献を明示する。また，観光開発と伝統社会の維持は共存できるのか。どの

ようにすれば可能であるか問題提起するものである。

（本稿は，１９９０年よりおこなった，トラジャ県での現地調査をまとめたも

ので，トラジャ族の友人知人の調査協力や資料提供があって出来上がったも

のである｡）

Ｉ観光開発地域トラジャの慨||塔と観光形態・動向

１トラジャの概略

トラジャに観光客が訪れるようになったのは，１９７５年以後のことである。

これ以前は，ここに住むトラジャ族の儀式，主に葬儀や死の観念，彼らが居

住する木造高床式舟形家屋（トンコナン)，彫刻と織物などを研究する学究的

目的で訪れる研究者が多かった。７５年以後一般の観光客がトラジャを訪れ

るようになったのは，匡|がうちだしたM'1発５カ年計画のＩＩ１で，外貨の獲得の

一方法として，積極的に観光を奨励し，トラジャを観光地として位置づけて

からである。

ここでは，インドネシアの中の，トラジャの自然や観光動向と目的を概観

する。つまり観光客はトラジャでどんな観光をしているのか，観光客がトラ

ジャの観光から何を得て，どのような充足感をl味わうのかということを述べ

る。

インドネシア共和国は南北をアジア大陸，オーストラリア大陸にはさまれ，

東西に太平洋，インド洋の２大海洋を抱える。赤道をはさんだ首飾りと称さ

れるようにγ世界最大の群島国家である。北緯６度から南紳１１度，東経９５
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度から１４１度に位置している。烏の数は約1万３７００である。総面積は約

192万ｋｍ2で日本の約５倍を有する。人'二|は約’億８０００万人。熱滞性気候

で雨期と乾期に分かれており，平均気温は約２７°Ｃである。

トラジャは，１万３７００ある群島の一つ，スラウェシ島のほぼ中央に位置

する。スラウェシ島はその形から蜘蛛やiMiの花と称され，四つの州，北・に１１

央・南・南東に区分される。南スラウェシ州は，総ｍ積約６万２０００ｋｍ２，２１

の県と特別市ウジュン・パンダン，パレパレの２市からなる。トラジャ県は

南スラウェシ州の－県である。政治の''１心地マカレと商業の１１１心地ランテパ

オが二つの大きなＩＩＪである。インドネシアには文化・言語・宗教を異にする
（１） 

民族集団が住んでおり，トラジャ族はそのな力〕の－民族集団である。トラジ

ャ族とは中部スラウェシリト|の南部より南スラウェシ州の北部に住む民族をさ

し，約100万人とも言われているが，現在トラジャ族を自称しているのはタ

ナ・トラジャ県に住む人々である。またタナ・トラジャ県を南北に流れるサ

ダン川周辺に住むことから，サダン・トラジャと呼称されることもある。し

たがって「トラジャ」という呼称を使う場合は，タナ・トラジャ県に住む

人々をさす。

タナ・トラジャ県は，ほぼ赤道直下，南緯２度～３度にあり，面積約３２００
（２） 

kｍ２，１３のケチャマタンと２４２のデサからなる。標高３００ｍ～2889ｍで

3000,級の１１l々に囲まれた山１１M地である。人口は約３８万２９５人である。ト

ラジャ県は，１９８５年～９２年ぐらいまで，人口は３４万人を維持していたが，

以後，年ごとに増力Ⅱしている。トラジャ人の説１１１１によると，増力Ⅱ人口は，他
（３） 

地域からの出稼ぎ者や移住者であるとのことだった。

気候は，雨期と乾期に分かれる熱梢性気候である。１０月から翌年３月ぐ

らいまでが雨期，４月から９月く゛らいまでが乾期である。高地で雨が多く，

昼夜の温度差が大きいことはコーヒー栽塒に適した風土である。

トラジャ人の宗教はイスラム教，キリスト教，ヒンドゥー教であるが，全

人口の約８６％がキリスト教である。そのうちカソリック２０％，プロテスタ

ント８０％の割合である。またアルク・ト・ドロと呼んでいる祖先からの土着

信仰があり，キリスト教徒やイスラム教徒であっても日常生活や儀礼の中に，

アルク・ト・ドロを継承し現代でも生かされている。
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言語は，インドネシア語を共通語として使川しているが，トラジャ語しか

話さない高齢者も多く，人々はトラジャ語も日常語として使川している。最

近は，トラジャ語をI1l1解できない若者もｌｊＷ１めている。

トラジャ人は農業を生業としている。米は水稲である。赤米・黒米も産す

る。二毛作が多くなっているが，一毛作の地域もある。トラジャ県はlllllll地

であり総地は比較的少なく，’11裾には，日本より大規模な段々畑が広がって

いる。その他にはトウモロコシ，’１|芋，落花生を多く産し，日本にあるよう

な菜っ葉，キャベツ，トマト，人参など野菜類も豊富である。またバナナ，

マルキサ，サラック，パイナップル，ドゥリアン，マンゴーなど果物も豊富

な土地である。

換金作物としては，コーヒー，ココア，香料の胡椒，クローブがあり，特

にコーヒーは高級品のアラビカ極を産し，日本のコーヒー会社がプランテー

ションを作り，日本に輸出ざれ人気がある。近年ココアが注ｌＺＩされ海外へ輪
（４） 

出されている。

また竹，木材の種類も多く，そのほとんどはトラジャ人が住む家屋や，生

活用具として使われている。｜｣｣間部では台所の薪として現在も利用している。

２観光客の動向

トラジャを訪れる観光客は，外国人およびインドネシア人ともに４月頃よ

り１０月頃が多く，７～８月はハイシーズンを迎える。これは，トラジャの乾

期に合わせて観光客が訪れるためである。観光客数は年々増力Ⅱ傾向にあり，

９６年現在，外国人観光客は５万８７７７人，インドネシア人観光客は２１万
（５） 

8382人である（表１参1N()。外|玉1人観光客はフランス人，ドイツ人，オラン

ダ人，アメリカ人，カナダ人，イタリア人等が多い。ここ数ｲﾄﾞ，トラジャを

訪れる観光粋のうち1位フランス人，２位ドイツ人が全観光客の約６６％を

占めている。フランス人観光客が多いのは次の二つの１１}１１'1が考えられる。

第一に，フランス人は，長)U1の夏期休暇をとることができる。ジャカルタ

から２１三|を要するトラジャの地は，往復では，フランス|玉1内の移動を考慮す

ると，約１週間を必要とする。したがってトラジャ観光をするには，最低２

週IlUの'三|程を磯り込む必要がある。休暇'三|数が長期のため，トラジャ観光に
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表１タナ・トラジヤ県への外'五１人観光客数（1992～1996）（11i位：人）

1992年１９９３年1994年１９９５年1996年

３，５５０ 

２，６５０ 

６００ 

２，５００ 

９００ 

２，８００ 

１，６５０ 

１２，９５０ 

２５，８００ 

２，６００ 

１，２００ 

１，０８０ 

1,469 

６１０ 

２４８ 

１１，４６３ 

６７７ 

２，４９２ 

１，４８３ 

１１，４６５ 

２２，３５１ 

２，１６８ 

８６４ 

９７０ 

３，７２９ 

４８１ 

６２１ 

７，０６２ 

９０４ 

３，０６８ 

１，１６８ 

８，４０７ 

１４，２９２ 

１，７６３ 

９２９ 

１，８５１ 

４，０８４ 

５５７ 

６８０ 

７，７３５ 

９９０ 

３，３６１ 

１，２７９ 

９，２０８ 

１５，６５４ 

１，９３１ 

１，０１８ 

２，０２７ 

３，２４３ 

７４９ 

５４０ 

６，１４１ 

７８６ 

２，６６７ 

１，０１６ 

７，３１０ 

１２，４２８ 

１，５３３ 

８０８ 

１，６１０ 

アメリカ

カナダ

オーストラリア

オランダ

イギリス

イタリア

スペイン

ドイツ

フランス

スイス

日本

ベルギー

合計 4０，６９５４６，７９９５１，２５９５５，０８４５８，７７７ 

出所：Kalltol･DillasPariwisataKabuI)alellTal】ａＴｏｌ･oja，上位１２国を鉦者が選

択作成。

適している。

第二に，フランス人経営のホテルの完成。５年の歳月をかけた５スターホ

テル･ノポテルが９５年に完成した。これ以後，フランス人観光客が圧倒的に

多くなった。ホテルでは，フランス語が通用し，フランス人スタッフが応対

し，フランス料理を満喫できる。宿泊しているフランス人の傾向をみると，

老若男女，家族連れが多い。異国の山岳地を訪れているという感覚は少なく，

気軽に旅行にやってきたという様子がみられる。言い換えるなら，自国で異

国'情緒を満喫しているような様子がうかがえる。したがって，トラジャ観光

に対するフランス人の評価は高い。

ドイツ人観光客の場合は，上記第一の理由と，旅行業者のプロモートが大

きい。ドイツの場合は，航空機をチャーターして，インドネシアを旅行する

ことも多く，そのルートの'1]にトラジャが組み込まれているようである。ド

イツ人の場合は団体旅行者がほとんどで，老夫婦が気軽に旅行している。

フランス人，ドイツ人，イタリア人なども団体旅行の傾向があり，大型バ

スで観光地を巡り，５スタークラスのホテルに宿泊するのが通例である。

一方，日本人観光客は少ない。９６年1200人と全観光客の約１～２％にし
（６） 

かすぎない。日本人が少ない一番の理}１１は，一般に日本人の体'１段期間が短期

であるということだろう。ロ本からトラジャヘは，バリ島またはジャカルタ
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経由で３日かかる。最近，インドネシア国内便が増加したため，２日でトラ

ジャに行けるようになったが，空港内での待ち時間等を考慮すると，２日の

旅程はハードスケジュールである。例えば，日本人の休暇を平均１週間とす

ると，そのうち６日は移動に費やされることになり，トラジャ観光を組み込

むことが難しくなる。仮にバリ島であるならば，１日の移動ですむことから，

バリ島内観光を２泊３日いれたとしても，１週間で十分旅程が組めることに

なる。したがって，日本人のインドネシア観光は，バリ島が好まれるという

ことになる。また，日本人観光客は，短期１１１１に多くの場所を巡り，遊戯（ダ

イビング，ドライブ，スキー，水Ｉスキー，宴会，カラオケ，遊園地，動物園，

民族舞踊観賞等）を楽しむ傾向がある。この二大欲求を，トラジャの地でか

なえるのは不可能である。この点でもバリ島は，これを満たしていることに

なる。したがって，’三|本人の体'１段が短いということと，日本人好みの遊戯が

無いということが，ｌ～２％しか観光客が訪れない理由である。

３トラジヤの観光

日本人観光客が少ないことは別にしても，トラジャは，インドネシアの中

で，バリ島につぐ第二の観光地として政府が公認している場所である。ここ
（７） 

で，主にヨーロッパ人観光客は|可を観光の|=|的とするのであろうか。葬儀の

見物と参力11,集落の景観とアジア情緒の満喫，雄大な自然を背景にする長期

滞在型レジャー，エコツーリズムの匹1つに蝋nMし検討した。

（１）葬儀の見物と参加トラジャ族は祖先より受け継ぐ儀式を現在もお

こなっている。ランプ・トゥカ（祝祭儀礼）とランプ・ソロ（葬儀）である。

ランプ・トゥカは，身内を'１]心に小規模におこなわれるが，ランプ・ソロは

外部の人間にオープンに，派手にとりおこなわれる。葬儀は乾期の７，８，９

月に集中的にとりおこなわれる。観光客であっても葬儀の見物は自由であり，

しかもその葬儀に参加できるので，観光客はこれに合わせて来県する。ヨー

ロッパ人の夏期休暇とトラジャの儀式とが合致してハイシーズンを迎えるこ

とになる。ランプ・ソロは，長期にわたり，儀式の方法も複雑である。ここ

では，観光客が見物できる段階のみを慨'1洛してみる。トラジャ人は葬儀をフ

ェスタ（祭り）と言う。
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ランプ・ソロは降りる煙と呼ばれる。午後から夜にかけてとりおこなわれ

る，重要な死者儀礼である。葬儀場が設けられ，葬儀主は，この広場で伝統

的方式にのっとり葬儀を進めていく。この会場には誰でも入場でき，見物で

きる。観光客ばかりではなく，遠くからトラジャ人も見物にやってくる。葬

儀主である家族の入場から始まり，傘をかぶり黒衣の参列者の行列，贈呈す

る水牛・ブタの披藤，コーヒーやタバコ，茶菓の進呈，民族郷liiと息もつけ

ぬ行事が次々とおこなわれる。このランプ・ソロをｌＵ:界的に有名にしたのは，

この一連の儀式のなかでおこなわれる水牛の屠殺である。ランプ・ソロは，

死者と葬儀を主催する家族の社会的地位，財力，権威などで規模が違ってく

る。規模の大きさは，この場で殺される水牛の頭数によって測られる。今後

の県内でのステータスもまたこれで測られることになる。したがって昔から

の王族や貴族，現在社会的地位の高い家族は，より多くの水牛を殺し，スケ

ールの大きさを誇らなければならないことになる。

規模の大きな葬儀の場合，準備期間から墓場に棺を納め，その後の儀式ま

で数年を要することもある。葬儀腹場は棺を納める建物を'''心にして，参列

者や客用の桟敷が伝統的建物を模して建てられ，色鮮やかな彫刻や布で飾り

つけられる。これだけでも観光客は輿蒲するものである。そして大衆の面前

で水牛が次々と殺されていく。水牛の頭数は数十頭から100頭以上にものぼ

る。興奮するトラジャ人の様子や，儀式の進行をみると，観光客は，参列者

と同じように興奮し，参力Ⅱしている感覚になる。観光客は，この会場の中を
（８） 

自由に歩き回ることができる。参列者として葬儀に参力Ⅱできるのである。観

光客は見物だけではなく，共に葬儀に参加しているという実感を持つにいた

る。葬儀は観光客のためにあるのではない。観光客は，トラジャ族の伝統的

生活の時間の中にトリックされる。これが異質の文化を享受した興蒋に導く

のである。祭りなのか葬儀なのかという混迷もおこる。観光客は，「本物の

文化」がここにあると実感するわけである。これはトラジャの葬儀の最大の
（９） 

魅力である。

（２）集落の景観とアジア情緒の満喫トラジャの集落は，木造の高床式伝

統的舟形家屋トンコナンと，高床式舟形米倉アラン数棟が広場を挟んで並列

している。集落は外部の人からはわからないように，竹薮や木々で囲まれて
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いる。高所や山''１を意図的に選んで集落を形成したような形跡もみられる。

トンコナンの建築技術の高さや，彫刻を多用した建物の芸術性などは，国内
（10） 

外の建築家によって評llliさｵしている。トンコナンは二つの意味を持っている。

家屋そのものと血縁の団結を意味する。トンコナンは「家族の幸福，安寧，

発展等を願い，家族はトンコナンに団結する」という意１床をこめた言葉とし

て，現在も使用されている。、縁家族の象徴の意味もあることから，トラジ

ャ族は現在もトンコナンに住み続けている。トンコナンを(1]心とした集落の

景観は，人々の生活がかいまみられることから，観光客にとって大きな魅力

の一つとなっている。

ヨーロッパ人にとって，１１１植えと稲刈りはとてもアジア的で魅力がある。

トラジャの場合，二毛作のため，夏期は隣どうしの水[Hで'１１植えと稲刈りが

同時進行する。その方法は機械を使わない人海戦術である。－列に並んだ女

'性たちが歌を|唄いながら田植えをする姿はそれだけでアジア的である。また

稲刈りは穂刈りである。その方法と，きれいに束ねられた稲の穂は，観光客

の関心の的である。親を助けて穂束を運ぶ子供たちの姿はとても好感をもた

れる。昼食時に手で食事をしている姿や，｜|歯みタバコを噛む女性の姿もまた

魅力がある。水牛にまたがり水浴をさせる子供，川のなかで水牛をブラッシ

ングする男性の姿，コーヒーを摘む女性，それを道路に広げて太陽に干す男

`性，夕方になると米を打つ姿，響く音，これらトラジャ人の生業としている

すべては，観光客がアジア的生活を実感する場となっている。

次に観光客が興奮するのが墓である。トラジャ族は死者を風葬にする。ト

ラジャ地域は巨大な岩盤が多く，そこを剖り貫いて墓にする。また集落の裏

の岩場を墓場にしていることが多い。死者の姿に模して作った，タウタウと

いう木製の人形を集落を見下ろす岩盤の一角に飾っている。それは墓と共に，

奇妙な印象と感動を観光客に与える。先祖代々の骨を納めた大きな舟形の棺

桶，これらが一緒にある風葬の墓場は，観光客が必ず訪れる場所である。集

落とその裏手という距離と，「生」と「死」という観念の場所が，同じ生活

の場所にあるということも，またヨーロッパとは違う感動を生むのであろう。

（３）雄大な自然を背景にする長期滞在型レジャー団体旅行者以外の個人

旅行者およびグループは，数カ所を回り，気にいった場所に長期滞在する場
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合もある。個人旅行者またはカップルが多くザックを背負ってやってきて，

滞在する。ほとんどは，数週||(]単位で同じ場所に滞在する。彼らはホテルに
（11） 

泊まるよりも，安いロスメンに泊まる。トラジャは，夏期は昼''１１３０°Ｃくら

いになるが湿気が少なく，夜''１１は２０～25°Ｃくらいに１M度が下がるので，’快

適な避暑が可能である。３()()０，級のlll々にlIllまれた避甥地で，読書をし，

サイクリングをし，ウォーキングを楽しむ。全般的に活動的とはいえず避暑

に徹している様子である。旅行者の一部は，オートバイや1値をレンタルし，

宿泊地を拠点にして村ﾂｨ1Fを'二''11に見物している者もある。’111体旅行者に比べ

たらトラジャ人との交流に秋極|拘な様子がみられる。バリ’１mjで人気がある，

ホームステイの長期滞在型は，トラジャの地ではまだおこなわれていない。

この長期滞在型レジャーの特徴は，ロスメンのオーナーが，ドイツ人，オ

ーストラリア人等と，トラジャ人両者の経営であるということである。その

ほとんどは外国人が資金を提供し，述営を両者がおこなうというものである。

宿泊者から口コミでやってくるようである。最近は，これらの旅行者を対象

にした泗落たコーヒーハウスも建っている。彼らはあまり多額の出費をしな

いが，現在もランテパオやマカレ周辺部に，彼らをあてこんだコテージが建

てられていることから，トラジャ観光の一部に定着しはじめているようであ

る。まだ長期滞在型の旅行者数の割合は多くはないが，減少している様子も

ないことから，雄大な'二|然を背景に避暑を'三|的にした長期滞在型旅行者は増

加することも予想される。

（４）エコツーリズムエコツーリズムはトレッキングとラフティングで
（12） 

ある。トレッキングはとても人気がある。サダン)||を利)Ⅱしたラフテイング

は，ここ２～３年くらい前から本格的に始まったばかりである。

ランテパオやマカレからトラジャリｉ４:内の１１１間部，ビトウアンやパルップに

行くには，ジープでも５～８１時llIIを要する。ここを'11逆を利)Ⅱしてトレッキ

ングする。通常２～３日'１１１のトレッキングコースである。またトラジャから

|憐県ポレワリ・ママサリiLのママサまでをビトゥアンから３～５日かけて縦走す
（13） 

るか，また逆lこママサからビトゥアンまで|司じコースをトレッキングする。

これはとても人気がある。経験豊富なガイドを必要とするが，旅行者の体力

にあわせコースを選定し，必要ならばロバを借りることもできる。ランテパ
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オやマカレのIII部ではみられない農民の生活を味わうことができる。また，

宿泊は山中の伝統的家屋トンコナンに泊り，トラジャ人の生活の一端に触れ

ることもできる。貴重な鳥類や動物に出会うこともあり，森林の状態や植物，

花類などを学習でき，トラジャのに|然の豊かさを知るうえでも貴重なコース

である。最近，グループでのエコツーリズムが墹えてきている。

以上のことから，観光開発地域トラジャは，インドネシアの'１ｺでも，地理

的条件も悪く，バリ島のような海のリゾート地でもない。雄大な自然を満喫

するのであればインドネシア国内に多くの地域が存在する。観光客がトラジ

ャに魅力を感じるのは，上記(1)(2)による。(3)(4)だけならば他地域との代替可

能である。トラジャ族が昔から受け継いでいる文化は代替不可能である。そ

れが現代でも維持されており，「本物の文化」に触れることでダイナミック

な印象を観光客は受けるのである。自国の文化，宗教，言語を見直し，異国

の異質の文化を強く意識したとき，人は観光を通して「学習」したという充

足感を得る。机上の学習ではない，生きた学習からの充足感を観光客に与え

ることは，トラジャの観光客への貢献であると考える。

１１国家観光開発とトラジャ

トラジャヘの観光は，自然発生したり，急に人気がでたというのではなく，

数次のインドネシア開発５カ年計画で，観光地として位置づけられたことが
（14） 

誘因となった。ここでは，その過租を明らかIこしていく。

第一次開発５カ年計画の観光の項目では，「インドネシアは国全体が豊か

な観光資源の宝庫である。地Ill1的条件からみても，太平洋の近'憐諸国を結び

つける上でも十分に観光の拠点となりうる。しかも，日本，香港，オースト

ラリア，ニュージーランドなどの富める国々を|隣国にしているという好条件

でもある。観光は外貨の獲得の可能性のあるセクターである」としている。

インドネシアの国自体を観光資源とした上で，観光開発を位置づけている。

第一次計画，１９６９年時点ではこれまでのインドネシアへの観光客は，わ

ずか３万人にすぎなかった。当時，香港への観光客は９０万人，日本へは８０

万人，タイへは８０万人，オーストラリアへは３５万人であった。インドネシ
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アヘの観光客が３万人と少ないのは，通信，運輸，宿泊施設，衛生設術，水

道設備等の不備が原因であると言及している。政策としては，これら基幹設

備の拡充を緊急の課題としている。

まず，観光客数を３万人から年'11115万人に増jUⅡすることを目標とし，以

下の諸政策をうちだしている。

国内・国際線乗り入れのための空港の設備

入管手続きの改善
（15） 

宿１日施設の増設

公園，レクリエーション施設，コーヒーショップ，レストランの拡充

ツーリストオフィスを日本，オーストラリア，ヨーロッパ，アメリカに

設置する

観光開発拠点地域をインドネシアを３区分して設定し，11,次拠点ごとに
（16） 

Ui発を進めていく

第一次観光１１M発計画では，観光の拠点はバリ島としている。観光開発の拠

点'又Ｉの中で，将来|；M発する拠点地域として，トラジャ県があげられている。

また基幹設備の拡充計lIlIiとして，南スラウェシ州都ウジュン・パンダンート

ラジャーパロポを結ぶ幹線道路の整備が上がっており，この道路の整備は，
（17） 

後に，トラジャヘ多くの掴l光客を通ぶことになる。

第二次開発５カイ|き計mjiでは，第一次の基幹設備の拡充を継続実施する。ま

た，観光開発による発展は，絲済全体の発展に伴うものであることを強調し

ている。観光開発のにＩ的は，インドネシアの文化，’二|然を広く知り，観光地

域の収入増を助けることになると言及し，国内の旅行者は，’二１国を知る機会

となると明示している。仙人企業家が観光施設に投資することを促している。

観光開発拠点地域としては，ここでもバリ島が'1]心である。その他に観光関

連業務に従事する者の教育，質ITJ向上を強調している。このように，政府が

積極的に観光開発を進めていこうとしたのは，第一次計画により，予想を上

回る観光客の増加と外貨の独得が得られたことが大きいと考える。1967～７２

年に観光客は８倍，滞在jUlllllも平均５１－１lli，ｌ人当たり消Y1f額は２５ドルで

あった。７２年は２２万120()人の観光客数，消費額は２７６０万ドルという統計

がこれを裏付けている（表２，３参照)。
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表２インドネシアヘの外国人観光杵の推移

年度 観光客数

（人）

２６，４００ 

５２，４００ 

86,100 

129,300 

１８１，１００ 

２２１，２００ 

平均消費額合計

（100刀ドル）

３．３ 

６．５ 

］０．８ 

１６．１ 

２２．６ 

２７．６ 

年度 観光客数

（人）

２５６，０００ 

２９７，６００ 

３４５，３００ 

４００，５００ 

４６４，６００ 

５３８，９００ 

平均消費額合計

（１００万ドル）

３２．０ 

５２．０ 

６０．４ 

７０．０ 

８１．３ 

９４．３ 

1967 

1968 

1969 

1970 

1971 

1972 

'973 

1974 

1975 

1976 

1977 

1978 

出所：第二次開発五カ年計画「観光」より。

表３南スラウエシ州への観光容数と滞在'三|数，il1jY1f額（1990～1995）

年肛観光客数

（人）

滞在[|数

（｢|） 

消費額

(1人１日）

(ＵＳドル）

消費額合計

（ＵＳドル）

1990 

1991 

1992 

1993 

1994 

1995 

95,117 

110,095 

115,694 

152,０１４ 

１９８，５３６ 

２４５，６９８ 

４
４
４
４
４
６
 

５
５
５
５
５
５
 

７
７
７
７
７
７
 

２８，５３５，１００ 

３０，０２８，５００ 

３４，７０８，２００ 

４５，６０４，２００ 

５９，５６０，８００ 

１１０，５６４，１００ 

ｌｌＩ所：Ｉ)iIlasPariwisatal)l･opil】siSulawesiSelataI1．

開発計画の観光開発の章で，主な観光開発地域としてスラウェシリ|､|が上げ

られ，南スラウェシ州地域開発計imliの項に「観光の分野では，トラジャにお
（18） 

いて，観光客のための諸設iMiの改善がなされるよう努力する」とlﾘ]記された。

こうして，トラジャは第二次開発計lmiで，具体|灼な開発拠点地域として政策

の中に位置づけられたことになる。

第三次，第五次開発５カ年計画のに|]では，トラジャの観光開発について特

に言及されていない。第匹1次開発５カ年計皿iの'1]で，観光開発拠点地域とし

て，再指定されている。また第四次では，年間１００万人の観光客を見込み，

滞在期間を１０～１４１－１，消費額を７５～１２５ドルという長期滞在型の大型消費

を期待している。この１時，ビザの|皇''１]化がlﾘ]示された。

以上のことから，トラジャ県は，国の開発計imiの１．１１で，観光開発拠点地域

として位置づけられたものである。第二次計画以後，インフラの整備，特に

道路整備の拡充は，天候に左右されやすかった観光客の移動をスムーズにし

た。大型パスによる大量の観光客をトラジャに迦び，これに伴い，県内のホ
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テル建設を進めた。こうして観光地としての受け入れ基盤を次々に整備充実

していくことになった。

IⅡ観光開発下のトラジャの変化

トラジャ県への観光客数は，国の第二次開発計画の中で，観光開発拠点地

域と位置づけられてから，墹加の一途をたどった。１９７０年には，わずか５０

人程度にすぎなかった観光客は，７５年に約１万５０００人，８５年に約３万

3000人に増加した。９０年３万9700人，９５年５万６５３０人，９６年５万８７７７

人と５万人を突破した（表４参照)。また９０年以後，インドネシアの経済発
（19） 

展に伴い，自国旅行者は１０万人台から２０万人台になった。iiM光開発の進行

によりトラジャの変化は，経済状況の改善，トンコナン新築の増加と，葬儀

規模の拡大の２点に整理される。

｜経済状況の改善

観光開発が進んでから，トラジャの経済状況は以下のように改善されてい

る。

（１）インフラ整備の改善国の開発計画により，ウジュン・パンダンート

表４タナ・トラジヤ県への)]別外国人観光客数（1992～1996）

月別1992年1993年 1994年 1995年 1996年

ｊ
 
１
 

ｌ
２
３
４
５
６
７
８
９
０
１
２
 

１
１
１
 

９２９人

１，００３ 

１，９５７ 

２，２２１ 

２，９６３ 

４，３３５ 

５，９６９ 

６，５２５ 

６，０５７ 

３，８０２ 

２，６７１ 

２，２６３ 

1,068人

１，１５４ 

２，２５１ 

２，５５４ 

３，４０７ 

４，９８５ 

６,864 

7,864 

6,966 

4,372 

3,072 

2,602 

1,170人

1,264 

２，４６５ 

２，７９７ 

３，７３２ 

５，４６０ 

７，５１８ 

８，２１９ 

７，６３０ 

４，７８９ 

３，３６５ 

２，８５０ 

2,609人

2,813 

3,034 

4,862 

5,262 

3,801 

6,781 

8,548 

5,092 

5,369 

4,968 

3,391 

2,713人

２，９２５ 

３，１５５ 

５，０４８ 

５，４７２ 

３，９５３ 

７，０５２ 

８，８８９ 

５，２９５ 

５，５８３ 

５，１６６ 

３，５２６ 

合計40,69547,15951,25956,53058,777

{I|所：Kal1torl)il〕ａｓｌ)arawisatal〈abul)atellTal】ａＴｏｌ･aja．



２３４第111部観光の新展開

ラジャーパロポを結ぶ幹線道路の整備は着実に進行した。県により整備され

ている幹線道路からのサブ道路も，県内の広範|）}|な地域まで繋備された。こ

れにより，県内の移動はスムーズになった。

国|際電話は，南スラウェシ州都ウジュン・パンダン以外では鮫も早く敷設

された。また，観光客が宿泊するランテパオ，マカレ周辺では噸気．水道が

普及した。観光客の来県の増力'1に伴い，大型ホテルにおけるゴミ処理施設が
（20） 

意識されて設Ｉ間されるようになった。

（２）病院，教育施設の設置

病院ラキ・パダダ総合病院，エリム総合病院，マランパ産婦人科ｌ丙院，

プルチィーイ産婦人科病院，ファティマ産婦人科病院，駐屯fli付

属iW1易診旅所など，計６病院，その他診療所が，各ケチャマタン

に設|iiiされている。１１M業医は病院勤務あけの午後５時頃から|汁1業

している。その数は２０以｣二となる。またホテルでは２４時Ⅱ'１，病

院または医者と連絡できる体制がＷＩｉ立している。

大学ＵＫＩＰ分校（クリスチャン・インドネシア．パウロス総合大学）

ＳＴＴ噸科大学（スコラ・テクノロジ．ティンギ単科大学）

ＵＭＩＳ分校（モハマディア・イスラム総合大学）

病院，大学は他県に比べても多く，高学歴の若者はホテル等に就職し従業
（21） 

員の資質の|可上に寄与している。また，病院とホテルの緊密な体制は，観光
（22） 

客にとって，異l玉1でのｿ丙気による不安材･料を取りのぞいている。

（３）雇用機会の増加と安定収入の確保ホテルが建設され，ホテルでの雁

Ⅲ]機会は増力Ⅱした。トラジャ県におけるホテルの墹力ｌｌＩ１Ｉｉ移は以下の通りで
（23） 

ある。

1973年頃トラジャコテージ，ミシリアナⅡ三|館，民宿程度であった

１９８５年頃ホテル建設の1W力Ⅱが始まる

1989年トラジャプリンス

1990年マランテハイランド，マラヌシテイ

以ｌは３スタークラス～５スタークラスのホテルである。２スタークラスは

ホテルインドラ，マリア，サトドゥア，ランテパオロッジなどである。９８

年現在も，建設'二'1のホテルが多数ある。その他，ロスメン，民宿なども乱立



第３章インドネシア観光開発と伝統社会ユ3う

している。
（24） 

1995年ノボテル，県|勾最大規模の５スターホテル｡

このようにホテルが建設され，宿泊客が多くなると，観光関連の雇川が少し

ずつ増え始めた。例えば，トラジャ人がガイド，運転手として働くようにな

った。また，観光客用の大きなレストラン，スーパーマーケットが建設され，
（25） 

そこでの雇用が拡大した。観光地侃】辺には，以前はなかった小さな土産物店

が商いを始め，小額ではあるが現金収入の道が開けた。

トラジャでは，定期的に収入を得るのは，公務員以外は，コーヒープラン

テーションで働くことであった。観光開発が進んだことで，ホテルに勤めた

り，観光関連の仕事を得ることで，トラジャ人は安定した収入を確保できる
（26） 

よう1こなった。
（27） 

トラジャでの主な賃金(よ次の通りである。

コーヒープランテーション（ロ給）5,000ルピア

（インドネシア国営コーヒー農園での最低賃金は，日給3025ルピアである

ことからトラジャでは割り高になっている）

ホテル従業員平均月給70,000ルピア

ドライバー，１１Ｚ込み１日契約約40,000ルピア

通訳(英語）１日契約20,000～30,000ルピア

大工日給5,000～10,000ルピア

また，ホテル経営者は，契約従業員以外に，草刈り，洗濯，掃除などで臨

時での雇用努力をしている例もある。

（４）地元企業家の出現以前は，ジャカルタやバリの大手旅行社に独占

されていた旅行業務は，トラジャ人によって経営されるようになった。また

ホテル経営も，地元企業家により絲営されるようになった。経営者は，ヨー

ロッパに行って観光宣伝をするようになった。またヨーロッパ人が出資し，
（28） 

運営をトラジャ人力】おこなう共同経営の旅行社や小規模ホテルもできている。

（５）観光関連の小規模産業の形成観光客に人気がある織物・彫刻は，ト

ラジャに来る観光客ばかりではなく，ジャカルタ，バリ，ウジュン・パンダ

ンでも売れるようになり，物産品として出荷できるようになった。またトラ
（29） 

ジャコーヒーは彫亥Ｉの箱入りでインドネシア各空港で1仮売し，人気がある。
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（B）拝観料トラジャ県が指定する観光地，特にランテパオ周辺やマカ

レ周辺のケテ・ケス，サンガラ，ロング，サダン，レモでは観光客は拝観料

を払う。拝観料は６：４の割合で観光地と県に分配される。観光地では，分

配金で墓やタウタウ（墓に飾る先ﾈl[を形どった木製人形）の修理をしている。

拝観料は，９５年，外匡|人１２５０ルピア，インドネシア人1000ルピアだった
（30） 

ので拝観料と分iiu金を試算してみる。

９５年トラジャの観光客数は５万653()人，仮に観光客が全観光地を回らな
（31） 

いとしても，１カmTは必ず訪れるとして試算した。

観光客数56,530人

拝観料（1人）1,250ルピア

合計金額70,662,500ルピア

観光地分配42,397,500ルピア

県分配28,265,000ルピア

またインドネシア人旅行者は９５年２０万４５５２人であり，このうち半数が

観光地を訪れたとすると，県は４億９１万４００ルピアの分配金を得るはずで

ある。

（７）税金外|玉1人観光客は，術泊・食事に税金を払う。税率は16～

２１％である。場所により税率が異なり，個人旅行者は税込割引などもされ

ることから，きちんとした統計が難しいものの，県の税収は見込まれる。

（B）葬儀に伴う徴収トラジャの葬儀は，多数の水牛・ブタを殺す。トラ

ジャリ｢↓は水牛・ブタの屠殺があまり派手になりすぎるという理１１１で，県令で

屠殺は２５頭までと決めていた。８０年代'1｣頃より観光客数墹加に伴い，それ

はパフォーマンスであるというI1l1[１１により，県令は無効となり現ｲ'三に至って
（32） 

いる。

県は葬儀の|際，隅殺する水牛・ブタ１頭に対し，葬儀の主催者から税金を

徴収している。県統計局によると，水牛はlIIiにつき５万ルピア，ブタ１頭

につき１万５０００ルピア徴収するということだった。

（試算表）（iii位：ルピア）

屠殺数Ａｌ00頭Ｂ50頭C20nllD10頭

水牛5,000,0002,500,0001,000,000500,000
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ブタ1,500,000750,000300,000150,000

合計6,500,0003,250,0001,300,000650,000

Ａ，Ｂ，Ｃ，Ｄとした屠殺数の規模の葬儀が，１日同時におこなわれた場合

は，徴収額は１１７０万ルピアとなる。トラジャ県内では乾期の７，８，９月は，

葬儀が集｢|ル，葬儀が重なることは多い。Ｂ・Ｃ，Ｂ・Ｄ，Ｂ・Ｃ.Ｄ，等に組
（33） 

み合わされる。Ａのような１００頭以-ｋを殺す葬儀は数ｲ下に1度である。

２トンコナン新築と葬儀の規模の拡大

（１）トンコナン新築の増加観光|汁１発が巡行してから，トラジャでは所

得の増収によるトンコナン新築の噌力Ⅱがみられた。トラジャでは，トンコナ

ンは改築を亜ねて，数十年～数百ｲＩｉも住み続ける習,慣がある。新築は多額の

出費を必要とし，収入の確保と緊密な関係がある。例えば，ランテパオから

交通利便な地域であるケテ・ケスは，トンコナンが建ち並び，集落の景観が

美しく観光客に人気があり，最も多くの観光客がやってくる。当然，収入増
（31） 

が認められる。ここでは，近年トンコナン新築の増力Ⅱ|頃向が大きく，他地域
（35） 

を抜きんでている。これは，観光供|連の収入の確保に裏付･けられているから

である。

トンコナン新築の場合の費用（95年現在）約45,000,000ルピア

増改築の場合の費用住に屋根のYi;き替え）10,000,000ルピア

彫刻を施す場合の費川4,000,000ルピア

居室を含む床上部分の改築費)Ⅱ16,000,000ルピア

その他5,000,000ルピア

このように，トンコナンの新築は多額の出費を伴うものである。したがって，

碓突な収入確保がなければ，新築はできない。近年，新築や改築の|際に，屋

根の反り上げを急勾配にしたり，彫刻を多Ｈ１するようになったのも変化の一

部である。これは，トンコナンの芸術性を外部の人llL11に誇示する意味が含ま

れている。また屋根を葺く場合，伝統的な竹を使用せず安I1lliな波形鉄板にす

る傾向もある。観光客が多く訪れる観光地では，トンコナンに織物や彫刻を

飾り土産物店にしているが，今後，伝統的な景観を壊すことになるのではな

いかと危'|典される。
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トンコナンの新築や，増改築での屋根の反り上げや彫刻を多用する傾向は，

トラジャの村落の景観を楽しむ観光客をさらにリ|きつけている。

（２）葬儀の規模の拡大第１節で説明したように，トラジャ族は水牛を

財力の象徴として認めている。またﾈ''1の使いとして，イ111話でも伝承されてい

る。水牛は，ネ111の使者であり財力の象徴という二m性をもつ。死者にとり，

水牛を多く殺せば，天国での魂の安定が確保されるとも伝えられている。し

たがって水牛は農耕に使わず大切に育て，1頭でも多く殺したいという願い

が強い。昔，架淋の広場でおこなわれていた葬儀は，殺す水牛の数が多くな

り，葬儀の広場が設けられるようになった。

葬儀のための広場を設けたり，水牛を1頭でも多く殺すことがエスカレー

トしていることから，規模の拡大が生じていると考える。富と名誉，魂の安

定のために葬儀の規模を大きくすると，次にまたより大きな葬儀をおこなわ

なければならなくなる。こうして葬儀の規模はどんどん大きくなる状況を生

み出している。
（36） 

葬儀に殺す水21二のI直段（95年現在）

指先から肘までの長さの角を持つ水牛（トラジャでは身体寸法を用い，こ

れが，水と卜の標準的大きさとされている）約800,000ルピア

白い斑点模様の水牛（テドン・ポンガと呼び，トラジャで最も価値が高い）

１０，０００，０００ルピア

黒い水牛（大型ﾘ）3,000,000ルピア

黒い水牛（小型）1,000,000ルピア

ブタ（身体寸法で，腹回りが片手の大きさ）100,000ルピア

このように水牛の'１１１〔段は高い。水牛の他に，多数のブタも殺すので，主催す

る家族にとって負担は大きい。しかし，規模の拡大傾向は依然として続いて

いる。観光客にとって葬儀は魅力がある。その＃↓模が大きくなることは，よ

り多くの観光客を，トラジャヘ導くという術環を作り}I)しているのが実態で

ある。

トンコナン新築と葬儀の規模の拡大は，収入1剛Ⅱがあって生じる傾向であ

る。これが観光客を呼び，観光関連収入の増大をもたらす。そしてまた同じ

現象が生じるという好術環を作り出している。これは，トラジャの観光効用
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を考える際に重要である。

以上，観光開発が進行してからトラジャ県の経済状況は改善された。観光

客数も増加している。一方，観光客が増加したことで，米，野菜，卵，肉類
（37） 

を県内の生産では賄いきれなくなり，Ｉ山県からllMi入するようになった。それ

に伴い，食料品の値上がりもある。これが,今後，人々の生活にどのような

影響を及ぼすことになるのか注視していく必要がある。このような変化があ

るものの，現在，トラジャ地域がインドネシアにとって，観光の重要な地域

であるということは変わらない。

Ⅳトラジャの伝統社会

この節で，トラジャの伝統社会について言及するのは，開発が進行する中

で，観光客を受け入れつつ，トラジャは，依然として伝統社会を維持し，そ

の基盤が崩れないのはなぜなのか，またトラジャの伝統社会とはどんなもの

なのか，を知るためである。

ここでの伝統社会とは，高床式舟形家屋（トンコナン）と高床式舟形の米

倉（アラン）の並列する小集落に住み，先祖より受け継ぐM慣習を守りながら，

儀礼を重視し，相互扶助を維持している社会ということである。

小集落は，広場を挟んでトンコナン数棟とアランが並列して建てられてい

る。小集落はカンポンに包括され，ケパラ・デサ（村落の長）によって統制

される。小集落とカンポンは血縁関係の集合であることが多い。トラジャ県

の行政区分はケチャマタン１３，デサ２４２（デサ１９２，ケルラハン５０）である。

デサはカンポン・小集落を包括する。デサの長は，トラジャの口承伝承され

ている，昔からの王族や地位の高い家系の世襲性に基づくliu縁の長や，デサ

の創世者を踏襲している者もある。現在は県知事の任命制になっている。

トラジャには，家族の相互扶助がある。これが，相互扶助の最小単位であ

る。また家族の枠組をこえた血縁のjHl互扶助もある。トラジャ人は，1,縁を

ケルアルガ（ファミリー）と呼び，末端の家族まで含めると，非常に広範囲

の血縁関係を維持している。血縁はデサからカンポン，小集落まで派生して

いるため，相互扶助は広範囲に機能している。同一地域に居住し，｜司じ目的
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と利益のために相互扶助が機能している集団の単位をコミュニティとするな

らば，トラジャにはコミュニティが存在すると考える。コミュニティは，小

集落またカンポン個別のものから，小集落，カンポン，デサまで縦のつなが

りをもち，小集落相互，カンポン相互，デサ相互の横の広がりをもつ。トラ

ジャではコミュニティは縦横にクロスした範囲の広がりをもつ。援助，相互

扶助，共同作業等はこのコミュニティの範囲のなかでおこなわれている。

トラジャ県外に住む家族は，トンコナンの新築や増築，祝祭．葬儀の際に

費用を援助している。また，111縁の机互扶助に協力し，儀礼の時は必ず参加

している。県外に住んでいても，コミュニティ関係から切れてしまうことは
（38） 

ほとんどない。これ}よ，トラジャ族の特徴である。

このコミュニティにおけるトラジャの`慣習には次のものがある。

儀礼＝祝祭，葬儀における参加と協力

トンコナン建築の共同作業
（39） 

米作りiこおける共|司作業

コーヒー収穫での共同作業
（40） 

儀礼における参ｶﾛ者末端までの肉片．酒．米飯などの分配
（41） 

労働，作業に対する水牛での支払いの'慣ｲﾃ

水牛による借金の返済の`慣行
（42） 

水田lこよる借金の’慣行

Ⅲ縁でのトンコナンの所有権，相続権の平等
（43） 

水田所有の男女平等

福祉面での相互扶助には次のようなものがある

不慮の際の子供の養育
（44） 

離婚の自由と劇（婚後の保|篇

教育費の援助

貧者の救済（これは，血縁の富者が，小さな仕事を与えるなどして，貧

者の最低生活を保障することである。特に，一定期間，食．住の保障

をするということはロ常的におこなわれている）

トラジャでは，上記のような』慣習が保持されている。家族の相互扶助，コ

ミュニティの相互扶助，コミュニティ間の相互扶助が維持されている。トラ
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ジャではコミュニティに所属するかぎり最低生活は保|職されるという伝統社

会である。村落内部の背から歴史的に継承されてきたヒエラルキーは，現在

もその痕跡を色濃く残しており，儀礼の伝承やjNI瓦扶助は，これによるとこ
（45） 

ろも大きい。トラジャでは，本来文字をもっていなかった。文字ｶﾇ導入され

るようになったのは，１９０７年にオランダ正がトラジャを治め，キリスト教

宣教師が来てからである。現在でも文字に残す習ifIは少ない。トラジャの歴

史，儀礼のやり方，家屋の建て方などは口承伝承である。伝統社会のもとで，

家族の相互扶助，コミュニティの机互扶助は，儀礼や'慣習を通して，より強

いトラジャ族意識を強めている。観光化による近代化が進む巾でも，トラジ

ャ族としての誇りと意識を再生していると考えられる。

このような伝統社会に，観光開発が進行し，観光関連での家計の所得が増

加した。所得の増力１１は，他の観光地でしばしばみられるような，テレビ，ラ

ジオ，自動車，自転Ｉ|I等のｌＩＭｉ入に消費されるのではなく，トンコナンの新築

や葬儀の費用に向けられる。これはトラジャの特徴である。観光資源に投資

しているともいえる。

トラジャでは，通常，観光による弊害といわれている，民族舞踊や儀式が

パフォーマンスや几|u物になってしまったり，風俗肖業の店ができることで

地元の風紀が乱れてしまったり，騒音による地元の環境が一変してしまった

りという現象はあまりみられない。また，売らんかなの商売主義も少ない。

伝統形式の家屋を洋式建築に変えてしまうということも少ない。観光コース
（46） 

を作るために，乱|;'１発がj起こるといった現象もない。

トラジャ県全体を詳細に検討すれば，観光客が梢油するランテパオ，マカ

レ町周辺部と山ｌｌｌ１部には所得の格差がある。また観光|)'1発政策が宿泊地を重

点に施行されるため，’111部とllllM1部とのインフラ躯liMiに格差が生じている。

しかしながら，トラジャ総体として生活基盤の歪みは少ない。例えば，町部

では伝統生活を捨ててしまい，都市化を推進するとか，’１１J部住民の生活と山

間部住民の生活が二分されてしまうというような現象は生じていない。した

がって，生活基盤の歪みは少ないと考える。これは，前述の伝統社会をトラ

ジャ族が維持しているということである。その内部において，一人一人の福

祉の最大化をはかり，最低生活水準の維持を相互扶助でおこなっているので，
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生活基盤が大きくil)|れないということである。観光開発による格差を，伝統

社会の相互扶助とトラジャ族としての意識がそれを補っているといえるだろ

う。ここでみるかぎり，トラジャの伝統社会は，開発政策の格差を補完する

メリットを有する。観光を取り入れつつ，伝統社会の基盤を固めている。言

い換えるならば，トラジャの伝統社会は，観光に対して適応能力を有してい

るといえよう。

むすび

最後に，著者のおこなった現地調査をもとに，般近の'11]題について触れつ

つ，今後のトラジャの観光について考えたい。1998年，インドネシアの政

治経済危機以後トラジャでも多くの変化がみられた。諸物mliの値上がりが激

しく，人々はかなりの節約を伴う生活をしていた。生活必需品は２倍となり，

儀礼に欠かせない水牛．ブタの値上がりもあった。観光客は約６０％減少し，

大型ホテルは人員M剛1を余儀なくされていた。観光客相手のレストランやス

ーパーマーケットは，入口を閉ざし，細々と商いをしていた。パラボラアン

テナが立ち，ＴＶをll1Mi入し，人々は政治'情勢に敏感になった。これらの現象

は，トラジャだけではなく，インドネシア全体の現象である。トラジャも政

治状況から逃れることはできないということである。

このような政治状況の最中，ジャカルタから観光大臣がトラジャを訪れ，

さらなる観光客の誘致を人々に促した。外貨の独得のために，トラジャは依

然として重要な地域であるということである。もともとトラジャ県は，国の

観光開発計画の中で拠点地域として位置づけられたもので，危機以後も観光

政策によって左右されることを|暗示するものだった。

しかし，このような１１１でも，人々は相変わらず葬儀をとりおこない，水

牛．ブタ豚を殺し，肉片を分配し，相互扶助を保っている。変わったことは

観光客が少ないということだけである。彼らは，部族''１１対立の時代から，あ

らゆる状況に対処できるような慣習を作り上げた。それを時代状況に合わせ

て，さまざまな二I:火をし，伝統社会を維持してきている。伝統社会の基盤が

ゼロにならないかぎり，政治状況に対応する能力があるだろう。だからこそ，
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トラジャは観光地域としてlilliIihがある。

１９７５年以後，開発が推進されてから現在まで，トラジャにおける観光は，

地域発展と観光客の満足度から測っても成功している例である。観光客がト

ラジャに求めるものは，トラジャ族が長い年月をかけて作りあげてきた文化

と生活を，現代という時'''１の'１１で実感すること。異質のトラジャ族の文化と

生活をとおして，｜当１国の文化と生活を再認識することであろう。ここを訪れ

た観光客の各人が，それぞれの持つllli値観や想像力を刺激され，次なる行動

の発露になるならば，観光は有意義である。トラジャは，この意'床で観光に

貢献していると考える。

観光開発政策は，対象地の文化や生活を十分に考慮し，特性を引き出し，

生活基盤を壊さないような，慎重な配慮を伴う方法でおこなわれなければな

らない。そうしなければ，トラジャのような伝統社会の特性を観光に生かす

ことはできない。また，観光|刑発と伝統社会の共存はありえないだろう。今

後も，トラジャの観光では，外貨の獲得が期待されており，よりきめ細かい

配慮を望むものである。

注

(1)インドネシアには３００以止の民族集団があるといわれている。

（２）県統計局による。鳥取，奈良，埼玉県は３０００ｋｍ2台である。ほぼ，これらの県と

同じ面積とイメージできる。

（３）例えば，トラジャ人はあまりやらないベチャ（三輪IlI）１|き，ピンの回収，露天商

などが増えていることから，ジャワ島からの移住者も多くなっている。

（４）ココアは９８年インドネシア経済危機前はスハルト・ファミリーによって安Iliに独

占買収されていた。危機後ｌｉｌＩｌ１に取り|できるようになった。

（５）タナ・トラジャリ,↓統計局による。

（６）ジャカルタ・ジャパン・クラブ［1994］によると，インドネシアヘの観光客は９２年

306万4161人であり，日本人観光客は３９万人である。表ｌにトラジャリｉＬへの国別観

光客を表示した。

（７）以後，ヨーロッパ人と書かない場合もある。

（８）９８年サダン地域でおこなわれた葬儀では，１１iii呈するブタを先mviに，観光客の一団

が参列した。

（９）葬送儀礼の商IVl化，観光客)'１のショーという言及もある。’'1下晋司［1988］ｐｐ、

277-278；大塚和夫［1993］「民族に関する基礎研究」第１章民族とはなにか（総合開
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発機構［1993］『ＮＩＲＡ研究報告評』No.930023所収)，ｐ２７。

(10）普請研究会［1991］；0M)文化財建造物保存技術協会［1997］；DawssollandGillow

p994]，など多数あり。

(１１）ロスメンとはホテルより安(illiな橘をさし，簡易ベッド，水浴場兼トイレが一室に設

備されているもの。

(12）エコツーリズムとしたのは，現地で観光業者が使川していることによる。

(13）ママサはトラジャ四方の111岳地域であり，祖先はトラジャと同じであると言われて

いる。生活や文化、でトラジャ族と多くの共通点をもっている。

(14）インドネシア|刑発５カ年計iIhiは，第一次開発５カ年計画1969/70～1973/74,第二

次1974/75～1978/79,第三次'979/80～1983/84，第四次1984/85～1988/89，第五次

1989/90～1993/９４である。本節は計画の111のＴｏｕＲＩｓＭを調べたものである。また，

必要に応じて，州の計画を調査追記した。

(15）この時点で，西ジャワ792室，’１１央ジャワｌｌ２室，バリ４５６室である。１５万人が

常時宿泊できるように増設を計imiした。

(16）インドネシア１１』部を第１段階，四部を第２段階，東部を第３段階で開発推進してい

くとしたものである。

(17）９０年当時，トラジャ県に入ると，道路はアスファルト化はされておらず，夏期で

も雨が降った場合は通行困難な状況であった。

(18）南スラウェシ州への観光客の挑移は表３に示した。

(19）県統計局によると自国旅行者は，１９９２年１７万４５４２人，９４年１９万5544人，９５年

２０万4552人，９６年２１万8382人である。

(20）県が回収する。県は，家庭ゴミのIMLもおこなっている。ホテルの規模により回収

金額には差があり，９８年調査によると，大型ホテルでは１カ月約４刀5000～5万ル

ピアである。

(21）トラジャ人の大学進学率は高く，ほとんどはウジュン・パンダンの国立，私立大学

に入学する。

(22）病院は２４時'''１診察するようになっている。

(23）県統計局９６ｲ1K調査によると，スターマークのついたホテルは１１，部屋数590,ベ

ッド数1262,スターマークではないホテル１２，部屋数１８６，ベッド数364,その他の

宿泊施設は４３，部屋数331,ベッド数598で合計宿泊施設66,部屋数1130,ベッド

数2363とある。

(24）ホテル・ノポテルではタイムカード符理をしている。給料は他のホテルより高いも

ののトラジャの儀式参力Ⅱの都合で辞める者も多いとlll1いている。

(25）マカレよりランテパオに集｢I'している。

(26）９４年に改定された最低賃金は，１１１部ジャワで，２７００ルピア，バリで3350ルピア，

南スラウェシで２３００ルピア，束テイモールで3000ルピアである。ホテル従業員の平

均月給はレストラン従業員から聞き取りしたものである。ホテルのマネージャーとし

て２０万ルピアでリ|き抜かれたという話もある。９５年当時交換レートは約２０～２２ル
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ビア/１円であった。

(27）９８年インドネシア経済危機以後物(111iの値上がりがあり，賃金も上昇していたもの

もあったが，不安定であった。賃金は９５年当時のものを使用した。

(28）ほとんどは男女どちらかがトラジャ人で，結妬して起業したものが多い。第１節３

の(3)で示したの長期滞在jWIコテージがこれにはいる。

(29）９８年インドネシア危機以後，コーヒーは自由にドル売りができるようになった。

トラジャコーヒーと称して売られているものもある。

(30）９８年インドネシア危機後，３０００ルピアに急上昇していたが，そのままで試算した。

(31）９２年１円は約２０ルピア，９５年は２２ルピア，９８ｲ1ﾐは８５から９０ルピアであった。

９５年外国人数は県統計局発表上違いがある。

(32）９２年メンケンデック地域で100頭以上を殺し，９８年サダン地域で200頭を殺す葬

儀があった。

(33）３５頭，２５頭など屠殺数は一定ではないが，分かりやすくするため，１０，２０，５０，

１００とした。

(34）ここは111界文化遺産に指定されるようインドネシア政府が国連に申請しており，

２０００年には登録される予定である。

(35）ケテ・ケス在住の県議会議員サロンガロ氏の調査協力によると，７０年以後，年平均

３棟が新築され，現在はもっと多くなっているとのことである。

(36）レートは９５年現在のものである。９８年経済危機後為替変動と値上がりが激しかっ

たが，不安定のため９５年を使用した。

(37）９４年南スラウェシ州統計資料によると，トラジャにおける米の価格は１ｋｇ＝702

ルピア，調理油はボトル＝1554ルピア，砂糖は1ｋｇ＝1438ルピア，布地は1ｍ＝

２０００ルピアであった。９８年危機後は米1ｋｇ＝2500ルピア，砂籾(１ｋｇ＝4000ルピア，

塩１ｋｇ＝500ルピア，ﾛ'１１個＝500ルピアであった。

(38）トラジャ人の中にＭＩＩ互扶助を強制と感じ，他県に移り住んだりする者もあるが，

葬儀はトラジャの地に帰っておこないたいと希望する傾向がある。

(39）米作りの場合，地主と小作の関係できちんと支払いをしている場合も多い。

(40）家族単位で分配される。

(41）トラジャでは，多くの場合，水牛を(illi値基準としている。また，価格を水牛に換算

して考える習慣がある。

(42）葬儀，または子供の進学，入院等で現金を必要とする時に水111を担保として現金を

借りる質入れのような方法で昔からおこなわれている。

(43）夫婦であっても自分名義の水田を所有している。

(44）トラジャでは離婚は比較的自由におこなわれており，子供はケルアルガが養育して

いる。また，女`性が離媚後，家をもらう交渉を婚前におこなったり，実際，離婚後そ

の家に一人で住んでいる女性もいる。

(45）現在インドネシアでは国策でヒエラルキーは存在しないことになっている。しかし，

伝統的にあるヒエラルキーは水面下で機能している場合もある。
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(46）９８年ランテパオを１１１心にｌＯｌｌ｢|:のカラオケ店ができていた。店のオーナーの聞き取

り調査では客のほとんどはトラジャ人であるとのことだった。
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日本型レジャーの断面
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第１章日本の観光プラティクと余暇問題

はじめに

余暇（leisure）という語は，言うまでもなくフランス語（loisir）から発し

ている。このフランス語における余暇という概念には，三つある。

基層にあるのが，ルソーが，『告白』で「最後の望みとして，煩わしいこ

となしに永遠の閑暇（loisir）の中で生きることしか残っていなかった」と

述べたような意１床でのloisirで，古典的な「閑にあかせて無為の時を過ごす

こと」である。

この基層の上に二番目の「自由時間」としてのloisirがある。これが今日

のヨーロッパ型の余暇である。この自由時間は，労働，義務，強制活動など

との対抗概念として生まれてきたものであるため，権利（獲得した権利）と

いう色彩が強く，倫理的な意味あいを内包している。本章では，この意味で

の余暇を視座に据えて検討をすすめるつもりである。この余暇消費が，フラ

ンスなどで言ういわゆるバカンスであるが，それは比較的長期の滞在を前提

とする旅行と観光が含まれるため，次の分類の中のレクリエーションとして

の観光旅行と線引きがむずかしいこともしばしばあり，わが国では，ほとん

どこの区別が意識にすらのぼっていない。

さて，この「自由時間」の一部分には，三番目の余暇（loisir)，すなわち

いわゆるレジャーが含まれるのである。金銭を伴う気晴らし行為や，文化資

本（プルデュー）の蓄積の一種である稽古事などである。レジャーは，大き

くはこの①気晴らしと②文化資本蓄積に分類できる。①はギャンブル，観劇，

コンサート，カラオケ，スポーツ，ゲーム，釣り，登山，海水浴，買い物，

食事，観光旅行等々，②は絵を描くこと，楽器演奏，フィットネスクラブ，
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ヨガ，茶道，華道を実践する等々である。これらは比較的短時間の実践なの

で狭い意味でのレクリエーションと同義である。本章で主に議論するのは，

こういう，ヨーロッパ型余暇から見ると，ほんの一部分しか占めていないこ

の第三の余暇（loisir）（とりわけ①）が異常な形で，しかも膨張してしまっ

ている日本型余１１段の姿である。

他方，「日本人は働き過ぎである」という評llliは，日本国内だけでなく，

外国にもよく知られ，一般に年間労働時間などのデータから客観的な事実と

して通念化している棚がある。しかし，余暇問題は，このような時間の多寡

だけを媒介変数として論ずるべきものかという疑問がある。アラン・コルバ

ンなどの研究（LIA"6"c"zc"Ｍ'ＳＬＣＭ3,1995）でも明らかなように，労働と

余暇という二項対立式の生活時間意識は近代ヨーロッパのきわめて特殊な産

物でしかなく，今日，わが国で余暇の問題を考えるときに，ヨーロッパを規

範とした労働観や時|H1意識にのせてlii純に議論することには問題が多い。と

りわけ余暇獲得を「信仰化」している観のあるドイツやフランスなどを，余

lIlil先進国の規範としてとりあげ，休暇時間や制度のみを理想化してこれを論

ずることには慎重であるべきだと思われる。労働意識や時間観念，その過ご

し方というプラテイクの面は，文化人類学などの知見によるまでもなく，き

わめて民族の固有文化と深く関わっているからである。

本章では，日本での余暇のプラティクをなるだけなまの現象をとおして解

析的に検証してみたい。実証的な数値データなどだけでは，余暇やその消費

形態の重要な部分を占める観光のプラティクが必ずしも解けないからである。

のちに少しふれるが，「リゾート法」制定などという発想誤謬の所在を考え

ることなどはその一例である。当時，余暇の需要や形態はさまざまな「デー

タ」から策定されたはずである。にもかかわらず，こういう巨大な失敗を行

政も現場も犯してしまったのは，そこに，文化的視点，もう少し正確には精

神文化的，倫理的視点と言い換えてもいい哲学の策定が欠けていたのだと思

われる。ただ，難しいのは，このような文化にシフトした「質」の問題を解

釈的に判断する方法は行政も企業も不得意なため，策定システムそのものの

致命的なアポリアに行き着いてしまうことである。

日本の観光形態や余暇に対するプラティクについて，以下で述べることは，
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今後のひとつの道しるべとしての提言でしかない。いささかでも反省的にこ

の余暇消費の形態について考えるきっかけにでもなれば幸いである。

Ｉイノセンス観光

スイス観光の人気スポットに「ハイジ観光」というのがある。ハイジは，

言うまでもなくスイスの女性作家ヨハンナ･シュピーリの教養小説『ハイジ』

(1881年）の主人公の少女の名前であり，わが'玉1ではテレピアニメ（1978年

頃放映）でおなじみの名前である。興味があるのは，この観光地を訪れる客

のほとんどが日本人であり，しかも女性であるということである。最近のデ

ータでみると，この村（マイエンフェルト村）での日本人宿泊延べ数は９０４

泊で，実にこの村が受け入れた宿泊客全体の３５％を,ljめ，圧倒的に１位な

のである。ちなみに，｜司年のスイス全体の'三I本人宿泊延べ数は，｜司国での外

国人宿泊延べ数のわずか1.4％でしかないのだから，いかにこの村が，［|本

人観光客の特異点となっているかが分かる（BundesalntfurStatistik連邦統

計局資料。１９９６年統計によると，マイエンフェルトでの1年の外|工|人の宿泊は

2597泊，うち'三|本人は９０４泊。一方，スイス全体での外国人の総泊数は約３３９０万

泊，うち'三l本人は約50万泊)。この数字に，通過客を力Ⅱえると，さらに']本人

の訪問数は諸外国人の'１１で際立って'三1立つ数字になるだろうことは，’二1本の

旅行社のツアーパンフレットの行程表からも分かる。マイエンフェルトを訪

問（宿泊なし）するコースの設定が，非常に多いからである。観光行為の動

機にこのようなイノセンス（無垢）な「子供」物語趣味に特化されたものに

集中する志向は，おそらくきわめて現代日本的な観光現象のひとつだろう。

似たような現象が，イギリスのiiIil水地方観光でも見られる。ビアトリク

ス・ポターの「ピーターラビット」の家を訪|川する観光である。これは，言

うまでもなく「かわいいウサギ」の柿し絵で子供やとりわけ日本の女'性に人

気を呼んだ童話の女性作家ポターにゆかりの家を訪|川するという観光商品で

ある。じつは日本人によるこの観光は，誤解もあったとはいえ，イギリスで

問題を起こした（真板昭夫他［1997］「ナショナル・トラストエリアの観光利用に

関する研究｣，『観光に関する学術研究論文・入選論文集』アジア太平洋観光交流セ
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ンター参照。以下でのり|川は同論文による)。１９９５年７月２４日付の英国『タイ

ムズ』紙が「日本人はビアトリクス・ポターの庭に入らないで」という見出

しで，日本人客制限のキャンペーンを始めた，という報道をしたのである。

その理由は，｜司紙によると，ここを訪れる客の２５％は口本人で，しかも若

い女性ばかり，そしてすごくものを買いあさる，等々である。この中で，

｢日本人制限」という部分は誤報であったが，そういう気分を醸成する何か

がここにはあることも事実だったのだ。日本人の観光形態を探るために，大

変興味あるシンボルをいくつか抽出してみよう。

まず，ここが位間'１Ｍ吋であるにもかかわらず日本人は主として団体（｢５３

人乗りの大型パスで……25～35人｣）での訪'８１をする。一般商品と異なり供給

を増やせない位置的財と団体客（マス）は対抗関係にある。この両者が相ま

ると過密コストが生じるが，これは単に，そのスポットに訪|川客が多くなる

という量の|川題（たとえば駐Iに場が不足する）でなく，観光資産（たとえば

｢静寂な雰囲気」が売り物）そのものにとって致命的な打撃を与えうる。日本

人には，集団行動がしばしば余|暇消費と矛盾しているのだという認識が希薄

だということをよく現ｵﾌしている。このことについては後にふれる。

次に，ここが，ポターとナショナル・トラストとの関係抜きには考えられ

ない，いわゆる湖水地方の一隅にあり，自然環境（保全）こそがこのスポッ

トの[|]来なのに，「'三|本人は見向きもしない」というllIl題がある。ひたすら

ピーターラピットの家にのみ群がる。「シンボルやllli値づけされたもののみ

を観光資源」と考える商業主義的発想に余暇形態が引きずられている。

次に問題なのは，土産を買いあさって帰っていくという点である。観光行

為がきわめて金銭消費に結びついている。つまり，余Ⅱ|乳時間の消費は，やや

古典的な言い方をするなら，本来非日常への憧慌を動機とするはずなのに，

実|際は，日常を色濃く反映している経済行為にlliilってしまっているというこ

とである。このことについてもあとで考えたい。

最後に，ここには，通過型旅行形態の典剛があり，この種の商品開発をお

こなう旅行社とそれを求める消費者の両方の背景にある日本的観光形態の問

題の一つを浮かび上がらせている。

すなわち，滞在型観光を好まない（不得意な）民族性がかいま見られる。
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このことは，じっはリゾート開発の形態にも色濃く反映している。このこと

も後に触れるだろう。

私たちは，日本人の特定年齢・性が好むこの種の「イノセント観光」用の

旅行商品として，その他にも，ドイツの「ロマンティック街道」（これを日

本ではメルヘン街道などとも呼ぶ)，「プリンス・エドワード島」（赤毛のアンの

家，グリーンゲーブルス・ハウス。カナダ）などもあげることができる。また，

その信者でもないのに，キリスト教国へ出かけて教会で挙式をする旅行形態

も，不思議なイノセント願望の現われと見てよいだろう（｢|｣本人カップル挙

式お断り」，『朝'三|新'１１１』１９９８ｲ1主７月１８１三|参照)。

同じ線上に位置づけられるものに「東京ディズニーランド」がある。ここ

は，年間入場者が約１７００万人あるが，そのうち６割が女性で，しかも入場

者の約７０％が１８歳以上なのである。これはイノセンスに対する大衆的病理

としか言いようがない現象のシンボルである。ディズニーランド（ワール

ド）はアメリカでは基本的には子供の遊技場あるいは大人にとっては“アメ

リカ性”のノスタルジア体験の場という認識があって，高校生以上になると，

マジックマウンテン（アメリカ国内に６カ所）やユニヴァーサルスタジオへ

行くという。フランスとなると，パリ郊外の「ユーロデイズニー」では，メ

ルヘンで売れず，遊技場主体（スプラッシュマウンテンなど）に変更し，トー

タル色調もパステルカラーを抑える力|可で，基本コンセプトを大'幅に変えて

いることはよく知られている。

海外旅行のデータで見ると，明白にこの「子供・女」という動向が見られ

る。３０代以上では海外旅行者数の男女数では，男性が多いが，１０代，２０代

に限ってみると，女性の方が多いのである。とくに２０代では，男性172万

9000人に対して，女性は２９０刀人と圧倒的にﾘj性より多く，かつ，この女

‘性集団が日本人の海外旅行者数の最大母体（１７．４％）となっているＵＴＢ

ＭＰＯＲＴＷ)。女性が旅をすること自体は111]題ではないが，しかし，そこ

で実践されている観光行為が日本人の一般的なレジャー観を反映し，また，

レジャー観に影響を与えていることは問題としないわけにはいかない。すな

わち，先に述べたような意味での，労働からの解放としての余暇のニーズが，

この年齢の女性に一番切実だとはとうてい思われないからである。彼女たち
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が海外旅行をするのは，一般に言われているように，「時間と金」があるか

らであり，これが現在の日本の余暇形態を色濃く反映する形でいわば誇張さ

れた姿を出現させていて，実はこのことがIlLIj題なのである。

キヤスリーン・フイッシュマンによると「女`性に人気」という英語に訳せ

ない概念が日本にあるという（『ﾘﾘ旧新聞』1995年３月１３日)。普通，英語で

｢女性に人気」というと，ハンサムな男優か，ヒロインが|際立った小説か映

画を思い浮かべるが，日本では，それが食べ物（かつてのティラミスなど）で

も，’11Jでも適用され，しかもこれが商業主義に重なっている，という。１１１Jで

言うと，例えば金沢，峰井沢，萩などが「女性に人気」のアイテムで，さら

に女性という枠は女子高生，中学生へと低年齢化していっている。

観光施設名で例をあげると，ペンションの名前である。これがまるで申し

合わせたように金太郎飴的命名法で，「ピノキオ」「銀河鉄道」「ごろねのパ

パ」「りとる・ぱ_ど」「ぶらんでんぶるぐ」「あしながおじさん」「ちろりあ

んはつと」「白雪姫」「森のきのこ」「赤頭巾ちゃん」などと，命名されてい

て，まともな「大人」の感覚でいうと口にするのも照れくさいような名前で

ある。施設名はオーナーの'二曲であり，イヤなら行かなければいいと言う，

相変わらずの低レベルでの「自巾」の諭弁で，こういう物言いが行き着く先

は，かつての清里（八ケ岳111麓）なのだ。日本人の余暇を考えるときに，「イ

ノセンス」氾濫の清里の駅周辺のショートケーキハウス群ははたして好まし

い貢献をしたのだろうか。あまりにも「プライドがない国民」で，「生産に

品位がなく，消費に抑制がない」（村上龍）のではないか。

観光行為と観光スポットの過剰なイノセンス好みは，いかにも逃避的で小

児的である。余暇の豊かな消費は文化の「成熟」とおおいに関係があること

を考えるときに，このような「カウンター」意識も希薄な「カウンターカル

チャー」傾向を必ずしも面白がっているわけにはいかないだろう。

Ⅱモノ化する観光

この「メルヘン好み観光」は一見，それはそれなりにある精神性・文化性

の発濡のように見え，とくにポストモダンの観光プラテイクだといえなくは
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ない。ポストモダンと観光についての関係をいま詳しく論ずる紙'幅はないが，

精神の合理性という意味でのモダンを経過したとは言いがたい日本における

ポストモダンを過剰には称揚できないだろう。むしろイノセンス観光の根底

には，モノ文化指向があることが気になるからである。そのことを，現代の

日本人の観光プラティクのいくつかの現象を観察しながら，考えていきたい。

１フォーディズム

日本の観光行為には，大量生産・大量消費が支配的である。一例を日本人

のスイスでの旅行形態からさぐってみよう。大型ホテルをキーとして読み解

く。

日本人のスイスにおける宿加地は群を抜いて１位がジュネーヴ（約23万

泊）で，次に，インターラーケン，チューリヒ，グリンデルヴアルト，ツェ

ルマットの４カ所がほぼ団子状態に並び，それぞれ1位の半分（１０万泊）程

度である（データは1995年。ただし，最近はジュネーヴがロ本と直接結ぶ国際空

港でなくなり，急速に宿泊数を減らしている)。ところが，日本人以外の一般外

国人観光客の宿泊先をみると，①グラウピュンデン州，②ヴァレー州とチュ

ーリヒ，③中央スイスとベルナー・オーバーラントとジュネーヴが並び，し

かもかなり分散している。日本人がなぜジュネーヴに集中するのか。その理

由は，日本の旅行会社が，大型ホテルがあるということで，ここをデステイ

ネーションとして設定するからである。スイスには約６１００のホテルがある

が，ｌＯＯ室以上を持つ大型ホテルは１４３しかなく，全体の２．３％である。実

際，１０室以下の小型ホテルが全体の４０％を占め，２０室以下という規模のホ

テルを合わせると，全体の６４．８％がいわゆる小型ホテルである。また宿泊

は，日本人の場合１００％近くがホテルへ投宿する。スイスの宿泊施設のうち，

ホテルと称するものは４０％程度しかなく，残りの６０％は貸別荘，休暇用ア

パートなど，１週間単位で借りる施設である（たとえば，フランスでも，ホテ

ルが供給するベッド数は，全宿泊施設のわずか７％で，９３％は長期滞在の施設な

のである)。こういう長期滞在用施設での，スイスにおける外国人の宿泊は１

年に1660万泊であるが，このうち日本人の宿泊数は統計に上がっていない。

微小すぎるからである。日本人がこれを利用しないのは言うまでもなく旅行
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形態が滞在剛ではなく周遊型だからである（'三|本人のスイスにおける平均宿泊

日数は１．７日)。

このことが表わしているのは，日本の旅行業者は，伝統的に，顧客の宿泊

先を大量生産，効率などを基準にして設定する傾向があるということである。

ジュネーヴは，たしかにスイスの町ではあるが，アルプスがあるわけでもな

く，標高も357ｍしかなく，観光的な'二|玉があるわけでもない。レマン湖

があるといっても，スイス中央部の湖などとは異なり，周辺を峨々たる,1,々

に囲まれているわけでもなく，水もお世辞にも綺腿とは言えず，要するにク

リシェとしてのアルプス的雰囲気をもっていない。市内観光のスポットとし

て訪れる|玉|連欧州本部などは，スイスの施設ではない（スイスは国連の加H11

国でない)。日本人のスイスにおける平均滞在数は２１三|に満たないのに，ス

イス的とは言いがたいlllJで１日を費やすもったいなさは，入ごとながら気に

なる。ちなみに，ジュネーヴにはなぜ大型|ホテルが多いかというと，それは，

このＩＩＪで１年'１]おこなわれる国際会議の出席者，参力Ⅱ者，メディア関係の

人々の受け入れ施設としてなのであって，戦前は別として，このＩＩＪは観光客

向きとは言いがたい。もちろん，スイスに何｢|も滞在するなら，その内の１

日をジュネーヴで過ごすのも悪くはない。アルプスイメージ以外のスイスを

体験できるからである。

観光と旅行会社の効率力学との関係から，’三|本における余暇が，精神性か

らでなく，ある稲のフォーデイズムでおこなわれていることが，このケース

でよく見えてくる。海外旅行に行く消費者が，本当の意味での，休養の精神

に裏打ちされず，大鐘生産的な扱いをうけていることにも特に違和感を感じ

ないのは，おそらく，修学旅行，社内旅行などのさまざまな団体旅行を体験

することで，そういう批判精神が鈍麻しているのかも知れない。

こういう集団主義に抗する形で始まった『地球の歩きかた』式個人旅行も，

結局日本では，形を変えた集団主義的発想の「山一旅行」（|司じルートをたど

り，同じおすすめホテルに泊まり，顔を合わすとみんな『地球の歩き方』をもっ

ている，という図式）になっている。「もうひとつのマス・ツーリズム」（今福

龍太）でしかないのだ。私たちの多くは相変わらず「｛１M人的であるが単独的

でない」（柄谷行人）のである。
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個人旅行がやりにくいという面もある。とくにハイシーズンなどは，飛行

機もホテルもみんな代理店が押さえてしまって，個人で予約をとりにくくな

っている（海外はとくに)。また，日本では，観光地の旅館では個人客は歓迎

されない。

テレビで，伊東や鬼怒川などのいくつかのホテルは集客コマーシャルを流

しているが，これは大量消費材の売り込み方と同じ手口である。もしヨーロ

ッパでこんなコマーシャルを流すホテルがあったら，逆効果を招くだけだろ

う。言うまでもなく，人が押し寄せるかもしれないホテルでは，静譜やひそ

やかな休養は求められないだろうと予測できるからである。

残念ながら，産業精神の根底にある大量生産，シェア競争，非文化的行動

が結局「個人」の余暇行動様式にそっくり連動してはたらいているとしか言

いようがないのである。

２買い物

日本人の観光旅行に買い物（土産）はつきものである。このことについて

考えてみよう。

旅行目的地での行動（唾|内）のアンケート調査の回答（複数回答）による

と（｢目的地での行動（'正|内)」（複数回答)，総'1M府［1992］『観光リクリエーショ

ンの実態』)，１位「温泉などでの休養」５８％，２位「自然・風景鑑賞」５７％，

3位「買い物」３３％である。

また，海外旅行での「目的地での行動」（複数回答）（/TBREPORTW）

の調査によると，１位「買い物」６４％，２位「自然風景観光」５９．５％，３位

｢歴史・文化」４１．３％，４位「食べ歩き」３２．７％である。

国内旅行の方の調査数字が含み持っているものは，じつにあいまいで，お

そらく質問設定が悪いこともあるだろうが，実状とかけ離れていることであ

る。国内で言うと，１位や２位の内容が実|際にどういう行動に具現化される

のかということが問われていないからである。たとえば，１位の「温泉など

での休養」というのが，どういうプラティクで構成されているかが不明なの

である。おそらく，総理府の調査で，真の意味でのヨーロッパ型の「休養」

にあたるのは，「休養」という項目以外の「避暑･避寒６．６％」ぐらいではな
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いか。また，２位の「|］然・風景鑑賞」がそれ'二|体目的化しているとはとう

てい言えない。そして３位に「買い物」があることは驚くべきことなのだ。

つまり，この１位から３位までを合わすと（複数|Ⅱ|答だから)，そこに浮かび

上がるのは，典型的なツアー旅行（例えば，洲泉に入って，紅葉を見て，土産

を買う）である。こういう調査では，「休養」というのはどういう精神性を

コノテーションとしてもっているのかということをもっと突き詰めて調べて

みないと意味がない。

海外旅行についても基本的に同じことが言えようが，しかし１位の「買い

物」には，実にlﾘ伯な現代の日本人旅行の志向パターンが見られて興味深い。

しかも，年齢･性別分類で見ると，女子学生では実に８６．５％，未婚女性（１８

歳から２９歳）では７９．４％が「買い物」を志|句するという高い数字を出して

いて，熟年男性の４９．２％，リj子学生５４．１％に比べて大きな差を示している。

買い物行為をデステイネーション別で「行った先での重視事項」でみると，

ハワイでは７８．１％で，Ｆ１然風景観光の５８．９％をしのぎ，トップである。ヨ

ーロッパでも６２％を占め，「のんびり休息」の９．３％をはるかにしのいでい

る。買物に関して言えば，『海外おみやげ』（ＪＴＢトラベランド発行）という

冊子が，地域別に６種類発行されている。たとえば，「ハワイ」編では，ピ

エール・カルダンやイヴ・サンローランなどのヨーロッパ製品などまでが数

多く，このカタログには掲城されている。

この「買い物型」観光では，リiiいＩ=|的対象志|可を示し，本来の余暇時間の

過ごし方の一つの特権でさえある「非口常」をみずから放棄して，経済活動

の変形＝非余暇活動とリンクしてしまっているのである。そのため，’三1本の

旅行ガイドブックは，買い物情報を満減し，ヨーロッパでは見られない特殊

な椛成になっている。

（ローマのプラグの店で，３０分iiiから入'二1に群がっている日本人が）開店と

｜可時に店内になだれ込み，一度そこに足を踏み入れると日本語しか聞こ

えてこない感じがした

（２０歳・学生「行列とカオス，’三I本人観光客｣，rilﾘ旧新聞』投書欄1997年

４)］２７１１） 

イタリア・ミラノのサンタマリア・デレ・グラチア教会には毎'1，何台
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もの観光パスが乗り付けられ，日本からの団体客がillllし寄せている。

「ミラノではショッピングと最後の晩餐よ」と女性観光客たち

（『朝日新ｌｆｌｌ』1998ｲ川月６日夕刊）

「ショッピング大作戦」（総力特集！欲しいモノが必ず手に入る！人

気ブランドショップからアウトレット＆ディスカウントまで。シャネル，

グッチ，ＣＫ，ＣＯＡＣＨ，ＤＫＮＹ，フェラガモ，ティファニー，ＮＩＫＥ

ほか)」「有名ブランド先壁ガイド」「香港ブランドを極める」「ハワイ完

壁ショッピングルート」「アイテム別厳選ショップガイド」「有名ブラン

ドは五番街でゆっくり選ぶ」「詳しいデータマップ付」

（『地球の歩き方ムック』の「ニューヨーク」「ハワイ」「香港」の３シリ

ーズの出版腿告より)。

Ｆ世界観光協会」の1994年の報告では，外国への旅行者延べ人数が一番多

い国はドイツ（7700万人）で，次がアメリカ（4400万人)，３位が英国（3900

万人）である。しかし，ｌ人当たりの１１}費が一番多いのは'三l本人（2261ドル）

だそうだ(24"EURES紙,1995年10ﾉｰ123日)｡しかも,昨ｲﾄﾞのﾃﾞｰﾀでは

約２９００ドルで，さらに1伽Ⅱしている。

日本人の観光行為の体験は，この買い物という行為からも分かるように，

日常の延長にある。消費活動に特化されるこの現状は，余暇行動がどういう

意味でも，時間をめぐる鞘ﾈ'''性から発している「余暇」のl=|的にはとうてい

合致するとは思われない。モノで確認する低レベルでのiiiなる行為で，そこ

には金銭消費に絡まる岨得が付随し，卜クしたという感覚を，なんらかの見

える形で確認する。さきほど述べた「ハイジ観光」をする人は，その点で，

このモノ世界は卒業しているように見える（し，実際そういう人もいるだろ

う）が実は，ハイジを1M：認するのと，ミラノでブランドを買うのとは，同じ

ある集団意識（外部Ｉ化界が見えなくなっている）の枠内でおこなわれている類

縁`性を持つ行為なのだ。

３旅館と食事

’－１本の旅館の特色は，食事込みという点に象徴される|)１１い込みである。

｢食」というのは「佃」の好みに強く結びつくべきもののはずだが，このこ
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とが今日なお軽視され，旅飾ではメニューの選択の余地なく，しかし一方で

たいてい食べきれないほどの,h1,が食卓に並ぶ。しかも，決まり切ったように

刺身，天麩羅の類が必ずつき，あるいは海の近くの宿とはいえ，現地でとれ

ないと思われるマグロなど遠海ものや，タコなど特定の産地のものや，アマ

エピ，カニのような本来季節に制約をうける品までが並ぶ。

この嗜好品についての集団主義を回避して，旅館に宿泊する方法はいわゆ

る「素泊まり」だが，これが認められる宿は商人宿ぐらいで，しかも，これ

には貧しい泊まり方というクリシェが成立してしまっている（そもそも，リ

ゾート地の旅館の宿泊費は，家族で長期滞在するようには設定されていない)。あ

る旅館主（長野県北部の某観光地）は，「私たちは，安く，自由に泊まってい

ただけるように，一時期<素泊り可〉という看板を出したことがあるのです

が，旅館組合からちょっと都合が悪いって言われて.．…･」と述べていた。た

しかに，最近，ＪＲ東日本が，主として東北地方で展開しているロングステ

イプランの「フォルクローロ」ホテルは家族連れの長期滞在用というコンセ

プトをはっきり打ちＩＩＬている。たしかに安Iilliにはなっているが，それでも，

ヨーロッパのこの種の宿泊施設に比べてまだかなり高い。また，近辺には選

択の幅のある食堂が十分あるとはいえない。

とくに温泉地などの，Ｅ|称「リゾート」地の｢１１規模以上の宿は食事，土産，

宴会，カラオケ，ゲーム，ボーリング場などを囲い込んでいて，いかにも消

費中心のせちがらい雰囲気を醸成している。

鉄筋地上８階，地下１階・全館冷暖房完備・客室２７６室・最大収容１８００

名・大宴会場，’１１，小宴会場・大会議室・｢１１.小会議室・レストランシ

アター・ナイトクラブ・バー・お好みコーナー・岩風呂大浴場・サウナ

風呂・コーヒーラウンジ・売店・ゲームコーナー（種類の豊富さに自信

あり）・ボウリング場・プール・大駐車場完備

（某温泉旅館のパンフレット「施設のご案内」より）

こういう露骨な囲い込み方式のため，温泉地の町中がさびれ，食後のそぞろ

歩きなどという雰囲気がなくなってきているという指摘はよく聞く。温泉情

緒などというモノ化できないコトも，温泉地では大切な観光資源なのだが，

結局互いの競争が，温泉地全体の資源を失わせる結果を引き起こしている。
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さらに，いきおい団体優先で，個人や家族のくつろぐ雰囲気とは相容れない。

熱海や別府の集客力が落ちているのは，こういうことにも関係があるのでは

ないか。

今ではもう普通になっている「食べ放題.飲み放題」というサービスも，

物量にのみ依拠した貧困な精i《''1から発しているとしか思えない。カーニバル

の供宴と余暇とは異なる。余暇時間の｢'１での食事は同じ緒ﾈ''１の中にあるべき

であろう。

夕ラバ・ズワイ・毛ガニ３大ガニ食べ放題

（｢知床・オホーツクと寓良野・美瑛花物語」旅行広告より）

寿司食べ放題といちご狩りの旅－１時間ウニもいくらも食べ放題

（｢'二|帰りパス旅行」パンフレットより）

８名様からのグループ宿泊プランさらにうれしいプラス２５００円で飲

み放題コースに早変わり（時間制限あり）

（｢宿泊プラン」パンフレットより）

非日常に移行しようとして，行く先で囲い込まれてしまい，食の好みを強制

され，結果高い費用を払うことになるような場合には，そこに，真の異穂世

界があるとは言えず，結局は日常のやや形を変えた消費一辺倒の行為をなぞ

ることが余暇となってしまう。

４ハコモノ観光開発

１９８７年「総合保養地域整備法」（リゾート法）が「ゆとりのある国民生活」

の実現をはかるために施行され，全国４２地域に開発承認がおりた。投資額

は民間２兆5000億円，に1治体7000億円，関連投資（道路などのインフラ）

が５兆円。これらについては，言うまでもなく，「できたのは巨大なハコば

かり」（『'三１本経済新聞』1998年８月２３日）で，しかも，運営が成り立ってい

るのは２割もないという。

宮崎県の「シーガイア」(フェニックス・リゾート）を例にとってみる。ここ

は，同法の適用の第１号指定で，１９９３年にオープンしたリゾート総合施設

である。内容をかいつまんで紹介すると，開閉ドーム式プール（全長300,,

幅1001,,1万人収容)，地上１５４ｍの４５１階建て，客室７５３の「ホテル・オー
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シャン４５｣，500()人収容の国際会議場，ゴルフコース，観客席２０００のテニ

スクラブがあり，その総事業費は２０００億ＩＴＩだった。しかし９７年度決算で

187億4200万円の赤字，累横損失は938億9700万１１１に及んでいるという

(『週刊ダイヤモンド』1998年８月１５．２２１｣合併号)。白い海岸線と美しい松林の

一部をつぶして（リゾート法の適用を受けたため，ここの保安林は解除され'荊発

許可がおりてしまった）この「保養」施設は建てられた。

このケースには日本人の余'１段についてのliLI考パターンが象徴的に現われて

いる。まず，モノ主義。これは二つの面で指liliiできる。開発そのものが目的

化してしまっているモノ生産主義。もうひとつは，施設（モノ）を提供する

ことが余暇サービスになるという施設主義。またここには，自然破壊が「保

養」と矛盾していることについての鈍感ざがある。手つかずの松林で憩う方

法（快楽）についての想像力の欠如。リゾート法の施行で，国立公園内にも

宿泊施設建設が可能になったが，これを主導したのは環境庁の外郭団体「環

境事業団」である。この適)''第１号は玉野市の王子アルカディア・リゾート

ホテル計imji（７階建てホテルのハコだけは建ったもののあと３０億の設備・内装資

金不足で93年以来ilI1挫，無人のまま放置）であるが，このような無意味な自然

破壊は国土庁と環境庁の「共犯」なのだ。第二に，利)１１料金の高さ。これは

｢余暇（保養)」を金だけであがなうという露'lllな営利主義思想を浮き上がら

せている。たとえば，シーガイアでは，宿油しないで，このプールを４人家

族で利用しただけで１日２万円以上かかる（入場料4200円に，弁当持ち込み

禁止だから食事代も必要)。リゾート法の第一条には「国民が余暇等を利川し
●●●●● 

て滞在しつつ行うスポーツ，レクリエーション，教養文化活動，休養，集会

等の多様な活動に資するための総合的な機能……」（傍点筆者）とうたって

いる。一体，こんなところに家族でもし1週|H1も滞在宿泊でもして過ごした

ら家計はどういうことになるのか。しかも，金としか結びつかない「保養」

というのは一体何なのだろう。

ちなみに，全'五|にはこの極の破綻しているリゾート施設や場違いなテーマ

パークが'11ほどある。いくつか例をあげると，北海逆｝石殖銀行の破綻の大き

な要因となったと言われる，｜膨大な累積赤字を抱える|互大なリゾートホテル

「ウィンザーiIiil爺｣，北海道芦別市の「カナデイアンワールド」（累積赤字3６
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億１０００万円)，「星の降る里芦別」（負債62億円)，「ウラウス・リゾート開発」

(資産売却後130億円の債務)，「大鰐地域総合開発」（債務104億円，金利40億

円)，「磐梯清水平開発」（負債906億円)，「南知多リゾート開発」（解散。負債

5億5000万円)，「玉野市スペイン村」（資金繰りがつかず頓拙，購入した川地は

更地のまま放置)，「呉ポートピアランド」（累績赤字47億8000万円)，大分県

日出町「ハーモニーランド」（累積赤字111億円）などなど枚挙にいとまがな

い。もちろん，これらが破綻したのはバブル崩壊と関係が深いが，逆に言う

と，「保養」が土建・不動産の対象でしかなかったことをよく現わしている。

酷な言い方かも知れないが，こういう幼稚な公共事業型（税金からの関連投

資総額５兆7000億円）の保養施設なら，投資額の回収という問題を別にする

と，成就しなくて幸いだったし，二度とこのような「公共投資」はおこなう

べきでない。

余暇消費をモノやカネをDIilllにして考えることから脱却しなくてはならない。

これは，ゼネコンや自治体だけの|}U題でなく，国民一人一人が余暇の緒神性

について考えなくてはならないということを突きつけられている不幸な教訓

である。

このことと関連して，余暇消費研究の大きな一角を占める観光学について

は，わが国では，経営学領域で扱われることが多い。もちろん，経営学それ

自体は観光の研究に関して重要な知兄を提供するが，しかし，あくまで後方

支援にとどまるべきであろう。日本の自治体では観光を扱うのは，９９％が

いまだに「商工観光課」か「産業観光課」であり，「観光文化課」という呼

称をもつのは松江市や「観光文化局」をもつ沖細県（ただし，この局はどう

いうわけか商工労働部の下に位置づけられている）などきわめて稀である。自

民党内でも「観光産業振興議員連9M」となっている。このように，観光を産

業と結びつける姿勢だけでほんとうに今後の国民の余暇消費を実りあるもの

にすることができるだろうか。観光は，「文化」や「生活」にこそかかわり，

これが結果として産業の大きな一翼を担うというnl1解であるべきではないか。

また国レベルでは，観光政策の主体がはっきりしていない。『観光白書』は

総務庁が編んでいるが，「観光対策関係省庁連絡会議」に参加する省庁はじ

つに２１にもおよぶ。これほど縦割りのひどい分野はないと思えるほどであ
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る。｜菰|民の余'１段のプラテイクの重要な部分を11iめる（『レジャー|÷１審96』によ

ると，レジャー実践希望項１１８９の内で，観光は第１位である）観光を国はどの

ように位置づけているのだろうか。

Ill景観と観光文化

観光に重大な関係を持つものに風景がある。日本の風景がどういう特質を

持つのかということ，また，景観と観光資源との関係について「個人主義」

の観点から考えてみよう。

景観について，これをどう考えるかという'川題は，かならずデッドロック

に乗り｣こげてしまう。美醜の判断，美の好みはIlljl人の'''１題だという決めつけ

があるからである。美学が説くところも，所詮「美」の判別は共同認識，パ

ラダイムの問題に帰するものとし，その'二１１でＩＩＪ体差があるのだという。しか

し，そうであるからといって，最観の美醜をAll上に上げることを閑却し，低

レベルの相対主義に話を持ち込み，検討を放棄する怠惰な態度をとることが

正当化されるわけではない。この問題こそ公共の話題にすべきなのである。

もう一つの障壁は，「美」では食べられないという経済優先論である。一定

程度真珂1であるとしても，この立論は絶対ではない。生活上の快・不快がモ

ノに優位に立つ場合は十分にありうるし，究極のところ，人の生涯を通じて

の幸・不幸は何に依拠しているかは実のところ経済優先者が考えるほどiii純

ではない。物質的基猟が成り立ってのち「美醜」の'111題がAll上にあがるとい

う口実のもとに，たとえば，日本ではいつまでたっても，電柱の｣型設の是非

についてや看板の規flill（｢屋外広告物法」のような，現実に，美観に資するとこ

ろのない法ではなく，むしろ|＝luljM制であるべきだが）論議に踏み込まない。

生活空間のに'１に電信柱と電線の張り巡らされた空がいつもあるのと，スッキ

リした空と並木があるのとでは，いわば「生涯総快楽座」は異なるはずだ。

ただ計数化できないだけである。計数化できないという理由で行政も政治家

も動かない。しかし，経済効率優先社会で|穏倣されてしまった「計測不能ＩＨＩ

題」はじつは山ほどあるのである。

運jljiii省経済研究センター（l()94年）のアンケート訓奔によると，海外旅行
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対国内旅行で，海外の方が魅力的なのは，①「割安」感，②「観光資源が魅

力的」だからという。ここでいう観光資源は極々の対象物をさしているだろ

うが，だれしもが感じている景観の美が大きな部分を占めることはまちがい

ないと思われる。とくにヨーロッパ観光については，私たちは都市美や自然

景観をきわめて魅力に感じ，それを暗黙の旅行動機にしているともいえる。

こういう統計やアンケートの数字で処理できない「魅力」について議論を

はじめると，さきほど述べたように，個人的な印象のＩｌｌ１題だという朴|対主義

でもって，一蹴されてしまいがちである。しかし，現実に，たとえばランダ

ムにイタリアのどこかのＩＩＪと'三|本のどこかのlllJとを比較して，それぞれの美

しさや魅力について，これは相対主義や好みのllU題であるから，ＩＴＩ乙つける

ことはできないと曰信を持って言いきれる人がそんなに多いとは思えない。

私たちは，毎年，学生たちと北関來の任意の'１１Jを選んでガイドブック制作

をおこなっているが，その肢大の困難は，l11JiⅡiみの魅力，快適さ，美が見い

だせないことである。いきおいガイドする対象は古い寺や城11tや美術館など

｢点」の案内にならざるをえない。現代の'二1本の都Tljで，ベンヤミンのいう

｢フラヌゥール」として魅力を感じ，何日も歩けるような「、」の魅力をも

った町はまれである。たとえば，スイスの首都ベルンは，’''1がすっぽりＦ世

界遺産」に指定されている。こういう'１１Jでは，いわゆる名物的なスポットが

なくても何日でも滞在して快適である。せめて，まず，電信柱も電線もない，

広告や看板（とくに巨大なｈＭ板，屋｣二広告，ステ看，幟広告など）が出しゃば

っていない，ジュースなどの|=|動販売機がない，パチンコ屋・ファミリーレ

ストラン的画一的景観もないような''１Jを形成することの是非を議論する人が

増えてこなくてはならない。

日本の街並みを“なんと雑然として醜いのだろう，，と感じるのは筆者だ

けではないと思う。高さや形そして色もバラバラな建物が，細分化され

た狭い敷地目いつぱいに何の脈絡もなくl勝手気ままに建ち並ぶ

（成}IＩ健一［]995］「都Tlj景観波出された空Ⅱ'１｣，『景観のグランドデザイ

ン』共立Ⅱ|版社）

電柱撤去などのそのあとに，建物群には構造と色彩に調和がある，一つひ

とつの建造物にも重みや１１]締を感じさせる，そして通りには，並木やゆった
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りした歩道があり，大小をl1Uわず遊歩を可能にする配慮がある等々の１１１Jがつ

くられることが必要だ。多分，こういうことを提言するのは世迷いごとだと

一笑に付.されるだろう。つまり，’三|本という国は，おそらく経済先進国の中

で際立って'１１J並みの醜悪さを「宿命的に」かかえ込んでしまった国だという

ことなのだ。

ここで，観光の対象になる風蛾について，二種類があることを指摘してお

きたい。ひとつは，寺社や滝などのいわゆる名所になる風景（｢観光景｣）で

ある。もうひとつはlIlJ並みなどの「'三|常景」（｢常住最｣）である。進士五十

八は「郷士設計論」（内閣総H'1大lII1T房辮議室編［1985］『望ましい|玉|内観光の実

現のために』）で，生活風景に|兇|して鋭い指摘をしているが，このせっかくの

問題提起が活発な議論の対象にされないことが基本的に'１１１題なのである。日

本で，観光の対象にされているのは，「歌枕」などの伝統が基底にあると思

われるが，もっぱら側光景だけで，常住景については一顧だにされていない

と言ってもよいぐらいである。

般近は町並み保存の運動や施策のおかげでいくつかの町は，魅力的な遊歩

可能な地域をｎＩｌｌ)してきている。しかし，そのほとんどは残念ながら「まが

いもの（inautllentic)」くさいし，なにより，この景観保護のありかたはい

かにも「美人主義的」（松岡俊二［1995］「景観の保全・想像と社会経済システ

ム｣，『景観のグランドデザイン』共立ｌｌＩｌ仮社）である。また，その保護された

一角以外の'１１J並みの様杣とあまりにもかけ離れている。美観則''二}への運動は

続けられるべきものであるが，それにしても映iuliのセットに通じるうそっぽ

い景観創出が多すぎる。「ノスタルジア」に傾斜しすぎるからである（内出

芳|ﾘｌ［1992］『凧餓とは何か」！'！''三|新|}'1社，ｐｌｌ４以~ﾄﾞにおける指摘を参照せよ)。

では，なにがどう欠落しているのか。それは，伝統の継承から脆み出され

る日常性，しかも多様な個性の|当|発的調和による'二1常性である。スイスのい

くつかのカントン（州）の憲法ではI)atrimoine（＝英話patrimolly）という，

日本語に訳しにくい概念を保誠することをうたっている。これはひとことで

いうと「伝承されてきたものを自分たちの守るべき財産とする」ということ

であって，これには，狭い意味での文化財だけでなく，街並みや都市最観，

'二1然環境，言語，宗教などの鞘ji(１１１生活なども含まれる。そしてこれがなぜ，
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憲法条項になっているかと言えば，それは，これこそが人々のアイデンティ

ティを醸成し，この心のよりどころが，心の豊かさ，生活のゆとり，ひいて

は幸福に資するだろうという信念からきているのであり，また，この信念こ

そが彼らのpatrimoineなのである。ただし，これは現代の日本人にとって

は難題であり，国家的な発想と結びつきかねない現況では，「危険思想」で

さえある。「１m」から立ち上げる発想がなくてはならないからである。

私たちは，学生たちと東京近郊の'１１Jを選んで「都市美」の阻害要因を列挙

した上でその排除をしたシュミレーションをしてみたことがあるが，結局ど

こか不自然な人工物になってしまった。都市整備公団がいかにすぐれたデザ

イナーに委|属しようとも，ニュータウン式の単純な「統一」は，けっして

｢美」にはならないことがよくわかる。しばしばヨーロッパの町の魅力は統

一美だといわれるが，これは誤解で，実態は，さきにふれたように「個」の

調和による美なのである。ヨーロッパの都市美はオーケストラのアンサンブ

ルにたとえられる。個別の楽器が個別の旋律をしっかり主張しつつも全体の

ハーモニーを作り出すのである。この調和をもたらすものが共同体の伝統で

あるが，さきほど述べたように，今日の日本には，この意味での「自然発生

的」な美を「意志的」に再形成していく文化が決定的に欠けている。フラン

スがいかに個人主義の国だとはいえ，各都市では開発の上限がいわゆる容積

率で制限を受けるので（たとえばパリ市では150％)，それ以上の開発部分は

地方自治体に帰属するのである。日本の私権横行でしかない個人主義とは違

うのである（前掲，松岡俊二［1995］ｐ78)。

私たちはいわゆるアジア的混沌の都市美の魅力を否定するものではない。

しかし，新宿の歌舞伎町や大阪の法善寺横丁，大都会の裏町，高層ビルの谷

間などの景観の魅力はやはりどう見ても日常生活景とは別の特殊な景観（好

奇心や刺激の対象となる観光景）でしかない。

曰常景は，観光にとってじつはきわめて重要なものなのである。こういう

例で考えてみるとよく分かる。たとえば，フランスには『フランスの魅惑

(Cﾙz”ｃｃ〃Ｆ､"cc)』という類の旅館・民宿案内書があるが，これは，いわ

ゆる観光地やリゾート地とは縁のないふつうの町や村そのままの生活風景環

境にのみ依存した滞在型の宿泊施設案内である。こういう村や町に滞在して
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楽しむことが可能なのは，その宿がある町や村の曰常景が'快適であるからで

ある。日本の非観光地の町や村で，そういうことが成立しうるところがどれ

ほどあるだろうか。私たちがツアー旅行や－泊旅行などと区別されたいわゆ

る余暇を過ごす資源は，つきつめて言えば広価な曰常景の魅力なくしては成

立しえないのである。

日本の自動車や住宅の広告に使川される図像（たとえばテレビコマーシャル

や新聞の折り込み広告の写真など）の背景は，そのほとんどが西欧の風景を借

景したり，どことは特定できない「西洋」のイラストになったりしている。

住宅の広告では，背景を抜いて青一色にしてみたり，電信柱や看板を画像処

理してはずしていたりする。つまり，家の建っている周辺や車の走る道の周

辺の景観が広告効果にマイナスになるからだ。この点，スイスなどは，全国，

いたる所がそのまま観光資源である。どんな小さな村も，町もそのままで充

分な魅力をもっている。日常景にたいへんな配慮がなされているからである。

では，日本では，せめて「観光景」なら美しいのか。明治時代初期に日本

を訪れた西洋人は，多くが日本の美をみとめていた。しかし戦後，とくに経

済成長期以降，残念ながら，この資源をみずからの手で破壊している例があ

まりにも多い。ある温泉地などのⅡ|岸の無粋で過辮な大型旅館群は，渓谷と

いう景観を殺してしまっている。これはある意１床では自然破壊以上の愚行で

ある。この景観破壊は，自分たちが資源として立脚しているはずの景観を台

無しにする矛盾行為（鶏を殺して卵を取る）なのである。ここには家屋の統

一的な雰囲気維持の合意もないし，ｊ驚くことにその美しい渓谷を散策できる

遊歩道すらないのである。その背景には抑制のきかない競争的なエゴ文化が

あるだろうし，集団文化（団体客による効率的な利益追求）があるだろう。こ

うやってみずからの「魅力」をみずからの手で殺していきながら，しかし

｢魅力」で成り立たせなくてはならない矛盾に鈍感な観光地は，くつにこの

温泉地に限ったことではない。景観を台無しにする土産物屋群，スピーカー

のボリュームいっぱいの遊覧船の呼び込み，林立する客寄せ看板。バスの中

では，おしゃべりなガイドの饒舌に悩まされ，しかもバスにはカラオケ装置

までが付いていてひっきりなしに歌声が流れ，憩いに来た客は往復でも，保

養地でも憩うひまがないが，そのことにたいして違和感を感じない。
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棚光景の内でも，自然についてはどうだろうか。これについては三つの問

題があると思われる。一つは言うまでもなく，破壊の|川題である。これにつ

いては言い尽くされているIiMがあるので，一例だけ簡単にすまそう。

例えば，尾瀬沼の問題点は，一言で言えばジョン･アーリ（『観光のまなざ

し』）がいうところの「ロマン主義的まなざし」（lljl人的な想いで観光する対

象）と「集合的まなざし」（大勢がいても差し支えのない観光，たとえばディズ

ニーランド）との区別の欠如から発している。

特別企画夜行日帰り水芭蕉の尾瀬バス旅行６月は８回出発最

小催行人員３０名，添乗員同行（観光パンフレットより）

本来，団体などで押しかけるべき場所ではないのだが，旅行会社の供給と客

の需要とが一致してしまうのが日本の観光プラテイクの実態である。尾瀬は，

その観光価値が十全に発揮されるためには静諦ということが岐大の条件であ

るはずなのに，ハイシーズンでは，遊歩者が延々行列をつくり，木道ですれ

違うのも困難，トイレではｌＯＯｍ以I1の行列ができるという混雑ぶりを呈

し，つまり，尾瀬という観光の魅惑を楽しもうとして互いが互いの加害者と

なっているのである。ここにみられるプラテイクのパターンは先の某温泉旅

館建物群症候と基本的に同じ，「白'１１」という名のもとの「エゴ」でしかな

い。

尾瀬や上高地はシーズンｌＩｊは「マイカー」乗り入れ規制をしている。たと

えば，尾瀬は鳩待峠口では夏期の金，ニヒ，曰と６月上旬はマイカーの乗り入

れ禁止をしている。しかし，バスやタクシーは入ることができる。スイスの

多くのリゾート地では，車規(Iillと言えば（電気目jlil1Il〔などを除いては）一切禁

止である。日本では，既得椎＝営業権という私椛の優先が批判的な論議の的

にはならないのである（９９年春から柵liiI)川!||からの入'11は観光バスの一部』01間

乗り入れ規制を始めることになったとのことだ。しかし，路線バスはいかに低公

害Ili:とはいえ運行される。『１１ﾘ''三|新聞」１９９８年９月121~|)。

二つめは，自然の11常景の|川題である。観光地以外の自然が余暇を過ごす

ためにどのように配慮されているかについてはやはり'１１]題がある。

（あるスイス人旅行者の感想だが，日本では）テントが張れる森や野原のよ

うなものがない。海岸はごみだらけで，川の水はどこものめない。しか
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し不思議なのはアウトドア川品を売る大きな店は全国いたるところにあ

る。ここでそういう品々を買った人はどこで何をしているのか？もし

かするとアウトドアが盛んというのは間違いで，日本はアウトドア用品

を買うのが盛んな国ではないか

（椎名誠［1997］「旅をする国｣，『図書』６月号，岩波書店）

たしかに，日本のアウトドア・ブームは，自然愛好というより，モノに結び

ついている。自然派が好むオフロード車などの流行はたいへんなものがある

が，実際は自然破壊のマシーンになることが多い。４ＷＤで富士山麓や河Ⅱ｜

敷を走り回る。こういうことが余暇の消費方法のようである。

しかし第二の問題は，もっと切実だ。スイスには「巡礼の道」や「ラバの

道」や「葡萄畑の散歩道」などというトレッキング観光遊歩道が全国に網の

目のようにある。もちろん，スイスだけでなく，ヨーロッパ中，いたるとこ

ろに，運河の船旅（フランスを例にとれば総延長8500ｋｍ）や，湖一周の楽し

みのようなゆっくりした時間を過ごす観光ルートがいたる所に用意されてい

る。それらの特徴はいずれも，これといった目玉観光スポットがなくても，

自然や曰常景を時間をかけてゆったり楽しむという余暇消費のためのすぐれ

た環境をもっていることである。

日本で問題となるのは，こういう'二1然の日常景があまりにも貧困なことで

ある。このため，この種の平地歩きがほとんど不可能である。旧街道などを

楽しむ方法もない。これも，学生たちと試みたことなのだが，東京湾を歩く

という遊歩案内書を作る企画はみごと失敗した。手分けしてすべてを歩いて

みたが，千葉県TI7lll市の三番瀬やﾈ１１１奈111県三ili半島の一部などを除いて，そ

のほとんどは埋め立て地になっていて，そこにおざなりな公園が所々設置さ

れ，そのほかには，人工的なウォーターフロントがある程度である。結局，

全行程のほとんどは工場，資材|置き場，廃棄物置き場，ゴミ置き場，ゴミ処

理施設，空き地，港湾施設などで，どこも柵がしてあって人は入れないので，

そこを迂回して，殺伐たる風景の''１を延々何キロも大型トラックの疾走する

砂挨だらけの道をとぼとぼ歩くということになった。海面が見えることはま

れだった。首都圏の主要河Ⅱ|もほぼ１年かけて徹底して歩いたが，ラインlll，

セーヌ川，テムズ111とまではいかないまでも，絵山の対･象になるような優雅
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な111の風景にはめったに巡り会えることはなかった。健康のためにひたすら

歩くコンクリート堤防，サイクリングロード，河川敷の運動公園などだけ。

江戸時代の画家たちが描いた111の情緒は偲ぶよすがもない。

三つめは，自然保護の問題である。このことについても，多くの議論がな

されているので，ここでは，観光に関係する一例をあげて考え方の方向'性に

ついてだけ示|唆しておきたい。

冬のワカサギ釣りで知られるある湖にブラックバス（原産地アメリカ）が

違法放流（内水而M((業調整規則逮反）された。しかし，地元の観光関係者はバ

ス釣りの流行に乗り（現在釣り人口約100万人という)，儲かるという理由で

この繁殖を容認した。けれどもブラックパスは他の魚を駆逐しはじめた。ワ

カサギは急速に減った。しかも，今度は，ブルーギル（原産地アメリカ）が

またギャング放流され，これが，キャッチアンドリリースで個体が減らなく

なっていたブラックパスの卵を食べ，一方，ブラックバスは全国に広がりす

ぎて，供給過剰の上に，相対的に流行にかげりが見え始めた。

こうやって，入漁権やルアー売り上げ，トーナメント開催，貸しボートな

どで儲かるという目先の理由だけで生態系にいたずらをし，一過'性の流行に

のった，あとさきを考えない利益追求のあとの荒廃という，危ない観光商売

が全国いたる所に見られる。観光を別としても，琵琶湖なども特産のフナや

モロコがブラックバスに，そして今はブルーギルに壊滅的な打撃を受け，漁

師たちが悲鳴をあげているという報道はしばしば私たちの目にするところで

ある。

これらの節度なき観光行為が，営業の自由の名の下におこなわれるのは，

余暇消費を支えるべき文化的な思想の欠落に由来しているとしか言いようが

ない。

Ⅳ集団と観光

日本の観光プラテイクを成熟させない要因のひとつに集団主義がある。言

い換えると，まず，佃の確立が希薄なことである。たしかに，ポストフォー

デイズムは，私たちの中にもＩ頃|可としては生まれてきているが，その内容に
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はいまだ問題がある。

「'三|本人の価値観の多様化，個性化により観光目的も多様化，個性化し」

｢団体旅行が減少」「質に対する選択眼が厳しくなって」（内閣総理大臣官房審

議室［1982］「望ましい国内観光の実現のために観光政策審議会意見具申｣）と

いうが，この指摘は，ほんとうにそうだろうか。たしかに変わりつつある。

しかし，例えば，脱団体旅行といってもそれは西欧的な意１床での個人旅行へ

のシフトといえるだろうか。子細に見れば，まだ表層的・擬似的な個人旅行

にとどまっているのである。

最近，「海外旅行も，団体旅行はわずかｌＷｌｌｏ個人旅行が圧倒的」などと

いう報道があるが，これには誤解がある。観光統計上の「団体旅行」という

のは，既成母集団（例えば修学旅行や会社の慰安旅行，町内会の旅行など）によ

る旅行のみを指し，いわゆるパック旅行は「個人旅行」の方にカウントされ

ているからだ。パック旅行はヨーロッパ式にいう個人旅行ではない。海外観

光旅行に限っていうと，パッケージ型が相変わらず６６％で，純然たる個人

手配の旅行者はまだ１９．３％しかない。しかも個人旅行の最たるものである

はずの新妬旅行になると，さらに数字は下がり，１５．９％なのであるＵＴＢ

ＲＥＰＯＲＴＷ)。

「地球の歩き方」式団体旅行についてはすでに述べた。某ガイドブック出

版社の編集者によると，ガイドブックのマニュアル指向が近年ますます強ま

っているという。自分で探すべき`情報までを読者は照会してくるので，いき

おいガイドブックもその要求に応えるようになるというのである（｢ヴィト

ンのバッグはどことどこで売っているか，また，それぞれの店での値段はいくら

か」という類)。

旅行会社も，旅行者に，個人旅行をしていると「錯覚させる」さまざまな

工夫をしている。

ハワイＪＴＢ「オリオリシステム」（ＯＬI'OLＩ愉快というハワイ語）は／

空港へシャトルパス出迎え／バス内で日本語でのビデオ案内／オリオ

リ・パークでの資料提供，案内など／チェックイン代行／携帯電話（オ

リオリフォン）無料貸出（電話の似，オリオリセンターと２４時間直通）／

市内トロリー便（アロハタワー→ワイキキ→ダイヤモンドヘッド。早朝から
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深夜まで'5分間隔・バス停の名前も日本語）／オリオリスニーカー（大型

観光バス･45分間隔，好きなときに何回でも乗Iに可能）での案内／ホテル客

室内のテレビで，日本語'情報の放映など。「全部日本語でｏＫ１」

（ＪＴＢハワイ「広告パンフレット」より）

この「システム」というのは，「白'１１をサポートする」という名目のもとで

おこなわれる卓抜な旅行者管理であろう。個別にふるまっているという「つ

もり」にさせる集団主義の変形で，こういうシステムを発案した人は，かつ

てのトマス･クックのようなかなりのすぐれ者であろう。しかし，私たちは

もう１５０年昔のイギリス労働者階層ではないのである。

そうは言っても海外旅行には外国語の問題もあるし，安全についての不安

もある，価格の問題もあるという反論がある。しかし，外国語の問題はどの

国の旅行者も似たような条件下におかれるし，経験的に言うと，安全につい

ては，たとえばパリやローマにおけるスリなどむしろ団体客をターゲットに

しているし，かつてのエジプトのルクソールでの惨事のようなものとなると，

団体も個人もその被害に遭う確率は同じだ。

さらに,団体旅行の方が安いというのは海外旅行にかんしていえば完全に

誤解なのである。少なくとも個人旅行ならいくらでも安,,liにできるのである。

たとえば，夏期のパリのホテルは平常時より２０～３０％安いが，こういう単

純な事実すら知らない日本人がいまだに多い。’三'本発の海外旅行の夏期料金

設定が他の季節に比べて異様に高いことで，みんなが「夏は高い」と錯覚し

てしまっているだけなのである。

団体旅行が必ずしも安くないというのは，日本の旅行会社の価格設定方式

の内幕を知れば理解できることで，またこの方式は日本の団体旅行（とりわ

け特定観光スポット集中，巨大ホテル集中，土産物観光）とリンクし，これを増

幅させている最大の要因なのだ。上で述べた観光のフォーディズム的構築で

ある。このように，「'三'本」という画一的で過剰な「環境の泡」（プーアステ

ィン）で包囲された「個人旅行」からだんだん解放されていかないと，真の

意１床での余暇の豊かさも余暇環境の整備も成就しないと思われる。

近年,日本人も趣味などの面で多様で個性的になっているという評価があ

るが，集中豪雨的な流行現象などを見る限り「共同体の内部で踊っているに
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すぎない」（柄谷行人）のではないか。群れて，一時に，流行にのって行動

しないという大人の文化が私たちの糊''１の｢１１に醸成されていないと余暇とい

うものが単なる非労働時間の消費になってしまうのである。

一方，バカンス＝夏休みは'二１１ﾘ]のこととして社会'慣例化しているが，これ

は，ヨーロッパにおいては切実な必然から41iじたものなのだ。夏ﾘﾘ]の休暇は

陽光不足を補う保健衛生上のn11lIIで発竺|化ていることはさまざまな研究で明

らかにされている。ついでに言えば，この海浜リゾートに遅れて始まった冬

のバカンスも同じ理}hからである。アルプスのスキー場は雲より上に位慨す

るので，冬でも陽光が射すのである。ところが，日差しがむしろ豊かな日本

でも，同じように夏がバカンスというのは，おそらくお盆などからの発想か

も知れないが，これは，今'三|では，因果関係が逆転している可能性もある。

学校の夏休みを含めて，考え直してもよい'111迦ではないか。日本では，一年

を通して，バカンス享受可能な季節があるのである。一年中に散らせば人混

みや渋滞やii4li料金をＩｎ１班できるかもしれない。この意味では，祝'三1を月ｌｌｉｌ日

にスライドして三連休を暦上つくるいわゆる「ハッピーマンデー」（l998fli

lM法案化成立）などは本末転倒した余暇享受の感策である。｜玉|民すべてが

一斉に|司じ'１に休むことをこそ廃絶'三|標にしなくてはならないのだ。［|本人

の総労働時ＩＨＩ（1993時|川）は，独仏にはまだ差があるものの，すでに，アメ

リカ（1986時'''1）やイギリス（1929時'''１）に比べて顕著に多いわけではない

(/mMP()R7，'昭)。「川題は，有給休暇のii1j化率の低さ（54.15％，1996ｲ1ｴ）

である（労IiDll省「労働統計要覧｣)。有給休暇というのは，一言で言えば本来

｢白||]な」粕i(''1の個人的な発露なのである。フランスやイギリスでは週休日

以外の休日はわずか８１=|に抑えてある。’三１本では２０１二|前後もある。Ｈ本で

は，みんな一斉に休む曰がやたら多いのである。暦のｌでの休日を増やせば

国民の余暇が噸えるという机変わらずのiii純な集団主義的発想なのである。

休養は，何度も言うようにIlHil人にかかわるⅡU題なのに，企業や官製でこれを

まとめて処I111しようとする。ついでに言えば，「保養施設」を企業などが所

有し，丸抱え方式で余|||兇消費をおこなうパターナリズムも，考えなおす時期

に来ている。豊かに生きるためのほんとうのニーズは個人に属する。
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むすび

私たちは，今までの検証から，つぎのように指摘することができよう。

日本では，未成熟で，享楽的，刹jUll的，消費的，集団的でモノ化した余暇

のプラテイクが主流で，この現象が，近未来的に志向すべき「余暇」のみな

らず，生活の質全般にまで深甚な影粋を与えている現状がある。－力，ヨー

ロッパの余暇は基本的にはコト化した余暇である。

一方，余暇対策の多くは，近代ヨーロッパ社会システムの表層的な形態だ

け導入しているにすぎないという指摘もしておきたい。バックボーンへ湖行

することのない，たんなる戯的・形式的な余暇政策は私たちのいびつな生活

感覚を助長するだけである。文化的な視点からの検討が急務である。

現行の余暇政策は，進めば進むほど，人々の生活と国土を盃めていく危険

性がある。土木建築の技術は世界のトップレベルにある。ただ，その技術を

国土の量的な開発でなく，４１ﾕ活環境や景観の質的向上に発揮するべきである。

とくにモノにでなく，コトに属する常住景の手入れには限りない投資が必要
●●●●●●●●●●●●●●●●●●● 

だろう。また，一方，IiJかをするためでなく，しないための１時間について国

民意識に働きかけること。この意味では，西欧型はひとつのモデルとなる。

ただし，余暇というのは，生活時llllに関する幸柵感のｌｌｌｌ題であるから，伝

統的に私たちが身につけてきた慣習をもう少し見匝すことも忘れてはならな

い。たとえば，労働時''１１が長いことが不幸であるというような単純なディス

クールを出発点にして余暇政策の策定をしないことである。この意味では，

西洋モデルから一線をillliした方法から策定を|)M始すること。猪木武徳は『デ

モクラシーと市場の原1111』（東洋経済新報社，1998年）で，労働時間の知縮を

論ずるのに，「労働時ＩＨＩの短縮の法(lill化法がただちに人々の厚生の墹大につ

ながるという単純な観念連合を断ち切る」ような現状があると述べている。

この点では，まったく同意できるが，これを克服するのに「貧しい余暇施

設」などの条件整備が必要だという論調には研保がいるだろう。それはリゾ

ート法の結末を見れば明らかである。

すでにヨーロッパでは，余暇という獲得物は，背景にある粕i(lll的な時間意
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識や時間権利の必然から生まれたものであるのにたいして，日本では，この

前提になる精神的な背景がすっぽり抜け落ちたまま，余暇があたかも天から

の賜のように導入されて，時代の要請もあってたちまち「モノ的」な余暇施

策へと突入した。明治以来しばしば繰り返されている，この形式（形骸）だ

けが「上」から導入され，実はこれを産み出した背景となる「佃」の哲学的，

人間的，思想的な精神がうつるになっている。これは言うまでもなく「自

由」とか「民主主義」などの，日本における展開と|司じで，公から佃へと降

ろすという習俗的構造の大きな問題点である。

余暇について言うなら，西洋規範のみで方向づけすることは無意味であっ

て，なによりそれは「何のため」という，自分たちの生き死ににかかわる根

本的な議論から始めるべきであろう。

残念なことに，しかし，いまの日本人は，いかに生き，いかに死ぬかな

ど，いっこうに関心がないようだ

（三浦雅士「なんのための景気|Ⅱ|複か｣，『ﾘﾘj'三l新聞夕刊』1998年８月１３日）

あらゆる問題を，たんにモノ的にのみ解決を図ろうという無邪気さばかりが

横溢していないか。精神についての議論の土壌が欠落すれば，当然それは，

低次元のモノ主義に流れていく。もちろん，私たちの文化・'慣習として存在

しているものの善し悪しは暇々しく断罪はできないが，ただし十分に反省的

に深く議論した方がよい。

たしかに，私たちの伝統文化の中に，享楽体質を認めることはできる。し

かし，もしそういう論を持ち出すなら，他方で，日本には洗練された精神的

文化や先端的な技術文化や伝統行事や，さらには清貧という好みもある（あ

った）という指摘も可能だろう。享楽は，文化史的にも，日本人的な余暇の

享受の－タイプであることは否定できない。しかし，この習俗のみを肥大さ

せ，その延長線上に近未来の余暇を榊築することは決して私たちの生き方を

豊かにしないだろう。むしろ，いまこそ小児的で安直なモノ主義の荒廃から，

余'1段の精神'性をすくい上げ，育てていかなくてはならないのではないか。こ

れには，遠大な啓蒙も要するだろう。そして大切なことは言うまでもなく一

人一人からの発想であって，官庁主導の余暇規範の押しつけであってはなら

ない。
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余暇消費は確かに広義の観光のプラテイクのひとつではあるが，今まで観

察してきた日本的観光（狭義）の延長線上には据えてならないもの，むしろ

対立的・批判的なものであるべきだということはいま述べたとおりである。

そして，この余暇享受の条件整備は，文化的・社会的な問題を基本に据えて

構築していかなくてはならない。

この意味で，例えばIMj1の「リゾート法」が制定すべきことは，現行条文

のように，モノ，カネ，開発にかかわる用語で構成されるようなものでなく，

休暇の長期・連続取得（しかも取得季節･暇ＬＩなどを集中させない）の奨励，あ

るいは保証だったり，補助だったり，低廉な滞在施設への補助だったり，車

の乗り入れ制限・禁止地区の指定であったり，静穏の保持義務を強制する地

域の指定であったり，個人滞在優先の施設（むしろ団体禁1k）推進である。

これを，人にかんしていえば，一人一人の固有性に[''心を移した，モノにた

よらない（｢時」とつきあう）文化を目指すものであると言い換えられよう。

また，受けⅢにかんしても，求められるべきは地域の固有性・伝統を育む，

モノに頼らない展開へのソフト志向である。その大切なものの一つに常住景

の整備を位置づけることができよう。その地域にヴァナキュラーな（土地固

有の）特色を生かした，たとえばスキー場，水浴場，温泉，森林，河川，山

などのレクリエーション・スポットの内の一つでもあれば，それだけで充分

であるような地域景観づくりである。そのヒントとして，山形県の朝日町や

岡山県の北東部で展開されている「エコミュゼ」の試みをあげることもでき

よう。

今や，６５歳以上の老人は２０４９万人，総人口の１６．２％に達していて

(1998年９月現在)，この比率はますます増える。そういう未来が明らかなの

に，いつまでも，「考えないためのl呪術」（三浦雅士）と化した小児的余暇消

費や目新しさや忙しさにまみれた，ただ日常の延長のような余暇現状からそ

ろそろ脱皮するときではないか。総務庁の調査によると，６０歳以上の老人

の余暇消費のアンケートで，「テレビ」「娯楽」「家族団らん」などはあがっ

ていても，いわゆる長期滞在の余暇消費は計数にものぼっていない。あえて

言えば，もっとも大切な福祉のひとつは，高齢化社会をにらんだときに，じ

つは余暇の消費の質の豊かさだとも言えるのだ。
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第２章Ｈ本人のゴルフの遊び方

はじめに

’三|本のゴルフは，戦後の日本経済の急速な発展と並行して普及し，大人の

スポーツとしてもっとも人気の高いものとなった。現下の大不況のもとでは，

ゴルフ熱はいささか冷却したように見えるが，１９９０ｲ1記代初めにバブル経済

が崩壊するまで，特に8011司代には，老若男女，｝IMt業の差をこえて，さまざ

まな階層の実に多くの人々が，ゴルフのとりこになり，ゴルフに熱中した。

ゴルフの面lL1さをどう見るかは個人によって千差万別であろうが，日本で

ゴルフがなぜこんなに発達し，人気の高いスポーツとなったかについて，答

えをだすのは大変興1床深い|川魍である。

本章の課題は，レジャー論の立場から，戦後の日本のゴルフが，どのよう

に大衆化してきたか，レジャーの一つとしてのゴルフが，日本でどのように

プレイされてきたか，日本人のゴルフについての意識や行動スタイルがどの

ようなものであるか，そしてそこにはどのようなIlLlj題点が潜んでいるのか，

などを解lﾘ]し，’三|本人のレジャーのあり方を問いH1〔そうとするものである。

そこには，勤労大衆のレジャーの実態，あり方を考える恰好の素材が提供さ

れているだけでなく，勤労大衆のスポーツとしてありうべき方向を探る材藝料

も提起されている。

あるアメリカ人は，日本のゴルフブームの真っ股｢|]に「国民性というもの

がスポーツに顕著に表われているというのは本当だろうか，つまり日本人の

ゴルフや野球のやり方をみれば，日本人の社会行動や彼らが『我`腱』をし続
（１） 

けて経済成長を成し遂げた心HI1的背景が理解できるだろうか」と'1りうた。

答えは，おおよそイエスである。私は，ある粗皮は1111解しうると考えてい
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る。もっとも，私の関心は，日本人のゴルフの遊び方を分析して，日本の経

済成長の秘密を解明することではなく，日本人のゴルフに見られる遊び方の

特徴とその中にある歪みを確定し，それを正して，レジャーとして健全なゴ

ルフのありうべき姿を解明することである。

したがってここでは，iiiなるゴルフ論ではなく，いわんやゴルフに関する

技術論でも，純粋のスポーツ論でもない。日本人の遊び方に関するレジャー

論的な分析，あるいは文化論的な分析を試みる。

Ｉ日本におけるゴルフの大衆化とゴルフ環境

１曰本におけるゴルフの大衆化

日本人のゴルフの遊び方を検討する前に，まず日本でゴルフがどのように
（２） 

発達し，大衆化してきたかを概観しておきたい。一般Iこ日本のゴルフは，戦

前にはごく少数のエリートのスポーツとして発祥し，戦後もしばらくそうし

たものであった。戦後に始まる日本におけるゴルフの新しい発展は，大衆化

の観点から見ると，ほぼ'１１１つの時期に区分することができる。

第１期は，１９５８年頃から第１回目のゴルフブームをはさむ１９６０年代。第

２期は，オイルショックをはさんで，第２回目のゴルフブームを招いた１９７０

年代。第３期は，第３１回Ｉ目のゴルフブームをはさみ，バブル経済渦中の

1980年代とバブル崩壊の直前９１年まで。第４期は，バブル崩壊から今日に

いたる時期である。

表ｌは，戦後のゴルフ場の数と年度別の設立数の推移を示したものである

が，これを見ると，戦後ゴルフの大衆化の様相が実に明瞭である。日本でゴ

ルフが大衆化する第１期には，１９５７年に１１６カ所だったゴルフ場は，５９年

から増加しはじめ，毎年３０から５０カ所も新たに増設され，６９年には５５８

カ所に急増した。ほぼ１０年間に５倍にも増えた。その間のゴルフ場の延べ

利用者人口は，１９５７年に182万人であったが，６９年には１８１０万人と約１０

倍以上も増大した。

１９５６年度の『経済白書』が指摘したように，もはや戦後ではなくなった

日本社会は，経済が成長し，賃金が上昇し，勤労者の西欧的生活への憧慢が
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強まり，大衆化社会を迎えていた。安保闘争後に成立した池田内閣は，所得

倍増計画を実行し，これまでまったくエリートのスポーツにしかすぎなかっ

たゴルフも，わずかながらも大衆化しはじめた。

この期のゴルフの大衆化とは，「いままで社長や専務クラスのスポーツだ
（３） 

ったのが，宵I]長クラスも楽しめるスポーツ」に変わりはじめたことであり，

ごく－部とはいえ労組幹部や社会党の幹部がゴルフをはじめたことに象徴さ

れる。

戦後日本のゴルフの大衆化をもたらした原因は，すでにこの第１期に存在

していた。ここではその原因を４点ほど指摘しておきたい。

日本のゴルフが大衆化した第一の要因は，預託金ilill度によるゴルフ場の開

発であった。預託金制度については，後に詳しく検討するが，この制度は，

ゴルフ場開発のために資金を容易にかつ無利子・無税で，しかも会員の経営

への介入なしに|当''１１に獲得することによって，ゴルフ場の安I111iな設立をすす

め，比較的容易にゴルフ需要を充たしえたのである。

第二の要因は，同時にこの菰託金制度にもとづくゴルフ会員制度が，ゴル

フ会員権を投資の対象にし，ゴルフをスポーツと利航をかねた「うまみ」の

ある遊びにしたことである。これは，個人の分野だけでなく，法人企業にと

っても同様であった。ゴルフのこうした特徴が，ゴルフブームを－１宵促進し

た大きな要因だった。

第三の要因は，交際費による接待ゴルフの普及であった。ビジネス取引き

に，交際費を使って顧客を接待し，取引きを有利にすすめようとする日本的

な経営は，第ｌｊＵｌにすでにマージャンや夜の宴会接待に代わって，ゴルフ接
（４） 

待を4ｔみだした。

第四の要因として，戦後極端に貧しかった勤労大衆'二|身が，賃金上昇をと

もなった高度成長の過程で，蝋かな生活への志向や'１'流意識を｝iiめ，ゴルフ

のようなエリートがおこなうスポーツに飛びついていったことがあげられる。

第２期のゴルフの大衆化は，日本の成熟社会の|)'1始期であった。１９７０年

代は，｜Ⅱ中内閣により列島改造論が打ちだされ，第１期のゴルフブームを反

映してゴルフ場の建設が急激にすすめられ，特に７０１１二代前半の物Iilli狂乱期

には，ゴルフ場の造成が大規模に計画され，７３年木のオイルショックによ
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表１１｣本のゴルフ場数っても，後退できずにゴルフ場が

急増しつづけた。そのためオイル

ショック後に一時ゴルフ場会員権

の供給過剰が生じて，ゴルフ場の

倒産，預託金制度の難点が話題と

なったが，省エネ経済への突入は，

かえって日本的経営の強みを現わ

し，オイルショック不況を克服し

て日本経済は確固たる成長をすす

めていった。

ゴルフ場の数は，１９７０ｲ'二に５８３

カ所であったが，７５年は１０９３カ

所に，７９年には1403カ所に哨加

した。すなわち’0年'''1で845カ

所のゴルフ場が設立された。７３

年から７７年までは毎年100カ所

以上のゴルフ場がオープンし，そ

の５年間で653カ所のゴルフ場が

設立され，その数は1977年まで

のゴルフ場の４９．４％にも達した。

その増加の急激さは，日本経済の

発展の急激さ同様に，異常としか

いいようがない。

ゴルフ人口は噌力Ⅱしつづけた。

ゴルフ場の年間延べ利川者数は，

７０年には２０５０万人であったが，

７５年には4169万人に，５ｲ１２間で

２倍に，７９年には５０１１万人に増

加し，２．５倍にも増えた。

こうして第２期にも，ゴルフの

ゴルフ場数墹力Ⅱ数延利川者数ゴルフ人口

(万人）

182 

２４７ 

３３３ 

４５０ 

５９１ 

７３５ 

８７２ 

１，０００ 

１，１２６ 

１，２８５ 

１，４６８ 

１，６１５ 

１，８１０ 

２，０５０ 

２，４２６ 

２，８６１ 

３，３６５ 

３，８３２ 

４，１６９ 

４，２５６ 

４，４８２ 

４，７８７ 

５，０１１ 

５，４０８ 

５，９１７ 

６，４３９ 

６，３４２ 

６，６９１ 

６，８１５ 

７，２２９ 

７，７６３ 

８，２１８ 

８，９９６ 

９，５１９ 

９，８８０ 

１０，２３２ 

９，９３６ 

９，７８３ 

９，７５１ 

(万人）'951 

1957 

1958 

1959 

1960 

1961 

1962 

1963 

1964 

1965 

1966 

1967 

1968 

1969 

1970 

1971 

1972 

1973 

1974 

1975 

1976 

1977 

1978 

1979 

1980 

1981 

1982 

1983 

1984 

1985 

1986 

1987 

1988 

1989 

1990 

1991 

1992 

199３ 

１９９４ 

１９９５ 

１９９６ 

１９９７ 

７２ 

１１６ 

１１７ 

１６０ 

１９５ 

２６３ 

２９５ 

３３６ 

３８７ 

４２４ 

４６９ 

４９６ 

５２８ 

５５８ 

５８３ 

６２０ 

６６９ 

７７３ 

927 

1,093 

1,228 

1,322 

1,371 

1,403 

1，４１６ 

１，４１９ 

１，４２５ 

１，４３８ 

１，４６９ 

１，４９６ 

１，538 

1,588 

1,640 

1,722 

1,818 

1,926 

2,０２８ 

２，１２７ 

２，２００ 

２，２７３ 

4２ 

３
５
８
２
１
１
７
５
７
２
０
５
７
９
４
４
６
５
４
９
２
３
３
６
３
－
７
２
０
２
２
６
８
２
９
３
３
 

４
３
６
３
４
５
３
４
２
３
３
２
３
４
０
５
６
３
９
４
３
１
 

１
３
２
４
５
５
８
９
０
０
９
７
７
 

１
１
１
１
 

１
１
 

1，１２０ 

1，１３０ 

１，２５０ 

１，１５０ 

990 

1,010 

1,220 

1,180 

1,310 

1,350 

'’３１０ 

１，３４０ 

１，３７０ 

１，３７０ 

１，３２０ 

１，３００ 

|||典：「[１本ゴルフ年鑑」『レジャー白薔」その他から作

成。
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大衆化は一層進展した。第ｌｌＵＩには社長だけでなく部長がゴルフをはじめた

とすれば，第２jU1は，ミドルの課長やロ－の係長などの管理職サラリーマン，

さらにLl]小企業の社長や役員，金回りのいい商店主などがゴルフをはじめた

時期と特徴づけられる。本格的なゴルフの大衆化がすすんだといってよいだ

ろう。

1980年代の第３期は，日本経済がさらに成熟し，先進国化，大国化がす

すみ，国民の生活|(ﾘｰﾋ，レジャーの－１曾の拡大，１W:及によって，ゴルフの大

衆化は新たな段階に突入した。

ゴルフ場の造成，｜汁1発は，節２次ブームの時ほど激しくはないが，確実に

すすめられた。ゴルフ場のljH設は，８４ｲ'二から３１カ所，８５年に２７カ所とijlﾘｉ

増した後，８９年には一挙に８２カ所と急増した。これはリゾート法の制定と

リゾート開発にともなうゴルフ場の大々的な|；M発，造成および計画を予兆さ

せ，過大な需要予測にもとづくバブル経済への突入を意|床した。

かくして’980年に１４１６カ所だったゴルフ場は，８５年には1496カ所と停

滞していたが，８５ｲﾄﾞ以降急燗していき，９１年には1926カ所にまで拡大した。

８６年から９１年までの６年IIUに４３０カ所のゴルフ場が墹設された。

しかもこれまでの急激なゴルフ場開発は，環境保全，環境汚染などを無視

しておこなわれることが多く，ゴルフ場による'二|然破壊，環境汚染の問題を

少しずつ世上の話題にした。特にリゾート法の制定により，ゴルフ場の開発

規制をゆるめる動きがでて，ゴルフ場6M発への危機感が強められ，ゴルフ場
（５） 

開発反対運動を４１iみだしていった。

しかし，ゴルフ場延べ利)''者数の力は，１９８０ｲ1ﾕには５４０８万人，９０年には

9519万人と着実に噸えた。特にリゾート開発ブームの過程で，ゴルフ人口

が椎計されるようになり，『レジャー'二|書』によれば，表ｌに示したように，

８０年代には1000万人，８０年代の後半には１３００万人といわれるようになっ

た。文字どおりゴルフは，国民的なスポーツとして定着し，今後やりたいス

ポーツの王様となり，老若男女，リilIiも杓子もゴルフに熱にI'し，成人人'二1の３

分の１近くがゴルフを楽しむようになり，一億総ゴルファーの様机を呈しは

じめた。

しかし，１９９１イド２月から好iまった株(llliの急激な下落は，はかなくもパブ
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ル経済を崩壊させた。予想に反し巨大なバブルのツケは，後遺症となって途

方もなく日本経済を圧迫し，経済を深刻な不況に陥れ，今もって景気|回復の

兆しさえ与えていない。計りしれない不良債権の額は，金融業界だけでなく，

バブルにMⅢたあらゆる藤業，企業，｛lJjl人に奔赦なく襲いかかり，日本経済

を根底から揺さぶっている。

ゴルフの大衆化の第４lUlは，まさにバブル崩壊以降の||柳lであり，日本の

ゴルフ業界を大不況に陥れ，深刻な反省を迫っている。バブル崩壊後も以前

に計画されていたゴルフ場はオープンせざるをえず，1991年に１０８カ所，

９２年に１０２カ所，９３ｲ1ﾐに９９カ所，９４年に７３カ所，９５年に７３カ所という

ように不況の岐中に続々とゴルフ場が建設され，９５イドには，ついに'二１本の

ゴルフ場の総数は２２７３カ所となった。

バブル崩壊は，これまであまり表面化しなかった預託金制度の問題点を暴

露し，ゴルフ場|｝'１発に絡むさまざまなスキャンダル，暴ﾉﾉ団，利権あさりの

政治家，官僚，無責任なゴルフ場経営者の存在と彼らのゴルフ場をめぐる腐

った椛造的な供Ｉ係を浮き彫りにした。そして交|際費ゴルフ，接待ゴルフなど

の日本的なゴルフ'慣行が，官僚と金融業者の腐った癒着の媒介となっていた

ことが容赦なく暴厩されていった。

バブル期の熱狂的なゴルフ需要は，接待ゴルフの減少によって停滞し，過

剰設備投資をしたゴルフ場の倒産がｲⅡ次ぎ，利航をかねた会員権相場は，急

激に下落し，まじめな会員権所有者も，投機１１当てのいかがわしい所有者に

も，等しく大損害を与えた。ゴルフ場i刑発に熱心だったゼネコンは，ゴルフ

場の倒産や会員権相場の下落によって倒産し，あるいは倒産の危機にさらさ
（⑪ 

ｵしている。

これまで熱病に冒されていた一般のゴルファーは，こうした事態に当而し

て反省を迫られている。しかし急速に冷えるかに見えたゴルフ需要は，必ず

しもゴルフ人口を急減させているわけではない。ゴルフ人口は，停滞的だが，

１３００万人台を維持している。日々のゴルフ需要は大'幅に縮小したが，いま

だ国民のゴルフ熱，潜在的なゴルフ需要は衰えていないように思われる。日

本のゴルフは，このような歴史をたどり，今日にいたった。
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２曰本のゴルフ環境

（１）自然的・地理的環境日本人のゴルフの遊び方を具体的に論じる前に，

われわれは，’三|本人がゴルフをプレイするゴルフ環境についても，特に検討

しておかなければならないだろう。そもそも日本人は，どのようなゴルフ環

境のもとでゴルフを遊んでいるのであろうか。まず第一に，ゴルフの自然的

環境を見てみよう。ゴルフの自然環境とは，ゴルフのルール上の面積的条件，

ゴルフ場の場所的・気候的立地条件などである。

ゴルフは，ルールーヒは，１８ホールを皿って１ラウンドとしスコアを競う。

１８ホールのゴルフ場の広さは，通常100～150ヘクタール（標準は120ヘク

タール，120万ｍ2）といわれている。ゴルフの特徴は，このように広大な土

地を必要としていることにある。

広大な土地の上でおこなわれるマラソンや巌|||などは，特定の土地をグラ

ンドとして囲い込むわけでなく，前者は一般道路を利)|]し，後者は自然の一

部を一時的に利用するだけである。サッカー，ラグビー，野球，テニス，陸

上競技などは，特定の土地を囲い込んでおこなうスポーツである。例えば，

表２に示したように，サッカーのグランドは，観客ｌｉｌｉｒを無視すれば，最低必

要面積は約8650ｍ２，テニスは，約573,2である。

三つのスポーツの土地利用効率を検出してみると，ゴルフはより多くの土

地でより少ない人数しかプレイできない土地利川効率の著しく低いスポーツ

であることがわかる。１人当たりプレイirli欄は，ゴルフが6000,,2,サッカ

表２ゴルフのここllu利１１１効*

ゴルフ サッカーテニス

柧'１のための必要而械

１１]当たり適性プレイ面積

1人当たり平均iimil（

lOOOm2当たり人数

ゴルフを１００とした大きさ

ｌ２０７Ｊｍ２ 

約２００名

6,000ｍ2 

0.16人

100 

８，６５０，２ 

約６０名

1４５，２ 

７人

２．３ 

５７３，２ 

約１２名

４７ｍ２ 

２１人

0.7 

注）算Ｈ１方法

(1)ゴルフは，１８ホールを基準とし，120万，2の必要i1IiW(，１日２００人がプレイす

るという術識的韮準により算出。

(2)サッカーは，公式水準のグランドiiiibl(に遊びinibI(をﾉ111味し，半'三1に３０人がプ

レイするものとして’'二１６０名として算出。

(3)テニスは，硬式の公式而械に遊び而柵を川l味し，半'１６名が交互にプレイし，

’’三１１２名を想定して算出。
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－がl45m2，テニスが４７，２であり，ゴルフはサッカーの約４０倍，テニス

の128倍の土地を必要としている。さらに１０００，２当たりのプレイ人口で示

して見ると，ゴルフは０．１６名，サッカーは７名，テニスは２１名である。

土地の狭い日本において，ゴルフは，他のスポーツと比べて土地利用効率

の而から見ると大変瞥沢なスポーツである。

しかも日本の土地は元来狭いので，広大な土地を必要とするゴルフは，宿

命的に土地問題をかかえるスポーツであるといってよいかもしれない。ちな

みにイギリスと日本の土地事情を比較してみよう。

日本の国土は，３７．８万ｋｍ2，イギリスは，２４４万ｋｍ2であり，日本の面

積はイギリスより３５％ほど大きい。しかし利用可能土地は，イギリスは国

土の７割，逆に'三１本は３割，その上，人口については，日本が約’億2000

万人，イギリスは６０００万人で，イギリスのほぼ倍である。したがって利用

可能地の人口密度は，日本はイギリスの３倍であり，その狭い土地の中で日

本人はゴルフ場を造り，プレイしようとしている。

しかもイギリスの場合は，平坦地といっても，日本では荒れ地と訳されて

いるムアーと呼ばれる土地の痩せた丘陵地が多く，牧場にするくらいしか役

立たない土地が多い。イギリスのゴルフ場は，そうした土地に造られており，

しかも自然を改造して造成するのでなく，自然の地形を利用して造られて
（７） 

いる。

これに対して日本のゴルフ場は，一般的に狭lliiiな土地に，また元来土地不

足のため高価な土地に造らなければならない。また土地高を避けて，土地の

安い里山や山間地にゴルフ場を造る傾向を生みだしている。それは，自然を

大幅に改造するために，自然の環境破壊，環境汚染を招かざるをえない条件
（８） 

をかかえている。それを回避するためには，相当の追力Ⅱ投資が必要とされて

いる。

さらに日本のゴルフ場は，二つの自然的制約をもっている。

第一に，ゴルフ場の芝は，日本の気象に適さない。日本では，芝の腐敗を

防止するための殺菌剤，防腐剤を必要とし，また防虫剤や雑草が生えないよ

うに除草剤などの農薬の使用が著しい。こうした農薬が，ゴルフ場公害とし

て問題になっている。
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第二に，地価の高い平場から離れて奥山や山間部に設立されることの多い

ゴルフ場は，農業用水や飲料水の水源地であることが多く，ゴルフ場の開発

は水源地を改造するため，自然循環を異常にし，水源の枯渇や，保水力の欠

如を生み，逆に一挙に雨水を放水してしまうなどの環境破壊，環境汚染を生
（９） 

んでいる。

そうした事情は，ゴルフ場による自然破壊，環境汚染という問題を発生さ

せ，ゴルフ場開発反対運動を生み，1980年代の後半，多くのゴルフ場の開

発がストップされた。またゴルフ場の環境保全，汚染回避をはかるためには，

膨大な追加投資を必要とし，全体としてゴルフ場のコストを著しく引き上げ

ることになった。

日本のゴルフ場問題は，ゴルフおよびゴルフ場に対する広範な国民の感'情

を害しているのも事実である。他方，ゴルフの発祥地であり，ゴルフの普及

しているゴルフ先進国であるイギリスのゴルフ場は，気候的にも芝にとって

特に問題はなく，冬でも緑色を保っており，特に殺菌や防虫のために農薬を

使用する必要もない。またイギリスにおけるゴルフ場の設置は，山岳地帯や

森林地帯を造成しておこなわれることはなく，農薬公害や環境汚染について
（10） 

は問題|こなっていない。

以上のように日本のゴルフは，きわめて不利な自然的地理的環境のもとで，

遊ばれていると指摘しなければならない。この問題を無視して日本のゴルフ

を語ることはできないのである。このような事情を配慮することなくゴルフ

場を開発したり，経営したり，さらにはプレイすることは許されないことで

ある。

（２）経済的・政治的環境日本のゴルフのあり方を規定した環境は，なに

も自然的環境だけではなかった。日本のゴルフは，すぐれて日本の経済的・

政治的な環境の影響を色濃くうけてきたのである。それは，第一に，戦後日

本のゴルフ大衆化と，そのためのゴルフ場の開発が，預託金制度というきわ

めて日本的な資金調達機構，預託金にもとづくゴルフ場会員制度によってお

こなわれてきたことである。しかもこの預託金制度は，単に金融上の問題で

あるだけでなく，日本の行政，政治のゴルフ場政策に関連した問題であり，

政官民，それに暴力団も加わった壮大な癒着構造によって作りだされたもの
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であり，その限りできわめて政治的な問題でもあった。

第二に，広大な土地を必要とする戦後日本のゴルフ場の開発が，商度経済

成長のひずみともいうべき農'11村地域の衰退，過疎化を条件にしておこなわ

れてきたことである。しかも過疎化１１１１題も，すぐれて'三|本の経済政策と政治

の|川題であった。そして，過疎化対雛としてのゴルフ場の開発は，地方自治

体の許認可行政をめぐって，’１１央と地方の政治家，役人，ゴルフ場開発業者

の暗蹄，不正の場となり，それに暴力団が力Ⅱわり，バブル崩壊後に露呈する

政官民暴の，これまた壮大なコンプレックスによって展開されたということ

である。

第三に，日本のゴルフ場開発は，特にゴルフ大衆化の第３期に，第一，第

二の問題と密接に絡みながら，直接バブル経済の形成に一役かつた過剰流動

制下の投機的なリゾート開発，その中核的存在としての投機的なゴルフ場開

発によって色濃く規定されてきた。ここで預託金会員制度は，壮大なバブル

となってあだ花を咲かせて，バブル崩壊後に，不良債権問題，政治家と官僚

の汚職，暴力団と金融業界の黒い癒着，ゼネコン倒産，さまざまな経済的・

政治的な膿となって，世上に現われることになる。

まさに日本のゴルフは，こうした日本の政治経済のもとで遊ばれたのであ

る。戦後日本のゴルフのあり方を根本的に規定した経済的・政治的要因の最

大のものは，預託金制度であった。ここでは預託金制度をめぐる日本の政治

経済的環境を少し詳しく論じておこう。

’三１本でゴルフをする場合は，三つのケースがある。第一は，誰もが自由に

プレイできるパブリックコースである。しかしその数は非常に少なく，混雑

がひどい。このコースは全体の１０％くらい，これに対してパブリックコー

スの発達している外国では，イギリスが２５％，アメリカが５０％であるとい
（11） 

われている。日本のゴルフ場は，プライベートコースが９０％にもおよび，

主流をなしている。
（12） 

’三1本では，会員iliIのゴルフ場の絲営形態は３種類あって，第一は，社団法

人による会員制ゴルフ場である。この経営形態は戦前からあり，公抽法人の

理事会が経営をおこない，理事会が新会員の入会を決定する仕組みとなって

いる。戦後は，公統法人の認可が厳しく制限された。第二は，株式会員制の
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ゴルフ場である。この経営形態は，会員がゴルフ場のｌ株を所有し，ゴルフ

場の経営に参加できる。会員権は，株式証券であり，売買譲渡が可能である。
（13） 

欧米のゴノレフ場は，一般的|ここの２種である。

第三の経営形態は，預託金制腔にもとづくゴルフ場である。この経営形態
（14） 

は，’三１本のゴルフ場の８０％をこえており，かつまた'三１本で独自に開発され

たきわめて［１本的な経営形態である。この預託金flill度のゴルフ場こそ，’三１本

のゴルフのあり力を大きく規定した最大の要因であり，’三1本のゴルフが遭遇

した悲劇の最大のDK因だったと指摘しなければならない。

そもそもこのYlli託金制度は「ｌＩｉＭ和３５年（1960ｲ|き）ころから出現したもの

で，とくに葹鉄会社や不動産会社，さらに観光辮業会社がゴルフ場経営に乗

り出し，その後銀行などの大企業が傍系会社や子会社などを設立して，ゴル
（15） 

フ事業に進ＩＩＬたことによってＭＭになった｣。このfliⅢ度は，以下のような

特徴をもった実に問題の多い制座であった。

第一に，預託金とは，ゴルフ場の利用権と引き換えに，ゴルフ会員権を購

入する形式で，会員樅購入者が，ゴルフ場経営者に金を預けておくことであ

る。この貸借関係には，利子もつかないし，税金もかからない。第二に，こ

のゴルフ会員権は，市場価格で売買されるのだが，その所有者には，決して

有価証券のように法的な保証が与えられない。しかしバブル崩壊まで会員権

は上昇をつづけ，株や二ｔ地と同様に利殖手段となってきた。

第三に，預託金は，５年とか’０年，ゴルフ場の経憐者に金を貸しておく

のであるが，もし返還期限がくれば債権者は，返還請求できるし，預託金は

返済されるべきものとされている。返還を請求しなければ，貸借関係は据え

置かれる。

第四に，預託金は，有llli証券と異なるので，会員権の所有者は，ゴルフ場

の経営に参力Ⅱするなんらの法的権利をもたない。ＹＨ託金制度のゴルフ場がク

ラブを組織しているケースが多いが，株式制ゴルフクラブのような会員の経

営参加権はない。

この預託金制度は，ゴルフ場のＩｌＨ発と経営をおこなう業者にきわめて有利

な制度であった。すなわち第一に，ゴルフ場業者は，戦後一般的に資金不足

の経済下にあって，預託金を集めることによって，ゴルフ場建設のための膨
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大な資金を無利子で，しかも無税で容易に調達することができた。第二に，

そうした資金調達によって，業者は，もともと膨大な資金を必要とするゴル

フ場の開発を容易におこない，大衆のゴルフ需要を充たすことができた。こ

の制度は，銀行剛資のように，高い利子負担，かつ厳しい融資審査と経営監

視をうけることなく，巨額の資金を'二|由に使用することができた。第三に，

業者は，社団法人や株式会員制ゴルフ場のように会員から制約をうけること

なく，ゴルフ場の経営を自由におこなえた。会員数や経理の未公開，誇大宣

伝，自然保護や環境保全を無視した安易なゴルフ場の開発と経営を許容され

たのである。これは経営制度の問題としては重大な欠陥である。

こうした欠陥の著しい預託金制度にもとづいてどのように資金が調達され，

ゴルフ場が開発されたのであろうか。少なくとも１９９３年にゴルフ法が制定

され，預託金制へ一応の規制が力Ⅱえられるまでは，つぎのようなものであ
（16） 

った゜

ゴルフ場の開発業者は，まずゴルフ場の建設計画を立てる。ゴルフ場建設

は地方自治体，都府県の認可を必要とするから，しかるべき手続きをしなけ

ればならない。ここに許認可に絡む政治，官僚，業者の癒着，汚}職が生じる

構造的要因がある。許可を得たとすると（得る以前にも)，業者は，資金調達

の有力な方法として，預託金制度を採川する

つまり業者は，ゴルフ場の建設に先立って，まず縁故会員を募集する。仮

に500万円で500口の縁故会員を募集する。縁故販売だから業者が，縁故者

にだけ売るわけで，例えばゴルフ場の認可に尽力した政治家，土地の買収で

世話になった不動産屋，実はしばしば暴力団，ゴルフ場の格を上げるために

名義を借りるお礼に政治家，実業界，その他芸能界，スポーツ界，有名人に，

売ったり，ただで譲渡したりする。

縁故会員向け販売後の一定の期間，仮に半年後に，第一次会員向け販売と

して，１０００万円で５００１コを売り出す。通常，縁故募集の段階に第一次会員

向け販売は１０００万円で売り出すなどと予告される。その結果，５００万円で

購入した会員権が半年後に１０００万円に上昇しているわけで，縁故会員権を

買った人がこれを売却すれば，若干の手数料を支払うが，５００万円を取得で

きる。
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さらにゴルフ場経営者は，第一次会員向け販売の１年後に，ゴルフ場のオ

ープンを記念するなどと称し第二次会員権の販売として，1500万円で５００

口売りだす。しかも第３次は２０００万''１で５００口売り出すと予告する。ゴル

フ場会員権の購入希望者は，意図がどうあれ，1年後には2000万円で売り

出されるものを，今１５００万１１]で買えるとあれば，争って１５００万円の会員権

を買って，２０００万|リになった時にそれを売却して，500万円の儲けを取得し

ようとする。こうしてゴルフ業者は，２０００人に会員権を売って250億'１]の

資金を集めることができる。

こうしたメカニズムをもつ会員権の販売は，ゴルフ場の経営者に膨大な資

金を調達することを可能にした。しかもゴルフ場業者は，販売すべき会員権

数を多くすることによって，ゴルフ場建設費をこえる余剰金を手にすること

もできる。

先の仮定にしたがえば，ゴルフ場の建設費が100億円であれば，250億円

の売り上げから１００億の建設費を差し３|いて１５０億円の余剰金を手にするこ

とができる。さらに多くの会員椎を販売して300億円を売り上げたとすれば，

業者は200億円を手にすることができる。それをさらに別のゴルフ場の開発

に投資したり，別の事業に投資したりできる。まさに現代の錬金術といわれ

たゆえんがここにある。

このようにゴルフ会員権の販売は，莫大な資金を生み，政党へは政治献金

を，政治家，官僚へは一見合法的な資金贈与を可能にし，また会員権ゴルフ

場の広告塔的役割を果たす有力な経街者や有名人への利益供与を可能にした。

そこにゴルフ業界を'''心とした政官民の壮大な腐敗した榊造が形成されたの

である。さらにバブル期には'三|本の産業界がこぞってそうしたゴルフ場ＩｊＭ発

に力Ⅱわり，病んだ錬金術に手をＩＩＬて，バブル崩壊後に救いがたいダメージ

をうけることになるのである。

こうした'''1題のある｛lill座を，所1階の'１当｢庁である通産省，税制に関心のある

はずの大蔵省などは，まったくｊｌ１１視し'''１題にしなかった。また時の政椛党で

ある自由民主党も等閑祝してきたのである。ちなみに表３に示したように，

日本の政治家が預託金会員制度にいかに深くかかわっているかがわかる。し

かもｲ丁力な'41民党の政治家が多数の会員権を所有しているのにj驚かされる。
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表３衆参iiliil正l会議貝のゴルフ会員椎所有状況（1993年６月）

自民社会民社公Iﾘ］共産その他合計
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１
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５
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４
６
１
ｌ
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注ｌ：「朝l]新聞」１９９３年６月１４１]夕刊より作成。カウントもれと誤差が若干あるかもしれ

ない。

注２：国会議員のゴルフ会員椎多数所有者名（前掲の’・ｊＷ１ｌ]新聞」より作成）（カッコ内の

数字は，当選回数)。

６口麻生太郎（４，日)，渡辺美智雄（10,日)，力Ⅱ藤卓二（3,'二1)，倉Irl寛之（2,自)，

高烏修（8,自)，斎藤斗志夫（2,'二|)，森山真弓（3,自)，藤'１１雄山（1,目）

７口小沢一郎（8,向)，小淵恵三（10,'二|)，瓦ﾉノ（7,'91)，下稲葉耕吉（2,目）

９「|河本敏夫（16,自)，竹下登（12,'21)，渡辺秀央（6,自)，水'１１良雄（2,回)，

坪井一宇（4,'41)，沢|Ⅱ広（6,社)。

まさに政官自体が腐敗した椛造の中にあったからである。バブル崩壊後一連
（17） 

の事件がそうした事実を証lﾘ]した。

こうした預託金制度は，ゴルフ場の開発を容易にし，大衆のゴルフ需要を

十分に充たし，大衆がゴルフ場の会員になることを容易にしたことも事実で

ある。しかも多くの一般大衆が，会員権をIilli格の上昇を期待して利殖手段と

したのである。まさにゴルフ会員権のl1Mi入は，ゴルフをプレイする権利を得

て，実際にゴルフを楽しみながら，さらに会員権の朴|場の上昇をまって利殖

をも可能にする手段でもあった。ゴルフ会員権の販売は，そうして財形，マ

ネービル，利殖手段であるとして宣伝され，事実，バブル崩壊期まで大きな

利殖を生んだのである。

残念ながらここでは紙１幅がなくなってしまったので，これ以上この興味あ

る問題について論じることができない。別の機会をもちたい。ともあれ日本

のゴルフは，こうして日本的な政治緑済の悪しき風土のもとで遊ばれたので

ある。そうした風土は，日本のゴルフを大いにゆがめることになった。日本

のゴルフを規定した環境に文化的環境があるが，これについては以下の節で

詳しく論じることになる。
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ｌハイコストのもとでのゴルフ

日本のゴルフのプレイ料金，およびゴルフクラブへの加入費用の高いこと

は，すでにこれまでの分析でおおよそⅢ]らかである。すなわち日本のゴルフ

料金高は，基本的には，第一に，一般的にゴルフ場の地価が高く，多額の開

発費がかかる，第二に，一般的に都市部を'''心として大衆的なゴルフ需要が

著しく高く，それに加え，IIli格を無視した接待・交際費需要が存在している，

第三に，それに付け込んだゴルフ場経営の営利主義（高い費用の飲食費付き，

キャディ付きの過剰サービス，過剰施設，付〃l1Illi他主義）が著しい，などのため

である。周知のように，欧米の大衆ゴルフはキャディなしである。

通産省の調査によれば，１９９１年のゴルフ会員権の所有者は，約281万人
（18） 

と計算されている。その内訳は，IHl人正会員が１９９万人，法人会員５２万人，

平日会員３０万人である。当時のゴルフ人口を１３００万人とすると，会員権所

有率は，全体として２１６％であり，個人正会員の場合は１５．３％，法人会員

は４％である。要するに，日本のゴルフ場は８判近くが会員権をもたないビ

ジターによってプレイされていることになり，また会員制のゴルフ場でも
（19） 

｢実際には入場者の約７割をビジターが,Liめて」いるといわれている。日本

のゴルフの主流は，ビジター・ゴルファーということになる。まずビジター

のゴルフ料金を見てみよう。

ビジターのゴルフ料金の内訳は，さまざまに区分されているが，基本的に

は，①グリーンフイー，②キャデイフイー，③諸経費（これがよくわからな

い部分であるが)，④税金（利用税，消費税)，⑤その他（ロッカー代，極小の寄

付･金など）である。

1998年度のゴルフ場ガイドブックを見ると，あるゴルフ場の料金表は，

つぎのようになっている。ピジターフイーは平口１万５０００円，土|雁曰２万

3000円，利用税１２００円，キャデイフイー４５００円，その他諸経費３３００円，

ロッカーフイー３００円，ゴルファー保険３０円などとある。バブル以前には

こんなに細かく区分されていなかった。



第２竃［|本人のゴルフの遊び方２９ラ

表４週末と平|]のプレー利用料金の比較（jli位：'１）

民営非会員iliI
(パブリック）

民営会員Ilill
(ビジター料金）

公街

週末平｢１週末平|］週末平l］

東京

ニューヨーク

ロンドン

７，６４０ 

（77） 

４，３４０ 

（44） 

１，６８０ 

（17） 

２２，１２０ 

（100） 

７，４８０ 

（34） 

５，９８０ 

（27） 

１５，２４０ 

（69） 

６，０２０ 

（27） 

４，６３０ 

（21） 

９，９２０ 

(100） 

４，６１０ 

（46） 

２，１００ 

（21） 

２５，６７０ 

（100） 

６，６４０ 

（26） 

７，１４(） 

（28） 

１８，８２０ 

（73） 

６，５００ 

（25） 

５，８９０ 

（23） 

出所：経済企画庁物Il11iﾊ0編［1992]･

表５会員IIillゴルフクラブの年会Y:１t・入会金野の｡!｢例

メンパー

プレー料金
入会金菰託金年会Z？

ロ本

アメリカ

イギリス

2.4刀''１が一般的

26.7～76.1万}'１〔41.7〕

19.9～25.7万''１〔22.9〕

５０～l()０万''１

０～200.3 

19.9～3８．６ 

3,246万円6,760}リ

3,030 

０ 

Ⅱ{所：表４に|可じ゜

まずここで，’三１本のゴルフのプレイ料金を国|際比較しておこう。

経済企画庁の調査（表4）によれば，東京の会員制ゴルフ場の週末ビジタ

ー料金は，１９９０年当時で，２刀５６７０円であった。パッブリックコースの場

合は，週末２万２１２０円とやや安めだが，日本にはパブリックコースが少な

いので，ここでは無視しておく。

さて日本のビジター料金に対して，ニューヨークの週末ビジター料金は，

6640円，ロンドンの料金は７１４０円である。来京のゴルフ料金は，アメリカ

の３．８倍，イギリスのほぼ３．６倍も高い。

平日の料金は，’－１本では１万88201Uであるが，ニューヨークでは６５００円，

ロンドンでは58901Uである。日本の平日料金も，ニューヨークの２．９倍，

ロンドンの３．２倍も高い。もっともアメリカでもイギリスでも，格安料金の

ゴルフ場，特に地方では極安のゴルフ場が多いので，’二１本と欧米の格差は実

際にはもっと大きいはずである。

例えば，ロンドンから1時ｌｌＩ１ほどで行けるケッブリッジ)ilil辺ゴルフコース

のビジター料金を;llilべてみると，平'三|では，１０ポンド（20001Ⅱ）未満の．
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－スが３カ所，１０～１４ポンド（2000円～２８００１１未iilili）のコースが３カ所もあ

る。４０００円未ilIliのゴルフ場が１６ゴルフ場'''１０カ所もある。１６カ所に|]６カ

所が2800円未満である。日本のゴルフ料金は，イギリスの格安ゴルフ料金

の６～１０倍も高いことになる。週末のゴルフ料金も，ケンブリッジ周辺では

それほど高くはなく，４０００１１未満が４コースもある。イギリスでは，いか
（20） 

lこ安くゴノレフがプレイできるかがわかる。

つぎに会員制ゴルフクラブに力Ⅱ入しておこなうゴルフ料金を見てみよう。

日本の場合，ゴルフ場の会員となってゴルフをプレイするためには，途方

もなく高い賛１１]がかかる。会員としてゴルフをプレイするためには，主に相

当に高い預託金を支払ってゴルフ会員権を購入しなければならない。

欧米の場合は，会員権制度はなく，ゴルフ場のメンバーに参力Ⅱしたければ，

一定の審査をうけ，メンバーの空きがあれば，入会金と年会費を払ってメン

バーとなる会員flill度である。アメリカの場合は，３０００円近くのグリーンフ

ィーをそのつど支払ってプレイする。イギリスでは，年会費を１度支払うだ

けでいちいちプレイごとに料金を支払わない。

ゴルフクラブの会員としてゴルフをプレイする料金は，日本の場合，平均

して預託金３２４６万｢１を支払わなければならない。この点を無視しても，メ

ンバーとなってゴルフをプレイする料金は，日本の場合は圧倒的に高い。

企画庁の資料によれば，日本でゴルフクラブの会員としてプレイする料金

は，さまざまなケースが考えられる。表５のように，イギリス人が会員制ク

ラブに加入してプレイするための料金は，入会金平均（19.9万円～38.6万円，

仮に真中をとって３０万１１としよう）と年会費平均２２．９万円とである。入会金

を２０年で償却するとして1年''１]の費用は，平均的に見て１万５０００円くらい

となる。そして年会費は平均数値をとって２２万90001Uだとすると，年間の

ゴルフ代は２４万４０００円となる。月平均は，約２万'１]である。

イギリス人としては，月２万|']のゴルフ代は，かなりの支出だが，クラブ

のメンバーとして心おきなくゴルフを楽しむためには，それ相応の価格であ

ろう。もちろんゴルフクラブに加入してゴルフをプレイする層は，かなり所

得の高い層である。これらのliWは，むしろ一般大衆から外れる人たちである。

一般大衆は，少数のゴルフ好きを除けば，もっと安いゴルフクラブに加入す
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るか，ビジターとしてプレイする。

もっともゴルフの|回|数はZWljに関係がないから，週１１回|プレイすれば１回

のゴルフ料金は，５０００円となる。日本の会員制クラブでプレイする１回分

のグリーンフィーより安い。日本人は，’忙しくせいぜい月１１回|のゴルフだか

ら，イギリス人の会員制クラブのゴルフ料金も，日本人にはそれほど高く感

じられない。

アメリカの場合は，社会の所得階屑化が著しくて，Iilli格の｣二下'幅が大きく，

安くもできるし高くもできる。入会金は，０から２００万円まである。メンバ

ーフイーも３０００円狸度である。

これに対して［1本の会員ilillゴルファーの料金は，どのようになるだろうか。

日本の会員制ゴルフ場への入会金は，５０万|]]から１００万｢｢］（中をとって７５

万円）だから，これを２０年ＩｌＩ１で償却するとして，ｌｲIilli約３万７５００円とな

る。年会費は，平均２万４０()()円である。月11回|ゴルフを楽しむと，１年間

のグリーンフイーは，67601]l×l21nlで８万１１２０円である。それに年会費２

万4000円と入会金作||Ⅱ償１ilI費３万７５００円を力||えると，会員制ゴルフ場の１

年間のゴルフ料金は，１４万２５００Ｉ１ｌほどになる。

このケースのゴルフ料金は，イギリスのゴルフクラブのメンバー料金より

若干安い。しかし預託金の存在を無視したこのケースは，あまり現実的な仮

定ではない。企画庁による'三|本人の会員制ゴルフの料金想定は，預託金を考

慮に入れて計算されている。

その計算によれば，「預託金の柵え置き期Ｉｌ－Ｉ１を１０年，年利７％の半年複利

という条件で，１０年'''１で約２５７０万円」となり，これが会員となるために１

年間で会費に２５７万'１１迫力ⅡｌＷな支払いを意味するものと見なされる。こうし

た事情を加味すると，「我が'工|の会員制ゴルフのメンバーにかかる年会費は，
（21） 

概ねイギリスの１０倍，アメリカの７倍の高さ」Ｉこなっていると半Ｉ定される。

低金利の今'１，７％の利子想定はいささか過大だから，３分の1の２．３％と

見ても，約８６万円の利子損になる。それでも日本人会員のゴルフ料金は，

イギリスの約４倍も高い。

以上のように日本のゴルフ料金は，国際的に見ても，途方もなく高く，異

常ですらある。このゴルフ料金の高さは，’三|本人のゴルフをさまざまに歪め
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衣６［l本人の１｛I2llIlのゴルフYⅢ（ili位：万''1）衣７１１本人のゴルフのlⅡ|数

川具等会灘等合計11回|当ZＷ１ｌ コース練習所

'981111 

1982111 

1983年

l984jli 

l985jli 

l98611i 

l987j1i 

l9881I《

1989111 

1990年

1991年

1992年

1993年

1994年

l99511i 

l9961Ii 

l99711R 

1976年

1979年

1982年

1983年

l98411i 

l985112 

l986年

1987年

'９８８１１２ 

１９８９年

1990年

'991112 

1992年

1993年

1994年

]995年

1996年

1997年

８．５７，６１０１リ

5.4１１．９１７．３１０，３００ 

５２８.(）1３．２１１，０６０ 

５．３１２．２１７．５１２，Ｍ(） 

3.0３．０１，７４０ 

５．４１２．５１８．０１３，`１００ 

３．０３．０１，８５０ 

５．１１２．３１７．３１４，６８０ 

３．４３．４１，９５０ 

５．７１０．４１６．１１３，９１０ 

３．１３．１１，９００ 

５．８１２．２１８．０１４，０６０ 

3.0３．０１，８１０ 

６.(）１３．５１９．５１５，Ｍ0 

２．８２．８１，５７０ 

１３．２ 

１２．２ 

１６．９ 

１１．９ 

１３．８ 

１３．４ 

１１．８ 

１１．６ 

１２．３ 

１２．６ 

１１．８ 

１２．６ 

１１．５ 

１１．２ 

１０.２ 

１１．０ 

１１．２ 

１０．２ 

1３．９ コース

練習Ⅳ「

コース

練習ｱﾘＴ

コース

練習ⅣＴ

コース

練習７Ｗ

コース

練習)ﾘＴ

コース

練習)脈

コース

練習『所

コース

練習Ⅳｒ

コース

練習､Ｔ

コース

練習ｱﾘＴ

コース

練習jﾘＴ

コース

練習)ﾘｒ

コース

練習i脈

コース

練習j所

コース

練習ｱﾘＴ

コース

練習ⅣＴ

コース

練習)脈

'７．２ 

１６．３ 

１７．５ 

１６．２ 

１６．４ 

１７．６ 

１９．５ 

１９.３ 

１７．５ 

１６．３ 

１８．２ 

２０．６ 

１７．７ 

１８．４ 

ｌｌＩｎＴ：『レジャー141轡』より作成。

2１．５ 

３．９ 

１８．１ 

３．２ 

１７．９ 

２．８ 

１９．４ 

３．６ 

１８．６ 

４．３ 

１８．０ 

３．４ 

１８．６ 

３．５ 

17,060 

２，０２０ 

１５，７６０ 

１，７８０ 

１６，０００ 

１，７４０ 

１９，０()0 

１，９６０ 

１６，８９０ 

２，０７０ 

１６，１３０ 

１，９７０ 

１８，００(） 

1,890 

６．４ 

５．２ 

４．５ 

６．０ 

５．２ 

５．２ 

５．４ 

15.0 

３．９ 

１２．９ 

３．２ 

１３．３ 

２．８ 

１３．４ 

３．６ 

１３．４ 

４．３ 

１２．８ 

３．４ 

１２．９ 

３．５ 

出所：ｒレジャー白智」より作成。

てきた。ここでは，『レジャー'二|書』によって，’三|本人のゴルフ費用の高さ

をもう一度砿認しておきたい。

『レジャー白書』は，’三|本人の年illjゴルフ費用をlﾘjらかにしている。『白

書』によれは，１９８０年ITIのゴルフ費川は，ゴルフ道具込みで８万５０００１１]だ

った。当時の11回|のゴルフ費川は７６１０円と算定されている。この数字は，

会員権所有者を若干含んでいるので，ビジターゴルフの費川は，この数字よ
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りいくぶん高まるであろう。日本人のゴルフの回数は年間１１～１２回で，い

わゆる月ｌゴルフである。

ゴルフ費用は，８０年代に上昇しつづけ，バブル崩壊の直前の８９年には，

道具込みで１９万５０００円に増力[Iした。１１回|の費用も，1万５４４０円に上昇した。

さらに９６年の近年には，バブルがはじけて，ゴルフへの情熱が停滞ないし

低下し，費用は，１８万円と微減した。１１回|当たり費用も１万６１３０円と停滞

気味である。

最近のゴルフ料金の傾向は，価格破壊とまではいかないが，平日ゴルフ料
（22） 

金などは１万円以下のところｶﾇ増えてきている。

以上のように，日本のゴルフ料金は，どう見ても異常に高い。しかも外国

では考えられないような支出が，日本のゴルフ費用を高めていることを無視

できない。

日本の場合，一般的にゴルフ場が住居から遠く離れていることが多いため，

交通費が加算されることを考慮しなければならない。電車でいったとしても，

１時間もかかるところなら往復２０００円以_しはかかる。また外国では見られ

ないプレイ半ばでの食事代の高さもつとに有名である。１０００円クラスが最

低で，ちょっと気の利いたものでも食べればすぐ2000～3000円は飛ぶ。

さらに日本人のゴルフは，月１回くらいのものだから，ゴルフの後は，必

ず宴会をともなうことが多い。イギリス人のようにパブでｌ～2杯のビール

でことがおさまらない、本人は，少なくとも2000～3000円は飲み食いする。

コンペなどあれば，宴会費，賞品代あわせて１万円は払わなければなるまい。

こうしてゴルフ費用は，ゴルフ代に力||えて１万円～１万５０００円近くを追加

せざるをえない。また外国では一般的にキャディはつかず，バッグをかつい

だり，トロリー（カート）を曳いたりしてプレイするが，日本では，一般的

にキャディがつき，その分プレイ代が高くつく。

日本のゴルフ料金の高さは，日本人のゴルフを貧しいものにしている。そ

れは，ゴルフ料金が高いために，ゴルフのプレイ回数が非常に少ない傾向と

なって現われている。もっともその背景には，休日が少なくてゴルフをプレ

イする暇がないという事情もあるが，しかし主因は高価格であろう。

表７が示しているように，日本人の年ＩｌＩ１ゴルフ回数は，１９８５年頃から一
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表８ゴルフプレイ年平均|Ⅱ|数（1998年８月）

会社員 自営業その他 合計

萠役部長課長その他

1回

２回

３回

４回

６回

８１回’

１０１回１

１２１回’

１８回

241回１

３６１． 

４８回

０
２
２
０
１
０
０
８
２
 

０
１
１
０
５
０
０
１
０
７
３
０
 

１
 

９（3.8） 

1４（5.9） 

2５（10.5） 

10（4.2） 
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合計１９２８４６１２２１２１０２３７ ００） 

注）この調査は，私が本章の資料とするために１９９８年８月におこなった調査紡果の一部

である。サンプルは，テニスクラプ60名，某建設資材会社の事務部門７０名，工場部

門260名，合計390名である（各表の１回Ｉ答者数は設問の回袴科数である)。調査結果の

全体はここで紹介しきれないので，別途比較総済研究所の紺告書としてまとめるつも

りである。詳しくはそれを参照されたい。

貫して平均１１～１２回くらいである。しかしゴルフに関する調査によれば，

東京のサラリーマンのゴルフ回数は，もっと貧しい結果がでている。
（23） 

第一勧業銀行による東京のサラリーマン500名のサンプノレ調査によれば，

1986年頃，１年間の平均ゴルフ|回|数は８．８１回1にすぎない。しかも年l～３１回１

が２７．２％，４～６回が２４．４％，７～９１回|が９．８％，１０～１３回が２２．８％であ

った。つまり東京のサラリーマン・ゴルファーの半分は２カ月１回以下であ

る。２週に１回近くが２％前後であり，そして週１１回1以上はほとんどいない。

もっとも１９９８年夏に私のおこなった調査によれば，表８に示したように，

大変輿|床深い傾|可が読み取れる。サンプルは，東京近郊のテニスクラブ会員

と栃木県小山市と静岡県掛川市にある某建設資材･メーカーの工場従業員およ

び本社事務部門の社員である。職業区分で「会社員その他」とあるのは，

主に後者の人たちであり，いわゆる工場労働者である。

簡単に分析の結論を述べれば，第一に，平均的には，月１１回1ゴルフの傾向

は事実であるが，一般的にそれ以上のゴルフ回数を楽しんでいる人たちがか

なり存在しているということである。
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年IlUl21nl（月１回）プレイする人たちは全体の３５％にもなっているが，

月２１回1以上プレイする人たちが１６％も見られる。部長以上の管理職1両は，

月１１回|以上が多く，課長クラスはやや少ない。しかし「その他」の層，主に

工場の労働者も月ｌｌｎ１プレイが３５．２％おり，月２回が５．７％で，この牌も

地力住まいのせいか結榊ゴルフを楽しんでいるように思われる。自営業者や

退職者と思われる会社員以外の「その他」の人たちのゴルフ|Ⅱ1数が多いのが

目立つ。

しかし一般的には日本人のゴルフの|回|数は，きわめて少ないことは問kllの

事実である。当たり前であるが，アンケート調査では，ＩＩｉ格が安ければもっ

とゴルフをやりたいと答えた人は，８９％に達している。

こうしたゴルフ回数の貧困は，日本lIfl有の練習場ゴルフを生みだし，発達

させた。表７に示したように，日本人はゴルフ練習場に通い，コースでプレ

イできない不iMiを練習場で解消していることがわかる。練習場へ通う回数は，

２０年間ほとんど変化していないで，年''１１１７～l81n1の数字を維持している。

近年は若干微噸しているように思われる。

日本人のゴルフ熱は，コースでなく，比較的安価な練習場で発散している

印象が強い。そして１回の費用は，ほぼコースの１０分の１程度であり，例

えば1989年にはl5701Ijであった（表６参照)。それはまさにイギリス人が

ビジターとして安いコースでプレイする(illi格に近い。これは，日本人のゴル

フライフの貧しさを象徴していて興味深い。

’三１本では，日本人を虜にしているm白くて楽しいゴルフが，月に１１血|くら

いしかできないとあって，もっとやりたいという欲望に付け込むのが接待ゴ

ルフである。自分の金ではできないから，接待してもらって無料でゴルフを

プレイしようというのである。あるいは会社の交|際費を使って，自分は１銭

も支払わないでゴルフをしようというのである。こうしたIHI題は，接待ゴル

フの節でゆっくりと考察したい。

２横並び主義のゴルフ

戦後'三|本人のゴルフの遊び方を支配したものに，日本人の特殊な意識や行

動スタイルがある。その一つは，［|本人の横並び主義である。この横並び主
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衣９イングランドのゴルフ場設立状況

イングランド％内ロンドン％

1899年以前

1900-19年

1920-44年

3７０２２．１ 

３６６ 

２２８ 

９６４５７．５ 

７４２５．０ 

６３ 

５２ 

１８９５５．９ 小計

1945-59年

1960-64年

1965-69年

'970-74111 

1975-79年

'980-84111 

1985-89年

1990-96年

１７ 

２２ 

２７ 

７７ 

８９ 

６１ 

７３ 

３４８ 

７１３４２．５ 

４ 

６ 

９ 

２１ 

１８ 

１３ 

１３ 

６５ 

１４９４４．１ 戦後小計

合計

設立年次不ＵＵ

総計

1,677 

５１ 

１，７２８ 

1００ 338 

９ 

３４７ 

100 

'11所：TheSundayTelegraph［1996］より作成。

義は，個人主義の欠如した他人を気にしすぎる気質であり，流行やブームに

弱い性格であり，また我先に流行やブームに遅れまいと突進する「われさき

症候群」（『朝|]新lf11』1987年９月７１]，天声人語）でもある。言い換えれば，

それは，かつて日本のファシズムを生んだ大勢におもねる付和雷同の精神描

造であり，バブルを生みやすい日本人の精神構造でもある。

日本人のゴルフを観察していると，実にそうした日本人の意識，気質，性

格がゴルフの遊び方を色濃く支配していることがわかる。日本のゴルフを特

徴づけたそうした'三1本人の精神構造は，データ的に検証するのは難しいが，

すでに指摘したゴルフ人口とゴルフ場の急墹の１１]にはっきりと現われている。

かつての先進国イギリスが長い間かけて達成してきた経済成長を，日本が戦

後のきわめて短いjUIIⅢIにいとも簡単に成し遂げたように，イギリスが200年

近くかけて造ってきたゴルフ場を，日本は，わずかに戦後３０年たらずで造

り上げてしまった。

表９に示したように，現在イギリスのイングランド地域にあるゴルフ場は，

1996年には１６７７カ所であるが，１９世紀末までに設立されたものは３７０カ所

(22.1％）にも達し，またすでに１９４５年以前に，９６４カ所（57.5％）が設立
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されていたのである。戦後イギリスのレジャーの大衆化を反映して，ゆるや

かにゴルフブームが生まれ，ゴルフ場は，戦後多少の変動をともないつつ，

特に９０年代に入って数多く設立されている。しかし全体としては，ゴルフ

場の設立は，徐々にすすんできたのである。

これに対して日本の場合は，イギリス並みのゴルフ場１９００カ所を戦後の

わずか３０年IlUで一挙に造り上げてしまった。こうした爆発的なゴルフ場の

建設は，経済成長系上主義から見ると大変立派に|ﾙにえるが，スポーツや文

化の発展という観点から見れば，決して望ましいものではないことがわかる。

それは，あたかも社会革命があまりにも早急にｉｌＩｌ題を解決しようとして，

独裁，謀略，流1mに満ちて雌落したのに似ている。ゴルフ需要の革命的急増

は，さまざまな弊害を生んだ。ゴルフ場の需給逼迫は，すでに指摘したよう

に会員権の暴騰，利殖ゴルフの普及，ゴルフ場設立業者によるゴルフ場の乱

開発，サギ的ゴルフ場経営，銀行・ゼネコンなどによるゴルフ場建設投機，

ゴルフ場経営破綻，不良債権を生みだしたのである。

こうしたゴルフ場の急墹は，まさに'三|本人の横並び主義に対応している。

日本人のゴルフの遊び方の中に現われた横並び主義は，第一に，ゴルフ人口

の爆発的な急増，リｉ１ｌＩｉも杓子もゴルフ，ゴルフという一億総ゴルファー的な傾

向を生み，それがまた日本人のゴルフマナーを著しく低下させていると指摘

しなければならない。

ゴルフは，長い時間をかけて，イギリスのジェントルマンのスポーツとし

て特異なマナーをもって碓立してきた。そこに大衆が加わっても，マナーは

破壊されることなく，イギリスの大衆は適度に教育されつつゴルフマナーを

身につけてきた。サッカーに見られるフーリガニズムの野蛮さは，イギリス

のゴルフには微座もない。

しかし日本の場合は，あまりにも短）Ullliにゴルフが普及したために，大衆

がゴルフマナーを十分に身につける時llI1的な余裕がなかった。日本における

ゴルフマナーの欠如，悪さについては，これまでしばしば心あるゴルファー
（24） 

によって}旨摘されてきたことである。

日本のゴルフ場の混雑は，ルールやマナーを大切にするゆとりあるプレイ

を困難にし，ゴルフ場の|回|転率を高めるために，不要なキャディが張りつけ
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られ，走り回ることを強いられる。

ゴルフのルールブックには「ゴルフというのはいかなる反対給付も受けな
（25） 

いでゴノレフそのものを楽しむことにある」と書いてあるそうで，日本の接待

ゴルフは，本質的にゴルフルールに反することになる。しかも会社の上下関

係をゴルフ場に持ち込んで上司にごまするゴルフなどは，スポーツとはほど

遠い。ゴルフを接待の手段にし，ゴルフ場をお座敷化している接待ゴルフは，

接待者が接待される人をもっぱら楽しませるために精をだし，ゴルフがスポ

ーツであり，ルールやマナーをもっていることを忘れさせている。

ゴルフをまったく理解しない無知で無教養なミーハーのＯＬやパーや飲み

屋のお姐さん，ヤクザのお兄さん方，果ては会社の慰安コンペで大挙してゴ

ルフ場に繰りだす団体ゴルファーの面々たちは，ピクニックにきたかのよう

に，嬬声や奇声を発して，他人にはばかることなく傍若無人に振る舞う。

ゴルフフイーの高さも，時としてプレイヤーを傲慢にし，日本では，イギ

リスで通常おこなわれているように，フェアウェーの雑草をむしったり，穴

を埋めながらプレイするマナーなど，あまり見かけられない。高い金を払っ

てマナーだのルールだのと小言をいわれたくないといった気持ちのプレイヤ

ーが少なくない。

こうした無知な大衆をゴルフのマナーになじませるのには，本来は長い時

間とゴルフ場の余裕が必要なのだが，日本では両方とも欠けていた。日本の

大衆ゴルフの落とし穴がここにある。

第二に，横並び主義ゴルフは，日本社会の中で，ゴルフ村社会を形成して

いる。サラリーマン社会におけるゴルフ村の形成について，作家の阿部牧郎

氏は，ある会社に勤めていた１９６０年代初め頃の経験を回顧してつぎのよう

に指摘している。

会社の「ＮｏｌとＮＯ２が（ゴルフの）上級者なのだから，管理職はほとん

ど全員がゴルフをやっていた。社長，専務を中心にゴルフソサエティができ

ていた。そこへ入れない管理職は，疎外された気分になるようだ｣。そして

新しく登用された新管理職たちが，「秘密クラブめいた雰囲気」をただよわ

せながら，「上層部のゴルフソサエティ」に加わることを夢見て，ゴルフに
（26） 

専念していたと。そして阿部氏は，痛烈にゴノレフを三流スポーツとして批判
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する。私は，スポーツ自体に一流も三流もあるとは思わないが，現にスポー

ツとして遊ばれている堕落した日本型ゴルフへの批判としては大いに当たっ

ているといえそうだ。

こうしたゴルフ村･社会は，まだ１９６０年代には，管nIUlWt層を捉えていただ

けだが，７０年代から８０年代に入って，ゴルフが大衆化し，一般のサラリー

マン層や職人，’二|営業者，小商人にも広がっていった。

あるジャーナリストは，「日本のサラリーマン社会では，なんたって管理

職にはゴルフが必須条件」であり，「サラリーマンのゴルフは，職場のコミ

ュニケーションを図る“ゴミユニケーション"｣，「サラリーマンの処世術の
（27） 

－つ」だと}局摘した。

またあるサラリーマンは，ゴルフをやっていて「会社を知ってもらい，顔

を覚えてもらって，ようやく仕事にむすびつく」。「ゴルフは一人前の営業マ
（28） 

ンへの近道であることは|Ⅲ違いない」と言い切る。

こうした傾向について，綴済評論家の長谷)||腿太郎氏は，「日本人は，理

解できない人'''1とは付き合いたがらない。ゴルフをやりたくないと言い出し
（29） 

たら，村八分にされてしまう」と指摘し，企業|人|外でビジネスマンの話題は

ゴルフであり，その話題についていけないと除け者にされかねないゴルフ村

社会の存在を指摘している。

日本のサラリーマンは，こうした横並び志向にしたがって，嫌々ゴルフを

強いられる。もちろんそれに逆らう人たちも少なくはないであろうが，日本

的なゴルフ村社会の存在は不動のように思われる。この横並び志向こそ，日

本のゴルフを異常に普及させている一因であった。しかもこのゴルフは，接

待ゴルフというビジネス業務と絡んで，－１Fiそうした傾向を強固なものにし

た。ゴルフをしなければ仕事にならない。新しい得意先もとれなければ，売

り上げも上がらない。

横並びゴルフ村社会の形成は，なにもサラリーマンの世界だけではない。

象徴的にも，政治家の世界でも同じである。国会i議員'11束昭子氏は，「ゴル

フをやらないと一流の政治家にはなれない。それに最近は，ゴルフをしない

と企業とも付き合えない。何でもゴルフに行って話し合うようになってる
（30） 

から」だと評iっている。



〕o６第ＩＶ部日本』(ルジャーのIIIIiirIi

かように政治家の'''１でもこの横並び志向が強いことがうかがえる。なにも

ゴルフができなくたって一流の政治家になれないわけではないのに，今の政

治家の1111では，ゴルフが大政治家への早道になっていることを証明している

のかもしれない。ゴルフは，まさに業者が政治家の先生方を買収するための

有力な手段でもあるからである。政治家のゴルフ好きの根拠は，ゴルフ会員

権による錬金術と情報収集にある。

日本人の好むスポーツはいろいろあるが，『レジャー'二1書』によれば，口

本人の男性が参力'１を希望するスポーツの11二'で，８０年代末から９０年代初めに

ゴルフは，３０％を占めトップの地位にあった。さらに９０年代の後半になっ

て不況の深刻化が反映してゴルフ希望者はやや低下しているが，だからとい

って他のスポーツがｲ''１びているわけではない。おそらく景気がIn1復すればゴ

ルフ希望人口は噸えていくと推測される。Ｉ川題はあるが，ゴルフは国民的な

スポーツとして定蒜していることがわかる。今やゴルフは，’三1本人によるレ

ジャーの中の王様なのである。

３形から入るゴルフ

日本のゴルフを特徴づけてきたもう一つの日本人の意識と行動スタイルは，

形を尊ぶ性癖である。これは，日本人の様式好みの性格，意識を色濃く反映

している。そうしたＩ頃向は，ゴルフの打ち方のフォーム（スタイル）への日

本人の異常なこだわり，ゴルフのプレイ内容でなく，ゴルフ道具やゴルフ衣

装，あるいはゴルフ場の外観，施設，見かけに対するこだわりとなって現わ

れている。

こうした傾向は，ゴルフに見られるだけでなく，すべてのスポーツに見ら

れる。プロ野球の選手たちを見ればすぐ納得するはずである。すなわち，外

国人選手たちは，打者のフォームにしろ，投手の投球フォームにしろ，大変

個性的で，自分流にＩｌＭ発した独'二|のスタイルにこだわり，日本人が基本とす

るスタイルとほど迷い。日本人の素人日にもきわめて変11Ⅱ的に見える。それ

と対照的に，例外は増えているが，日本人選手のフォームは，標準的であり，

基本といわれる定型にしばられ，個性に乏しい。

日本人のゴルファーも|司様である。あたかも修行伯のように，自分のスイ
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ングのフォームに悩み，先飛やコーチに教えを請い，スクールに通う。雑誌

は，こうした悩める子羊たちを導く記事でいっぱいである。鉄道のプラット

ホームでカバンや傘をクラブがわりにして，スイングの矯爪に余念ない風景

は，日本独特のものである。あたりかまわず，ゴルフの打ち方に興じている

ゴルファーの姿も，苦'脳にみち，また楽しそうにも見て取れる。

しかも日本人には，そうした傾向に対応して教え魔が多い。世界的に教育

熱心なお国柄を反映してか，スタイルに悩む人がいれば，そのＩ悩みを解決す

べ〈，実はさらに混乱を大きくすることが多いのだが，教えをたれる人が実

に多い。筆者をふくめて。

データがあるわけではないが，イギリスでの見聞をもとに指摘するならば，

イギリス人は，ゴルフそのものを楽しむことに熱中し，逝具やスタイルを気

にしないし，こだわらない。もともとイギリスは個人主義の強い国柄であ

り，イギリス人はみな個性的である。概して流行などには関心が薄い。他人

はどうでもよいのである。その上，基本のフォームを教えてもらうにも，レ

ッスン料が高いので，わざわざ高い金を払って教えてもらおうとする人は少

ない。イギリスのレッスンは，もともと個人教授が原則だからなおさらで
（31） 

ある。

イギリスには，ゴルフのレッスン場（日本の打ちっぱなし）などほとんど

ない。だからビギナーは，経験者とコースに出て見よう見まねで，せいぜい

簡単な教えを先輩から受けて，場数をこなしながら，ゴルフを覚えるのであ

る。少なくとも一般の大衆ゴルファーはそうである。

それは，あたかもイギリスの自動IlIの免許の取り方に似ている。イギリス

では，自動''1免許をとるためには，路上で訓練をする。自動車にＬマークを

貼って，免許証をもつ素人が初心者を教えたり，’１１Jのインストラクターが路

上で教えるのである。だから自動Ili教習所と|可じように，ゴルフ練習場もイ

ギリスでは，日本のように発達しないのである。

ゴルフの道具や衣装，ゴルフ場の外観についても同じことがいえる。これ

については，外国人の観察に耳をかそう。アメリカ人トーマス・ゼーゲンは，

日本のゴルフにうんざりして，「日本人は，＿上から下までまるで洋服メーカ

ーの宣伝マンではないかと)0Mうほど，派手な道具一式を'惜しげもなく買い揃
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える。アメリカではショート・パンツにＴシャツ。靴はなくハダシでも誰も
（32） 

文句を言わなし〕」と断じた。

日本人は，古来，道具をたしなむ性癖を保持してきた。茶の湯における器，

太公望における釣り道具。釣りに行かずに高価なヘラブナの釣竿を磨いては

楽しんでいるご隠居の姿は，高Iilliなゴルフクラブを家で余念なく磨いて－人

ほくそえんでいる現代のサラリーマンの姿と少しも変わらない。

ゴルフそのものではなく，ゴルフの道具，衣装，施設の外見を気にする日

本人の性癖は，ゴルフのコストを高くしていると|司時にゴルフ産業を盛んに

し，ひいては日本の経済成長を支えている。それは無駄使いであり，資源の

浪費であったが。

表１０は，ゴルフ用品産業の市

表1ｏゴルフＩＩｊ１ｌｌ１の売上げ額場の大きさを示したものである。

ゴルフブームを反映して，1985売上げ額球技スポーツ川ｌｗ１に占める
ゴルフ)Ｍ１の売上げ

年以降ゴルフ用品の売上げは急増
1985年3,190億円５２．９％

１９８６３，０５０５３．４ し，しかも球技スポーツ用品の売
1987４，０４０60.6 

19884,770６４．５」こげのｲﾘ1びよりも急速であり，そ
1989５，３４０６６．０ 

のシェアの1ｈ重を高めた。日本の1990５，８４０６７．２ 

１９９１６，２６０６７．６ ゴルファーがこよなく用具を愛し
１９９２６，１７０６６．１ 

１９９３５，８２０６６．４ ているＩ頃向を高I明している。
1994５，５６０６６．２ 

１９９５５，５７０６６．６ ちなみに日本人のゴルフセット
1996５，６３０６７．１ 

の所有数は，私の調査では，表1997５，７２０６７．４ 

出所：「レジャー白書」より作成。 ｌｌのように，２セット以上の所有

表１１ゴルフクラブの所行数（1998年８月）

会社員 自営業その他

●
 

一『一一乱》》

〈ロ

面役部長課長その他

184（69.2） 

６７（25.2） 

11（4.1） 

３（1.1） 

１（0.4） 

１セット

２セット

３セット

４セット

１２セット

１
５
２
１
 

１
 

４
４
１
０
０
 

１
１
 

７
９
４
２
０
 

３
 1１０ 

２７ 

２ 

０ 

０ 

７
５
０
０
０
 

５
７
２
０
０
 

合計 2０２９５２１３９１２１４２６６（１００ 

注）村串の調査。
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者が約３０％もおり，３人に1人は２セット持っている。また３セット以上

も持っている人が約５．５％もいる。もっとも１セットしか持っていない人も

１セットしか所有しなかったわけではなく，新しく買って古いものを廃棄し

たり，他人に譲ったりしたことが多いはずである。いずれにしても，日本人

は道具好きであることには変わりがない。

ゴルフ業界は常に新製品を開発して売り込みに跳起だが，私の調査では，

高m1iなクラブを買ってiilili足している人が多い''二'で，iFjililliなクラブほど好成績

をえられると思うかとのllUUいに，「いいえ」と答えた人が７６．６％にもなって

いる。確かに岐近の道具はよく飛ぶようになっているが，飛べばスコアがよ

くなるものでもない。要するに日本人は道具を愛しているだけなのである。

日本人は，ゴルフをすることより道具に金を使い，実際にゴルフをプレイ

し楽しむことを惜しんでいる。実を取らずに，形を取っている。すでに表６

で示したように，ゴルフ川具代は，ほぼ年ｌｌＩ１で５万|']ﾘｶiの支出であり，プレ

イ代１８～１９万円のほぼ３０％にも達している。イギリスの例などと比較する

データをもちあわせていないのが残念であるが。

しかし私の見聞をもとにいえば，イギリス人は，かつて書いたように，古

いゴルフ道具を大切にし，新しいものを容易に囲わないし，また自分の力量

を無視した高｛llliなクラブなど決して買わない。初心者は安い｢１１古品を買って

入門する。しかもそれを卒業すれば，また中古,W,として売り，捨てたりなど
（33） 

しない。そうした事'|iｻﾞは，イギリスの絲済成長率を著しく低くしているが，

彼らのそうした節約分は，長い休暇となって現われ，ゆとりあるレジャーラ

イフの原資となっているのである。

他方，日本人は，逝具を好み，見栄を張ってi巧'1ⅡiなjiijL具を買い，道具向,慢

に余念がない。安物のクラブなどもってゴルフ場に行こうものなら，すぐに

品定めされてしまう。そのかわり高いゴルフ代を払って回数の少ない貧しい

ゴルフを楽しんでいる。

４行楽型ゴルフ

日本のゴルフ環境は，日本のゴルフを単なるスポーツから，１日がかりの

レクリエーションに変えている。すなわち，すでに折l11iliしたように，第一に，
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日本のゴルフ場が一般にプレイヤーの住居から遠く離れた遠隔地にあるため，

交通時間が長くかかり，たかだか3～４時間のゴルフに往復４～6時間もかか

り，結局１日がかりになってしまうからである。しかも早朝４，５時から起

きての出発となれば，まさしく小学生の遠足並みである。こうした日本のゴ

ルフの傾向を私は，行楽型のゴルフと呼んでいる。

日本のゴルフのそうした傾向は，日本人の地域住居構造，あるいは都市構

造に大いに規定されている。日本では，大都市に住民が集中しすぎ，大都市

の中にゴルフ場など造りょうがなかった。周辺地域でさえ，ゴルフ場などご

くかぎられた存在だった。しかも，戦後大都市化が一層進んでからゴルフブ

ームが起きたからなおさらである。

イギリスでは，産業にしる住民にしるあまり大都市に集中していない。イ

ギリスでは，産業も住民も比較的全国に分散している。したがってゴルフ場

も分散しているし，都市の中にも周辺にもゴルフ場が存在している。基本的

にゴルファーの家とゴルフ場がそれほど離れていない。

ちなみにロンドンについていえば，グレイター･ロンドンと呼ばれるＭ２５

高速道路周辺以内に住む住人は約700万人近いが，そこには３４O近いゴルフ

場が散在している。そして各地域の住民が周辺にあるゴルフ場でプレイを楽

しむ。時には離れた友人のところでプレイすることもあるにしろ，グレイタ

ー．ロンドン内なら１時間もかからない。しかも地方都市の場合など，住・

職が一致していて，曰の長い夏など５時に終わって，職場からゴルフ場に直

行して１ラウンドプレイすることが可能である。

片や日本では，大都市圏では住・職が極端に離れていて通勤時間が長く，

仕事を終えてからゴルフなどまったく考えられない。しかも居住している近

くにゴルフ場があることは少なく，たとえあったとしてもゴルフ場が混雑し

ていてなかなかプレイできない。例えば，私の住んでいる千葉県流山周辺に

は，ゴルフ場がたくさんあるが，これは周辺の住民がプレイするためのもの

ではなく，むしろ東京周辺の近場のゴルフ場として混雑しているので，簡単

にプレイすることができない。いきおい遠距離にあるゴルフ場に１日がかり

で出かけることになる。

第二に，日本人のゴルフは，回数が少ないので１回限りのゴルフを最大限
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楽しもうとするようになることである。どうせたまにしかできないのなら，

豪華なゴルフ場で，殿様気分でやりたいと思い，キャディ付き，豪華風呂付・

き，さらには温泉付き，そして大理石でかざった華腿なクラブハウスで高い

食事をし，プレイ後に宴会を楽しむ，などすでに指摘したように慰安という

か娯楽的な行為をともなうことが多い。そうした豪華さを取り入れないゴル

フ場は，格の低いゴルフ場と見なされ評判を落とし客がこなくなる。日本の

ゴルフが行楽剛ゴルフと特徴づけられるゆえんである。

こうした行楽巡りのゴルフに，交|漂費によるゴルフ，接待ゴルフが加わって，

特に豪華で瞥沢なゴルフの傾向が強められた。行楽型ゴルフは，ここではお

座敷型ゴルフに変形している。

他方，行楽型のゴルフに逆らって，近場のゴルフ場での格安ゴルフ（河川

敷ゴルフ場)，公営ゴルフ場への客の集'El1は，混雑を生み，また近場ゴルフ

場の早朝ゴルフなどが繁磯する。これらも日本的な現象である。

例えば，早』lﾘ1ゴルフと格安ゴルフをあわせもった風景をある外国人は，つ

ぎのように描写している。「火l1ili4Llの午前四時。荒111くりにある赤羽ゴルフ

倶楽部のMij2車場は，まだ真っｌ１ｆｆだ。止めた車内で伊藤正夫（23）たちは，コ

ンピニエンス・ストアで貝った弁当をバクつく。池袋にある会社で夜勤を終

えた彼らは，帰宅して寝床にもぐり込む前に早'lﾘlゴルフを楽しもうとやって

来た。これくらいはまだ序の'二1だ。暗闇のなか，ゴルフバッグを置いてクラ

ブハウスの外で待つ人たちの大半は，まだ眠い目をこすっている｣。「練習場

ではなく，本物のコースに出るとなったら，これくらいは我慢しなければな

らない。『早朝のほうが安いし，何といっても昼｢lllは予約がとれないから』

と伊藤は言う。赤羽ゴルフ支配人，縛根ｲＩＩ１樹も'1ﾐ'し訳なさそうに言う。『昼

間のコースはパニック状態でして』まったくクレージーもいいところだ。ゴ
（3Ｉ） 

ﾉﾚﾌをしないアメリカ人の私には，彼らの気がAllれない｣。

私もまた，向学のために近場のゴルフ場の早』lﾘ|ゴルフにいったことがある。

なんとも異様な雰ＭＩＩ気に趾倒されて，ゴルフどころではなかったことを思い

出す。こうなるとゴルフは，楽しみというよりは苦行のようである。
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５交際費・接待ゴルフ

日本のゴルフを特徴づけるものに交際費ゴルフ，あるいはその中心である

接待ゴルフがある。これらのゴルフは，日本独特の経営文化と深くかかわっ

ており，日本型ゴルフの重要な特徴の一つをなしている。途方もなく巨額な

(例えば96年度には５兆4100億）にも達する交I際費でおこなわれる交|漂費ゴ

ルフは，スポーツとしてのゴルフを，ビジネス手段や宴会の代用に変え，汚

職の温床にし，堕落させ，ゴルフ場を必要以上に華美にし，過剰サービスを

おこない，価格を不必要に引き上げる。あたかも銀座のサロンが１杯の水割

りに不当なllli格をつけて企業の経理にまわすように。バブル期には，接待専

門の法人会員だけのゴルフ場が造られたり，自社の接待用ゴルフ場を造ると

いった傾向まで生まれた。まさに日本は交際費ゴルフの天国の様相を呈した。

この交|際費ゴルフには，企業やなんらかの事業体の交際費を使って社用と

称して自分たちがゴルフを楽しむケースと，もっぱら接待のためのゴルフの

2種がある。後者は，接待する側のゴルフと接待されるゴルフがある。

まず第一に，自分たちが交際費でゴルフを楽しむケースを見てみよう。昔

の言い方をすれば，これは社用ゴルフと呼ばれるのがふさわしい。ここでの

社用ゴルフは，接待ゴルフと結びついていることもあるが，一応独立したも

のである。自分たちがゴルフを楽しむ社用ゴルフは，大別して主に経営者層

と中間管理職をふくむ一般サラリーマンの社用ゴルフである。

日本の経営者は，ト１１対的に報酬が低いが，相当額の個人交際費を与えられ，

個人の付き合いをふくめ経営者としての付き合いに交際費を使うことが許さ

れている。こうして企業は，投資をかねて大量に法人用ゴルフ会員権を購入

した。経営者は，それをＩＨＩ人的に使用することも許され，ゴルフの費用は，
（35） 

領収書を経理lこまわすだけでよい。

他方，中級の管理職や一般のサラリーマンの社用ゴルフも，社内では経営

者に認められているように，ある程度認められ，しっかり領収書をとって，
（36） 

ゴノレフ費用も社11]で落とせる仕組みになっている。「領収書ゴルフ」と'呼ば

れるゆえんである。

こうした社川ゴルフは，企業の視点から見ると企業内福利厚生的な意１床合

いがあり，また企業内従業員の相互親牌とか，また一般のサラリーマンたち
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の，すでに指摘したように，「]俄場のコミュニケーションを図る」ための労

務管理的な意味もある。このような社１Ｍゴルフは，IlHl人主義の欠如を示し，

ゴルフ村社会の物的基鵬をなし，日本人のぶら下がり気質を助長するとはい

え，ここではまだスポーツとしてのゴルフの様相を維持している。

社用ゴルフのﾈ''１髄であり，交際費ゴルフの｢１１心的な存在は，なんといって

も接待ゴルフであり，先の社用ゴルフとは根本的に異なっている。接待のた

めのゴルフとは，一言でいえば，取引き朴l手をゴルフに招待して，なんらか

の取引き上の利益を引きだそうとするビジネスとしておこなわれるゴルフの

ことである。あるいは，取引きの終わった後に，有利な取引きのお礼として

おこなわれるゴルフのことである。’二１本の社会には，一般に交際費による接

待が合法的な行為として，社会'慣行として定着している。ゴルフ接待は，夜

の宴会接待などと並んで，ゴルフ人気の高揚した１９７０年代から，接待の有

力な種目となった。

１９９４年に消費者金剛ルイクがサラリーマン３００名を調査したところ，２５

％の人が「接待は日常業務の潤滑１１１１」と答えたという（『朝L|新|刑』1994年

１１月２４口)。これはサラリーマンの社用ゴルフについて答えているように感

じられる。しかし接待ゴルフは，ビジネス最先端では潤滑油をこえて有力な

ビジネス手段であり，ビジネスそのものとなっている。

ある外国人は，「接待ゴルフなるものも度々経験した。最初は休日を利用

してフレンドリーにプレイを楽しむかと思ったらそうではない。接待する側

の社員は朝早く起き得意先を出迎えに行く。そして可哀そうなぐらい一生懸

命，丁重な物l腰でｲ１１手を接待し，その日のメンバーで一番エラい人から１１個に
（37） 

プレイしていくのだ」と接待ゴノレフを描写している。

接待ゴルフは，業界によってかなり異なっているが，わが国企業交際費の

２割（９０年度9828億円）を使)ｌＬている建設業界は，接待ゴルフがもっとも

聴んな業界である。某ゼネコン幹部は，接待ゴルフについて，「各社で建設

技術に大した違いはないので，接待で相手企業と関係を深めることが受注に

欠かせない。何十億という受注を得るためには，数百万の接待なんてコンマ

以下のコストでしかない」と述べ，みずから「週２回は平日ゴルフで`忙し

い」と明言する（rjlﾘ11｣新lff1』1998年２)］７日)。
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医瞭機器業界でも４万人もいるといわれるＭＲ（医療情報担当者）による

接待ゴルフが盛んである。東大助教授がペースメーカーの納入をめぐって業

者から接待をうけた事件を報じて，新聞は，「どの社の機器に決まるかは，

結局担当医の一存。椛限のある医Ⅱ11iにいかに多く似fIiKを図れるかが勝負」だ

と書き，この業界で「ゴルフや飲酒の接待は常誠」であると伝えている

(『jlﾘ旧新聞』1992ｲ|ﾕ１１月10'三l)。千葉大某教授は，「医療機器メーカーの営

業マンの間では，ゴルフ好きとしても知られ」ゴルフ接待攻勢をうけたが，

｢大手メーカーの'1]腿営業マンも『教授に付け)iＴＩけができるようになって一

人前』と言い，ゴルフや銀鵬赤坂あたりでの接待は常識」と指摘する

(『11！]|]新聞社』１９９２イド２月１４１＝l)。

また新聞は，「大手鉄鋼会社の秘書部''１]に勤める４０歳半ばの課長は，会社

名義のクレジットカードを持ち歩き，週３，４１回１，得意先にｌ人当たり４，５

万''１の接待をする。接待ゴルフは年401回１以上もある」と伝えている（rjlﾘ１日

新lH1l989年11)三Ｍ|])。

ある新聞記者は，食品メーカーの紳部が酒飲み話として「販路拡大の新し

い努力をいろいろやっているのに，結局，酒とゴルフの接待が一番効くんだ

な，これが。前近代的とわかっているんだが。どうにもならん」という声を

書き記している（rllﾘ11｣新聞』］993年１２月１３１三|夕1:Ⅲ)。

要するに日本の業界では，１Ｍ|き手段として接待ゴルフがごく一般的にお

こなわれており，接待者は，仕zliとしてそのゴルフをこなしているのである。

民llUの取引きだけでなく，政界や官界へのゴルフ接待攻勢が盛んなのは，近

年の一連の事件で十分に証|ﾘjされた。

岐近の一連の金剛(不祥事件で有二ffiになった「ＭＯＦ担」と呼ばれる銀行や

証券会社の大蔵省担当者たちは，大蔵官僚を接待し情報や自社の利権を引き

だすことが仕事であった。なかでもゴルフ好きの大蔵官僚には，接待ゴルフ

の攻勢をかける。

事件に先立つこと数年前の新聞は，「ＭＯＦ旭」ゴルフについて書いてい

る。ある「ＭＯＦ担」の「月約二百万}']ある交際費の大半は，大蔵省が大半

だった。銀座などで飲むのが週に平均三回，ゴルフが月に六回から八'１１１」だ

ったとの証言を紹介している（『１１ﾘ１１｣新|}Ⅱ』1992ｲ1ｉ３月２４１｣)。この「ＭＯＦ
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担」氏は，一応土日にゴルフを接待したとしても，月に６～８回（週に

15～２回）のゴルフを，まさに仕耶の一環としておこなったことになる。

地方の役人が業者に受注などで手心をくわえる汚職がらみの接待ゴルフを

うける事件など，枚挙にいとまがない。例えば，兵庫県警暴力団対策の－警

部IWiなどは，こともあろうに山口組系暴力団組長から接待ゴルフをうけてい

たという（ｒｊｌﾘ｣|｣新聞』１９９３年１１月10|]夕刊)。

政治家たちの業者との接待ゴルフも枚挙にいとまがない。例えば，財団法

人「日本船舶振興会」の笹)|||湯平nl1zll長は，運jliiii官僚への接待ゴルフが発覚

したことに絡んで，山梨県河口湖の自分の別荘に「これまで竹下，’''１神根両

元首相ほか，故安部晋太lilll元外相，森喜朗自民党幹事長，鹿野道彦新党・み

らい代表を招いて，近くのゴルフ場で，代議士の秘書も交えて一緒にプレー

をしたという」（『朝日新'111』1994年５)二１１７１三|)。その他，リクルート事件，

共和事件などで政治家へのゴルフ接待が明るみにでた。

接待ゴルフは，日本人の働き過ぎ現象の一つとして，接待者するllllのサラ

リーマンにとって残酷物語なのである。仕事として招待ゴルフに専念するた

めに，みずから病におかされ，あるいは家庭をｉｉｉj壊させ，ある人は離妬し，

ある人は子どもの反抗にあう。そして英知ある人は，そうしたサラリーマン

生活から足を洗い，またある人はゴルフをやめて，そのエネルギーを他の仕
（38） 

事にjI辰化していった。

ここで接待ゴルフの是非をめぐる論争にふれておきたい。接待ゴルフは，

その効用ありとして是認論が多数をなしている中で，少数ながら反対論もあ

る。例えば，経営者の反対論の代表格は，大塚商会の大塚実氏である。大塚

商会は，１９６１年の創設以来「原則として交際費なし」の経営をつづけて業

績を｛１１１ばしてきたといわれる。大塚氏の交|際Yｻﾞ不要論は，第一に，「交|県費

を使った営業はどうしてもIlDljl人と個人のつきあいになり，平業を広げようと

すると限界がある｣。第二に，接待に使った費川が，必ずしも取引きﾄ||手の

利益になっていない，むしろ交|際我を賃金や営業費にまわしたほうが効果が

ある。第三に，交際費サービスではなく取引き内容でのサービスでl勝負でき

る，といった趣旨である（『朝日新ｌｊ１１」1998年５月１０日)。こうした接待無用

論を，マクドナルド，’三|本ＩＢＭ，オリックス，ヤマト迦輸などの企業もと
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っているといわれている（『ﾘﾘ11三|新聞』１９９８年５)E]１７日)。

さすがに銀行の大蔵官僚接待が世上に暴藤され，接待の行き過ぎが極まっ

た観のある状況で，経団連や経済同友会あたりでも接待不要論が出始めてい

る。例えば，経団連会長だった豊田章一郎氏は，1998年２月９日の記者会

見で「接待は自分の金でやるのが原則だ」と主張し，同月２０日の記者会見

では「接待ゴルフ無川論」をぶち上げ「取引先とはゴルフをやらないほうが

いい」と述べた（『朝日新ｌｆ１ｌ』1998年２月２１１三|)。

他方，日産の会長辻義文氏は，「接待と呼ばれるものは一般的には会社の

カネで支払われるもの」と語り，理由として日本の経営者報酬の低さをあげ

た（『朝日新聞』1998年２月２０日)。日本の実業界も賛否が分かれたが，しか

し一般的に交際費否定論はいまだ少数派である。交際費肯定論は根強くのこ

っている。

最後に，ここで私のおこなった接待ゴルフについてのアンケート調査の結

果を紹介しておきたい。表１２のlのように，会社員では，管理職層は接待

ゴルフを多く経験しているが，工場勤務の従業員は接待ゴルフ経験が少ない

か，皆無である。当たり前であるが，接待ゴルフとは，一般に取引きに決定

権や裁量権のある管理職l閂や自営業者の'１１１題である。

つぎに接待するゴルフの|回|数についてみると，回答者が８１しかないが，

表１２の２に示したように，全体としてln1数にばらつきがあり，上層の管理

職ほど回数が多く，重役では月１１回|以上が約半分にもなる。他方，課長以下

一般のサラリーマンの接待する回数は少ない。

他方，接待されるゴルフについては，表１２の３に示したように，回答者

数は一層少なくなるが，全体として月１１回|程度は，約２０％にとどまる。ま

た接待されるより接待するゴルフのほうが，全体として多いように感じられ

る。

私の調査で興味深い点は，接待ゴルフの面白さについての回答である。表

１２の４は，接待されるゴルフは，楽しいかどうかを問うたものであるが，

接待されたゴルフも「楽しい」４９．１％，「楽しくない」５０．８％で，双方拮抗

している。結構接待されるゴルフも楽しんでいることがわかる。しかし課長

以下サラリーマン層では，「楽しくない」がやや増え，重役級は楽しんで接
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表１２接待・交際費ゴルフに関する調査（1998年８月）

自営業その他 合計会社員

重役部長課長その他

接待・交際費ゴルフの経験

ある１９

ないｌ

合計２０

135（53.4） 

118（46.6） 

253（100） 

11 

３ 

１４ 

３３ 

９３ 

１２６ 

０
２
２
 

１
１
 

４
３
７
 

２
２
 

3８ 

１６ 

５４ 

２接待するゴルフ回数

１回

２回

３回

５回

６回

７回

１２回

ｌ８１Ｉｊｌ 

２４回

３６回

(年平均）

1７（21.0） 

1５（１８．５） 

７（8.6） 

３（3.7） 

1３（１６．０） 

１（1.2） 

1７（21.0） 

１（1.2） 

４（4.9） 

３（3.7） 

２
１
０
０
３
０
１
０
０
０
 

０
２
０
２
１
０
１
０
２
１
 

３
０
３
０
４
０
５
０
０
１
 

７
５
２
 

４
４
 

３
１
０
１
 

0 

３
０
４
０
０
０
 

０
２
０
 

４ 

１ 

１ 

０ １ 

３接待されるゴルフ回数（年平均）

0.5回００

１回２５

２回1０

３１回１１０

６１１１’１２ 

１０１回１１０

１２回1３

１８回１０

２４回00

合計８１０

ｌ（1.8） 

1７（29.8） 

９（15.8） 

９（15.8） 

５（8.8） 

２（3.5） 

1１（１９８） 

１（1.8） 

２（3.5） 

5７（100） 

０
１
１
１
１
０
１
０
０
５
 

０
０
１
１
１
０
３
０
０
６
 

１
４
４
１
０
０
１
０
１
２
 
１
 

０
５
２
５
０
 
２
０
 

1６ 

４接待されるゴルフの楽しさの有無

楽しい９１’

楽しくない１９

合計１０２０

６４（49.2） 

６６（50.8） 

130（100） 

３
６
９
 

1４ 

２０ 

３４ 

2３ 

２６ 

４９ 

４ 

４ 

８ 

５接待するゴルフの楽しさの有無

楽しめる１４１３

楽し〈ない２１１

合計１６２４

７２（50.7） 

７０（49.3） 

142（100） 

1７ 

１９ 

３６ 

７
９
６
 

１
２
４
 

６
３
９
 

５
６
１
 
１
 

６接待ゴルフの是非

良いと思わない

悪いと思わない

何とも言えない

合計

４９（23.2） 

８１（38.4） 

８１（38.4） 

211（100） 

９
１
６
６
 

２
１
４
 

７
９
１
７
 

２
２
４
９
 

２
５
２
９
 

５
２
６
３
 
１
 

２
８
９
９
 

１
 

４
６
７
７
 

１
２
 

７接待ゴルフの将来

なくすべき１５

なくならないだろう１８２２

３
０
 

１
 

３２ 

１７４ 

1５．５ 

８４．５ 

４ 

４２ 

1９ 

７３ 

０
９
 

注）村小の調査。
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表１３来京のゴルフ場

コース名’７１，７２，７３，７４，７５，７６，７７，７８’７９，８０’8１，８２，８３

青梅

小金井

桜ケ丘

相武

多摩

立川国際

東京国際

八王子

府中

武蔵野

1７５ 

１，３５０ 

２６０ 

１６０ 

１４０ 

１００ 

１２０ 

２６５ 

２８０ 

１００ 

４８０５４０４５０４７５ 

１，６００３，５００３，３００３，４５０ 

６８０８００７５０７３０ 

３５０４５０４１０４３５ 

３８０４２０４２０４４０ 

３１０３００２８０３０５ 

４００３４０３１０３１５ 

６３０８２０７４０７１５ 

４５０９００８１０７８０ 

２００３４０３５０３５５ 

４９０ 

３，２５０ 

６２５ 

４５０ 

４２０ 

２２５ 

３００ 

７１０ 

７５５ 

３７５ 

４００ 

３，２７０ 

６５０ 

４４０ 

４３０ 

１８１ 

２４０ 

６５５ 

７２０ 

３５５ 

５３０６８０７６０９００１，２８０１，３３０ 

３，７３０４，５００８，５００８,５００７，８００７，８００ 

８２０１，０００１，２７０１，５７０１，８５０２，５００ 

４２０５５０７３０９５０１，２００１，４００ 

４４０５５０７６０８００１，０５０１，４００ 

２３０２７５３３０４００７００７８０ 

３０５３９０４３０５７０７５０８００ 

８００１，０００１，１８０１，５８０１，８００２，３００ 

９２０１，１５０１，６００１，７５０２，１５０１，９５０ 

３６８４６０５９０８００９５０１，０５０ 

注）「全国ゴルフ会員権相場』９６/９７年鑑，ｐ､２９より。

待ゴルフをしているざまがわかる。

他方，表１２の５に示した接待するゴルフについても，全体としては，「楽

しい」と｢楽しくない」が半々であり，ほぼ接待されるゴルフと同じ傾向が

示されている。

接待する時のゴルフで相手になんらかの配慮をするかの回答では，全体と

して「絶対しない」が４５％で多数であるが，「時々する」が39.4％もあり，

｢何時もする」が１５％もある。結構接待ゴルフは，相手に気を使うことが少

なくないことがわかる。

つぎに接待ゴルフの是非について問うたのが，表１２の６である。「良いと

思わない」という批判意見は，２３．２％であった。しかも管理職の下層ほど

否定論が少し増える。そして「何とも言えない」が38.4％，「悪いとも思

わない」との肯定論と同じ３８．４％である。全体としては接待ゴルフへの批

判がそれほどなく，口本のゴルファーは，接待ゴルフを容認しているふうで

ある。しかも表１２の７のように，「なくすべきである」という積極的反対論

は，１５．５％しかなく，しかも管理職の上屑ほど否定論は少ない。また日本

的な風土を理解してか，接待ゴルフは「なくならないだろう」とみんなが考

えている。

結局，日本の接待ゴルフは，日本の経営文化，交際費の存在にメスを入れ

なければ，決してなくならないであろう。しかしゴルフを真にスポーツとし

て楽しくプレイするためには，ゴルファーは接待ゴルフをやめなくてはなら
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（単位：刀円）会員権相場の挑移

'8４’8５’8６’8７’8８’8９’9０’9１’9２’9３’9４’9５’9６ 

１，８００１，７６０３，８００３，８００４，１５０５，６００５，１００３，５００ 

８，５００９，０００２５，０００２９，０００３１，０００４５，５００３７，０００１８,700 

3,1004,0507,5006,0007,４００１２，５００８，８００７，０００ 

１，７００１,８００３，０００３，７００４，１００５，３００５,３００３，１５０ 

１，４００１，９５０３，２００３，８００４,0５０６，５００５，６００３，５００ 

７４０８３０２，１００２，１００２，２５０４，４００３,４００１，９８０ 

８００１，１８０２，６００２，７００２，６５０４，’５０３，２００２，１５０ 

２，７００２，９００６，２００５,７００６，１００９，０００７，３００４，７５０ 

２,２００３，４００６，０００６，０００５，５００９,９００７，５００４，７００ 

１，２５０１，３００３，０００２,９００３，５５０４，９００３，９００２，６２０ 

２，７００２，９５０１，９５０１，５００１，６００ 

１３,０００１４，０００９，５００９，２００１０，３００ 

４，６５０４，２００３，６００３，３００３，８８０ 

２，６００２，５００２，０５０１，７５０２，０５０ 

２，８５０２，３５０２，０５０１，６５０ 

１，８５０１，９００１，２６０１，０００９６０ 

１，８５０１，９００１，３００１，３２０１，４７０ 

４，６００３，８００２，８２０２，２００２，３５０ 

３，２５０３，２５０２，３７０２，０００２，８００ 

２，２００２，２００１，８００１，３５０１，３００ 

ないと心得るべきである。

６利殖ゴルフ

日本人のゴルフを基本的に規定した預託金ゴルフ会員権制度は，日本のゴ

ルファーにも直接大きな影響を与えた。それは，預託金ゴルフ会員権を購入

して利殖の手段にする傾向を生みだしたからである。

表１３は，東京都内のゴルフ会員権相場の椎移を示したものである。平均

の数字では不十分なので，個別ゴルフ場の会員権価格を取り上げた。

例えば武蔵野のゴルフ会員権は，1971年には100万円だったが，翌年に

200万円に，７３年の狂乱物mli時に一挙に３４０万円にも跳ね上がり，オイルシ

ョック後しばらく停滞していたが，７８年の368万円から７９年に460万円へ

と一挙に上昇した。その後，第２次のゴルフブームに向けて急上昇し，８３

年には1050万円，３年後の８６年には3000万円にまで跳ね上がった。そし

てバブルの真っ盛りには４９００万円の値をつけた。会員権の相場は，２０年間

で50倍も上昇し，７１年から８１年の１０年間で８倍に，８１年からの１０年間

だけでも５倍に上昇した。こうした傾向は一般的に生じたのである。

さて，こうした会員権相場の上昇は，会員権購入によって資産を増やし，

一定の時期に購入mli格より高く売れば相当の利得を得ることができる。かく

して多くのゴルフ好きが，ゴルフ場の会員になってゴルフを楽しむだけでな

く，会員権の売買を通じて利殖をかねる風潮を生んだ。
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法人は，税を逃れるための税金対策として，また従業員の福利厚生のため

にと称してゴルフ会員権を買った。そしてそれは，いつしか資産を増やすこ

とになるだろうと期待された。しかも，それで社員がゴルフもできるし，ま

た接待にも使えるのだから便利きわまりない。

もちろんすべての会員権購入者が利殖を目当てにしていたわけではないが，

しかし預託金会員権は，梢造的にそうした性格をもっていたのである。この

傾向が顕著になってくるのは，８０年代に入って，しかも８０年代後半のリゾ

ート開発ブームと財形ブームが激しくなってからである。

そうした過程で，ある人は会員権を売買して大儲けをし，ある人は自分の

所有する会員権の上昇に歓喜した。大儲けをした事例は，誇大に宣伝ざれ会

員権利殖ブームを煽った。

バブル期の新聞は，会員権価格の上昇で資産が蝋え，ゴルフが遊びと利殖

をかねた結構なスポーツであると喧伝した。例えば，１９８６年の新聞は，６０

歳で定年になった商社員の退職金の使途にからんだ利殖ゴルフの話をのせて

いる。「国債（400万円）は２年後に元利を合わせ，ゴルフ会員権に換えてし

まった。ゴルフ会員権は，２年間で２倍近くのjﾄﾄ１場になり，かつ月１回のゴ

ルフを楽しませてもらえるのはありがたい」（『ﾘﾘ１１－１新聞』1986年６月７日夕

刊)。

すでに指摘したように，１９９１年当時のゴルフ会員権の所有状況は，281万

口であり，ほぼゴルフ人口の２１％に相当した。個人では個人正会員が１９９

万人であり，平日会員３０万人を含めれば１８．５％，５人に１人弱が会員権を

所有していることになる。相当の所有率である。

しかし第一勧銀のサラリーマンに関する１９８６年の調査;によれば，サラリ

ーマンの会員権所有率は，平均で20.6％であるが，２０歳代７．４％，３０歳代
（39） 

１３．７％にとどまり，５０歳代が４１％と高収入1商1こ高い。もっと興味深いのは，

中小企業の経営者層である。太陽神戸銀行による８４年の調査によれば，サ

ンプル１０００名のうち７４％が会員権を所有しており，しかも，２カ所が30.1

％，３カ所が２１．４％，４カ所が７．７％，５カ所が１５．６％となっており，明
（40） 

らかに利殖を目的として多数の会員権所有のI頃向を示している。

こうしたペーパー・ゴルファーを含む会員権所有者は，会員権の急落によ
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表１４ゴルフ会員樅にⅢＩする洲森（1998年８月）

合計[|燭業その他会社員

砿役部災課長その他

会員権所有の有無

持っている１７

持っていない３

合計２０

（27.0） 

（73.0） 

(100） 

1８ 

１２３ 

１４１ 

10 

２ 

１２ 

０
４
４
 

１
１
 

７３ 

１９７ 

２７０ 

８
１
９
 

２
２
 

10 

44 

54 

２会員権の売買での儲け

あるｌ

ない１９

合計２０

１
１
Ｊ
 

１
９
 

●
●
 

６
３
０
 

９
０
 

１
 

く
く
く

０
３
３
 

１
５
６
 

１
１
 

１
２
３
 

－
１
 

０ 

２６ 

２６ 

１ 

７９ 

８０ 

５ 

６ 

１１ 

２
１
３
 

１
１
 

３会員権の売買での損

ある４

ない１１

合計１５

（12.2） 

（87.8） 

(100） 

３ 

２１ 

２４ 

０
０
０
 

７
７
 

４ 

５ 

９ 

２
６
８
 

１７ 

１２２ 

１３９ 

４
９
３
 
１
 

注）村小の調査。

って多大な損失をこうむったに違いない。しかし私の調査によれば，一般の

勤労者の会員権所有率は，著しく低いことがわかった。表１４に示したよう

に，会社員の役員の所有率は高いが，部長卿でも２７．６％，課長層では１８．５

％である。一般の会社員，つまり平のサラリーマンや工場の従業員胸はわず

か１２．８％の所有率にすぎない。

しかも会員権での利航関係では，儲けた経験のある人は，会社員などでは

きわめて少ない。損をした人たちは，１２％と儲けた人たちよりやや多いが，

平の会社員は損した人がいない。管叫職層ではやや111つ気があったことを示

唆している。
（41） 

なおバブル崩壊後の会員権の下落について指摘すれば，一般Iこピーク時か

ら５～6分の１に下落し，相場高な時に購入した人，法人，業者はjl11当の損

失をこうむったはずである。しかし仙人や中小企業者などは，借金などしな

いで会員権を購入した場合，会員権販売での損失は，税金の減額で少し補填
（42） 

されるようで，意外に損失は少ないともいわれている。他ﾌﾟﾌ，ゴルフＩｊＭ発業，

ゴルフ会員権販売業，建設業界，銀行などは，会員権投機に失敗して相当の

ダメージをうけていることは周知のことである。

利殖ゴルフは，今になってみれば，ゴルフ産業が作りだした幻想であって，

Wiiかに利殖に成功した人や業者がいたかもしれないが，案外大衆は，損もし
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なければ得もしなかったのではないか。１００万円で買った会員権が1000万

に値上がりしてたとえ900万の資産増加が生じても，会員権を売却しなけれ

ばなんの利得も生じない。値上がりだけを楽しみ，実際に会員権を売却しな

かった本当にゴルフ好きの庶民も少なくなかったようにも感じられる。

以上のように日本人のゴルフは，欧米のゴルフと比較すると，ずいぶんと

異なった様杣を呈している。あるいは歪んでいるといってよいかもしれない。

誤解のないようにあえて指摘すれば，私は，ゴルフに批判的であるわけでは

ない。むしろゴルフというスポーツが気に入っており，スポーツとして非常

に面白く，その穏やかな性格から老若男女が，また技昆の差異をこえて，一

緒に等しく楽しめ，かつ内容的には厳しく，緊張感を必要とするスポーツら

しいスポーツだと確信している。

しかし私は，イギリスでゴルフを覚えた関係で，’三１本でやるゴルフにいつ

も違和感をもってきたし，実際にはあまり日本でゴルフはやっていない。費

用が高いからであり，時間がかかりすぎるからである。

バブルがはじけて，会員権も相当に低下し，日本のゴルフは今後どのよう

に変わっていくのであろうか。接待ゴルフは，当分なくなりそうもないが，

キャディをやめたり，昼食をおにぎりやサンドイッチですませたり，豪華な

風呂などなしにシャワーですませ，ゴルフ場の管理も簡素にし，除草剤など

なしにプレイヤーのマナーとして草取りを楽しみ，過剰な設備投資や過剰サ

ービスをやめて，安上がりのスポーツとしてのゴルフに徹する方向にすすむ

であろうか。日本のゴルフは，構造的に少々費用の高いのはやむをえないと

して，もう少し価格を引き下げて健全なスポーツとして発達してもらいたい

ものである。ちなみにゴルフは本質的に高齢化社会に適したスポーツなのだ

から，イギリス人のように，退職したらゴルフでも始めようかなどといった

状況になってほしいものである。

国民の中にはゴルフに対する敵対心も強いが，ゴルフ愛好者も，これまで

のゴルフのあり方を反省して，国民の理解を得てもらいたい。そして，政府

や自治体は，倒産したゴルフ場を安く買い上げて，これから一層増える高齢

者のためにも気楽にゴルフを楽しめるパブリックコースをたくさん造ってほ
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しいものである。

注

（１）Burger［1990］ｐ８２ 

（２）日本のゴルフの歴史的な概観については，田中義久［1992］が参考になる。

（３）巽祐一郎［1992］ｐ28゜

（４）前掲書で巽氏は，第ｌｊＵ１に「なぜゴルフ場が増加したかといえば，今のような公害

対策に重きを置くこともなくMM発規制もゆるやかだったこと，それ以上に，会員権に

よる資金集めが容易にできたことがあげられる」(1).２９）と指摘している。また巽氏

は，第１期に「ゴルフプレーを楽しむと同時に，財産としてのIilli値もあがっていく頼

もしい状態にあった。市場で会員権が流通することによって，会員権を財テク運用す

る人も登場し，ゴルフも会員権売買もともに活性化していった」（ｐ３１）と指摘して

いる。卓見である。

（５）谷山鉄郎［1990］ｐ､７．

（６）例えばゼネコン倒産がゴルフ場投資の失敗に原因していた点については，天野隆介

［1998］を参照。

(7)この点については，私の３年|Ｈ１のイギリス滞在中にみずから見聞したことであり，

イギリスのゴルフ通が等しく認めているところである。例えば，尾崎墓［1997］ｐ

ｌ３４参照。

（８）ゴルフ場の開発にともなう自然破壊，環境汚染については，地元もふくめ広範な反

対運動が，特に１９８０年代末にHIiiり上がり，ゴルフ場開発に対して問題を投げかけ，

反省を迫った。この点については，ここでは多く紙面を割く余裕がないので，いくつ

かの文献を掲げておくにとどめたい。日本消費者連盟編［1990］；岩田薫編著

［1991］；水木政吉［1991]。

（９）特にゴルフ場の芝をめぐる農薬使用の問題については，ゴルフ場サイドに近い論調

のものに化学工業日報社編［1990］がある。これに対してゴルフ場の自然破壊，環境

汚染に対して，厳しい批判を力Ⅱえているものとして，谷山鉄郎［1990］『おそるべき

ゴルフ場汚染』合同出版；lIlIT1国広編［1990］をあげておく。筆者は，ゴルフ場批判

のすべてに賛成するわけではないが，相当の批判が当たっていると指摘しなければな

らない。

(10）私は，在英中に友人のイギリス人公害研究家にゴルフ場の農薬公害について質問し

たが，問題ないとの答えだった。

(11）経済企画庁物価i局編［1992］ｐ､28。

(12）来宮・小室他［1990］ｐ､４以下参照。特に本書は，ゴルフ会員権の法律問題にとっ

て参考になる。

(13）経済企画庁物価局編［1992］ｐ､２９。

(14）同上，ｐ２８。
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(15）来宮・小室他［1990］ｐｌ３。

(16）預託金制ゴルフ会員権の販売方法については，前掲巽［1992］ｐｐ､45-46,ｐ､62の

他，別の著作でも一般に指摘されており，かつ新聞等でも指摘されている。

(17）天野隆介［1997］ｐ22.1970年代のさまざまな酬件については，前掲巽［1992］

の「ゴルフ会員権事件簿」の章が詳しい。

(18）通産省［1992］ｐ32。

(19）経済企画庁物価局編［1992］ｐ２８。

(20）TheSundayTelegraph［1996］ＣＯ〃ＣＯﾉｨﾊｃｃ/〃eによる。

(21）経済企画庁物Iilli局編［1992］ｐ､32。

(22）ゴルフ綜合出版［1998］ｐ45。

(23）ゴルフ綜合出版［1987］ｐ367。

(24）例えば，’11野辺蕪［1991］；細川護貞［1990］を参照。

(25）細川謹貞［1990］ｐ､213。

(26）阿部牧郎［1990］ｐ206。

(27）片lll修［1998］pp28-29。

(28）片山修［1998］ｐ､57。

(29）「ゴルフ狂'三|本」［1990］週刊誌『ＮＥＷＳＷＥＥＫ』５月３/10号，ｐ78。

(30）同上誌，ｐ､７７。

(31）村ｌＩｌ仁三郎［1990］（５回連戦の第３１回|の節参照)。

(32）トーマス・ゼーゲン［1992］ｐｌ２５。

(33）村111仁三郎［1990］第５凶を参照。

(34）前掲，「ゴルフ狂日本」ｐ７６。

(35）アメリカの経済誌は，「日本のトップは交際費や高いゴルフ会員権，豪華社用車，

時には住宅を与えられている」が，アメリカのトップの給与より安いと指摘している

（『朝日新lfl1』１９９３年４月１６日夕刊)。

(36）１７１瀬利之［1992］ｐｌｌ８。

(37）トーマス・ゼーゲン［1992］ｐｌ２４。

(38）同上，詳しくは，『朝日新聞』の１９９２ｲli2Il11三１，３月２４日，５月１日，５吋２４

１三'’１１月２７１１の接待ゴルフに関する記Z|｢を参照。

(39）ゴルフ綜合出版［1987］ｐ､368。

(40）同上，ｐ,372。

(41）詳しくは，大野隆介［1997］１章を参照。

(42）詳しくは，天野隆介［1997］pl71以~ﾄ参照。

参照文献

大野隆介［1997］『ゴルフ場大倒産時代がやってきた』アップル社。

－［1998］「ゴルフ場と倒産の急増が新たなゼネコン危機を生む｣，『エコノミスト」４

月７１三1号。
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阿部牧郎［1990]，「くたばれゴルフ族｣，『正論』６月号。

岩'11蕪編著［1991］『ゴルフ場ストップ』リサイクル文化社。

尾崎墓［1997］『ゴルフとイギリス人』ちくま新書。

片lll修［1998］「ゴルフ，三十歳が分かれ道｣，『カピタン』４月号。

来宮，小室他［1990］『ゴルフの法律相談』有斐閣。

化学工業日報社編［1990］『ゴルフ場農薬ガイド』化学工業１１報社。

経済企画庁物mli局編［1992］『｢遊び」の値段一レジャー料金の国際比較』大蔵省印刷局。

ゴルフ綜合出版［1987］『'87年鑑全国ゴルフ会員相場』’三|本文芸社。

－［1998］『ゴルフなんでも電話帳』星雲社。

｢ゴルフ狂」［1990］rNEWSWEEK』５月３/１０日号。

佐川八重子［1998］「ゴルフ業界再建は会員の権利意識の自覚が必要｣，『エコノミスト』２

月１０日号。

111中義久［1992］『ゴルフと日本人』岩波新書。

巽祐一郎［1992］『ゴルフ会員権の袈の喪』素朴社。

谷山鉄郎［1990］『日本ゴルフ列島』三一書房。

通産省［1992］「特定サービス産業実態訓杏』（ゴルフ場編)，通産省統計協会。

トーマス・ゼーゲン［1992］「日本人とのゴルフはもううんざり｣，『ノーサイド」１月号。

111野辺薫［1991］「バブル経済がゆがめた'三|本人のゴルフ｣，『中央公論』９月号。

日本消費者連盟編［1990］『ゴルフ場はいらない』三一惑房。

Burger,William［1990］エッセイ，週二|:||誌『ＮＥＷＳWEEK』（日本語版）５)－１３/１０日号。

早瀬利之［1992］「ゴルフ場は今日も晴天なり｣，『ノーサイド』１月号。

紐'111護貞［1990］「ゴルフの醍醐味とは｣，『正論』６ﾉ]号。

水木政吉［1991］『ゴルフ場撃退す」風媒社。

村串仁三郎［1990］「イギリス人庶民のゴルフライフ体験記｣，『労働レーダー』３月－７月。

''１１１１国広編［1990］『ゴルフ亡国論」藤IIi〔書店。
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第３章レジャー現場の過剰利用問題

一日光国立公園，尾瀬の事例一

はじめに

遥かな尾瀬と歌われた尾瀬だが，道路の建設により核心部に近い所までバ

スや自家用車の利用が可能となった。その結果，多くの登山者が入るように

なり，それに対応して営業山小屋の整備も進み，これがまた登山者を呼び込

んでいる。そのため，貴重な高山植物が登山者の踏みつけにより破壊された

り，生活雑排水が沼や河lllに流れ込み水質汚濁を引き起こしている。

踏みつけによる裸地の拡大の構造は各々ケースにより異なるが，一般的に

は，自然状態だった草地に人が通ることにより草地が減少・消滅し，地肌が

露出する。次に土を保持していた草の根が消滅し風雨に|展された土が削り取

られる。この繰り返しにより裸地はますますえく゛り取られて，飯豊連峰のは

なはだしい所は，その深さが１ｍ以上におよぶところもある。

登山者には裸地は歩きにくく，今度は近くのまだ裸地となっていない場所

を歩きはじめる。裸地はこうして拡大を繰り返していく。一度裸地になると，

多くの場合自然状態では回復できないばかりか，一部では土壌流出により岩

石が露出することもある。尾瀬周辺では，至仏山から尾瀬ヶ原に下る地区で

著しい裸地化が進行したため，入山規制をおこない，人力で緑地の回復努力

を進め，ある程度の成果が上がっている。

湿原や沼の富栄養化は，自然状態でも山に降った雨が枯れ葉や土壌の中の

窒素やリンなどを溶かしながら湿原や沼に流れ込み進行する。しかし現在，

尾瀬で問題になっている富栄養化は，登山者が持ち込む食物の食べ残しと排

泄物，洗剤等により自然分解能力以上の栄養が湿原に流れ込み蓄積されるこ

とだ。尾瀬のように閉じた環境にある自然はその影響を受けやすく，その進
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行は地域固有の植生に影響を与え，貴重な植物の生存を危うくするだけでな

く，生態系に大きなダメージを与えることがある。

これらの問題解決には，入'11者のマナーの改善，排水処理施設の設置（現

在では，生活雑排水を一次処nl1した上で域外へパイプを引いて排出している。こ

れにより尾瀬の富栄養化lllj脳はおおむね解決したと考えられる）のほか，入山者

数の適正化（自然に負荷を与えない稗度）が必要となる。同時に排水処理施設

の維持管理費用はだれが負担するのか，などの課題がある。

本章は，日光匡1立公園尾ilM特別地域を例に，入|｣｣料金の徴収で登山者の増

力Ⅱを防げるか，施設の維持管111に利川料金を設定しうるかを，入山者にアン

ケートで問い，その可能性を検討し，国立公園の通Ⅲi利川について考える。

Ｉ｜玉|立公園の過剰利１１］

｜過剰利用

国立公園を利用する幾'１１者について，正ｍから検討した研究は少ないが，

代表的なものとして，小林ｌｌｉＭ補らによる一連の大雪'111正|立公園を調査地とし

たものがある。彼らは，混雑感について「ある空|Ｈ１内の利川密度に対する利

用者の負の評価である」とのShelbyとHeberleil]の定義を採川し，登山道

での利用者アンケートを実施した。その結果，「混雑感は，利用区間の滞留

人数や他パーティーとの交差数などの実測値よりも，利)|]者が知覚した出会
（い

った人数とより；hい関連を持つ」と報告している。

続いて小林は，同地域で幾'11者の満足度，動機について，「満足度や動機

には年齢や経験，趣味，性別などの個人属性や利１１]形態との関わりが確認さ

れた。なかでも年齢は，動機と満足度の評価全般に関与することが示された。

個人属`性では，年齢に|Ⅱ|え幾''1や1111(物栽培の趣|床が心の安らぎと自然体験欲

求や，リラックス的満足度に関わることが示された｣，「iliﾉＩ)機の違いが，利用

形態の違いを生み出し，さらに利川形態の違いが，幾111者|司士の人間関係や

緒神的なストレスに関与する環境を介して満足度に影響したものと推察さ
（２） 

れる」と考察している。

｜司様にキャンプ場の混雑感評ｲI11iでは，「混雑ぐあいの“予想，,が“現状評
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価”や“好ましさ”と関連を示した」「自然体験を求める回答者ほど，孤独
（３） 

を１床わえる環境を期待している｣。また，キャンプ場の利N]人数と混雑感評

価では「利用人数が多い場合，人数は実際より少なく知覚された。利用者に

知覚された人数が好ましいと思う人数を上回るほど，混雑感は増す｣。キャ

ンプ場の位置による意識の変化では，「利川増に伴う不'快な経験が想定され

ると利用者自身が不'快と感じないよう限界人数を意識的により高めに設定し
（い

ていると考えられる｣。

マナーについては，「短い距離･時間で到達が可能で，利用者数が多い区域

では，（マナーに対する）許容限界値の回答率が低く，無回答率が高かった。

逆に，到達するまでの移動経路が長く，登山に１泊以上の日数を要し，利用

者数が総体的に少ない区域では，数値回答率が高かった｣。すなわち，入山

しやすい地域ではマナーに対し寛容だが，そうでない地域ではマナーに対し
（５） 

て厳しい規iiItjを求めるI頃1句があると，報告している。

小林は，登山形態から豊山者のマナーについて次のように分析している。

“原始的な自然体験期待型”の集団では，水系の汚染に対し洗剤の使用

禁止や残飯の放棄を禁｣'1，幕営による植生の被害に対しロープなどによ

る野営地の限定，マナーの悪さに対し慌視活動の強化や看板等による啓

蒙を強く支持するなど，利用者への啓蒙や利川行為の制限を望む傾向が

強かった。“自然景観期待型”の集団では，はみ出しによる植生の被害

に対し被害状況を利川者に伝達することや，幕営による植生の被害に対

し幕営の仕方とインパクトとの関連を利用者が知ること，水系の汚染に

対し残飯の放棄を禁止の支持が少ないなど，利用者の行動に対する啓蒙

や残飯投棄への規制を望まない傾向がりiiかつた。“少期待型”の集団で

は，登'11道の侵食に対し利用期間の制限や，水系の汚染に対し食器の水

洗いの禁止への支持率が高く，一方，水系の汚染に対し洗剤の使用や残

飯の放棄を禁11コ，幕営による植生の被害に対しロープなどによる野営地

の限定，マナーの悪さに対し監視活動の強化の支持率が低いなど，内容

によって，利川行為への制限や監視を，望む傾向と望まない傾向が併存

した。“自然体験での安らぎ期待型”の集団は幕営による植生の被害に

対し幕営の仕方とインパクトとの関連を知ることを強く支持する一方で，
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水系の汚染に対し食器の水洗い禁止や，登'１１道の侵食に対し利用期間の

制限の支持が少ないなど，利川者の良識に任せ，利用制限を望まない傾

向が強かった。“自然体験での期待多様型”の集団は，はみ出しによる

植生の被害に対し被害状況を利用者に伝達することや植生の回復作業，

登山道の侵食に対し自然素材を用いた土｣こめ工事，水系の汚染に対し洗

剤の使用禁止，幕営による被害に対し裸地でない場所での野営禁止やイ

ンパクトの小さい行動形態を学ぶことを強く支持し，利用者の啓蒙や利

用制限だけでなく，環境への物的な対策を支持するなど，総合的な対処
（６） 

を望む傾向がりiiかつた。

自然公園の管理方策については「(利用者は）同然環境を保全するための

予防的対処や現状保全，ダメージを受けた箇所の回復・養生など保護・回復

への支持やその必要性が広く認められた。一方，利用者数の限定や利用集団

の大きさの限定など，利用の量的規制を支持する人が少なく，対策の必要`性
（７） 

や緊急`性を認める人も少なかった」と分析している。

大雪山系以外の自然公園の収容力については，環境庁の委託研究として

１９７４年の最終報告書『自然公園における収容力に関する研究』がある。こ

の報告書は，自然公園内の開発限界を数量的にⅢ]らかにすることを目的とし

ており，道路計画は「一応５０００ｍを車道計画の最小間隔と推論しておく」

とし「計画地域容量は，絶対保護地域（無歩道地域）人工地域率０％，最小

限開発地域（無車道地域）同０．１％，自然景観保誰地域|司２％，自然環境地

域の低密度同５％，高密度同’0％，野外レクリエーション地域（MM発地域）

低密度同２０％，中密度同３０％，高密度同４０％，都市地域同５０％」などと

提案している。

そのほか，施設標準空間として，ベンチ，野外卓の設置間隔を条件別に示

している。事例報告として上高地を取り上げ，「上高地集団施設地区を中心

とした明神池から下流一帯の収容力は，凡そ３４００人，理想的にはこれを若

干下まわる」と算出している。その上で「現在上高地の最高利用者は１日１

万人を超えており，しかもマイカーによる利用者がすぐなくない。上高地の

ようなすぐれた自然の風景地に，一人当たりの空間占有率が極めて高いマイ

カーを許容することは，文字通り慰挙の一語につきる。制限があってむしろ
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当然である」と結んでいる。

また，同報告書を参考にした石川県環境部保全課の『自然公園地域環境容

量設定手法研究報告書』（1977年）は，白山地域の事例研究で登山道の蹄み

込みによる経年変化を模式的に示していること，室堂地区の１日ｌ人当たり

のゴミの量を０．９３ｋｇと計測，し尿処珊では，曰llllll頂部では浄化槽方式は

水の確保は難しいとしている。登山道の荒廃では弥陀ケ原の平面図，横断面

図，エコーラインの踏みつけの実態を実測図で明らかにし，踏み込み人数と

裸地化の関係を模式的に示している点に特徴がある。また，「野営場利用者

の同然保護に対する意識は，宿泊施設利用者と比べて高いことが1975年ア

ンケート調査により明らかとなった」と報告している。

なお，資料として1924年からの白山登山者数，７６年の水質検査結果など

が示されている。

２水質

尾瀬沼の富栄養化については，矢島久美子らの一連の研究がある。それに

よるとまず，人為汚濁負荷量（窒素・リン）を尾瀬沼の年間食品搬入量調査，

宿泊施設の食事献立調査でおこない，１人当たりの窒素およびリン汚濁を求

めそれに常住者数，観光客数で算出している。食品に含まれる窒素およびリ

ンの量は食品成分分析表で求めている。これらを前提にして，窒素は9.89

9／人・日，リンが１１３９／人・'三Ｉと算11}し，その結果，尾瀬沼に流入する窒

素は１８．８％が人為由来，８１２％が自然由来，リンは|司様に人為由来６９．０

％，自然由来３１．０％と計算している。また，窒素の年間総流入量は６８５３

kg，同リン169.4ｋｇで，年''１１の総流出鑓は窒素が4360.0ｋｇ，リンが107.1

kg，尾瀬沼への蓄積趾は窒素２４９０ｋｇ，リンが６２．３ｋｇ。したがって窒素の
（８） 

蓄積率は３６．４％，リンは３６．８％と算出している。

次に，1965～１９９０年'111の尾激i沼の水質変化について，

セッキ板透明度は，このｌｌＩｌ６３ｃｍ／年の速度で減少していた。８１～９０

年の表層水の全リン濃度は顕著な哨加傾向がみられたが，全窒素濃度は

顕著な増加傾向がみられなかった。８２～９０年の湖心の垂直全リン濃度

は，０．８７ｍｇ／ｍ３／年，８２年比で１１．７％／年の速度で増加し，このま
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まの速度で行くと，２COO年には中栄養状態になると予測された。全リ

ンの外部負荷量から計算した流入濃度は，湖水濃度とほぼ一致し，全リ

ン濃度におよぼす観光客の影響が大きいこと，および過去に蓄積したリ

ンによる内部負荷の可能性が示唆された。尾瀬沼のような水深の浅い湖

沼では，湖底へ沈降したリンが湖水中に再循環しやすく，観光による富
（９） 

栄養化ｶﾇ急速に進行するものと考えられた

と報告している。

３外国の入山規制例

韓国の国立公園はイギリスや日本と同様に土地所有と関係なく国立公園地

域を指定する「地域制＝ゾーニング制」に近いが，日本とは異なり厳しい利

用者規制をおこなっている。事例研究では，朴州献他の雪嶽山国立公園（韓
（10） 

国の代表的１１１岳公陸Ｉ）でのアンケートによる研究報告がある。それによると，

入園料や文化財観覧料の徴収や強い利用制限制度は利用者に肯定的に評価さ

れているが，それが自然保護に役立つと思う人はそれほど多くなかった。入

園料金は，１９９２年時点で400ウォン，観覧料金は400～900ウォン。当時の

レートは６ウォン約１円で，主な利用規制は，炊事・野営・夜間登山の禁止，

自然休息年制，’11火事|坊1上のための入山禁l上等がある。収入の少ない学生を

はじめ若い人は，これらの料金は高いと感じている。

加藤峰夫は，アメリカでおこなわれているテント泊りの入山者に発行する

無料の入山割当許可書（BackcountryPermits）による入111者制限の例とユタ

州アーチーズ国公園の「利川者の体験および自然資源の両者の保護（Visitor

ExperiencealldResourceProtection)」を「社会的混雑度」と「資源管理的配

慮」の双方から実例を紹介しているが，主な過剰利用対策は駐車場の制限と

それによるコースの変更を促すことで一応の効果をあげていると報告して
（11） 

いる。

カナダの国立公園について加藤は，「利用者負担の原則」が基本で，しか

も国立公園の民営化案も政府から提案されていると紹介。これに加藤は，利

用者負担の原則は「利用者が望み，そして料金を支払う気がある以上，どん

なサービスでも提供しましょうという，いわば『お客様はﾈ111様ですの原
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（12） 

ｉ１Ｉ？』になりかねない」と批判している。

その他，古いが財団法人農林水産業生産性向上会議の『アメリカの自然公

園とリクリエーション』（1977年）などがある。

以上みてきた通り，自然公園の過剰利用は，蜜山者の求める快適な環境に

影響を与えるばかりでなく，Ilijiみつけによる裸地の拡大，湖沼の富栄養化の

進行などをもたらしている。

Ⅱ尾iilliの'二|然保護の聡史

｜入山有料化の提案

別掲の年表（表l）でその慨|略を示したが，尾瀬の特徴は，現東京電力の

ダム建設計lIDiにより土地所有権の多くが同社に移り，これが尾瀬の管理運営

に現在でも大きな影響を与えていることだ。

尾瀬に入山料を設ける考えを最初に提言したのは，１９８８年５月３１日，国

会議員，学者，文化人ら有志でつくる「尾瀬を守る懇話会」（当時の世話人代

表・大石武一元班境庁長官）で，その内容は次の通り。

①定期路線バス以外のIlL（タクシー・'二|家)llIli，観光バス，マイクロバス

等）は戸倉，大清水，御池，津奈木，バヒ凡下で止め，尾瀬集水域に

は入れない。

②保全料金として適当な額（大人20001'１，子供1000円程度）を入山者が

納入する。

③上記①②を実施するために，戸倉，大清水，御地，津奈木，富士見-Ｆ

に遮断機，保全料納入所を設け，事務員，レンジャーを槻く。

④集水域に生じる汚水，汚物を域外に排除するために，最大の努力をす

る。十分な考慮と試行のもとに調査，研究を重ね，生態系に影響を与

えないよう対策を講じる。

⑤集水域内のキャンプ，スキー・ツアーを禁止する。

⑥入山前に観察折導をするため，戸倉と槍枝||皮にビジター・センターを

設置する。

⑦レンジャーを増員する。
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⑧植生の回復を図るため，当分の間，至仏|l'から尾瀬ヶ原に下る登山道

を閉鎖する。

⑨湿原上に設置されている木道を外縁部に移す。

⑩国立公園特別保護地区を，北は渋沢温泉，撫平，南は津奈木，東は一

ノ瀬，西は笠ｸｰ岳付近まで含む地域に拡大する。

⑪入山中のゴミの持ち帰りをさらに徹底させる。

⑫以上の対策を早急，かつ確実に実施し，さらに必要に応じ，尾瀬の自

然を守るため財・団法人「尾瀬保護協会」（仮称）を設置する。

近い将来の対策

①観光宣伝を自粛する。

、入山者数を調盤する。

Ｏ植生の早急な回復を積極的に進める。

ｅ現在，集水域内にある宿泊施設とビジター・センターはできるだけ早

い機会に域外へ移すことが望ましい。

この提言に対し，雑誌『山と渓谷』は読者に意見を求めたところ，９０％

が賛成で，反対意見はわずか３通だったと報告している。

同誌によれば「環境庁の若手職員グループによる研究機関が，この提言に
（13） 

ついてすでIこ検討を始めているようだ」と，同懇話会事務局員の言葉を紹介

している。

現在，この提言のうち①④⑧⑪⑫はなんらかの対策が取られている。ま

た①はむしろ集中曰を避けるなどのＰＲをしている。Ｏも十分かどうか意見

の別れるところだが，実施し改善の兆しが見えている。

環境庁の尾瀬の入１１１料金問題は，１９８９年８月８１－|環境庁で開かれた「日

光国立公園尾瀬地区保全対策椎進連絡協議会」（群馬・柵島・新潟３県と群馬県

片品村など３村の代表が出席した）で環境庁は，はじめて尾瀬の排水処理施設

の整備や維持管理などにあてるため「利用者に環境保全費の一部負担を求め

たい」と公式に“入山料”橘想を表明した。同庁は「l6jliFl:の山小屋と７つ

ある公衆トイレにし尿・雑排水合併処理浄化槽を設置，その運営費と木道な

どの整備費を利用者に－部を負担してもらいたい」と発言，これに対し地元

側は「保全対策の具体案を詰めるのが先決」との意見が多く出され，十分時
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表１日光国立公Nil尾瀬

1879年７月 アメリカの国立公剛創始のイエローストーン国立公園法に署名した元大統領グ

ラント将fliが来日し日光の景勝を賞賛

平野長蔵尾瀬沼沼尻に行者小屈建設。１８９０年説もある

群馬県「利根水ilMi探検隊」尾瀬通過

早田文蔵尾瀬沼沼尻で「なが'よのもうせんごけ」発見，1903年発表

尾瀬川;(発電計画発表

平野長蔵沼尻に長蔵小屋建設

関東水稲（東京電力の前身）尾瀬の水利権獲得

禁漁区の指定を受ける

国立公剛法施行｡'三|光地区は,尾瀬の水力発竃問題が未解決のため未指定となる

4番目の国立公園に指定

東京遜灯尾瀬ヶ原ダム計画発表。この計画に対し，日本風景協会，日本'１１岳会

が提擁して反対迦動が起きる

日光国立公園特別地域に指定

|日沼ＩＪＩ街道を県道沼ｌＩ１－田島線として111逆化計画

尾瀬沼取水発電計画発表

尾瀬ヶ原に高さ100ｍ発電ダム計画発表

沼尻に尾瀬沼取水ダム堰堤（三平下）工事完成，翌年１１月１５日通水。ＮＨＫ

ラジオ歌謡｢夏の思い出｣放送。学者･文化人･登山家で｢尾瀬保存期成|可11M｣結成

第１次尾瀬総合学術調査，５２年まで

｢尾瀬保存期成剛)M」を発展的に解消し「日本自然保謹協会」結成

水道敷設開始

日光国立公園特別保護地域に指定

国指定の天然記念物に指定

日光国立公園尾瀬地区国立公ljliI管理員駐在

日光国立公園事務所開設

特別天然記念物に指定

環境庁尾瀬沼ビジターセンター開設

御地～沼山峠道路開設

1889年

1894年

1898年

1903年

1910年

1922年

1930年

1931年10月１日

1934年１２月４日

1935年1０月

1938年

1940年

1944年

1948年

1949年11月１１日

1950年

1951年

1952年

1953年

1956年

1958年

1959年

1960年

1964年

1965年

（14） 

間をかけて検討することIこなった。

『河北新報」は８月１４日の続報で，

真っ先に反対したのが福島県桧枝岐村。「入園料徴収は観光客の減少を

招き，村の経済の死活問題だ」として，反対を決議した。７００人余りの

村民の大部分が尾瀬沼に頼っている現状が背景にある。また群馬県片品

村も同様に反対している。これに対して福島県自然保護協会の星一影会

長は「入園料が独り歩きするのは|川題だが，尾瀬を訪れる人から費用を

徴収するのはそれなりに合理的だ」と語り，同時に自然保護団体が生態

系の保持徹底化を図るため最終的には'11小屋の撤去が必要だという考え

を打ち出しているのが，｜川題を複雑にしている。費用負担と山小屋撤去

がセットとして受け取られ，山小屋の反発を招いている。このため同庁
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地区自然保護略年表

群馬県尾瀬保護管理センター開設（山の鼻)。群馬･福島両県アヤメ平湿原回復

事業開始。大清水から県道改修工事開始

尾瀬地区の公園計画「尾瀬を守る計画」決定

大清水～沼山峠間車道建設工事中止決定

ゴミ持ち帰り運動はじまる（国立公園協会)。群馬県尾瀬憲章制定

混雑期のマイカー規制開始（鳩待峠・沼山峠）

第２次尾瀬総合学術調査，７９年まで

環境庁「尾瀬地域管理計画」を策定，宿泊収容力の凍結など盛り込む

｢尾瀬の自然を守る会」が尾瀬の保護について提言を出す

学者・文化人・政治家で「尾瀬を守る懇話会」発足

保全料提案を含む「尾瀬を守る懇話会提言」が出される。環境庁・３県３村は

尾瀬地区保全対策推進連絡協議会（以下連絡･協議会と略す）設置

連絡協議会，至仏山東面登山道閉鎖。環境庁尾瀬の入山者調査を鳩待峠・大清

水，沼山峠･御地の４カ所で開始。連絡協議会「尾瀬の１６軒の山小屋と７つの

公衆トイレにし尿・雑排水合併処理槽設置とその運営費と木道などの整備費を

利用者に－部負担してもらいたい」と利用者負担制度を発表

環境庁入山料構想断念の報道。連絡協議会「尾瀬地区保全対策についての取り

決め」をおこなう

３県知事による「尾瀬サミット」開催

合併浄化槽による汚水処理順次開始，９５年尾瀬の山小屋全てが導入，排水は

尾瀬外にパイプラインで排出。これに伴い全山小屋で宿泊予約制を採用

第３次尾瀬総合学術調査，９６年まで

尾瀬保護財団設立

至仏山東面登山道再開

1966年

年
年
年
年
年
年
年
年
年

７
１
２
４
７
４
５
６
８
 

６
７
７
７
７
８
８
８
８
 

９
９
９
９
９
９
９
９
９
 

１
１
１
１
１
１
１
１
１
 

1989年

1990年

1992年

1993年

1994年

1995年

1997年

この年表は，永嶋正信の一連の「日光地域の野外レクリエーション利用の変遷に関する研究」「造園雑誌』

1985年48-5,86年49-5,87年50-5,91年55-1，’11と渓谷編集部「自然保護の象徴『尾瀬と白神』その活

動の軌跡」『山と渓谷』1997年１月号，尾瀬保護財団『日光国立公園尾瀬地域利用者指導用マニュアル」等を

参考にした．

（15） 

は８日の協議会の席上，山小屋の存続を明確lこし鎮静化に努めている

と報道している。

９０年４月１０日付で『読売新聞』は国立公園有料化法案「国立公園の特定

地域における自然環境の保全及び利用環境の確保に関する特別措置法」を取

り上げ，「尾瀬だけの環境保全のために国が徴収するには無理がある｣，「初
（16） 

め1こ有料化ありきのE|]象は免れない」と報じている。

このように，同じ有料化案でも尾瀬を守る懇話会案は料金設定で入山者総

数の制限を，環境庁案は施設の利用料金を目的としており，ニュアンスが異

なる。その後，この問題は具体化しておらず，財団法人日本自然保護協会の
（17） 

報告書７８号でも経緯を紹介してるだけで具体的な検討1よしていない。
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表２１日当たりの

1992年 1993年 1994年

日
位
大
２
３
４
５
６
７
８
９
ｍ

最
第 ６月７日(11）

６月６日(1)

６月１３日(t）

６)］１４日(|]）

５)］３１日(１１）

７月１９日（日）

10月１０日(１）

７月２５日(|）

７月２６日(日）

５月３０日(１）

15,140人

1４，０７３ 

１１，４５８ 

１０，７５０ 

１０，３１１ 

９，０２４ 

８，９７５ 

８，５３９ 

７，６４１ 

７，５６９ 

６月１２１丁1(土）

６月６日（日）

１０月10日(日）

６月５日(１）

６ﾉｰ１１３日(日）

７月２４日(ｉｊ

ｌＯ月９日しt）

６月９１三'㈹

７月１０日㈹

７月３１日(i）

22,633人

1２，３１５ 

１２，０７０ 

１１，９７０ 

１０，８０６ 

9,124 

８，７００ 

８，３３５ 

８，０６１ 

８，０５３ 

６月111](１）

６月４日Ｕ）

６月５１]（日）

１０月９１三|(日）

６月１２日(日）

７月２３日(土）

７月２４日(日）

７月９日(1)

７月１７日(日）

６月１８日(t）

22,198人

１４，３９５ 

１２，５５２ 

１２，１８３ 

１１,５１６ 

１１，２３６ 

１０，８９７ 

９，２３４ 

８，２９６ 

７，７１６ 

101三llH1計 112,067 
(20.7％） 

１２０，２２３ 
(22.2％） 

103,480 
(１９．２％） 

は年間入１１１者にしめる割合。環境庁調べ。

２入山有料化の提案以後

９５年に環境庁委託業務報告書として『平成７年度国立公園利用適正化シ

ステム策定調査報告書』（1995年）が尾瀬保護財団から発表されている。こ

の中で利用者の集中がもたらす問題として，①登山道や湿原への踏み込みに

よる自然破壊，②マイカーなどの無統制な乗り入れによる自然破壊，③動植

物の採取やゴミの投げ捨てなどのマナー低下，④人の混雑やトイレ待ちの渋

滞による不快適さ。それに伴うゴミの増加や水質の悪化，⑤静かな環境や安

全な利用が損なわれるなどが生じ，早急に検討し利用分散を進める必要があ

ると報告している。

これらの報告を元に尾瀬保護財団は「日光国立公園尾瀬地域利用者指導用

マニュアル平成８年度版」（1996年ａ）を作成している。また，同年には

『平成８年度国立公園利用適正化システム策定調査報告書』（1996年ｂ）を発

表し，「尾瀬利用者実態アンケート調査」をおこない，その結果の分析から

｢入山料，トイレ等に関する有料化も検討の射程内」とし「他地域の事例な

いし海外事例等を調査しつつ，尾瀬の現実に即した規制・有料化について検

討を開始しなければならないところに来ていると見られる。内部での十分な

事前検討の上，探訪者，山小屋経営者，地元関係者，ツアー業者等との協議

を行って行く必要がある。ただし，この問題については，十分慎重な議論を

重ねる必要があると思われる」と述べている。
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人111者上位101＝

997年996年1995年

６月１４１](|）

７月２０「l(|]）

６月７１三|(1)

10月１０'三|(抑

６月８１三|（日）

10)ｌｌｌｌ](1) 

７１１１９１三1(t）

６１三１１５１](|]）

６)三１１１三|(日）

７ノリ２１１三101）

20,049人

１６，８９１ 

１５，８３９ 

１４，１６９ 

１２，７５３ 

１２,３３１ 

１０，６７１ 

１０，４１１ 

１０，２３５ 

９，５６８ 

７月２０１](|）

６月２２日(|）

７月２７１１(|）

６月１５１](け

６月２３１](１１）

６月１６日(１１）

７月１３日(|）

６月８１三l(１）

０月１０|](1)l）

０月１２日(1)

19,092人

１８，７１０ 

１３，８３７ 

１２，７６２ 

１１，９４７ 

１１,７７６ 

１１，４００ 

１１，２１６ 

１０，８５５ 

１０，５００ 

６ﾉｰ１１０日(土）22,550人

６月11日（日）15,525

６月３日(i二）14,096

７月２２１二|(i）１１，６７５

７月２９日(ｉｊｌＯ,304

６月１７日(土）9,898

６月２４日(土）9,748

５月２７日Ｕ）9,433

７月８日(土）8,938

０ﾉｰ'10日㈱8,597

120,764 
(22.6％） 

１３２，０９５ 
(20.4％） 

１３２，９１７ 
(21.6％） 

９８年６月１１１には，尾瀬保謎財団の下部組織「尾瀬入山適正化検討委員

会」（委員長・'三|下部W1太郎010国立公ljliI協会長）が『尾Nil入山適正化検討委員会

報告』を公表した。入|｣｣者の抑制について同報告は「特定混雑予想'１（１日

1万人を超えることが予想される日）において，Ｉ１ｉｉ入'111コ（沼１１１，鳩待lllf）へ向

かうIliの交通アクセスまたは輸送力を見直し，これによって車の総数を抑制

することが妥当である。この場合，マイカー，大型観光バス，シャトルパス

など全ての交通手段を検討対象とし，道路事情や腱に'１場の整備状況さらには

交通法規など総合的な観点から糖llliし，交通抑fliIの効果があがるようにする

必要がある」とし，次に啓発ﾙ戊報，入'１１者に対するサービス強化（ビデオに

よる案内，スタッフによる解説など）をあげている。最後に「尾瀬の保護と利

川に関しては，入111者の総量規制及びこれに関連するＩｌｌｌ題がある。しかし，

これらについて議論する前に，現在の制度的な諸条件のもとで利川の適正化

のための管理を充実させていくべき余地が多くあることを認識しなければな

らない」と結んでいる。

このような環境庁自然保護局国立公園課の一連の動きとは別に，｜司局計画

課の動きとして『自然公園等おけるl÷|然とのふれあいの確保の力策につ
（18） 

いて』と題する答111が９５年７)１４１三|に出されていることをiWIi足しておく。
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Ⅲ近年の人１１｣者数の実態

環境庁は，写真（図l）に示すようなセンサーを各登山'二1に設置して８９年

以来，無雪期の約５カ月半尾瀬の入山者数を調べているが，その推移を|叉１２

に示す。各年の混雑'三|ワースト１０は表２の通りで，集中度は最大で22.6％，

最小で19.2％と，調査'二1数の０．６％強のｌＯｌ]間にｲﾄﾞ間入山者の２０％が集

中するという現実がある。また，入山「Ｉ別;ｌｆｌｌ合は図３に示す通り鳩待峠と沼

山峠に集'１'している。このように尾瀬は，混雑日と混雑コースがほぼ決まっ

ており，これが過密|川題を引き起こしている。

'又'２尾瀬のｌＩ２ｌＩｌｌ人'11者のｌＩＩｉ移（環境庁調べ）

647.523 
65万人

614317 

6０ 

5５ 

lmTlll］ 5０ 

4５ 

899091929394959697年

図３９７(１２人１１１「1>)11入１１｢ffの割合
（環境庁調べ）Ｎ＝614,317

|叉１１名登lllI1に設li(【されたセンサー
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Ⅳ入山規制・利Ⅱ]料金アンケート

１調査方法

調査地域＝尾瀬沼の環境庁ビジターセンター・長蔵小屋とその周辺および

尾瀬沼山荘周辺

調査対象者＝これらの地域に入|｣｣'１１の高校生以上の男女個人

標本抽出＝特におこなわず，調査地点で休憩'１１の登山者を任意に選定した

調査方法＝面接法による自己記入

調査曰＝98年６月２０日（土）と２１１三１（|=|）の２日間。例年ならミズバ

ショウの花が咲く頃で混雑度１～２の週だが，この年は季節の進行が

早く，すでにミズバョウの花は終わっていた。しかも両日とも小雨が

時折降るという，あいにくの天気だった。

有効回答＝310

本調査は，尾瀬の入山者に尾瀬の感想を聞き，その上で混雑解消のために

規制が必要かどうか尋ね，次いで入lIl者を数量で規制するか，それとも入山

料金を集めることで結果として入山者を減少させるかを質問したものである。

同時に，尾瀬の施設利用料金に対する是非とその金額も訊いた。調査表は本

章の末尾に示す。

２調査対象者のプロフィール

’性別は女性176人（56.7％)，リ)性134人（43.2)。年齢別では，２０歳以下

１１人（3.5％)，２０歳代８３人（26.8％)，３０歳代３５人（11.3％)，４０歳代６４

人（20.7％)，５０歳代９９人（32.0％)，６０歳以-k１７人（5.5％)。都道府県

別入山者の割合では，関東１部６県で70.8％を占め，残りは北海道から福

岡まで１５道府県にわたっていた。蜜'１１日数では，’三|帰り・夜行日帰りが１５３

人（49.3％)，１泊が１２２人（39.3％)，２泊は３２人（10.3％)，３泊２人，４

泊１人だった。宿泊場所では，’１１小屋が５６．６％，テントが１４．６％，その他

車内と登山口近くの民宿の合計が２８．６％・同行者の数では，いない（単独

行）５人，一人が６２人，二人が３７人，三人が３４人，四人が２６人，五人以
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表３尾瀬の感想と規iliI．

規IIillは

すべきでない

なんらかの

規制が必要尾瀬の感想 数を制限

満足した

不満足

どちらとｂ言えない

その他

79.6％ 

５．４ 

１４．５ 

０３ 

Ｎ＝８１(32.7％） 

Ｎ＝２(11.7） 

Ｎ＝１４(31.1） 

Ｎ＝０（０．０） 

７
７
５
１
 

４
１
４
 

２
 

Ｎ
Ｎ
Ｎ
Ｎ
 

Ｎ＝166(67.2％） 

Ｎ＝１５(882） 

Ｎ＝３１(６８８） 

Ｎ＝１(100） 

８
５
２
０
 

６
ｌ
 

ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
 

Ｎ
Ｎ
Ｎ
Ｎ
 

●
 

一『一「、皿

〈
口

Ｎ＝３１０１００Ｎ＝９７３１．２ Ｎ＝２１３６８．７ Ｎ＝８５ 

（）の付かない％はＮ＝310に対する割合。（）内の％は尾瀬の感想（満足した＝247,不満足＝17，どち
らとも言えない＝45,その他＝l）をそれぞれ100％としている。

表４尾illiiiの感想×性別・'１１行形式

尾瀬の感想 女性（平均）男性（平均）日帰り（平均）

満足した

不満足

どちらとも言えない

その他

４
３
０
１
 

５
１
 

’
’
’
’
一
一
一
一

Ｎ
Ｎ
Ｎ
Ｎ
 

1,888円

２，３３３ 

２，５００ 

１，０００ 

４
７
８
０
 

４
 

ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
 

Ｎ
Ｎ
Ｎ
Ｎ
 

2,193円

３，１４２ 

２，０００ 

1,950円

1,000 

1,800 

１
３
５
０
 

５
 

Ｎ
Ｎ
Ｎ
Ｎ
 

合計平均 Ｎ＝６８１，９８５Ｎ＝５９２，２７９Ｎ＝５９１，８３８ 

表５足瀬の感想×利川交皿機関と入１１１料金

路線バス(平均）観光パス(平均）その他（平均）感想

満足した

不満足

どちらとも言えない

その他

９
２
２
１
 

１
 

一
一
一
一
一
一
一
一

Ｎ
Ｎ
Ｎ
Ｎ
 

1,52211] 

３，０００ 

１，５００ 

１，０００ 

1,641円

２，８３３ 

２，２００ 

2,666円

３，０００ 

２，６６６ 

５
６
０
０
 

５
１
 

Ｎ
Ｎ
Ｎ
Ｎ
 

４
２
６
０
 

２
 

一
一
一
一
一
一
一
一

Ｎ
Ｎ
Ｎ
Ｎ
 

合計平均 Ｎ＝２４１，６４５Ｎ＝７１１，８２１Ｎ＝３２２，６８７ 

'又'４入111料金を１人当たりいくらくら

いにすれば入山者は減るか（全体）

図５尾瀬に満足と答えた人の

入'１１料金

50001 
１ 

1以下
１ 

3001']’１万|ﾘ，２万}'１行１人と5001'１３人あ}） 3001']，５０()''１，１万|']’２万'1]各１人あＩ）
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入山料金に対する態度

数と入'１１料金で

制限（平均）

入山料金で制限

(平均） 合計平均

2,041円

２，８００ 

２，０００ 

１，０００ 

1,876円

3,000 

2,357 

1,977円

２，９００ 

２，２７７ 

1,000 

０
５
４
１
 

６
 

ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
 

Ｎ
Ｎ
Ｎ
Ｎ
 

８
５
４
０
 

３
１
 

Ｎ
Ｎ
Ｎ
Ｎ
 

Ｎ＝５７２，０９２ Ｎ＝７０２，０７８ 2,085 

と入山料金

宿泊（平均）テント持参(平均）雪山に行く（平均）

2,006円

３，７１４ 

２，３０７ 

１，０００ 

2,666円

5,000 

３，０００ 

2,66611 

5,000 

2,333 

1，000 

７
７
３
１
 

４
１
 

’
’
一
一
一
一
一
一

Ｎ
Ｎ
Ｎ
Ｎ
 

３
１
２
０
 

｜
｜
｜
｜
｜
｜
｜
｜
 

Ｎ
Ｎ
Ｎ
Ｎ
 

９
２
３
１
 

Ｎ
Ｎ
Ｎ
Ｎ
 

Ｎ＝６８２，２２５Ｎ＝６３，５００Ｎ＝１５２，８００ 

図６尾瀬に不満足・どちらとも言えないと答えた人の人'１１料金

４ 
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上が１４３人，不明３だった。同行者との関係では，山岳会の仲間１３人，ハ

イキングクラブ１７人，友達１４２人，家族７５人，旅行業者のツアー５９人な

どだった。

登山経験年数では，はじめて１２４人，１年１５人，２～３年７１人，４～５年

１９人，６～１０年３９人，１１年以上３７人などだったが，なかには尾瀬は山で

はないとの'回1答もあった。尾瀬にきたのは何回目ですかの問に180人（58.2

％）がはじめて，２回が６３人（20.3％)，３１回|目が２３人（7.4％)，５回目が

１８人（5.8％)，それ以上は２５人（8.0％）だった。尾瀬の登山口までの交

通手段は路線バスが６３人（20.3％)，観光バスが166人（53.5％)，自家用

車69人（22.2％)，その他'２人（3.8％）だった。入山口では，鳩待峠５４

人（17.4％)，富士見峠０，大清水78人（251％)，沼山l峠１５５人（50.0％)，

御池２１人（6.7％)，奥鬼怒沼0人，銀111湖２人（0.6％）だった。下山ロは

鳩待峠２０人（6.4％)，富士見峠１人（0.3％)，大清水１１５人（37.0％)，沼

山峠142人（45.8％)，御地30人（9.6％)，銀'１１湖1人（0.3％）などだが，

調査地点が尾瀬沼の長蔵小屋・環境庁ビジターセンター周辺と尾瀬沼山荘・

東電山の家周辺だったことを考慮する必要がある。環境庁の９７年調査によ

ると，鳩待峠４９．９％，大清水８．１％，沼山峠３１９％，御地４．４％，至仏山

4.4％，その他0.9％，と約半分が鳩待||ｉｆを入山口に利用している。

３入山料金

尾瀬に対する感想では，７９．６％が「自然が一杯で予想通りで（満足した)｣，

5.4％が「人が多くてがっかりした（不満足だ)｣，「どちらとも言えない」が

14.5％と|回|答，これらに含まれない回答が０．３％あった。しかし，「どちら

とも言えない」と回答した中には，尾瀬沼に到着したばかりで感想をえるこ

とができない人が多数含まれていると考えられる。自然保護のための入山規

制については，「すべきではない」が３１．２％，「なんらかの規制が必要だ」

が68.7％だった。この「なんらかの規制が必要だ」と回答した人の内訳を

尾瀬の感想別に見ると，「満足した」したグループは６７．２％，「どちらとも

言えない」グループは６８．８％だった。それに対し「不満足」と答えた人は

88.2％が「なんらかの規制が必要だ」と|回1答しており，「不満足」グループ
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は，より強く入111規制を望む傾向が強いことがわかった。ただ，「不満足」

と回答した人は全体で１７人しかおらず，サンプル数が少ないことに注意が

必要だ。

「なんらかの入山規制が必要だ」と答えた人にその方法を選択してもらっ

たところ，その３９．９％が「入山者の数を制限する｣，同様に３２．８％が「入

山料金で制限する｣，同２６．７％が「その両方」と回答した。そこで「入山料

金を1人当たりいくらくらいにすれば入山者は減ると思いますか」と質問し

たところ，最高額は２万円，最低額は３００円，平均2085円だった。

以上の結果を表３，図４，５，６に示す。

性別や山行形式（尾瀬地区に宿泊するか，それはテントか山小屋か，雪'１１に行

くか）の違いで尾瀬の感想に違いがあるか，回答入山料金に差があるかを表

４に示す。表３と同様「不満足」と答えた人は入山料金も高めに回答してお

り，「尾瀬で宿泊する，した」人も入'11料金を高めに答える傾向がある。ま

た，「テント持参，雪山に行く」グループも料金を高く回答した。

同様に，年齢と入山料金の関係では２０歳以下では平均３０００円，２０歳代

では同２１７１円，３０歳代同２４５８円，４０歳代同２９１３円，５０歳代同１３７６円，

60歳代同２１６６円という結果で，４０歳代が最も高かった。尾瀬までの利用交

通機関と入山料金の関係では，「路線バス」の利川者の平均が１６４５円，「観

光バス」同１８２１円，「自家用車を含むその他」同２６８７円で，その他の交通

手段で入山したグループは高かった。

尾瀬までの利用交通機関と尾瀬の感想をクロス集計して入山料金の平均を

求めたものを表５に示す。

尾瀬の訪問回数との関係では，「はじめて」の平均が２０１２円，「２回目」

同1935円，「３回目」同２５００円，「５１回|目」同２３３３円，「それ以上」同２３８４

円で，尾瀬の訪問回数が増力||するに従い，入山料金が高くなる傾向を示した。

しかし，個別に検討すると「はじめて」の人は６６人で，このうち「満足」

と１回1答したのは４９人。この人たちの平均は２０５７円で，「iMi足」したグルー

プの中では「５回目」の８人の２５００円に次いで高かった。居住地域別では，

関東圏１都６県の平均が２２９４円，その他の道府県の合計平均は１６６１円で，

明らかに関東圏の方が入山料金を高く|回1答している。このI頃|可は，都道府県
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衣６１diWiの感想と利)Ⅱ料金の関係

尾瀬の感想 利川料金で整備（平均）環境庁と県が整備（平均）

満足した

不満足

どちらとも言えない

その他

79.6％ 

５．４ 

１４．５ 

０．３ 

Ｎ＝４１(１６．７％） 

Ｎ＝６(35.2） 

Ｎ＝１０(22.2） 

Ｎ＝０－ 

Ｎ＝２４７ 

Ｎ＝１７ 

Ｎ＝４５ 

Ｎ＝1 

９５１１'１ 

１，１６６ 

１，０００ 

(31.5％） 

(１７．６） 

(33.3） 

８
３
５
０
 

７
１
 

’
’
’
’
’
’
’
一

Ｎ
Ｎ
Ｎ
Ｎ
 

合計 Ｎ＝３１０１００Ｎ＝５７１８．３９８２Ｎ＝９６ 31.0 

注）「どちらでもない」×「行政と利川者のiilj方」のＮ＝20(`１４．４％)には具体的な金額を示していない回

答ｌを加えているが，平均はＮ＝１９で計算している．

（）の付かない％はＮ＝310に対する割合。（）内の％は尾瀬の感想（iiMi足した＝247,不満足＝17，ど
ちらとも言えない＝ｲ５，その他＝l）をそれぞれ100％としている．

衣７尼瀬の感想×性別・'１１行形式

尾瀬の感想 女性（平均）リ)性（平均）日帰り（平均）

満足した

不測足

どちらとも言えない

その他

６
４
５
１
 

９
１
 

’
’
’
’
’
’
’
一

Ｎ
Ｎ
Ｎ
Ｎ
 

８６４円

1,375 

９６６ 

５００ 

Ｎ＝７３ 

Ｎ＝１０ 

Ｎ＝１５ 

Ｎ＝0 

９４５円

1,500 

９６６ 

７
５
８
０
 

８
 

ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
 

Ｎ
Ｎ
Ｎ
Ｎ
 

８３９円

９００ 

１，０６２ 

合計平均 Ｎ＝１１６８９２Ｎ＝９８１，００５Ｎ＝１００８６０ 

表８尾瀬の感想×ＩＤＩ数と利用料金

感刈 はじめて(平均）２回'三｜（平均）３１回111（平均）

iiMi足した

不iiMi足

どちらとも言えない

その他

８３５１Ⅱ 

1,500 

８３３ 

一
一
一
一
一
一
一
一

Ｎ
Ｎ
Ｎ
Ｎ
 

７
８
０
 

９
６
１
 

５
３
５
０
 

３
 

一
一
一
一
一
一
一
一

Ｎ
Ｎ
Ｎ
Ｎ
 

1,000円

1,333 

1,100 

７５０円

1,500 

1,000 

５００ 

２
２
２
１
 

ｌ
 

ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
 

Ｎ
Ｎ
Ｎ
Ｎ
 

合計平均 Ｎ＝1２１８６７Ｎ＝４３１，０３４Ｎ＝1７８５２ 

別入山者上位５部県（東京都，埼玉県，神奈)||県，茨城県，千葉県の１１『{）の平

均２３２５円と比較すると一層顕著になる。なおランク外の群馬県と栃木県は

各サンプル数１で共に平均10001]]だった。

次に入山料金の全体を押し上げている高額回答者を検討する。まず，５０００

円グループは全部で１０人おり，尾瀬の感想では「iil1li足」４人，「不満足」４

人，「どちらとも言えない」1人，入山に使った交通機関は「路線バス」１人，

｢観光バス」３人，「自家用車を含むその他」６人で，９人が尾瀬で宿泊して

いる。テント持参は４人で，「雪''１に行く」６４人だった。尾瀬にきた回数

では，「はじめて」は１人のみで登山経験も「はじめて・１年」が各１人，２
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行政と利用者の両方（平均）合計平均

Ｎ＝128(51.8％）８８２円

Ｎ＝８(47.0）1,687 

Ｎ＝２０(44.4）９２１ 

Ｎ＝ｌ(100）５００ 

８９９円

1,464 

９４８ 

５００ 

Ｎ＝１５７５０．６ 920 941 

と利用料金

宿泊（平均）テント持参(平均）雪山に行く（平均）

２
９
２
１
 

８
２
 

’
’
’
’
一
ｌ
ｌ
ｌ

Ｎ
Ｎ
Ｎ
Ｎ
 

９６３円

１，８３３ 

９３１ 

５００ 

1,416円

２，０００ 

１，０６２ 

６
２
８
０
 

’
’
’
’
’
’
一
ｌ

Ｎ
Ｎ
Ｎ
Ｎ
 

’
一
一
一
｜
｜
｜
｜

Ｎ
Ｎ
Ｎ
Ｎ
 

1,041円

１，８７５ 

１，０００ 

５００ 

２
４
４
１
 

１
 

Ｎ＝１１４１，０２１Ｎ＝１６１，３１２Ｎ＝２１１，１６６ 

５回目（平均）それ以上（平均）

２
１
０
０
 

１
 

Ｎ
Ｎ
Ｎ
Ｎ
 

1,041円

５００ 

1,115円

２，０００ 

１，２５０ 

３
２
４
０
 

１
 

一
一
一
一
一
一
一
一

Ｎ
Ｎ
Ｎ
Ｎ
 

Ｎ＝１３１，０００Ｎ＝１９１，２３６ 

３ 図７利用料金はいくらくらい力

年が1人，残る７人は５年以上だった。居住地域は北海道の１人を除いた９

人は関東，勤務形態は８人が常勤で，学生が１人，その他１人。'性別では女

'性２人，男'性８人。

この１０人以外に１万円，２万円の回答が各１人ずついた。２人とも尾瀬に

｢満足」で日帰り，尾瀬は共にはじめて，年齢も４０歳代，勤めも常勤。登山

経験は３年と１０年以上。異なるところは，１万円と答えた人は雪山に行き，
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女`性，２万円と答えた人は雪山に行かなくて男性。居住地域は，愛媛県とﾈ11I

奈川県だった。

以上の１２人は，全体に登山経験があって|=1然保護についても意識が高い

傾向がうかがえる。また，尾瀬の感想が「不満足」と回答したグループは，

入山料金を高く回答しており，これにより入山者の減少を促そうとしている

と考えられる。これらの結果は，小林らの研究成果とよく符合する。

４利用料金

尾瀬の自然保護のために下水道処理施設の拡充，木道・ロープ等の整備・

強化の費用はだれが負担すべきかという質問をした。ただし，入山料金とは

重複して集めない。その結果，「利用料金で繋備」と回答した人が18.3％，

｢環境庁と県が整備」|司310％，「行政と利)|]者の両力」同５０．６％という結

果で，なんらかの形で行政に期待する回答が８０％を超えた。全体の平均額

は９４１円，感想別の平均額は「満足した」が８９９１１]，「不満足」１４６４円，

｢どちらとも言えない」が948円だった。入'１１料金同様「不満足」と回答し

たグループがやはり高い金額を回答している。これらをまとめて表６に，回

答金額の分布を図７にそれぞれ示す。

年齢別平均額は，２０歳以下１１６６円，２０歳代９７２円，３０歳代958円，４０

歳代１０００円，５０歳代８２６円，６０歳代1076円。山行形式別利用料金額では

｢日帰り・夜行日帰り」が860円，「宿泊する，した」は１０２１円，「テント持

参」は１３１２円，「雪'１１に行く」は１１６６円で，「テント持参」のグループが一

番高い料金を示した。男女別では「男性」１００５円，「女性」８９２円で男性の

方が高い。尾iWiの訪Ｉ１ｌｊｌ回|数との関係では「はじめて」が８６７円，「２回'三1」

が１０３４円，「３１回''二1」が８５２円，「５回目」はｌＯＯＯｌ１Ｌ「それ以上」は１２３６

円で訪問回数が多いほど利用料金を高く回答している。これを表７，８に示

す。

尾瀬までの利用交通機関では，「路線バス」が９２２円，「観光バス」が８７６

円，「自家用車を含むその他」は１０９０円だった。居住地域別では，入山者上

位５位の合計平均は９６３１１，関東７部県の合計平均は９５８円，その他の地域

の合計平均は９０７円だった。
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Ｖ入山規制の可能性と利用料金

|これまで提案された方法

年間６０万人におよぶ入山者は自然保護の観点，入山者の'快適な自然との

ふれあいの面からも適正規模を超えていることは，すでに見たとおりである。

しかし，尾瀬の混雑は無雪期に常に生じているのではなく，表２に示したと

おり，ある一時期だけに集中する。これが問題となっている。したがって，

この集中曰を分散させる方向に入山者を誘引するのは可能か，を検討･する。

瀧ヶ崎によれば，尾瀬来訪の目的は「ミズバショウを見ることを最大の目的

としている。山行は尾瀬ヶ原か尾瀬沼周辺のどちらかを，日帰りでハイキン
（19） 

グするという者が多い」であり，入山者カョミズパショウやニッコウキスゲ，

紅葉見学を主要な目的としている限り，集中曰を解消することは困難と考え

られる。

そこで考え出されたのが，前掲の「尾瀬を守る懇話会」が提案した入山者

の総量規制のための「保全料」だ。しかし，この「保全料」もしくは環境庁
（20） 

の「協力金」は，阿部泰隆が法律的に検討･しているとおり，現行法制度のま

までは相当無理がある。加藤は９０年に「環境保全料」の徴収を「汚染者全

額負担方式」でなく，「利用を抑制するするほど高額にならないように設定
（21） 

される」と提案している。すなわち，環境保全のために必要な費用の全額を

入山者から集めるのではなく，その一部を無理なく集める方式だ。また彼は，
（22） 

９７年Iこ「入園許可証の『競争入ﾈL』」を新しく提案している。

これは，「尾瀬への利用者を運んでくる中心的な交通手段の数をコントロ

ールすることによる，利用者数の調整」で，「まずｌ日当たりの許容人数を

検討し発行する入園許可証の枚数を決定，これを観光パス会社の入札にかけ

る方式だ。ただし生活の足になっている路線バスは対象から除外する。この

入山許可証を持っていない観光バスに乗ってきた登山者の入園を環境庁は拒

否することで一応の入山規制（混雑緩和）が可能になる」というもの。

これは論理的にはかなり完成された提案だが，なんといっても「入園拒

否」が現場で混乱なく執行できるかどうかが最大の課題だろう。環境庁国立
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公園課の['1島慶二は「制限の数字を越える入山者の入り込みを権力の行使と
（23） 

して拒否することもできない」と書いている。また，力１１藤自身報告している
（２１） 

とおり，アメリカでも国立公園の入111許可書不所持者の「取締」は，十分お

こなわれているとは限らない。そもそも「'二|然公園内」での「取締」が，国

民の合意をえられるものなのか判断が分かれる。また，環境庁自然保護局計
（25） 

画課の『'二1然公園のふれあいの1確保』を推進する政策と矛盾しかねない。

現在，全lTii入llljljM制を実行している|と１１(llllll地の秋１１]県藤里'１１Jの政策には，

さまざまな批判が寄せられており論争のゆくえはいまだに見えないし，自然

公園法の主旨からも「入園拒否」を現場で貫くのは，よほどの議論を重ねた
（２６．２７） 

上でないと実現できないと)i1Aわれる。

２入山者を数で制限する

アンケートでは，２７％強の人が入'１１者を数で制限すると回答しているが，

入山'二1まできた溌l｣｣者を「今'三1は予定人数に達しましたから入山できませ

ん」と拒否はできないから，この入山者を数で制限する方法は先着１１項であれ，

抽選であれ，なんらかの方法で事前に許可証を発行しなければならない。そ

のための事務費川が発生するから実費程度の手数料を必要とする。この場合，

入山者側には名[1はともかく「有料」のように見える。

入111料金，利川料金，入山許可証発行手数料のどれでも結局，形は「有

料」だから入山者llllにとっては大差はない。キャンプ場の幕営料金は，明ら

かにテントをそこに張り，水場やトイレを使う代償として支払うので当事者

はそれなりに納得できるし，そういう'慣行が全国的に行き渡っている。サー

ビスと対Illiの交換が，その場で完結するので分かりやすいが，入１１１許可書発

行手数料はどうか。

また，事前手続きが一つの障壁となって入''１者の減少を期待する考えもあ

るが，入111者の半数以上が観光バスを使っている現状では，観光会社，パス

会社が入111許可111請をまとめておこない，必要枚数を確保するだろうから，

それほどの障壁になるとは考えられない。

先に検討した力Ⅱ藤のアメリカの事例は，許可書の発行枚数がせいぜいｌ日

当たり200枚程度で，尾瀬のケースと単純には比較できない。なお，手数料
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は３ドル。結局，「入山者を数で制限する」ことは，許可書発行事務手続き

経費が透明にできない限りある意味で「有料化」につながり，現在のところ

直ちに実行できる環境ではないと思われる。

３入山規制に対する意識

「入山規制はすべきではない」との回答は３１．２％，利用料金で「環境庁と

県が整備」と回答した人も３１．０％とよく似た結果だった。そこで，「入山

規制に反対」と「環境庁と県が整備」をクロス集計したところ４３人いた。

これは全体３１０に対して１３．８％で，その４３人の内訳は，尾瀬に「満足」な

人が３６人，「不満足」０人，「どちらとも言えない」７人だった。このグルー

プは国立公園は，国や自治体が管理すべきで何の入山規制もすべきではなく，

利用料金にも反対だから態度が鮮明だ。「入山規制」に反対で「利用料金」

に賛成の５４人と「環境庁と県が整備する」と答えた人のうち，「なんらかの

規制」に賛成と回答した５３人をどう考えたらいいだろうか。前者は，入山

規制には反対だが受益者負担としての利用料金は仕方がない。後者は，入山

規制は容認するが利用料金は払いたくないグループで53人いた。そのうち，

｢数で制限」を選んだ人を除いた２１人の入山料金の平均は１３７１円だった。

この２１人のうち「入山料金で制限する」と答えた１１人の平均は同１６０４円，

｢入山料金と数で制限」と回答した１０人の平均は１２３０円でこれは，サンプ

ル１０以上のグループでは最低額だ。このグループは，規制を認めるがその

規制は「できるだけ緩い方法」を望んでいるように思える。

以上検討してきたとおり，入山規制を一番強く支持したのは高額回答者グ

ループで，この人たちは，尾瀬に「不満足」な人が多く，関東からきた人た

ちが中心，ついで「不満足」グループ全体，３番目が「どちらとも言えな

い」グループ，４番目が「満足」グループで，５番目が「利用料金」に反対

で「入山料金」は容認するグループの順だった。

４入山者は混雑を問題としていない

尾瀬の特定曰に入山者が集中する現象を専門家，比較的経験を積んだ登山

者，それと自然保護に対する意識を強く持っている人たちは，過剰利用だと
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認識していることが明らかになった。これを前提に，入山者をどのように減

少させたらいいかという問題が立てられている。その発端が「尾瀬の自然を

守る懇話会」の「保全料金」であり，加藤の提案する「入札制度」だ。

この「尾瀬のある特定日に過剰な登山者が入り，この現象は自然保護のた

めによくない，または放置すべきではない」という意見は，いったいだれの

ためなのだろうか。加藤は「現在の尾瀬は，生態系キャパシティーよりも自

然体験的キャパシティーの方が小さいという状況として考えるべきだと
（28） 

思う」と論じ，利用者にとって過乘llな入山者はよくない，との考えに立って

いる。

尾瀬保護財・団も，はじめに「自然への影響」をあげ，ついで「入山者がも

たらす入山者自身への影響」として「木道の飽和状態，トイレの待ち時間の
（29） 

増大，交通渋滞，緊急時に支|境をきたしている」と１１Ⅱ題点を列記している。
（30） 

日本自然保護協会も同様の指摘をし，環境庁もそれを問題lこしている。山小

屋経営者は，年間を通じて宿泊者数が一定で，できれば宿泊施設の稼働が限

りなく１００％に近くなれば経営効率は上がり，利益率も向上すると考える。

したがって，現在長蔵小屋が採用している定員制と月曜日の料金値下げはあ

る程度，顧客を分散させる誘引となり，小屋経営にも自然保護にも宿泊者に

も有益だ。

この問題を入山者はどうみているのだろうか。確かに，入山者が分散化し

ゆとりある散策を楽しめれば，それは木道の大渋滞の中でミズバショウの花

を見るより気分はいいに違いない。土・曰の混雑情報は，尾瀬保護財団の調

査で83.2％の人が知っていると答えている。それでも入山者は，ある特定

の口に集中する。

尾瀬保護財団が環境庁の委託を受けて，９６年７月から１１月５日までおこ

なった入山者アンケート（標本数3523）は，平日に入山した人全体のうち

｢混雑をさけてゆっくりしたかった」が30.4％で，同平日の「休みがとれ

た」は３５．０％という結果だ。要するに，混雑'三Iが特定の曰に集中するのは，

日本の休暇制度に問題があるとして「尾瀬探訪の主力である４０代から５０代

のリピーターの多くは，会社員及びその家族であり，平日分散の必要を感じ

ながら，現実の社会環境から士・Ｉ]に探訪せざるをえない。問題は社会環境
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（31） 

そのもの(こある」とまとめている。この論点は，本書第II部第１章でフラン

スの，同第３章で日本を含めた国|際比較で詳しく論じられているので，以上

問題の一つとして指摘するにとどめる。

次に，もし混雑が激しくて入山者が不'快に感じたとすれば，もう尾瀬には

行きたくない，もしくは平日に行くという行動が生まれるはずだ。ところが

現在入手できる調査結果は次のようなものだ。前掲尾瀬保護財・団の結果では，

はじめて４２．４％，２回目から５回目４２．７％，それ以上１４９％だった。瀧

ケ崎の調査（97年６月，サンプル数176で対象は４０歳以上）では，「男性が５
（32） 

割強，女`性が約４鴇Iが２回以上で，リピーターが多い」と報告している。私

たちの調査では，はじめてが５８．２％，２回目２０．３％，３回目７．４％，５回

目５．８％，それ以上８．０％と，再訪率にばらつきはあるが，どの調査結果も

４０％を超えている。特に－番サンプル数が多く，無雪期の大半を通じてサ

ンプルを集めた尾瀬保護財・団の結果に注目したい。しかも混雑曰は相変わら

ず特定している。

これらの結果をどう考えればいいのだろうか。そこで私たちは，尾瀬の感

想を「あなたの尾瀬の感想に近いもの一つに○を付けて下さい。Ａ、自然が

一杯で予想どおりだった（満足した)，Ｂ・人が多くてがっかりした（不満

足)，Ｃ、どちらとも言えない」と質問したところ表２に示したとおり，「満

足した」７９．６％，「不満足」５．４％，「どらとも言えない」１４．５％という結

果をえた。しかも，前述のように「どちらとも言えない」の中には，尾瀬沼

に到着したばかりで感想を持つに至ってない人も含まれている。

前掲の瀧ヶ|崎の調査では４０歳以上が対象だが，「たいへん満足した」５６

％，「どちらかと言えば満足した」３６％，「どちらかと言えば満足していな

い」７％，「まったく満足していない」１％で，９０％以上が尾瀬の現状に満

足している。彼は，再訪問希望についても訊いており，結果は，「絶対また

来たい」４２％，「できればまた来たい」４９％，「たぶんもう来ない」９％，

｢絶対もう来ない」０％と報告している。

これらの結果から，どうも尾瀬の入山者の平均的意識は，専門家や環境保

護に強い意識を持っている人たちが考えているほど，尾瀬の混雑を問題とし

ていないように思える。これは，小林の報告する「利用人数が多い場合，人
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（33） 

数は実I際より少なく炎１１党された」や「利用増に伴う不快な経験が想定される

と利用者自身が不快と感じないよう限界人数を意識的により高めに設定して
（34） 

いると考えられる」のｶｺも知れない。

そうすると入lll者の集中は，自然に対する負荷が自然を回復不可能なほど

損傷するかどうかに問題は絞られる。

次にこの点を検討する。まず入'11者のマナーが悪く，決められたコースを

外れ高山植物や貴重な植生を裸地化させるかどうか。数多い入山者の中には

ルールを守らず，規制を越えて写真を撮るケースもあるが，そのようなマナ

ーのよくない入山者は，一定の割合で含まれていると考えられるので,その

人が士.曰に入,',しょうが平日だろうが被害の大きさは変わらない。「植生の

回復も緑を取り戻した状態までになった。ゴミ持ち帰り運動もすっかり定着

した。汚水については，浄化梢が繋備されパイプラインで域外排出されるよ
（35） 

うになった」という現状報告もある。ということは，設置した浄化槽の処ILM

能力以上の汚水が発生しない租度の混雑なら'川題がないと言える。

このように登,',者から見ると，特定時期の士・'三1に入山者が集中するのは,

さほど問題ではない。なお，尾瀬保護財団の調査の自由記入欄に，入山料金

を集めるのも方法だという意見もあったことを付記しておく。

尾瀬に満足して両:度訪問した蚕'''者も，なんらかの規制が必要と回答して

いるが，その本心はどこにあるのだろうか。それは「尾瀬が現状程度混雑し

ていても，それでもミズバショウ，ニッコウキスゲの花や紅葉を見たい。本

当は混雑曰を避けたいが休暇が取れないのでやむをえない，でも混雑はでき

る限り解消した方がいい」という心理と考えられそうだ。

５受益者負担としての利用料金

入山者から各種施設の利用に際して，受祐者負担としていくらかの料金を

求める方法は，現在寄付金等の形でおこなわれているが，残念ながらその額，
（36） 

寄付率とも尾瀬の場合には芳しくない。下'１用料金は，国立公園内のキャンプ

指定地等で幕営料として徴収しているケースが多く，尾瀬の場合は，林野庁

の委託を受けて山小屋が代行徴収しており，金額は１人１泊４００円。この

400円の支払いをキャンパーは，サービスに対する対価と受け取っている。
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これはサービスを金銭で買う行為だから，支払い金額に比べてサービス内容

が悪ければ批判が強まる。

一方，他人の土地を無料で歩かせてもらっている事実を意識していない入

山者は，私企業の所有している土地の整備のために，改めて料金を支払う必

要はないという意見も当然ある。国有地（大半が林野庁の管轄）に対しては，

当然税金で整備すべきだとの意見も３割強あった。そして，関係者の努力に

よって現在の尾瀬は，見解の相違はあるがさほど問題なく管理されており，

木道整備も東京電力がみずからの所有地を自費で整備している。また，下水

処理費用も，小屋経営で利益をあげている山小屋が負担すべきだとの意見も

根強い。

今回の調査は，「自然保護のため」の費用はだれが負担すべきかを質問し，

その結果７０％以上の人が利用者も負担すべきだとの回答をえた。平均金額

は９４１円だったが，回答者２１４人中９７人が500円と回答している。次いで

1000円と回答したが７９人で，平均を押し上げたのは約２０％にすぎない高

額回答者だ。この二つのグループは明らかに違った意識を持っている。

これは尾瀬に対する感想が，「不満足」または「どちらとも言えない」人

に多く，このグループは費用の負担はある程度するが，そのかわり徴収者が

責任を持って尾瀬の管理をしてほしい，という意見に受け取れる。また，こ

の対価が，自然保護に対するモラルを低下させるという意見もあるが，その

心配は杷憂に過ぎないと考えられる。

以上のことから，利用料金を１０００円程度集めることは，その主旨の周知

徹底，使い道と決算の公開が十分おこなわれるなら可能と思われるが，利用

料金を払わない入山者にどう対処するかの課題はやはり残る。

Ⅵ望ましい方向

調査では，法律的問題は別にして，「入山料金は２０００円，利用料金なら

1000円，尾瀬に満足してまた来たいが，できることならなんらかの入山制

限をしてゆっくり探勝したい」と，平均的な入山者の意識が明らかになった。

入山料金が2000円程度では，尾瀬までの交通費の額から考えて入山者を減
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らす効果はほとんどえられないと思われる。施設利用料金は，入山者1人に

つき1000円ずつ集めれば年Ⅱ１１６０万人として６億円の収入になり，尾瀬の施

設運用費用としては当面十分な額と思われるので今後の検討課題になりうる。

現在，環境庁はトイレ使用に|際し寄付を求めており，長蔵小屋も下田代の卜
（37） 

イレを大人２００円，子ども１００円で有料にしている。この二つの試みをしば

らく見守ることが現実的のように思える。入山者が有料化に納得して，理解

が広がればその時点で制度の検討.をはじめればよい。残る方法は，これまで

各方面で論じられてきた集中しにくい環境をつくることで，それには交通機

関への働きかけや交通規制をおこなうことだ。

尾瀬の環境は，ダム開発，次いで行政の道路建設によって脅かされてきた。

ダム建設は中止されたが，道路は大きな反対運動が生まれるまで着々と進め

られ，その結果「遥かな尾瀬」は「手軽な尾瀬」に変身した。それが現在，

年間６０万人もの入'11者を呼び込んでいる。それだけ尾瀬には魅力が多いの

も確かだ。しかし，近年の自然保護運動の高まりと，関係者の理解により行

政の方向に変化の兆しが生まれてきた。例えば，「三平|峠に向かって建設さ
（38） 

れてきた道路も閉鎖され，その車道に木を植える計Ilji」や「尾瀬の場合であ
（39） 

れぱ，利用者数噸力Ⅱの根本的な原因となっているアクセス道路の－部撤去」

などだ。

群馬県等のこの政策は過去の失敗を認めるもので，政策転換に四半薑世紀以

上の歳月が流れた。動きはじめたばかりだが，入山者の多い，したがって入

lllしやすい鳩待・昭山の両'|'fの道路も三平ｌＩｌｆ同様閉鎖，廃止に向かえば尾瀬

の過剰利用問題はほぼ解決する。木内秀叙らの南アルプス林道の事例研究で

も林道開通後は，「女性や｢|]高年層が墹力Ⅱした。それらの人々は募集団体や
（40） 

家族連れに多く含まれている」と，入|｣｣が簡単になれば登'11者も増加する(頃

向を明らかにしている。

ただ，これも山小屋関係者や，尾瀬観光で生計を立てている人たちの合意

がえられた上での話だ。この場合，国立公園へのアクセス権を理由に反対意

見もでるだろうが，例えば，白馬岳の白馬雪渓に比べれば尾瀬への入山は高

度差も少ないし，再生する111週を工夫することで国民のコンセンサスはえら

れると思われる。
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開発で失われた自然をできる限り元に戻し，それにより少しでも入ｌｌｌに時

間と労力がかかるようにする。そうすれば，ハイキング気分では尾瀬に入れ

なくなり，過剰利用は改善される。入'１１路の短縮は，環境破壊を生む大きな

要因になるので，道路・ロープウェーなどのI)１１発は，国立公|承|とその周辺で

は現況以上の許可はすべきではない。Ｆ１然を楽しむにはそれなりの体力や技

術が必要であり，それが自然に対する負荷を少なくする方策だ，という基本

に帰るべきだ。以上，平凡だが本質的な結論に到達した。
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館の皆さん。調査には法政大学経済学部村串仁三郎ゼミ，同松波淳也ゼミの皆さんの協力

をえました。御礼IlL上げます。

尾瀬入山規制・入山料金制に関するアンケート

法政大学比較経済研究所

質問１

あなたの尾瀬の感想に近いもの一つに○付けて下さい

Ａｌ剤然が一杯で予想通りだった（満足した）

Ｂ人が多くてがっかりした（不満足だ）

Ｃどちらとも言えない（コメント）

尾瀬は現在，入山者の増力Ⅱにより生活排水と蹄みつけ等により貴重な自然が破壊され

ています。この'川題の解決のために入山者を｛lill限する意見（１日に入山できる登１１１者

の数を制限したり，入111料金を集めることで入111者数を減らす方法，またはこの二つ

の組み合わせ等）がありますが，あなたの意見に近いものに○を付けて下さい

質問２－１

Ａ入山規制はすべきではない

Ｂなんらかの入111規制が必要だ

質問２－２

Ｂの意見に○を付けた力のみお答え下さい

ａ入'11者の数を制限する

ｂ入１１１料金を集めることで制限する

ｃそのiI1Ii力

質問２－３

２－２の質ｌｌＩ１にｂまたはｃに○を付けた方のみお答え下さい。その場合学割・福祉割引

制度を設けることをilii提として，入山料金を1人当たりいくらくらいにすれば入山者

は減ると思いますか

①10001リ②20001V③30001Ｉ④40001'１

⑤5000円⑥それ以上（具体的に）’１

質問３－１

自然保誰のために下水処理施設の拡充，木述･ロープなどの躯備･強化を図るという意

見がありますが，その費川はだれが負担するのがよいでしょうか。あなたの意見に近

いものに○を付けて下さい。ただし入山料金と並複して集めない

Ａ入'１１者が支払う「国立公園尾瀬利用料金」で雅州iする

Ｂ環境庁や県が予算化する

Ｃ行政と利川者のiilii方が保護費用を出し合う

質問３－２

ＡまたはＣと杵えた力におljllきします。学;'｛'１．福祉;'(U3lilill度を設けることを前提とし
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て，１人当たり一入山（登山ljM始から下山まで）の利川料金はいくらくらいがよいと

思いますか

①500円②1000円③1500円④2000円⑤3000円⑥それ以上

質問４あなたは次のどの篭'11口から入山しましたか

①鳩待峠②富士見峠③大清水（三平峠）④沼山峠（七入）⑤御地

⑥奥鬼怒⑦銀山湖（越後口）⑧その他

質問５その登山口までの交通手段はなんですか

①路線バス②観光バス③自家用車④その他

質問６あなたは次のどの下山'二1から下山しますか

①鳩待峠②富士見ｌｌｌｆ③大清水（三平峠）④沼111峠（七入）⑤御池

⑥奥鬼怒⑦銀'１１湖（越後口）⑧その他

質問７あなたの今L1の登'１１は何'三lの予定ですか

①日帰りまたは夜行日帰り②1泊③２泊④３泊⑤４泊⑥５泊

⑦それ以上

質問８宿泊する，または宿泊した方にお聞きしますが，次のどれを利用する，または利

用しましたか

①テント②山小屋③その他

質問９あなたの同行者は何人ですか

①いない②1人③２人④３人⑤４人⑥５人以上

質問１０同行者のいる方にお|汁|きします。あなたと同行者の関係は次のどれに近いです

か

①山岳会②ハイキング・ワンダーフォーゲルクラブ③友達④家族

⑤旅行業者が募集したツアー

質問Ⅱあなたの登山経験年数を教えて下さい

Ａはじめて

Ｂ年

Ｃ雪山にも行きますかａはいｂいいえ

質問１２尾瀬は何回目ですか

①はじめて②２回③３回④５１回１⑤それ以上

質問１３年齢と'性別を教えて下さい

①20歳以下②２０歳代③30歳代④４０歳代⑤50歳代

⑥60歳以上ａ女ｂ男

質問１４あなたのお住いの都道府県を教えて下さい

質問１５あなたの勤務形態を教えて下さい

①常勤の勤め人②パート③自営業④学生・生徒⑤無職⑥その他

質問１６国立公園の自然保誰について意見がありましたらお書き下さい
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第４章東京ディズニーランドのホスピタリティ

Ｉわが国におけるテーマパークの現況

1992年まで拡大を続けた遊園地･テーマパーク業界は，１９９３年からバブル

経済の崩壊に伴って入園者数.市場規模ともに減少傾|可を示している。顕著

な入園者を誇る東京ディズニーランド（以下ＴＤＬと表記）が開業してから

１０年目にして，新たに長崎･ハウステンボスが１９９２年開業，横浜･八景島シ

ーパラダイスが1993年開業，和歌山・パルケエスパーニャが１９９４年開業す

るなどテーマパークが続々と加わり，遊園地・テーマパーク入場者数ランキ

ングの上位を占めるようになり，他の施設との格差が広がって市場の二極

化・寡占化が進んだ。

多くの遊園地・テーマパークが集客に苦戦している中で入場者が一時的な

増加傾向が見られる施設もあるが，それは例外なく新規アトラクションなど

の大規模な追加投資をおこなうことによる，その年度のみの入場者増になっ

ている。特に集客効果が高いのはスリルライド，なかでもコースタータイプ

であるが，アトラクションの|州1業効果の短期化を背景に大型追加投資を毎年

おこなうといったケースも目立っており，継続Ｉ１Ｋ１な迫力Ⅱ投資ができる資金力

の有無によって施設間格差が拡大するI頃向にもある。また，最近では一連の

スリルライドと呼ばれるアトラクションもやや出尽くした観があり，既存ア

トラクションの概念を打ち破るようなimi期的な柴客装置もここ数年間見当た

らないのが実状である。

こうした１１１で，ＴＤＬは開園してから１９９８年で１５年目を迎え，１９９７年の

入園者数は前年比４％減となったものの1660万人に達し，1998年３月３１

日現在で開園以来延べ２億１２００万人にまで達した。また，１９９８年のゴール



第４瀬東京ディズニーランドのホスピタリテイ３６１

表１主要テーマパーク最近３年1111入場者数一覧

1995年 1996112 1997年1997/1996比率
％
％
％
％
％
％
 

１
２
４
７
５
８
 

６
７
６
０
０
１
 

９
９
８
０
０
１
 

１
１
１
 

ＴＤＬ 

ハウステンポス

横浜八景島シーパラダイス

パルケエスパーニャ

スペースワールド

サンリオピューロランド

倉敷チポリ公園

1６，９８６，０００ 

4,029,200 

６，９２６，０００ 

３，０１４，５００ 

２，１００，０００ 

１，３２７，０００ 

17,368,000 

４，２５１，３００ 

６，６４３，０００ 

２，４５７，０００ 

２，１５０，０００ 

１，５２０，０００ 

1６，６８６，０００ 

４，１３０，０００ 

５，７３７，０００ 

２，４７３，０００ 

２，１６０，０００ 

１，７００，０００ 

２，９８６，０００ 

'１１所：1995年，１９９６ｲﾄﾞの数字は綜合ユニコム［1997］Ｉ).４９より抜粋。

1997年の数字は綜合ユニコム［1998］ｐ､６０より抜粋。

デンウイークは５４万人，夏休みjU111i（７月１８日～8ノミ１３１日）には約２６８万
（１） 

人のゲストを狸得し，根；、い人気を継続させている。１９９８年９月３日の

『産経新聞』千葉版によると，１日の最高入場者は７月１９日の８万４０００人

と発表されている。

Ⅱ日本人のレジャー意誠と行動

１レジャーをとりまく環境

日本のレジャーをとりまく環境について，側)余暇開発センター発行の『レ

ジャー白書'98』では，①1997年４月の消費税の値上げや景気悪化の中で余

'1段を楽しむという経済的・粉ﾈIl1的余裕は見いだせなかったものの，時短の導

入や週４０時間の労働時間制，学校の週５日制の実施への方向性などから２１

世紀初頭の本格的な余暇社会への取り組みは着実に進んでいる。②休暇や休

日については，祭日の組み替えによる連休の増力'１や完全週休２１三|制の増加，

企業の各種休IIl鋤1度の導入から休暇取得に対しての抵抗感はなくなりつつあ

り，自由時間行動が増すことではレジャー業界にとっての市場環境は礎いつ

つある，と分析している。

ここでもう一つ注意すべきことは，２１世紀の日本が本格的な高齢化・少子

化社会に突入することである。それは必ずしもレジャー産業全体の弱体化を

もたらすものではなく，高齢者向けや幼児向けの新しい発想によって飛跳的

な発展をもたらす大きな契機となる可能性を秘めているということでもある。
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表２ＴＤＬ年''１１人liMl者数１１１i移・余lllHIIi視比率表

1988年８９年９０年９１年'2年９３年９ｲ年９５年，6年'7年蹴峯
仕事重視(％）４１．５

１iii立(％）２８．８

余暇亟視(％）29.0

ＴＤＬ入園者数13,382
(千人）

３８．８ 

２７．９ 

３１．５ 

１４，７５２ 

３７．９３５．９ 

２８．４２９．８ 

３２．２３３．１ 

１５，８７６１６，１３９ 

39.235.738.734.132.833.8▲２．０％ 

26.029.828.330.930.730.40.5％ 

34.533.832.734.536.034.81.8％ 

１５，８１５１６，０３０１５，５０９１６，９８６１７,３６８１６，６８６２．２％ 

出所：財団法人余暇開発センター［1998］Ｉ).17,図表５の全体平均。

株式会社オリエンタルランド広報室［1998］４歳以上のゲスト数。

|又'１余暇砿視とＴＩ)Ｌ入園者数の村||川Ｉ係

幻
Ｍ
Ｍ
Ｍ
Ｍ
Ｍ
Ｍ
Ｍ
Ｍ
Ｍ
Ｍ
Ｍ

千
０
９
８
７
６
５
４
３
２
１
０

く
２
１
１
－
１
１
１
－
－
１
Ｉ

２８２９３０３１３２３３３４３５３６３７（％） 
■￣ワーヶーヶー

出所：表２の余}11剖頭視とＴＤＬ入ljlI1者数をグラフ化したもの。

消費動向については，消費税引き上げの駆け込み需要の反動が一巡し，大

'幅減税の効果等から今後プラスにjliIRじると考えられる。しかし，金剛｛システ

ムに対する不安，高齢化社会の到来による年金・医療費の負担増に対する不

安等により，生活をきりつめても所得を預貯金にまわす傾向が続くことから，

消費が大I偏に|回|復する可能性は低く景気全体の動liLIlに合わせたゆるやかな成

長を示すと考えられる。また，消費の特徴として削れる領域は大胆に削り，

成熟社会の到来による自己実現志向が強くなることから自分が選択した領域

については，’惜しみなく消費するといった生活資源の選択と集中が進んでい

くものと考えられる。
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消費市場における主役が「子ども」から「お年寄り」に変わると，子ども

主体の娯楽型・行楽剛レジャーの衰退の呵能性は高い。しかしながら，子ど

もが少なければｌ人当たりにかけられる消費額は逆に増え，また親世代も自

分のために消費できる額が増えるとも考えられる。に|的に見合うものには積

極的に支出ができる経済的余裕と余'１段に対する強い自己実現という'=|的意識，

そして時間を十分に持ち合わせている人が高齢者のに|]には相当数いることか

らすると，質の高いレジャーが求められることを含んでもいる。また，高齢

者の潜在的需要の変化を見ると，１９８８年と比較して「国内観光旅行」「水

泳」「釣り」などが上位にランクし高齢者の体力|可上による積極的なレジャ

ーの行動意識がうかがえ，余暇の選択の'１１mも広がる傾向にあるといえる。

一方，遊園地・テーマパークにおいてもそのマーケットが，１０代・２０代の

頃からテーマパークを体験している今までとは生活環境・価値観が異なった

新しい世代が４０代・５０代・高齢者に移行することで,テーマパーク産業に

新たな特性を持つ顧客が墹加する可能'性もある。年齢別ＴＤＬ来園者数にお

いても，１９８９年と１９９７年を比較した場合，１０代・２０代よりも３０代・４０代

の伸び率の力が大きく，テーマパークで楽しむことに対しての抵抗感がない

世代が広がりつつある。

近年の余暇と仕事の関係は，仕事優先から生活環境の変化に伴って年々余

暇に費やす時'''1の増力１１が着実に進んできている。人々の余'１段を充実させたい

という意識の強まりは余暇重視派とＴＤＬ入ｌｈｌｉＩ者数にも高い相関関係が見ら

れることから，他の要因もあるだろうがＴＤＬ入園者数に少なからず影響し

ているものと思われる。

２レジャーにおける選択肢

レジャーをとりまく環境の変化から，日本|工|内もしくは海外へのレジャー

や観光について，日本人はどのような行動に出るであろうか。（N21)余暇開発セ

ンターの実施した日本人の余暇をめぐる環境，そして消費動向を踏まえた日

本人の余暇動機についての調査結果を分析すると，仕事だけに価値を見いだ

す生き方に対する疑問等が余暇の必要性，つまり余暇動機を高めていると考

えられる。
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表３「余暇に求める楽しみや'三|的」の時系列拙移（単位：％）

'9891121991年1993年１９９５年1997年

サンプル数

心の安らぎを得ること

友人や知人との交流を楽しむこと

身体を休めること

家族との交流を楽しむこと

健康や体力の向上を目指すこと

日常生活の開放感を味わうこと

自然に触れること

知識や教養を高めること

自分で作れる歓びを満たすこと

芸術や美的な関心を満たすこと

3,‘〃

５７．８ 

５９．０ 

４４．２ 

４２．３ 

４４．６ 

３４．９ 

３６．９ 

２７．１ 

２３．９ 

１６．６ 

3,529 

５８．６ 

５９．６ 

４８．９ 

４４．５ 

４３．２ 

３６．４ 

３６．６ 

２６．２ 

２３．５ 

１５．９ 

3,ィ7０

５９．１ 

６０．３ 

４７．９ 

４６．２ 

４２．２ 

３６．５ 

３８．０ 

２６．３ 

２１．７ 

１７．０ 

3,ィ6７

５８．７ 

５９．６ 

４７．３ 

４４．５ 

４２．３ 

３４．０ 

３６．６ 

２６．３ 

２０．１ 

１７．４ 

3,ダノ３

５９．１ 

５７．８ 

４８．５ 

４２．８ 

４０．２ 

３５．７ 

３５．４ 

２５．２ 

１９．８ 

１６．５ 

'１１所：財団法人余暇開発センター［1998］ｌ).２１の表から上位10を抜粋。

表２の推移を見ると，余暇重視の考え方は完全に定着したものと思えるが，

表３の余暇に求める楽しみや目的に目を移すと「身体を休める」「日常生活

の解放感を味わう」「心の安らぎを得る」が増加する傾向にあり，「自然に触

れる」「知識や教養を高める」「健康や体力の向上をめざす」が減少傾向にあ

るなど，余11段にゆとりを求める傾向にあることが分かる。「心の安らぎを得

ること」「日常の解放感を味わうこと」に関しては，まさにホスピタリテイ
（２） 

(Hospitality）のウェルピーイング(well-being）と共通するものであり，

ＴＤＬの魅力の強みでもある。ＴＤＬの入場者数の墹加は，特に日本人の余暇

動機を満たす要素の重要な部分を満たしていることに関係している。身体を

休めることに関しては，アトラクションを体験したり食事をする時にもトイ

レに行くのにも混雑すればするほど待ち時間が発生し，とても身体が休まる

とは言えないが，身体は疲れてもそれを｣二回る粕ﾈlI1的な満足感がその疲れを

とる作用があることは心理的な面から考えると納得のゆくことである。

前述のとおり，「休養」「解放」「安らぎ」といったゆとりを余暇に求める

比率が増加しているが，情報化によるストレスの1W加，女`性の社会進出の進

展による女`性のストレス増加，また年功序列から実力主義へのシフトによる

企業内の競争激化等からすると，今後もこの傾向は続くものと考えられる。

仕事と余暇の関係においては，経済・社会等の環境変化に応じて多少の変動

はあると予想される。しかし，生活における余暇の位置づけが急速に弱まる
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ことはなく，全体的には余暇を充実させたいという人々の欲求は強まってい

くものと考えられる。今後は，仕事に代わる生きがいとして余暇を「どのよ

うに過ごすか」という定性的な面にも注|=1していく必要がある。

もう一つは海外旅行者とＴＤＬ入園者数の関係である。海外旅行もＴＤＬ

も日本人のレジャー意識の共通項として，曰↑|性活からの解放を象徴するこ

ととして「夢・感動・喜び・安らぎ」を実現する非日常空間を提供すること

に関して同じ位置づけにあると考えられる。他のテーマパークも同じことが

言えるが，ＴＤＬは真に異国情緒を実に巧みに創出し，「夢と魔法の国」のキ

ャッチフレーズにふさわしい徹底した夢の世界の滅出に成功しているところ

にその魅力がある。’三|常性と非日常性の落差を深めることによって，夢心地

を深めるという仕掛けを至るところに設け，’三|本国内における海外旅行を代

替する異次元体験空'''１を創出しているのである。

しかしながら，市場環境の変化はより成熟化し，本物の異次元体験の志向

の高まりからＴＤＬは許容量の限界に達しつつある。間に合わせのＴＤＬよ

り許容量が際限ない本物の海外旅行にやや視点が移りつつあり，１９９７年度

には海外旅行者数がはじめてＴＤＬの入園者数を上|回|ったのである。観光・

行楽部門は景気の影響に敏感な市場であり，国内観光・行楽の低下を海外旅

行の伸びが補う形で，年平均増加率は横ばいを続けてきた。これは近年の円

高傾向による海外旅行商品の低廉化や航空路線綱の拡大などによる旅行日数

の短縮という環境の変化が大きく寄与したものと思われる。

一方，国内観光については国内の旅行システムや多様化しているニーズに

観光地が十分に対応できず，均一化，｜凍腐化し新鮮な魅力を失っていること

が減少の要因としてあげられる。このような流れの'１]で，海外旅行と国内旅

行が競合する同一市場化の現象が生じている。従来，海外旅行は手続きに手

間がかかり日数も長く，さらに言語や文化の違いなど，行くこと自体が国内

旅行と異なることから必ずしも国内旅行と競合するものとは考えられていな

かったが，｜]数とllli格の面で大差ないプランが数多くなり，どのような旅行

をするか選択する際に国内・海外を区別せずに候補地として同様に考えるケ

ースが増えているのである。

つまり，観光・行楽を考えたときＴＤＬを選ぶか海外旅行を選ぶかという
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図２海外旅行者数とＴＤＬの人|刺者数
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出所：海外旅行者数は財団法人余暇Ⅱ9発センター［1998］ｐ・'39の付図２よ

り，ＴＤＬの入園者数（４歳以上）は株式会社オリエンタルランド公報

室［1998］より。

選択肢が存在し，海外旅行動向との相関関係を常に注視する必要があると同

時に，日本人のレジャー・観光に関する考え方や楽しみ方にも幅と奥行きが

できつつあることを念頭におく必要がある。したがって，遊園地，テーマパ

ーク業界にとって消費者がレジャーに対する澗費行動を大胆に削るのか惜し

みない消費行動をするのかの選択は死活問題であり，常に魅力のある素材.を

提供しなければならない立場に追い込まれているということでもある。

Ⅲウォルト・ディズニーの世界

ここで，ディズニーランドの誕生とＴＤＬの建設と現在に至るまでの成長

過程をふりかえる。ウォルト・ディズニーはコニー・アイランド等の従来の

アミューズメント・パークやレジャーランドを訪れた時に，どうも不健全で
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社会的にも好ましくないと常々感じていた。それは，遊園地で子供が楽しん

でいる間，自分（親）はそれをただ眺めているだけということであった。そ

こで，子供だけが楽しむ遊園地ではなく親を含む来園者すべてに感動と喜び
（３） 

を提供できる「ファミリー・エンターテイメント」を主題としたテーマパー

クを実現しようと考えたのである。

彼は映画の製作者としての経験を活かし，来園者（ゲスト）が敷地全体を

一つの舞台として映画の共演者を減じているような錯覚に陥る環境要素を整

備し，ディズニー・フィロソフィーを理解した質の高い従業員を育成し，キ

ャストとして高質のサービスと高水準のホスピタリテイを提供させ，「夢と

魔法の王国」を創り上げた。初期の段階で運営面を外注する話も出たが，み

ずからの夢に沿った完壁なパークを実現するためにデイズニーは断固とした

みずからの発想と情熱で，すべての施設をみずから企画・運営・管理するこ

とを選択した。キャストつまり日々ゲストに接する従業員こそが自分の描い

た夢の壜世界を創造するための鍵になると考え，キャストの採用基準や教育に

関して細心の注意を払ったのである。

その徹底した彼の哲学のもとに1955年にカリフォルニアに建設されたの

がアナハイムのディズニーランドであり，ディズニーが世を去った後の

1971年にフロリダのレイク・ブエナ・ビスタに完成したウォルト・デイズニ

ー・ワールド，そして’983年に東京で実現したＴＤＬ，１９９２年にパリ郊外に

誕生したディズニーランド・パリである。こうしてウォルト・デイズニーの

夢の世界は次々と拡大し実現する結果となった。そして，８０年代から続々

と誕生したテーマパーク群に対して，年間’千万人以上の入場者数を誇るの

はディズニーランド系列だけであり，またその中にあって，ＴＤＬは一つの

テーマパークとしての「マジック・キングダム」としては他の追従を許さな

い。

ディズニーランドには，ゲストにデイズニーの世界を五感（視覚・聴覚･iMl

覚･味覚･嗅覚）で体験してもらうための繊密な演出と，「永遠に未完成のテー

マパーク」の名のもとに次から次へと新しいアトラクションとショーを創造

すると同時に，キャストが提供する無形の「ホスピタリティ」が創設以来

脈々とデイズニーの哲学とともに生き続けている。これがＴＤＬにおける９４
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％にも及ぶリピーター比率の秘密ともいえるのではないだろうか。

デイズニーは１９５２年にウォルト・デイズニー株式会社（のちにＷＥＤエン

タープライズと改名）を発足させ，ディズニーランドの設計と建設を統括し

た。彼は最新流行や一時的な出来事を追いかけたり，作品の対象をひとつの

国ひとつの世代に限定することはせず，バーチャルリアリテイ（仮想現実感）

の世界を現111させる非'三|常空間（映Iuliとテーマパークの共通点）を創り出す創

造者の集団を組織化し，巧みに駆使しディズニーランドを常に生きている都

市のごとく建設したのである。

ＴＤＬを述営する株式会社オリエンタルランド（以下ＯＬＣと表記）は，米

国のウォルト・デイズニー・カンパニーに対Ｍ１二間入場料の１０％，飲食やキ

ャラクター商,W,販売高の５％という膨大なロイヤルテイを納めながら，１万

人以上のスタッフを管理するという，莫大な人件費とパークのクオリテイ維

持費をつぎ込んでいることと，年々入場者数を墹加させ発展的に維持して，
（１） 

着実なI収茄をあげてきていることは驚異である。

Ⅳホスピタリティの定義と榊成要素

ＴＤＬにおける非日常性の創出と発展のための榊成要素をホスピタリテイ

の観点から模索するにあたり，まずホスピタリテイの定義と構成要素につい

て述べる。

ホスピタリティを今後の社会体制の''１で根底をなす普遍的概念として捉え，

筆者の観点から次のような定義を試みた。
（５） 

人類が生命の尊厳を前提とした､Ｉ造1M)進化を遂げるための，個々の共|司
（６） 

体もしくは圧1家の枠を超えた広い社会における多元的共創関係を成立さ

せる，jH1互容認，机互理解，相互信頼，相互扶助，朴|互依存，相互発展
（７）（８） 

の六つのｲ１１互性の原理を基盤とした基本的社会倫理である。

このホスピタリテイの定義をもとに，ホスピタリテイ構成要素（図3）は

共創の場のBIllIという観点から，コトの機能的要素群（functionalelement

group)，モノの物的要素群（physicalelemeIUtgroup)，ヒトの人的要素群

(humanelementgroup)，イトナミの創造的要素群（creativeelementgroup）
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図４ホスピタリティ・マネジメント・システム
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れる゜筆者は，これらを基にした仕組みとして「ホスピタリテイ・マネジメ

ント・システム」（図４）を理論構築した。
（９） 

機能的要素群は，組織関係者(Constituencies）がホスピタリティを体現す

る際に必要とされる基本的な機能的行為であるが，業務的な側面から見ると

一定の契約条件のもとにおこなう労働行為である。それ自体でひとつの仕事
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として成立し機能的一形態としても成立するものであり，それが組織関係者

の欲求に見合った等lllimi値（Equivale1ltValue）を生む要素群として設定し

た。この要素群は人的機能，保安機能，経済機能，条件機能，物的機能の五

つの要素が挙げられ，これらの要素はテーマパークにおける基本的要素とし

ても捉えることができる。判断を下したり，行動をi起こしたりするために必

要な知識である「情報」と，その情報の多くを組織関係者に知らせる行動で

ある「情宜」を生成する役目を果たすものであり，安全性（Safety）と効率

I性（Efficiency）を追求するためのものでもある。

物的要素群は，組織関係者が豊かな充実した雰囲気の中で楽しいひととき

や美的・知的感動のひとときを過ごせるだろうという期待感に応えうる環境

による'快適さ（AInenity）・物による心地よさ（Comfort）を41iみ出す要素群

として設定した。物的提供，文化環境，自然環境，施設環境の四つの要素か

ら成り立ち，付加佃iIilI（AddedValue）として組織関係者が五感によって確

かめ，空間と佃物の場所的盤合'性を推し量る材料となるものである。その上，

興味を感ずる有様である「情景」と物に感じて情が起こる「`情感」を生成す

るものでもある。

人的要素群は，組織関係者に示す人的に提供される人間根本的，人格的，

儀礼的，態度的なものの適切さ，感じの良さによって与える緒神的満足感と

楽しみを生み出す要素群として設定した。この要素群は人絡的，人iHl根本的，

儀礼的，態度的の匹1つの要素からなり，人lIIlIilli値（HumanValueand

Worth）として組織関係者が感情の｢|'の道徳的，芸術的，宗教的，文化的な

ど，社会的llli値を具えた高次元なものである「情操」と，人間らしい),LAいや

りや暖かみである「情'床」を生成するものである。また，組織関係者に満足

する喜び（Pleasure）と，〉'611ﾈｌＩ１的・物質的な利抽を受けてそれを１床わい楽し

む享受（Enjoyment）を与えるものである。

最後に創造的要素群であるが，この要素群はホスピタリテイ文化とホスピ

タリテイ精ﾈ''１を基盤としている。組織関係者の欲求に見合った等価llili1lIを生

み出す機能的要素群を効果的に活かして，環境による'快適さと物による心地

よさを生み出すことで付力l1I11i値を生成する物的要素群と，鞘ﾈ''１的満足感を享

受させ人間ⅡIi値を生み出す人的要素群の三つの要素群をバランス良〈調和ざ
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せることによって，より有効な成果であるjlll互人間価値（ReciprocalHuman
（10） 

ValueandWorth）（後述のホスピタリティ財も参l照）を創出する要素群として

設定した。この要素群は制作的，組織的，経営的，広報的，管理的の五つの

要素からなり，怒り，恐れ，歓び，悲しみなどのように比較的急速に引き起

こされた一時的で急激な感情の動き，表情の他，心拍数，l11zl攻などの生理的

変化を伴う過程である「情動」と，折りに触れて起こってくるさまざまな感

'情，情思，またそのような感情を誘い起こす気分や雰囲気である「情緒」を

生成するものである。そして組織関係者に忘我の喜び（Rapture）と持続的

喜び（Delight）を与えるものでもある。

また，機能的要素群と物的要素群を静的な要素群（StaticElementGroup)，

人的要素群と創造的要素群を動的な要素群（DynamicElemelltGroup）とし

て捉えることができる。このようにホスピタリテイの構成要素は，強硬性と

固定'性の面，柔軟性と流動性という性質を桁びていることがわかる。

このホスピタリテイの構成要素は，筆者の著書『ホスピタリティ・マネジ

メント』の中では４要素群，10要素，４６因子の構成であったが，共創の場

を創出する要素として見直した結果，４要素群，１８要素，５４因子となった。

以上のように，ホスピタリテイはホスピタリテイ文化およびホスピタリテイ

精神を基盤とした機能的要素群，物的要素群，人的要素群，創造的要素群か

ら構成され，この各要素群を経営管理面から見ると，機能管理（ＦＭ：Func‐

tionalMal]agement)，物財管理（PRM：PhysicalResourceManagement)，人

財管理（ＨＲＭ：HumanResourceManagement)，統括管理（GAM：General

AdministrationManagement）として捉えることができる。

ホスピタリテイの椛成要素を細分化することによって，それぞれの要素や

因子がどのように作用しているかを再評Iliできることと，その各要素の質や

価値を最大限に向上させ総合的に編成することにより，相乗効果を現出する

ことが可能になると考える。このホスピタリテイの構成要素（共創の場の創

出）のマトリクスは，個人間から組織・企業にいたるまで人間の介在するす

べての分野に適用できるフレームワークである。しかし，各要素を部分的に

再考するだけでは有効的な成果は得られないが，ホスピタリテイ文化やホス

ピタリテイ精神を踏まえて匹1つの要素群を朴|互に均衡状態を維持しながら融
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図５ホスピタリテイとサービスのiiIi域

ＩｌＩｊﾘ｢：服部勝人［I()９４a］ｌ〕・’52,節１８図。

合するマネジメントが存ｲFした時に，初めて真の「ホスピタリティ」は生ま

れるのである。

ここで付け力Ⅱえて説lﾘ]することはホスピタリテイとサービスの概念である

が，ホスピタリティとサービスはまったく違うものではない。今までサービ

スと言われてきたものが，時代や環境の変化，さらには消費者の感覚などの

変化に伴い当たり前になってきたのである。メーカーにおける商品購入後の

１年間有効のアフターサービスや，店舗営業時'''1外の雁i客対応，飲食物から

雑貨等などのデリバリーサービスなど，新しいアイディアが生まれてくるご

とにサービスレベルは改善されていくものの，ある栂度のjlllllI1が過ぎるとそ

れは当たり前になってしまう。さらに競合他社が一つのアイディアに対して

さらなる付力|Ⅱilli価を付けるようになるため，そのサービス'二|体の寿命も短縮

されてしまうのである。

そのサービスの上位概念としてホスピタリテイが注|］されてきているので

ある。一方的に奉仕するサービスとは異なり，ホスピタリテイは提供者と消

費者が対等な関係に位置しないと成立しない。過剰であってはならないし，

不十分であっても良くない。提供者と消費者がお互いに納得した形で，お互
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いが幸せになるための条件を満たし，そのうえ相互満足し，相互に発展でき

るような関係を保つことがホスピタリテイの前提条件である。

筆者はサービスを機能的なもの（等Ii1li価値）として捉え，また，ホスピタ

リテイは機能的要素つまりサービスがなくては存在しないものでもあると考

える。ホスピタリテイの構成要素を基本にすると「サービス」の領域は機能

的要素の範囲に限定され，「ホスピタリテイ」の領域は物的要素と人的要素

を統括する創造的要素から顧客との接点である機能的要素までを包括するも

のであり，別の表現ではサービスの領域を一部分に含む範嶢であるという考

えである。

ＶＴＤＬにおけるホスピタリテイ･マネジメント

ＴＤＬは，テーマパークもしくはレジャー産業を通じてハピネス（Happi‐
（11） 

ness）を提供することを目的として誕生してから１５年ｶﾇ過ぎた。前述した

ごとく，今まで来園したゲストは約２億人となり日本国民が１人約２回は来
（12） 

園したということIこなる。デイズニー・フィロソフィー（DisneyPhilosophy）

を忠実に遵守し，デイズニーの運営システムを忠実に再現することにより，

東洋人である日本人の資質や感性を活用したトータル・クオリテイ・マネジ

メント（ＴＱＭ）を創造している。

前述のホスピタリテイの定義と構成要素をもとに，①ＴＤＬを構成する要

素とホスピタリテイの構成要素を対比し，いかにホスピタリティの要素がバ

ランスよく構成されているか，②ＴＤＬを運営しているＯＬＣが，日本とい

う特殊な市場において，米国本社のマニュアルによる徹底した管理体制と欧

米人とはまったく異なる，和の精神に基づく思考形態を持つ日本人との間で，

どのようなマネジメントを実践し成功に導いたのか新たなる概念によるホス
（13） 

ピタリテイ・マネジメント（HospitalityManagement）という観点から分析・

検証し，レジャー産業の一翼を担うテーマパークの方向`性を模索することに

する。
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１ＴＤＬにおけるホスピタリティの構成要素

テーマパークに多くの訪|川客を集める基盤となるのは，「情」の共創の場

の創出である。「情」とは，第一に物事を感じて起こる心の動き，感情，第

二に他人を思いやる心，なさけ，まごころ，第三に味わい，風情，おもむき，

第四にありさま，状況，事情を意味するものである。

そこで，「情」の共創の場の創出の要素でもあるホスピタリテイの構成要

素をモデルにＴＤＬの事例を基に検証をおこなうことで，ホスピタリテイの

もつ要素を理解するとともに，また，そのホスピタリテイの椛成要素をいか

にマネジメントするかによって２１世紀の新たなる経営の発展への要素を模

索することができる。

ホスピタリテイの榊成要素（共創の場の創川）の観点からＴＤＬの具体的

な事例を断片的に検証したが，筆者の構築したホスピタリテイの構成要素は，

ＴＤＬの持つ多くの要素と一致することが分かる。このことから，共創の場

を創出することができる要素は発展への要素として解釈できるのではないだ

ろうか。

共創の場を創出するためには，それぞれの要素をバランスよく保つことが

重要である。その点においても，毎年，新しいアトラクションを開発して

｢永遠に未完成のテーマパーク」としてのコンセプトを打ち出しゲストを飽

きさせない努力と投資を惜しまないＴＤＬだが，ディズニー・フィロソフィ

ーを基盤として徹底したマニュアルやシステムによって良質なサービスを生

み出す機能的要素群と精ﾈ''１的iiMMIL感を生み出す人的要素群と，環境提供によ

る'快適さを生み出す物的要素群の三つをバランスよく調和させることに成功

している数少ない完成度の高いテーマパークであるといえる。

２ＴＤＬにおけるホスピタリティ財

サービスを経済化の視点から考察して，図１０をもとにサービスの暖昧な

概念を明確化しＴＤＬにおけるホスピタリテイ財（HospitalityGoods）を検

証してみる。

ゲストの当然受ける経済交換の権利（rights）とサービスに対する欲求

(needs）という，自分が支払った金額に対して納得のいくものでなければな
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｜又ｌ６ＴＩ)Ｌの機能的要素||#／機悩測！（ＦＭ）

ｉｖＺｍ‐施股内でHMwら人的頁原を基'‐二よって禰噴化を回り高品質なリーヒスを提供する樋を斤

快沮な環塊を提供するﾉｰめ1-｣20要な安管理機能を亦寸要粛
■■ 

■ 

心Ｚ－Ｍ韮彗悪等価価値を経済的ｐ頁金的1-旧塾する機能を示す要穿

ヨロヨビ要施股のｗｉ的$'約･時朋的吊lw1・条件的吊りｉｎの中ての肝価を決定１る原1-必要と'･’要索

Ｅ・：･I･Ｊｉ品Ｌ施股内のMU的貞凍を基1－こされ'二機能を矛

日報桿供因子細側

出所：服部勝人［l996b］１).７０の|叉１３．２のホスピタリティの構成要素を一部修]|ﾐﾉⅡ121｢[しＴＩ)Ｌの構成要素と対
比。

■■8ｐＥ茜】訓昌Ｅ３＝￣刺uJHHHjmbE…Rn"rXP巫悪勇一■亜L』

動的利便因子ホスピタリティを提供する側が｢つくる」「運ぶ」「渡す」
｢Hiかる」「世11Kする」「伝える」「貸す」「教える｣等の動
的な槻能的行為を提｛仇する因子。

キャストが1,種的にゲストへKIIしＭ}け、パークでのひととき
をより楽しく過ごせるような振る舞いを実践するキャストを

教育しオンステージに配■する。

技能因子 ホスビタリティを提供する前提として、熟練した塒

殊技IIEや専門的な技術・技芸を示す因子。

オーティオアニマトロニクスの整備士や、ディズニー・ファ

ンティリュージニ】ンのパレード、ショーのタレント．クラブ

33のシＪフなどの専IMI魔にも一流の専門スタッフを投入。

手続因子 ﾙﾊ微関係者との巣ｹﾞﾊﾞ上の取ﾄﾉ引き(こおける関係百RＩＬ

登録官額等の準１月，吊り作の手続きを行う因子。

チケノトの手IIB

品施股での会､Ｉ

ための手法を採

￣■｡ 

■､Ｚ＝又－，１｢■二Ｉ－ｐ－ｎ－－Ｄ１▽｣土庄五ＬＫＥＪ△＝■出弓5▲己＝■曰エユー汐逹…■ｂエコー世ユエO>_Ｕ白￣ 
保全管理因子》Ⅱ職ＩＩｌ１係者を外敵や暴漢から保KＨして安全を雌持す

るために，施股やシステムのの整備・鯛整を行うこ

とによって保全管理を行う因子。

下水股備の公衆､i生体ﾊリ（浄水場の股伍） 非常事態に備え

たHf㈹防災体制（自价i苫IHI・消防団の股■）食中毒、伝染病
等防止のための､j生股備施股，ＦＱＩ刷者や病人のための看護体

制（救１日室の股■）を整備している。

環境保全因子 自然１日腕保ｌｐおよび文化資産、文化i日産の保糟．並

びに公害防止等の１日』且保全の因子。
ｺﾞﾐの分別処理の徹底。スプリンクラー及び栖栽による植物等の唄晩係
全体$ﾘ,ベーパープ【]ダクトの再ﾈﾘﾉﾘ}等のリサイクル･システムの完備。

維持管理因子 ホスビタリティを提供する股IiI・施般などが十分(こ

機能するようIこｊＲＨＷ・ｂＨ侍管理する因子。
各アトラクシ÷'ン施股の作動状態のモニタリング（モニター）
や事前のメンテナンス。ゼネラルサービス部の力ストーディ

アルのパーク内洞掃・夜間のトイレ>日掃，路面洗浄における
パーク管１２。

円囚四用厨ｎ用■■■■、■nｍｍ田■￣ 円囚四用厨ｎ用■■■■、■nｍｍ田■ 蓬囿遍

経済性因子 lHMklM1係者の欲求に見合った等価価値の提供を行う

ために，最小の努力・Ｍ１粒・貝用で最大の効果・収

益を達成・実現するための因子。

迅速性・効率性・合理性・確実性・明確性・ギリ便性等，パー
ク内での待ち時'111以外ゲストとの応対の中で礼(衝正しさを

実践する上で以上の要素の向上に努める。

経済価値因子 一定の契約条件のもとに行う労|助行為，それ自体で

ひとつの仕崩として成立し，それが機能的形態とし

て経済価Miを生じさせ，淌費の対象をして成立する

ｂのを示す因子。

入咽料及びアトラクシ三lンのライド料金等のMH能的形態とし

てケストの欲求に見合う等価価値として経済価値を位置づけ
ている

資金的因子 非営ｲl小営１'１を問わずホスビタリティを提()tするた

めの施股や股備そして維持管理頃jji保全、質の高

い人財等を砿係するため(こ不同I欠な資金的条件を示

す因子。

パークの魅ﾌﾞ)をリピーター率94％の条件で雑持するために，
5ケ年計画でケストニーズと外部照りOの変化を考慮し、特定
の決めを股けず．柔軟性を持った怠思決定を行い、自己資金
(こスポンサー企業のMH金を加えて、十分な資金鯛達体制を塾
(１０している。

－－￣－－－－－ ｍｍｍｍｍ用一一
－－－－■Ｐ＝・叩已沮空ｕ－－Ｃ－ｐ－－Ｊ」qSU｡、~■エユーリロロロ■２凹■】■■■■■￣ﾕﾛﾛ2ＪⅡ■■■」ＰＨ■＝￣■■■２■ヴロロ・■ロヱュエ■▲ ￣￣五口4■■１１’Ⅱ■r￣アーエーー■乙舌r■￣あこび＝－－＝－．句｡４

立地条件因子交通のｶﾞﾘ便性、周辺lHjh．ユーティリティスペース
のKｷ容■など．立地条件を示す因子

811心から１０キロ程のＪＲ貸浜駅を､京葉線開通と同時に股けさせた。
周辺Iこ5つのオフイシヤルホテル.新浦安に2つのホテルの宿泊条件

を盤(iiし､256haIこ約9,000台の駐車スペースを設けた。

時間的条件因子 時１Ｍ)118分や胴繋．正確性．待ち時間の低減等の時間

的な条件を示す因子。

TDL内に$jいて、時間配分や胴整、正確性，待ち時間の低減
尋を常に考慮して．入１８吊り眼を行っている。

ｱｸｾｽ条件因子 施股内でのアクセス．他の喝所から目的地までのア

クセス条件を示す因子。

施肢内に１Jアトラクシニlンとして別の鳰所へアクセスできるものが4種

頬ある｡タト部よ'）のアクセスは電車･バス･自家用車で､羽田空港･成
11】空港からは約50分で到苗する｡地方からの高速直通バスの本数
ｂ且宙である。

田、關懸一石正垂ｊｋ

静的利便因子 ホスピタリティを受ける側が｢寝る」「休む」「集う」「ＥＩＩ賞
する」「ＤＩＩ戦する」「遊ぶ」「楽しむ」「鍛える」「知る｣等の
ｉｎ極的行為によって.ホスビタリティを提供する側がﾙﾄﾞ的(こ

充足される機能的役割を果たす因子。

ゲストが1,種的に参加し，ＴＩ〕L側は受動的に対応することを

示す。アトラクシ且】ン、ギ《,ラリー，パレード，ショーなど
への参力0．

技法因子111微|M1係者(こ対し，１２築デザイン等を駆使して，付
加価(liを提イハする因子。

オーティオアニマトロニクスや`遠近法による建築手法によって実際」

Ｉ）大きく見せることで､デザイン効果をあげている。

情報提供因子組llW1係者が活動するため(こ必要な情報提供、利用
ｊＷ脱・指示等を行う因子、

iH失物センター,迷子センター.インフォメーションセンター､チケットブー
スからの|H報発１首,}&ｲﾘ↓やガイドブックでの情報提供。

東京ディズニーランド･オフィシャル･ホームページや交通情報テレフォ

ンサービスを１W)股。
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図７Ｔｌ)Ｌの物的要兼１１「／物Ⅱｲ管Hl1（ＰＲＭ）

Ｅ,FTL鼎』聖玉＆施股内での有形物ＨのlH供､ピカをＴ

‘趣文化的価'四肌を示す要系

=，,、血自然環境の１m供ロ脳１９を示す要索

１m血」‘空間・装回･機冊の稼働能力を示Ｉ要界

出所：服部勝人［l996b］ｌ)I).8(}８１，｜叉１３．５，図３．６のホスピタリテイの|断成嬰素を一部修正ﾉﾉⅡ兼しＴＩ)Ｌの
構成要素と対比。

匡乞/刀■０■Ｐ二■０．５■=正一･~￣ｊｈＩｊＦ､、．■＝■＝ｒ■二■ｌＦｚｒＪ■」且■〃■ＯＤａ５ｉ。」Ｕ＝ロー￣￣＝.＝~･△■■■■■■■■■■■■ 
有'１i提供因子組織関係者に対して特定地l皮にｲｺﾞける特産物．土

産品，または$$定施股(ﾆｲjけるキャ,ラクターグノ

ズ．妃念品、および肋HMO念Iこなる物的販売等．

来訪の２次的な腿発効染を|【l〈物的因子。

パーク内商品施股58個所である。ティズニーは．日本のお土

産文化からくる肌買力をイリ用するとともに、キャラクターグ

ノスを中心としたﾊﾋｶあるiWi品開発力をqu便して、マーケテ

イング戦略を行っている。

無１打提供因子》11総関係者Iこ対する来肪の感川の叩として持たせ
る手土産，また》１１織側係者が肋間する際Iこ｝Ｈき入

れることに対する魁1ｍ・友好のⅢとしてＭＨｊｌする

手土産や小物の､W答品、もしくは景品や行事のＩＩＢ
念品や宿泊施股にｊｊＩｌる［l常品の傭、『栂仇を示す

因子◎ 

アワードによるキI，ストに対する妃念品の贈呈。

(ﾀﾞﾘとしては周年イベントでのギブアウエイなどがあｌｆられる゜

入回者数の－定■に通したB》に人(H]者に対する記念品の湘呈

諺も含まれる。

饗応因子ｌＨ綴関係者を味覚ばか0ﾉでなく，臭覚、↑H党を渦
足させる、おいしい科１２と飲み物を提供する物的

因子。

パーク内飲食施股It48施股ある．近年はワゴンタイプが多く，

さまざまなフードが手01に楽しめるような配慮を行っている。

肛■1戸;三EⅡ÷正＝￣田ln1plIjmmjE忠示石正と牡I■■■■■■■■■■■■■■■ 
文化i日産因子歴史的文化i日産であるiRIWや１２遺物等の文化yW源

を提供するlHjL因子。

ディズニーランドのアトフクシニ】ンには，劇喝形式と乗り物

形式があるか．シアター形式で、【されるシ=】－は、■811や各

回文化などをティスニー流にアレンジした要素が多く見られ、

間接的に文化的な要素を吸収する機会が与えられている。
ウエスタンリバー鉄iii内の白亜紀のジオラマや．ジャングル

クルース内のアシアのin跡が代表的。

文化施設因子１９物館・美術伽・図■館・コンサートホール・劇
喝等の文化施股やそこで1丁われる文化活､力等の文

化資源を提供するためのIHI且因子、

テイスニーキャラリー：ワールドバザール２階に股けられた

絵画とミニチュアが展示してある施股。

シニ'一ヘース2000：全天候型ステージで開催されるミュージ

カルシコーとミート・リ・ワールドがある。

芸術資源因子絵画・彫刻・版画・彫金等の芸術品を示す頂jh因
子 ○ 

15周年ゼ記念して７'メリカから送られたパートナー(§：
ウィルト・ティスニーとミソキーマウスが手をつないでいる

|§がプラザテラスに立っている。

ﾛ言Bi閃郡薩迺=正聟Ｅ－室翻iuLX皿mlUI11■■】{HB江訪ＹＦ正悪ｆ■■■■■■■■■■■■■ 
景観自然因子海、海岸､111林、湖Ｗ、河Ⅱ|・森林、平原等の有

形資源を基盤とした「l然景Ｍを示す頂l几凶子．

パークと外界を遮蔽しjM風・通風からパークを守るため．約

4mの高さに土を盛りＬＩｆＩｌｉ部に高さ3mの防ｊＭ風ﾈｿﾄを

立てたハームを股iHしている。尚，自然景観を楽しませるた

めに．ラントスケープを考え，充分な盤liiを行っている。

風土環境因子気候．気象．季lhh等の偏形自然yY源を示すullh囚
子 ○ 

[1本の温暖湿潤気候による梅in時M1を考慮した、ワールドバ

ザールに股置された全天候型１日晩を整備している。

生物環境因子動物．植物．昆虫を含むすべての生物を示すlHjQ
因子。

25ヘクタールの緑化面Inoh1j400I、４３万本の１Ｍ木が植栽。

バイオテクノロジーをｲﾘﾉIルえ１１本の気候への遇応力を改善。

25ヘクタールの緑化面Inoh1j400I、４３万本の１Ｍ木が植栽。

バイオテクノロジーをｲﾘﾉIルえ１１本の気候への遇応力を改善。

門雨卿悪一冊円一I■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■, Ⅱ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■, 
UjjuE出足■ユテ圧壺エーI？】＝?｡ｕ■■､_圧７１２ｪＬＢＩｌＵ６Ｉ韮｣且＝西正』老Ｊｆ ■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■■■ 

空間環境因子組織関係者が楽しく、安らぎのある時を過ごすた
めのホテル，旅HW等の宿i｢l施股．スキー型、ゴル

フ唄等のスポーツ側連施股．多日的ホール、ｉｔ適

物等の遮股空IlI1jjよびili81I､交通機関、街並みを

統括する郁市空IHI等のコミュニティ空{Ｈ１資源を栂

供するlHlh因子鰯

ＴＤＬは７つのナーマランドで旧成されている。

ワールトバリール，ファトベンチ１，－ランド．ウエスタンラン

ド．クIノノターカントリー フノ，ンタジーランド トウモロ

一フント．トウーンタ,フンの)Mh股が股けられている。

2000年７月Iこはフフ，ンタシーランド内にプーさんのハニーハ

ン卜という施股がオープンする。

装置頂Ub因子空間１日UU内の股liI、陳ｸﾞ'１裟飾,照明．空調、家具
調度品，艦賞１１１の絵画や美術工芸品．ＢＧＭ，芳香
等の主に琢囲気を形成し、ケストが快適lこ過ごす
ための助成を行う１日ｌｈＩｌ１７。

迷子センター､ベヒーヒンター､ベピーカー･車椅子レンタル`ペノトクララ

メR行,宅配センター,キｗシュナィスペンサーなど､ゲストが必要となる
であろう要素Iこ完全(こjWlル.快適Iこ迅速(こ処理できる体制を整えて
いる

機器頂境因子ＴＶ､ＶＴＩｌ、スガj(－ツルl凡レジ1,-川具、、ﾘカ
車．ヨット，クルーリー‘フィゾシング・水一卜

等の主に活動のⅡｲを提イハ1る１日l几因子。

ライトアトラクシニ】ン：

安全を最(呂先りるため、極端なスリルライドはj１１入せず．あ
〈までもう７，ミリ－１ンターナイメントの立珊を貝いている。



３７８第IV部｜]本』ルジャーのliiiiIi

図８ＴＤＬの人的典索ＩＩＶ／人||ｲ櫛111！（IＩＲＭ）

山Z玉＆人間が’２れながｉＬて１６っているを示す要嚢

Hf::▽Ｉ悪ＩＩＥ的要穿の背景にある人間とＬての閃を１成寸ら要用

：ﾛ要人と接りる上てのOLwl・阻礼凸示Ｉ要粛

的要人と接するて･の態度．哀HjU，行助をＴｌ要押

llI所：11M部勝人1191)6b］Ｉ〕､７１の図小３，１〕､７６の|叉１３．イのホスピタリテイの桃成りlj索を－部修正ﾉﾉⅡ?'｢〔しＴＩ)Ｌ
の'１W成喚素と対比。

、屈砺騒一￣ ￣ 
人間性因子ｌ{l微IW1係者の心を捉え．引きつけ．リハ神状態を良

〈するyV質因子。（人柄．人の品111．気品，高脳．

教徒．人間らしい温かみ．■かな趨受性等）

｢人間は重のﾘﾊ神．性善､１．人問且歌」は、ティズニー111底
１２念である。ＴＤＬのキI，ストは．ゲストひと0）ひとりを仲
堕し，キ１，スト全伺が自らを向上させようとする怠随を持つ
て人611形成を推進している。

道徳因子共同体で、そのIⅡ成iｌとして１１会に対する又IｊＩｎ
成員ＩＤ互間の行為をｷﾘIﾘﾘiする基準として．一般的

に承阻されているAll範の総体と自然や文化i日産・

』日産等の有形・無形の文ｲﾋ財や美術工芸品などの

＊物に対する在るべき)せを示す因子。

jlllIlllを破ったキャ,ストに｢Ｍ１しては、解雇も瀞さない。

ＴＤＬで１１、キャストの採側]から管理､退職まで．人事部

キヤ,スティング腺が－■した管理を行っている。またゲスト
が 刀匹・思力等の犯罪的行為に対しては．直ちに警察に連
締して．決して妥協をしない。

根木原理因子自然界の法１１Ｉ上の「四（HfMmony）」
分別界の阻臓上の「真（IhOTIuO）」
{合理界の過捻上の「善（IheGood）」

芸能界の審美上の「美（IhOBeauly）」
宗教界の教義上の「聖（Holy）」
学問界の探究上の「〕Ⅱ（Know1ed9o）」という人
｢M1の求める理想の６つの各界を支IIBしている物瀬

の$ﾘ断・行11力又は存在などの根本的な理法を示す

因子 ０ 

TDLの「貝・美・善」の追求がホスピタリティのI月成要素の
根木原1足I里法と合致している。

性曽ＫＩＩをｂとに人間をマネジメントする姿勢は，ホスビタリ

テイ・マネジメントの基本原IlUと言える。

旧胴扉聖一￣ 
Wi神活動因子人間のＷ９的活動Iﾆｲjける３要素である知・'11.

息、つまI）知性と鰹IＩIと匝思のバランスをよくす

ることにな'）、十分な気IlBU．気i■いのあるtjr

なしの心を保つ因子．

①恵児･lil画などを思いつく発恵

｡〔1分の考八をはっきり決める決息

①111手lこ対して抱く$H切な心である好恵

①1【l手を思いやる厚恵

①Ⅱl手を良く思う讐息

①私ﾈﾘ･私欲や邪念を捨て,正直な態度で|姿する岐息

①Ｈ１手を敬う気}$がある敬懲

。[l的を成しiEIfようとする激しい怠気込みや猟心な気}$らである伽■

①互いの恵恩･息見が一致する合恵

⑪新しいアイナアや工夫を生むiil患

Ｏ真実の心や臣向をもつ只怠

ＯTDLという喝lこい６全ての人lこ共通しているﾎｽﾋﾞﾀﾘﾃｨの肴ｽとなる麗厄

能動性因子他からの側きかけを持たすに｢Iら小スビタリティ
を実現するための[幻子。

テイスニーユニバーシティによるｉｎ極的なティズニーコーテ

シーの1敗lrL

人間関係因子人と人とのコミュニケーシ’ンを回り、そのⅡl互
作川によって生まれるOH侮さによる小スビタリナ

ィのHII成された人冊11Ｍ１係を形成する因子。

ナイスニーユニバーシティとワーキングリードは、ゲスト.

リレーシ’ンを常lこ保つよう(こ考えるキ(,スト教育を行って
いる，

■■■■■■■■■■■ Br,早道l■;DB鎧歪一唾竃……lBiZ■■ill匹窃置正自荘１ ■■■■■■■■■■■ 
民俗(何礼因子民族晋|几風土．（云統的なもてなしの作法等．民

間の習わしを示す因子。

ＯＬＣかアメリカ側との橋渡しを行ない．アメリカ流マネジメ

ン卜を[l本人用にアレンジしている。

日本人のI云統的な晋１Nや風土を考慮した管１２体制をiillllする。

宗教備礼因子宗教的な習↑)し．冠蛎３Ｆ祭等の神仏などの超人111
的なものへの信仰、またはその敬描からくるt」て

なしを示す因子小

根底(こ'j西欧のキリスト教の奉仕１A神が流れているが,ティ

スニー・フィロソフィーという宗教を超えた哲学思想が．宗

教や政治'(jrどの枠綱みを超越してＴＤＬＩこ色>■〈反映されて

いる、

礼|例作法因子礼(Ｈ作法，マブー､エチケノト等の一定の形式を
示す因子。

肌司Lﾐﾖ;pEf葛睦一唖【､五五頭…卿ｍ－Ｕｊ底ＢＨ秬窃誼正霊Ｐ ■■■■■■■■■■■ 
浸現Q力作因子ll1IjMll係者Iこ対する表↑１１．発声、首葉iEい、会88.

態1m【等の表現等を示す因子｡

挨拶のil1要性を前MIIこ81〈し方．言葉i■い､【二】胴などについて

脳ｂか実践でき、問肌が発生した珊合でも段階的Iこ確実な処

I里ができる流れをマニュアル化している。

容姿服飾因子イ11手・客に対して．ｊ問ｊＭで1Mの琢囲気に合った容
姿・服飾を示す因子？

コスチ１－ミンク88によるコスチューム，ナイスニールンク

というﾘｶｻﾞﾘﾘ8$の規定を股け、流行に流されず．不快感を与え

ないよう．淌瀕さなどを保てるよう考慮している。

行動様式因子身のこなし，所作．立ち娠同い,姿勢．恥本的リカ
作等の身体の､》きを示すlXI子。

【】一ルプレイングlこよる接遇トレーニングをＭ１入している、

(ナィスニーユニバーシティ）



第４章東京ディズニーランドのホスピタリナイ３７０

１叉ｌ９ＴＤＬの611造的要素Ｉｌｆ／統lTWfIll！（ＧＡＭ）

［何[_;･Ｉ塁企画辺営を助叩的・組織的に行う樋脆を示す要案

野.：上ホスピタリティを提供する上での基本的なマネジメント要

Ｐ■ 
ﾛ■ 広報のﾌﾞﾆめ正確な↑､閲§組織関係者1-迅速'二提供する要累

高品、スピタＩフィを提供ＬつづけるﾉｰめＩ管理評価を行う要秦

ＪＩｌ：画ブル表現力を口Ⅱ11させる要粛

出所：服部勝人［l996b］Ｉ).８４の図３．７のホスピタリテイの構成要素を－部修正力11筆しＴＩ)Ｌの構成要素と対
比。

闇罪箭Ⅲ:ロⅡ鍔丑2-蔀宛.Ｕ筥密懇〃脛皿亟lIirL飛矼■面■亜;〕J､1巫五元五且と狂言

組織化因子組織関係者が確固たるロ標,IV1確な現ｌＩ１Ｌ蝋il1,形式的身
分|月適が存〈I;しjIlD;(発想をもとに,IIlJl]こ意H1ｲﾊﾟ達が存

易で,しかいｉｉ威をｲ｢するようにするlAlr『，

ディズニー・ブイIルノフイーにもとづくⅡ標管理，マニュア

ル・ルールを奴施し，地位に関係なく「～ざん」｛ｌけで呼び
合うillllJw係を形成している。

ﾈｿﾄﾜｰｸ化因子 創造的要素群に至る;l:スピタリテイの191成過程にお
いて交換きれるlIi報を，包1ﾊ的に箭理し，イi幼な成

染を椎み{I｛す方策へと結び卜lけるためのｌＡｌｆ。

｢マジソクキングダムクラプ｣｢エグゼクテイプクラブ」
｢クラブ３Ｍなど多/【I的なｵ､ソトワーク化，ホスピタリテイネ

ノトワークの拡大が行われている。

情報管理因子人を1Kめて，人と人とのつなが')をホスピタリテイ
を雄盤において展|H1していき，ホスピタリアイ・ネ
ノト｢ノークを形成していくllW-。

'１１１１:コミュニケーションによる愉報伝遼，ゲストからのレタ

一の情ill1f理・フイードバソク等の経営情報管理システムが

jⅡ川されている〔Ⅲ

守一２－守山

■‐で－－■■■■＝￣~￣且－コ－－■■■￣＝丘＝■0コ■エエーーⅡ■■■■■■■I■▽クニﾛｰ丘◆ロ。OB。■アーー

企画因子 組織関係荷に関するＭｉ棚を収11$し，分析し,いかに

してW1神的i問足感および'１１境的ＩＡ過ぎ．卿びを｣Ijえ

ろかを考え，具体的な１１標を設定し、

るためのﾌﾞjlｲﾘづけとしてのシナリオづ

Idbiil:案を1了う１１１子鯏

これを達成Ｉ

<Ｉ)である企

￣ 
アトラクション・ショーの企UbiIH1発は，米に1水仕の子会社で

あるウイルト．プ'イズヱー．イマジニアリング（ＷＤＩ）が旭

川Ｉしている。Ｔｌ）Ｌは米ＩＦI側から提供される新コンセプトの

アトフクン号】ンやシ盲】-を忠災に再現しているのである。

実施因子企Ihiされたシナリオを効:ﾄﾞ的・効IIL的にjH常・符jＷ
し，クオリブイをｉＷとすこと騒ぐメミ施すろlAIf ｚⅢノ IdbiIナイドと、i常サイドでの入念なチェゾク，妥協の無いり－サル，安（r諦理等．ＩｌＩｐ綴l)返される。

統制因子企画，制作，評価箭理，【11,if管lMl，ﾂﾐ施のプロセス
を通じて，調査，分ＩＩＴし，「111]題ﾉﾉ1」を|llIllト桜蝿
してホスピタリテイの課Huを設定し成功要|川を暇え，

対lij策をＮｉ雄するlAl子。

米lkl水l卜|からの唯本マニュアル・評価符理体lbllをしき，その
Ｌ'二Ⅱ水的経懲「iﾉﾐをlⅡ1味して，企
いる‘

･管理・運営を行って

tlkl水l卜|からの唯本マニュアル・評価符理体lbllをしき，その

L'二Ⅱ水的経懲「iﾉﾐをlⅡ1味して，企
､ろ‘

･管理・運営を行って

三五巫翌で、厩懸－，m原田悪、■扇--
)〔0識因子質の高いホスピタリナイを提ＩＩＬするため'二12要な雌

礎l〔１１識，nlM〔Ⅱ識，業務iⅡ澱，災f航Ⅱ識，Ｗｌ１ｉⅡH1職

等の|AI子。

トレーニング`'１に養われる基礎l〔Ⅱ識．細分化されたマニュア

ルの災勝ill識，人１１以IM1に形成されている個人の知識・教養
６Ⅸ映されている。

ＰＲ因子主体の心，意図そして与えうる内7Ｆを組織lMj係澗1二
周j〔Ⅱ徹底させ，良いイメージを形成し，ざらに好匝

を猫(1Ｉするための|Al子。

Wiアトフクシニ】ンのオープンセレモニー，プレス発表，オフ

イシヤルスポンサーのllll接的PIRi門動。

広告宣伝因子マス･コミユニケーシ三'ン,イベント,デモンストレーン｣ン,エキゾ
ピソＥｌン等を客体と:Jミュニケートして)i体の命(卜的イメージ

をつくるのためのlｊＷ－Ｔ１

－７′イズーー.一キ｣Ｖ

ﾘｶやテレビコマ

プリシブィ効JＩＬ

ノクター販売などの効jlL的なパプリシナイ橘

シャル，地ﾉj=Jマーシャル，雑誌媒体，（

■Ｚ￣■２■■■１－ｺ■．￣ロ■■■￣二＝■■

…、即一印、田、、■、、
Ⅱ■－－エエ已凹－－－▲￣【＝Ｊ■●Ｉ●■＝■五二〃亜ニュー￣￣￣￣￣U-I＝、▲■－－ロー｣■戸･”■駅一匹…￣ エ帝￣函￣ 函￣ ￣ ￣ ￣ ￣ 
品質管理因子組織間係濫の期待感，願望，意外性に応じて，Ｗｉ神

的iiiﾉﾋ感，堀境的１A適さ’輿び

要然群の蘭，人的要素群のii，

を'jえるよう(こ物的

(iﾘ』?{的要然俳の１１，

機能的要索群の間を砦えて．これらの分ての質を符

理していくlU子“

アィズェーフィ（ルノプィー及びセルフモチベーションの浸透
によ')，アピァフンスミＪ－ディイ､_夕によるチェックやキャ

スト「ＩＪＩがマー１アルを徹底し，またそれを越えた質を維持
しているまた，施設及び施設内の装慨・機器管理を徹底し
てそのｉｉを係|ゲしている．

評価管理因子３１１由ｉｊｍｌ)に災施できたかを検討し，ｆ１回iとＩA架との
差を測定し,その遮成:'１をAIH価する111「。

１１標荷jWの徹底によって７'一夕収１１〔･分り『を行い,逸成率を測定した
I),ゲストのアンケート調査による評価の結果に随時対liL,間の何｣二
をlル）ている。

危機管理因子各A,ｊｌｍにおける危機回避のﾉﾉ策を組み立て，ツi故.
瓢↑卜等へのjL速なh)応も符畷する'１Ｗ．。

企業とし〔の術111の漏洩等を管理するリスクマネジルト的な考えと，
｢1然災11パ'1}l故･ｉＩｌ件等への対flYをシミュレーションし,危機的状況
の''1でもゲストの安全が確保できるようなマニュアルが作成してある。

企業とし〔の術111の漏洩等を管理するリスクマネジルト的な考えと，
｢1然災11パ'1}l故･ｉＩｌ件等への対flYをシミュレーションし,危機的状況
の''1でもゲストの安全が確保できるようなマニュアルが作成してある。

i/:て，ツi故・

■■■■■■■■ 
陽ヨ1ﾋﾟｺｺ8回店3歩_'-コ巧‐よBl;■正面nUR雁ヨエェ．:一正.． ■U■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■■■■ 
演出因子組織関係打に対して人的要素群と物的要紫群と機能的

要紫群をよ')効果的なものにｹろために,ｉｎ覚的･聴覚的．
.L､理的側iniから魅ﾉﾉ的な感9ﾉﾘを呼び起こす'11界を6ﾘ１１１

する|Al子。

エンターテイメント，ｌＥ築デザイン的な観点での滴１１１，
パノクステージが一切愈織されない工夫，季節感やIjl実感の
|〃隙．ＩＩＪ覚的・聴覚的・心理的側liiからゲストにファンタジ

ーの１１t界を($験，デイズニー・ファンテイリュージョンIこ代

)<される!!(11ﾘ}効果や雰'１Ⅱ気，iii1lIlのための装1Kが代表例。

ミデザイン的な観点での滴１１１，
&されない工夫，季節感やIjl実感の
b､理的側liiからゲストにファンタジ

と一・フアンテイリュージョンIこ代

(，iii1lIlのための装1Kが代表例。

手法因子組織関係荷に表jjl術，話術．美容術．デリ,イン技iﾉ&．
調jWl法，ｊＥ営法，I1i響効果技術等をいかによ')１１い

質のものとして提llLするかという技術，ノウハウ
ﾉji）§の０Ｗ．。

ＴＤＬでは特殊技ijliを除いたマニュアルliIl行による手iﾉﾐにお
ける』A水的システムの|月築がｲﾌﾞわれている。

教育因子ホスピタリティの間のIiillをlzlろために，ホスピタ
リテイ文化を身につけ，ホスピタリテイのWi神的|イリ

上をさせると１両1時に人的饗素群である態1虹的，（代ＩＬ
的，人格的牧育並びに創jZi的要紫群の１１１での技術的

教イガを実施していく１２１７．。

７’イス.一二一ユニバーシブィ：

7'イズニー・フィロソフィーとホスピタリテイを提供できる

人材fi収プログラム敬ｆｉを1丁っている。

ＴＩ）Ｌの人材紋ｆｉは訂い換えればホスピタリテイ教７『である。
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らないという強い指向に対して，提供する義務（obligation）とサービスの

充足（sufficiency）するものとしてサービスを機能（function）という概念に

押し込め，ii1j費者の欲求に見合った等I111iI111iInI(という位置づけにした。これは，

有形・無形にかかわらず，ゲストがサービスの経済化に伴って明確な概念を

もち，サービスである機能に対してIllill1i概念をもったことを意味する。

サービス11ｲの構成要素を等I111iI111il直要素（EquivalentValueEIement）とし，

人的サービス（ＨｕｍａｎService）は有機１１<)機能（OrganicFunction）としてと

らえ，人的機能（HumanFullction）とした。人的機能は一般に役務提供と

みなされているが，業務処111における手続き機能，高度な機器を取り扱う技

術機能，資格に裏打ちされた提供者そのものがもつ技能機能，単純労働の労

務機能などを示す。人的機能を両めるための薙本にマニュアル化がある。

ＴＤＬはこの等IllliIilli値の部分に当たる機能的要素を徹底したマニュアル化す

ることで成り立っているといっても過言ではない。ＴＤＬにおける等価llliIilI

は入場料に当たる。来Ｉ剰者は入場料に見合ったサービスが受けられるか否か

でサービスの良し悪しを判断する。

一方，物的サービス（PhysicalServicc）は，無機的機能（InorganicFunc‐

tion）としてとらえた物的機能（PhysicalFunction）として設定した。通信・

マルチメディア，情報伝達などの情報機能，建物等の空ＩＨＩ機能，空調等の装

置機能，斉粋等の機器機能，陸・海・空等の輸送機能，物流を含めた卸売，

小売等の流通機能，商,Iii1,そのものが提供する機能と設定したものである。物

的機能を高めるためには，コンピュータ・システム化がＩ又'られたのである。

この物的サービスの曰的は，ＴＤＬの経営方針であるＳ（Safety)，Ｃ（Cour‐

tesy)，Ｓ（Show)，Ｅ（Efficiellcy）の｢|]で，SafetyとEfficiencyが該当す

る。

サービスを機能として1111し込め等ⅢilliIIIi要素としてとらえると，ゲストの

成熟した|雌]力からして等IlliI1li値だけでは当然満足できなくなる。より豊か

な価(i'1(，つまり，付力'１{i11ililL(を求めるようになることから財の付･加価値要素

(AddedValueEIement）の設定が必要となる。

その要素を考察してみると，デザインＩ１Ｉｌｉ(illi，，'h1,質lⅢ値等の付力l1mliI直要素，

つまり，ゲストのこのような願望（desire）やｌＵｌ待（expectatio,]）に対して，



図１０ホスピタリティ財の領域
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出所：服部勝人［1998］ｐ､23,図２．２。
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満足（satisfaction）および再び（pleasure）を与えるものとしての要素であ

り，ゲストの実感が具体的なものとして存在する。この付加価値要素は係数

化できる711能性があると思われる。ＴＤＬにとってこの付力l1I111i値は「ファミ

リー・エンターテインメント」の考えに基づいていたるところに配慮されて

いる。

ゲストは，ただ提供される等ll1illli値や付力ⅡllliIIII要素ばかりでは満足しない

ばかりか，そのllli{Ⅱ'1提供に当たってそれを取り扱っている人間のいかんによ

ってすべてダメになってしまうことすらある。’1ｲのllli値基準の中でも，ゲス

トにとって財を形成する上で人ｌｌＩ１的比重が高まり，人間そのもののⅢ|i値，つ

まり人IlMIilliIllLlが一つ大きな要素として注目されることになる。

ゲストの予測（aI1ticipation）および期待以上（incxpectation）に対して，

共感（sympathy）と感勅（emotion）を生む財が必要となる。そこで，付川

価値要素の｣二に人IlIlI111iIilII要素（ＨｕｍａｎＶａｌｕｅａｎｄＷ()rthElement）を設定し

た。

ＴＤＬではアルバイトの従業員を準社員として位慨づけ，従業員ではなく

キャストという呼称を与え，パークを一つの舞台として設定している。ゲス

トとともに共感と感動を創１１Ｉするためのllll興劇を減ずるべく徹底したデイズ

ニー・フィロソフィーの導入教育マニュアルに基づくデイズニー・ルック，

ディズニー・スマイル，アイ・コンタクト，ディズニー・コーテシー（ＳＣ・Ｓ

ＥのうちのＣ）を身につけさせ，またはショー（ＳＣＳＥのうちの３番目のＳ）

の上での演技の役割を果たすためのキャスト独曰のパーソナリティを発揮さ

せる教育をおこなっている。これは，ゲストが社会の成熟化にともなって等

価ｲilli値，付力l1Iilli価の_上に人llUIilli(0![を求めるようになったからである。

ＴＤＬが他のテーマパークを寄せつけない肢も優れた点は，常にゲストに

ショーやアトラクション等を含めたあらゆる場、において，感激を生む予想

外の出来事を起こすように，オンステージおよびバックステージのキャスト

が一丸となって取り組んでいることである。それがゲストとキャストによっ

て生成された相互人llMllliI直によって余韻となって感銘を与え，ゲストを再び

パークに|呼び戻す（リピーター率94％）ことができているのである。

ホスピタリテイ財の観点から考察すると，サービス・マネジメント（Ser．
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viceManagement）が機能的要素にあたる等IIllimiIi1lIを示すのに対して，ホス

ピタリティ・マネジメントは付力[lI11iIillI，人IlIlIilli値および朴|ｎ人''１|価値を力Ⅱえ

た領域を確保するものである。

相互人間Iilli値は，人間が人''１１であるゆえのIIlil直観を高めるために，人IlIj相

互の相互応酬関係（Recil)rocalRelation）によるシナジー効果（synergy＝相

乗効果）によって生まれる創造的(illi｛面を意味するものである。ホスピタリテ

ィの定義の｢｜'で引用した「創造的進化」という表現をＦ１認識してみると，ベ

ルクソンの「意識は還的に測定しえない流動的な純粋持続であり，生命は新

しいものを不断に創造する進化である」という内容は，ここでの相互人'''１価

値＝創造的Ⅲ1i値の概念を班解するのに役立つものである。

このようなＴＤＬの事例からして，ホスピタリティＩ１ｌｉ値段階（IIospitality

ValueLevel）を対照的に表示してみた。サービスを包括する等価価(直要素

に対応するのが基礎価{iI1〔（BasicValue）ならびに欲求I111i値（Indispensable

Value)。付力Ⅱ価値要素の領域に対応するのが願望IllliI直（DesirableValue）な

らびに期待IlIli値（ExpectcdValue)。人lMlIiIliI直要素の領域に対応するのが予

想価値（AnticipatedValue）ならびにｊＵｌ待以｣2価1１１１（（Unexl)ectedValue)。相

互人間価値要素（ReciprocalHumanValueandWorthEIement）の領域を示

すのが予想外価値（UnanticipatedValue）ならびに進化llli値（Evolutional

Value）と設定した。このllli他基準を設定することは，｜慶昧なマネジメント

の領域を分類するための指標を意味するものである。

人間の相互関係は，文化的には互恵や互酬など古代から存続する人間のコ

ミュニケーションを補完する伝統的習慣であり，まったく新しい概念ではな

い。しかしながら，技術的な進化が日常的なレベルでは，ほぼ飽和状態にあ

る現在，人間の方向性は11j(始的な朴１瓦応酬関係に|回|帰する||皮路にあるといっ

ても過言ではないのである。

“ホスピタリティ・マネジメント”を新しいパラディグマティック・ワード

(paradigmaticword＝統合榊造内の特定位置に発生する言語単位）として再設定

することは，サービス・マネジメントが到達できなかった領域でのみ成立す

る相互関係を説lﾘjすることを可能にするのである。

これからのマネジメントの方向性は，この相互人IMllilli{直の追求が主体とな



３８４第IV部日本ハルジャーの断iｉＩｉ

り，基本的社会価IM1としての「ホスピタリテイ」を媒介にしたﾎ'１互補完関係

が人間を連結するフィロソフィー的役割を演じることになるのである。

学歴偏軍主義を脱して個人の人間'性が|Ｈ１われる時代が到来しているが，各

企業も採用も含めた人材管理が成長の重要な条件となっている。前述のホス

ピタリティの構成要素をフレームワークとして，ホスピタリティを醸成する

ための条件を再点検し，村|互人'''１価値の創造を'二Ｉ的とした人材･教育，すなわ

ちホスピタリテイ教育を実施することは，営利・非営利を問わずすべての組

織体に通１１１できる意義を含有するものである。これからは「技術的訓練」か

ら「人''1性・精i【''1性の教育」への比重の転換が企業改Z仁の課題といえる。

Ⅵテーマパークにおけるホスピタリティ組織づくり

情の共創の場は組織関係者が共創の場の樅成要素と，その共創の場の幟成

関係から生成されるものを，映画のセットを舞台にして一つのシーンが減じ

られる状況と|司じく躯合性のある舞台装世，大道具，照明，メイキャップ，

衣装等が砿し出すものと同種のものと考えると11Ｗできる。ＴＤＬでいえば，

パークというステージに建物・アトラクションという舞台装置と大道具，照

明，メイキャップ，コスチュームが織り成す|u界とおきかえることができる。

組織関係者を各々役割がある役者とみなし，テーマ性をもとに台本無しの

即興劇を減じているのである。組織関係者は'二|己'１１心的立場と場所中心的立

場との整合性を求めて，刻々と変化する場に最適化するように活動し，また

他者との整合性を求めて一つのストーリー性をもったものを総合化していく

のである。これは真にホスピタリテイのjHl互性の原珂1による相互関係，相互

作用，朴1互補完がおこなわれ，整合'性のある筋道を創り上げる。これを筆者

は相互人lM1llli値のBll造知，つまり共創の場の創造知と定義づけるものである。

この共創の場のﾊﾘ造知は，組織関係者が創造的進化を遂げながら組織づく

りをする上で最も皿要な要素であり，機能づくり，環境づくり，人づくり，

場づくりの四つの視点から究極的に組織関係者を筆者が定義づけるウェルビ

ーイング，つまり安全で安らぎのある，心身ともに健康な，物心ともに豊か

な，幸福感のある充実した状態にあることに導くことがホスピタリティ・マ
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図１１テーマパークにおけるホスピタリテイ組織づくり
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}I|所：服部勝人［1997］講演会にて配布した資料をもとにテーマパーク川に再描築したもの。
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ネジメントの目的とするところである。ＴＤＬに当てはめてみると図１１にな

る。

ＴＤＬはディズニーランドのシステムを忠実に再現すると同時に，東洋人

である日本人の資質や感性を利川したトータル・クオリテイ・マネジメント

(TotalQualityManagement）を熟成させた発展型のホスピタリティ・マネジ

メントを創造しているといえる。つまり，ホスピタリテイの構成要素の分析

から理解できるように，ゲストもキャストもマネジャーも携わるすべての人

間が満足し，感動を交換できる要素が複合的に管理されることによって相乗

効果が創出されてＴＤＬというテーマパーク像が完成しているのである。こ

の成功の裏には，テーマパークの専門家集団というよりは，素人ながら新し

いものを完成させようという強い熱意を抱いた人材が集まったＯＬＣの組織

力が大きな原動力となっている。

経営環境は普遍的なものではなく，時代の流れとともに常に変化し進化を

求められているものであり，その創造的進化の過程においてホスピタリテイ

が醸成されることにより，組織を構成する人財に相互人間価値がもたらされ

るのである。

ホスピタリティの研究を続ける中で，人間の許容'性や無限の可能性を再認

識することを実感する場面に出会うことは多い。マネジメントの目的の延長

線上にも「人間」という存在がなければその意義は失われてしまう。マネジ

メントは，人間による人間のための経営環境を演出し，ひいてはそれをとり

まくすべての環境を演出するマネジメント形態も意'床するものでもあり，そ
（14） 

こには相互主義（Hospitalitism）が存在する。

未来型のマネジメント（営利・非営利組織を含む）は，組織の利潤だけを優

先したり顧客の満足だけを目指したり市民への社会的貢献のみを追求するも

のではなく，各々の観点において潤いと効用をもたらすものでなくてはなら

ない。相互人間価値を創造するホスピタリテイ・マネジメントに基づく経営

を導入することによって，すべての環境も「創造的進化」をし，その時代に

あった経営環境を築くことができる。

時代の構造が複雑化すればするほど企業・行政・家庭において，どんなに

優秀な人財・であっても問題解決や'情報創造ひいては価値創造をおこなうこと
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は，個別化した単独行動では至難の技である。また，これまでのような縦割，

横割の構造の発想では|瞬時に高度な力を発揮したり対処したりすることも困

難であり，成果のあがる手法や良い結采を筒111には見いだせなくなっている

のが現状である。

このような状況下の中で，各々が自立した組織（企業･個人）であることを

基本として，もてる能力や知恵を発揮し各々が信頼のおける相互関係を基盤

に，相互に影響し合う杣互作用とさらに不足した部分を杣互に補う札|互補完

がおこなわれてこそ，新たな創造（共ﾊﾘ）が可能となるのである。

ここで重要なことは，異質な存在|司士（(ｌＨｌ人対個人，（M1人対組織，組織対組

織）が，目標（目的）に対する意思統一と目指す成果（結果）を出すという

連携プレーができるか否かにある。お互いに同じ目標に向かって，よりよい

結果を生みだすための創造活動は，円卓発想による双方向コミュニケーショ

ン（inter-communication）をおしはかることが雨要となる。それによって生

じる相互関係，相互作川，相互補完から，共創による新しい朴|互人間mli値，

つまり創造的llli値を生みだすことがこれからの最重要課題となるであろう。

Ⅶテーマパークの今後

遊園地・テーマパークの動向を予測すると，ここ数年の動きからは遊園

地・テーマパーク業界全体の市況が急速に好転することは考えにくい。既存

施設のスリルライド系アトラクションの集客効果も短期化し，大'隔な架客増

につながるアトラクションの開発も現状では期待できない。近年相次いで開

業した，「サンシャイン･ナンジャタウン」や「ジョイポリス」のような都市

型!テーマパークもその施設規模から100万人を大'偏に上回る柴客を望むのは

むずかしいであろう。また，従来のような新規施設の開業も市場を大幅に拡

大させることはないと思われる。ユニバーサル・スタジオ・ジャパンやロッ

テワールド東京，手塚治虫ワールドなど１０００万人レベルの超大型施設の開

業が市場を刺激し業界を再び活性化させることは十分考えらるが，新規参入

するレゴ・ワールド等を含んだ中小施設はもちろん，大型施設をも巻き込ん

だ本格的な競争市場になることが予恕され，さらに二極化・寡占化の動きが
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より顕著になるものと思われる。

一方，「横浜･みなとみらい２１」「キャナルシテイ博多」「お台場･デックス

東京ビーチ」「幕張メッセ」「キャンプ・ミシガン」などアミューズメント性

を強めた複合商業施設に大きく注目が染まり，街のilll発自体が遊園地・テー

マパークの競合となりつつあるなど人々の湘費形態やレジャースタイルの多

様化にともう競争は，業界内に止まらずあらゆるレジャー関連産業さらには

消費活動をも含んでいくものと思われる。その''１で安定的な集客を確保して

いくためには，業界内での比較優位を保っていくだけでなく，他業界・他市

場に対しても絶対的優位を持ち続けられる魅力ある施設づくりとその中で勤

務する従業員であるキャストの教育，そして'三|先の利益の追求でなく長期的

なヴィジョンに乗っ取ったマネジメント手法が必要になってくるであろう。

ＴＤＬがテーマパーク産業で勝ち残っているのは，ホスピタリテイ・マネジ

メントの柵成要素に基づいたマーケティング戦略や運営方法を一貫しておこ

なっているからであると言えよう。ＴＤＬを111心としたリゾートプロジェク

トである東京ディズニー・シー，イクスピアリ，その施設を結ぶ新交通シス

テムの導入が２００１年に予定されているが，ＴＤＬの迩営で培った経営やマー

ケティング戦略を十分に活川することが重要であり，ホスピタリテイ・マネ

ジメントに基づいた迦営体制を継続すれば必ず成功すると筆者は確信してい

る。

一方，テーマパークそのものだけでの運営とは別に，地域社会との連携は

欠かせない正要な要素である。テーマパークに来るまでの交通やその土地の

街並みなど多くの要素で連携できることは多々ある。これまでの企業だけの

１Mlb略ではなく市民，地域，行政と企業との連挑はすべての業界で今まさに見

直されてきている。

商店街がよい例である。一つの店があるだけよりもいくつもの店が存在す

ることで「にぎわい」を創ＩＩＬ，お客様を呼ぶ'１１１乗効果があるように，また

せっかくその土地に来るのにテーマパークだけ見て帰るのではなく連動性の

ある行動ができる街づくりも重要な要素である。その土地その土地の季節感

や食べ物もリピート効果を担う要素でもある。どこに行っても同じような物

があるのではなく，そこにしかないものを造る。すべての要素が同じという
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ことはありえないことをもう一度認識すべきではないだろうか。

Ⅷホスピタリティの普遍性

２１世紀のテーマパークには何が必要なのか，またテーマパークを構成す

る要素は何なのかを見いだす手がかりがホスピタリテイにある。筆者は，
（15） 

ＴＤＬの検証から経営11三1枢からホスピタリターまで連鎖して，顧客･Ti7民，そ

して社会や政府までのすべての組織関係者が相互人間価値から生まれる満足

によってウェルビーイングとなるようにする経営，つまりホスピタリテイ・

マネジメントが未来型マネジメントであると考える。

欧米ではホテル，レストランなどの人的要素の強い産業を「ホスピタリテ

イ産業」と呼んでいるが，対照的に'三１本のそれは「サービス産業」の域を脱

していないのが現状である。日本のホテルやフードサービスの現場では，欧

米のホスピタリテイ教育を導入してサービスの向上に努めている姿をよく見

るが，はたしてそれで｢1本人に真のホスピタリテイを実践する準備ができる

であろうか。技術や作法といったサービス機能を欧米から学び業務に活かす

ことはプラスに作用するであろうが，精神性や柔軟`性を求められる真のホス

ピタリティの提供には，人間としての「魅力」や洗練された「粋」がなけれ

ばならない。

筆者は，サービス・マネジメントの限界をそこに見いだし「ポスト・サー

ビス社会」つまりホスピタリティ時代の到来を予感し，「ホスピタリティ・マ

ネジメント」を提唱している。日本人はホスピタリティを「形」としてでは

なく，「心」として今もなお保持している。社会の急速な進展とのギャップ

に埋没して，忘れかけているだけである。

ＴＤＬのように米国のシステムを基本に日本的感`性の作用する許容性を与

えた経営をＯＬＣがおこなうことで，先駆的なホスピタリテイ・マネジメン
ま

トを実現できたのである。この日本人の人間同｣三の独特な「間」は，歴史的

過程と地理的条件が醸しだすユニークな日本文化によって培われ，本来「無

限の豊かさ」を内含するものとして捉えられる。

ポスト・サービス社会の指標が，ホスピタリテイを媒介とするマネジメン
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トであるとするなら，そうした経営の実践は日本に「ホスピタリテイ」を復

興させる契機となるものである。そして，その環境において発生する「ホス

ピタリテイ」は，筆者の考えでは，新しい意義をもつ「ホスピタリテイ」に

進化しているように思われる。経営の世界では暖|床な精神や哲学の領域は主

体的に扱われることが少なかったが，その「新概念としてのホスピタリテ

イ」が多くの企業・組織によって推進され，そうした「無形の商品」がカス

タマーとの関係を築く最優先の条件となるマーケティング環境が形成された

時，これまでなかなか理論的に説明のできなかった日本的マネジメントの実

像が明確化するであろう。

筆者は１９９０年代初頭から目まぐるしく展開した人間的マネジメントの理

論の集約する方向に「ホスピタリテイ」を位置づけている。ホスピタリテイ

の概念は普遍的なコンセプトではないが，筆者が考える「創造的進化」を継

続することで，ホスピタリテイ・マネジメントは普遍的なマネジメント・コ

ンセプトになりうるものであると考える。相互人間価値がビジネスの場でも，

プライベートな日常空間でも，人間と人間との「豊潤な関係」を生み出す原

動力として作用する環境的進化が整えば，ポスト・サービス社会は健全な方

向へ軌道修正されるのではないだろうか。当然その反対のことも考えられる

が，発展の飽和状態に陥る現代社会における人間の修復能力に期待したい。

欧米で生まれたホスピタリティという概念が，日本的な土壌で醸成された

相互性と融和し，人種や国家のレベルを超えた普遍的概念「グローバル・ホ

スピタリティ（GlobalHospitality)」として地球上のさまざまな社会や共同

体へ波及することは，人間の歴史に新しい未来共創の時代を形成することに

つながることである。

このような観点から，ホスピタリティ・マネジメントが営利・非営利を問

わずあらゆる組織，社会，国家，世界において，地球的な視野に立った普遍

的なコンセプトになりうるのではないだろうか。また，グローバル・ホスピ

タリテイという観点に立つことによって，個人，家族，親族，社会，国家，

地球全体にわたる環境が大きく変化し進化することにより，人類の創造的進

化に大きく寄与することになると考える。
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注

(1)ゴールデンウイークの入園者数は『日経新'111』］998年９月２日，首都圏経済・千葉

の紙面より。夏休みの入園者数は「'三|経新聞』1998ｲli5)ｊ７日，産業紙面より。

（２）ウェルビーイングは一般川語であるが，筆者はその解釈を，すべての組織関係者が

ホスピタリテイによって相互満足を共li1lIできる状態，つまり安全で安らぎのあること

（安寧)，心身ともに健やかなこと（健康)，物心ともに蝋かなこと（繁栄)，充実感の

ある満ち足りた状態にあって幸編感のあること（幸福）という意味として独自の解釈

をしている。服部勝人［1995］ｐｐ､61-63の捉え力からさらに発展した考え。

（３）世代を超え，’五|境を超え，あらゆる人々が共通の体験を通してともに笑い，雛き，

発見し，そして楽しむことのできる世界。「ディズニーランドは，人々に幸福を与え

る場所，おとなも子供も，ともに生命の驚異や同険を体験し，楽しい思い出をつくっ

てもらえるような場所であってほしい……」というウォルト・デイズニーの言葉が基

本におかれている。あらゆる世代の人々が楽しめる“ファミリー・エンターテイメン

ト，，を基本Ll1念に誕生したディズニーランドは，それまでの子供のためのアミューズ

メントパーク（遊|刺地）とはまったく異なった，新しい“テーマパーク'，として出発

した。㈱オリエンタルランド広報室［1998]。

（４）パーセンテージは，伊藤正視［1994］ｐ､７０をリ'111゜

（５）創造的進化とは，フランスの哲学者ベルクソン（IIellriBergsoll）が１１日えたもので

「意識が裁的にＩＨＩ定しえない流動的な純粋持続であり，生命は新しいものを不断に創

造する進化である」という生の哲学の立場を意味するものである。村Ⅱ|盤太郎・江上

波夫編［1983］ｐ､593゜

（６）筆者は，営利組織においては私的領域と顧客領域と公共領域の三万位，非営利組織

では公的領域とTlj民領域と公共緬域の三万位の均衡関係を示す関係を多元的共創関係

としている。服部勝人［19961)］ｐｐ」12-116.

（７）筆者は，イＩ１ｎ容認，相互El1lM1，相互信頼，相互扶Uﾉﾉ，｜Ⅱ瓦依存，相互発展を六つの

相互性の剛１１と定義している。服部勝人［19961)］ｐ､69゜

（８）服部勝人［l996a］ｐｌＯｏ

（９）筆者は，組織DM係者（CoIlstituellcies）を営利・非常利をＩＩｌｊわず，トップマネジメ

ントから支援現境，株主を含む'''1接的な利害グループ，そしてホスピタリター（筆者

の造語)，１１醐粋・ＴＩj民，そして社会･政府までを包括する概念として捉えている。服部

勝人［l996b］ｐｌ).117-123。

(10）筆者の造語で「人'''１が人lMlであるゆえのmli([((観をH:liめるために，人|川村|互の相互応

酬関係によるシナジー効果によって生まれる有川(llIi(ｌｌｌ〔（Value）および文化価値

（Worth）を包括する創造的I11i値を意味する」と定義している。服部勝人［1998］ｐｐ、

13-28。

(11）ＴＤＬでIilill〈キャストが目指す究極の提供物。来京ディズニーランドの人噸部ユニ

バーシティ課がおこなうオリエンテーション（研修）で受ける内容に「東京ディズニ

ーランドでの私たちの仕事は，形はないけれど，はっきりした'二｜的をもっています。



312第ＩＶ部日本型レジャーの断面

それは“ハピネス，，への道づくりなのです」（青木卓［1993］ｐｐ､41-42)。

(12）ウォルト・ディズニーの運営哲学で，ウォルト・ディズニーの言動をもととし，パ

ーク運営の精Ｊ１(Ｉｌ１的支えとして取りまとめられたもの。1111}にまとめられた文献にはな

っておらず，その精神そのものを指したり，ウォルト・ディズニー語録，スライドシ

ョー，キャストヘの配布物などの各レベルで存在するものを総称している。志澤秀一

［1992］pp78-79。

(13）ホスピタリティ・マネジメントという概念をホスピタリティ産業の中での経営手法

に限定せず発展的に捉え，相互依存型産業形態を包括する経営概念として再椛築して

提示している。服部勝人［1994a]。

(14）筆者の造語。ニューロン・ネットワーク化したインターネット，イントラネットお

よびエクストラネットにおいて作川する’１１１互性の原理にもとづき，相互関係，相互作

川，机互補完によって発生する朴１乗効果によりｲll互人''１１価値の共創が生まれるという

概念。服部勝人［1998］ｐ24゜服部勝人［1994a］ｐ､142でHospitalityOrientatioll

としていたが新たにIIospitalitismとしたもの。

(15）筆者の造語。財（有形･無形を問わず）の提供者（営利･非営利合）と，享受者（顧

客・Tl丁民）との相互関係を円滑に形成し，''1]互作１１１による共創関係を成立させること

によって相互人間ｌｉｌｉ(直を創造し，ホスピタリテイを醗成することのできる人材.または

組織を意味する。これは日常においてもさまざまな場、でも発揮できるものである

（注１０も合わせて参照)。服部勝人［1998］ppl3-28。
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